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序  
 

 大気汚染に関連する発生源は工場等の固定発生源，自動車等の移動発生源，植物・

動物・火山活動などの天然起源の発生源と事故や災害による発生源などに大別される。

昭和 30 年～ 40 年代にかけて社会問題となった公害では固定発生源と移動発生源の対

策に重点がおかれ，公害対策基本法（現，環境基本法）が制定されて公害防止対策が

とられた。これに伴い大気汚染物質の分析方法が定められ，排ガス基準の監視・汚染

の低減に用いられてきた。公害対策と研究が進むにつれて大気汚染物質が環境や人体

に与える影響も多様化して環境全般の問題へと変化し，これに伴う法整備も進められ

てきた。1990 年後半には長期暴露による健康リスクの懸念から新たに固定発生源から

の排ガス基準が定められ，有害大気汚染物質が規制された。また，光化学オキシダン

ト被害低減のために揮発性有機化合物の排出量の規制と低減対策が進められた。  

 （一社）日本環境測定協会の大気技術委員会では，原案作成団体として排ガス関係

の 18 項目の日本産業規格（ JIS）について協会員へのアンケート調査や要望，最新分

析技術の調査等を基に新しい技術の進歩に合わせて見直し・改正と新規提案を行って

いる。JIS 改定・制定時には必要に応じて室内及び工場現場での基礎検討を行い，その

成果を協会員に提供してきた。  

 2011 年には規格の記述が専門的で難しい，新しく導入された分析方法の解説が欲し

いという要望や JIS が使われる根拠や背景，環境分析の技術継承に役立つ解説が欲し

いという要望応じて JIS で規定している排ガス分析方法を簡便に理解できるようマニ

ュアルを作成し，排ガスを含む環境測定の研究者や技術者，行政の担当者の参考とす

るために発行した。この発行から 10 年が経ち，技術の進歩に伴い改定された JIS も多

く，また，近年の国際標準化機構が定めた国際規格（ ISO）や多成分の一斉分析に合わ

せた新しい考え方に基づく規格の必要性も増してきたことから大気技術委員会で実施

した JIS 改正と新規格制定を含めて前回のマニュアルを改定する企画を立て本書の発

行に至った。環境測定分析機関で排ガス測定を行っている環境計量士や測定技術者，

工場や事業所で排ガス処理や管理を行っている公害防止管理者，国や地方自治体で工

場排ガスの規制や調査を行っている職員，技術者，研究者，企業や大学等で排ガス測

定に関する分析方法の開発や研究に携わっている技術者や研究者のリファレンスとな

るような内容で構成した。  

 2011 年の時から改定された JIS は排ガス中の金属分析方法（ JIS K 0083），排ガス中

の臭素化合物分析方法（ JIS K 0085）、排ガス中の一酸化炭素分析方法（ JIS K 0098），

排ガス中のアンモニア分析方法（ JIS K 0099），排ガス中の硫黄酸化物分析方法（ JIS K 

0103），排ガス中の窒素酸化物分析方法（ JIS K 0104），排ガス中のふっ素化合物分析方

法（ JIS K 0105），排ガス中の塩化水素分析方法（ JIS K 0107），排ガス中のシアン化水
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素分析方法（ JIS K 0109），排ガス中の酸素分析方法（ JIS K 0301），排ガス中のホルム

アルデヒド分析方法（ JIS K 0303），排ガス中のダスト濃度の測定方法（ JIS Z 8808）で

ある。この他に自動分析計の JIS はあるが化学分析法がなかった一酸化二窒素につい

て 2018 年に新規格（ JIS K 0110）を提案し制定された。また，排ガス中の揮発性有機

化合物（VOC）の測定の要求は多いが，国の規制は全揮発性有機化合物（ TVOC）であ

りこの測定法しか示されていない。個別の VOC 測定にはガスクロマトグラフ法又は

ガスクロマトグラフ質量分析法で分離・検出するが，発生源毎に成分が異なり共存成

分も多様である。さらに，発生源の種類が多く利用する試料採取方法と検出器の種類

も多いので濃度範囲や定量範囲を個別に定める事が困難であり個別規格とすることが

適当でない事等から協会員の要請に答えられる形で分析方法を組み立てていくよう検

討を行った。ここで，関連する ISO・ JIS を参照し環境省の告示法等を併せて検討を行

い，分離例や試料採取方法の実験などを実施して多様な発生源から排出される VOC 全

体の測定に適用でき発生源特有の個別成分を分析する新しい方法について規格原案を

立案した。今後，JIS になるには審議を経て公開される事になるが，審議前の段階なの

で本書で原案全文の紹介を行う。これに伴い，確認のみで対応してきた排ガス中のベ

ンゼン分析方法（ JIS K 0098）と排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチ

レン分析方法（ JIS K 0305）を廃止する事になる。本マニュアルの利用者は新規格制定

までは（一社）日本環境測定分析協会が推奨する分析方法とし，これに基づく方法に

沿って標準作業手順書を作成し，個別分析の要請や ISO/IEC 17025 の認定申請に利用

できるよう解説原案も含めて収録した。  

 構成は，固定発生源からの大気汚染物質及び有害物質の規制（第1 編），排ガスの採

取方法（第 2 編），JIS の排ガス分析方法等（第 3 編），共通事項（第 4 編）からなる。

付属として機器分析に用いる装置の概要を紹介する。実際に現場で試料採取や測定を

行う人が理解できるよう装置・器具，試料ガスの採取方法を写真，図などで示し分析

操作はフローチャートで示すなど JIS を理解しやすいよう心がけた。  

 執筆は，大気技術委員会の委員が分担した。このマニュアルが広く測定機関や環境

分析に関係する現場のみならず行政にも利用され，環境測定の改善に寄与する事を期

待している。  

 最後に，執筆いただいた委員の皆様，出版にご尽力いただいた本協会の関係者の皆

様に感謝いたします。  

 

大気技術委員会委員長 前田恒昭 
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第 1 章 大気汚染の規制 

1.1.1 環境関連法体系  

環境の保全についての具体的な実現に向け，環境基本法は制定されている。環境

基本法に規定された３つの基本的理念（環境の恵沢の享受と継承等）（環境への負荷

の少ない持続的発展が可能な社会の構築等）（国際的協調による地球環境保全の積極

的推進）の下に，各種の環境関連法令が位置づけられている。  

ここでは，公害関係に主眼をおいて，主な環境関連法令について環境基本法から

環境分野別に分けて一覧にした。なお，複数の環境分野に関わる法令もある。  

 

 

 
図１.１.１ 環境関連法体系図  

 

 

  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 1編 第1章 大気汚染の規制 

 2 © JEMCA 2021  

1.1.2 環境基準 
 環境基本法では，環境汚染の改善目標として環境基準を定めている。 

 環境基準は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件

について，「人の健康を保護し，及び生活環境を保全する上で維持されることが望

ましい基準」を定めたものであり，汚染等防止に関する施策について，汚染等が進

行している地域にあっては，汚染等の改善の目標となり，汚染等が進行していない

地域にあっては，汚染等の未然防止の指針となるべきものである。 

 また，環境基準は，現に得られる限りの科学的知見を基礎として定められている

ものであり，常に新しい科学的知見の収集に努め，適切な科学的判断が加えられ必

要な改定がなされなければならないものである。 

環境基本法 

第三節 環境基準 

第十六条 政府は，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環

境上の条件について，それぞれ，人の健康を保護し，及び生活環境を保全

する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 

２ 前項の基準が，二以上の類型を設け，かつ，それぞれの類型を当てはめ

る地域又は水域を指定すべきものとして定められる場合には，その地域又

は水域の指定に関する事務は，次の各号に掲げる地域又は水域の区分に応

じ，当該各号に定める者が行うものとする。 

一 二以上の都道府県の区域にわたる地域又は水域であって政令で定める

もの 政府 

二 前号に掲げる地域又は水域以外の地域又は水域 次のイ又はロに掲げ

る地域又は水域の区分に応じ，当該イ又はロに定める者 

イ 騒音に係る基準（航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の

騒音に係る基準を除く。）の類型を当てはめる地域であって市に属する

もの その地域が属する市の長 

ロ イに掲げる地域以外の地域又は水域 その地域又は水域が属する都

道府県の知事 

３ 第一項の基準については，常に適切な科学的判断が加えられ，必要な改

定がなされなければならない。 

４ 政府は，この章に定める施策であって公害の防止に関係するもの（以下

「公害の防止に関する施策」という。）を総合的かつ有効適切に講ずること

により，第一項の基準が確保されるように努めなければならない。  
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1.1.2.1 大気汚染に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

二酸化いおう 

（ SO2） 

(S48. 5 .16 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.04 ppm 以下であり，かつ，

１時間値が 0.1 ppm 以下であ

ること 

溶液導電率法又は紫外線蛍

光法 

一酸化炭素 

（CO） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値の１日平均値が 

10 ppm 以下であり，かつ， 

１ 時 間 値 の ８ 時 間 平 均 値 が

20 ppm 以下であること 

非分散型赤外分析計を用い

る方法 

浮遊粒子状物質 

（ SPM） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.10 mg/m 3 以下であり，かつ， 

１時間値が 0.20 mg/m 3 以下で

あること 

濾過捕集による重量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された重量濃度と直

線的な関係を有する量が得

られる光散乱法，圧電天びん

法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素 

（NO2） 

(S53. 7 .11 告示) 

１時間値の１日平均値が 

0.04 ppm から 0.06 ppm までの

ゾーン内又はそれ以下である

こと 

ザルツマン試薬を用いる吸

光光度法又はオゾンを用い

る化学発光法 

光化学オキシダント 

（Ox） 

(S48.5.8 告示) 

１時間値が 0.06 ppm 以下であ

ること 

中性ヨウ化カリウム溶液を

用いる吸光光度法若しくは

電量法，紫外線吸収法又はエ

チレンを用いる化学発光法 

微小粒子状物質 

（ PM2.5） 

(H21.9.9 告示) 

１年平均値が 15 μ g/m3 以下

であり，かつ，１日平均値が

35 μ g/m3 以下であること 

濾過捕集による質量濃度測

定方法又はこの方法によっ

て測定された質量濃度と等

価な値が得られると認めら

れる自動測定機による方法 
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ベンゼン 

(H9.2.4 告示) 

１年平均値が 0.003 mg/m 3 以

下であること 

キャニスター若しくは捕集

管により採取した試料をガ

スクロマトグラフ質量分析

計により測定する方法又は

これと同等以上の性能を有

すると認められる方法 

トリクロロエチレン 

（H30.11.19 告示） 

 

１年平均値が 0.13 mg/m 3 以下

であること 

テトラクロロエチレ

ン 

(H9.2.4 告示) 

１年平均値が 0.2 mg/m 3 以下

であること 

ジクロロメタン 

(H13.4.20 告示) 

１年平均値が 0.15 mg/m 3 以下

であること 

 

1.1.2.2 ダイオキシン類に係る環境基準 

物質 環境上の条件 測定方法 

ダイオキシン類 

(H11.12.27 告示) 

1 年平均値が0.6 pg-TEQ/m 3以

下であること 

ポリウレタンフォームを装

着した採取筒をろ紙後段に

取り付けたエアサンプラー

により採取した試料を高分

解能ガスクロマトグラフ質

量分析計により測定する方

法 

 

1.1.2.3 大気汚染に係る指針 

光 化 学 オ キ シ ダ ン ト の

生 成 防 止 の た め の 大 気

中炭化水素濃度の指針 

(S51.8.13 答申) 

 光化学オキシダントの日最高１時間値 0.06ppm に対

応する午前６時から９時までの非メタン炭化水素の３

時間平均値は，0.20ppmC から 0.31ppmC の範囲にある。 
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1.1.3 大気汚染防止法の概要 

1.1.3.1 目的 
 大気汚染防止法（以下，大防法という。）は，昭和43 年に制定された。この法律

は，「大気の汚染に関し，国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため」，

次の事項を実施する。  

①工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙，揮発

性有機化合物及び粉じんの排出等を規制  

②水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場に

おける事業活動に伴う水銀等の排出を規制  

③有害大気汚染物質対策の実施を推進  

④自動車排出ガスに係る許容限度を定めること  

これらとともに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業

者の損害賠償の責任について定めることにより，被害者の保護を図ることを目的と

している。  

 

1.1.3.2 制度の概要 
 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として，

「環境基準」が環境基本法において設定されており，大気環境に係る環境基準を達

成することを目標に，大防法に基づいて規制を実施している。  

 大防法では固定発生源（工場や事業場）における対策として，固定発生源から排

出又は飛散する大気汚染物質について，物質の種類ごと，施設の種類・規模ごとに

排出基準が定められており，大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければな

らない。  

 

1.1.3.3 ばい煙の排出規制 
  「ばい煙」とは，物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物，ばいじん，有害物質（ 1)

カドミウム及びその化合物，2) 塩素及び塩化水素，3) 弗素，弗化水素及び弗化珪素，

4) 鉛及びその化合物， 5 )  窒素酸化物）をいう。大防法では，ばい煙を排出する一

定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」として次のとおり定めて届出制を設け，ば

い煙の排出規制を実施している。  

１ .ボイラー，２ .ガス発生炉，加熱炉，３ .金属精錬又は無機化学工業品製造用

の焙焼炉，焼結炉，煆焼炉，４ .金属精錬用の溶鉱炉，転炉，平炉，５ .金属精製

又は鋳造用の溶解炉，６ .金属の鍛造，圧延，熱処理用の加熱炉，７ .石油製品製

造用の加熱炉，８ .流動接触分解装置の触媒再生塔，８の２ .硫黄回収装置の燃焼

炉，９ .窯業用焼成炉，溶解炉，１０ .無機化学工業品又は食料品製造用反応炉，
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直火炉，１１ .乾燥炉，１２ .製鋼用等の電気炉，１３ .廃棄物焼却炉，１４ .銅，

鉛又は亜鉛の精錬用の焙焼炉，焼結炉，溶鉱炉，転炉，溶解炉，乾燥炉，１５ .

カドミウム系顔料等製造用の乾燥施設，１６ .塩素化エチレン製造用の塩素急速

冷却装置，１７ .塩化第二鉄製造用の溶解槽，１８ .活性炭製造用の反応炉，１９ .

化学製品製造用塩素反応施設，塩化水素反応施設，塩化水素吸収施設，２０ .ア

ルミニウム精錬用の電解炉，２１ .燐，燐酸質肥料等製造用の反応施設，濃縮施

設，焼成炉，溶解炉，２２ .弗酸製造用の凝縮施設，吸収施設，蒸留施設，２３ .

トリポリ燐酸ナトリウム製造用の反応施設，乾燥炉，焼成炉，２４ .鉛の第二次

精錬等用の溶解炉，２５ .鉛蓄電池製造用の溶解炉，２６ .鉛系顔料製造用の溶解

炉，反射炉，反応炉，乾燥施設，２７ .硝酸製造用の吸収施設，漂白施設，濃縮

施設，２８ .コークス炉，２９ガスタービン，３０ .ディーゼル機関，３１ .ガス機

関，３２ .ガソリン機関  

 

・ばい煙の排出基準には，次の四種類の基準がある。  

一般排出基準  ばい煙発生施設ごとに国が定める基準  

特別排出基準  大気汚染の深刻な地域において，新設されるばい煙発生施設

に適用されるより厳しい基準（いおう酸化物，ばいじん）  

上 乗 せ 排 出 基

準  

一般排出基準，特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地

域において，都道府県が条例によって定めるより厳しい基準（ば

いじん，有害物質）  

総量規制基準  工場又は事業場が集合している地域で，排出基準のみでは環

境基準の確保が困難な地域において，都道府県知事が定める大

規模工場に適用される工場ごとの基準（いおう酸化物及び窒素

酸化物）  

 

・排出基準に係る都道府県知事の権限  

改善命令等  都道府県知事は，ばい煙排出者が，そのばい煙量又はばい煙

濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して

排出するおそれがあると認めるときは，その者に対し，期限を

定めて，当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しく

は当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命

じ，又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることが

できる。  

都道府県知事は，総量規制基準に適合しない指定ばい煙（い

おう酸化物又は窒素酸化物）が継続して排出されるおそれがあ
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ると認めるときは，当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者

に対し，期限を定めて，当該特定工場等における指定ばい煙の

処理の方法の改善，使用燃料の変更その他必要な措置を採るべ

きことを命ずることができる。  

報告及び検査  都道府県の職員は，ばい煙発生施設の状況等必要な事項の報

告を求め，又は工場若しくは事業場に立ち入り，ばい煙発生施

設等その他の物件を検査することができる。  

緊急時の措置  大気汚染が深刻な状態（政令で定めるレベル）になったとき

は，都道府県知事は，一般にその事態を周知させるとともに，

ばい煙排出者に対して，排出量の削減を要請する。  

 注） 大防法の都道府県知事の権限に属する事務の一部は，政令市の長等に関す

る規定として，政令市の長等に適用がある。  

 

・ばい煙排出者に対する測定義務  

ばい煙排出者は，定められた頻度，測定方法により，ばい煙発生施設に係る

ばい煙量又はばい煙濃度を測定し，その結果を記録し，これを３年間保存しな

ければならない。  

 

・事故時の措置  

 故障，破損その他の事故が起こり，ばい煙又は特定物質※が大気中に多量に排

出されたとき，排出者は直ちに応急の措置を講じ，速やかな復旧に努めるととも

に事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。都道府県知事は，事故

により周辺の区域における人の健康に影響があると認めるときは，排出者に対し

て，必要な措置をとるようを命ずることができる。  

※「特定物質」とは，物の合成，分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち，人

の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある物質： (1 )アンモニア， (2 )弗化水

素， (3 )シアン化水素， ( 4 )一酸化炭素， (5 )ホルムアルデヒド， (6 )メタノール， (7 )硫化水

素， (8 )燐化水素， (9 )塩化水素， (1 0)二酸化窒素， (1 1 )アクロレイン， (1 2)二酸化硫黄， (1 3 )

塩素， (1 4 )二硫化炭素， (1 5 )ベンゼン， (1 6 )ピリジン， (1 7 )フェノール， (1 8 )硫酸（三酸化硫

黄を含む）， (19 )弗化珪素， (2 0 )ホスゲン， (2 1 )二酸化セレン， (2 2 )クロルスルホン酸， (2 3 )

黄燐， (2 4 )三塩化燐， (2 5)臭素， (2 6 )ニッケルカルボニル， (27 )五塩化燐， (2 8 )メルカプタン  

 

1.1.3.4 有害大気汚染物質の対策の推進（平成９年から） 
 「有害大気汚染物質」とは，低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ず

るおそれのある物質のことをいい，該当する可能性のある物質として現在， 248 種類
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の物質があり，そのうち特に優先的に対策に取り組むべき物質（優先取組物質）とし

て 23 種類がリストアップされている。優先取組物質のうち，ベンゼン，トリクロロ

エチレン，テトラクロロエチレンが指定物質とされ，それぞれ指定物質抑制基準が定

められている。また，この 3 つの指定物質にジクロロメタンを加えた 4 物質につい

て，環境基準値が定められている。  

 

1.1.3.5 揮発性有機化合物の排出の規制等（平成 18 年から） 
 浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント対策の一環として，その原因物質の一つで

ある「揮発性有機化合物（VOC）」の排出及び飛散の抑制を図ることを目的に，VOC の

排出規制が追加された。  

 VOC とは，大気中に排出され，又は飛散した時に気体である有機化合物（浮遊粒子

状物質及びオキシダントの生成の原因となる物質）をいう。大防法では，塗装施設，

印刷施設など９の項目に分けて，一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」

として定められている。  

 VOC の排出及び飛散の抑制に関する施策は，VOC の排出の規制と事業者が自主的に

行う VOC の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施

することとされている。「揮発性有機化合物排出施設」は，届出制とするとともに，排

出基準の遵守，測定の義務などの事業者の責務が課せられている。  

 

1.1.3.6 水銀等の排出の規制等（平成 30 年から） 
 水銀等が人の健康及び環境に及ぼすリスクを低減させるため，水銀等に対して産出，

使用，環境への排出，廃棄等そのライフサイクル全般にわたって包括的な規制を行う

条約である「水銀に関する水俣条約」の大気への排出規制の的確かつ円滑な実施を確

保するため，大防法に水銀等の排出規制が追加された。  

 工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち，水俣条

約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものを「水銀排出施設」として定め，

届出制とするとともに，排出基準の遵守，水銀濃度の測定及び測定結果の保存等を義

務付けた。  
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第 2 章 大気汚染物質に対する規制 

1.2.1 大気汚染物質に対する規制方式とその概要 

表 1.2.1 工場・事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要 

 

  注） 設置時期により，別途経過措置が規定されている場合がある。 

主な発生の形態等 規制の方式と概要
上乗せ基

準設定
基準詳細参照先

1)排出口の高さ(He)及び地域ごとに定める定

数Kの値に応じて規制値（量）を設定

　許容排出量(Nm3/h)=K*10-3*He2

　　一般排出基準：K=3.0～17.5

　　特別排出基準：K=1.17～2.34

－

【大気汚染防止法】

・第3条第2項第1号、第3条第3項

・施行令第5条、別表第3

・施行規則第3条、第7条第1項

・施行規則別表第1、別表第4

2)季節による燃料使用基準

　燃料中の硫黄分を地域ごとに設定

　硫黄含有率：0.5～1.2%

－

【大気汚染防止法】

・第15条第3項

・施行令第9条、別表第4

・施行規則第14条

・S46厚生省・通商産業省告示第1号

【都道府県・政令指定都市告示】

3)総量規制

　総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設

定

－

【大気汚染防止法】

・第5条の2

・施行令第7条の2、第7条の3

・施行令別表第3の2

・施行規則第7条の2、第7条の3

【都道府県告示】

同上及び電気炉の使用

施設・規模ごとの排出基準（濃度）

　一般排出基準：0.04～0.5g/m3

　特別排出基準：0.03～0.2g/m3

可

【大気汚染防止法】

・第3条第2項第2号、第3条第3項

・施行規則第4条、第7条第2項

・施行規則別表第2、別表第5

【都道府県条例】

カドミウム及びそ

の化合物

銅、亜鉛、鉛の精錬施設等にお

ける燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準

　一般排出基準：1.0mg/m3 可

【大気汚染防止法】

・第3条第2項第3号、第4条第1項

・施行令第7条

・施行規則第5条第1項第1号

・施行規則別表第3

【都道府県条例】

塩素、塩化水素

化学製品反応施設や廃棄物焼

却炉等における燃焼、化学的

処理

施設ごとの排出基準

　塩素(一般排出基準)：30mg/m3

　塩化水素(一般排出基準)：80,700mg/m3

可 同上

弗素、弗化水素及

び弗化珪素

アルミニウム製錬用電解炉や

ガラス製造用溶解炉等におけ

る燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準

　一般排出基準：1.0～20mg/m3 可 同上

鉛及びその化合

物

銅、亜鉛、鉛の精錬施設等にお

ける燃焼、化学的処理

施設ごとの排出基準

　一般排出基準：1.0～30mg/m3 可 同上

1)施設・規模ごとの排出基準

　一般排出基準：60～950mg/m3 可

【大気汚染防止法】

・第3条第2項第3号、第4条第1項

・施行令第7条

・施行規則第5条第1項第2号

・施行規則別表第3の2

【都道府県条例】

2)総量規制

　総量削減計画に基づき地域・工場ごとに設

定

－

【大気汚染防止法】

・第5条の2

・施行令第7条の2、第7条の3

・施行令別表第3の3

・施行規則第7条の2、第7条の4

【都道府県告示】

燃料その他の物の燃焼 排出口の高さに応じて定める許容限度 －
【大気汚染防止法】

・第3条第2項第4号

化学製品製造用乾燥施設、塗

装施設、塗装・接着・印刷の用

に供する乾燥施設、洗浄施設、

貯蔵タンク

施設・規模ごとの排出基準

　排出基準：400～60,000ppmC
－

【大気汚染防止法】

・第17条の4

・施行令第2条の3、別表第1の2

・施行規則第15条の2、別表第5の2

石炭燃焼ボイラー、非鉄精錬

及び焙焼工程、廃棄物焼却

炉、セメントクリンカー製造施設

施設・規模ごとの排出基準

　排出基準：8～100μg/m3 －

【大気汚染防止法】

・第18条の22

・施行令第3条の5

・施行規則第11条の11、別表第3の3

ベンゼン ベンゼン乾燥施設等

施設・規模ごとの抑制基準

　新設：50～600mg/m3

　既設：100～1,500mg/m3

－

【大気汚染防止法】

・附則第9項

・施行令附則第3項、附則第4項

・施行令別表第6

・H09環境庁告示第5号

・H09環境庁告示第6号

トリクロロエチレン
トリクロロエチレンによる洗浄

施設等

施設・規模ごとの抑制基準

　新設：150～300mg/m3

　既設：300～500mg/m3

－ 同上

テトラクロロエチレ

ン

テトラクロロエチレンによるドラ

イクリーニング機等

施設・規模ごとの抑制基準

　新設：150～300mg/m3

　既設：300～500mg/m3

－ 同上

揮発性有機化合物

（VOC)

水銀等

有

害

大

気

汚

染

物

質

指

定

物

質

物質名

ば

い

煙

硫黄酸化物（SOｘ）
ボイラー、廃棄物焼却炉等にお

ける燃焼や鉱石等の燃焼

ばいじん

有

害

物

質

窒素酸化物

（NOｘ）

ボイラー、廃棄物焼却炉等にお

ける燃焼、合成、分解等

特定有害物質

（未制定）
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1.2.2 酸素濃度補正 

【標準酸素濃度補正について】  

 ばいじん，窒素酸化物，塩化水素（廃棄物焼却炉のみ）及び水銀等の排出基準は，

温度が零度であって圧力が 1 気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換

算したものとして定められているが，排出ガスを空気で薄めて排出することによって

排出基準に適合させることを防ぐために，次式に表される標準酸素濃度補正方式が取

り入れられている。  

 

●ばいじん  

 = 21 −21 − ×  

 
C：  補正後のばいじんの量（ g）  

On：  施設ごとに定める標準酸素濃度（％）  
Os：  排出ガス中の酸素の濃度（％） ※20％を超える場合は 20％  
Cs：  定める方法により測定されたばいじんの量（ g）  

 

●窒素酸化物  

１  = 21 −21 − × × 14 

２  =  

３  = 21 −21 − ×  

 
C：  補正後の窒素酸化物の量（立法センチメートル）  

On：  施設ごとに定める標準酸素濃度（％）  

Os：  排出ガス中の酸素濃度（％） ※20％を超える場合は 20％  

Cs：  定める方法により測定された窒素酸化物の量（立法センチメートル）  

 

●塩化水素  

 = 921 − ×  

 
C：  補正後の塩化水素の量（mg）  

Os：  排出ガス中の酸素の濃度（％）  

Cs：  定める方法により測定された塩化水素の量（mg）  
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●水銀等  

１  =  

２  = 21 −21 − ×  

 
C：  補正後の水銀等の量（ μg）  

On：  施設ごとに定める標準酸素濃度（％）  

Os：  排出ガス中の酸素濃度（％） ※20％を超える場合は 20％  

Cs：  定める方法により測定された水銀等の量（ μg）  

 

注）窒素酸化物又は水銀等で使用する式は施設によって決まる。窒素酸化物にあって

は大気汚染防止法施行規則別表第３の２備考，水銀等にあっては大気汚染防止法

施行規則別表第３の３備考３を参照。  

 

注）施設ごとに定める標準酸素濃度（On  ％）は，巻末の参考資料に掲載。  

  大気汚染防止法施行規則別表第２備考１ 

  大気汚染防止法施行規則別表第３備考２ 

  大気汚染防止法施行規則別表第３の２備考 

  大気汚染防止法施行規則別表第３の３備考３ 
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第３章 環境計量 
1.3.1 計量法（目的，取引等抜粋） 

計量法の目的は，その第１条に，「計量の基準を定め，適正な計量の実施を確保し，

もって経済の発展及び文化の向上に寄与すること。」とあり，その目的は，崇高かつ明

快である。 その目的に応えるべく，計量証明事業者ならびにそこで働くすべての人

は，適正な計量の実施を確保するため，高い自覚のもとで事業者の高い倫理と分析者

の正しい規範に基づいて業務にあたることが必要である。  

そして「もって経済の発展及び文化の向上に寄与すること。」のために，グローバル

化した社会に通ずる計量が求められ，計量単位は，国際的な決定及び慣行に従い，Ｓ

Ｉ単位系などの法定計量単位を使用することを義務づけ，最近では ISO などの国際規

格も取り入れている。また具体的な施策として，取引又は証明行為を行う事業者に，

正確にその物象の状態の量の計量をする必要性から，計量法で使用する計量器につい

て様々なことを規定し，事業者にその責務を課している。特に取引又は証明に使用さ

れる「特定計量器」は，適正な計量の実施を確保するために，その構造又は器差に係

わる基準を定めており，適正な計量の継続性は，定期検査等で確保するしくみを構築

している。  

 

1.3.2 計量証明事業（設備，人材，事業規定，事業登録） 
計量証明の事業を行おうとする者は，事業区分（一般計量，環境計量）に従い，事

業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければ事業を行うこと

ができない。この登録申請書には，法人にあっては，代表者の氏名，住所，事業区分，

事業所の所在地，設備（特定計量器等の名称，性能及び数量），事業区分に応じた計量

士の氏名の記載が必要であり，登録を受けた計量証明事業者は，事業の実施方法を定

めた事業規程作成し，遅滞なく都道府県知事への届け出が必要になる。  

環境計量の事業規程，計量証明の対象となる分野により，大気，水又は土壌中の濃

度や音圧レベル，振動加速度レベルに分かれており，さらに平成１５年度からはダイ

オキシン類の極微量物質の濃度の計量が特定計量証明事業として加わり，大気，水又

は土壌中のダイオキシン類濃度の測定として規定され，区分されている。  

環境計量の事業規定の一例として濃度の計量では，その対象物質を確定しておくこ

と，事業所内の組織構成の中で，対象物質の計量実施部門とその責任体制を明確にし

ておくことが必要となる。組織内には計量管理者を選任し，その職務として，各工程

の管理，設備機器及び試薬 (標準物質等 )の適正な管理，計量方法の選定，計量結果の

確認等，適正な計量を実施するために必要な措置を講ずることが義務づけられている。 

現在，国内で環境計量証明事業所登録機関数は，１ ,４９５（ 2018 年 11 月末現在で

の日環協調べ）で，その数は，国内外の過当競争や景気後退の要因もあり拡大から縮

小へと推移している状況である。  
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今後，環境計量証明事業者は，自社測定を行う水質汚濁防止法の特定事業者や大気

汚染防止法のばい煙発生施設を有する事業者へ，測定を外部委託することによるコス

トダウンや第三者測定による計量結果の独立性の確保などのメリットを積極的に働き

かけ，需要拡大に繋げていくことが必要である。そのため計量結果の客観性と信頼性

を確保することが重要であり，事業所全体による技術の研鑽と精度の向上の取り組み

が必要である。  

 

1.3.3 環境計量士 
事業規定の中で規定している計量管理者は，事業区分毎に必要な環境計量士（濃度，

騒音・振動）が担うことになる。環境計量士は，国家試験に合格し，各計量に関する

実務に一年以上従事している又は環境計量講習を修了する必要があり，これが登録の

条件となっている。計量管理者は，特定計量器だけでなく，使用する機械，器具全般

の点検・校正の責任を負う。また，計量室のインフラ整備やその管理の責任，計量方

法の選定，計量方法の改善，指導と計量結果の確認，その他適正な計量証明の実施を

確保するために必要な措置を講ずる責任と権限を有するため，任務と責任は重大であ

る。そのため事業所の中には，環境計量士が業務遂行上可能な範囲で，その責任を負

うことができる様に，事業所の規模に併せて複数の環境計量士を配置し，業務分担す

ることで適正な計量を確保する体制を構築している。  

 

1.3.4 計量証明書 
計量証明書は，計量証明事業者による証明書であることを明示するため，標章を付

し，試料採取者，試料採取日時，試料形態及び試料採取場所等の試料名と試料採取時

の状況（天候，気温，水温等）など，試料の履歴を明確にして計量値を表記すること

が必要である。また，計量項目毎に計量方法を付記することで，その妥当性を明らか

にしている。  

なお，計量操作の一部又は全てを他の計量証明事業者に外注する際は，その外注事

業者名及び所在地を明記することで責任範疇を明確にしている。  

最近，国際間の取引で計量の一元化がクローズアップされており，One Stop Test ing

の実現に向け，相互に国際間の計量結果を受け入れる相互認証制度（MRA）を得てい

る証明書もある。  

 

1.3.5 品質管理 
計量値に対する信頼性の確保は，計量証明事業の最も重要な根幹であり，日常の業

務の中に品質管理手法を取り入れて，計量値の信頼性を担保することが不可欠である。 
具体的には，特定計量器の場合，検定や定期検査によりその性能や器差が許容でき

る範囲内であることを確認した上で，使用することが適当であると計量法で規定して
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いるが，事業所内では，日常的に様々な管理手法を取り入れて計量器の品質管理を実

施している。例えば，内部で独自に行う自主検査では，検査工程を設備・機器等のハ

ード面だけでなく，人的要因（ヒューマンファクター）に係わる部分も含めた管理を

導入する等，様々な取り組みにより精度向上に努めている。  

他の計量証明事業所と同一のサンプルを使って計量する，クロスチェックや技能試

験は，計量値の妥当性を客観的に判断する機会として多くの計量証明事業所が積極的

に参加し，信頼性を確保する取り組みとして活用している。その結果，計量値に異常

が確認されたときは，その原因を特定し，是正するための対策を立て，精度向上に役

立てる機会としている。また，使用する標準物質（標準ガスを含む）は，国家計量標

準にトレーサブルな校正に関する制度（ JCSS 制度）から供給されたものを使用するこ

とにより計量値の信頼性の向上に大きく寄与している。  

これらの取り組みの他に，近年，計測値の信頼性を表す尺度である「不確かさ」が

用いられるようになり，計測値の信頼性が重要な意味をもつ様々な技術的，学術的文

書の中で利用されている。特に ISO/IEC 17025 や特定計量証明事業者認定制度（MLAP）

の一般要求事項の中でその評価が必須なものとして要求されているため，不確かさの

評価結果を要求される機会が増えている。  
 

1.3.6 環境関連の計量単位の新たな方向性 
 計量単位規則で定められた計量単位である「ppm」等の単位記号の使用はできるだ

け避け，質量分率か体積分率のどちらかがわかるように「mg/kg」や「 cm3 /m3」等を

用いて表すこととし，「 ppm」等を使用する場合にあっては備考欄等に質量百万分率

か体積百万分率のどちらであるか文章や言葉で明記する。また単位を指す記号ではな

い注釈記号は単位に付加しないこととし，その付随情報は備考欄等に文章や言葉で明

記する。  

【計量証明書の単位表記について】  
 原則として法定計量単位のみ使用する。但し，単位記号の適用範囲は計量証明事業

に限定されるものではなく，あらゆる分野に適用されているため， ISO 等の国際的動

向も勘案して運用する。  

a .  記号の文字等について  
 「記号・文字」の表記体については，環境法令で用いられている等，解釈に誤解が

生じない場合は，計量単位規則以外の記号・文字も使用できることとする。例えばリ

ットルを示す文字の「 ℓ」は濃度計量証明に用いる限り誤解を生じることはなく，か

つ計量法においても記号の表記に関して禁止されていないので問題はない。  

また単位の文字の字体に関して，計量証明書ではイタリック体やローマン体等の特別

な字体に特にこだわる必要はない。  

b  無次元量について  
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 単位の中でも特に無次元量である「質量分率」や「体積分率」等について，計量証

明書において使用する場合は無次元が何を指しているのかを明確にすることが必要で

ある。また SI や IUPAC によると「％」や「 ppm」等の記号の使用は避けるべきであ

るとされていることを踏まえ，例えば「 ppm」について質量百万分率であれば

「mg/kg」等，体積百万分率であれば「 cm3 /m3」等の他の単位表記を用いるか，備考

欄等に質量分率，体積分率，モル分率の何れであるかを文章や言葉で明記する（但し

「％」に対してのみ，基本的に文章や言葉で明記することとし，他の単位表記を用い

て表さないこととする）。  

 一方，無次元ではない質量対体積の場合で水質に用いる単位である「mg/L」につ

いては，分率ではないため「 ppm」の単位表記を用いてはならない。  

c .  単位に付加する注釈記号について  
 証明する数値に関わる付随情報として注釈を加えるために，次に示す例のような単

位ではない「注釈記号」や「添字」を単位の前後に付すことがあるが， SI や IUPAC

によると「単位」に単位以外のその他の記号を付加することは避けるべきとされてい

るため，計量証明書においても基本的に付加しないこととし，必要に応じて備考欄等

に文章や言葉で注釈内容を明記することとする。  

【表記例】  
・ dB(A)： (A)はＡ特性の聴感補正値を意味する。  

⇒単位表記は「 dB」とし， (A)等の付加は避け，備考欄等に「聴感補正（周波数重

み付け特性）：Ａ」等を明記する。  

・ g/m3  N：N は Normal の頭文字で，標準状態を意味する。 g/m3  (N)， g/Nm3 等のよう

な表記例もある。  

⇒単位表記は「 g/m3」とし，N 等の付加は避け，備考欄等に「標準状態［ 0 ℃，

101.32 kPa］における乾きガス中の濃度」等を明記する。  

・ ppm C： C は C1 のメタンの換算値を意味する。  

⇒単位表記は「 ppm」とし， C 等の付加は避け，備考欄等に「体積百万分率（メタ

ン換算値）」等を明記する。もしくは単位表記は「 cm3 /m3」として表し，備考欄

等に「メタン換算値」等を明記する。  

・wt％：wt は質量分率を意味する。mass％や％ (w/w)，％ (m/m)等のような表記例も

ある。  

⇒単位表記は「％」とし，wt 等の付加は避け，備考欄等に「質量百分率」を明記

する。また「％」に対してのみ他の単位表記を用いては表さない。  

・ vol  ppm： vol は体積分率を意味する（計量単位規則に基づく表記）。 ppm(v/v)等の

ような表記例もある。  

⇒単位表記は「 ppm」とし， vol 等の付加は避け，備考欄等に「体積百万分率」を

明記する。もしくは単位表記を「 cm3 /m3」や「μ L/L」等として表す。  
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 これらの「注釈記号」や「添字」は，環境関連の各関係法令等で用いられている表

記や，計量単位規則で示されている表記もあり，長年の運用で国内に定着している

が，計量証明書では基本的に用いないこととする。  

d .  計量法に定められていない単位について他  
 濃度のように扱われるが計量法に定められていない単位，例えば石綿濃度の「繊維

/L」は「濃度」ではなく，また計量単位では表現できない物象の状態の量となってい

る（計量法の規制は受けない）。  

 計量法に定められた単位があるにも関わらず，やむを得ず「法定外の変換単位（当

量濃度 (eq/L)他）」を用いた結果を「参考値」として計量証明書に記載する場合は，

法定計量単位（ g/L，mol/L 等 )による結果を記載した上で，参考値を併記し，併記し

た数値は法定計量単位ではなく「計量証明対象外」である旨の注釈も記載する。  

 一方，SI 単位に定められていないが計量法で定められている水素イオン濃度の

「 pH」や，振動の「 dB」については，今後も計量証明書において使用する。  
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第２編 排ガスの採取方法 

 排ガス中の特定ガス状成分分析に供する排ガスを試料ガスといい，その採取方法は

JIS K 0095 に規定されている。試料ガスの採取方式には，捕集部に試料ガスを吸引捕

集した後，化学分析を行うものと，試料ガス中の水分を除去した後，連続分析計で測

定する連続採取方式がある。 

 排ガス測定は次のフローシートに示す順序に従って実施する。 

 

事前 

調査 

 

 
 

測定 

準備 
 測定  

測定結果 

の整理 

 

第 1 章 事前調査 

測定する試料ガス発生源は，その種類と規模及び処理方法等によって排ガスの性

状が異なり，測定場所も一般に測定作業をする上で危険な場所が多いため，あらか

じめ測定場所を調査して排ガス性状及び作業の安全性等を確認しておく必要がある。

試料採取担当者は必ず測定前日までに測定場所を下見しておき，試料採取計画を立

案するために事前調査を実施する。 

 事前調査に当たっては，以下の項目に関して確認する。 

（１）排ガスの性状 

排ガス温度，流速，組成，圧力，水分量等 

（２）測定位置 

地上からの高さ，測定孔の状況，送排風機の位置等 

（３）ダクト 

ダクトの形状，大きさ，測定孔（フランジ）のボルトの固定状況等 

（４）作業の安全性 

測定ステージの高さ及び広さ，階段，はしごの状況，作業場所の気温（輻射

熱等）,有害又は爆発性ガスの有無等 

（５）電源 

電源容量，コンセントの位置及び数 

（６）水道 

水道の蛇口の有無，位置等 

（７）測定施設の概要 

施設規模（処理能力等），稼動状況，使用燃料の種類，除塵・排ガス処理装

置の有無など 

（８）前回の測定データ 

測定対象成分の濃度，排ガス基礎データ（排ガス温度，流速，組成，圧力，

水分量等），測定時間 
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 試料採取担当者は事前調査の結果を「排ガス試料事前調査票」に記録する。 

 排ガス試料事前調査票の例を表 2.1.1 に示す。 
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表 2.1.1 排ガス試料事前調査票 

 

 

No. 

排ガス試料事前調査票  
試 料 番 号  
依 頼 者  
件 名  
調 査 年 月 日 及 び 時 刻 令和  年  月  日（ ）   時  分 ～   時  分 

採 取 予 定 場 所 
 
 

予 定 試 料 採 取 数  
調 査 者  
調 査 項 目  

測 定 方 法 
 
 

ダクトの形状及び大きさ 形状：          大きさ：    m2 
測 定 ス テ ー ジ の 有 無 □有   □無 
電 源 ・ 水 道 の 有 無 □有   □無 
既 存 デ ー タ □有   □無 
排 ガ ス 温 度      ℃ 
流 速      m/s 
ガ ス 組 成 CO2：  ％ O2：  ％ CO：  ％ N2：  ％ 
圧力（全圧及び動圧） 全圧：  Pa  動圧：  Pa 
水 分 量      ％ 
ダ ス ト 量      g/m3 

そ の 他 
 
 
 

採取地点の場所に係る地図及びその周辺状況に関する記述 

なお，測定位置（地上からの高さ，測定孔の状況，送排風機の位置など）も記入する。 
 
 
 
 
 
 

 
 

技術管理者 監督者 担当者
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第２章 対象設備 

工場や事業場の固定発生源から排出されるばい煙や揮発性有機化合物及び粉じんは，大気汚染防止法

や各自治体の条例等で排出施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められている。大気汚染防止での

排出施設は，物の燃焼に伴うばい煙を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」とし，ボイラ

ー，廃棄物焼却炉など 32種類に分類されている。 

ばい煙発生施設は，燃焼及び加熱対象物，燃料の種類，燃焼方式・ガス処理方法などの設備構造が種

類ごとに異なり，その例として(1)ボイラー，(2)廃棄物焼却炉，(3)製鋼用等電気炉の設備を紹介する。 

 

2.2.1 ボイラー 

ボイラーは，燃料を燃焼させて得た熱を水に伝え水蒸気や温水に換える装置で火炉，ボイラー本体，

付属品，付属装置などからなっている。利用する媒体と使用温度で表 2.2.1 のように一般的な名称が付

けられている。 

 

表2.2.1 ボイラーの種類 

ボイラー名称 媒 体 媒体温度（一般使用） 

温水ボイラー 水 ～80 ℃ 

蒸気ボイラー 蒸気 100～180 ℃ 

熱媒ボイラー 熱媒油 200～350 ℃ 

 

労働安全衛生法に基づくボイラー及び圧力容器安全規則により，一定以上の伝熱面積，最高圧力のボ

イラーは設置・定期検査・取り扱い等が規制されている。 

 

表2.2.2 法的ボイラーの名称 

法的ボイラーの名称 概  要 

① 簡易ボイラー 温水ボイラー，蒸気ボイラー缶内圧力が概ね 0.1 Mpa以下の小型ボイラー 

② 小型ボイラー 温水ボイラー，蒸気ボイラー缶内圧力が概ね 0.2 Mpa以下 

 

(1) ボイラーの分類 

ボイラー本体は水部とこれから発生した蒸気部からなり，伝熱面積の大小と蒸気量などボイラーの構

造に密接な関係がある。構造上の分類は水部の大きい丸ボイラー，水部の小さい水管ボイラー，その他

特殊ボイラーなどがある。 
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表2.2.3 ボイラーの分類 

ボイラーの分類 主なボイラー 

丸ボイラー 炉筒ボイラー，煙管ボイラー，炉筒煙管ボイラー，立てボイラー 

水管ボイラー 自然循環式水管ボイラー，強制循環式水管ボイラー，貫流ボイラー 

特殊ボイラー 鋳鉄製ボイラー，廃熱ボイラー，特殊燃料（RDF，RPF）ボイラー 

 

 
 

 

 

 

(2) ボイラーの燃料 

ボイラーの燃料には液体燃料，気体燃料，固体燃料，特殊燃料があり燃料消費量に対し最適な燃焼空

気量（空気比）で燃焼されボイラーの熱源とされる。 

  

測定孔  
測定孔

温水  煙管  

燃焼室

バーナー 

バーナー

給水  
汽 水 分 離

蒸気  

循 環 ポンプ

図 2.2.2 強 制 循 環 式 水 管 ボイラーの例  図 2.2.1 炉 筒 煙 管 ボイラーの例  

汽 水 分 離 機  

測定孔

排 ガス冷 却 室

バグフィルター

誘引ファン

スプレー

特殊燃料

ボイラー水管

ボイラー水管

ボイラー室 煙突  

流動床

燃焼室

図 2.2.3 特 殊 燃 料 ボイラーの例
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表2.2.4 ボイラーの燃料 

ボイラーの分類 主な燃料 

液体燃料 Ａ・Ｂ・Ｃ重油，灯油，軽油 

 

気体燃料 都市ガス，天然ガス，液化天然ガス，液化石油ガス，発生炉ガス 

（コークス炉ガス），高炉ガス 

固体燃料 石炭（微粉炭），褐炭，コークス，練炭，木材 

 

特殊燃料 木屑，一般廃棄物（ごみ），廃棄物固形化燃料（RDF，RPF） 

廃タイヤ他 

 

(3) ボイラーの排ガス測定の留意点 

排ガス測定は大気汚染防止法で規定され，ばいじん，窒素酸化物（NOx），硫黄酸化物（SOx）が定

められている。但し，硫黄酸化物（SOx）については燃料からの燃焼計算でも良いとされている。測定

分析上の留意する点は測定位置，燃料の種類及び消費量，稼動状況など安全作業と精度管理良く測定で

きることを確認する。 

 

表2.2.5 排ガス測定の留意点 

項 目 留 意 事 項 目 的 

測定位置 測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確保 精度管理，安全 

燃料 燃料の種類，測定時の燃料消費量 単純誤り，精度管理， 

稼動 連続運転，間欠運転 単純誤り，精度管理 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認 精度管理 

 

2.2.2 廃棄物焼却炉 

廃棄物は廃棄物処理法により産業廃棄物と一般廃棄物に分類される。産業廃棄物は事業活動に伴って

生じた廃棄物で，燃え殻，汚泥など 20種類に分類されている。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物で

日常生活に伴って産業廃棄物に含まれない家庭，工場，ビル，商店からの排出されるごみ，し尿，紙く

ずなどがある。廃棄物の処理において，焼却は主要な処理方法であり，廃棄物焼却炉は事業系の産業廃

棄物や産業廃棄物の中間処理を行なう産業廃棄物焼却炉と一般廃棄物を自治体や広域化組合などで焼

却処理を行なう一般廃棄物焼却炉からなっている。 
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表2.2.6 廃棄物の分類 

○産業廃棄物 事業活動で発生した産業廃棄物，20種類 

特別管理廃棄物 産業廃棄物のうち，特に指定された有害なもの 

○一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの 

事業系廃棄物 事業活動で発生した，産業廃棄物以外のもの 

家庭廃棄物 一般家庭の日常生活から発生したもの 

○特別管理廃棄物 一般廃棄物のうち，特に指定された有害なもの 

その他 ： 指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）については特別な規定がある。 

除外  ： ・放射性物質及びこれによって汚染されたもの 

・漁業活動で網に掛かった水産動植物等    

・港湾，河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生じる土砂，その他これに類するもの 

・土砂砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

 

(1) 廃棄物焼却炉の分類 

廃棄物焼却炉は処理能力（数十 kg/h～数 t/h）と火床面積（0.5 m2程度～）で小型，中型，大型など

に分類され，排ガス中のばいじん等は大気汚染防止法（大防法）、ダイオキシン類はダイオキシン類対

策特別措置法（DXN法）など、処理能力で規制値が異なっている。また，廃棄物焼却炉は廃棄物焼却量

によりバッチ炉，機械バッチ炉，准連続炉（10時間～／日 運転），連続炉（24時間運転）などに便宜

上分類されている。 

 

表2.2.7 廃棄物焼却炉の分類 

  処理能力   分 類    主な操業 

4 t/h以上 大型焼却炉 連続炉 

2 t/h以上 4 t/h未満 中型・大型焼却炉 准連続炉，連続炉，機械バッチ炉 

200 kg/h以上 2 t/h未満 小型・中型焼却炉 准連続炉，機械バッチ炉，バッチ炉 

50 kg/h以上 200 kg/h未満 小型焼却炉 バッチ炉 

 

(2) 廃棄物焼却炉の種類  

廃棄物焼却炉は廃棄物の種類と焼却能力により構造などが異なる。焼却炉の構造は廃棄物を燃焼空気

で酸化焼却方法が大半であるが，近年はダイオキシン類を発生が抑制できる還流ガス化炉（小型・中型），

ガス化溶融炉が増加している。また，廃棄物の焼却から生じた燃え殻，ばいじんは減容化，無害化，再

資源化を目的として高温で溶融する溶融炉の導入も多くなっている。 
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表2.2.8 廃棄物の種類 

  廃棄物の種類      主な焼却炉の種類 

一般廃棄物 バッチ炉，機械バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式

焼却炉，流動床式炉，乾留ガス化炉，ガス化溶融炉 

汚泥 多段燃焼炉，流動床式炉 

廃油 液中燃焼炉 

廃酸・廃アルカリ 液中燃焼炉 

廃プラスチック バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式焼却炉 

その他焼却炉（木くずなど） バッチ炉，機械バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式

焼却炉，流動床式炉， 

燃え殻，ばいじんの溶融 直接溶融炉，電気式溶融炉，燃料式溶融炉 

 

廃棄物焼却炉は「廃棄物処理法」，「大気汚染防止法」，「悪臭防止法」，「騒音規正法」，「振動 

規正法」，「ダイオキシン類対策特別措置法」により法的規制がされ，特に，2002年 12月施行の改正

「廃棄物処理法」では次の焼却炉の構造基準が定められている。 

1) 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく，燃焼室において発生

するガスの温度が 800 ℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。 

2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれること。 

3) 外気と遮断された状態で，定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること。 

4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置が設けられていること。 

5) 燃焼ガスの温度を高温に保つことができるよう，助燃装置が設けられていること。 

 

 

 

 

 

排 ガス
排 ガス

サイクロン

焼却炉 焼却炉

廃 棄 物

投 入 口

廃 棄 物

燃 焼 空 気 燃 焼 空 気

バーナー バーナー

プッシャー

火 格 子

図 2.2.4 バッチ焼却炉の例 図 2.2.5 機械バッチ焼却炉の例
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図 2.2.6 ロータリーキルン焼却炉の例
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図 2.2.7 ストーカー式焼却炉（2 回流）の例
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図 2.2.8 流動床式焼却炉の例
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図 2.2.9 乾留ガス化焼却炉の例
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図 2.2.10 ガス化溶融焼却炉の例
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図 2.2.11 排ガス除去装置等の例
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(3) 廃棄物焼却炉排ガス測定の留意点  

排ガス測定は大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法で規定され，ばいじん，窒素酸化物

（NOx），硫黄酸化物（SOx），塩化水素（HCl），ダイオキシン類（DXN）が定められている。測定分

析上の留意する点は，測定位置，廃棄物の種類及び焼却能力，廃棄物の発熱量などの性状，有害ガス処

理装置，集塵装置の稼動状況などがあり、安全作業の確保と精度管理された状況で測定できることを確

認する。特に，有害ガス処理装置，集塵装置の性能確認試験の測定分析においては、排ガスの温度，組

成，ばいじんの濃度など予め十分に装置を理解しておくことにより精度の良いサンプリングが実現する。 

 

表2.2.9 排ガス測定の留意点 

項 目 留 意 事 項 目 的 

焼却炉の分類 小型・中型・大型焼却炉 DXNの規制値他 

焼却炉の稼動 バッチ式，准連続，連続 測定のタイミング他 

焼却炉の種類 

 

燃焼焼却炉（バッチ，ロータリーキルン式，ス

トーカー式，流動床式），乾留ガス化焼却炉 

データの特徴，精度管理 

排ガス設備 

 

有害ガス処理装置，集塵装置，DXN 除去装置

（触媒）他 

データの特徴，精度管理 

測定位置 測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確保 精度管理，安全確保 

廃棄物 廃棄物の種類，測定時の焼却量 データの特徴，精度管理 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認，燃料の有無 精度管理 

 

2.2.3 電気炉 

製鋼用電気炉は電気アーク熱を使い鉄スクラップを溶かし製鋼する工業炉で，操業は鉄スクラップの

数回の装入（初装から 2～3回追装）から溶解・出鋼までバッチで行なわれる。鉄スクラップはくず鉄，

新断クズ，塊（甲山）などが原料で特殊金属（副原料鉱石）を入れることもある。 

電気炉の操業はスクラップヤードからバケットコンベアーでスクラップを電気炉に装入する。通電開

始で電気アーク（熱）と酸素でスクラップを溶断しながら溶け落ちてから電気アーク熱と燃料で溶解し，

その後 1回～2回のスクラップを追装し続けて溶解する。鉄溶解物は脱炭素（酸化期），加炭（還元期）

などで成分調整を行ない約 1500℃で電気炉を傾動させスラグを排出し，目的成分が調整できたら通電停

止で再び電気炉を傾動させ出鋼となる。ここまでが 1バッチ（1チャージ）で電気炉の種類（鋼種）に

もよるが約 1時間で，次の装入まで数分～10分程度の合間がある。 
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(1) 設備の種類 

電気炉からの排ガスは，燃焼塔（緩衝塔）を経て冷却塔からバグフィルター等集塵機から排出される。 

近年の設備はダイオキシン類対策でバグフィルターを通過する温度を下げるため，建屋集塵ガスとの

合流式の設備が主流となっている。 
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溶鋼  溶 鋼  
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酸 素  

燃料（灯油）

FL 
（ 炉 床 ）
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図 2.2.12 製鋼用電気炉の例

建 屋 集 塵
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押 込 ファン 誘 引 ファン

バグフィルター

測 定 位 置

排 ガス

図 2.2.13 電気炉直引系，建屋系合流式の排ガス設備の例
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(2) 電気炉排ガス測定の留意点  

排ガス測定は大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法で規定され，ばいじん，窒素酸化物

（NOx），ダイオキシン類（DXN）が定められている。測定分析上の留意する点は，設備全体の確認（直

引系,建屋系合流式の排ガス），測定位置，製鉄原料の種類及び出鋼能力・時間，集塵装置方式，煙突の

有無などがあり、安全作業と精度管理良く測定できることを確認する。集塵装置は押し込み型と吸引型

の両者があり，前者は煙突がなく流量測定は集塵機前で測定する必要がある。また，１チャージの操業

の時間が短く排ガス組成，窒素酸化物濃度などが激しく変動するので，如何に代表的なサンプリングを

操業時に行うかが重要である。また，還元期の排ガスは一酸化炭素（CO）濃度が非常に高くなることが

あり，集塵機周辺，正圧の測定孔などは十分な注意が必要である。 

 

表2.2.10 排ガス測定の留意点 

 項 目    留 意 事 項    目 的 

電気炉の設備 直引系，建屋系合流式の排ガス，煙突の有無  データの特徴，安全確保 

電気炉の稼動 バッチの時間・連続稼動，追装回数等測定時間の確保 測定のタイミング他 

測定位置 

 

測定項目と測定位置の確保（ガス量，DXN 等の測定

位置），測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確

保，CO検知器常時携帯，安全帯，保護メガネ着装 

データの特徴，精度管理 

安全確保 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認，燃料の有無 精度管理 

 

 

＜廃棄物の参考資料＞ 

廃棄物は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類され

ており，産業廃棄物とは，事業活動に伴って排出される，がれき類，汚泥，廃プラスチック類などで表

2.2.11 に示す廃棄物で定義されている。ここでいう「事業活動」とは，製造業や建設業等に限定される

ものではなく，オフィス，商店等の行う商業活動や地方自治体，学校等の公共活動も含めた広義の概念

として捉えられている。 また，一般廃棄物とは，産業廃棄物以外の廃棄物をいい，主に家庭から排出

される生ごみや粗大ごみ，オフィスから排出される紙くずなどで，各市町村がそれぞれの廃棄物処理計

画に従い，収集・運搬し，及び処分することとされている。 

 

表2.2.11 産業廃棄物の種類 

種 類 具体的な例 

燃えがら 

石炭がら，コークス灰，重油灰，廃活性炭（不純物が混在すること等により

泥状のものは汚泥），産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物（集塵装置に補足

されたものは，ばいじんとして扱う。） 

汚 泥 
工場廃水等処理汚泥，各種製造業の製造工程で生じる泥状物，ベントナイト

汚泥等の建設汚泥，生コン残さ，下水道汚泥，浄水場汚泥 
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廃 油 
廃潤滑油，廃洗浄油，廃切削油，廃燃料油，廃食用油，廃溶剤（シンナー，

アルコール類），タールピッチ類 

廃 酸 
廃硫酸，廃塩酸，廃硝酸，廃クロム酸，廃塩化鉄，廃有機酸，写真定着廃液，

酸洗浄工程その他の酸性廃液 

廃アルカリ 廃ソーダ液，写真現像廃液，アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 

廃プラスチック類 

合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくずなど，固形状及び液状のすべて

の合成高分子系化合物，廃タイヤ（合成ゴム），廃イオン交換樹脂なども該

当する。 

紙くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），パルプ，紙又は紙加工品の製造業，新聞業（新聞巻取紙を使用して

印刷発行を行うものに限る。），出版業（印刷出版を行うものに限る），製

本業，印刷物加工業に係るもの PCB が塗布され又は染み込んだもの（全業
種） 

木くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），木材又は木製品製造業（家具製造業を含む。）パルプ製造業及び輸

入木材卸売業に係るもの，PCBが染み込んだもの（全業種） 

繊維くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）PCBが染み込ん
だもの（全業種） 

動植物性残さ 

（食料品製造業，医薬品製造業，香料製造業）原料として使用した動物又は

植物に係る固形状の不要物－醸造かす，発酵かす，ぬか，ふすま，パンくず，

おから，コーヒーかす，ハムくず，その他の製造くず，原料かす，（なお，

卸小売業，飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物，厨芥類は，事

業系一般廃棄物となる。） 

動物系固形不要物 
と畜場において屠殺し，又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をし

た食鳥に係る固形状不要物 

ゴムくず 天然ゴムくず（合成ゴムくずは廃プラスチック類） 

金属くず 切削くず，研磨くず，空缶，スクラップ 

ガラスくず・コンク

リートくず及び陶

磁器くず 

ガラスくず，耐火レンガくず，陶磁器くず，セメント製造くず 

鉱さい 高炉，転炉，電気炉等のスラグ，キューポラのノロ，鋳物廃砂，不良鉱石 

工作物の新築，改築

又は除去に伴って

生じたコンクリー

トの破片その他こ

れに類する不要物 

コンクリート破片（セメント，アスファルト），レンガの破片，かわら片な

どの不燃物 

動物のふん尿 畜産農業に係るもの 

動物の死体 畜産農業に係るもの 

ばいじん 

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ

廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設

（乾式，湿式）によって捕捉したもの 

処分するために処

理したもの（政令第

2条第 13号廃棄物） 

上記に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯

廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって，これらの産業

廃棄物に該当しないもの－コンクリート固形化物など  
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産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれ

のある性状を有するものは，特別管理産業廃棄物として別に定められており，その種類及び内容を表

2.2.12 に示す。特別管理産業廃棄物は，排出されてから処理されるまでの間，常に注意して取り扱うこ

ととされており，排出事業者に対しては，特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など，通常の産業廃棄

物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられている。 

 

表2.2.12 特別管理産業廃棄物 

種 類 具体的な例 

廃 油 
産業廃棄物である揮発油類，灯油類及び軽油類（タールピッチ類及び

その他の廃油を除く。引火点 70℃未満のもの） 
廃 酸 水素イオン濃度指数（pH）が 2.0以下の廃酸 

廃アルカリ 水素イオン濃度指数（pH）が 12.5以上の廃アルカリ 

感染性産業廃棄物 

医療機関等から排出される，血液，使用済みの注射針などの，感染性

病物原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物  
＜下記施設から排出されるもの＞ 
ア．病院，イ．診療所，ウ．衛生検査所，エ．介護老人保健施設，オ．

助産所，動物の診療施設及び試験研究所（医学，歯学，薬学及び獣医学

に係るものに限る。） 

(1) 廃 PCB等 

(2) PCB汚染物 

(3) PCB処理物 

(1) 廃 PCB及び PCBを含む廃油 
(2) PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず，PCBが染み込んだ木
くず若しくは繊維くず又はPCBが付着し又は封入された廃プラス
チック類若しくは金属くず，PCBが付着した陶磁器くず，若しく
はがれき類 

(3) 廃 PCB等又は PCB汚染物を処分するために処理したもの 

廃石綿等 

・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿，石綿含有

保温材，断熱材，耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラ

スチックシート等で，石綿が付着しているおそれのあるもの 
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集塵装置で

集められた飛散性の石綿等 

その他の有害産業廃棄物 

水銀，カドミウム，鉛，有機燐化合物，六価クロム，砒素，シアン，

PCB，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，
四塩化炭素，1,2-ジクロロエタン，1,1-ジクロロエチレン，シス-1,2-ジ
クロロエチレン，1,1,1-トリクロロエタン，1,1,2-トリクロロエタン，1,3-
ジクロロプロペン，チウラム，シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，

セレン，1,4-ジオキサン，ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚
泥，鉱さい，廃油，廃酸，廃アルカリ，燃え殻，ばいじん等 
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第 3 章 測定準備 

事前調査の結果から，測定現場の実態に合わせて必要な測定機材を選定，整備す

るとともに，測定の前に行わなければならない種々の準備をする。  

2.3.1 採取機材リスト及び点検 

試料採取担当者は試料採取機材を「試料採取器具類管理記録」に登録し，器具類の

整備及び管理を実行する。試料採取器具類管理記録表（例）を表 2.3.1，主要な装置

を写真 2.3.1に示す。  

表 2.3.1 試料採取器具類管理記録（例） 

点検日             

点検者             

装置名 メーカ

ー名 型式 製造 

番号 点検項目 異常の内容 

【排ガス】           

ピトー管       外観（□正常・□異常）  ホース（□正常・□異常）   

傾斜マノメーター       外観（□正常・□異常）   

温度計       外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常）   

オルザットガス

分析装置 
      

外観（□正常・□異常）  液漏れ（□正常・□異常） 

ジョイントの漏れ（□正常・□異常） 
  

天秤       
外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

ゼロ戻りの確認（□正常・□異常） 
  

吸湿瓶       
外観（□正常・□異常）  吸湿剤（□正常・□異常） 

ジョイントの漏れ（□正常・□異常） 
 

真空ポンプ

（大）１ 
      

外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

真空度（□正常・□異常） 
  

真空ポンプ

（大）２ 
      

外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

真空度（□正常・□異常） 
  

真空ポンプ

（小） 
      

外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

真空度（□正常・□異常） 
  

ガスメーター

（大）１ 
      

外観（□正常・□異常） 針の作動確認（□正常・□異常） 

水平器の確認（□正常・□異常） 
  

ガスメーター

（大）２ 
      

外観（□正常・□異常） 針の作動確認（□正常・□異常） 

水平器の確認（□正常・□異常） 
  

ガスメーター

（小） 
      

外観（□正常・□異常） 針の作動確認（□正常・□異常） 

水平器の確認（□正常・□異常） 
  

ＣＯ・Ｏ2計       
外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

ゼロ・スパンの確認（□正常・□異常）     
  

記録計       
外観（□正常・□異常）  電源（□正常・□異常） 

０・１００確認（□正常・□異常） 
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写真 2.3.1 試料採取主要装置の一例 

ピトー管  傾斜マノメーター  

温度計  電子天秤  

真空ポンプ（大）  

真空ポンプ (小 )  
 

湿式ガスメーター (大 )  

吸湿瓶  

乾式ガスメーター (大 )  

湿式ガスメーター (小 )  乾式ガスメーター (小 )  
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2.3.2 使用前点検 

試料採取器具の外観点検を行い，破損等がないことを確認する。採取管，フィル

ター捕集部及び液体捕集部は使用前に洗浄し，乾燥する。温度計，天秤，ガスメータ

ーは，事前に作動確認する。ピトー管，傾斜マノメーター及びガス用採取管は，管内

が詰まっていないことを確認し，ガス採取管に関しては先端のダスト除去用ウールを

交換する。オルザットガス分析装置は，ガラス器具であるので，破損がないことを確

認する。使用頻度 10 回あるいは吸収液調整日より 1 ヶ月経過した場合は，新たに吸

収液を調製することが望ましい。点検記録は「試料採取器具点検記録」及び「ガスメ

ーター点検記録」に記録する。記録表例を表 2.3.2及び表 2.3.3に示す。  

 

表 2.3.2 試料採取器具点検記録例 

 

試 料 採 取 器 具 点 検 記 録  
 

試 料

形 態  
器    具    名  

管  理  

番  号  

点  検  日  年    月    日  

点  検  者   

点  検  基  準  判    定  不 良 時 の 対 処  

 フィルター捕 集 部    □良 ・ □不 良   

 液 体 捕 集 部    □良 ・ □不 良   

 温 度 計   
破 損 が な い  

作 動 す る  

□良 ・ □不 良   

 天 秤   □良 ・ □不 良   

 真 空 ポンプ   □良 ・ □不 良   

 傾 斜 マノメーター   
破 損 が な い  

管 内 の 詰 ま り  

□良 ・ □不 良   

 ガス用 採 取 管   □良 ・ □不 良   

 ピトー管   □良 ・ □不 良   

 オルザットガス分 析 装 置   破 損 が な い  

作 動 す る  

□良 ・ □不 良   

 吸 収 管   □良 ・ □不 良   
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表 2.3.3 ガスメータ日常記録例 

No.      
ガスメーター日常点検記録  

 
ガ ス メ ー タ ー  N o .  型 式   

実 施 日  

実 施 者  

点 検 対 象 部 分 点検基準  判定  不良時の対処  

外 観 汚れ・破損がない □ 良  □ 不良  

水 平 器 水平が取れている □ 良  □ 不良  

液 量 適正量である □ 良  □ 不良  

指 針 動作異常がないか □ 良  □ 不良  

ガ ラ ス 温 度 計 汚れ・破損がない □ 良  □ 不良  

U 字 管 汚れ・破損がない □ 良  □ 不良  

項 目 １回目  ２回目  

開 始 時 刻 ：  ：  

終 了 時 刻 ：  ：  

ガ ス メ ー タ ー の 種 類 標準ガスメーター 点検ガスメーター 標準ガスメーター 点検ガスメーター 

ガスメーター読み（後）     

ガスメーター読み（前）     

吸 引 量 L  L  L  L  

評  価 ※  ％  ％ 

判 定 基 準 ±2％以内  ±2％以内  

判 定 □ 良  □ 否 □ 良  □ 否 

総 合 判 定 □ 良  □ 否 

 ※：下式により計算する。 

  （点検ガスメーターの吸引量－標準ガスメーターの吸引量）／標準ガスメーターの吸引量×100 

 

 備考 

  ・吸引は，吸引速度5 L/minで 30分行う。 

 
 

技術管理者 監督者 担当者
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2.3.3 採取器材の選定と吸収液，吸収剤等の準備 

試料ガス採取装置は試料採取管，導管，捕集部，ガス吸引装置，吸引ガス体積測定

装置の各要素で構成される。ここでは，採取器材の選定として，試料採取管から捕集

部までを紹介する。  

(1) 試料採取管，導管 

試料採取管には，排気ガス中のばいじんを除去するろ過材を取り付ける。採取

管，ろ過材，接手管，さらに導管の材質には，化学反応や吸着作用などで，排ガ

スの分析結果に影響を与えないもの，排ガスの腐食成分により腐食されにくいも

の，燃焼排ガスなどの高温に対して，十分な機械的強度を保つものを選択する。

写真 2.3.2に試料採取管，導管の一例を示す。  

 

   

 

 

写真 2.3.2 試料採取管（左），導管（右）の一例 

 

(2) 捕集部 

① 吸収瓶を用いる場合 

排ガス採取は捕集部に吸収瓶を用いガス吸引装置に接続する。吸収瓶，洗浄瓶

には分析対象ガスに応じた吸収液を入れ，排ガスを通気させ，有害ガスを吸収さ

せる。吸収ビンの形状・体積は，分析対象ガスごとに定められており，規定のも

のを使用する。吸収瓶の一例を写真 2.3.3示す。  

なお，吸収瓶はあらかじめ十分に洗浄し，ガラスフィルターの目詰まりや破損

等がないか，事前に確認したものを準備する。  

 

    
写真 2.3.3 吸収瓶の一例  

 

上：ステンレス鋼製採取管  
下：ガラス製採取管  

上：シリコン製導管  
下：テフロン製導管  
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② 真空フラスコを用いる場合 

真空フラスコをポンプで真空にさせて，コックを調整して分析対象ガスを採取

する。真空フラスコはあらかじめ内容積を求めておく必要がある。また，フラス

コの気密度を確保するため，コックやテーパー部分にグリースを使い，漏れこみ

がないように注意する。なお，真空フラスコによる採取は，規定にある対象ガス

とする。  

真空フラスコの一例を写真 2.3.4に示す。  

 

 

 

 

③ 捕集バッグを用いる場合 

捕集バックを機密容器にいれ，導管を排ガスに接続し，機密容器内を減圧させ

て，試料ガスを採取する。捕集バックは合成樹脂フィルム製のもので，容積は分

析対象ガスに応じたものとする。なお，捕集バックによる採取は，分析対象ガス

によって吸着などの恐れがあるため，規定で対応可能な成分を対象とする。  

気密容器の一例を写真 2.3.5に示す。  

 

  

 

 

2.3.4 測定者の役割分担 

試料採取は，原則として二人以上で一組となり，作業を行う。  

主な役割分担は，「ガスメーター周り」，及び「測定孔周り」の作業が中心となる。 

写真 2.3.5 気密容器の一例 

写真 2.3.4 真空フラスコ  
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「ガスメーター周り」とは，分析対象ガスを吸引するために真空ポンプ及びガスメ

ーターなどの操作を行う作業を指す。  

「測定孔周り」とは，測定地点の測定孔の開閉，ならびにそこに挿入している採取

管から，吸収瓶，及び捕集バッグなどを接続させ，分析対象ガスを採取する作業を指

す。なお，「ガスメーター周り」の作業者と距離がある場合，無線などで合図を確認し

ながら試料採取を行う。それぞれの役割分担を以下の表 2.3.4に，また，その作業風

景を写真 2.3.6に示す。  

 

表 2.3.4 試料採取における役割分担の一例 

 「ガスメーター周り」  「測定孔周り」  

作 業 

 

内 容 

・  真空ポンプ操作，調整  

・  ガスメーター読み，記録  

・  オルザット分析  

・  水分量測定（秤量）  

・  各種計算（等速吸引等）など  

・  測定孔の開閉  

・  採取管等セッティング  

・  試料採取作業  

・  吸収液等交換など  

 

    

    

  

写真 2.3.6 作業風景 

「ガスメーター周り」 「測定孔周り」 
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特に，「測定孔周り」の作業は，高所，高圧，高温及び有毒ガスなど危険を伴う作業

があるため，適正な保護具の着用など，十分な安全配慮が必要になる。  

 

2.3.5  前回データ等の確認 

前回データ等の確認は，作業安全確保，ならびに試料採取の設定を行ううえで重要

になるため，対象施設の過去のデータ，あるいはメーカースペックの設計数値などを

事前に情報収集しておくことが望ましい。  

作業の安全確保については，高所作業の有無，対象の排ガスの有毒性や，高温，高

圧であるかを確認し，必要に応じて，高所，防毒，高温，高圧などに耐えられる装備

を準備しなければならない。写真 2.3.7に保護具の一例を示す。  

    

 

写真 2.3.7 保護具の一例（右から防毒マスク，保護面，安全帯，耐熱手袋） 

 

また，試料採取の設定では，分析対象ガスの性状により吸引ガス量，吸収液，吸収

剤などの選択を行い，より適切な試料採取を行ううえで，重要な作業となる。  

 

2.3.6  野帳（採取記録表）への記入例 

現場野帳への記入は下記の採取記録表 2.3.5にならって，必要事項を記入する。  
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　　　　　　　年　　　　月　　　　日

大気圧：　　　　　　　　　　kPa  (          　   mmHg)

試 料 番 号

採 取 時 刻 時分

ガ ス メ ー タ ー 温 度 ℃

ガ ス メ ー タ ー 読 み

吸 引 ガ ス 流 量 L/min

ガ ス メ ー タ ー 圧 力 kPa

吸 引 ガ ス 量 Ｌ

換 算 ガ ス 量 LN

試 料 定 容 量 mL

試 料 分 取 量 mL

検 量 線 の 読 み mg

空 試 験 mg

希 釈 倍 率

　　個別  濃度 ppm

　　平均  濃度 ppm

　記　事

分
　
析
　
者
　
記
　
入

測定点：

測
　
定
　
者
　
記
　
入

～

～

～～

～ ～

：　 　～　　 ： ：　 　～　　 ： ：　 　～　　 ：

　測　定　記　録

1 2 3

測 定 年 月 日

測 定 場 所

施 設 名

測 定 者

ｆ ＝ 分析者

 

表 2.3.5 採取記録表例 
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2.3.7  酸素濃度，二酸化炭素濃度，一酸化炭素濃度の測定 

煙道，煙突排ガス中の酸素と二酸化炭素の体積百分率（％）を測定値は，特にばい

煙発生施設の運転状況を管理する目安として重要である。二酸化炭素の量は同じ空気

比でも燃料の種類によって変わるが，酸素の量はほとんど変わらないので酸素を測定

する。  

なお，排ガス組成では一般的に化学分析方法であるオルザット式が使用されている。

また，簡易的な自動計測器として赤外線吸収式ガス分析計について，あわせてここに

紹介する。  

 

(1) オルザットガス分析装置(JIS K 0301) 

ダクト排ガス中の酸素，二酸化炭素，一酸化炭素の体積百分率（％）を測定す

るのに使用されている，携帯形の化学的ガス分析装置で，手動で酸素，二酸化炭

素，一酸化炭素を各吸収液に吸収させてその体積の減少から各項目の割合（％）

を確認する。オルザット分析装置の例を写真 2.3.8に示す。  

  

 

(2) 赤外線吸収式ガス分析計 

赤外線吸収式分析計は，酸素，二酸化炭素，一酸化炭素の赤外線領域の特定波

長の光吸収を利用し，試料ガス中の酸素，二酸化炭素，一酸化炭素濃度を測定す

る。赤外線吸収式分析計の一例を写真 2.3.9に示す。  

  

写真 2.3.9 赤外線吸収式ガス分析計 

  

写真 2.3.8 オルザット分析装置 
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2.3.8  検知管法 

(1) 原理 

検知管（図 2.3.10，図 2.3.11）とは内径一定の細いガラス管に検知剤を充填

し，ガラス管の両端を溶封したものである。  
使用する直前にガラス管の両端を切って，検知管内に試料ガス採取器（図

2.3.12）を使用し，ガスを通気すると検知剤と試料ガス中のある特定ガスとの化

学反応により検知剤が変色する。その時現れる変色は，通気量を一定にするとガ

ス濃度に応じた長さとなり，再現性は極めてよい。したがって，あらかじめ検知

管に濃度目盛を印刷することにより，簡単にガス濃度を測定できる。  
 

 

 

 

 

図 2.3.10 一般的な検知管 
 

 

 

 

 

 

図 2.3.11 前処理管を接続した検知管 
 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.12 試料ガス採取器 
 

(2) 特長 

検知管には次のような特長がある。  
①  化学分析器具・試薬などを必要としないので測定の準備がいらず，いつでもす

ぐに測定できる。  
②  軽量で携帯に便利であり，わずかな試料ガスで微量濃度を定量でき，現場での
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測定に適している。  
③  測定操作が非常に簡単で誰にでも測定でき，測定結果に個人差が生じない。  
④  測定結果は数分で得られ，結果に基づく対応が速やかに行える。  
⑤  電源や熱源を必要とせず，引火爆発性のガスが存在しても安全に測定できる。 
⑥  ガスの種類及び測定範囲に応じて種々の型式があり，それらを選択することに

より， ppb から％オーダーまでの幅広い濃度測定ができる。  
 

(3) 操作方法 

①  測定操作  

 

 

検知管の両端をチップカッター  

でカットする。  

 

 

 

矢印を採取器に向けて取り付ける。  

 

 

ハンドルを押し戻し，本体の赤線とハンドル

の赤線 (又はガイドマークマーク )を合わせる。 

 

 

ハンドルを引いてロックする。  

 

 

規定時間（使用説明書）放置し，試料を採取す

る。  

 

 

測定が終了したら採取器から検知管を取り外

し，変色の先端で濃度を読み取る。  
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②  読取方法  

検知管の変色は明瞭に現れ，その変色の先端で濃度を読み取ることが基本で

あるが，反応する薬剤の特性等で下記のような変色状態を示す場合がある。各

状態での読み取り方を示す。  
         

(ⅰ )  変色先端がナナメに変色している場合：A と B の中間を読み取る。  

 
 

(ⅱ )  変色先端が波を打っている場合：A と B の中間を読み取る。  

 
 

(ⅲ )  変色先端が薄い場合：色が確実に識別できる先端 A で読み取る。  

 
 

 

(4)  検知管の特性について  

①  通気量  

 一般に検知管の濃度目盛は通気量100 mL（１ストローク）で校正されている

が，中には 200 mL や 300 mL，またはそれ以上の通気量で校正されているもの

もある。  
 変色層の長さは，通気量に比例して長くなる傾向があり，検知管の最低目盛

以下の低濃度を測定する場合，数百 mL 通気後，測定値をストローク数で割り，

概算の値を求めることもできる。ただし，試料ガスの吸着性や反応性により，

通気量と変色層の長さが正比例しないものもあるので注意を要する。  
 

②  温度  

 検知管指示値に対する温度の影響は，温度変化に伴う試料ガスの体積変化，

検知剤に対するガス吸着量の変化，検知剤とガスの反応速度の差異，などによ

るものであるが，これらの影響は互いに重なり合い，温度変化に伴って検知管

の変色層の長さが増減したり，あるいはこれらの影響が互いに打ち消し合って

A  

A B  

A  B  

注）検知管メーカーにより読取方法が多少異な

る場合があり，変色層の淡い先端と濃い先

端の中を読み取る方法がある。  
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無関係であったりする。温度によって影響を受ける検知管については，温度補

正表や温度補正係数が使用説明書に示されている。  
 

③  湿度  

 ほとんどの検知管は水分の影響を受けないが，一部の検知管には水分の影響

を除くため，一本の検知管に除湿剤と検知剤が充填されているものや，除湿管

を連結して使用するものがある。  
 水分の影響のない検知管でも，水滴が検知管に入ったり，検知管の中で水分

の凝縮が起こるような場合は，測定値や変色状態に大きな影響を与えるので避

けなければならない。  
 

④  共存ガス  

 検知管に充填されている検知剤は，測定対象ガスとの間に特異的な反応が起

こるように作られているが対象ガスと類似の化学構造や性質を持つガスは同様

の反応を起こすため，共存ガスの影響には注意が必要である。  
 共存ガスが検知管に与える影響には，それ自身では変色しないが測定結果に

プラス又はマイナスの影響を与える，それ自身が測定対象ガスと類似の変色を

示し測定値を高くする，異なった変色を与える，変色の境界を不明瞭にする，

などがある。  
 

⑤  有効期限  

 検知管は化学薬品を使用しているため，長期的には変化を避けることができ

ない。したがって精度を維持する目的から有効期限が明示されている。ただし，

有効期間は下記に示す適切な保存条件のもとで保証している期限である。  
 

⑥  保存方法  

 検知管は冷暗所で保管するのが最適である。保存方法は検知管が入っている

箱に表示されている。  
 「冷暗所保管」とは，特に温度の指定がない限り 0～ 25℃の直接光の当たら

ない場所をいい，「冷蔵庫保管」とは 0～ 10℃の冷蔵庫での保管を意味する。  
 直接日光に曝露したり，高温状態で保存すると有効期限内でも検知剤が変化

する恐れがある。  
 

(5) 廃棄 

 検知管及び前処理管には化学物質が使用され，中には有害物質である重金属も

微量に含まれる場合がある。検知管の使用説明書には廃棄方法が記載されており，
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廃棄する場合は廃棄方法にしたがって処理する。  

 

(6) 検知管使用に当たっての注意事項 

 検知管法は，スクリーニングテストや事業所の自主的な環境管理測定を低コス

トで誰でも行うことができ，現場で濃度を把握できるため問題が生じた場合，精

密法に比べ素早い対応が可能であるが，検知管法をさらに効果的かつ効率的に利

用するためには (4)項に示したような事項に注意し，検知管の保存状態や測定現場，

事業所の雰囲気（温度・湿度），扱っている対象ガス以外の化学物質や副生成物等

の情報を確認し，メーカーからの技術情報（ハンドブック等）を照らし合わせ，

その検知管の特性等を十分知ることが大切である。  
 

(7) 検知管法の各種基準について 

①  J IS K 0804（ 2014）検知管式ガス測定器（要点のみ）  
1)  ガス採取器  
 内容積：設計値の±5％以内  
 気密性：漏れ量が内容積の±3％以内  
 耐久性：1000 回使用後条規の規定を満足すること  

2)  検知管（表示精度）  
表 2.3.6 精度基準 

試験用ガス濃度  個々の指示値  平均値  
目盛範囲の 1/3 以上  ±25％以内  ±15％以内  

目盛範囲の 1/3 以下  ±35％以内  ±25％以内  

 

②  その他の検知管関連 JIS  
表 2.3.7 検知管関連JIS  

JIS 番号  表   題 
K 0098 排ガス中の一酸化炭素分析方法  
A 1406 屋内換気量測定方法  
K 1901 カーバイト  
Z 3952 溶接作業環境におけるガス濃度測定法  
T 8204 検知管式硫化水素測定器  
K 0090 排ガス中のホスゲン分析法（検知管は参考法）  
K 0306 空気中の揮発性有機化合物の検知管による測定法  
K 0106 排ガス中の塩素分析法（検知管は参考法）  
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③  その他の基準  

1)  ANSI/ISEA 102-1990 for  Gas Detector  Tube Units-Short  Term Type for  Toxic 

Gases and Vapors  in  Working Environments：  American National  Standards 

Inst i tu te .  
2) European Standard EN1231:1996 Work place a tmospheres－ Short  te rm detec tor  

tube measurement  systems－ Requirements  and tes t  methods.  
3) INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED CHEMISTRY 

Performance Standard for  Detector  Tube Units  used monitor  gases  and vapors  in 

working areas .  
4) ISO 17621： 2015 

Workplace a tmospheres－ Short  term detecter  tube measurement  systems  
－ Requirements  and tes t  methods.  

 

表 2.3.8 その他の基準（精度基準） 
1)(米国 )  2)(ヨーロッパ ) 3)(IUPAC) 4)(ISO) 

T LV の  

1， 2， 5 倍  
±2 5％以内  測 定 範 囲 の

2 0％以上  ±3 0％以内  設計濃度（ T LV）

の 1， 2， 5 倍  
±2 5％以内  

拡張不確かさ  

T LV の  

1 / 2 倍  
±3 5％以内  測定範囲の  

下限  
±5 0％以内  設計濃度（ T LV）

の 1 / 2 倍  

±3 5％以内  5 0 %以下  
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第４章 排ガスの採取 
2.4.1 排ガス採取方法 

排ガス試料の採取は， JIS K 0095 排ガス試料採取方法と個別の JIS に制定されてい

る方法に基づいて行われる。  

J IS K 0095 排ガス試料採取方法の規格は，煙道，煙突，ダクト（以下，ダクトとい

う）に排出される排ガス中の特定ガス成分を分析するための試料ガス採取方法が定め

られている。試料ガス採取方法には，(1)試料ガス吸引採取と (2)試料ガス非吸引採取が

ある。 (1)は捕集部で試料ガスを吸引捕集した後，化学分析を行うものと，試料ガス中

の水分を除去した後，連続分析するものがある。 (2)は現場採取方式で，連続分析する

ものがある。本章では， (1)の方式で化学分析する方法について紹介する。  

 

2.4.2 試料ガスの採取位置，採取点，採取口 

(1) 採取位置（測定位置） 

排ガス試料を採取するには，煙突やダクトなどの煙道に設置された採取口 (測定

孔 )から吸引装置を用いてガスを吸引する。  

1)  採取位置は，ダクトの屈曲部分，断面形状の急激に変化する部分を避け，排ガス

の流れが比較的一様に整流され，作業が安全かつ容易な場所を選ぶ。ただし，空

気のダクト内への漏れ込みの著しいところ，及びダクト内にダストがたい積し

ていたり，落下の著しいところは避ける。  

2)  採取位置の周辺には，必要に応じて適切な高さに作業を行うに十分な広さで安

全な足場を設け，安全かつ容易に足場に到達できる設備を設ける。  

(2) 採取点（測定点） 

採取点は，採取位置に選定したダクト断面内に JIS Z 8808 の 5.3 によって選ぶ。

ただし，各採取点における分析結果の相違点が少なく，ガス濃度の変動が採取位置

断面において 15 %以下の場合には，任意の 1 点を採取点として差し支えない。  

J IS Z 8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法は，5.3 c)の注記 1～注記 3 の断面積，

断面の流速分布等で測定点数が個別に規定されている。その測定点を表 2.1.1，表

2.1.2，図 2.2 に示す。  
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      採取位置         ダクト断面（採取点 1 点の例） 

図 2.1 ダクト採取位置 

 

 

表 2.1.1 JIS Z 8808 円形断面測定点 

適用ダクト直径  
2R(m) 

半径
区分
数 Z 

測定
点数  

測定点のダクト中心からの距離 (m) 

r1  r2  r3  r4  r5  

1 以下  1  4  0 .707R －  －  －  －  

1 を超え 2 以下  2  8  0 .500R 0.866R －  －  －  

2 を超え 4 以下  3  12 0 .408R 0.707R 0.913R －  －  

4 を超え 4.5 以下  4  16 0 .354R 0.612R 0.791R 0.935R －  

4 .5 を超えた場合  5  20 0 .316R 0.548R 0.707R 0.837R 0.949R 

 

 

表 2.1.2 JIS Z 8808 円形断面測定点 

適用ダクト断面積 A(m2）  区分された一辺の長さ L(m) 

 1 以下      L≦ 0.5 

   1 を超え  4 以下      L≦ 0.667 

   4 を超え  20 以下      L≦ 1 

 

  

採取管  

煙道  

煙道  

測定口 (孔 )  

測定点  
ウェス等シール  
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 円形断面の測定点 長方形断面の測定点 

 （測定点数 12 点の場合） （測定点数 16 点の場合） 

図 2.2 JIS Z 8808 測定点 

(3) 採取口（測定孔） 

1)  採取口は，ダクト内の排ガス流に対してほぼ直角に採取管を挿入できるような

角度とする。  

2)  採取口には ,  例えば， JIS G 3452 に規定する 1B（ 25A)程度の太さ，また，排ガ

ス流速（ピトー管），ばいじんを 1 型（ろ紙をダクト内に入れる場合）で測定す

る場合は ,最低 3B（ 75A）以上の太さの採取口が，断面垂直方向に 2 個以上必要

となる。  

3)  採取口に用いる材質は，炭素鋼，ステンレス鋼又はプラスチック製とする。  

4)  採取管を挿入していないときは，採取口にふた (蓋 )をしておく。  

5)  採取口は，煙突などの場合，高所に設置されることが多いため，作業エリアであ

る足場（ステージ）での作業は，作業者の転落やボルト等の落下などの危険が伴

うため，確実に安全対策を行う必要がある。  

6)  採取口は，煙道から突き出た円筒形の筒の形をしており，その先端は，平板で蓋

をされている。試料ガスの採取に際し，採取口を開ける場合は，高温の試料ガス

が噴出してくる場合が多いことから，採取口の真正面に立つのではなく，サイ

ドから作業を行った方が安全である。  

7)  開放された採取口は，ウエスや耐熱テープなどで一時的に塞ぐが，開口部が大

きい場合は，開口部に合わせる形で小さな開口部を取り付けて作業を行う。  

 

2.4.3 試料採取装置 

(1) 装置の構成 

化学分析に用いる試料を採取する場合，採取管を煙道内部に挿入し，採取管後部

に導管を取り付け，試料捕集部へガスを導入して採取を行う。  

L  

測 定 孔  
測 定 孔  

r1 
Ｒ r2 r3 
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採取管―─導管―─―─捕集部  

図 2.3 有害ガスの試料採取装置の例 

 

(2) 採取間，導管等の材質 

採取管，導管，接手管，ろ過材の材質は，排ガス組成，温度などを考慮して選定

する。その使用例を表 2.3 に示す。  

表 2.3 採取管，導管，ろ過材などの材質と使用例 

ほ
う
け
い
酸
ガ
ラ
ス

シ
リ
カ
ガ
ラ
ス

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

チ
タ
ン

セ
ラ
ミ

ッ
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ス

四
ふ

っ
化
エ
チ
レ
ン
樹
脂

ほ
う
け
い
酸
ガ
ラ
ス

シ
リ
カ
ガ
ラ
ス

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

四
ふ

っ
化
エ
チ
レ
ン
樹
脂

硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
樹
脂

ふ

っ
素
ゴ
ム

シ
リ
コ
ン
ゴ
ム

ク
ロ
ロ
プ
レ
ン
ゴ
ム

無
ア
ル
カ
リ
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ラ
ス
ウ
ー

ル

シ
リ
カ
ウ
ー

ル

焼
結
ガ
ラ
ス

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
網

焼
結
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

多
孔
質
セ
ラ
ミ

ッ
ク
ス

四
ふ

っ
化
エ
チ
レ
ン
樹
脂

400 1000 800 800 1000 200 400 1000 800 200 70 180 150 80 400 1000 400 700 700 1000 200

硫黄酸化物
窒素酸化物
一酸化炭素
硫化水素
シアン化水素
酸素

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

アンモニア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

塩素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

塩化水素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ふっ化水素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メルカプタン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

採取管・分岐管 ろ過材継手管導管

測
定
成
分

部　品

最高使用温度（℃）

材質

 
 試料採取管は，目的とするガス成分の物性やガス温度を考慮して，選択する必要

がある。硫黄化合物の場合は，ステンレス製のものやシリカガラス製のものを用い

るが，塩素や塩化水素などの腐食性のガスを採取する場合は，ほうけい酸ガラスま

①  

②  

採取管  導管  試料捕集部  

①加熱部  

②吸収瓶  

③除湿管  

④ポンプ  

⑤ガスメーター  

③  ④  ⑤  

ウール 

煙道 

ガス 
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たはシリカガラスを用いる。  

(3) 保温又は加熱 

採取管及び導管の保温又は加熱は，試料ガス中の水分及び露点の高いガス成分が

採取管，導管中で凝縮，又は凝縮水が導管内で凍結することを避けるために行う。 

 

(4) 捕集方法 

試料ガスを捕集するには，次の方法で行われる。  

どの試料採取法を用いるかは，目的物質の物性を考慮して決めるが，第 3 編第 1

章の各成分の JIS 分析法にその一例が記載されている。  

 

1)  吸収瓶法：吸収瓶で目的成分を液体に吸収させる方法  

捕集装置の構成を図 2.4 に示す。  

 

 
 A：ろ過材  K1， K2：流量調節コック  
 B：試料ガス採取管  M：ガスメーター  
 C：採取口  N：温度計  
 D：温度計  O：マノメーター  
 E1， E2：ヒーター，リボンヒーター  P1， P2：流路切替三方コック  
 F1， F2：吸収瓶（容量 2 5 0  mL 又は 1 0 0  mL）  Q：マノメーター  
 G：フランジ  R：バイパス  
 H：洗浄瓶（吸収液 5 0  mL を入れる）  S：吸引ポンプ  
 J：乾燥管   

注：古い J IS では水銀マノメーターを用いている例があるが，水銀汚染防止法で製造・使用が
禁じられたので代替品としてデジタルマノメーターや圧力計（負圧）を用いる。  

図 2.4 吸収瓶を用いた捕集装置の例(JIS K 0103 硫黄酸化物分析方法 )  

 

2)  真空フラスコ法又は真空捕集瓶法：真空フラスコに採取する方法  

真空フラスコ法又は真空捕集瓶法の構成を図 2.5 に示す。  
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 A ：試料ガス採取管  G  ：空瓶（逆流防止用）  
 B  ：保温材  H  ：洗浄瓶［水酸化ナトリウム溶液（ 4 0  g /L）を入れる。］  
 C  ：ろ過材  I  ：乾燥管 a)  
 D  ：ヒーター  J  ：吸引ポンプ  
 E  ：試料ガス採取用フラスコ  Q， R：流路切換弁  
 F  ：マノメーター  S1， S2， S3：シリコンゴム管  
注 a)  乾燥剤には粒上のシリカゲル，塩化カルシウムなどを用いる。  

図 2.5 真空フラスコを用いた捕集装置の例(JIS K 0104 窒素酸化物分析方法 )  

 

3)  注射筒法：注射筒に採取する方法  

注射筒法は，真空フラスコの代わりに用いることがありその例を図 2.6 に示す。 

 

 
 A：試料ガス採取管  E：すり合わせ接手管など  I：乾燥剤  
 B：保温材   F：トラップ  J：吸引ポンプ  
 C：ろ過材   G：三方コック   K：ガスメーター  
 D：ヒーター   H：注射筒（ガラス製）  

図 2.6 注射筒の例 
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4)  捕集バッグ法：気体のままバッグに捕集する方法  

捕集バッグ法の構成を図 2.7 に示す。  

 

 

 

 A：導管   

 B：ガス採取袋  

 C：アクリル樹脂製気密容器  

 D， E：閉止コック  

 F：吸引ポンプ  

 G：スクリューコック  

 

 

 

図 2.7 捕集バッグ法の例 

 

5)  濃縮法：捕集剤を充てんした濃縮管により試料を捕集する方法  

濃縮法の構成を図 2.8 に示す。  

 

 

 

 

 A：濃縮管  

 B：濃縮管をダクト内に入れるため

の管又は棒  

 C：導管  

 D：注射筒  

 

 

図 2.8 濃縮管を用いた試料採取の例 

 

  

ダクト
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2.4.4 試料ガスの採取 

(1) 吸収瓶法 

採取操作は，次による。  

 

吸収瓶（ 100 mL 又は 250 mL） 2 本又は 1 本に吸収液を入れる  

↓  

ガス採取管内を試料ガスで置換する  

↓  

切り替えコックを吸収瓶側に回し，ガスメーターの指示値を読みとる  

↓  

ポンプのスイッチを入れ，試料ガスを採取する  

↓  

試料ガスの温度，ゲージ圧，大気圧を測定する  

↓  

試料ガスを約 20 L 採取し，ポンプを止め，ガスメーターの指示値を読みとる  

 

(2) 真空フラスコ法又は真空捕集瓶法 

真空フラスコの場合の採取操作は，次による。  

 

真空フラスコ内に吸収液を 20 mL 入れる  

（吸収液は分析法ごとに定められたものを用いる）  

↓  

真空フラスコ内を液が沸騰するまで減圧にして弁を閉じる  

↓  

真空フラスコをガス採取装置に連結し，流路をマノメーター測にし，  

ガスを吸引する  

↓（まだ，ガス採取ではない）  

流路を切り替え，フラスコ内の圧力を測定する  

↓  

流路を元の位置に戻し，周囲の温度を測定する  

↓  

試料ガスを真空フラスコに入れ（ガス採取），ポンプを止める  

↓  

試料ガス装置から真空フラスコを取り外し， 1 分間振り混ぜる  

↓  

真空フラスコを再度取り付け，フラスコ内の圧力，大気圧，室温を測定する  
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※注射筒法及び吸収瓶による試料ガス採取方法は JIS K 0104 の本体を参照する。 

 

(3) 捕集バッグ法 

捕集バック法の採取操作は，次による。  

 

捕集バッグをふっ素樹脂製コックに取り付け，アクリル製気密容器に入れる  

↓  

捕集バッグ内を脱気した後，ふっ素樹脂製コックを閉じておく  

↓  

ガス採取管内を試料ガスで置換する  

↓  

流路を捕集バッグ側に切り替え，ふっ素樹脂製コックを開く  

↓  

ポンプのスイッチを入れ，気密容器内の空気を抜きながら，  

バッグに試料ガスを採取する  

↓  

ポンプを止め，ふっ素樹脂製コック閉じる  

↓  

減圧状態のアクリル製気密容器の内圧を常圧に戻す  

↓  

捕集バッグを回収した後，捕集バッグの栓をする  

 

(4) 濃縮法 

濃縮法による採取操作は，次による。  

 

捕集剤の充塡された濃縮管を準備し，注射筒にセットする  

↓  

煙道内に濃縮管を入れる  

↓  

注射筒でガスを吸引する  

↓  

注射筒のメモリから吸引ガス量を確認する  

↓  

試料ガス吸引後，注射筒から濃縮管を外し，濃縮管を密栓する  
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2.4.5 試料ガス採取時の注意事項 

試料ガス採取時は，全体装置の排ガスラインでの測定位置の確認，操業確認，測定

内容の確認，作業者の労働衛生の確認，危険予知活動等を行い排ガス測定の準備を行

う。排ガスの測定分析の品質管理は，試料採取時の要因が非常に大きく，下記の (1)～

(5)に注意事項等を記載する。  

 

(1) 採取管・導管の取付け 

1)  排ガスを採取する際は，排ガス中のダストが混入しないようにろ過材を装着す

る。ろ過材に無アルカリガラスウール，シリカウールなどを用いる場合は，充て

ん長さ 50 mm～ 150 mm 程度とする。ダクト内が負圧の場合など，導管の先端，

吸引流量が多い場合・ダストが多い場合などは採取管の先端に入れ，ろ過材が

ダクト内に吸い込まれないように注意する。  

2)  採取管は，排ガス流に対して直角に挿入し，採取管を取り付け具で固定する。  

3)  導管は，できるだけ短くし，止むを得ない場合は支持金具等で固定する。  

4)  採取管と導管，導管と捕集部などの接続は，共通球面すり合わせ接手，テフロン

又はシリコンゴム製の接手などを用いる。  

(2) 吸収瓶，洗浄液(バイパス用 )などの準備  

1)  吸収瓶は，個別規格に規定するものを予め良く洗浄して用意し，規定する吸収

液の規定量を入れる。  

2)  吸収液を入れた吸収瓶は，排ガス中の目的成分を吸収するので，2 連 (本 )，バイ

パス等の組み立てで排ガス入口側及び出口側を確認しておく。  

3)  排ガス温度が高い場合など，水 (氷 )を入れて排ガス温度を下げるために必要に応

じて吸収瓶用冷却槽を準備する。  

(3) 捕集部の組立て 

1)  所定の本数の吸収瓶を支持棒，木箱で固定する。  

2)  試料採取する吸収瓶，バイパス用の洗浄液 (バイパス用 )の流路切り替えは，三方

コック，シリコンゴム製の接手などを用いる。流路切り替え等採取配管の圧力

差で逆流することがあるのでマノメーターで管理すると良い。  

3)  捕集部は，なるべく採取位置の近に置き，吸収瓶は排ガス温度が高い場合など

必要に応じて冷却槽に入れる。  

4)  湿式ガスメーターは，移動・運搬するときは必ず水を抜いておく。  

5)  ガスメーターの使用圧力は，大気圧に対してその圧力差が±1.0 kPa 以内で用い

る。  

6)  湿式ガスメーターを長時間使用する場合は，排ガスの性状によって水位の変化

がみられることがあり，必要に応じて水を補給する。  

(4) 試料採取装置の組立て 
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1)  採取管から捕集部に至るまでは，直線上に組み立てる。困難な場合は，L 字形導

管・接手等などを用いて操作しやすいやすいように組み立てる。  

2)  採取管からバイパス等を含め捕集部までの高さが一致するように，捕集部の高

さを伸縮架台など用いて操作しやすいやすいように組み立てる。  

3)  採取管又は導管と捕集部を接続する前にガス流の方向を確認し， (5)の漏れ試験

を実施する。  

4)  漏れ試験終了後，採取管又は導管と捕集部を接続する。共通球面すり合わせ接

手には，グリースは用いない。また，シリコンゴム管の使用は，導管としての使

用，接手としても温度が高い場合は避ける。  

5)  水溶性成分・凝縮性など分析対象成分に応じて採取口から捕集部まで加熱する。

温度が上昇するまでバイパス等を用いてガスを置換しておく。  

(5) 漏れ試験 

1)  予め捕集部の漏れは，所定の流量でガスを吸引して捕集部内の負圧（大気圧との

差の確認をマノメーターで確認する。又は，ガスメーターを取り付けガスメータ

ーが停止することを確認する。  

2)  採取管又は導管と捕集部を接続し，バイパスのコック等で採取管を閉じてポン

プを稼働して吸収液に泡が出ないことを確認する。  

 

2.4.6 試料の採取 

1)  バイパス等を用いて吸引ポンプを稼働させ，採取管又は導管内を試料ガスで十

分に置換する。  

2)  吸引ポンプを停止させ，速やかに排ガス採取前のガスメーターの指示を記録す

る。  

3)  バイパス等の流路から吸収瓶の流路に切り替え，ガス成分所定の吸引流量（ L/分）

で試料を採取する。試料採取中にガスメーターの温度，圧力を記録し，採取時間

が長い場合などは吸引流量（ L/分）を確認する。  

4)  規定の試料ガスを採取したら，バイパス流路を利用して吸引ポンンを停止しガ

スメーターの指示を記録する。導管等の負圧での吸収瓶の捕集液の逆流に注意

をする。  

5)  吸収瓶は，破損等に注意して吸収瓶用冷却槽から取り出し，汚染防止で吸収瓶

の口をキャップなどで塞ぎ ,  破損などを防止した格納箱などで運搬し分析室に

持ち込む。  

 

2.4.7 試料ガス採取量 

試料ガス採取量の計算は，次による。  

標準状態における（ 273.15 K(0℃ )，101.32 kPa）における試料ガス採取量を乾きガス
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量（ VS D）又は湿りガス量（ VS W）として算出する。  

1)  乾きガス量で求める場合  

a)  湿式ガスメーターを用いた場合  = × 273.15273.15 + × + −101.32 + 22.41( + ) 

 

b)  乾式ガスメーターを用いた場合  = × 273.15273.15 + × +101.32 + 22.41( + ) 

 

2)  湿りガス量で求める場合  

a)  湿式ガスメーターを用いた場合  = × 273.15273.15 + × + −101.32 + 22.41( + + ) 

 

b)  乾式ガスメーターを用いた場合  = × 273.15273.15 + × +101.32 + 22.41( + + ) 

 

ここで，  VS D：  乾きガス量（ L）  

 VS W：  湿りガス量（ L）  

 V：  ガスメーターで測定したガス量（ L）  

 t：  ガスメーターにおける温度（℃）  

 P a：  大気圧（ kPa）  

 Pm：  ガスメーターにおけるゲージ圧（ kPa）  

 P v：  t  ℃における飽和水蒸気圧（ kPa）  

 a：  吸収液に捕集された分析対象ガス（mol）  

 b：  吸収液に捕集された分析対象ガス以外のガス（mol）  

 c：  排ガス中の水分の量（mol）  

 273.15：  0  ℃に対応する絶対温度（K）  

 101.32：  1 気圧に対応する圧力（ kPa）  

 22.41：  標準状態における気体 1 mol の体積（ L）  

a， b， c 及び Pm は，無視しても差し支えない場合が多い。  
 

 



 

 

 

 

第３編 JIS の排ガス分析方法 

 

 

3.1 排ガス中の金属分析方法（JIS K 0083） 

3.2 排ガス中のベンゼン分析方法（JIS K 0088） 

3.3 排ガス中の一酸化炭素分析方法(JIS K 0098) 

3.4 排ガス中のアンモニア分析方法（JIS K 0099） 

3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法（JIS K 0103） 

3.6 排ガス中の窒素酸化物分析方法（JIS K 0104） 

3.7 排ガス中のふっ素化合物分析方法（JIS K 0105） 

3.8 排ガス中の塩素分析方法（JIS K 0106） 

3.9 排ガス中の塩化水素分析方法（JIS K 0107） 

3.10 排ガス中の硫化水素分析方法（JIS K 0108） 

3.11 排ガス中のシアン化水素分析方法(JIS K 0109) 

3.12 排ガス中の水銀分析方法（JIS K 0222） 

3.13 排ガス中の酸素分析方法(JIS K 0301) 

3.14 排ガス中のホルムアルデヒド分析方法(JIS K 0303) 

3.15 排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン 

分析方法（JIS K 0305） 

3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法（JIS K 0311） 

3.17 排ガス中のダスト濃度の測定方法（JIS Z 8808） 

3.18 排ガス中のほう素分析方法(JIS K 0081) 

3.19 排ガス中の臭素化合物分析方法(JIS K 0085) 

3.20 排ガス中の一酸化二窒素分析方法(JIS K 0110) 

3.21 排ガス中のフェノール類分析方法(JIS K 0086) 

3.22 排ガス中のピリジン分析方法(JIS K 0087) 

3.23 排ガス中のアクロレイン分析方法(JIS K 0089) 

3.24 排ガス中のホスゲン分析方法(JIS K 0090) 

3.25 排ガス中の二硫化炭素分析方法(JIS K 0091) 

3.26 排ガス中のメルカプタン分析方法(JIS K 0092) 

3.27 排ガス中の揮発性有機化合物分析方法 
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3.1 排ガス中の金属分析方法(JIS K 0083) 2017 年 

 

3.1.1 適用範囲，分析方法の種類と定量範囲 

排ガスに含まれる金属成分のうち，粒子状物質中のカドミウム，鉛，ニッケル，マ

ンガン，バナジウム，クロム，ベリリウム，ひ素，及びセレン，並びにガス状のひ素

とセレンを分析する方法である。分析方法の種類と定量範囲を表 3.1.1 に示す。  

 

表 3.1.1 分析方法の種類と定量範囲 

物 質 名  分 析 方 法  
定 量 範 囲  

(繰 返 し分 析 精 度：変 動 係 数 )  

カドミウム  

(Cd )  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

0 . 0 5～ 2  mg /L（ 2 ~1 0 %）  

0 . 5～ 10  µg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 0 1～ 2  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 3～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

鉛  

(Pb )  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

1～ 2 0  mg /L（ 2 ~ 10 %）  

5～ 1 0 0  µg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 1～ 2  mg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 3～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

ニッケル  

(N i )  

ジメチルグリオキシム吸 光 光 度 法  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

2～ 5 0  µg（ 2～ 1 0 %）  

0 . 3～ 6  mg /L（ 2～ 1 0 %）  

5～ 5 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 0 4～ 2  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

マンガン  

(Mn )  

過 よう素 酸 吸 光 光 度 法  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

4 0～ 5 00  µg（ 2～ 1 0 %）  

0 . 1～ 4  mg /L（ 2～ 1 0 %）  

1～ 3 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 0 1～ 5  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

バナジウム  

(V)  

N -ベンゾイル -N -フェニルヒドロキシルアミン吸 光 光 度 法  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

2～ 5 0  µg（ 3～ 1 0 %）  

1～ 2 0  mg /L（ 2～ 1 0 %）  

1 0～ 2 00  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 0 2～ 2  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  
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表 3.1.1 分析方法の種類と定量範囲（続き） 

物 質 名  分 析 方 法  
定 量 範 囲  

(繰 返 し分 析 精 度 ： 変 動 係 数 )  

クロム  

(Cr )  

ジフェニルカルバジド吸 光 光 度 法  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

2～ 5 0  µg（ 3～ 1 0 %）  

0 . 2～ 5  mg /L（ 2～ 1 0 %）  

5～ 1 0 0  µg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 0 2～ 4  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

ベリリウム  

(Be)  

フレーム原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ICP 発 光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

0 . 0 5～ 2  mg /L（ 2～ 10 %）  

5～ 5 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 0 1～ 2  mg /L（ 2～ 10 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

ひ素  

(As )  

ジエチルジチオカルバミド酸 銀 吸 光 光 度 法  

水 素 化 合 物 発 生 原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

水 素 化 合 物 発 生 ICP 発光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

2～ 1 0  µg（ 2～ 1 0 %）  

5～ 5 0  µg /L（ 3～ 1 0 %）  

5～ 1 0 0  µg /L（ 2～ 10 %）  

1～ 5 0  µg /L（ 3～ 1 0 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

セレン  

(Se )  

3 ,3 ’ -ジアミノベンジジン吸 光 光 度 法  

水 素 化 合 物 発 生 原 子 吸 光 法  

電 気 加 熱 原 子 吸 光 法  

ジアミノナフタレン蛍 光 光 度 法  

水 素 化 合 物 発 生 ICP 発光分光分析法  

ICP 質 量 分 析 法  

水 素 化 合 物 発 生 ICP 質量分析法  

2～ 5 0  µg（ 2～ 1 0 %）  

2～ 1 2  µg /L（ 3～ 1 0 %）  

2 0～ 2 00  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 1～ 1  µg（ 2～ 1 0 %）  

1～ 2 0  µg /L（ 3～ 1 0 %）  

0 . 5～ 50 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

0 . 1～ 10 0  µg /L（ 2～ 1 0 %）  

 *一般に定量範囲は濃度で示されるが，複数の JIS で吸光光度法の定量範囲を質量で

示している。  
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3.1.2 試料採取方法 

3.1.2.1 粒子状物質の捕集 

JIS Z8808 に従って測定位置，測定点を決定し，サンプリングプローブ，ダスト捕集

部からなる試料採取装置を構成し，その下流にガス吸収部を接続する。ガス吸収部は

分析成分が揮散したものを捕集するためのもので，排ガス温度が十分低く，ヒューム

やミスト状化合物が流出していないことが本規格の方法で確認された場合は必要ない。 

①ダスト捕集部 

JIS Z 8808 のダスト採取方法に従って粒子状物質を採取する。  

②ガス吸収部 

ダスト捕集器からガス吸収瓶までの間をつなぐ導管は JIS K 0095 に従い，必要に応

じて水分が凝縮しないよう保温，加熱を行う。ガス吸収部は吸収瓶と冷却槽で構成し，

吸収瓶は 250～ 300 mL の吸収瓶を 2 本以上連結する。第 3 の吸収瓶を用いる場合，第

1 及び第 2 吸収瓶と同様の定量操作を行い，ガス，ヒューム，ミスト状の化合物が漏

れ出していないことを確認する。第 3 の吸収瓶の定量値が空試験値よりも大きくなっ

た場合には，その結果を第 1，第 2 吸収瓶の値に加える。また，ヒュームやミスト状

の化合物が漏れ出している場合は，必要に応じて吸収瓶の後段にバックアップフィル

タを設置して，これらの化合物を捕集し，同様に定量する。吸収瓶のそれぞれに 50 mL

の吸収液を入れる。吸収液は捕集対象の成分によって異なり，以下のものを用いる。  

 

表 3.1.2 吸収液の種類 

金 属 成 分  吸 収 液  

カドミウム， 鉛 ， ニッケル，マンガン，  

バナジウム， クロム，ベリリウム  

硝 酸 (1+13)又は塩酸 (1+11) (ICP 質量分析の

場合硝酸を用いる )  

ひ素  水  

セレン  硝 酸 （ 1＋ 13）  

 

3.1.2.2 ガス状物質 

水素化ひ素などのガス状ひ素化合物，セレン化水素などのガス状セレン化合物，及

びガス状の二酸化セレンを採取する方法で， JIS K 0095 に従って採取位置，採取方法

を決める。採取管には，ほうけい酸ガラス，シリカガラス，テフロンを用い，その先

端又は途中にシリカウール又は無アルカリガラスウールを詰め，ろ過材とする。吸収

瓶は 250～ 300 mL のほうけい酸ガラス瓶を 2 本以上連結し，それぞれに吸収液 50 mL，

二酸化セレンを捕集する場合はそれぞれ 100 mL を入れる。吸収液は対象物質ごとに，

次のように決められており，吸引流量は 1 L/min 程度とする。  

また粒子状物質中のセレンとガス状の二酸化セレンなどを同時に採取する際，粒子

状物質中のセレンの測定に必要な吸引ガス量又は採取流量が，ガス状セレン化合物の
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測定に必要な吸引ガス量又は採取流量と異なる場合には，図 3.1.2 に示すサイドスト

リームサンプリングを使用してもよい。サイドストリームサンプリングでは，ダスト

捕集器とガス洗浄瓶との間で導管を分岐し，ガス吸引部を接続する。ガス状セレン化

合物を採取するための吸引ポンプ②による採取流量を 1 L/min 程度にし，粒子状物質

中のセレンを採取するための吸引ポンプ①による採取流量は，等速吸引のための吸引

流量からガス状セレン化合物を採取するための採取流量を引いた採取流量とする。  

 

表 3.1.3 ガス状ひ素化合物，ガス状セレン化合物物質の吸収液 

ガス状 成 分  吸 収 液  

ガス状 ひ素 化 合 物 （ 水 素 化 ひ素 ）  過 マンガン酸 カリウム水 溶 液 (5g/L) 

ガス状 セレン化 合 物 （ セレン化 水 素 ）  臭 化 飽 和臭化水素酸  

二 酸 化 セレン  硝 酸 -過 酸 化 水 素  

 

 

図 3.1.1 普通形試料採取装置の構成例 
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図 3.1.2 サイドストリームサンプリングの構成例 

 

3.1.2.3 試料採取操作 

 採取操作は，次による。 

 

導 管 の加 熱 を行 い，所 定 の温 度 に設 定 する。吸 収 液 は氷 等 で十 分 に冷 却 しておく。 

 

ガスメーターの指 示 値 を読 む。 

 

 

 

 

吸 引 ポンプを始 動 し，バルブを開 き所 定 の吸 引 流 量 に調 整 する。 

 

 

 

 

所 定 の流 量 を吸 引 後，ポンプを停 止 し，ガスメーターの指 示 を読む。 

 

温 度 計 ， マノメーター ， 大 気 圧 を測 定 しておく。 

 

3.1.2.4 排ガス吸引量の計算 

標準状態 (273.15 K（ 0℃）， 101.32 kPa)における排ガス量を乾きガス又は湿りガスと

して算出する。   

 

開 始 直 後 と終 了 前 にガスメーター出 口 ガスの

酸 素 濃 度 を 測 定 し， ダ クト内 のガ ス中 の酸 素

濃 度 との 比 較 から リー ク がな い こ とを 確 認 して

おくとよい。  

ダクト内 の圧 力 は負 圧 ，又は正圧であること

が多いため，吸収瓶内の溶液の逆流や吹き

こぼれがないよう注意する。  
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3.1.3 分析用試料溶液の調製 

3.1.3.1 カドミウム，鉛，ニッケル，マンガン及びバナジウム 

3.1.3.1.1 試薬 

硝酸 (1+1) ，過酸化水素，硝酸 (2+98) 

 

3.1.3.1.2 操作 

(1)  吸収瓶を設けないでろ紙だけで試料を採取した場合  

粒子状物を捕集したろ紙，吸引ノズルからろ紙までの管内から回収した付着物，さ

らに管内を少量の硝酸 (2＋ 98)で洗って出た洗液のすべてをビーカー (200 mL)に集め，

下記の手順に従って試料溶液を調製する。ただしクロムの分析の場合，配管は洗浄し

ない。  

(2)  吸収瓶を設けた場合  

吸収液を回収し，導管と空になった吸収瓶を洗浄した水を加え，下記の手順に従っ

て試料溶液を調製する。有機物が存在する場合は十分に分解しておく。ブランクのろ

紙や吸収液についても試料調製の手順に従って，空試験溶液を調製する。物質によっ

て調製の方法が異なるので，規定に従って調製する。  
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粒 子 状 物 質 の処 理  

捕 集 物 の 付 着 し た ろ 紙 ， 管 内 面 の 付 着

物 ， 及 び管 内 を少 量 の硝 酸 (2+98)で洗 っ

て出 た洗 液 をビーカー20 0  mL に集 め， 硝

酸 (1+1)30  mL ， 過 酸 化 水 素 5  mL を加

え， 時 計 皿 で覆 い， 加 熱 板 又 は沸 騰 水 浴

で 1 時 間 加 熱 する。  

室 温 まで放 冷 ｡時 計 皿 を温 水 10  mL で洗

い， 洗 液 をろ紙 5 種 B でろ過 する。ろ紙 5

種 B で ビ ー カ ー 内 の 液 を ろ 過 す る 。 そ の

際 ， 固 形 物 をなるべくビーカーに残 す。  

ビーカー内 の残 留 物 に硝 酸 (1+1)20  mL を

加 え， 加 熱 板 又 は沸 騰 水 浴 で 10 分 間 加

熱 する。放 冷 後 ， ろ紙 5 種 B でろ過 し， ビ

ーカー内 の残 留 物 を 温 水 で洗 い， ろ 紙 5

種 B でろ過 する。すべてのろ液 をビーカー

100  mL に移 す。  

水 浴 上 で蒸 発 乾 固 させる。  

水 10  mL， 硝 酸 (1+1)2  mL を加 え， 加 熱 板 又 は沸 騰 水 浴 で加 熱 して溶 かし， 冷 却 後 ， 全 量

フラスコ 100  mL に移 し， 水 を標 線 まで加 え試 料 溶 液 とする。 ICP 質 量 分 析 の場 合 は温 硝 酸

(2+98)を用 いる。  

ブランクのろ紙 ， ブランクの吸 収 液 について， それぞれ粒 子 状 物 質 ， 吸 収 液 と同 じ操 作 を行

い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  

吸 収 液 の処 理  

吸 収 瓶 の溶 液 をビーカー300  mLに入

れ，導管，吸収瓶を水 1 0～ 20  mL で

洗浄し，ビーカーの溶液に加える。 

硝 酸 (1+1)10  mL， 過 酸 化 水 素 5  mL

を 加 え 加 熱 板 又 は 沸 騰 水 浴 で 乾 固

近 くまで加 熱 する。  

有 機 物 を 十 分 に 分 解 し ， 内 容 物 を ろ

過 。ろ液 を粒 子 状 物 質 の試 料 溶 液 の

入 ったビーカー100  mL に加 える。ビー

カー300  mL 内 の残 留 物 を少 量 の水

で洗 い， 洗 液 をろ過 して先 のビーカー

100  mL に合 わせる。  
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3.1.3.2 クロム 

3.1.3.2.1 試薬 

硫酸 (1+2)，ふっ化水素酸，炭酸ナトリウム，硝酸ナトリウム，硝酸 (1+1) 

 

3.1.3.2.2 操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粒 子 状 物 質 の処 理  

捕 集 物 の付 着 したろ紙 と管 内 面 の付 着 物

を 磁 器 る つ ぼ に 入 れ ， 電 気 炉 に お い て

550℃で 2 時 間 加 熱 し， 有 機 物 を灰 化 分

解 する。分 解 後 ， るつぼの内 容 物 を白 金 る

つぼに移 す。  

白 金 るつぼにふっ化 水 素 酸 20  mL， 硫 酸

数 滴 を 加 え， ドラフ ト内 にお いて 加 熱 板 上

で硫 酸 の白 煙 が発 生 するまで加 熱 する。  

放 冷 後 ， ふっ化 水 素 酸 10  mL を加 え白 煙

が ほ とん ど 発 生 し なく なる まで 加 熱 す る 。 さ

らに 直 火 で 徐 々 に 温 度 を 上 げ ， 硫 酸 の 白

煙 が発 生 しなくなるまで加 熱 し， 放 冷 する。  

白 金 るつぼに炭 酸 ナトリウム 5  g， 硝 酸 ナトリウム 0 .3  g を加 え， よく混 合 し， ふたをして直 火 で

徐 々に温 度 を上 げ， 900℃で 20 分 間 加 熱 する。放 冷 後 ， 白 金 るつぼに温 水 を加 え， 融 成 物

をビーカー200  mL に移 す。  

吸 収 液 の処 理  

吸 収 瓶 の溶 液 をビーカー300  mL に入

れ， 導 管 ， 吸 収 瓶 を水 1 0～ 20  mL で

洗 浄 し， ビーカーの溶 液 に加 える。  

硝 酸 (1+1)10  mL，硫酸 ( 1+2)1  mL を

加え加熱板上で乾固近くまで加熱

する。  

有 機 物 が 十 分 に 分 解 す る まで ， 硝 酸

(1+1)10 mL を加 えて加 熱 板 上 で乾 固

近 くまで加 熱 することを繰 り返 す。冷 却

後 ， 内 容 物 を粒 子 状 物 質 の試 料 を入

れた白 金 るつぼに加 える。  

水 浴 上 でビーカーを加 熱 し， クロム酸 を浸 出 させ， ろ紙 5 種 B でろ過 する。ろ紙 上 の沈 殿 物

を温 水 で洗 浄 し， ビーカー200  mL にろ液 と洗 浄 液 を合 わせる。  
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硫 酸 (1+2)を加 えて中 和 し， これを煮 沸 して二 酸 化 炭 素 を追 い出 すとともに液 量 を 80  mL 以

下 とする。冷 却 後 ， 全 量 フラスコ 100  mL に移 し， 水 を標 線 まで加 え試 料 溶 液 とする。  

吸 光 光 度 法 以 外 によって定 量 するときは， 硝 酸 （ 1＋ 1） 20  mL を加 え， これを煮 沸 して二 酸

化 炭 素 を追 い出 すとともに， 完 全 に溶 解 し， 液 量 を 80  mL 程 度 以 下 とする。冷 却 後 ， 全 量 フ

ラスコ 100  mL に移 し， 水 を標 線 まで加 え， 試 料 溶 液 とする。  

ブランクのろ紙 ， ブランクの吸 収 液 について， それぞれ粒 子 状 物 質 ， 吸 収 液 と同 じ操 作 を行

い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  
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3.1.3.3 ベリリウム 

3.1.3.3.1 試薬 

硝酸，ふっ化水素酸，硫酸，過塩素酸 (60%)，塩酸 (2+1) 

 

3.1.3.3.2 操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

粒 子 状 物 質 の処 理  

捕 集 物 の 付 着 し た ろ 紙 ， 管 内 面 の 付 着

物 と， 管 内 を少 量 の硝 酸 (2+98)で洗 って

出 た洗 液 を四 ふっ化 エチレン樹 脂 製 ビー

カー100  mL に集 め， 硝 酸 30  mL， ふっ化

水 素 酸 10  mL， 硫 酸 2  mL を加 え， 加 熱

板 上 で硫 酸 の白 煙 が発 生 するまで穏 やか

に加 熱 する。  

放 冷 後 ， 硝 酸 10  mL， 過 塩 素 酸 (60%)5  

mL を加 え， 徐 々に温 度 を上 げて硫 酸 の

白 煙 が発 生 するまで加 熱 する。有 機 物 が

十 分 に 分 解 さ れ る ま で ， 本 操 作 を 繰 り 返

し， 蒸 発 乾 固 させる。  

放 冷 後 ， 塩 酸 (2+1)10  mL を加 え， 時 計 皿 で覆 い， 水 浴 上 で約 1 時 間 加 熱 溶 解 し， ろ紙 5

種 A でろ過 する。ろ液 を全 量 フラスコ 50  mL に移 す。ろ紙 上 の残 留 物 を水 洗 し， 洗 液 をろ液

に合 わせて， 水 を標 線 まで加 え試 料 溶 液 とする。 ICP 質 量 分 析 の場 合 は硝 酸 (2+1)を用 い

る。  

ブランクのろ紙 ， ブランクの吸 収 液 について， それぞれ粒 子 状 物 質 ， 吸 収 液 と同 じ操 作 を行

い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  

吸 収 液 の処 理  

吸 収 瓶 の溶 液 をビーカー300  mL に入

れ， 導 管 ， 吸 収 瓶 を水 1 0～ 20  mL で

洗 浄 し， ビーカー の溶 液 に加 える。加

熱 板 上 で蒸 発 させ， 約 5 0  mL まで濃

縮 する。  

内 容 物 を粒 子 状 物 質 を入 れた四 ふっ

化 エチレン樹 脂 製 ビーカー100  mL に

移 し ， 少 量 の 水 で 容 器 を 洗 い ， 同 ビ

ーカーに合 わせる。  
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3.1.3.4 ひ素及びセレン 

3.1.3.4.1 試薬 

硝酸，硝酸 (2+98)，硫酸 (1+1)，過塩素酸 (60%) 

 

3.1.3.4.2 操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

粒 子 状 物 質 の処 理  

捕 集 物 の 付 着 し た ろ 紙 ， 管 内 面 の 付 着

物 と， 管 内 を少 量 の硝 酸 (2+98)で洗 った

洗 液 をビーカー250  mL に入 れ， 硝 酸 50  

mL， 硫 酸 (1+1)5  mL を加 え 10 分 間 加 熱

分 解 する。温 水 25  mL を加 えて静 置 し，

上 澄 み液 を別 のビーカー300  mL に移 す。  

ビーカー250  mL の残 留 物 に硝 酸 50  mL

を加 え， 10 分 間 加 熱 後 ， 温 水 25  mL を

加 えてろ紙 5 種 A でろ過 し， ろ液 をビー

カー300  mL に合 わせる。  

硝 酸 5  mL， 過 塩 素 酸 (6 0%)5  mL を加 え， 再 び温 度 を上 げ， 過 塩 素 酸 の白 煙 が発 生 しはじ

めると時 計 皿 で覆 い， 過 塩 素 酸 がビーカーの器 壁 を流 下 する状 態 を保 って有 機 物 を分 解 す

る。十 分 に分 解 するまでこの操 作 を繰 り返 す。  

放 冷 後 ， 水 100  mL を加 えて可 溶 性 塩 を溶 かし， ろ紙 5 種 A でろ過 し， ろ液 を全 量 フラスコ

250  mL に移 す。ろ紙 上 の残 留 物 を水 洗 し， 洗 液 をろ液 に合 わせて水 を標 線 まで加 え， 試

料 溶 液 とする。  

ブランクのろ紙 ， ブランクの吸 収 液 について， それぞれ粒 子 状 物 質 ， 吸 収 液 と同 じ操 作 を行

い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  

吸 収 液 の処 理  

吸 収 瓶 の 溶 液 を 粒 子 状 物 質 の 上 澄

み 液 の ビ ー カ ー 300 mL に 入 れ ， 導

管 ， 吸 収 瓶 を水 10～ 2 0  mL で洗 浄

し， ビーカー300  mL の溶 液 に加 える。  
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3.1.3.5 ガス状ひ素化合物及びガス状セレン化合物 

3.1.3.5.1 試薬 

塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (100g/L)，塩酸 (1+120)，硝酸 (1+120) 

 

3.1.3.5.2 操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

吸 収 液 の処 理  

吸 収 瓶 の溶 液 を全 量 フラスコ 250  mL に移 し， 導 管 ， 吸 収 瓶 を水 で洗 浄 し， 洗 液 をフラスコに

入 れる。  

塩 化 ヒドロキシルアンモニウム溶 液 (100  g /L)を過 マンガン酸 カリウム又 は臭 素 の色 が消 えるま

で滴 下 し， 塩 酸 (1+120)を標 線 まで加 え， 試 料 溶 液 とする。 ICP 質 量 分 析 を行 う場 合 は塩 酸

(1+120)の代 わりに硝 酸 ( 1+120)を用 いる。  

添 加 した塩 化 ヒドロキシルアンモニウムに起 因 する分 子 イオン（ 4 0 Ar 3 5 Cl） の 7 5 As 信 号 強 度 に

及 ぼす影 響 が十 分 小 さいことを確 認 して分 析 する。  

ブランクの吸 収 液 について， 同 じ操 作 を行 い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  
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3.1.3.6 焼排ガス中のガス状セレン化合物（二酸化セレンなど） 

3.1.3.6.1 試薬 

硫酸，過マンガン酸カリウム，硫酸 (1 .8  mol/L)，洗浄液 (硫酸 -過マンガン酸カリウム

溶液 )  

 

3.1.3.6.2 操作 

 

 

 

 

 

 

 

  

吸 収 液 の処 理  

ビーカー300  mL に試 料 ガス採 取 後 の吸 収 液 を移 し， 吸 収 液 で導 管 ， 空 瓶 及 び吸 収 瓶 を洗

浄 し， 洗 液 をビーカーに入 れる。  

ガス採 取 後 のダスト捕 集 器 ， 導 管 及 び吸 収 瓶 を洗 浄 液 40  mL で洗 浄 し， 洗 液 をビーカーに

合 わせる。全 量 フラスコ 500  mL に， ビーカーの内 容 液 を吸 収 液 で洗 い移 し， 吸 収 液 を標 線

まで加 える。これを試 料 溶 液 とする。  

ブランクの吸 収 液 について， 同 じ操 作 を行 い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。  
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3.1.4 各種分析方法と測定手順 

検量線を使用する方法では，標準液を用いて試料測定時に検量線を作成するこ

と。 

3.1.4.1 フレーム原子吸光法（Cd,Pb,Ni,Mn,V,Cr,Be の分析） 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

試 料 溶 液 を JIS K0121 の操 作 方 法 に従

ってフ レーム に噴 霧 し， 物 質 ごと に決 めら

れた分 析 波 長 の指 示 値 を読 む。  

空 試 験 溶 液 について試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 い， 指 示 値 を補 正 する。  

検 量 線 から元 素 量 を求 め， 試 料 溶 液 中 の元 素 濃 度 を算 出 する。  

分 析 波 長 ： カドミウム 228 .8  nm， 鉛 283 .3  nm，  

ニッケル 232 .0  nm， マンガン 279 .5  nm，  

バナジウム 318 .4  nm， クロム 357 .9  nm，  

ベリリウム 234 .9  nm 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.1 排ガス中の金属分析方法（JIS K 0083） 

 15 © JEMCA 2021  

3.1.4.2 電気加熱式原子吸光分析法（Cd,Pb,Ni,Mn,V,Cr,Be,As,Se の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

  

試 料 溶 液 の適 量 を全 量 フラスコ 20  mL にとり，

標 準 液 を加 えないもの， 0 .1～ 2  mL の範 囲 で段

階 的 に 3 濃 度 以 上 添 加 したものを調 製 し， それ

ぞ れ の 溶 液 の 酸 濃 度 が 同 じ に な る よ う 硝 酸

(1+1)を加 え， 水 を標 線 まで加 える。  

溶 液 の一 定 量 と同 体 積 の硝 酸 パラジウム（ Ⅱ）

溶 液  ( ひ 素 と セ レ ン の 場 合 ， 同 体 積 の 硝 酸 マ

グネシウム溶 液 も加 える )をマイクロピペット又 は

自 動 注 入 装 置 で 電 気 加 熱 炉 に 注 入 す る。 JIS  

K 0121 の操 作 に従 って乾 燥 ， 灰 化 ， 原 子 化 を

行 い ， 元 素 ご と に 決 め ら れ た 波 長 の 指 示 値 を

読 む。少 なくとも 3 回 行 い指 示 値 が合 うことを確

認 する。  

ベリリウムの場 合 ， 適 量 =15  mL 

標 準 液 ： カドミウム 0 .1  µg /mL， 鉛 1  µg/mL，  

ニッケル 0 .1  µg /mL， マンガン 0 .1  µg /mL，  

バナジウム 0 .1  µg /mL， クロム 0 .1  µg /mL，  

ベリリウム  0 .1  µg /mL， ひ素  1  µg /mL，  

セレン 1  µg/mL 

分 析 波 長 ： カドミウム 228 .8  nm，  

鉛 283 .3  nm， ニッケル  232 .0  nm，  

マンガン 279 .5  nm， バナジウム 318 .4  nm，  

クロム 357 .9 又 は 359 .3  nm，  

ベリリウム 234 .9  nm， ひ素 193 .7  nm，  

セレン 196 .0  nm 

空 試 験 溶 液 について試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 い， 指 示 値 を補 正 する。  
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3.1.4.3 ICP 発光分光分析法（Cd,Pb,Ni,Mn,V,Cr,Be の分析） 

 

 

 

 

 

  

JIS  K 0116 の ICP 発 光 分 光 分 析 に従 って

試 料 溶 液 を プ ラ ズ マ ト ー チ 中 に 噴 霧 し ， 元

素 ごとに決 まられた波 長 の発 光 強 度 を測 定

する。  

分 析 波 長 ： カドミウム 214 .439  nm，  

鉛 220 .351  nm， ニッケル 221 .647  nm，  

マンガン 257 .610  nm， バナジウム 309 .311  nm，  

クロム 206 .149  nm， ベリリウム 313 .042  nm 

空 試 験 溶 液 について試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 い， 試 料 溶 液 の発 光 強 度 を補 正 する。  

検 量 線 から元 素 量 を求 め， 試 料 溶 液 中 の元 素 濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.4 ICP 質量分析法（Cd,Pb,Ni,Mn,V,Cr,Be,As,Se の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ 元 素 0 .03～ 50  µg を含 む） を全 量 フラスコ 100  mL にとり， イットリウム溶 液

(Y 1  µg /mL)1  mL 加 え， 硝 酸 の最 終 濃 度 0 .1～ 0 .5  mol /L となるよう硝 酸 (1+1)を加 え， 水 を

標 線 まで加 える。  

ICP 質 量 分 析 装 置 の試 料 導 入 部 からプラズマ中 に噴 霧 し， 対 象 元 素 とイットリウムの質 量 /荷

電 数 における指 示 値 を読 み， 対 象 元 素 の指 示 値 とイットリウムの指 示 値 の比 を求 める。  

空 試 験 として， 空 試 験 溶 液 について試 料 と同 じ操 作 を行 って対 象 元 素 の指 示 値 とイットリウ

ムの指 示 値 との比 を求 め， 試 料 とイットリウムの指 示 値 の比 を補 正 する。  

検 量 線 から元 素 量 を求 め， 試 料 溶 液 中 の元 素 濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.5 ジメチルグリオキシム吸光光度法（Ni の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ Ni 2～ 50  µg を含 む） を分 液 漏 斗 にとり， クエン酸 水 素 二 アンモニウム溶 液

(100  g /L)5  mL とフェノールフタレイン溶 液 (5  g /L)2， 3 滴 を加 え， 次 に溶 液 の色 がわずかに赤

になるまでアンモニア水 (1+5)を滴 加 する。さらにアンモニア水 (1+5)2， 3 滴 と水 を加 え 100  mL

にする。  

ジメチルグリオキシムのエタノール溶 液 (10  g /L)2  mL， クロロホルム 10  mL を加 え 1 分 間 激 しく

振 り混 ぜ， 放 置 した後 ， クロロホルム層 を別 の分 液 漏 斗 に移 す。水 層 にクロロホルムを 5  mL

加 え 1 分 間 激 しく振 り混 ぜ， 抽 出 し， 放 置 後 ， クロロホルム層 をとり先 の分 液 漏 斗 に合 わせ

る。この操 作 をもう一 度 繰 り返 す  

クロロホルム層 を入 れた分 液 漏 斗 にアンモニア水 (1+50)10～ 20  mL 加 え， 30 秒 間 振 り混 ぜ，

放 置 後 クロロホルム層 を別 の分 液 漏 斗 に移 す。  

クロロホルム層 を入 れた分 液 漏 斗 に塩 酸 (1+20)10  mL を加 え， 1 分 間 激 しく振 り混 ぜ， ニッケ

ルを逆 抽 出 する。放 置 後 ， クロロホルム層 を別 の分 液 漏 斗 に移 し， 塩 酸 (1+20)5  mL を加 え

逆 抽 出 を繰 り返 す。クロロホルム層 は捨 て， 塩 酸 層 は先 の塩 酸 層 に合 わせて， 全 量 フラスコ

25  mL に入 れる。  

飽 和 臭 素 水 2  mL を加 えて振 り混 ぜ， 約 1 分 間 放 置 する。次 にアンモニア水 (1+1)を加 えて

中 和 し， さらにアンモニア水 (1+1)2  mL を過 剰 に加 え， 流 水 で室 温 以 下 に冷 却 する。  

ジメチルグリオキシム水 酸 化 ナトリウム溶 液 (10  g /L)2  mL を加 えて振 り混 ぜ， ニッケルを発 色 さ

せ， 水 を標 線 まで加 える。  

この溶 液 の一 部 を吸 収 セルに移 し， 波 長 450  nm 付 近 の吸 光 度 を測 定 する。  
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空 試 験 溶 液 について試 料 溶 液 と同 様 の処 理 を行 い， 吸 光 度 を測 定 し試 料 溶 液 の吸 光 度 を

補 正 する。  

検 量 線 からニッケルの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のニッケル濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.6 過よう素酸吸光光度法（Mn の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 (Mn 40～ 500  µg 含 む )をとり硫 酸 (1+1)10  mL を加 え， 加 熱 して白 煙 を発 生

させ， ハロゲン化 物 を除 去 する。  

放 冷 後 ， 水 約 20  mL とりん酸 1  mL を加 え， 加 熱 して内 容 物 を溶 かす。不 溶 解 物 がある場

合 ， ろ過 し， ろ紙 と沈 殿 物 を温 水 で洗 浄 し， 洗 液 をろ液 に合 わせて水 を加 え約 45  mL にす

る。  

過 よう素 酸 カリウム 0 .5  g を加 え， 沸 騰 水 浴 中 で 3 0 分 間 加 熱 し発 色 させる。  

流 水 で冷 却 し， 全 量 フラスコ 50  mL に移 して水 を標 線 まで加 える。  

この溶 液 の一 部 を吸 収 セルに移 し， 波 長 525  nm 付 近 又 は 545  nm 付 近 の吸 光 度 を測 定 す

る。  

空 試 験 溶 液 に硫 酸 (1+1)10  mL とりん酸 1  mL を加 え， 試 料 溶 液 に過 よう素 酸 を加 えて以 降

の操 作 と同 じ操 作 を行 い， 吸 光 度 を求 め， 試 料 溶 液 の吸 光 度 を補 正 する。  

検 量 線 からマンガンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のマンガン濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.7 N－ ベンゾイル－N－ フェニルヒドロキシルアミン吸 光 光 度 法 （Vの分 析 ） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

試 料 溶 液 の適 量 (V 2～ 50  µg 含 む )をビーカー100  mL にとり， 銅 溶 液 (Cu  10  g /L)1  mL を加

える。  

過 マンガン酸 カリウム溶 液 (3  g /L)を溶 液 の色 が薄 い赤 となるまで滴 加 し， さらに 1 滴 過 剰 に加

えて約 5 分 間 放 置 し， バナジウムを酸 化 する。  

分 液 漏 斗 に移 し， 水 で約 50  mL とする。BPHA－ クロロホルム溶 液 (2  g /L)10  mL を加 え， 次

に塩 酸 20  mL を加 えて過 剰 の過 マンガン酸 を還 元 し， 直 ちに約 1 分 間 振 り混 ぜてバナジウム

錯 体 を抽 出 する。  

放 置 した後 ， クロロホルム層 を乾 いたろ紙 でろ過 する。クロロホルム層 の一 部 を吸 収 セルに移

し， クロロホルムを対 照 液 として波 長 530  nm 付 近 の吸 光 度 を測 定 する。  

空 試 験 溶 液 に銅 溶 液 (1 0  g /L)1  mL を加 え， 試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 って吸 光 度 を求

め， 試 料 溶 液 の吸 光 度 を補 正 する。  

検 量 線 からバナジウムの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のバナジウム濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.8 ジフェニルカルバジド吸光光度分析法（Cr の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ Cr  2～ 50  µg を含 む） をビーカー100  mL にとり， 硫 酸 (1+9)3  mL を加 え，

数 分 間 煮 沸 する。  

溶 液 を静 かに加 熱 し， 過 マンガン酸 カリウム溶 液 (3  g /L)を 1 滴 ずつ加 え着 色 させる。引 き続 き

加 熱 し， 溶 液 の赤 色 が消 えそうになれば過 マンガン酸 カリウム溶 液 (3  g /L)を滴 加 し， 常 に赤

い色 を保 ちながら数 分 間 煮 沸 を続 ける。  

流 水 で冷 却 し， 尿 素 溶 液 (200  g /L)10  mL を加 え， 激 しくかき混 ぜながら亜 硝 酸 ナトリウム溶

液 (20  g /L)を 1 滴 ずつ加 え溶 液 の赤 い色 を消 し， 過 剰 の過 マンガン酸 と酸 化 マンガン (Ⅳ )を

分 解 する。  

亜 硝 酸 ナトリウム溶 液 （ 2 0  g /L） の代 わりにアジ化 ナトリウム溶 液 （ 50  g /L） を用 いる場 合 ， アジ

化 ナトリウム溶 液 （ 50  g /L） を注 意 して滴 加 しよく振 り混 ぜて過 マンガン酸 を分 解 し， 続 いて 2

～ 3 分 間 煮 沸 して過 剰 のアジ化 ナトリウムを分 解 する。  

全 量 フラスコ 50  mL に移 し， 液 温 を 15℃に保 ち， ジフェニルカルバジド溶 液 (10  g /L)1  mL を

加 え， 直 ちに振 り混 ぜる。水 を標 線 まで加 えて振 り混 ぜ， 約 5 分 間 放 置 する。  

溶 液 の一 部 を吸 収 セルに移 し， 波 長 540  nm 付 近 の吸 光 度 を測 定 する。  

検 量 線 からクロムの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のクロム濃 度 を算 出 する。  

空 試 験 溶 液 について， 試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 って吸 光 度 を求 め， 試 料 溶 液 の吸 光 度

を補 正 する。  
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3.1.4.9 ジエチルジチオカルバミド酸 銀 吸 光 光 度 法(As及 び水 素 化 Asの分 析) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ As 2～ 10  µｇ を含 む） を水 素 化 ひ素 発 生 瓶 にとり， 硫 酸 3  mL を加 えた

後 ， 水 で約 40  mL とする。  

塩 酸 (1+1)2  mL， よう化 カリウム溶 液 (200g/L)15  mL， 及 び塩 化 すず (Ⅱ )溶 液 5  m L を加 えて

振 り混 ぜ， 約 10 分 間 放 置 する。  

水 素 化 ひ素 発 生 瓶 ， 導 管 ， ジエチルジチオカルバミド酸 銀 溶 液 5  mL を入 れた水 素 化 ひ素

吸 収 管 を連 結 し， 水 素 化 ひ素 発 生 瓶 に亜 鉛 約 3  g を手 早 く投 入 する。水 素 化 ひ素 発 生 瓶

を約 25℃の水 浴 中 に入 れ， 約 1 時 間 放 置 し， ジエチルジチオカルバミド酸 銀 溶 液 に水 素 化

ひ素 を吸 収 ， 発 色 させる。  

この溶 液 にクロロホルムを加 えて 5  mL とする。  

溶 液 の一 部 を吸 収 セルに移 し， クロロホルムを対 照 液 として波 長 510  nm 付 近 の吸 光 度 を測

定 する。  

空 試 験 溶 液 について， 試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 って吸 光 度 を求 め， 試 料 溶 液 の吸 光 度

を補 正 する。  

検 量 線 からひ素 の量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のひ素 濃 度 を算 出 する。  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.1 排ガス中の金属分析方法（JIS K 0083） 

 24 © JEMCA 2021  

3.1.4.10 水素化合物発生原子吸光法（As,Se の分析） 

As の分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ As 0 .1～ 1  µg を含 む） をビーカー100  mL にとり， 硫 酸 (1+1)1  mL と硝 酸 2 

mL を加 え， さらに過 マンガン酸 カリウム溶 液 (3  g /L)を溶 液 が着 色 するまで添 加 する。これを加

熱 板 上 で加 熱 し， 硫 酸 の白 煙 を発 生 させる。加 熱 中 に過 マンガン酸 の色 が消 えたときは， 過 マ

ンガン酸 カリウム溶 液 （ 3  g /L） を追 加 する。  

室 温 まで放 冷 し， 水 10  mL， 塩 酸 3  mL， よう化 カリウム溶 液 （ 200  g /L） 2  mL 及 びアスコルビン

酸 溶 液 （ 100  g /L） 0 .4  mL を加 え， 約 60 分 間 静 置 した後 ， 全 量 フラスコ 2 0  mL に洗 い移 し， 水

を標 線 まで加 える。  

連 続 式 水 素 化 物 発 生 装 置 を用 いる場 合  

連 続 式 水 素 化 物 発 生 装 置 にアルゴンを流

しながら， 上 記 の溶 液 ， テトラヒドロほう酸 ナ

トリウム溶 液 （ 10  g /L） 及 び塩 酸 （ 1  mol /L）

を 定 量 ポ ン プ で 連 続 的 に 装 置 内 に 導 入

し， 水 素 化 ひ素 を発 生 させる。  

発 生 し た 水 素 化 ひ 素 と 廃 液 と を 分 離 し た

後 ， 水 素 化 ひ素 を含 む気 体 を水 素 － アル

ゴンフレーム中 に導 入 し， 波 長 193 .7  nm の

指 示 値 （ 吸 光 度 又 は そ の 比 例 値 ） を 読 み

取 る。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行

い試 料 溶 液 の指 示 値 を補 正 する。  

検 量 線 か ら ひ 素 の 量 を 求 め ， 試 料 溶 液

中 のひ素 濃 度 を算 出 する。  

溶 液 全 量 を 水 素 化 物 発 生 装 置 の 反 応

容 器 に移 し， 水 素 化 物 発 生 装 置 と原 子

吸 光 分 析 装 置 とを 連 結 し ， 系 内 の 空 気

をアルゴンで置 換 する。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を

行 い， 試 料 溶 液 の指 示 値 を補 正 する。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶

液 中 のセレン濃 度 を算 出 する。  

バッチ式 水 素 化 物 発 生 装 置 を用 いる場 合  

ア ル ゴ ン で 溶 液 を バ ブ リ ン グ す る 状 態 に

し， セプタムを通 してテトラヒドロほう酸 ナト

リウム溶 液 （ 10  g /L） 2  mL を手 早 く加 え，

発 生 する水 素 化 物 を水 素 － アルゴンフレ

ーム中 に導 入 し， 波 長 1 93 .7  nm の指 示

値 を読 み取 る。  
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Se の分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 続 式 水 素 化 物 発 生 装 置 を用 いる場 合  

試 料 溶 液 の適 量 （ Se 0 .05～ 0 .3  µg を含 む） をビーカー100  mL にとり， 硫 酸 (1+1)1  mL と硝 酸 2  

mL を加 える。  

加 熱 板 上 で乾 固 する直 前 まで加 熱 する。放 冷 したのち塩 酸 (1+1)20  mL を加 え 90～ 100℃で約

10 分 間 加 熱 する。全 量 フラスコ 25  mL に移 し入 れ， 水 を標 線 まで加 える。  

発 生 し た セ レ ン 化 水 素 と 廃 液 と を 分 離 し た

後 ， セ レ ン 化 水 素 を 含 む 気 体 を 水 素 － ア

ルゴンフレーム中 に導 入 し， 波 長 196 .0  nm

における指 示 値 （ 吸 光 度 又 はその比 例 値 ）

を読 み取 る。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行

い， 試 料 溶 液 の指 示 値 を補 正 する。  

連 続 式 水 素 化 合 物 発 生 装 置 にアルゴンを

流 しながら， 上 記 の溶 液 ， テトラヒドロほう酸

ナ ト リ ウ ム 溶 液 （ 10  g /L ） 及 び 塩 酸 （ 1  

mol /L ） を定 量 ポンプで連 続 的 に装 置 内 に

導 入 し， セレン化 水 素 を発 生 させる。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中

のセレン濃 度 を算 出 する。  

溶 液 全 量 を 水 素 化 合 物 発 生 装 置 の 反 応

容 器 に移 し， 水 素 化 合 物 発 生 装 置 と原 子

吸 光 分 析 装 置 と を 連 結 し ， 系 内 の 空 気 を

アルゴンで置 換 する。  

バッチ式 水 素 化 物 発 生 装 置 を用 いる場 合  

アルゴンで溶 液 をバブリングする状 態 にし，

セプタムを通 してテトラヒドロほう酸 ナトリウム

溶 液 （ 10  g /L） 2  mL を手 早 く加 え， 発 生 す

る水 素 化 物 を水 素 － アルゴンフレーム中 に

導 入 し， 波 長 196 .0  nm の指 示 値 を読 み取

る。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行

い， 試 料 溶 液 の指 示 値 を補 正 する。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中

のセレン濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.11 水素化合物発生 ICP 発光分光分析法（As,Se の分析） 

As の分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

試 料 溶 液 の適 量 （ As:  0 .02～ 0 .2  µg） をビーカー100  mL にとり， 硫 酸 （ 1＋ 1） 1  mL 及 び硝 酸

2  mL を加 え， さらに過 マンガン酸 カリウム溶 液 （ 3  g /L） を溶 液 が着 色 するまで滴 加 する。  

加 熱 板 上 で加 熱 して硫 酸 の白 煙 を発 生 させる。なお， 加 熱 中 に過 マンガン酸 の色 が消 えたと

きは， 過 マンガン酸 カリウム溶 液 （ 3  g /L） を追 加 する。  

室 温 まで放 冷 し， 水 10  mL， 塩 酸 3  mL， よう化 カリウム溶 液 （ 200  g /L） 2  mL 及 びアスコルビ

ン酸 溶 液 （ 100  g /L） 0 .4  mL を加 え， 約 60 分 間 静 置 した後 ， 全 量 フラスコ 20  mL に洗 い移

し， 水 を標 線 まで加 える。  

連 続 式 水 素 化 物 発 生 装 置 にアルゴンを流 しながら， 上 記 の溶 液 ， テトラヒドロほう酸 ナトリウム

溶 液 （ 10  g /L）及び塩酸（ 1  mol /L）を定量ポンプで連続的に装置内に導入し，水素化

ひ素を発生させる。  

発 生 した水 素 化 ひ素 と廃 液 とを分 離 した後 ， 水 素 化 ひ素 を含 む気 体 をプラズマ中 に導 入 し，

波 長 193 .696  nm の発光強度を測定する。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 い， 試 料 溶 液 の発 光 強 度 を補 正 する。  

検 量 線 から元 素 の量 を求 め， 試 料 溶 液 中 の元 素 濃 度 を算 出 する。  
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Se の分析  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ Se:  0 .025～ 0 .5  µg）をビーカー 100  mL にとり，硫酸（ 1＋ 1） 1  mL と

硝 酸 2  mL を加える。  

加 熱 板 上 で乾 固 する直 前 まで加 熱 し， 放 冷 した後 ， 塩 酸 (1+1)20  mL を加え， 90~100℃で

約 10 分間 加 熱 する。  

放 冷 した後 ， 全 量 フラスコ 20  mL に洗い移し，水を標線まで加える。  

連 続 式 水 素 化 物 発 生 装 置 にアルゴンを流 しながら， 上 記 の溶 液 ， テトラヒドロほう酸 ナトリウム

溶 液 （ 10  g /L）及び塩酸（ 1  mol /L）を定量ポンプで連続的に装置内に導入し，セレン

化水素を発生させる。  

発 生 したセレン化 水 素 と廃 液 とを分 離 した後 ， セレン化 水 素 を含 む気 体 をプラズマ中 に導 入

し， 波 長 196 .026  nm の発光強度を測定する。  

空 試 験 溶 液 に試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 い， 試 料 溶 液 の発 光 強 度 を補 正 する。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のセレン濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.12 3,3'-ジアミノベンジジン吸光光度法（Se の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ Se 2～ 50  µg を含 む） をビーカー200  mL にとり， 塩 酸 (1+3)10  mL を加 え，

沸 騰 水 浴 上 で 10 分 間 加 熱 する。  

水 を加 えて液 量 を約 100  mL とし， 硫 酸 アンモニウム鉄 (Ⅲ )溶 液 2  mL とブロモチモールブル

ー溶 液 (1g /L)1  mL を加 え， 溶 液 をかき混 ぜながらアンモニア水 (1+1)を溶 液 が青 になるまで加

えた後 ， 静 かに加 熱 して煮 沸 し， 液 が黄 色 くなるまで約 30 分 間 煮 沸 を続 ける。ただし， 溶 液

中 に鉄 を 20  mg 以 上 含 む場 合 は硫 酸 アンモニウム鉄 （ Ⅲ） は加 えない。  

生 成 した沈 殿 が沈 降 するまで静 置 し， 沈 殿 をろ紙 5 種 A でろ過 し， 温 水 で洗 浄 する。沈 殿 は

元 のビーカーに洗 い落 し， ろ紙 に付 着 した沈 殿 は温 塩 酸 （ 1＋ 1） 約 2  mL を滴 加 して溶 かし，

沈 殿 の入 っているビーカーに受 け， ろ紙 は水 洗 する。加 熱 して沈 殿 を溶 かし水 で液 量 を約 30 

mL とする。  

放 冷 後 ， EDTA 溶 液 (40  g /L)10 mL を加 え， アンモニア水 (1+2)を加 えて溶 液 の pH を 1 .5～

2 .0 に調 整 したのち， 3 ,3’ -ジアミノベンジジン溶 液 (5  g /L)2  mL を加 えて振 り混 ぜ， 沸 騰 水 浴

上 で約 10 分 間 加 熱 する。  

流 水 で冷 却 後 ， アンモニア水 (1+2)を用 いて溶 液 の pH を約 6 に調 整 し， 分 液 漏 斗 に移 して

トルエン 10  mL を加 えて約 30 秒 間 振 り混 ぜて静 置 する。  

トルエン層 の一 部 を吸 収 セルに移 し， トルエンを対 照 液 として波 長 420  nm 付 近 の吸 光 度 を

測 定 する。  

空 試 験 溶 液 について， 試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 って吸 光 度 を求 め， 試 料 溶 液 の吸 光 度

を補 正 する。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のセレン濃 度 を算 出 する。  
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3.1.4.13 ジアミノナフタレン蛍光光度法（Se の分析） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

試 料 溶 液 の適 量 （ Se 0 .1～ 1  µg を含 む） をビーカー200  mL にとり， 塩 酸 (1+3)10  mL を加

え， 水 浴 上 で 10 分 間 加 熱 する。  

EDTA 溶 液 (40  g /L)2  mL を加 え， アンモニア水 ( 1+1)を加 えて溶 液 の pH を 1 .0～ 1 .5 に調 整

した後 ， ふっ化 ナトリウム溶 液 0 .5  mL を加 え， さらに塩 酸 (1+120)を加 えて液 量 を約 100  mL

とする。  

2 ,3 -ジアミノナフタレン溶 液 5  mL を加 え， 時 計 皿 でビーカーを覆 い 50℃の水 浴 上 で 30 分 間

加 熱 する。  

放 冷 後 ， 分 液 漏 斗 に入 れ， シクロヘキサン 10  mL を加 え 5 分 間 激 しく振 り混 ぜる。有 機 層 に

塩 酸 (1+120)25  mL を加 え 30 秒 間 振 り混 ぜて分 離 した水 層 を捨 て， さらに有 機 物 層 に塩 酸

(1+120)25  mL を加 え， 3 0 秒 間 振 り混 ぜ水 層 を分 離 する。  

有 機 層 を乾 燥 させたろ紙 を用 いてろ過 し， ろ液 の一 部 をセルに入 れる。  

励 起 波 長 378  nm に設定し，蛍光波長 520  nm 付近における蛍光強度を測定する。  

空 試 験 溶 液 について， 試 料 溶 液 と同 様 の操 作 を行 って蛍 光 強 度 を求 め， 試 料 溶 液 の蛍 光

強 度 を補 正 する。  

検 量 線 からセレンの量 を求 め， 試 料 溶 液 中 のセレン濃 度 を算 出 する。  
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3.1.5 計算 

 排ガス中の金属濃度は，次の式で算出する。 = × 1000 × 1
 

 ここに， 

：標準状態における排ガス中の金属濃度（mg/m3）  

   ：各種試料溶液中の金属濃度（mg/L）  

   ：試料溶液の量（mL）  

   ：標準状態における排ガス量（m3）  

  

 サイドストリームサンプリングの場合は，次の式による。 = +  = × 1000 × 1sSD + gSD = gR × gR1000 × 1sSD + gSD + gA × gA1000 × 1gSD 
 ここに， 

C：標準状態における排ガス中の金属濃度（mg/m3）  

C s：標準状態における乾き排ガス中の粒子状物質中のセレン濃度（mg/m3）  

C g：標準状態における乾き排ガス中のガス状セレン濃度（mg/m3）  

A s ,  A g R ,  A g R ,  A g A：各試料溶液中のセレン濃度（mg/L）  

v s ,  v g R ,  v g A：各試料溶液の量（mL）  

V s S D ,  V g S D：粒子状物質中セレン ,ガス状セレンを採取した際の吸引排ガス量（m3） 

 であり，詳細は規格本体を参照すること。 
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3.2 排ガス中のベンゼン分析方法 (JIS K 0088)1997 年 

 

3.2.1 分析方法の種類と概要 

排ガス中のベンゼンを測定するための分析方法の種類と概要を表 3.2.1に示す。  

本規格は改定の予定が無く、最新の分析技術に対応しておらず、類似成分の一斉分

析にも対応していない。最新技術を利用した一斉分析方法は本マニュアルの 3.27 排ガ

ス中の揮発性有機化合物分析方法に紹介しているのでこちらを参照して利用して頂き

たい。本規格との対比は 3.27 の Annex M に記載している。  

また、本協会のアンケート調査結果でジニトロベンゼン吸光光度法は使用されてい

なかったので削除した。  

表 3.2.1 分析方法の種類と概要 

分析方法種類  概要  定量範囲  

mg/m3  

(ppm) 

ガ ス ク ロ マ ト

グラフ法 * 1  

試料ガスを直接，又は常温吸着濃縮した後，

水素炎イオン化検出器付ガスクロマトグラフ

に導入してクロマトグラムを記録する。 

分離には充塡カラム又はキャピラリーカラム

を用いる 。  

捕集バッグ法 

0.2-～ 8700  

(0 .06-～ 2500 ) 

濃縮法 

0.005-～ 175  

(0 .0015-～ 50 ) 
* 1 :濃度が低い場合，試料採取に濃縮法を用いる。  

 

3.2.2 試料ガス採取方法 

3.2.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

(1)  ガスクロマトグラフ法  

1) 検量線用ガス捕集瓶：写真 3.2.1に示す内容量 1000 mL 程度のガラス製の瓶。  

      

 

 

 

 

 

 写真 3.2.1 検量線用ガス捕集瓶の例 
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2) ガスクロマトグラフ法：捕集バック法，濃縮管法 

①捕集バッグ：容積 1～ 5 L のふっ素樹脂又はポリエステル系フィルム製でふっ素

樹脂製のスリーブ及びシリコーンゴムパッキン付き栓を備えたもの。図 2.4.3及

び写真 2.3.5に示す吸引用気密容器に入れて試料を採取する。試料採取量は 1～

2 L とする。  

②濃縮管：図 3.2.1に示す，長さ 180 mm のガラス製の管に多孔性ポリマービーズ

を 0.6 g（充塡長さ 130 mm）詰めたもの。20 たでベンゼン 50 ppm を含む試料ガ

スを毎分 200 mL で 1 L 吸引してもベンゼンが溶出せず， 200 もで加熱脱離した

時回収率が 95 %以上のものを用いる。  

 

図 3.2.1 濃縮管の例 

 

 

3.2.2.2 試料ガスの採取及び分析用試料溶液の調製 

(1)  ガスクロマトグラフ法の場合  

  1) 捕集バッグによる場合 

  図 2.7に示す装置で捕集バッグに試料を 1 L 程度採取する。  

2) 濃縮管による場合 

 注 射 筒 のコックに注 射 針 を装 着 した濃 縮 管 を取 り付 け， 試 料 採 取 装 置 に取 り付 ける。  

↓  

約 0.2 L/min の吸引速度で注射筒のピストンを引き試料を採取する。  

  ベンゼン濃度に応じて20～ 200 mL 吸引する。この量が試料量となる。  

↓  

ガスメーターの温度，マノメーターのゲージ圧と大気圧を記録する。  

↓  

濃縮管の両端にふっ素樹脂栓をはめ密封する。  
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3.2.3 ガスクロマトグラフ法 

3.2.3.1 試薬及びガス類 

(1) 検量線用ガス 

ベンゼンをヘキサン（ベンゼン又は妨害成分が検出されないもの）で希釈し検量線

用原液とする。窒素で置換したガス捕集瓶にマイクロシリンジで原液の一定量を注入

して揮発させ標準ガスとする。  

(2) ガスクロマトグラフ用ガス 

窒素又はヘリウム，水素，空気  

 

3.2.3.2 装置及び器具 

1) 試料導入器具 

2) ガスクロマトグラフ装置 

ガスクロマトグラフは水素炎イオン化検出器を備えたもので，表 3.2.2に示す充塡

カラム又はキャピラリーカラムを用いる。  

表 3.2.2 ガスクロマトグラフの条件 

検出器  水素炎イオン化検出器  

キャリヤーガス  窒素又はヘリウム (9 9 .9 99  %）  

燃料ガス  水素  

助燃ガス  空気  

充塡カラム  内面をよく洗浄した内径 3～ 4  mm，長さ 3～ 5  m のほうけい酸ガラス管，

ステンレス鋼管又はふっ素樹脂管  

カラム充塡剤  内面を塩酸で十分に洗浄した後，水洗，乾燥した白色けいそう土担体（粒

径 1 4 9～ 2 50  μm）に固定相液体（ N,N’－ ビス (2－ シアノエチル )ホルムア

ミド，1 ,2 ,3－ トリス（２ －シアノエトキシ）－プロパン，ポリエチレン

グリコール 1 5 0 0，シリコーン油などでベンゼンが単離できるものを 2 0 -

3 0 %含浸したもの  

キャピラリーカラム  内径 0 .1  mm～ 1  mm 程度，長さ 1 0～ 6 0  m 程度  

キャピラリーカラム

の固定相液相  

メチルシリコン，フェニルメチルシリコン系などの無極性又は微極性も

しくはポリエチレングリコール系の中極性で，試料中のベンゼンが単離

できるもの  

 

3) 気化導入装置 

濃縮管に捕集したベンゼンをガスクロマトグラフに導入するための装置で，図

3.2.2に示す加熱器，温度調節器及び切替コックから成る。  
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図 3.2.2 気化導入装置の例（充塡カラムを備えたガスクロマトグラフに取り付け） 

 

3.2.3.3 ガスクロマトグラフの分析条件 

 分析条件は，使用するカラムの種類及び機器によって最適条件が異なるので，各機

器の操作手引書を参考にして操作する。  

FID 付きのガスクロマトグラフにカラムを装着して作動状態とし，以下の操作条件

で測定する。  

表 3.2.3 ガスクロマトグラフの測定条件 

 充塡カラム  キャピラリーカラム  

カラム槽温度  7 0  ～  8 0  ℃  5 0  ～ 80  ℃  

（昇温は 4 0  ～  1 20  ℃）  

キャリヤーガス流量  3 5  ～  6 0  mL/min  0 .1  ～  3 0  mL/min  

スプリット比  ―  1 :1 0  ～  1 :4 0  

付加ガス流量  ―  3 5  ～  6 0  mL/min  

燃料ガス流量  3 5  ～  5 0  mL/min  3 0  ～  5 0  mL/min  

助燃ガス流量  0 . 4  ～  0 .6  L /min  0 .4  ～  0 .6  L /min  

 

(1) 検量線の作成 

a) 捕集バッグによる場合：検量線用標準ガスの入ったガス捕集瓶から，気体用シ

リンジを用いて一定量（ 0.2～ 5 mL）をとり，全量をガスクロマトグラフに導入し

て分析し，空試験の値を差し引いたピーク面積との関係線を作成する。キャピラ

リーカラムの場合，カラム内径に応じたスピリット比で試料を導入する。  
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b) 濃縮管による場合：濃縮管をあらかじめ窒素気流中で230 ℃に約 2 時間加熱し

て分析上の妨害となる不純物を除去しておく。この濃縮管に検量線用標準ガスの

入ったガス捕集瓶から，気体用シリンジを用いて一定量（ 0.2～ 5 mL）をとり，全

量を注入する。これを図 3.2.2の気化導入装置に接続する。しばらくキャリヤー

ガスを流した後，切換コックを切り替えて濃縮管にキャリヤーガスを流す。キャ

ピラリーカラムを用いる場合スプリット比をカラムの内径に合わせて設定して

おく。記録計の指示が安定した後，濃縮管を 200 ℃まで約 1 分間で加熱昇温させ，

試料をガスクロマトグラフに導入し，クロマトグラムを記録する。空試験の値を

差し引いたピーク面積との関係線を作成する。  

(2) 定量操作 

a) 捕集バッグによる場合：気体用シリンジを捕集バッグのシリコーンゴム栓に刺

して，試料ガスを正確に一定量（ 2～ 5 mL）とる。この全量をガスクロマトグラフ

に導入し，クロマトグラムを記録する。  

b) 濃縮管による場合：濃縮管にシリコーンゴム栓と注射針を取り付け，これを図

3.2.2の気化導入装置に接続する。しばらくキャリヤーガスを流した後，切換コ

ックを切り替えて濃縮管にキャリヤーガスを流す。キャピラリーカラムを用いる

場合スプリット比をカラムの内径に合わせて設定しておく。記録計の指示が安定

した後，濃縮管を 200 ℃まで約 1 分間で加熱昇温させ，試料をガスクロマトグラ

フに導入し，クロマトグラムを記録する。  

 

3.2.3.4 濃度の算出 

次の式によってベンゼン濃度を算出する。  = ( − ) × 1000
 

ここで，  ：試料ガス中のベンゼンの体積分率（ ppm）  

  ：検量線から求めた気体ベンゼンの体積（ μL）  

  ：空試験で得られた気体ベンゼンの体積（ μL）  

  ：試料ガス量（mL）  
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3.3 排ガス中の一酸化炭素分析方法（JIS K 0098）2016 年 

 

3.3.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の一酸化炭素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.3.1に

示す。  

表 3.3.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法  
の種類  

分析方法の概要  
要旨  試料採取  定量範囲  

ガスクロ

マトグラ

フ法  

a )  熱伝導度検出器
（ TCD）  

b)  光イオン化検出器
（ PID）  

c)  メタン化反応装置及び
水素炎イオン化検出器

（ FID）  

注射筒法，捕集バッ

グ法又は捕集瓶法に

よる。  
試料ガス採取量：  
1 0 0  mL～ 10  L 程度  

a )  TCD： 0 .0 5  %以上  
b)  PID： 1～ 1 0 00  pp m 
c)  FID： 1～ 2 0 0 0  p p m 

検知管法  a )  パラジウム塩が還元さ
れ，金属パラジウムを

析出し，黄色から黒褐

色に変色する。  
b)  五酸化二よう素が還元
され，よう素を遊離

し，白から褐色に変色

する。  

捕集バッグ法又は直

接採取法による。  
試料ガス採取量（捕

集バッグ法）：  
5～ 1 0  L 程度  

a )  1～ 5 0  p p m 
 2 .5～ 20 0 0  p p m 
b)  0 .1～ 40  % 

自動  
計測法  

a )  赤外線吸収方式  
b)  定電位電解方式  

捕集バッグ法又は連

続測定  
a )  0～ 5 0  p p m から  
 0～ 5  00 0  p p m まで  
b)  0～ 2 0 0  p p m から  

0～ 2  00 0  p p m まで  

定量範囲の単位は体積分率と体積百万分率  
 

3.3.2 試料ガス採取方法 

3.3.2.1 ガスクロマトグラフ法の場合 

 試料ガスの採取方法の種類は注射筒法，捕集バック法及び捕集瓶法がある。ここで

は捕集バック法を紹介する。試料ガス採取装置の例を図 3.3.1に示す。  

 ※捕集瓶法は第2 編第 4 章又は第 3 編 3.13 排ガス中の酸素分析方法を参照。  

(1) 捕集バック 

 四ふっ化エチレン樹脂製，ポリプロピレン製など，ガスの透過性の小さいガス採取

用のもので内容積 1 L 以上の袋。使用前に漏れがないことを確認しておく。  
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(2) 試料ガスの採取操作 

 次の手順で行う。 

吸引ポンプを用いて，捕集バッグ内を  

脱気して栓をする。  

               ↓ 

吸引ポンプを用いて，試料ガス採取管から捕集バッグ直前の  

コックまでの導管の内部を試料ガスに置換し，コックを閉じる。  

               ↓ 

採取装置を図 3.3.1のようにつなぎ，コック（図中 J，K）を開いて  

吸引ポンプを作動させ，捕集バッグに試料ガスを採取する。  

               ↓ 

コック（図中 J）を閉じ，吸引ポンプを止めて，  

捕集バッグを取り出し，栓をしておく。  

 
 気密容器の接続方法  

 A  試料ガス採取管  
B  保温材  
C  ろ過材  
D  ヒーター  

E  シリコーン  
F  ゴムパッキン  
G  メタク リル 樹脂 製気密 容
器  

H  捕集バッグ  

I  吸引ポンプ  
J  四ふ っ化 エチ レ ン樹 脂 製

コック  
K  コック  
L  スクリューコック  

 
図 3.3.1 試料ガス採取装置（捕集バッグ法）の例 

 

 

3.3.2.2 検知管法の場合 

(1) 試料ガス採取装置及び器具 

試料ガス採取装置の例を図 3.3.2に示す。検知管法で用いる器具及び装置は，次に

よる。  

a)  検知管 JIS K 0804 に規定するもので，測定範囲が適切な範囲にあるもの。  

b)  ガス採取器 JIS K 0804 に規定するシリンダー形真空方式のもの。  

c)  試料ガス採取装置 図3.3.2に例示する構成で行うことが望ましい。  
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(2) 試料ガスの採取操作 

 次の手順で行う。 

測定点における温度を測定し，  

検知管の使用範囲内であることを確認する。  

                 ↓ 

使用する検知管は遮光し，  

温度が測定場所の温度と同温になってから使用する。  

                 ↓ 

ガス採取器の漏れ試験を行う。  

                 ↓ 

検知管の両端を折り取り，検知管表面の矢印の向きに試料ガスが  

流れるようにガス採取器の検知管取付口へ接続する。  

                 ↓ 

ガス採取器のハンドルを引いてロックさせ，  

その検知管について規定された時間放置する。  

 

煙道内が負圧の場合，検知管に規定量の試料ガスを採取できず，検知管指示値は低

めの値を示すので注意する。検知管での試料ガス採取時に，ガスメーターの指針又は

カウンターが作動している状態であることを確認しながら採取する。負圧の大きい場

合は注射筒法，又は捕集バック法を参照して適用する。  
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 A  試料ガス採取管  
B  保温材  
C  ろ過材  
D  ヒーター  

E  シリコーン  
F  トラップ  
G  流路切替三方コック  
H  ガス検知管  

I  試料ガス採取器  
J  乾燥剤  
K  吸引ポンプ  
L  ガスメーター  

 
 

a) 試料ガス採取装置（燃焼排ガスなど）の例 

 
 

 

 I  試料ガス採取器  M  四ふっ化エチレン樹脂製管  N  シリコン製管（つなぐ）  
 

四ふっ化エチレン樹脂製管（M）が長い場合は，デッドスペースが誤差要因になること
があるため，四ふっ化エチレン樹脂製管内を十分置換してから測定を行う。また，水分の

凝縮がない排ガスが，採取する試料ガスであることが条件となる。  
 

b) 試料ガス採取装置の例 

図 3.3.2 試料ガス採取装置 
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3.3.3 定量方法 

3.3.3.1 ガスクロマトグラフ法 

(1) 装置及び器具 

a) 試料導入器具及び装置 

1)  ガスタイトシリンジ 容量0.1～ 5 mL のガラス製のもので，あらかじめ水洗，

乾燥したもの。  

2)  気体試料導入装置 容量0.1～ 5 mL の試料計量管を取り付けることができるも

の。試料ガスをガスクロマトグラフに導入するときは，試料ガスの温度及び圧

力を一定にしてから導入する。充塡カラム用は，全量導入方式が可能な方式を

選び，キャピラリーカラム用は，スプリット注入又は全量導入が可能な方式を

選ぶ。図 3.3.3に気体試料導入装置の例を示す。  

 

 
 

図 3.3.3－気体試料導入装置の例 

 

b) カラム 

カラムの例を表 3.3.2に示す。  

表 3.3.2 カラムの例 

カラムの種類  カラム充塡剤 a )  管  
固定相  担体の粒径  

µm  
内径  
mm  

長さ  
m  

充塡カラム  合成ゼオライト 1 3 X 形（ Na 塩）
又は合成ゼオライト 5 A 形（ Ca
塩）  

1 5 0～ 50 0  1～ 5  0 .5～ 6  

カーボンモレキュラシーブ  
吸 着 形 キ ャ ピ ラ

リーカラム  
合成ゼオライト 5 A 形（ Ca 塩）  0 . 3 2～

0 .5 3  
3 0～ 5 0  

カーボンモレキュラシーブ  
注 a )  合成ゼオライトには，モレキュラシーブ 1 3 X 及びモレキュラシーブ 5 A がある。ま

た，その他に活性炭，ポリマー系等の充塡剤を用いてもよい。  
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c) 検出器 熱伝導度検出器（TCD），光イオン化検出器（ PID）又はメタン化反応

装置及び水素炎イオン化検出器（ FID）を用いる。  

放電型の光イオン化検出器には，ヘリウムプラズマ光イオン化検出器（HPID），

バリア放電光イオン化検出器（ BID）などの種類がある。ランプ式光イオン化検出

器は使用できない。  

d) キャリヤーガス及び検出器用ガス 

キャリヤーガス及び各検出器に用いるガスを表 3.3.3に示す。  

表 3.3.3 キャリヤーガス及び各検出器に用いるガス 

検出器  カラム  
キャリヤー  
ガス  

検出器用  
ガス  

助燃  
ガス  

付加  
ガス  

TCD 

充塡カラム  

He， N 2  

又は H 2  

－  －  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

キャリヤー

ガスと同種

のもの (必要
に応じて )  

P ID 

充塡カラム  純度 9 9 .9 99  9  
v o l  %以上の

He  

キャリヤーガ

スと同種のも

の  

－  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

メタン化反

応装置及び

FID 

充塡カラム  
He， N 2  

又は H 2  

－  
O 2 又は高純

度空気  

－  

キャピラリー

カラム  
－  He 又は N 2  

 

(2) ガスクロマトグラフの操作条件 

a) 試料導入部の条件 

次の条件の範囲内で最適な状態に設定する。  

1)  ガスタイトシリンジによる場合 試料導入部温度は，50～ 200 ℃程度に設定す

る。試料注入量は，0.1～ 3 mL 程度とする。キャピラリーカラムを使用する場合

はカラムの内径に応じて適宜スプリット注入を行う。  

2)  気体試料導入装置による場合 試料導入部温度及び気体試料導入装置の設定温

度は，室温程度に設定する。カラム温度が試料導入部及び気体試料導入装置の

温度に影響を与える場合は， 200 ℃程度まで設定してもよい。試料注入量は，

0.1～ 3 mL 程度とする。キャピラリーカラムを使用する場合はカラムの内径に

応じて適宜スプリット注入を行う。  

b) カラムと分析条件の例 

分離を最も考慮する成分は窒素である。空気中に窒素は約 80 %含まれており，

分析する一酸化炭素濃度に比べてその濃度は非常に高いので， TCD、 PID を用い
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る際には実試料において分離に注意が必要である。一方， FID は窒素を検出しな

いため，窒素との分離は考慮しなくてよい。カラム条件の例を表 3.3.4に示す。  

表 3.3.4 カラム条件の例 
カラムの種類  分析条件  

カラム温度 ℃ b )  キャリヤーガス c )  流量 

mL/min  
充塡カラム a )  3 0～ 3 00  He， N 2 又は H 2  5～ 6 0  
吸 着 形 キ ャ ピ ラ リ ー

カラム  
3 0～ 3 00  He， N 2 又は H 2  2～ 1 0  

注 a )  流量 5～ 1 5  mL/min，内径 2  mm 以下のものはマイクロパックドカラムとも
呼ばれている。  

b )  P ID で低濃度を分析する場合，昇温分析が望ましい。  
c )  検出器が PID の場合，キャリヤーガスはヘリウムを使用する。  

 

c) 検出器の操作条件 

操作条件の例を表 3.3.5に示す。表の条件の範囲内で最適な状態に設定する  

表 3.3.5 検出器の操作条件 

検出器  カラム  
検出器  
温度  

検出器ガス  
流量  

助燃ガス  
流量  

付加ガス  
流量  

TCD 

充塡カラム  
1 0 0～

2 0 0  ℃  

－  －  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

8～ 4 5   
mL/min  

P ID 

充塡カラム  
1 0 0～

3 5 0  ℃  
2 0～ 1 00  
 mL/min  

－  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

メタン化反

応装置＊及

び FID  

充塡カラム  
1 0 0～

2 5 0  ℃  

－  
2 0 0～ 40 0  
 mL/min  

－  

キャピラリー

カラム  
－  

3 0～ 4 5   
mL/min  

※メタン化反応装置 温度：3 5 0～ 4 50  ℃，水素ガス流量： 3 0～ 5 0  mL/min  

 

(3) 定量操作 

定量操作は，次による。  

ガスクロマトグラフの条件を設定する。  

↓  

ガスタイトシリンジあるいは気体試料導入装置を用いて，  

分析用試料をガスクロマトグラフに導入する。  

↓  

試料ガスを導入後，適切な時間のクロマトグラムを記録する。  

↓  
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クロマトグラム上の一酸化炭素に相当するピークについて，  

ピーク面積又はピーク高さを求める。  

↓  

(4)の検量線から，試料ガス中の一酸化炭素の質量（ ng）を求める。  

 

濃度が高く検量線の範囲を超える場合，気体試料の導入量を減らす，試料の希

釈を行うなどの手段を講じ検量線の範囲内に入れる。  

(4) 検量線の作成 

捕集バッグ，真空捕集瓶などに適切な濃度の検量線用ガスを調製したもの，又は市

販の標準ガスを試料ガスと同様の操作によって導入し，クロマトグラムを記録する。

検量線用ガス中の一酸化炭素のピーク面積又はピーク高さを測定し，一酸化炭素の質

量（ ng）とピーク面積又はピーク高さとの検量線を作成する。  

この操作は， 1 日の分析の始め又は分析条件が変わったときには，少なくとも 1 回

行うことが望ましい。  

 

(5) 一酸化炭素濃度の算出 

試料ガス中の一酸化炭素の濃度算出は，次の式による。  = 0.800 × × 10 × 10× 273.15273.15 + × 101.32 

 = × 273.15273.15 + × 101.32 = 1.25 ×  

 
ここに，  C v：試料ガス中の一酸化炭素の体積分率（ ppm）  

 Cw：試料ガス中の一酸化炭素の質量濃度（mg/m 3）  

 A：検量線で求めた分析用試料ガス中の一酸化炭素の質量（ ng）  

 V：試料ガス注入量（mL）  

 t：試料ガス測定時の温度（℃）  

 P：試料ガス測定時の大気圧（ kPa）  

 0 .800：一酸化炭素 1  mg に相当する一酸化炭素の体積（mL）  

 1 .25：一酸化炭素 1  vo l  ppm に相当する質量濃度（mg/m 3）  

 10 － 6：質量の単位を ng から mg に変換する係数  

 10 6：mL/mL を vol  ppm へ変換する係数  

 273 .15： 0  ℃に対応する絶対温度（ K）  

 101 .32：標準大気圧（ kPa）  
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3.3.3.2 検知管法 

(1) 操作 

a) 試料ガスの吸引終了後，速やかに検知管を取り外し，変色層先端の濃度目盛を

読み取る。なお，検知管によっては，通気終了後の時間経過によって変色した層

が退色したり，変色層の長さが変化する場合があるので，通気終了後に変色層の

先端に印を付け，速やかに読み取る。また，変色層先端面が斜めの場合には，中

間点を濃度として読み取る。濃度表式の場合は，検知管を添付の濃度表上に合わ

せ，変色層の境界を読み取る。  

b) 濃度単位の換算が必要な場合は，次の式によって行う。 

= ′ × 28.0122.41 × 273.15273.15 + × 101.32 

ここに，  C：一酸化炭素の質量濃度（mg/m 3）  

 C'：検知管の読取値（ ppm）  

 28 .01：一酸化炭素の分子量  

 t：測定点の温度（℃）  

 P：測定点の大気圧（ kPa）  

 

(2) 注意事項 

検知管の反応には大きく分けてパラジウム塩との反応と五酸化二よう素との反応

の 2 種類がある。前者は感度が良いため低濃度領域で使用し，後者は高濃度領域又は

水素との共存時に使用する。反応試薬の種類によって，妨害成分又は干渉成分が異な

るので，検知管の指示事項に従って使用する。これらは概略の分析値を得るときに適

用する。  
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3.4 排ガス中のアンモニア分析方法（JIS K 0099）2020 年 

3.4.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のアンモニアを測定するため分析方法，その概要及び定量範囲を表 3.4.1 に

示す。  

表 3.4.1 分析方法，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

インドフェノー

ル青吸光光度法  

試料ガス中のアンモニアをほう酸溶液に吸収

させた後，フェノールペンタシアノニトロシ

ル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム溶液及び次亜塩素酸

ナトリウム溶液を加えて，インドフェノール

青を生成させ，吸光度（ 640 nm）を測定し，

試料ガス中のアンモニア濃度を算出する。  

吸収瓶： 250 mL 

 1 .2～ 11.8 mg/m3  

 (1 .6～ 15.5 ppm) 

イオンクロマト

グラフ法  

試料ガス中のアンモニアをほう酸溶液に吸収

させた後，分析用試料溶液をイオンクロマト

グラフに注入し，アンモニウムイオンのクロ

マトグラムを得る。アンモニウムイオンの濃

度から，試料ガス中のアンモニア濃度を算出

する。  

吸収瓶： 100 mL 

 0 .5～ 11.8 mg/m3  

 (0 .6～ 15.5 ppm) 

吸収瓶： 250 mL 

 4 .7～ 236 mg/m3  

 (6 .2～ 310 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.4.2 試料ガス採取方法 

3.4.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  インドフェノール青吸光光度法：吸収瓶（ 250 mL）を２個連結して用いる。  

2)  イオンクロマトグラフ法：吸収瓶（ 100 mL 又は 250 mL）を２個連結して用いる。  

3)  吸収液：ほう酸溶液（ 5 g/L）  

3.4.2.2 分析用試料溶液の調製 

1)  試料ガスの採取後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，吸収瓶内を洗浄する。

インドフェノール青吸光光度法の場合は，吸収液で洗浄する。イオンクロマトグ

ラフ法の場合は水で洗浄する。  

2)  100 mL の吸収瓶を用いた時は， 100 mL の全量フラスコに 1)の吸収液を入れ，水

を標線まで加える。  

3)  250 mL の吸収瓶を用いた時は， 250 mL 全量フラスコに 1)の吸収液を入れ，吸収

液又は水を標線まで加える。  
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3.4.3 インドフェノール青吸光光度法 

3.4.3.1 適用条件 

 排ガス中に二酸化窒素がアンモニアの100 倍以上，アミン類が数十倍以上，二酸化

硫黄が 10 倍以上，硫化水素が等量以上のいずれかが共存すると影響を受けるので，そ

の影響を無視又は除去できる場合に適用する。  

 

3.4.3.2 使用する試薬 

水酸化ナトリム，次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），塩化アンモ

ニウム，硫酸アンモニウム，フェノール，ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリ

ウム二水和物，ほう酸，でんぷん（溶性），酢酸，よう化カリウム，よう素酸カリウム，

過塩素酸マグネシウム，アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）  

 

3.4.3.3 試薬溶液の調製 

1)  次亜塩素酸ナトリウム溶液：次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 30～ 100 g/L）

の一定量をとり，水酸化ナトリム 15 g を水に溶かして 1 L とする。次亜塩素酸

ナトリウム溶液の有効塩素濃度を求めておく。  

2)  フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム溶液：フェノール 5 

g 及びペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）酸ナトリウム二水和物 25 mg を水に溶

かして 500 mL としたもの。冷暗所に保存し，調製後１か月以内に使用する。  

3)  アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリテ

ィが確保されたアンモニウムイオン標準液。又は，乾燥した塩化マグネシウム

2.965g をとり，水に溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで

加えて調製する。これらを適宜希釈して使用する。  

 

3.4.3.4 装置及び器具 

分光光度計及び吸収セルを写真 3.4.1 及び写真 3.4.2 に示す。  

  

写真 3.4.1 分光光度計        写真 3.4.2 吸収セル 
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3.4.3.5 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に NH 4 +標準液（ 0.001 mg/L）1.0～ 10 mL を入れ，吸

収液を加えて 10 mL とする  

 ↓←フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）  

   酸ナトリウム溶液，5mL  

 ↓←次亜塩素酸ナトリウム溶液， 5 mL  

 ↓←水  

     全量25 mL， 25～ 30 ℃で１時間放置  

 ↓  

 空試験液を対照液として，NH 4 +標準液の吸光度（ 640 nm）を測定する  

 ↓  

アンモニウムイオンの質量 (mg)と吸光度の関係線を作成する  

2)  定量操作  

     全量フラスコ25mL に分析用試料溶液 10 mL を入れる  

 ↓←フェノール -ペンタシアノニトロシル鉄（Ⅲ）  

   酸ナトリウム溶液，5 mL  

 ↓←次亜塩素酸ナトリウム溶液， 5 mL  

 ↓←水  

     全量25 mL， 25～ 30 ℃で１時間放置  

 ↓  

   空試験液を対照液として，吸光度（640 nm）を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの質量 a（mg）を求める  

 

3.4.3.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のアンモニア濃度を算出する。  

= 0.944 × × 25010 × 1000 

= 1.24 × × 25010 × 1000 = × 0.760 
  ここで，  ：試料ガス中のアンモニアの質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のアンモニアの体積百万分率（ ppm）  
   ：分析用試料溶液中のアンモニウムイオンの質量（mg）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.4.4 イオンクロマトグラフ法による分析 

3.4.4.1 適用条件 

  特になし  

 

3.4.4.2 使用する試薬 

 使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

 

3.4.4.3 試薬溶液の調製 

1)  溶離液：装置や分離カラムの種類によって異なるので，使用する装置や分離カ
ラムに最適なものを用いる。次にその一例を示す。  

a)  サプレッサー方式の場合  
①  メタンスルホン酸溶液（ 15 mmol/L）：メタンスルホン酸 1 mL を水に溶か
し，全量フラスコ 1000 mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

b)  ノンサプレッサー方式の場合  
①  硝酸溶液（ 1.6～ 5.0 mmol/L）：硝酸溶液（ 0.1 mol/L）（硝酸 7.2 mL を水に
溶かし，全量を 1000 mL にする） 16～ 50 mL の一定量を水に溶かし，全
量フラスコ 1000 mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

②  しゅう酸溶液（ 3.5 mmol/L）：しゅう酸二水和物 442 mg を図りとり，少量
の水で溶かして全量フラスコ 1000 mLに移し入れ，水を標線まで加える。  

2)  再生液（除去液）：サプレッサー方式のイオンクロマトグラフを用いた時に使用

するが，サプレッサーの種類によって異なるので，装置に最適なものを用いる。

次にその例を示す。  

a)  電気的に再生する場合  
①  水を電解して再生液とする。  
②  溶離液：検出器を通過した溶離液を電気透析形サプレッサーの再生液と
する。  

b)  化学的に再生する場合  
①  水酸化テトラメチルアンモニウム (40 mmol/L)溶液：水酸化テトラメチル
アンモニウム溶液（ 15 ％）24.2 mL を水に溶かし，全量を，水で 1000 mL
とする。  

3)  アンモニウムイオン標準液（ 1000 mg/L）： 3.4.3 .3  3)に同じ。  

 

3.4.4.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。装置は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照。カラムは陽イオン分析用

カラムを用いる。  
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3.4.4.5 定量操作 

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 100 mL に，NH 4 +標準液  (0 .01 mg/mL) 1 .0～ 25.0 mL をとる  

 ↓←水  

          全量を100 mL とする  

 ↓  

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

 ↓  

 アンモニウムイオンのクロマトグラムを得る 

 ↓  

同様に吸収液（空試験液）中のアンモニウムイオンを測定する  

 ↓  

アンモニウムイオン濃度 (mg/mL)と空試験値を補正したピーク面積又はピーク

高さとの関係線を作成する  

2)  定量操作  
    分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

 ↓  

アンモニウムイオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

 検量線から分析用試料溶液中のアンモニウムイオン濃度 a(mg/mL)を求める  

 ↓  

吸収液 (空試験液 )中のアンモニウムイオンの濃度 b(mg/mL)を測定する  

3.4.4.6 濃度の算出 

次の式により，排ガス中のアンモニア濃度を算出する。  = 0.944 × ( − ) × × 1000 

= 1.24 × ( − ) × × 1000 = × 0.760 
 
  ここで，  ：試料ガス中のアンモニアの質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のアンモニアの体積百万分率（ ppm）  
   ：分析用試料溶液中のアンモニウムイオン濃度（mg/mL）  
   ：吸収液（空試験液）中のアンモニウムイオン濃度（mg/mL） 
   ：分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法（JIS K 0103）2011 年  

3.5.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の硫黄酸化物を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.5.1 に

示す。  

表 3.5.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

イ オ ン ク ロ マ ト

グラフ法  

 

 

 

 

試料ガス中の硫黄酸化物を過酸化水素水

に吸収させて硫酸にした後，イオンクロ

マトグラフに注入し，硫酸イオンのクロ

マトグラムを得る。硫酸イオンの濃度か

ら，試料ガス中の硫黄酸化物濃度を算出

する。  

 

吸収瓶： 100 mL 

 1 .4～ 160 mg/m3  

 (0 .5~58 ppm) 

吸収瓶： 250 mL 

 34～ 830 mg/m3  

 (12~290 ppm) 

沈殿滴定法  

（ ア ル セ ナ ゾ Ⅲ

法）  

試料ガス中の硫黄酸化物を過酸化水素水

に吸収させて硫酸にした後， 2-プロパノ

ールと酢酸を加え，アルセナゾⅢを指示

薬として酢酸バリウム溶液で滴定する。

この硫酸イオンの濃度から，試料ガス中

の硫黄酸化物濃度を算出する。  

吸収瓶： 250 mL 

 400～ 2000 mg/m3  

 (140~700 ppm) 

  

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

3.5.2 試料ガス採取方法 

3.5.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  イオンクロマトグラフ法：吸収瓶（ 100 mL 又は 250 mL）を２個連結し， 3)②の

吸収液を用いる。  

2)  アルセナゾⅢ法：吸収瓶（ 250 mL）を２個連結し， 3)①の吸収液を用いる。  

3)  吸収液：  

①  過酸化水素水 (1+9)  水 900 mL に過酸化水素 100 mL を加える。冷暗所に保存

する。  

②  過酸化水素水 (1+99)  水 990 mL に過酸化水素 10 mL を加える。冷暗所に保存

する。  

3.5.2.2 分析用試料溶液の調製 

1) 試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の内容液をビーカーに移し，吸収瓶内を水で

洗浄する。  

2) 100 mL の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 100 mL に 1)の内容液を入れ，水
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で 100 mL とする。  

3) 250 mL の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 250 mL に 1)の内容液を入れ，水

で 250 mL とする。  

注 アルセナゾⅢ法の内容液をイオンクロマトグラフ法で測定する場合には，内容

液を 10 倍に希釈して用いる。  

3.5.3 イオンクロマトグラフ法による分析 

3.5.3.1 適用条件 

 試料ガス中に硫化水素などの高濃度の還元性ガスが共存すると影響を受けるので，

その影響を無視又は除去できる場合に適用する。排ガス中の硫黄酸化物濃度が低い場

合に適用する。また，濃度が高い場合には，希釈して測定する。  

3.5.3.2 使用する試薬  

 使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

3.5.3.3 試薬溶液の調製 

1) 硫酸イオン標準液（1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確立

された硫酸イオン標準液。又は，硫酸カリウムをあらかじめ約 700 ℃で約 30 分間

加熱し，デシケーター中で放冷する。その 1.479 g をとり，少量の水に溶かして全

量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを適宜希釈して使用

する。これらの標準液を用いて検量線用の標準液を調製する。  

2) 溶離液：装置の種類及び使用する分離カラムの種類によって異なる。使用する

装置及び分離カラムに最適なものを用いる。次にその一例を示す。  
a) サプレッサー方式の場合  
 ① 炭酸水素塩―炭酸塩溶液。 
b) ノンサプレッサー方式の場合  
 ① グルコン酸塩-四ほう酸塩 -ほう酸溶液。  
 ② p-ヒドロ安息香酸 -2-｛ビス（ 2-ヒドロキシエチル）アミノ｝ -2-ヒドロキシメ

チル -1 ,3-プロパンジオール溶液。  
 ③ フタル酸-2-アミノ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール溶液。  

 3) 再生液（除去液）：装置及びサプレッサー方式の種類に最適なものを用いる。次

にその例を示す。  
a) 電気的に再生する場合 
 ① 水を電解して再生液とする。 
 ② 溶離液：検出器を通過した溶離液を電気透析形サプレッサーの再生液とす

る。  
b) 化学的に再生する場合 
 ① 硫酸(12.5 mmol/L)：硫酸 (1 mol/L)（硫酸 60 mL を少量ずつ水 500 mL に

加え，冷却後，水で 1 L とする。） 12.5 mL を水で 1 L とする。  
 ② 陽イオン交換樹脂。 
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3.5.3.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。装置の例を写真 3.5.1 に示す。  

 

写真 3.5.1 イオンクロマトグラフ分析装置の例 

装置には，一般的に試料計量管（サンプルループ），プレカラム，分離カラム，（サ

プレッサー），電気伝導度検出器が内蔵されており，試料導入器で分析用試料溶液の一

定量を装置内に注入する。  

3.5.3.5 定量操作 

 1) 検量線の作成  
数 個 の全 量 フラスコ 100 mL に， 硫 酸 イオン標 準 液  (0 .2  mg/mL) 0 .2～ 25.0 mL をとる  

 ↓←水  

全量を 100 mL とする  

 ↓  

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

 ↓  

硫酸イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

同様に吸収液（空試験液）中の硫酸イオンの濃度を求める  

 ↓  

硫酸イオン濃度 (mg/mL)と空試験値を補正した  

硫酸イオンのピーク面積又はピーク高さとの関係線を作成する  
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 2) 定量操作 
分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する  

↓  

硫酸イオンのクロマトグラムを得る  

↓  

検量線から分析用試料溶液の硫酸イオン濃度 a(mg/mL)を求める  

↓  

吸収液（空試験液）中の硫酸イオンの濃度 b(mg/mL)を求める  

 

3.5.3.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中の硫黄酸化物濃度を算出する。  = 0.667 × ( − ) × × 1000 

= 0.233 × ( − ) × × 1000 = × 2.86 

 

ここで， ：  試料ガス中の硫黄酸化物の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の硫黄酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.5.4 沈殿滴定法（アルセナゾⅢ法） 

3.5.4.1 適用条件 

 排ガス中の硫黄酸化物濃度が比較的高い場合に適用する。 

3.5.4.2 使用する試薬 

 酢酸，酢酸鉛三水和物，酢酸バリウム，アルセナゾⅢ，2-プロパノール  

3.5.4.3 試薬溶液の調製 

1) アルセナゾⅢ溶液：アルセナゾⅢ0.2 g を水 100 mL に溶かした後，ろ過する。

褐色瓶に入れて保存する。１か月は使用できる。  

2) 5mmol/L 酢酸バリウム溶液：酢酸バリウム 1.1 g と酢酸鉛（Ⅱ）三水和物 0.4 g

を水 200 mL に溶かし，酢酸 3 mL と 2-プロパノールを加えて 1 L とする。あらか

じめファクターを求めた溶液を使用する。  

3.5.4.4 装置及び器具 

滴定で使用するミクロビュレット及び三角フラスコの一例を写真 3.5.2 示す。  

 
写真 3.5.2 ミクロビュレット及び三角フラスコの一例 

 
3.5.4.5 定量操作 

三角フラスコ 200 mL に分析用試料溶液 10 mL を入れる  

 ↓← 2-プロパノール， 40 mL 

 ↓←酢酸 1 mL 

 ↓←アルセナゾⅢ溶液， 4～ 6 滴  

5  mmol/L 酢酸バリウム溶液で滴定  

 ↓  

終点（青色が１分間継続）（ a mL）  

 ↓  

同量の吸収液中の硫酸イオンの空試験値を測定する (b  mL) 
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3.5.4.6 濃度の算出 

次の式より，試料ガス中の硫黄酸化物の濃度を算出する。  

= 0.320 × ( − ) × × 25010 × 1000 

= 0.112 × ( − ) × × 25010 × 1000 = × 2.86 

 

ここで， ：  試料ガス中の硫黄酸化物の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の硫黄酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液 10 mL 中の 5 mmol/L 酢酸バリウム溶液の  

滴定量 （mL）  

 ：  吸収液（空試験液） 10 mL 中の 5 mmol/L 酢酸バリウム溶液の  

滴定量 （mL）  

 10：  分析用試料溶液の分取量（ 10 mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（ L）  

 f：  5 mmol/L 酢酸バリウム溶液のファクター  

 

3.5.4.7 注意 

この廃液には，鉛及びひ素が含まれているので取り扱いに注意する。  
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3.5.5 （附属書）イオンクロマトグラフ法による硫黄酸化物及び

塩化水素の同時分析法（ IC 法による同時分析）  
 

3.5.5.1 概要 

試料ガス中の硫黄酸化物及び塩化水素を吸収液に吸収させて，イオンクロマトグラ

フに注入し，クロマトグラムを得る。硫酸イオン，塩化物イオンの濃度から，試料ガ

スガス中の硫黄酸化物，塩化水素の濃度を算出する。  

3.5.5.2 適用条件 

 試料ガス中に硫化水素などの高濃度の還元性ガスが共存すると影響を受けるので，

その影響を無視又は除去できる場合に適用する。  

3.5.5.3 使用する試薬 

 使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

 3.5.3 のイオンクロマトグラフ法に準じる。  

1) 硫酸イオン標準液：3.5.3 .3  1)による。  

2) 塩化物イオン標準液：国家標準に規定するトレーサビリティが確立された塩化

物イオン標準液。又は，容量分析用標準物質の塩化ナトリウムをあらかじめ 600 ℃

で約 1 時間加熱し，デシケーター中で放冷する。NaCl 100％に対してその 1.648 g

をとり，少量の水に溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加

える。これを適宜希釈して使用する。これらの標準液を用いて検量線用の標準液

を調製する。  

3.5.4.4 装置及び器具 

 3.5.3 .4 のイオンクロマトグラフの装置及び器具に準じる。  

3.5.4.5 定量操作 

 3.5.3 .5 のイオンクロマトグラフの定量操作に準じるが，クロマトグラム上の硫酸イ

オン，塩化物イオンのピークから分析用試料溶液中の濃度を求める。  

3.5.4.6 濃度の算出 

1) 硫黄酸化物濃度 

3 .5 .3 .6 の式から算出する。  

2) 塩化水素濃度 

次の式により，試料ガス中の塩化水素の濃度を算出する。  = 1.03 × ( − ) × × 1000 

= 0.632 × ( − ) × × 1000 = × 2.86 
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ここで， ：  試料ガス中の塩化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の塩化水素の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.6 排ガス中の窒素酸化物分析方法（JIS K 0104）2011 年 

3.6.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の窒素酸化物を測定するため分析方法，その概要及び定量範囲を表 3.6.1 に

示す。  

表 3.6.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

亜鉛還元ナフチ

ルエチレンジア

ミン吸光光度法  

（ Zn-NEDA 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾンで酸化し，

吸収液に吸収させて硝酸イオンとする。亜鉛

粉末で亜硝酸イオンに還元した後，スルファ

ニルアミド及びナフチルエチレンジアミン二

塩酸塩溶液を加えて発色させ，吸光度（ 545 

nm）を測定し，試料ガス中の窒素酸化物の濃

度を算出する  

真空フラスコ法：  

 2～ 100 mg/m3  

 (1~5 ppm) 

注射筒法：  

 10～ 510 mg/m3  

 (5~ 250 ppm) 

ナフチルエチレ

ンジアミン吸光

光度法  

（NEDA 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をアルカリ性吸収液

に吸収させて亜硝酸イオンとし，スルファニ

ルアミド及びナフチルエチレンジアミン二塩

酸塩溶液を加えて発色させ，吸光度（ 545 nm）

を測定し，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を

算出する。  

真空フラスコ法：  

 5～ 1000 mg/m3  

 (3~500 ppm)  

注射筒法：  

 13～ 2500 mg/m3  

 (7~ 1200 ppm) 

イオンクロマト

グラフ法  

( IC 法 )  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾン又は酸素で

酸化し，吸収液に吸収させて硝酸イオンとし

た後，イオンクロマトグラフに注入し，硝酸

イオンのクロマトグラムを得る。硝酸イオン

の濃度から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度

を算出する。  

真空フラスコ法：  

 8～ 2800 mg/m3  

 (4~1400 ppm) 

注射筒法：  

 39～ 14000 mg/m3  

 (19~ 7200 ppm) 

フェノールジス

ルホン酸吸光光

度法  

（ PDS 法）  

試料ガス中の窒素酸化物をオゾン又は酸素で

酸化し，吸収液に吸収させて硝酸イオンとし，

フェノールジスルホン酸溶液を加えて発色さ

せ吸光度（ 400 nm）を測定し，試料ガス中の

窒素酸化物の濃度を算出する。  

真空フラスコ法：  

 20～ 620 mg/m3  

 (10~300 ppm) 

注射筒法：  

 24～ 8400 mg/m3  

 (12~ 4200 ppm) 

ザルツマン吸光

光度法  

（ザルツマン法）  

試料ガス中の二酸化窒素を吸収発色液に通し

て発色させ，吸光度（ 545 nm）を測定し，試

料ガス中の二酸化窒素の濃度を算出する。  

10～ 400 mg/m3  

(5~200 ppm) 

 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 
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3.6.2 試料ガス採取方法 

3.6.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  真空フラスコ法：Zn-NEDA 法，NEDA 法， IC 法（同時分析法），PDS 法に適用す

る。  

2)  注射筒法： Zn-NEDA 法，NEDA 法， IC 法（同時分析法）， PDS 法に適用する。  

3)  吸収瓶法：ザルツマン法に適用する。  

3.6.2.2 吸収液 

1)  Zn-NEDA 法の場合  

硫酸（ 5 mmol/L）：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL を入れ，硫酸 (1+17)5 mL

を加え，水を標線まで加える。  

2)  NEDA 法の場合  

アルカリ性過酸化水素ｰギ酸ナトリウム溶液：水酸化ナトリウム 48 g，炭酸ナトリ

ウム 40 g，ギ酸ナトリウム 5mg を水約 800 mL に溶かし，過酸化水素（ 30%） 20 

mL を加えた後，全量フラスコ 1000 mL に入れ，水を標線まで加える。  

3)  IC 法の場合  

硫酸（ 5mmol/L）―過酸化水素水 (1+99)：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL を

入れ，硫酸 (1+17)5 mL 及び過酸化水素（ 30%） 10 mL を加えた後，水を標線まで

加える。  

4)  PDS 法の場合  

硫酸（ 0.05 mol/L）―過酸化水素水 (1+99)：全量フラスコ 1000 mL に約水 800 mL

を入れ，硫酸 (1+17)50 mL 及び過酸化水素（ 30%） 10 mL を加えた後，水を標線ま

で加える。  

3.6.2.3 分析用試料溶液の調製 

1)  Zn-NEDA 法の場合  

オゾン発生装置から発生したオゾンを含む酸素 100 mL を注射筒にとり，試料ガ

スの入った真空フラスコに入れて弁を閉じる。真空フラスコを１分間振り混ぜ，

約５分間放置する。これを分析用試料溶液とする。  

2)  NEDA 法の場合  

吸収液 50 mL と 0.1 g/L 硫酸銅（Ⅱ）溶液 5 mL を注射筒にとり，真空フラスコに

入れる。注射筒を外し，直ちに真空フラスコを激しく３分間振り混ぜるか，１分

間激しく振った後，振とう器で２分間振る。真空フラスコの内容液を 100 mL の

全量フラスコに移し，フラスコ内の洗浄液も加える。全量フラスコを 80 ℃の水浴

中で 30 分間靜置し，流水で冷やした後，水を標線まで加える。  

3)  IC 法の場合  
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①オゾンで酸化する場合  

オゾン発生装置から発生したオゾンを含む酸素 100 mL を注射筒にとり，試料

ガスの入った真空フラスコに入れて弁を閉じる。真空フラスコを１分間振り混

ぜ，約 5 分間放置する。真空フラスコの内容液を 100 mL の全量フラスコに移

し，フラスコ内の洗浄液も加えた後，水を標線まで加える。  

 ②酸素で酸化する場合 

①と同様に操作する。但し，オゾンを含む酸素の代わりに酸素を 150 mL 用い，

放置時間を 2 時間とする。  

 ③残存酸素で酸化する場合 

試料ガスの入った真空フラスコをそのまま 16 時間以上放置した後，１分間振

り混ぜ，約 5 分間放置する。真空フラスコの内容液を 100 mL の全量フラスコ

に移し，フラスコ内の洗浄液も加えた後，水を標線まで加える。  

4)  PDS 法の場合  

①オゾンで酸化する場合  

Zn-NEDA 法の場合と同様に操作する。  

 ②酸素で酸化する場合 

①と同様に操作する。但し，オゾンを含む酸素の代わりに酸素を 150 mL 用い，

放置時間を 2 時間とする。  

 ③残存酸素で酸化する場合 

試料ガスの入った真空フラスコをそのまま 16 時間以上放置した後，1 分間振り

混ぜ，約 5 分間放置する。  

5)  ザルツマン法の場合  

吸収発色液 25 mL を吸収瓶に入れ，試料ガス 100 mL を注射筒を用いて吸引す

る。この吸収瓶に窒素 200 mL の入った注射筒を接続し，吸収瓶の空間に残存

する一酸化窒素を追い出す。この溶液を分析用試料溶液とする。  

  
3.6.3 亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（Zn-NEDA 法） 

3.6.3.1 適用条件 

試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.3.2 使用する試薬 

塩酸，酢酸，水酸化ナトリウム，酢酸ナトリウム三水和物，スルファニルアミド，

N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩，硝酸カリウム，硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L），亜鉛粉末，ろ紙  

3.6.3.3 試薬溶液の調製 
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1)  塩酸（ 1+1）  

2)  水酸化ナトリウム（ 100 g/L）  

3)  スルファニルアミド溶液：スルファニルアミド 3.33 g をビーカーにとり，塩酸

(1+1)10 mL と水 50 mL を加えて溶かす。別に酢酸ナトリウム三水和物 250 g を水

400 mL に溶かした溶液を加える。さらに，酢酸又は水酸化ナトリウム（ 100 g/L）

を加えて， pH7±0.1 に調節した後，水を加えて 1000 mL とする。  

4)  N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩溶液（ 1g/L)：N -1-ナフチルエチレンジア

ミン二塩酸塩 0.1 g を水 100 mL に溶かす。  

5)  窒素酸化物標準液（NO 2 :1  μL/mL）：乾燥した硝酸カリウム 0.451 g をとり，水に

溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを 100 倍

に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L)を希釈して用いてもよい。  

 

3.6.3.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 100 mL に窒素酸化物標準液（NO 2 :1  μL/mL）  

1～ 50 mL をとり，吸収液 20 mL を加える  

 ↓←スルファニルアミド溶液， 15 mL，混合  

 ↓←亜鉛粉末 0.5 g 

 ↓←水  

100 mL，１分間振り混ぜる  

 ↓  

ろ過，最初の 20 mL は捨てる  

 ↓  

全量フラスコ 25 mL にろ液 20 mL をとる  

 ↓←塩酸 (1+1)， 3 mL 

 ↓← N -1-ナフチルエチレンジアミン溶液 ,1  mL 

 ↓←水  

全量 25 mL，振り混ぜ，１ 5～ 30 ℃で 15 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

窒素酸化物の体積 (μL)と吸光度との関係線を作成する  
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2)  定量操作  

全量フラスコ 100 mL に分析用試料溶液を入れる  

 ↓←スルファニルアミド溶液， 15 mL，混合  

 ↓←亜鉛粉末 0.5 g 

 ↓←水  

100 mL，１分間振り混ぜる  

 ↓  

ろ過，最初の 20 mL は捨てる  

 ↓  

全量フラスコ 25 mL にろ液 20 mL をとる  

 ↓←塩酸 (1+1)， 3 mL 

 ↓← N -1-ナフチルエチレンジアミン溶液 ,1  mL 

 ↓←水  

25 mL，振り混ぜ，１ 5～ 30 ℃で 15 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中の窒素酸化物の体積 (μL)を求める  

 

3.6.3.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。 = 2.05 × × × 1000 

= × × 1000 = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの質

量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた窒素酸化物の体積（ μL）  

 ：  液量補正 (ろ液量が 20 mL の時は 1， 10 mL の時は 2，  

5  mL の時は 4 とする）  

 ：  分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.4  ナフチルエチレンジアミン吸光光度法（NEDA 法） 

3.6.4.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.4.2 使用する試薬  

 塩酸，水酸化ナトリウム，スルファニルアミド，N -1-ナフチルエチレンジアミン二

塩酸塩，亜硝酸カリウム，亜硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）  

3.6.4.3 試薬溶液の調製 

1)  塩酸（ 1+1）  

2)  水酸化ナトリウム（ 100 g/L）  

3)  塩酸酸性スルファニルアミド塩酸溶液（ 5 g/L）：ビーカーに水 50 mL を入れ，ス

ルファニルアミド 1.0 g を溶かし， 200 mL の全量フラスコに移し入れ，塩酸 112 

mL を加えた後，水を標線まで加える。  

4)  N -1-ナフチルエチレンジアミン二塩酸塩溶液（ 1 g/L)：N -1-ナフチルエチレンジア

ミン二塩酸塩 0.1 g を水 100 mL に溶かす。  

5)  亜硝酸イオン標準液（NO 2
-:250 mg/L）：亜硝酸ナトリウム 0.375 g と水酸化ナト

リウム 0.2 gを水に溶かして全量フラスコ 1000 mLに入れ，水を標線まで加える。

これを適宜希釈して使用する。使用時に調製する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された亜硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L）を希釈して用いてもよい。  

3.6.4.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 100 mL に亜硝酸イオン標準液  

（NO 2
-:20 mg/L 又は 100 mg/L） 1～ 5 mL をとる  

 ↓←真空フラスコに吸収液 50 mL と硫酸銅溶液 5 mL 

 ↓←真空フラスコを３分間振る  

 ↓←真空フラスコの内用液を全量フラスコ 100 mL に移す  

 ↓←真空フラスコ内を水で洗浄し，上の 100 mL に入れる  

全量フラスコの栓を開いて 80 ℃の水浴中で 30 分間静置  

 ↓  

水浴から取り出し，室温まで冷やし，水を標線（ 100 mL）まで加える  

 ↓  

別の全量フラスコ 100 mL に上の検量線用溶液 20 mL（ v）を入れる  

 ↓←スルファニルアミド塩酸塩溶液， 10 mL 

 ↓←N-1-ナフチルエチレンジアミン溶液， 5 mL 
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 ↓←水  

全量 100 mL，振り混ぜる  

 ↓  

15～ 30 ℃，１ 5 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

二酸化窒素の質量 (mg)と吸光度との関係線を作成する  

2)  定量操作  

全量フラスコ 100 mL に分析用試料溶液 20 mL（ v）を入れる  

 ↓←スルファニルアミド塩酸塩溶液， 10 mL 

 ↓←N-1-ナフチルエチレンジアミン溶液， 5 mL 

 ↓←水  

全量 100 mL，振り混ぜる  

 ↓  

15～ 30 ℃，１ 5 分間放置  

 ↓  

空試験液を対照液にして，吸光度 (545 nm)を測定  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液中の二酸化窒素の質量（mg）を求める  

 

3.6.4.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を求める。 = × 100 × 10  

= 0.487 × × 100 × 10  = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの質量

濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた二酸化窒素の質量（mg）  

 ：  分析用試料溶液の採取量（ 20 mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.5 イオンクロマトグラフ法（IC 法） 

3.6.5.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用できる。真空フラスコ法と注射

筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い場合に適用する。また，濃度が高い場

合には，希釈して測定する。  

3.6.5.2 使用する試薬 

硝酸カリウム，亜硝酸ナトリウム，硝酸イオン標準液，亜硝酸イオン標準液，  

その他，使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式

等）によって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

3.6.5.3 試薬溶液の調製 

1)  硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確保さ

れた硝酸イオン標準液。又は，乾燥した硝酸カリウム 1.631 g を水に溶かし，全

量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを適宜希釈して使用

する。これらの標準液を用いて検量線用の標準液を調製する。なお，イオンクロ

マトグラフ分析用陰イオン混合標準液を用いることもできる。  

2)  亜硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確保

された亜硝酸イオン標準液。又は，亜硝酸ナトリウム 1.500 g を水に溶かし，全

量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを適宜希釈して検量

線用の標準液を調製する。  

3)  溶離液：分析装置の方式及び分離カラムの種類によって異なるので，メーカーが

推奨する方法によって調製する。  

4)  再生液：サプレッサー方式のイオンクロマトグラフを用いた時に使用するが，サ

プレッサーの種類によって異なるので，メーカーが推奨する方法によって調製す

る。  

3.6.5.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。装置の一例は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照する。  

3.6.5.5 定量操作 

1) 検量線の作成  
数個の全量フラスコ 100 mL に，NO 3

－ 標準液  (0 .1  mg/mL) 0 .1～ 40 mL をとる  

             ↓←水 

          全量を100 mL とする  

             ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

             ↓ 
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 硝酸イオンのクロマトグラムを得る 

             ↓ 

同様に空試験液中の硝酸イオンを測定する  

             ↓ 

 硝酸イオン濃度(mg/mL)と空試験値を補正した硝酸イオンのピーク面積又はピーク

高さとの関係線を作成する  

 

なお，分析用試料溶液中に亜硝酸イオンが存在する場合は，亜硝酸イオンの検量線も作成

する。硝酸イオンと亜硝酸イオン混合標準液を用いることもできる。  
2) 定量操作 
     分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

                ↓  

硝酸イオン及び亜硝酸イオンのクロマトグラムを得る  

           ↓ 

   検量線から硝酸イオン（a 1）及び亜硝酸イオン（ a 2）濃度を求める  

             ↓ 

空試験液中の硝酸イオン（ b 1）及び亜硝酸イオン（ b 2）の濃度を測定する  

3.6.5.6 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。  = [0.742 × ( − ) + 1.000 × ( − )] × 100 × 10  

= [0.361 × ( − ) + 0.487 × ( − )] × 100 × 10  = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  分析用試料溶液中の亜硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の亜硝酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.6 フェノールジスルホン酸吸光光度法（PDS 法） 

3.6.6.1 適用条件 

 試料ガス中の一酸化窒素と二酸化窒素の測定に適用するが，試料ガス中に多量のハ

ロゲン化合物などが共存すると影響を受けるので，その影響を無視又は除去できる場

合に適用する。真空フラスコ法と注射筒法がある。排ガス中の窒素酸化物濃度が低い

場合に適用する。また，濃度が高い場合には，希釈して測定する。  

3.6.6.2 使用する試薬 

 硫酸，発煙硫酸，アンモニア水，水酸化ナトリウム，水酸化カリウム，フェノール，

硝酸イオン標準液（ 1000 mg/L），ろ紙  

3.6.6.3 試薬溶液の調製 

1)  水酸化ナトリウム溶液（ 250 g/L）  

2)  水酸化カリウム溶液（ 56 g/L）  

3)  フェノールジスルホン酸溶液：フェノール 25g を硫酸 150 mL の入ったビーカー

に加え，水浴中で加熱して溶かし，冷却後，発煙硫酸 75 mL を注意して加え，水

浴中で２時間加熱し，冷却後褐色瓶に入れて保存する。  

4)  窒素酸化物標準液（NO 2 :10 μL/mL）：乾燥した硝酸カリウム 0.451 g をとり，水に

溶かして 1000 mL とする。これを 10 倍に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された硝酸イオン標準液（ 1000 

mg/L）を希釈して用いてもよい。  

3.6.6.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

   数個の蒸発皿に窒素酸化物標準液（NO 2 :10 μL/mL） 0～ 30 mL をとり，  

それぞれに吸収液 20 mL を加える  

                  ↓ 

蒸発皿内の溶液に KOH 溶液を加え，蒸発乾固の前処理を行う  

                  ↓←フェノールジスルホン酸溶液，2 mL  

                  ↓←水，1 mL  

                  ↓←硫酸，4 滴  

３分間水浴上で加熱  

                  ↓←水，10 mL 

                  ↓←アンモニア又は水酸化ナトリウム溶液 

ろ過し，褐色の全量フラスコ（ 100 mL）に入れる  

                ↓←蒸発皿の洗浄液を加える 

                ↓←水  

全量を 100 mL とする  

                ↓  
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空試験液を対照液として，吸光度 (400 nm)を測定  

                  ↓ 

窒素酸化物の体積（ μL）と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

蒸発皿に分析用試料溶液を移し入れ，前処理を行う  

                  ↓←フェノールジスルホン酸溶液，2 mL  

                  ↓←水，1 mL  

                  ↓←硫酸，4 滴  

３分間水浴上で加熱  

                  ↓←水，10 mL 

                  ↓←アンモニア又は水酸化ナトリウム溶液 

ろ過し，褐色の全量フラスコ（ 100 mL）に入れる  

                ↓←蒸発皿の洗浄液を加える 

                ↓←水 

全量を 100 mL とする  

                ↓ 

空試験液を対照液として，吸光度 (400 nm)を測定  

                  ↓ 

検量線から分析用試料溶液中の窒素酸化物の体積（ μL）を求める  

3.6.6.5 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中の窒素酸化物の濃度を算出する。  = 2.05 × × × 1000 

= × × 1000 = × 2.05 

 

ここで， ：  試料ガス中の窒素酸化物を二酸化窒素として表したときの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の窒素酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた窒素酸化物の体積（ μL）  

 ：  液量補正（分析用試料溶液を全量用いた時は 1，  

1 /2 量用いた時は 2， 1/4 量用いた時は 4 とする）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  
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3.6.7 ザルツマン吸光光度法（ザルツマン法） 

3.6.7.1 適用条件 

 試料ガス中の二酸化窒素の測定に適用するが，試料ガス中に多量の一酸化窒素が共

存すると影響を受けるので，その影響を無視又は除去できる場合に適用する。吸収瓶

を用いて採取する。  

3.6.7.2 使用する試薬 

 亜硝酸ナトリウム，亜硝酸イオン標準液（1000 mg/L）  

3.6.7.3 試薬溶液の調製 

1)  二酸化窒素標準液（NO 2 :4  μL/mL）：乾燥した亜硝酸ナトリウム 0.259 g をとり，

水に溶かして全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これを 25

倍に希釈する。  

国家標準に規定するトレーサビリティが確保された亜硝酸イオン標準液を用い

てもよい。  

3.6.7.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に二酸化窒素標準液（NO 2 :4  μL/mL） 0～ 5 mL とる  

            ↓←発色吸収液を標線まで加える 

         20 分間放置  

             ↓ 

吸収発色液を対照液として，吸光度 (545 nm)を測定する  

                ↓ 

二酸化窒素の体積（ μL）と吸光度との関係線を作成する  

2)  定量操作  

試料採取後，分析用試料溶液を 20 分間放置  

             ↓ 

吸収発色液を対照液として，吸光度 (545 nm)を測定する  

                ↓ 

検量線から分析用試料溶液中の二酸化窒素の体積（ μL）を求める  

3.6.7.5 濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の二酸化窒素の濃度を算出する。 = 2.05 × × 1000 

= × 1000 = × 2.05 
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ここで， ：  試料ガス中の二酸化窒素の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の二酸化窒素の体積百万分率（ ppm）  

 ：  検量線から求めた二酸化窒素の体積（ μL）  

 ：  試料ガス採取量（mL）  

   この方法では，ザルツマン係数を0.84 とする。  
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3.6.8 イオンクロマトグラフ法による窒素酸化物，硫黄酸化物及び塩化水

素の同時分析法（附属書）  
 

3.6.8.1 概要 

試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素を吸収液に吸収させて，イオンク

ロマトグラフに注入しクロマトグラムを得る。硝酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオ

ンの濃度から，試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素の濃度を算出する。

亜硝酸イオンが存在する場合は，その濃度を測定して合算する。  

3.6.8.2 適用条件 

 試料ガス中の窒素酸化物，硫黄酸化物，塩化水素の測定に適用できる。真空フラス

コ法と注射筒法がある。  

3.6.8.3 分析用試料溶液の調製 

 3.6.2 .3  3)と同じ。  

3.6.8.4 使用する試薬 

 使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

3.6.8.5 試薬溶液の調製 

 3.6.5 .3 のイオンクロマトグラフ法に準じる。これ以外の試薬溶液の調製を示す。  

1)  硫酸イオン標準液（ 1000 mg/L）：硫黄酸化物の 3.5.3 .3  1)による。  

2)  塩化物イオン標準液（ 1000 mg/L）：塩化水素の 3.9.3 .3  1)による。  

3.6.8.6 装置及び器具 

 3.6.5 .4 のイオンクロマトグラフに準じる。  

3.6.8.7 定量操作 

 3.6.5 .5 のイオンクロマトグラフ法に準じるが，クロマトグラム上の硝酸イオン，亜

硝酸イオン，硫酸イオン，塩化物イオンのピーク面積又はピーク高さから分析用試料

溶液中のそれぞれのイオン種の濃度を求める。  

3.6.8.8 濃度の算出 

1)  窒素酸化物濃度  

3 .6 .5 .6 による。  

2)  硫黄酸化物濃度  

次の式により，試料ガス中の硫黄酸化物の濃度を算出する。  = 0.667 × ( − ) × 100 × 10  

= 0.233 × ( − ) × 100 × 10  = × 2.86 
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ここで， ：  試料ガス中の硫黄酸化物を二酸化硫黄として表したとの  

質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の硫黄酸化物の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の硫酸イオン濃度（mg/mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（mL）  

 

3)  塩化水素濃度  

次の式によって，試料ガス中の塩化水素の濃度を算出する。  = 1.03 × ( − ) × 100 × 10  

= 0.632 × ( − ) × 100 × 10  = × 1.63 

 

ここで， ：  試料ガス中の塩化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ：  試料ガス中の塩化水素の体積百万分率（ ppm）  

 ：  分析用試料溶液中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  吸収液（空試験液）中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

 ：  標準状態の試料ガス採取量（mL）  
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3.7 排ガス中のふっ素化合物分析方法（JIS K 0105） 2012 年 

3.7.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のふっ素化合物を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.7.1 に

示す。  

表 3.7.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

ランタン － ア リ

ザリンコンプレ

キソン吸光光度

法  

試料ガス中のふっ素化合物を吸収液に吸

収させた後，緩衝液を加えて pH を調節し，

ランタン溶液，アリザリンコンプレキソン

溶液及びアセトンを加えて発色させ，吸光

度（ 620 nm）を測定し，試料ガス中のふっ

素化合物の濃度を算出する。  

1 .0～ 13.2 mg/m3  

(1 .2~14.8  ppm) 

イオン電極法  試料ガス中のふっ素化合物を吸収液に吸

収させた後，イオン強度調整用緩衝液を加

え，ふっ化物イオン電極を用いて電位を測

定し，試料ガス中のふっ素化合物の濃度を

算出する。  

6 .6～ 658 mg/m3  

(7 .4~737 ppm) 

  

イオンクロマト

グラフ法  

 

 

試料ガス中のふっ素化合物を吸収液に吸

収させた後，吸収液の一定量に陽イオン交

換樹脂を加え，空気を通気して前処理を行

う。この液をイオンクロマトグラフに注入

し，ふっ化物イオンのクロマトグラムを得

る。ふっ化物イオンの濃度から，試料ガス

中のふっ素化合物の濃度を算出する。  

〔吸収瓶 100 mL〕 

 0 .3～ 13.2 mg/m3  

 (0 .3~14.8 ppm) 

〔吸収瓶 250 mL〕 

 2 .7～ 132 mg/m3  

 (3 .0~148 ppm) 

 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

3.7.2 試料ガス採取方法 

3.7.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1) ランタン－アリザリンコンプレキソン吸光光度法及びイオン電極法の場合：吸

収瓶（ 250 mL） 2 個連結し， 3)の吸収液を用いる。  

2) イオンクロマトグラフ法の場合：吸収瓶（100 mL 又は 250 mL） 2 個連結し， 3)

の吸収液を用いる。  

3) 吸収液：水酸化ナトリウム溶液（0.1 mol/L）。  

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.07 排ガス中のふっ素化合物分析方法 

 2 © JEMCA 2021  

3.7.2.2 分析用試料溶液の調製 

1) ランタン－アリザリンコンプレキソン吸光光度法の場合  

① 妨害イオンが共存しない場合 

a)  試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，水で吸収瓶内

を洗浄し，ビーカーに移し入れる。  

b)  全量フラスコ 250 mL にビーカーの内溶液を水で洗い移す。  

c)  フェノールフタレイン溶液（ 5 g/L）1 滴を加え，液の色が無色になるまで塩

酸（ 0.1 mol/L）を滴加した後，水を標線まで加える。これを分析用試料溶液

とする。  

d)  全量フラスコ 250 mL に吸収液 100 mL をとり， a)～ b)に準じて操作し，分析

用空試験溶液を調製する。  

② 妨害イオンが共存する場合 

a)  ① a)の分析用試料溶液の全量を磁器蒸発皿にとり，前処理操作を行う。  

b)  濃縮した液の水蒸気蒸留操作を行い，全量フラスコ 250 mL にふっ化物イオ

ンを蒸留分離した後，全量を 250 mL とする。これを分析用試料溶液とする。  

なお，ふっ化物イオンの水蒸気蒸留分離操作は， JIS K 0102 の 34.1(3)を参

照。  

c)  ① d)の分析用空試験溶液 250 mL をとり，同様に水蒸気蒸留操作を行って，

分析用空試験溶液を調製する。  

2) イオン電極法の場合 

① 妨害イオンが共存しない場合 

a) 試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，水で吸収瓶

内を洗浄し，ビーカーに移し入れる。  

b)  塩酸（ 0.1mol/L）を滴加して， pH を 5.0~6.0 に調節する。  

c)  全量フラスコ 250 mL にビーカーの内溶液を移し入れ，水を標線まで加える。

これを分析用試料溶液とする。  

d)  全量フラスコ 250mL に吸収液 100 mL をとり，a)~b)に準じて操作し，分析用

空試験溶液を調製する。  

② 妨害イオンが共存する場合 

a)  ① a)の分析用試料溶液の全量を磁器蒸発皿にとり，前処理操作を行う。  

b)  濃縮液の水蒸気蒸留操作を行い，全量フラスコ 250 mL にふっ化物イオンを

蒸留分離した後，全量を 250mL とする。  

c)  ① d)の分析用空試験溶液 250 mL をとり，同様に水蒸気蒸留操作を行って，

分析用空試験溶液を調製する。  

3) イオンクロマトグラフ法の場合 

① 妨害イオンが共存しない場合 
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a)  試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，水で吸収瓶内

を洗浄し，ビーカーに移し入れる。  

b)  吸収瓶（容量 100 mL）を用いた場合は，全量フラスコ 100 mL に，吸収瓶（容

量 250 mL）を用いた場合は，全量フラスコ 250 mL に，ビーカーの内溶液を

移し入れ，水を標線まで加える。  

c)  b)の溶液の一定量を（ 10 mL）をガス洗浄瓶 50 mL に入れ，この中に強酸性

陽イオン交換樹脂 1 g を加え，二酸化炭素を除いた空気又は窒素を 10 分間

通気する。これを分析用試料溶液とする。  

d)  吸収液 10 mL をとり， c)の操作を行い，分析用空試験溶液を調製する。  

② 妨害イオンが共存する場合 

a)  3)の① a)～ b)の操作を行った溶液の 100 mL について，3.7.2 .2  1)②の操作を行

い，これを分析用試料溶液とする。  

b)  3)の① c)の操作を行った溶液の 100 mL について， 3.7.2 .2 1)②の操作を行い，

これを分析用空試験溶液とする。  
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3.7.3 ランタン－アリザリンコンプレキソン吸光光度法 

3.7.3.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中に微量のアルミニウム（Ⅲ），鉄（Ⅲ），銅（Ⅱ），亜鉛（Ⅱ）

などの重金属イオン及びりん酸イオンなどが共存すると影響を受けるので，水蒸気蒸

留によってふっ化物イオンを分離した後，定量する。  

 

3.7.3.2 使用する試薬 

塩酸，酢酸，アンモニア水，ふっ化ナトリウム，酸化ランタン，酢酸ナトリウム三

水和物，酢酸アンモニウム，アセトン， 1,2-ジヒドロキシアントラキノニル -3-メチル

アミン -N ,N -二酢酸（アリザリンコンプレキソン），ふっ化物イオン標準液（ 1000 mg/L）  

 

3.7.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸 (1+5) 

2)  酢酸ナトリウム溶液：酢酸ナトリウム三水和物 41 g を水 100 mL に溶かし，酢酸

24 mL を加える。  

3)  酢酸アンモニウム溶液（ 200 g/L）：酢酸アンモニウム 20 g を水 100 mL に溶かす。  

4)  ランタン溶液：酸化ランタン 0.163 g に塩酸 (1+5)10 mL を加え，加熱溶解したも

の。  

5)  ランタン－アリザリンコンプレキソン溶液：  1 ,2-ジヒドロキシアントラキノニ

ル -3-メチルアミン -N ,N -二酢酸（アリザリンコンプレキソン）0.192 g をアンモニ

ア水（ 1+10）4 mL と酢酸アンモニウム溶液 4 mL に溶かす。この溶液を酢酸ナト

リウム溶液 100 mL にかき混ぜながら加える。この溶液にアセトン 400 mL をか

き混ぜながら徐々に加え，さらにランタン溶液 10 mL を加えて混ぜる。放冷後，

酢酸又はアンモニア水で pH4.7 に調節する。全量フラスコ 1000 mL に水で洗い

移し，水を標線まで加える。  

参考：ランタン－アリザリンコンプレキソン溶液として，市販のアルフッソン 2.5 

g を水に溶かして 50 mL とした溶液を用いてもよい。使用時に調製する。  

6)  ふっ化物イオン標準液（ 1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確

立されたふっ化物イオン標準液。又は，ふっ化ナトリウムを白金皿にとり 500～

550 ℃で 40～ 50 分間加熱し，デシケーター中で放冷する。その 2.21 g をとり，

水にとかす。全量フラスコ 1000 mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。この

溶液は，ポリエチレン瓶に入れて保存する。これらの標準液を適宜希釈して，検

量線用の標準液を調製する。  

 

3.7.3.4 装置及び器具 

分光光度計又は光電光度計を用いる。（写真 3.4.1 及び写真 3.4.2 参照）  
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3.7.3.5 定量操作 

1) 検量線の作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 定量操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3.6 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中のふっ化水素の濃度を算出する。  

= 1.053 × × 250 × 1000 

= 1.179 × × 250 × 1000 

= × 0.893 

 

ここで，   ：試料ガス中のふっ化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のふっ化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：検量線から求めたふっ化物イオンの質量（mg）  

   ：分析用試料溶液の分取量（mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  

←ランタン－ アリザリンコンプレキソン溶 液 ， 20 mL 

←水  

数 個 の全 量 フラスコ 50 mL にふっ化 物 イオン標 準 液 （ 2 μg/mL） 2～ 25 mL をとる  

全 量 50 mL， 1 時 間 放 置  

空 試 験 液 を対 照 液 として， 吸 光 度 （ 620 nm） を測 定  

ふっ化 物 イオンの質 量 （ mg） と吸 光 度 との関 係 線 を作 成 する  

←ランタン－ アリザリンコンプレキソン溶 液 ， 20 mL 

←水  

3 .7 .2 .2  1)の分 析 用 試 料 溶 液 の一 定 量 （ 30 mL 以 下 ） を全 量 フラスコ 50 mL に入 れる  

全 量 50 mL とし， 1 時 間 放 置  

空 試 験 液 を対 照 液 として， 吸 光 度 （ 620 nm） を測 定  

検 量 線 からふっ化 物 イオンの質 量 A（ mg） を求 める  
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3.7.4 イオン電極法 

3.7.4.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中にアルミニウム（Ⅲ），鉄（Ⅲ）などの重金属イオンが共存

すると影響を受ける。そこで， 2 種類のイオン強度調整用緩衝液を加えたときの電位

差が 3 mV を超える場合は，水蒸気蒸留によってふっ化物イオンを分離した後，定量

する。  

 

3.7.4.2 使用する試薬 

塩酸，酢酸，水酸化ナトリウム，塩化ナトリウム，塩化カリウム，硝酸カリウム，

くえん酸三ナトリウム，ふっ化物イオン標準液（ 1000 mg/L）。  

 

3.7.4.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸（ 0.1 mol/L）：塩酸 8.3 mL をとり，水を加えて 1 L とする。  

2)  塩化カリウム溶液（飽和）：塩化カリウムで約 3.3 mol/L の飽和溶液を調製する。 

3)  硝酸カリウム溶液（ 1 mol/L）：硝酸カリウム 10 g を水に溶かし， 100 mL とする

（参照電極の外筒内部液）。  

4)  水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）：水酸化ナトリウム 4.0 g をとり，水に溶かし

て 1 L とする。  

5)  水酸化ナトリウム溶液（ 5 mol/L）：水酸化ナトリウム 200 g をとり，水に溶かし

て 1 L とする。  

6)  イオン強度調整用緩衝液（Ⅰ）（ pH5.2）：塩化ナトリウム 58 g，くえん酸三ナト

リウム 1.2 g 及び酢酸 50 mL を水約 500 mL に溶かし，これに水酸化ナトリウム

溶液（ 5 mol/L）を静かに加えて pH5.2 に調節した後，水を加えて 1 L とする。  

7)  イオン強度調整用緩衝液（Ⅱ）（ pH5.2）：塩化ナトリウム 58 g，くえん酸三ナト

リウム 11.4 g 及び酢酸 50 mL を水約 500 mL に溶かし，これに水酸化ナトリウム

溶液（ 5 mol/L）を静かに加えて pH5.2 に調節した後，水を加えて 1 L とする。  

8)  ふっ化物イオン標準液（ 1000 mg/L）： 3.7.3 .3  6)による。適宜希釈して検量線の作

成に用いる。  

 

3.7.4.4 装置及び器具 

1) 電位差計：最小メモリ 1 mV の高入力抵抗電位差計，又はイオンメーター  

2)  ふっ化物イオン電極  

3)  参照電極  

4)  マグネチックスターラー  
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写真 3.7.1 イオン電極装置（イオンメーター） 

 

3.7.4.5 定量操作 

1) 検量線の作成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ビーカー200 mL にふっ化 物 イオン標 準 溶 液 （ 0.001 mg/mL） 50 mL を入 れる  

（ 低 濃 度 のふっ化 物 イオン濃 度 から測 定 する）  

ふっ化 物 イオン電 極 と参 照 電 極 を浸 し， 電 位 を測 定 する  

同 様 に次 のふっ化 物 イオン標 準 溶 液 （ 0.01～ 0.1 mg/mL） の電 位 を測 定 する  

片 対 数 方 眼 紙 にふっ化 物 イオン濃 度 （ mg/mL） と電 位 （ mV） の関 係 線 を作 成 する  

←イオン強 度 調 整 用 緩 衝 液 （ Ⅱ） ， 40mL 

←水 ， 10 mL 
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2)  定量操作  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.4.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のふっ化水素濃度を算出する。  

1)  蒸留を行わなかった場合  

= 1.053 × ( − ) × 250 × 1000 

= 1.179 × ( − ) × 250 × 1000 

2)  蒸留を行なった場合  

= 1.053 × ( − ) × 250 × 250100 × 1000 

= 1.179 × ( − ) × 250 × 250100 × 1000 

= × 0.893 

 

ビーカー300 mL(A)， (B)に 3.7.2 .2  2)の分 析 用 試 料 溶 液 50 mL を入 れる  

（ ビーカーA）  （ ビーカーB）  

ふっ化 物 イオン電 極 と参 照 電 極 を浸 し， (A)及 び（ B） の電 位 を読 みとる  

(A)と (B)の電 位 の差 が 3mV 以 内 であれば  

検 量 線 から(B)の溶 液 のふっ化 物 イオン濃 度 a（ mg/mL） を求 める  

分 析 用 空 試 験 液 について上 記 の操 作 を行 い， ふっ化 物 イオン濃 度 b（ mg/mL） を求 める  

(A)と (B)の電 位 の差 が 3 mV 以 上 であれば， 3.7.2 .2  2)②の操 作 を行 い，  

検 量 線 から(B)の溶 液 のふっ化 物 イオン濃 度 a（ mg/mL） を .求 める  

←イオン強 度 調 整 用 緩 衝 液

（ Ⅱ） 40 mL 

←イオン強 度 調 整 用 緩 衝 液

（ Ⅰ） 40 mL 

←ふっ化 物 イオン標 準 液 （ 0.01 mg/L） ， 10mL 
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ここで，   ：試料ガス中のふっ化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のふっ化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：分析用試料溶液中のふっ化物イオンの濃度（mg/mL）  

   ：空試験液中のふっ化物イオンの濃度（mg/mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.7.5 イオンクロマトグラフ法 

3.7.5.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中にアルミニウム（Ⅲ）が共存すると影響を受けるので，水

蒸気蒸留によってふっ化物イオンを分離した後，定量するか，又はその濃度を確認し

てから定量する。  

 

3.7.5.2 使用する試薬 

使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）に

よって使用する試薬が異なるので，装置の方式にあった試薬を準備する。  

 3.5.3 .4 を参照。  

 

3.7.5.3 試薬溶液の調製 

1) ふっ化物イオン標準液（ 1000 mg/L）： 3.7.3 .3  6)による。適宜希釈して検量線の作

成に用いる。  

2)  溶離液：分析装置の方式及び分離カラムの種類によって異なるので，メーカーが

推奨する方法によって調製する。  

3)  再生液：サプレッサー方式のイオンクロマトグラフを用いた時に使用するが，サ

プレッサーの種類によって異なるので，メーカーが推奨する方法によって調製

する。  

 

3.7.5.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。その装置の例を写真 3.5.1 に示す。  

装置には，一般的に試料計量管（サンプルループ），プレカラム，分離カラム，（サ

プレッサー），電気伝導度検出器が内蔵されており，試料導入器で分析用試料溶液の一

定量を装置内に注入する。  
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3.7.5.5 定量操作 

1)  検量線の作成  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  定量操作  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のふっ化水素濃度を算出する。  

= 1.053 × ( − ) × × 1000 

= 1.179 × ( − ) × × 1000 

= × 0.893 

数 個 の全 量 フラスコ 100 mL に，  

ふっ化 物 イオン標 準 液  (0 .01 mg/mL) 1 .0～ 50.0 mL をとる  

←水  

全 量 を 100 mL とする  

この溶 液 の一 定 量 をイオンクロマトグラフに注 入 する  

ふっ化 物 イオンのクロマトグラムを得 る  

同 様 に水 （ 空 試 験 液 ） 中 のふっ化 物 イオンの濃 度 を求 める  

ふっ化 物 イオン濃 度 （ mg/mL)と空 試 験 値 を補 正 した  

ふっ化 物 イオンのピーク面 積 又 はピーク高 さとの関 係 線 を作 成 する  

3 .7 .2 .2  3)の分 析 用 試 料 溶 液 の一 定 量 をイオンクロマトグラフに注 入 する  

ふっ化 物 イオンのクロマトグラムを得 る  

検 量 線 から分 析 用 試 料 溶 液 のふっ化 物 イオンの濃 度 a（ mg/mL） を求 める  

吸 収 液 （ 空 試 験 液 ） 中 のふっ化 物 イオンの濃 度 b（ mg/mL） を求 める  
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ここで，   ：試料ガス中のふっ化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のふっ化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：分析用試料溶液中のふっ化物イオンの濃度（mg/mL）  

   ：吸収液（空試験液）中のふっ化物イオン濃度（mg/mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.8  排ガス中の塩素分析方法（JIS K 0106）2010 年 

 

3.8.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の塩素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.8.1 に示す。  

表 3.8.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

2 ,2’- ア ジ ノ ビ ス

（ 3-エチルベンゾ

チ ア ゾ リ ン -6-ス

ルホン酸）吸光光

度法（ABTS 法）  

試料ガス中の塩素を 2，2’-アジノビス（ 3-エ

チルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸）吸収

液に吸収して，発色させ，吸光度（ 400 nm）

を測定し，試料ガス中の塩素濃度を算出す

る。  

0 .1～ 2.0 mg/m3  

(0 .03～ 0.63 ppm) 

4-ピリジンカルボ

ン酸 -ピラゾロン

吸光光度法  

（ PCP 法）  

試料ガス中の塩素を p-トルエンスルホンア

ミド吸収液に吸収する。これに少量のシア

ン化カリウム溶液を加えて塩化シアンとし

た後， 4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶

液で発色させ，吸光度（ 638 nm）を測定し，

試料ガス中の塩素濃度を算出する。  

0 .25～ 5.0 mg/m3  

(0 .08～ 1.6 ppm) 

イ オ ン ク ロ マ ト

グラフ法  

（ IC 法）  

試料ガス中の塩素を p-トルエンスルホンア

ミド吸収液に吸収する。これに少量のシア

ン化カリウム溶液と水酸化カリウ溶液を加

えシアン酸イオンとした後，イオンクロマ

トグラフに注入し，クロマトグラムを得る。

シアン酸イオンの濃度から，試料ガス中の

塩素の濃度を算出する。  

1 .3～ 25 mg/m3  

(0 .4～ 7.9 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.8.2 試料ガスの採取方法 

3.8.2.1 試料ガスの採取 

試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  2,2’-アジノビス（ 3-エチルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸）吸光光度法：吸収瓶

(50mL)を 2 個連結して用いる。  

2)  吸収液 ABTS 溶液（ 0.1 g/L）： 2,2’-アジノビス（ 3-エチルベンゾチアゾリン -6-ス

ルホン酸アンモニウム（ABTS アンモニウム） 0.1 g を緩衝液（ pH7） 100 mL に溶

かし，硫酸（ 0.02 mol/L）を加えて 1L とする。この溶液の保存期間は，冷暗所で

2 日間である。  
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3)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法及びイオンクロマトグラフ法：吸収

瓶 (50 mL)を 2 個連結して用いる。  

4)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）(1 .0  g/L)：p -トルエンスルホンアミド 0.1 

g を水 100 mL に加え，水浴上で 50～ 60 ℃に加熱し，よく振り混ぜて溶かした後，

室温に戻す。  

 

3.8.2.2 分析用試料溶液の調製 

1)  ABTS 吸光光度法の場合  

① 試料採取操作を終了後，全量フラスコ 50 mL に吸収瓶  の内容液を直ちに移

し，更に吸収瓶などを水で洗浄し，全量フラスコに加える。  

② 水を標線まで加えて密栓する。これを分析用試料溶液とする。 

2) PCP 吸光光度法及び IC 法の場合  

① 試料採取操作を終了後，全量フラスコ 50 mL に吸収瓶  の内容液を直ちに移

し，更に吸収瓶などを水で洗浄し，全量フラスコに加える。  

② 水を標線まで加えて密栓する。これを分析用試料溶液とする。この溶液は，

PCP 吸光光度法及びイオンクロマトグラフ法の両方に用いることができる。  
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3.8.3 2,2'-アジノビス（3-エチルベンゾチアゾリン-6-スルホン酸 ） 吸 光 光 度 法 

3.8.3.1 適用条件 

この方法は，窒素酸化物（特に二酸化窒素）の影響を大きく受けるので，燃焼排ガ

ス中の塩素の分析には適用できない。塩素の濃度が高い場合は，分析用試料溶液を希

釈して測定する。  

 

3.8.3.2 試薬 

酢酸，次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），チオ硫酸ナトウム五水

和物，炭酸ナトリウム，よう化カリウム，でんぷん（溶性），よう素酸カリウム（容量

分析用標準試薬）  

 

3.8.3.3 試薬溶液の調製 

1)  酢酸  (1＋ 1)  

2)  0.05mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液：チオ硫酸ナトリウム五水和物 13 g 及び炭酸

ナトリウム 0.2 g を，溶存酸素を含まない水 1 L に溶かし，気密容器に入れて 2

日間放置する。その後，よう素酸カリウムを用いて標定する。  

3)  でんぷん溶液：でんぷん（溶性）1 g を水約 10 mL とよく混和し，熱水 200 mL 中

にかき混ぜながら加える。約 1 分間煮沸し，冷却する。使用時に調製する。  

4)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL)：全量フラスコ 100 mL に，次亜塩素酸ナトリウ

ム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L）100/N  ｍ L（ N：有効塩素 g）をとり，水を標線ま

で加える。使用時に調製する。適宜希釈して検量線の作成に用いる。  

有効塩素質量濃度  (N’)  の求め方は， JIS K 0106 の本文参照。  

5)  吸収液：ABTS 溶液： 3.8.2 .1  2)に同じ。  

 

3.8.3.4 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .1～ 2.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，20 mL 

             ↓←水 

         全量を25 mL とする  

             ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

             ↓ 

吸収液を対照液として吸光度（ 400 nm）を測定する  

             ↓ 

  塩素の濃度(mg/mL)と吸光度との関係線を作成する  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.08 排ガス中の塩素分析方法 

 4 © JEMCA 2021 

2)  定量操作  

分析用試料溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液を対照液として吸光度（ 400 nm）を測定する  

           ↓ 

   検量線から塩素の濃度a(mg/mL)を求める  

 

3.8.3.5 塩素濃度の算出  

次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。  

 = × 50 × 1000 

= 0.316 × × 50 × 1000 = × 3.16 

ここに，  Cw： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 C v： 試料ガス中の塩素の体積分率  (  ppm) 

 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 
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3.8.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法 

3.8.4.1 適用条件  

この方法は，二酸化窒素が共存しても，その影響を受けない。塩素の濃度が高い場

合は，分析用試料溶液を希釈して測定する。  

 

3.8.4.2 試薬 

次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素 50～ 120 g/L），シアン化カリウム，りん酸水

素二ナトリウム，りん酸二水素カリウム，3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロン，4-ピリ

ジンカルボン酸ナトリウム，N,N -ジメチルホルムアミド  

 

3.8.4.3 試薬溶液の調製  

1)  シアン化カリウム溶液  (10 g/L) シアン化カリウム1 g を水 100 mL に溶かした

もの。冷蔵庫に保存すれば１ｹ月間使用できる。  

2)  りん酸緩衝液  (pH7.2)   りん酸水素二ナトリウム17.8 g を水約 300 mL に溶かし

た溶液に，りん酸二水素カリウム溶液（ 200 g/L）を pH 値が 7.2 になるまで加え

た後，水で 500 mL にする。  

3)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロン 0.3 g

を N,N -ジメチルホルムアミド 20 mL に溶かす。別に 4-ピリジンカルボン酸ナト

リウム 1.8 g を水約 50 mL に溶かし，両液を合わせ水を加えて 100 mL とする。  

注 この溶液は冷蔵庫に保存すれば約2 週間は安定であるが，黄色に着色した場

合は使用しない。  

4)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL) 3.8.3 .3  4)に同じ。  

5)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）： 3.8.2 .1  4)に同じ。  

 

3.8.4.4 定量操作  

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .1～ 2.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，8mL 

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)，  0 .5  mL 

     栓をして2 回静かに転倒した後，室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←りん酸緩衝液(pH7.2)， 5 mL 

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

栓をして 2 回静かに転倒した後， 25±2 ℃の水浴中で約 30 分放置する  
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        ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液から同様に調製した液を対照液として吸光度（ 638 nm）を測定する  

           ↓ 

  塩素の濃度(mg/mL)と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

全量フラスコ 25 mL に，分析用試料溶液を正確に v mL とる  

              ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)， 0.5 mL 

     栓をして2 回静かに転倒した後，室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←りん酸緩衝液(pH7.2)， 5 mL 

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

栓をして 2 回静かに転倒した後， 25±2 ℃の水浴中で約 30 分間放置する  

        ↓ 

この溶液の一部を吸収セルにとる  

              ↓ 

吸収液から同様に調製した液を対照液として吸光度（ 638 nm）を測定する  

          ↓  

  検量線から塩素の濃度a(mg/mL)を求める  

 

3.8.4.5  塩素濃度の算出  

次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。  

= × 25 × 50 × 1000 

 = 0.316 × × 25 × 50 × 1000 

 = × 3.16 
 

 

ここに，  CW： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 CV： 試料ガス中の塩素の体積百万分率  (ppm) 
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 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 v： 分析用試料溶液の分取量 (mL)，通常 10 mL 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 

 

3.8.4.6 注意 

この廃液には，有害なシアン化物イオンを含んでいるので次亜塩素酸ナトリウム溶

液で分解処理をするか，シアン含有廃液として処分する。  
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3.8.5  イオンクロマトグラフ法   

3.8.5.1  適用条件 

この方法は，二酸化窒素が共存しても，その影響を受けない。塩素の濃度が高い場

合は，分析用試料溶液を希釈して測定する。  

 

3.8.5.2  試薬 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素50～ 120 g/L），シアン化カリウム，水酸化カ

リウム，炭酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，硫酸  

 

3.8.5.3 試薬溶液の調製 

1)  シアン化カリウム溶液  (10 g/L)：  3 .8 .3 .4  1)に同じ。  

2)  水酸化カリウム溶液 (0 .1  mol/L)：  水酸化カリウム 1.4 g を水 250 mL に溶かした

もの。  

3)  塩素（ Cl2）標準液  (1.0  mg/mL)： 3.8.3 .3  4)に同じ。  

4)  吸収液（ p -トルエンスルホンアミド溶液）（ 1.0g/L）： 3.8.2 .1  4)に同じ。  

5)  溶離液：装置の種類及び使用する分離カラムの種類によって異なる。使用する

装置及び分離カラムに最適なものを用いる。溶離液は，3.5.3 .3  2)溶離液を参照。  

6)  再生液（除去液）：装置及びサプレッサの種類に最適なものを用いる。再生液は，

3.5.3 .3  3)再生液を参照。  

 

3.8.5.4  イオンクロマトグラフ  

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。その一例を写真 3.5.1 に示す。  

装置及び器具は， 3.5.3 .4 装置及び器具を参照。  

 

3.8.5.5  定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に塩素標準液  (0 .01 mg/mL) 0 .5～ 10.0 mL をとる  

             ↓←吸収液，8 mL 

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)，  0 .5  mL 

          室温で約 5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←水酸化カリウム溶液（0.1 mol/L）， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 
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25±2 ℃の水浴中で約 10 分間放置する（CNO -にする）  

        ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

              ↓ 

 シアン酸イオン(CNO -)のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

同様に空試験液中の CNO -のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

 塩素の濃度(mg/mL)と空試験値を補正した CNO -のピーク面積又はピーク高さとの関

係線を作成する  

検量線の作成は，試料測定時ごとに行う。  

 

2)  定量操作  

全量フラスコ 25 mL に，分析用試料溶液を正確に v mL とる  

             ↓←シアン化カリウム溶液(10 g/L)， 0.5 mL 

       室温で約5 分間放置する (CNCl)  

             ↓←水酸化カリウム溶液（0.1 mol/L）， 5 mL 

             ↓←水 

          全量を25 mL とする  

             ↓ 

25±2 ℃の水浴中で約 10 分間放置する（CNO -にする）  

        ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入し，クロマトグラムを得る  

              ↓ 

 シアン酸イオン(CNO -)の濃度 a(mg/mL)を求める  

        ↓ 

同様に空試験液中の CNO -の濃度 b(mg/mL)を求める  

          ↓ 

    検量線から塩素の濃度（mg/mL）を求める  

 

3.8.5.6  塩素濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の塩素の濃度を算出する。 

= ( − ) × 25 × 50 × 1000 
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= 0.316 × ( − ) × 25 × 50 × 1000 

= × 3.16 

 

ここに，  CW： 試料ガス中の塩素の質量濃度  (mg/m3 )  

 Cv： 試料ガス中の塩素の体積百万分率  (ppm) 

 a： 分析用試料溶液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 b： 空試験液中の塩素の濃度  (mg/mL) 

 v： 分析用試料溶液の分取量 (mL)，通常 10 mL 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量  (L) 

 

3.8.5.7 注意 

この廃液には，有害なシアン化物イオンを含んでいるので次亜塩素酸ナトリウム溶

液で分解処理をするか，シアン含有廃液として処分する。  
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3.9  排ガス中の塩化水素分析方法（JIS K 0107）2012 年 

3.9.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の塩化水素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.9.1に示す。 

表 3.9.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

イオンクロマト

グラフ法  

試料ガス中の塩化水素を水に吸収させた後，

イオンクロマトグラフに注入し，塩化物イオ

ンのクロマトグラムを得る。塩化物イオンの

濃度から試料ガス中の塩化水素の濃度を算

出する。  

吸収瓶： 100 mL 

 0 .6～ 13 mg/m3  

 (0 .4～ 7.9 ppm) 

吸収瓶： 250 mL 

 10～ 260 mg/m3  

 (6 .3～ 160 ppm) 

硝酸銀滴定法  試料ガス中の塩化水素を水酸化ナトリウム

溶液に吸収させた後，微酸性にして硝酸銀溶

液を加え，チオ硫酸アンモニウム溶液で滴定

し，試料ガス中の塩化水素の濃度を算出す

る。  

230～ 4600 mg/m3  

(140～ 2800 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.9.2 試料ガス採取方法 

3.9.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  イオンクロマトグラフ法：吸収瓶 (100 mL 又は 250 mL)を 2 個連結して用いる。  

2)  吸収液：水  

3)  硝酸銀滴定法：吸収瓶（ 250 mL)を 2 個連結して用いる。  

4)  吸収液：水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）  

 

3.9.2.2 分析用試料溶液の調製 

1) 試料ガスの採取が終了したら，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，吸収瓶内

を洗浄する。  

2)  100 mL の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 100 mL フラスコに 1)の内容液 25 

mL を入れ，水を標線まで加える。  

3)  250 mL の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 250 mL に 1)の内容収液 50 mL を入

れ，水を標線まで加える。  
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3.9.3 イオンクロマトグラフ法による分析 

3.9.3.1 適用範囲 

 この方法は，試料ガス中に硫化物などの還元性ガスが高濃度に共存すると影響を受

けるので，その影響を無視又は除去できる場合に適用する。排ガス中の塩化水素濃度

が比較的低い場合に適用する。  

 

3.9.3.2 使用する試薬 

 塩化ナトリウム（容量分析用標準試薬），塩化物イオン標準液（1000 mg/L）  

使用するイオンクロマトグラフ（サプレッサー方式，ノンサプレッサー方式等）によ

って使用する試薬が異なるので，装置に合った試薬を準備する。  

 

3.9.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩化物イオン標準液（1000 mg/L）：国家標準に規定するトレーサビリティが確

立された塩化物イオン標準液。又は，容量分析用標準物質の塩化ナトリウム 1.648 

g を水に溶かし，全量フラスコ 1000 mL に移し入れ，水を標線まで加える。これ

らの標準液を適宜希釈して検量線用の標準液を調製する。  

2) 溶離液：分析装置の方式及び分離カラムの種類によって異なるので，メーカー

が推奨する方法によって調製する。  

3) 再生液：サプレッサー方式のイオンクロマトグラフを用いた時に使用するが，

サプレッサーの種類によって異なるので，メーカーが推奨する方法によって調製

する。  

 

3.9.3.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい

る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて

もよい。装置の例を写真 3.5.1に示す。  

装置には，一般的に試料計量管（サンプルループ），プレカラム，分離カラム，（サ

プレッサー），電気伝導度検出器が内蔵されており，試料導入器で分析用試料溶液の一

定量を装置内に注入する。  

3.5排ガス中の硫黄酸化物分析方法のイオンクロマトグラフ法の装置及び器具を参

照。  

 

3.9.3.5 定量操作 

1)  検量線の作成 
数 個 の全 量 フラスコ 100 mL に， 塩 化 物 イオン標 準 液 (0.01 mg/mL) 1.0～ 25.0 mL をとる  

             ↓←水 
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          全量を100 mL とする  

             ↓ 

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

              ↓ 

 塩化物イオンのクロマトグラムを得る 

          ↓ 

同様に吸収液（空試験液）中の塩化物イオンを測定する  

          ↓ 

塩 化 物 イオン濃 度(mg/mL)と塩 化 物 イオンのピーク面 積 又 はピーク高 さとの関 係 線 を作 成 する  

2) 定量操作 
     分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

              ↓  

塩化物イオンのクロマトグラムを得る  

           ↓ 

   検量線から分析用試料溶液中の塩化物イオン濃度a（mg/mL）を求める  

           ↓ 

吸収液（空試験液）中の塩化物イオンの濃度 b（mg/mL）を求める  

 

3.9.3.6 濃度の算出 

 次の式により，試料ガス中の塩化水素濃度を算出する。 = 1.03 × ( − ) × × 1000 

= 0.632 × ( − ) × × 1000 = × 1.63 

 ここで，  ：試料ガス中の塩化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中の塩化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：分析用試料溶液中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

   ：吸収液（空試験液）中の塩化物イオン濃度（mg/mL）  

   ：分析用試料溶液の液量（ 100 mL 又は 250 mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（mL）  

 

 

 なお，附属書で吸収液に過酸化水素水（1+99）を用いて捕集，陰イオン混合標準

液を用いて測定すれば，硫黄酸化物も同時に測定できる。（ 3.5.5 参照）  
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3.9.4 硝酸銀滴定法 

3.9.4.1 適用条件 

 排ガス中に二酸化硫黄，他のハロゲン化物，シアン化物，硫化物などが共存すると

影響を受けるので，その影響を無視又は除去できる場合に適用する。排ガス中の塩化

水素濃度が比較的高い場合に適用する。  

 

3.9.4.2 使用する試薬 

硝酸，過塩素酸，硝酸銀，硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）・12 水，チオシアン酸アンモニ

ウム，ニトロベンゼン，ウラニン  

 

3.9.4.3 試薬溶液の調製 

1) 硝酸（1.6 mol/L）：硝酸 120 mL を水に溶かして 1 L とする。  

2) 硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）溶液：硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）・12 水 6.0 g を過塩

素酸（ 1+2） 100 mL に溶かす。褐色瓶に保存する。  

3) ウラニン溶液：ウラニン0.20 g を水に溶かして 100 mL とする。褐色瓶に保存

する。  

4) 0.1 mol/L 硝酸銀溶液：硝酸銀 17 g を水 1 L に溶かす。褐色瓶に保存する。標定

して，ファクターを求める。  

5) 0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液：チオシアン酸アンモニウム 8 g を水

1 L に溶かす。標定して，ファクターを求める。  

 

3.9.4.4 装置及び器具 

滴定で使用するミクロビュレット及び三角フラスコを準備する。3.5排ガス中の硫

黄酸化物分析方法を参照。  

 

3.9.4.5 定量操作 

      三角フラスコに分析用試料溶液v mL（ 25~50 mL）を入れる  

                  ↓←硝酸（1.6 mol/L）で，酸性にする。  

                  ↓←0.1 mol/L 硝酸銀溶液， 25 mL  

                  ↓←硫酸アンモニウム鉄（Ⅲ）溶液，1 mL 

      0.1 mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液で滴定  

                  ↓ 

       終点（微赤色が消えなくなった点）（a mL）  

                ↓ 

同 量 の吸 収 液 （ 2.5 倍 希 釈 液 v mL） 中 の塩 化 物 イオンの空 試 験 値 を測 定 する (b  mL) 
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3.9.4.6 濃度の算出 

次の式によって，試料ガス中の塩化水素濃度を算出する。  

= 3.65 × ( − ) × × 250 × 1000 

= 2.24 × ( − ) × × 250 × 1000 = × 1.63 

 ここで，  ：試料ガス中の塩化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中の塩化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：分析用試料溶液を滴定したときの 0.1 mol/L チオシアン酸アンモニ

ウム溶液の滴定量（mL）  

   ：吸収液 (空試験液 )を滴定したときの 0.1 mol/L チオシアン酸アンモ

ニウム溶液の滴定量（mL）  

   ：分析用試料溶液 250 mL に対する分取量（mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（mL）  

 f  ： 0.1  mol/L チオシアン酸アンモニウム溶液のファクター  

 

3.9.4.7 注意 

 終点が見分けにくい場合は，ニトロベンベン3 mL を加える。この場合，廃液には，

ニトロベンゼンが含まれているので取り扱いに注意する。  
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3.10 排ガス中の硫化水素分析方法（JIS K 0108）2010 年 

 

3.10.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の硫化水素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.10.1 に示

す。  

表 3.10.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

ガスクロマトグ

ラフ法  

採取した試料ガスをガスクロマトグラ

フに導入し，充塡カラム又はキャピラ

リーカラムによって分離した後，検出

器によって得られたクロマトグラムか

ら試料ガス中の硫化水素の濃度を算出

する。  

熱伝導度検出器：  

300 mg/m3～ 300 g/m3  

200 ppm～ 20 % 

炎光光度検出器：  

0 .3～ 76 mg/m3  

0 .2～ 50 ppm 

原子蛍光検出器：  

0 .08～ 76 mg/m3  

0 .05～ 50 ppm 

メチレンブルー

吸光光度法  

試料ガス中の硫化水素を吸収液に吸収

させた後， N ,N -ジメチル -p -フェニレン

ジアンモニウム及び鉄（Ⅲ）によって生

成したメチレンブルーの吸光度を測定

し，試料ガス中の硫化水素の濃度を算

出する。  

2 .6～ 10 mg/m3  

1 .7～ 6.9 ppm 

イオン電極法  試料ガス中の硫化水素を吸収液に吸収

させた後，硫化物イオン電極を用いて

電位を測定する。この硫化物イオンの

濃度から，試料ガス中の硫化水素の濃

度を算出する。  

0 .02～ 1500 mg/m3  

0 .01～ 1000 ppm 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.10.2 試料ガス採取方法 

3.10.2.1  試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章、又は第 3 編 3.3、3.13、3.20 を参考にす

るとよい。  

1)  ガスクロマトグラフ法：気体採取用シリンジ，ガス採取袋，ガス捕集瓶，ガス捕

集缶  
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2)  メチレンブルー吸光光度法，イオン電極法：試料採取装置及び吸収瓶は試料ガス

採取量によって異なり，次のものを用いる  

①  採取量が 1 L 以上の場合：吸収瓶 2 個を連結して用い，ポンプで吸引する。  

②  採取量が 1 L 未満の場合：毛管吸収瓶 1 個を用い，注射筒 100 mL で吸引する。  

3)  吸収液：  

①  メチレンブルー吸光光度法の場合：硫酸亜鉛七水和物 5g を水約 500 mL に溶

かし，水酸化ナトリウム 6g を水約 300 mL に溶かした溶液を加える。さらに

硫酸アンモニウム 70 g をかき混ぜながら加え，水酸化亜鉛の沈殿が溶けた後，

水を加えて全量を 1L とする。  

②  イオン電極法の場合：水酸化ナトリウム 4g，グリセリン 200 mL，エチレンジ

アミン四酢酸二水素二ナトリウム二水和物 4 g 及び L-アスコルビン酸 10 g を

水約 300 mL に溶かした後，水を加えて全量を 1 L とする。  

 

3.10.2.2 試料ガスの採取及び分析用試料溶液の調製 

1)  ガスクロマトグラフ法の場合  

ガスクロマトグラフ法の採取操作による。  

2)  メチレンブルー吸光光度法及びイオン電極法の場合  

①  試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカーに移し，水で吸収瓶内を

洗浄し，ビーカーに加える。  

②  採取量が 1 L 以上の場合の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 200 mL に①の

吸収液を入れ，吸収液を標線まで加える。  

③  採取量が 1 L 未満の場合の吸収瓶を用いた時は，全量フラスコ 20 mL に①の

吸収液を入れ，吸収液を標線まで加える。  

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.10 排ガス中の硫化水素分析方法 

 3 © JEMCA 2021 

3.10.3 ガスクロマトグラフ法による分析 

3.10.3.1 適用範囲 

排ガス中の硫化水素濃度が低い場合に適用する。試料採取後，直ちに分析する場合

は，気体採取用シリンジを用いる。試料採取後，分析室に運搬して分析する場合は，

ガス採取袋，ガス捕集瓶又はガス捕集缶を用いる。  

 

3.10.3.2 使用する試薬及びガス 

りん酸，ヘリウム（純度 99.999 %以上），窒素（ JIS K 1107 に規定する１級又は２

級），アルゴン（ JIS K 1105 に規定する１級又は２級），水素（ JIS K 0512 に規定する

１～３級），酸素（ JIS K 1101 に規定する純度 99.99 %以上）高純度空気（清浄にして，

かつ，乾燥したもの）  

 

3.10.3.3 装置及び器具 

1)  試料導入器具：気体採取用シリンジ，気体試料導入装置  

2)  ガスクロマトグラフ  

3)  カラム：充塡カラム，キャピラリーカラム  

 

3.10.3.4 ガスクロマトグラフの分析条件 

分析条件は，使用するカラムの種類及び機器によって最適条件が異なるので，各機

器の操作手引書を参考にして操作する。  

 

3.10.3.5 定量操作 

1)  検量線の作成  

検量線用標準ガスを装置に注入し，クロマトグラムを得る  

↓  

硫化水素の質量（ ng）とピーク面積又はピーク高さとの関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

分析用試料ガスを装置に注入し，クロマトグラムを得る  

↓  

検量線から硫化水素の質量 A（ ng）を求める  

         

 

3.10.3.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中の硫化水素濃度を算出する。  
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= × 10 × 10
 

= 0.657 × × 10 × 10
 

= × 1.521 

 

 ここで，  ：試料ガス中の硫化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中の硫化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：検量線で求めた分析用試料ガス中の硫化水素の質量（ ng）  

  ：試料ガス注入量（mL）  

 0 .657 ：硫化水素 1mg に相当する硫化水素の体積（mL）  

  1 .521 ：硫化水素 1ppm の質量濃度（mg/m3）， 34.086/22.41 

  10  ：質量の単位を ng から mg に変換する係数  

  10  ：mL/mL を ppm へ変換する係数  
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3.10.4 メチレンブルー吸光光度法 

3.10.4.1 適用条件 

排ガス中の硫化水素濃度が低い場合は，試料ガス採取量を 1 L 以上とし，比較的高

い場合は，試料ガス採取量を 1 L 未満とする。  

 

3.10.4.2 使用する試薬 

二塩化 N ,N -ジメチル -p -フェニレンジアンモニウム，塩化鉄（Ⅲ）六水和物，硫酸，

よう化カリウム，よう素，塩酸，チオ硫酸ナトリウム五水和物，炭酸ナトリウム，よ

う素酸カリウム，でんぷん（溶性），硫化ナトリウム九水和物  

 

3.10.4.3 試薬溶液の調製 

1)  N ,N -ジメチル -p -フェニレンジアンモニウム溶液：二塩化 N ,N -ジメチル -p -フェニ

レンジアンモニウム 0.2 g を硫酸（ 1+3） 100 mL に溶かしたもの。  

2)  塩化鉄（Ⅲ）溶液：塩化鉄（Ⅲ）六水和物 1.0 g を硫酸（ 1+99） 100 mL に溶かし

たもの。  

3)  よう素溶液（ 0.05 mol/L）：よう化カリウム 40 g を水約 25 mL に溶かした後，よ

う素 13 g を加えて溶かし，水を加えて 1 L とする。これに塩酸 3 滴を加えて混

合し，遮光した気密容器に入れて暗所に保存する。  

4)  0.1mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液：チオ硫酸ナトリウム五水和物 13 g 及び炭酸

ナトリウム 0.1 g を，溶存酸素を含まない水 500 mL に溶かした後，気密容器に

入れて 2 日間放置する。その後，よう素酸カリウムを用いて標定して，ファクタ

ーを求める。  

5)  でんぷん溶液：でんぷん（溶性） 1 g を水約 10 mL とよく混和し，熱水 90 mL 中

にかき混ぜながら加える。約１分間煮沸し，冷却する。使用時に調製する。  

6)  硫化物イオン標準液（ 1000 mg/L）：硫化ナトリウム九水和物の結晶 3.8 g をとり，

少量の水で表面を洗い，これをろ紙上にとって水を除いた後，溶存酸素を含まな

い水に溶かして 500 mL とする。この濃度は，0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液

で滴定して求める。これを，適宜希釈して検量線の作成に用いる。  

 

3.10.4.4 装置及び器具 

分光光度計又は光電光度計を用いる。  

 

3.10.4.5 定量操作 

1)  検量線の作成  

数個の全量フラスコ 25 mL に硫化物イオン標準液（ 10 μ g/mL） 0.5～ 2.0 mL を入れる  

            ↓←吸収液，20 mL 
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↓← N ,N -ジメチル -p -フェニレンジアンモニウム溶液，2 mL 

        栓をして静かに転倒して液を混ぜる 

            ↓←塩化鉄（Ⅲ）溶液，1 mL 

        栓をして静かに転倒して液を混ぜる 

            ↓←溶存酸素を含まない水 

       全量25 mL， 30 分間放置  

         ↓ 

空試験液を対照液にして吸光度（ 670 nm）を測定  

         ↓ 

   硫化物イオンの質量（mg）と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

全量フラスコ 25 mL に分析用試料溶液 20 mL を入れる  

       ↓←N ,N -ジメチル -p -フェニレンジアンモニウム溶液， 2 mL 

   栓をして静かに転倒して液を混ぜる 

         ↓←塩化鉄（Ⅲ）溶液，1 mL 

    栓をして静かに転倒して液を混ぜる 

         ↓←溶存酸素を含まない水 

      全量25 mL， 30 分間放置  

         ↓ 

吸収液（空試験液）を対照液にして吸光度（ 670 nm）を測定  

         ↓ 

   検量線から硫化物イオンの質量a（mg）を求める  

 

3.10.4.6 濃度の算出 

次の式から，試料ガス中の硫化水素の濃度を算出する。  

= 1.063 × × 20020 × 1000 

= 0.698 × × 20020 × 1000 

= × 1.521 

 

 ここで，  ：試料ガス中の硫化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中の硫化水素の体積百万分率（ ppm）  
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   ：検量線から求めた硫化物イオンの質量（mg）  

 20 ：分析用試料溶液の分取量（ 20 mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  

 0 .698 ：硫化物イオン（ ） 1mg に相当する硫化水素の体積（mL）  

  1 .063 ：硫化物イオン（ ） 1mg に相当する硫化水素の質量（mg）  

 1 .521 ：硫化水素 1ppm の質量濃度（mg/m3）， 34.086/22.41 
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3.10.5 イオン電極法 

3.10.5.1 適用条件 

排ガス中の硫化水素濃度が低い場合は，試料ガス採取量を 1 L 以上とし，比較的高

い場合は，試料ガス採取量を 1 L 未満とする。  

 

3.10.5.2 使用する試薬 

チオ硫酸ナトリウム五水和物，硫化ナトリウム九水和物，グリセリン，水酸化ナト

リウム  

 

3.10.5.3 試薬溶液の調製 

1)  0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液： 3.10.4.3  4  )による。  

2)  でんぷん溶液： 3.10.4.3  5  )による。  

3)  硫化物イオン標準液（ 1000 mg/L）： 3.10.4.3  6  )による。  

 

3.10.5.4 装置及び器具 

1)  電位差計：最小メモリ 1 mV の高入力抵抗電位差計  

2)  硫化物イオン電極  

3)  参照電極  

4)  マグネチックスターラー  

 

3.10.5.5 定量操作 

1)  検量線の作成  

  数個のビーカー50 mL に硫化物イオン標準溶液（ 0.01～ 10 mg/L） 20 mL を入れる  

               ↓（低濃度の硫化物イオン濃度から測定する） 

  硫化物イオン電極と参照電極を浸し，電位を測定する 

               ↓ 

   同様に次の硫化物イオン標準溶液の電位を測定する 

             ↓ 

片対数方眼紙に硫化物イオン濃度（mg/L）と電位（mV）との関係線を作成する  

2)  定量操作  

      ビーカー50 mL に分析用試料溶液 20 mL を入れる  

               ↓ 

  硫化物イオン電極と参照電極を浸し，電位を読みとる 

               ↓ 

      検量線から硫化物イオン濃度（mg/L）を求める  
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10.5.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中の硫化水素濃度を算出する。  = 1.063 × ×
 

= 0.698 × ×
 = × 1.521 

 

 ここで，  ：試料ガス中の硫化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中の硫化水素の体積百万分率（ ppm）  

   ：分析用試料溶液中の硫化物イオンの濃度（mg/L）  

  ：調製した分析用試料溶液の量（ 20 mL 又は 200 mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  

 0 .698 ：硫化物イオン（ ） 1mg に相当する硫化水素の体積（mL）  

  1 .063 ：硫化物イオン（ ） 1mg に相当する硫化水素の質量（mg）  

 1 .521 ：硫化水素 1ppm の質量濃度（mg/m3）， 34.086/22.41 
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3.11 排ガス中のシアン化水素分析方法（JIS K 0109）2014 年 

3.11.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の硫化水素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.11.1 に示

す。  

表 3.11.1  分析方法種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

ガスクロマトグ

ラフ法  

（GC 法）  

試料ガスを熱イオン化検出器付きガスクロマ

トグラフに直接導入し，得られたクロマトグ

ラムから，試料ガス中のシアン化水素の濃度

を算出する。  

0 .3～ 41.7 mg/m3  

(0 .2~34.4  ppm) 

4-ピ リ ジ ン カ ル

ボン酸 -ピラゾロ

ン吸光光度法  

（ PCP 法）  

試料ガス中のシアン化水素を水酸化ナトリウ

ム吸収液に吸収させた後， 4-ピリジンカルボ

ン酸 -ピラゾロン溶液を加えて発色させ，吸光

度（ 638 nm）を測定し，試料ガス中のシアン

化水素の濃度を算出する。  

0 .6～ 10.4 mg/m3  

(0 .5~8.6 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積分率 

 

3.11.2 試料ガス採取方法 

3.11.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1)  ガスクロマトグラフ法：注射筒を用いて採取する。  

2)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法：吸収瓶 (250 mL)を 2 個連結して用

いる。  

吸収液（ 5 mol/L 水酸化ナトリウム溶液）  

 
3.11.2.2 試料ガスの採取，分析用試料ガス及び分析用試料溶液の調製 

1) ガスクロマトグラフ法の場合 

①  ガスクロマトグラフ法の採取操作で得られた注射筒内の試料ガスを分析用試料

ガスとする。  

2)  4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン吸光光度法の場合  

① 試料ガスの採取終了後，吸収瓶内の吸収液をビーカー300 mL に移し，水で吸

収瓶内を洗浄し，ビーカーに加える。  

②   ビーカーの内容液を全量フラスコ 250 mL に入れ，水を標線まで加える。これ

を分析用試料溶液とする。  
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3.11.3 ガスクロマトグラフ法（GC 法） 

3.11.3.1 適用条件 

 この方法は，試料採取時に水分が凝縮しない場合に適用する。 

 

3.11.3.2 使用する試薬，ガス 

  塩酸，水酸化ナトリウム，シアン化カリウム，塩化ナトリウム，硝酸銀，デキス

トリン水和物，ウラニン， p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン，アセトン  

 

3.11.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸（0.24 mol/L）：塩酸 2 mL を水に溶かして 100 mL とする。  

2) 水酸化ナトリウム溶液（0.1 mol/L）：水酸化ナトリウム 4 g を水に溶かして 1 L

とする。シアン化物イオン標準液の希釈に用いる。  

3)  デキストリン溶液（ 20 g/L）：デキストリン 2 g を水に溶かし， 100 mL とする。

使用時に調製する。  

4) ウラニン溶液（2 g/L）：ウラニン 0.2 g を水に溶かし， 100 mL とする。  

5) p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン溶液：（ 0.2 g/L）：p -ジメチルアミノベン

ジリデンロダニン 0.02 g をアセトン 100 mL に溶かす。  

6) 硝酸銀溶液（0.1 mol/L）：硝酸銀 8.5 g を少量の水に溶かした後，褐色の全量フ

ラスコ 500 mL にとり，水を標線まで加える。塩化物イオン標準液を用いて標定

する。標定は， JIS の本文参照。  

7)   シアン化物イオン標準液（ 1.0 mg/mL）：シアン化カリウム 0.63 g を適量の水に

溶かし，全量フラスコ 250 mL に入れ，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L） 25 mL

を加え，水を標線まで加える。適宜希釈して検量線を作成する。冷蔵庫に保存す

れば１カ月は安定である。また，使用時に標定して用いるとよい。  

 標定は，p -ジメチルアミノベンジリデンロダニン溶液を指示薬とし， p -ジメチル

アミノベンジリデンロダニン溶液で滴定する。 JIS の本文参照。  

8) シアン化物イオン標準液（0.04 mg/mL）：全量フラスコ 250 mL に 7)のシアン化

物イオン標準液（ 1 mg/mL）10 mL をとり，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）を

標線まで加える。使用時に調製する。  

9) シアン化物イオン標準液（0.004 mg/mL）：全量フラスコ 100 mL に 8)のシアン

化物イオン標準液（ 0.04 mg/L）10 mL をとり，水酸化ナトリウム溶液（ 0.1 mol/L）

を標線まで加える。使用時に調製する。  

 

3.11.3.4  装置及び器具 

1) 試料導入器具（気体用シリンジ） 

2) ガスクロマトグラフ装置 
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3) カラム：充てんカラム，キャピラリーカラム 

4) 熱イオン化検出器 

 

3.11.3.5 ガスクロマトグラフの分析条件 

 分析条件は，使用するカラムの種類及び機器によって最適条件が異なるので，各機

器の操作手引書を参考にして操作する。  

 

3.11.3.6 定量操作 

1)  検量線の作成  

 数個の全量フラスコ10 mL に CN -標準液（ 0.004～ 0.04 mg/mL）の一定量（ 1～ 4 mL）

をとり，NaOH（ 0.1 mol/L）を加えた後，塩酸（ 0.24 mol/L）を標線まで加える  

↓  

検量線用標準液 10 μL を装置に導入し，クロマトグラムを得る  

↓  

シアン化物イオンの質量（ ng）とピーク面積又はピーク高さとの関係線を作成する  

2)  定量操作  

分析用試料ガスを装置に導入し，クロマトグラムを得る  

↓  

検量線からシアン化物イオンの質量 a (ng)を求める  

↓  

同様に空試験ガス中のシアン化物イオンの質量 b (ng)を求める  

 
3.11.3.7 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のシアン化水素の濃度を算出する。  

 = 1.04 × ( − )
 

= 0.861 × ( − )
 = × 1.21 

 

 ここで，  ：試料ガス中のシアン化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のシアン化水素の体積分率（ ppm）  

  ：分析用試料ガス中のシアン化物イオンの質量 (ng) 

 b ：空試験ガス中のシアン化物イオンの質量 (ng)  

  ：試料ガス導入量（mL）  
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3.11.4 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法（PCP 法） 

3.11.4.1 適用条件 

 この方法は，ハロゲンなどの酸化性ガス及びアルデヒド類，硫化水素，二酸化硫黄

などの還元性ガスが共存すると影響を受けるので，その影響を無視できる場合に適用

する。  

 

3.11.4.2 使用する試薬 

酢酸，りん酸水素二ナトリウム，りん酸二水素カリウム， p-トルエンスルホンク
ロロアミドナトリウム三水和物（クロラミン T）， 3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロ
ン，4-ピリジンカルボン酸ナトリウム四水和物，N,N-ジメチルホルムアミド，フェ
ノールフタレイン，エタノール（ 95），シアン化カリウム  

 

3.11.4.3 試薬溶液の調製 

1) 酢酸（1+1）  
2) 酢酸（1+8）  
3) りん酸緩衝液 (pH7.2)：りん酸水素二ナトリウム 17.8 g を水約 300 mL に溶か
した溶液に，りん酸二水素カリウム溶液（ 200 g/L）を pH 値が 7.2 になるまで加
えた後，水で 500 mL にする。  

4) フェノールフタレイン溶液（1 g/L）：フェノールフタレイン 0.1 g をエタノール
50 mL に溶かし，水を加えて 100 mL とする。  

5) p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物（クロラミン T）溶液（ 10 
g/L）：p-トルエンスルホンクロロアミドナトリウム三水和物 0.62 g を水に溶かし
て 50 mL とする。この溶液は， 10 ℃以下の冷蔵庫に保存すれば約１週間は使用
できる。  

6) 4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液：3-メチル -1-フェニル -5-ピラゾロン 0.3 
g を N,N-ジメチルホルムアミド 20 mL に溶かす。別に 4-ピリジンカルボン酸ナ
トリウム 1.8 g を水約 50 mL に溶かし，両液を合わせ水を加えて 100 mL とす
る。  
注  この溶液は冷蔵庫に保存すれば約 2 週間は安定であるが，黄色に着色した場合

は使用しない。  
7) シアン化物イオン標準液 (1.0 mg/mL)  3.11.3.3 7)に同じ。適宜希釈して検量
線の作成に使用する。  

 

3.11.4.4 装置及び器具 

分光光度計又は光電光度計を用いる。  
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3.11.4.5 定量操作 

1)  検量線の作成   

数個の全量フラスコ 50 mL に CN -標準液  (0.001 mg/mL)0.5～ 10 mL をとる  

             ↓←水 

        約25 mL とする  

             ↓←フェノールフタレイン溶液（1 g/L） ,1 滴  

             ↓←酢酸（1+1）  

        栓をして静かに液を混ぜる 

             ↓←りん酸緩衝液 (pH7.2),10 mL  

             ↓←クロラミンT 溶液（ 10g/L） ,0 .5mL 

        栓をして室温で5 分間放置  

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 ,10 mL 
             ↓←水を標線まで加える 

       25 ℃，水浴中で 30 分間放置  

             ↓ 

空試験液を対照として吸光度（ 638 nm）を測定  

           ↓ 

   シアン化物イオンの質量(mg)と吸光度との関係線を作成する  

 

2)  定量操作  

分析用試料溶液 v mL を全量フラスコ 50 mL に入れる  

             ↓←フェノールフタレイン溶液（1 g/L） ,1 滴  

             ↓←酢酸（1+1）で中和  

       栓をして静かに液を混ぜる 

             ↓←りん酸緩衝液 (pH7.2),10 mL  

             ↓←クロラミンT（ 10 g/L）溶液 ,0 .5  mL 

        栓をして室温で5 分間放置  

             ↓←4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン溶液 ,10 mL 
             ↓←水を標線まで加える 

          25 ℃，水浴中で 30 分間放置  

             ↓ 

空試験液を対照として吸光度（ 638 nm）を測定  

             ↓ 

     検量線からシアン化物イオンの質量a(mg)を求める  
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3.11.4.6 濃度の算出 

次の式により，試料ガス中のシアン化水素の濃度を算出する。  

= 1.04 × × 250 × 1000 

= 0.861 × × 250 × 1000 = × 1.21 

 

 ここで，  ：試料ガス中のシアン化水素の質量濃度（mg/m3）  

  ：試料ガス中のシアン化水素の体積百万分率（ ppm）  

  ：分析用試料溶液中のシアン化物イオンの質量（mg）  

 v ：分析用試料溶液 250 mL に対する分取量（mL）  

  ：標準状態の試料ガス採取量（ L）  
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3.12 排ガス中の水銀分析方法(JIS K 0222) 1997 年 

 現行の JIS K 0222 は燃料などの燃焼，鉱石のばい焼，金属製錬，汚泥や廃棄物の処

理などの排ガス中のガス状水銀を分析する方法であり，湿式吸収－還元気化原子吸光

分析法によるガス状全水銀の分析，金アマルガム法を用いたガス状金属水銀の分析，

及びガス状二価水銀を湿式還元するガス状全水銀の連続測定法から成る。 2018 年 4

月の改正大気汚染防止法の施行によって，水銀排出施設に排ガス中の水銀測定が義務

付けられ，環境省告示第 94 号に JIS K 0222 の吸収液を用いた分析法を拡張した方法

が定められた。主な拡張のポイントは，ダストとして排出される水銀 (粒子状 )とガス

として排出される水銀を並行して採取し，それぞれを分析し排ガス中の全水銀濃度と

するもので，前者は JIS Z 8808 に基づきダストをサンプリングしダスト中の水銀を分

析するのに対し，後者は JIS K 0222 の吸収液による分析のサンプリング時間，吸引

ガス量を拡大し，測定下限値を引き下げている。  

水銀排出規制の決定の際には， 5 年を目処に種々の見直しを行うことが定められ，

2020 年現在，水銀測定法の再検討が進んでいる。2021 年度以降に，環境省告示法の見

直し， JIS K 0222 の改正に反映される計画となっている。  

測定法に関する主な見直しのポイントは，粒子状水銀とガス状水銀を一括でサンプ

リングするもので，ダストを濾紙で捕集したのち，フィルターを通過したガスの全量

を吸収液に導入するメインストリームサンプリング，メインストリーリームサンプリ

ングでは吸収液に導入するガス量が多すぎる場合，フィルターを通過したガスの一部

を分岐し吸収液に導入するサイドストリームサンプリングの導入であり，環境省告示

法，JIS 改正のいずれにも採用される見込みである。さらに JIS では，金アマルガム法

の全水銀の測定への対応，自動分析計の JIS B7994 排ガス中の水銀濃度自動計測器へ

の移行，及び最新の JIS 様式への適合が予定されている。  

 

3.12.1 分析方法の種類と概要 

JIS K 0222-1997 の分析方法の種類と概要を表 3.12.1 に示す。  

表 3.12.1 分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  概  要 定量範囲  

湿式吸収 －還元気化原子

吸光分析法  

排ガス中のガス状全水銀の定量  水銀量として  

1～ 1000 ng 

金アマルガム捕集 －加熱

気化原子吸光分析法  

排ガス中のガス状金属水銀の定

量  

水銀量として  

0 .01～ 1000 ng 

連続測定法  排ガス中のガス状全水銀の連続

分析  

水銀濃度として  

1  μ /m3～ 5 mg/m3  
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3.12.2 湿式吸収－還元気化原子吸光分析法 

3.12.2.1 試料ガス採取方法 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

(2)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先端

または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールを詰め，ろ過材とする。

排ガス中の水分が凝縮しないように，必要に応じて加熱又は保温する。  

(3)  導管：四ふっ化エチレン樹脂製とする。排ガス中の水分が凝縮しないように，必要

に応じて加熱又は保温する。（加熱の必要がない場合には，特殊塩化ビニル樹脂製

の導管を用いることができる。）  

(4)  吸収液：等溶の過マンガン酸カリウム溶液（ 3 g/L）と硫酸 (1+15)とを混合する。着

色ガラス瓶に保存する。  

(5)  吸収瓶：あらかじめ硝酸 (1+9)及び水で洗浄し乾燥した，容量 250 mL のものを用

いる。吸収液を 100 mL 入れ， 2 本直列につなぎ，冷却槽に入れて冷却する。  

(6)  吸引量：吸引流量を 0.5～ 1.0 L/分とし，吸引量は 20 L 程度とする。ただし，吸収

液の色が消失するまで吸引してはならない。  

 

3.12.2.2 試料採取操作 

採取操作は，次による。 

吸収瓶に吸収液を入れる  

 

ガス採取管内を試料ガスで置換する  

 

流路切替コックを吸収瓶側に回し，ガスメーターの指示値を読みとる  

 

ポンプのスイッチを入れ，試料ガスの採取する  

 

試料ガスの温度，ゲージ圧，大気圧を測定する  

 

約 20L 採取し，ポンプを止め，ガスメーターの指示値を読みとる  

※この間に液の色が消失する場合は、吸引を停止する。  
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A:ろ過材  

E :吸収瓶  

I :吸引ポンプ  

B :試料ガス採取管  

F :冷却槽  

J :流量調節コック  

C :保温ヒーター  

G :流路切替コック  

K :湿式ガスメーター  

D :バイパス  

H :乾燥管  

 

図 3.12.1 試料採取装置の構成の例 

 

3.12.2.3 分析試料の調製 

試料の調製は，次による。 

 

試料ガスを通じた吸収液をフラスコに移す  

吸収瓶を少量の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液(20 g/L)及び

水で洗い，フラスコに加える 

 

還流冷却器を取り付け，静かに加熱する  

 

1 時間煮沸する  

※この間に液の色が消失する場合は温度を約 6 0  ℃に下げ  
過マンガン酸カリウム溶液 (5 0  g /L )  2  mL を加えて再煮沸する。  
色が 1 0 分間残るまでこの操作を繰返す。  

 

温度を 40 ℃以下に冷却  

←  溶液を振り混ぜながら塩化ビドロキシルアンモ
ニウム溶液 (200 g/L)を滴加  

過剰の過マンガン酸カリウムを分解する  

 

冷却後，溶液を全量フラスコ 500 mL に移し水を標線まで加え分析用試料溶液とする  

 

試料溶液と同量の吸収液について同様の操作を行い，空試験用溶液とする  
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3.12.2.4 分析方法 

試料の分析は，次による。 

 

測定装置に定められた試料溶液の適量を還元容器にとる  

← 硫酸(1+35)を添加 (測定装置に定められた量 )  

← 塩化すず(Ⅱ )溶液を添加 (手早く )  

塩化すず (Ⅱ )二水和物 1 0  g を硫酸 (1＋ 2 0 )  60  mL に

溶かし，水を加えて  1 0 0  mL としたもの。  

空気ポンプを作動させて空気を流す  

 

(発生した水銀を吸収セルに導く )  

 

波長 253.7 nm における吸収を測定する  

 

バイパスコックを回して吸収の指示値が元の値となるまで通気を続ける  

※密閉循環方式の場合  

 

試料溶液採取量と同量の溶液をとり，空試験を行い試料の指示値を補正する  

 

検量線を用いて試料中の水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を算出する  
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A:還元容器  
B :乾燥管  
C :吸収セル  

D :空気ポンプ  
E :水銀除去装置  
F :バイパスコック  

 A :還元容器  
B :乾燥管  
C :流量計  

D :吸収セル  
E :空気ポンプ   
F :水銀除去装置  

密閉循環方式の例   開放送気方式の例  

図 3.12.2 分析装置の構成 

 

3.12.2.5 検量線の作成 

・水銀標準液を段階的に還元容器にとり，試料溶液と同様の操作を行う。  

・使用した水及び硫酸 (1+35)について，試料溶液と同様の操作を行って空試験値を求

め，指示値を補正する。  

・補正された指示値と水銀の質量との関係線を作成し，検量線とする。検量線の作成

は試料測定時に行う。  

 

3.12.2.6 濃度の算出 

水銀の濃度は次の式により算出する。  = × × 1
 

    ここで C：  水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

        A：  検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

        v：  試料溶液の体積 (mL) 

        v 1：  分取した試料溶液の体積 (mL) 

        V S：  標準状態の試料ガス採取量 (L) 
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3.12.3 金アマルガム捕集－加熱気化原子吸光分析法 

3.12.3.1 試料ガス採取方法 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

(2)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先

端または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールを詰め，ろ過材とす

る。排ガス中の水分が凝縮しないように，必要に応じて加熱又は保温する。  

(3)  導管：四ふっ化エチレン樹脂製とする。排ガス中の水分が凝縮しないように，必

要に応じて加熱又は保温する。（加熱の必要がない場合には，特殊塩化ビニル樹

脂製の導管を用いることができる。）  

(4)  ガス洗浄瓶：緩衝液 100 mL を入れたガス洗浄瓶。  

(5)  除湿瓶：容量 250 mL の空のガス洗浄瓶。  

(6)  水銀捕集管：石英ガラス管に石英ガラスウール，捕集剤 80～ 200 mg，石英ガラス

ウールの順に充塡したもの。  

(7) 試料採取：試料採取装置を用いて，洗煙後の試料ガスを一定時間，0.5～ 1.0 L/分

の流量で水銀捕集管に通し，水銀の捕集量が 1 μg 以下となるように，通気量を調

節する。採取後は速やかに捕集管をガラス製試験管に入れ，ブチルゴム製栓で密

封する。空試験値測定のため，試料ガスを通していない水銀捕集管を用意する。  

 

 
 

 

       

図 3.12.3 試料採取装置の構成の例 

  

A：ろ過材         B：試料ガス採取管  C：保温材         D：ガス洗浄瓶 

E：除湿瓶         F：冷却水槽        G：水銀捕集管    H：バイパス 

I：流路切換コック J：吸引ポンプ      K：流量調節コック L：湿式ガスメーター 
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図 3.12.4 水銀捕集管の例  単位 mm 

 

 

 

 

 

写真 3.12.1 水銀捕集管の例 

 

3.12.3.2 試薬及び装置 

・活性炭： 840 μm 程度のもの  

・緩衝液：中性りん酸塩 pH 標準液（ JIS K 8802 に規定するもの）  

・キャリヤーガス：水銀を除去した空気又は不活性ガス  

・水銀標準ガス：図 3.12.5 に水銀標準ガス調製装置の例を示す。容器に少量の水銀を

入れ，一定温度の室内に 1 時間以上放置する。容器内の温度を温度計で読み取り，表

3.12.2 によって容器内の水銀濃度を求める。この一定量をガスタイトシリンジで採取

し，水銀標準ガスとする。  

 

 

A:水銀  

B:容器 (500～ 1000 mL) 

C:シリコン栓  

D:ガスタイトシリンジ  

E:温度計 (最小目盛 0.1℃ )  

F:シリコン栓  

G:断熱材  

図 3.12.5 水銀標準ガス調製装置の例 
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表 3.12.2 温度－飽和水銀濃度の例 

温度  ℃  水銀濃度  ng/mL 

0.0  2 .179 

5.0  3 .516 

10.0 5 .567 

15.0 8 .630 

20.0 13.179 

 

・装置：水銀除去フィルター，加熱気化炉，除湿瓶，ガス洗浄瓶，水銀再捕集炉，流

路切換コック，吸収セル，吸引ポンプ，流量計，水銀除去装置，水銀再捕集管などに

よって構成する。装置の構成の例を図 3.12.6 に示す。  

 
A：水銀除去フィルター  B：加熱気化炉  C：ガス洗浄瓶  D：除湿瓶  

E：水銀再捕集炉  F：流路切換コック  G：吸収セル  H：水銀除去装置  

I：吸引ポンプ  J：流量調節コック  K：流量計  L：水銀再捕集管  

図 3.12.6 加熱気化装置の構成の例 
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3.12.3.3 分析操作 

試料の分析操作は，次による。  

水銀捕集管を加熱気化炉に挿入する  

 

キャリアーガスを流速 0.2～ 0.5 L/分で通じながら  

600～ 800 ℃に約 3 分間加熱する  

※発生した水銀を再捕集管に導く  

 

流路切換コックを切り換える  

※キャリヤーガスを吸収セルに導く  

 

捕集管を 500～ 800 ℃の一定温度で加熱する。  

※発生した水銀を吸収セルに導く。  

 

波長 253.7 nm における吸収のピーク高さ又は面積を測定する  

 

空試験値測定用の水銀捕集管を用い試料と同様の操作を行い，空試験値を求める  

 

検量線によって水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を算出する  

 

3.12.3.4 検量線の作成 

・水銀除去フィルターを外し，水銀標準ガス 0.1～ 10 mL をガスタイトシリンジで段階

的にとり，吸引ポンプを作動させながら水銀捕集管に導き，水銀を捕集する。  

・ 3.12.3 .3 の操作を行う。  

・標準ガスを導入した後，水銀除去フィルターを装着する。  

・水銀の質量と測定値との関係線を作成し，検量線とする。検量線の作成は定量時に

行う。  

 

3.12.3.5 濃度の算出 

水銀の濃度は次の式により算出する。  = ( − ) × 1
 

    ここに C：  水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

        A：  検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

       A 0：  空試験値 (ng) 

       V S：  標準状態の試料ガスの採取量 (L) 
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3.12.4 連続測定法 

3.12.4.1 採取位置 

(1)  試料ガス採取の一般的な事項は JIS K 0095 による。流速の分布が均一な位置を採

取位置に選ぶ。  

 

3.12.4.2 装置 

装置は試料採取部，還元気化部，気液分離部及び冷原子吸光装置で構成する。図

3.12.7 に連続測定装置の構成の例を示す。  

(1)  採取管：ほうけい酸ガラス，石英ガラス，チタン又はセラミック製とし，その先端

または途中にシリカウールまたは無アルカリガラスウールのろ過材を詰め，排ガ

ス中のダストへの水銀の吸着を防ぐために 200 ℃以上に加熱する。導管は排ガス

からダストを除去した試料ガスを導くための管で，ふっ化エチレン樹脂製のもの。

水分の凝縮を防ぐため，保温又は加熱し，水銀の吸着を防ぐため，なるべく短くす

る。  

(2)  還元気化部：ダストを除去した試料ガスと還元液を連続的に接触させ，試料ガス

中の水銀を連続的に還元気化させるもので，反応生成物への水銀の付着や管の閉

塞に注意する。  

(3)  気液分離部：気体と液体との分離及び除湿を行う。  

(4)  冷原子吸光装置：冷原子吸光装置は，光源としての低圧水銀放電管，石英ガラス製

吸収セル，検出器及び圧力センサーによって構成する。  

(5)  還元剤溶液：精密分析用塩化すず (Ⅱ )二水和物 90 g を精密分析用又は有害金属測

定用の硫酸 (1＋ 30)に溶かし， 3 L とする。又は， JIS K 9502 に規定する L-アスコ

ルビン酸 50 g に水 700 mL を加え，かき混ぜて溶し，水を加えて l  000 mL とした

もの。  

(6)  水銀標準ガス：水銀標準液を還元気化法によって気化させ，水銀を除去した空気

で希釈したガスを四ふっ化エチレン樹脂袋に採取する方法，還元容器に水銀標準

液を連続的に定量注入しながら，同時に空気を通気する方法，3.12.3 .2 の水銀標準

ガスをシリンジで必要量採取し ,  四ふっ化エチレン樹脂袋に注入し、水銀を除去し

た空気で希釈する方法で，必要な水銀標準ガスを調製する。空気の体積は標準状

態での体積に換算する。  

(7)  ゼロガス： 3.12.3 の水銀捕集管，活性炭などを通して水銀を除去した空気。  
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図 3.12.7 連続測定装置の構成の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A：ろ過材  B：還元気化部  C：導管  D：気液分離部  
E：流路切換コック  F：送液ポンプ  G：排液タンク  H：還元液タンク  
I：ゼロガス用水銀除去フィルター  J：吸収セル  K：圧力センサー  
L：水銀除去フィルター  M：空気ポンプ  N：流量調整器  O：流量計  
P：恒温槽  
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3.12.4.3 操作 

測定操作は次による。  

加熱部分，恒温槽などが設定温度になるまで待つ  

 

還元液送液ポンプを起動して，還元液を還元気化部に送液する  

 

試料ガスを水銀除去フィルターの経路を通して通気する  

 

ゼロ校正を行う  

指示計の指示又は記録計の指示が安定し

た後，増幅器を調整してゼロに合わせ

る。  

水銀濃度測定モードにする  

※ガス経路を試料ガス側 (水銀除去フィルターの経路をバイパスする。 )にす

ると水銀濃度測定モードとなり，連続測定状態となる。  

 

標準ガス校正を行う  

標準ガスを通気し，指示計又は記録計の

指示が安定した後，増幅器を調整して指

示を標準ガス濃度に合わせる。  

試料ガスを測定する  

 

3.12.4.4 記録計 

記録計は連続濃度，任意の時間ごとの積分値又は平均濃度を記録する。  
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3.12.5 環境省告示法と改正に向けた取り組み 

環境省告示第 94 号では，粒子状水銀とガス状水銀を並行して採取し，それぞれを定

量して，排ガス中の濃度を求め，合算して全水銀とする。  

ガス状水銀及び粒子状水銀の試料採取は，可能な限り同じ開始時間とする。試料採

取時の状況は，異常値や特異値が検出された際の測定結果の検証に必要な情報である

ため，必ず記録する。  

 

3.12.5.1 試料の採取 

(1) ガス状水銀  

a)  器具及び装置  

試料採取に当たっては，JIS K 0095 の 6(試料採取装置 )に規定するほか，次のとおり

とする。試料採取装置の構成の例を下図に示す。なお，器具及び装置は， 5 ％硝酸で

十分洗浄し，空試験によって測定に支障がないことを確認する。  

 

1：ろ過材  2：採取管  3：保温ヒーター  4：バイパス  

5：吸収液  6：冷却槽  7：流路切換コック  8：乾燥管  

9：吸引ポンプ  10：流量調整コック  11：流量計   

 

図 3.12.8 試料採取装置の構成の例 

 

 採取管や導管は、排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス，石英ガラス、四ふっ化

エチレン樹脂製など水銀の付着しにくいものを用いる。吸収瓶は容量 250 mL のもの

を用い， 0.5～ 1 L/分の流量でガスを吸引する。流量計には湿式又は乾式ガスメーター

を用い，ガス流量を 0.1 L/分の単位まで測定できるものとする。  

 

 

  

  

 
 

 

排 ガ ス
流   

5  
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b)  採取方法  

試料採取方法の一般的事項は， JIS K 0095 による。また，試料採取に当たっては，

JIS K 0095 の 6.8 吸収瓶法 (試料ガス量をガスメーターで計測する場合 )によるほか，

次のとおりとする。  

・試料採取位置は流速の分布が均一な位置を選ぶ。  

・あらかじめ 5％硝酸及び水で洗浄し乾燥した吸収瓶に吸収液を 100 mL 入れ，冷却槽

に入れて冷却する。吸収瓶は，ろ過型又は円筒ろ過型のバブラー付きのものが望まし

い。採取に当たっては，吸収瓶は 2 本以上を直列に連結する。  

・二酸化硫黄濃度の高い排出ガスや有機物の多い排出ガスでは，硝酸 (5  ％ ) /過酸化水

素水 (10 ％ )溶液などによる洗浄を行い，洗浄に用いた溶液についても水銀の定量を行

う。  

・排出ガスの洗浄を行う場合は、洗浄のための瓶と吸収瓶との間に空瓶を 1 本置く。  

・最終の吸収液中の水銀濃度が，直前の吸収液中の水銀濃度の 5 ％以下であること。

また，2 本の吸収瓶では吸収能力が不足する場合，1 本目の吸収瓶の交換によって，吸

収液の水銀吸収能力を維持してもよい。  

・吸収流速を 0.5～ 1.0 L/分とし，吸引量は 100 L 程度とする。吸収液の過マンガン酸

カリウムの色が消失するまで吸引してはならない。  

 

(2) 粒子状水銀 

a)器具及び装置  

J IS Z 8808 に基づき，等速吸引 (相対誤差 -5～ +10％の範囲内 )でダストをサンプリン

グする。器具及び装置は，あらかじめ 5 ％硝酸で十分洗浄し，空試験によって測定に

支障がないことを確認しておく。また，ダスト捕集器の位置は， JIS Z 8808 の 9.2(ダ

スト試料採取装置の構成 )の 1 形とする。採取管及びダスト捕集器の温度を煙道の排出

ガスの温度と同じにすることが可能な場合には， JIS Z 8808 の 9.2 の 2 形でもよい。  

採取管は，排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス，石英ガラス，四ふっ化エチレ

ン樹脂など水銀の付着しにくいものを用いる。吸引ノズルの内径は 4 mm 以上とし，

あらかじめ 5 ％硝酸で洗浄し，乾燥して保存する。  

ダスト捕集器は， JIS Z 8808 の 9.3.1 .2b(ダスト捕集器 )に規定するろ紙を用いるダス

ト捕集器とし，ろ紙には， JIS K 0901 に規定する気体中のダスト試料捕集用ろ過材の

性能試験方法によって捕集率，圧力損失，吸湿率，加圧強度及び JIS K 0901 の 5.6 に

おいて規定された金属の含有量が明らかなものを選定する。  

採取管から吸収瓶までの器具を装着した状態で，10～ 40 L/分の流量で排出ガスを吸

引することができるポンプ，排出ガスの流量を 10～ 40 L/分の範囲で 0.1 L/分まで測定

できる湿式または乾式ガスメーターを用いる。  
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b)  採取方法  

試料採取方法の一般的事項は， JIS K 0095 による。また，試料の採取方法は， JIS Z 

8808 の 10(ダスト試料の採取方法 )の規定によることとし， 1000 L 程度以上採取する。 

・試料の採取位置は代表的な性状のガスが採取できる位置とし， JIS Z 8808 の 5(測定

位置，測定孔及び測定点 )  に規定する測定点のうち，可能な限り平均流速に近い地点

(等速吸引が可能な地点 )とする。  

・ JIS Z 8808 に準じて、測定点における排出ガス流速を計算し、試料ガスの採取量及

び採取時間を考慮して吸引流量を算出する。また等速吸引となるようにノズルの内径

を決定する。  

・採取装置の漏れ試験は採取管のノズルの口をふさいで吸引ポンプを作動させ，ガス

メーターの指針が停止していることを確認し，記録する。  

・採取管のノズルを，排出ガスの流れと逆向きにして測定孔から測定点まで挿入し，

ガスメーターの指示値を読み取る。吸引ポンプの作動とともに採取管のノズル方向を

排出ガスの流れに正しく直面させ，等速吸引によって排出ガスを吸引する。  

・採取管のノズルから吸引するガスの流速は，測定点の排出ガス流速に対して相対誤

差 -5～＋ 10 ％の範囲内とする。等速吸引を行っているうちに吸引流量が低下し，等速

吸引が困難な場合には，吸引を一時停止し，捕集部のろ過材などを交換する。  

・試料採取中少なくとも１回は，試料採取点の酸素濃度と採取装置のポンプ出口の酸

素濃度とに差がないことにより漏れがないことを確認し，結果を記録しておく。また，

フィルター捕集部のろ過材の交換などでラインが外された場合には，復帰後に必ず行

う。  

・試料ガスの必要量を採取した後、採取管のノズルを再び排出ガスの流れと逆向きに

して吸引ポンプを停止し，ガスメーターの指示値を読み取った後、採取管を取り出す。  

 なお、ダクト内が負圧の場合は、吸引ポンプを作動させたまま速やかに採取管をダ

クト外に取り出し、ポンプを停止する。  

 

3.12.5.3 分析試料の調製 

(1) ガス状水銀 

a)  試薬  

試薬は必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用の試薬と水 A4(又は A3)を用い，

硫酸 (1＋ 1)，過マンガン酸カリウム溶液 (50 g/L)，塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液

(200 g/L)，塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (20 g/L)，硝酸 (5  ％ )  (洗浄用 )を調製す

る。  

 b)  器具及び装置  

分析試料の調製に当たっては，500 mL フラスコ，還流冷却器を用いる。なお，器具

及び装置は， 5 ％硝酸で十分洗浄し，空試験によって測定に支障がないことを確認す
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る。 

3.12.5.4 操作 

(1) ガス状水銀  

 試料ガスを通じた吸収液を吸収瓶(空瓶を含む。以下同じ )ごとに別々のフラスコに

移す。吸収瓶を少量の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (20 g/L)  及び水で洗浄し，

それぞれのフラスコに加える。試料採取に用いた採取管，導管及び吸収瓶について，

5 ％硝酸で洗い，それぞれのフラスコに加える。以下，フラスコごとに操作を行う。  

還流冷却器を取り付け，突沸を避けながら静かに加熱し， 1 時間煮沸する。この間

に，過マンガン酸カリウムの色が消失する場合には，温度を約 60 ℃に下げ，過マンガ

ン酸カリウム溶液 (50 g/L)  2  mL を加え，再び煮沸し，過マンガン酸カリウムの色が約

10 分間残るまでこの操作を繰り返す。温度を 40 ℃  以下に冷却する。試料ガス中に有

機物を含まない場合には，この操作は省略できる。  

溶液を振り混ぜながら塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液 (200 g/L)を滴加し，過剰

の過マンガン酸カリウムを分解する。冷却後，溶液を全量フラスコ 300 mL に移し，水

を標線まで加え，分析用試料溶液とする。  

分析用試料溶液に用いたものと同量の吸収液について，同様な操作を行い，空試験

用溶液とする。  

(2) 粒子状水銀  

以下の方法により，ろ紙全量を湿式酸分解して分析用試料溶液とする。加熱気化－

原子吸光法を用いる場合は，分析用試料溶液の調製を省略できる。  

･  ろ紙を分解フラスコに入れ，水を加えて約 50 mL とする。  

・  分解フラスコを冷水で冷やしながら，硝酸 20 mL を少しずつ加え，静かに混合し

た後，硫酸 (1＋ 1)20 mL を少しずつ加える。  

・  フラスコ内の反応が止むまで冷水中で放置した後，過マンガン酸カリウム溶液 (30 

g/L)20 mL を加えて振り混ぜ，室温で約 15 分間放置する。  

・ 過マンガン酸カリウムの色が消えたときは，溶液の赤紫色が 15分間持続するまで，

マンガン酸カリウム溶液 (30 g/L)を少量ずつ加える。  

・  ペルオキソ二硫酸カリウム溶液 (50 g/L)10 mL を加え，約 95 ℃以上の水浴中に分解

フラスコ溶液部分を浸して２時間加熱する。  

(注 )この加熱操作中に過マンガン酸の色が消えた場合は過マンガン酸  カリウム溶液

(30 g/L)を追加してもよい。  

・液温を約 40℃とし、尿素溶液 (10g/L)10mL を加え、溶液を振り混ぜながら、塩化ヒ

ドロ  キシルアンモニウム溶液 (20g/L)を滴加し、過剰の過マンガン酸カリウムを分解

する。  

・これをガラス繊維又はガラス繊維ろ紙でろ過し，全量フラスコ 200 mL に入れ，  水

を標線まで加え，これを分析用試料溶液とする。  
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3.12.5.5 濃度測定 

(1) ガス状水銀  

a)  試薬  

試薬は必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用の試薬と水 A4(又は A3)を用い，

硫酸 (1+35)、塩化すず (Ⅱ )溶液，水銀希釈用溶液 ,  水銀標準液 (100 mg/L)を調製する。  

b)  器具及び装置  

原子吸光分析装置又は水銀用原子吸光分析装置を用いる。流量計は 0.5～ 3 L/分の流

速が測定できるもの。  

c)  操作手順  

・分析用試料溶液の適量を還元容器にとり，硫酸を試料に添加する。  

・上記溶液の 1/20 量の塩化すず (Ⅱ )溶液を手早く添加し，空気ポンプを作動させてあ

らかじめ設定した最適流速で空気を流し，発生した水銀を吸収セルに導く。  

・波長 253.7 nm における吸収を測定する。  

・空試験溶液について，分析用試料溶液採取量と同量の溶液をとり，上記と同様の操

作を行って吸収の指示値を求め，試料について得られた指示値を補正する。  

・検量線を用いて試料中の水銀の質量を求め，試料ガス中の水銀濃度を式１によって

算出する。  = × × 1
 式 1 

 

C： 水銀の質量濃度 (μg/m3 )  

A： 検量線から求めた水銀の質量 (ng) 

v： 分析用試料溶液の体積 (mL) 

v 1： 分取した分析用試料溶液の体積 (mL) 

V S： 試料ガス採取量 (0℃， 101.32 kPa)  (L)  

 

d)  検量線の作成  

水銀標準液を段階的に還元容器にとり，水銀分析に使用した試料溶液量と同量の水

及び硫酸を添加し，試料分析と同様の操作を行う。使用した水及び硫酸についても空

試験値を求め，指示値を補正する。補正された指示値と水銀の質量との関係線を作成

し，検量線とする。検量線の作成は試料測定時に行う。  

(2) 粒子状水銀  

粒子状水銀の濃度の測定方法には， 3.12.5.5(1)に準じた方法又は加熱気化－原子吸

光法を用いる。ただし，加熱気化－原子吸光法の場合は，粒子状水銀が付着したろ紙

全量を用いて測定する。  
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3.12.5.6 水銀等の濃度の算出 

・ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を合算する。  

・酸素の濃度による補正が必要な場合には，式２によって所定の酸素の濃度に換算し

たものを濃度とする。  = (21− )(21− ) ×  式 2 

 

C： 酸素の濃度 On における水銀濃度 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

O n： 施設ごとに定める標準酸素濃度 (％ )  

O S： 排出ガス中の酸素の濃度 (％ )。ただし，排出ガス中の酸素の濃度が 20 ％

を超える場合は，O S＝ 20 とする。  

C S： 排出ガス中の実測水銀濃度 (0  ℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

 

表 3.12.3 施設ごとに定める標準酸素濃度 

施  設  の  種  類  O n  (％ )  

一の項，二の項 (石炭燃焼ボイラー等 )  6  

七の項 (セメント製造施設 )  10 

八の項，九の項 (廃棄物焼却炉等 )  12 

(注 )  「施設の種類」は，大気汚染防止法施行規則別表第三の三に掲げる項を示す。  

上表に記載のない項に掲げる施設については，酸素濃度補正は不要。  

・濃度については，ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて，有効数字 2 桁とし

て 3 桁目以降を切り捨て，検出下限未満の場合には，検出下限未満であったことを表

示する。ただし，表示する桁は，試料ガスにおける検出下限の桁までとし，それより

下の桁は表示しない。なお，試料ガス採取量については， JIS Z 8401 の規定によって

数字を丸め，有効数字 3 桁で表示する。  

・検出下限については，ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて JIS Z 8401 の規

定によって数値を丸め，有効数字 1 桁で表示する。  

 

3.12.5.7 検出下限及び定量下限 

a)  分析装置の検出下限及び定量下限  

最低濃度の検量線作成用標準液を測定し，定量する。この操作を 5 回以上繰り返し，

得られた測定値から式 3 により標準偏差を求め，その 3 倍を装置の検出下限，10 倍を

装置の定量下限とする。ここでは，測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し，得ら

れた検出下限は，有効数字 1 桁で表し，定量下限は検出下限と同じ桁まで丸める。  
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ここで得られた装置の検出下限が， 1 ng より大きいときには，器具，機器などを確

認して，この値以下になるよう調節する。  

 

= ∑( − )( − 1)  式 3 

 

S： 標準偏差  

X i： 測定値 (ng) 

X： 測定値の平均値 (ng) 

n： 測定回数  

 

b)  測定方法の検出下限及び定量下限  

試料ガスを通じず 3.12.5 .4(1)までの操作を行った吸収液及び試料ガスを通じず

3.12.5 .4(2)までの操作を行ったろ紙に式 4 によって算出した量の水銀溶液を添加し，

測定に用いるのと同量調製し，それぞれ 3.12.5 .5 により測定する。この操作を 5 回以

上繰り返し，得られた測定値から式 3 により標準偏差をガス状水銀及び粒子状水銀に

ついてそれぞれ求め，その 3 倍を測定方法の検出下限，10 倍を測定方法の定量下限と

する。ここでは，測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し，得られた検出下限は有

効数字 1 桁で表し，定量下限は検出下限と同じ桁まで丸める。  

 = ′×  式 4 

 

Q： 水銀の添加量 (ng) 

QL’： 分析装置の定量下限 (ng)  

v： 測定用試料の液量 (mL) 

v i： 分析装置への注入量 (mL) 

c)  試料ガスにおける検出下限及び定量下限  

試料ガスにおける検出下限及び定量下限は，試料ガスの採取量などによって異なって

くるため，式 5 及び式 6 によってガス状水銀及び粒子状水銀についてそれぞれ試料ご

とに求める。  

 = × × 1
 式 5 
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= × × 1
 式 6 

 

 

CD L： 試料ガスにおける検出下限 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

CQ L： 試料ガスにおける定量下限 (0℃， 101.32 kPa)  (μg/m3 )  

DL： 測定方法の検出下限 (ng)  

QL： 測定方法の定量下限 (ng)  

v： 測定用試料の液量 (mL) 

v i： 分析装置への注入量 (mL) 

V S： 試料ガスの採取量 (0℃， 101.32 kPa)  (L) 

 

3.12.5.8 空試験 

空試験は，捕集剤，吸収液，前処理時等に使用する試薬などの汚染のレベルを確認

する空試験 (以下「操作ブランク試験」という。 )  と試料ガス採取及び試料の運搬にお

ける汚染を確認するための空試験 (以下「トラベルブランク試験」という。 )  の 2 種類

とする。  

(1)  操作ブランク試験  

操作ブランク試験は，測定用試料の調製又は分析装置への導入操作などに起因する

汚染を確認し，測定に支障のない測定環境を設定するために行うものである。試料採

取用と同一ロットの捕集剤及び吸収液を用意し， 3.12.5 .3 から 3.12.5 .5 の操作を試料

と同様に行う。  

この試験は，試薬のロットが変わるときなど一定の周期で定期的に行う。  

 

(2)  トラベルブランク試験  

トラベルブランク試験は，試料ガス採取準備時から採取試料の運搬までの汚染の有

無を確認するためのものであり，採取操作以外は試料と全く同様に扱い，持ち運んだ

ものについて， 3.12.5.3 から 3.12.5 .5 の操作を試料と同様に行う。  

この試験は，試料採取から採取試料の運搬までに汚染が考えられる場合 (電気集じん

機で集められた灰などによる汚染 )  には必ず行わなければならないが，それ以外の場

合には，汚染防止が確実に行われていることが確認できれば毎回行わなくてもよい。  

トラベルブランク試験を行う場合には，少なくとも 3 試料以上行い，その結果の平

均値 (e)を求めて，次のように測定値の補正を行う。  

1)トラベルブランク試験の結果の平均値 (e)(以下「トラベルブランク値 (e)」という。 )  

が操作ブランク試験の結果 (a)(以下「操作ブランク値 (a)」という。 )と同等 (等しいか，

小さい )とみなせる (e≒ a)ときには，移送中の汚染は無視できるものとする。  
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2)トラベルブランク値 (e)が操作ブランク値 (a)より大きい (e＞ a)場合には，次のように

する。  

・トラベルブランク値 (e)が，試料の測定値 (d)以下であり (e≦ d)，測定値 (d)がトラベル

ブランク試験結果の標準偏差の 10 倍から算出した濃度値 (f)以上 (d≧ f)  の場合には，

測定値 (d)からトラベルブランク値 (e)を差し引いて濃度を計算する。  

・測定値 (d)がトラベルブランク試験結果の標準偏差の 10 倍から算出した濃度値 (f)  よ

り小さい (d＜ f)，又はトラベルブランク値 (e)が試料の測定値 (d)より大きい (e＞ d)場合

には，測定の信頼性に問題があるため，通常欠測扱いとする。このような場合には，

汚染の原因を発見して取り除いた後，再度試料ガスの採取を行う。  

 

3.12.6 環境省告示法の見直し，JIS K 0222 改正のポイント 

環境省告示法の見直し， JIS K 0222 改正に共通するポイントは，粒子状水銀とガス

状水銀の一括サンプリングである。これまでの JIS K 0095 に基づくガス状物質のサン

プリングでは排ガス採取流量を 1 L/分前後としているのに対し， JIS Z 8808 のダスト

のサンプリングでは，等速吸引，ならびにノズルの最小径を 4 mm としているため吸

引ガス量はガス状物質のサンプリング流量を大きく上回ることが多く，ガスと粒子を

一括でサンプリングするには流量の整合がとれなかった。また，ガス状物質の吸収液

は 250 mL の吸収瓶に 100 mL 程度の吸収液であったため，ここにダストサンプリン

グの排ガス量を通過させると吸収効率の低下，吸収液のキャリーオーバーなどを引き

起こし，吸収操作そのものが困難となるものであった。欧米では大型の吸収瓶を用い

て，ダストのサンプリングとガス状物質のサンプリングを一括で行うメインストリー

ムサンプリングが主流であり，また欧州ではダストサンプリングの吸引流量とガス状

物質の吸引流量が整合しない場合に，ダストを除いた排ガスの一部を吸収液に導くサ

イドストリームサンプリングが規定されている。そのため，我が国においてもメイン

ストリームサンプリング，及びサイドストリームサンプリングを規定し，粒子状水銀

とガス状水銀を同時に一括でサンプリングできるよう検討が行われている。具体的に

は，吸収瓶の大きさ，吸収液の濃度や量，吸収を妨害する物質をあらかじめ除去する

前処理とそこで捕集された水銀の定量方法などが改正される見込みである。  
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図 3.12.9 メインストリームサンプリングの構成の例 

 

図 3.12.10 サイドストリームサンプリングの構成の例 

 

さらに， JIS K 0222 の金アマルガム法は元素状水銀蒸気を測定するものであるが，

ISO ではガス状全水銀の測定に対応するため，サンプリングノズル直後でガス状２価

水銀をガス状金属水銀に還元する方法，ならびにダストの捕集と組み合わせた粒子上

水銀とガス状水銀を合わせた全水銀の測定法に拡張した方法が審議されている。JIS K 

0222 の改正の際には， ISO 規格に整合した方法に改正をされると考えられる。また，

排ガス中のガス状全水銀の自動分析計は JIS B 7994 排ガス中の水銀濃度自動計測器が

規定されている。 JIS B 7994 はガス状２価水銀を乾式で還元する方法に基づくもので
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ヒータ

ドライヤ
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あるが， JIS K 0222 に規定されていた自動分析計は湿式の還元である。 JIS K 0222 の

改正に当たり，自動分析計は B シリーズに移行することとなり， JIS B 7994 に統合さ

れる方向で審議中である。  
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3.13 排ガス中の酸素分析方法（JIS K 0301）2016 年 

 

3.13.1 分析方法の種類及び概要 

  排ガス中の酸素を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表 3.13.1に示す。 

表 3.13.1 分析方法の種類及び概要 

分析方法

の種類  
分析方法の概要  

要旨  試料採取  定量範囲（体積分率）  
ガス吸収

法（オル

ザット

式） 1 )  

試料ガス中の酸素を酸素吸収

液によって吸収させ，試料ガ

スの体積の減少量から試料ガ

ス中の酸素濃度を求める。  

直接採取  0 . 2～ 25  % 2 )  
捕集バッグ  0 . 2～ 25  % 

ガスクロ

マトグラ

フ法  

熱伝導度検出器（ TCD）又は光
イオン化検出器（ PI D）を備え
た ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ を 用

い，絶対検量線法によって酸

素濃度を求める。  

注射筒法，捕集バッグ法

又は捕集瓶法による。  
試料ガス採取量：  
1 0 0  mL～ 10  L 程度  

TCD： 0 .1～ 2 0  % 
P ID： 0 .1～ 2 0  %  

自動  
計測法  

a )  磁気式  
b)  電気化学式  

捕 集 バ ッ グ 法 又 は 連 続

測定  
0～ 5  % 

0～ 1 0  % 
0～ 2 5  % 

濃度の概略値を簡便に求める場合，測定条件が合えば検知管法を用いる方法もある。

（ JIS 附属書 A 参照）  
注 1 )  酸素吸収液は，試料ガスに含まれる二酸化炭素も吸収するため，酸素の測定前に二酸化炭素

吸収液を用いて二酸化炭素を吸収させて除き，試料ガスの体積の減少量を測定しておく必要

がある。  
2 )  酸素と二酸化炭素との合計の体積である。  

 

3.13.2 試料ガス採取方法 

3.13.2.1 ガス吸収法（オルザット式）の場合 

JIS K 0095 に例示する図 3.13.1の方法によって，吸引ポンプ又はスプレー用二連球

によって吸引する試料ガスを直接分析装置に送り込む。 

 

 

 

 

 

図 3.13.1 試料ガス採取方法の例 

 

3.13.1.2 ガスクロマトグラフ法の場合 

試料ガスの採取方法の種類は注射筒法，捕集バック法及び捕集瓶法がある（第 4 章、

JIS K 0095 参照）。ここでは捕集瓶法を紹介する。 

 ※捕集バック法は3.3 排ガス中の一酸化炭素分析方法を参照。  

採取管  導管  乾燥管  
吸引ポンプ又は  
スプレー用二連球  

分析装置又は  
捕集バッグ  

保温又は加熱  
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(1) 捕集瓶 

試料ガスをガスの状態で捕集するガラス製の容器で，コックが二つ付いた流通採取

用捕集瓶（ 300～ 500 mL）又はコックが一つ付いた真空採取用捕集瓶（ 100～ 1000 mL）

とする。 

(2) 試料ガスの採取操作 

図 3.13.2に例を示すガス捕集瓶に，その容量の 10 倍以上のガスを通過させた後に

採取するか，又はガス捕集瓶をあらかじめ真空ポンプを用いて真空にしておき，これ

に試料ガスを導入して採取する。このとき，試料ガス採取管は，採取前に試料ガスで

十分に置換しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.13.2 試料ガス採取装置（捕集瓶法）の例 

 

 

 

3.13.3 定量方法 

3.13.3.1 オルザット式分析装置 

(1) 試薬 

水，塩化ナトリウム，塩酸，メチルオレンジ，水酸化カリウム，ピロガロール 

(2) 試薬溶液の調製 

a) 封液：水200 mL に塩化ナトリウム 44 g を溶かし，これに塩酸 (2+98)2 mL を加

え，メチルオレンジ溶液 1～ 2 mL を加えて赤色に着色したもの。 

b) メチルオレンジ溶液：水100 mL にメチルオレンジ 1 g を溶かす。 

c) 塩酸(2+98)：塩酸 2，水 98 の割合で混合したもの。 

d) 吸収液  

 1）二酸化炭素吸収液：水200 mL に水酸化カリウム 60 g を溶かしたもの。 

 2）酸素吸収液：水100 mL に水酸化カリウム 60 g を溶かしたものと，水 100 mL に

ピロガロール 12 g を溶かしたものとを等体積ずつ吸収ピペット内に混合して用い

る。 

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.13 排ガス中の酸素分析方法 

 3 © JEMCA 2021 

(3) オルザット式分析装置の構成 

a) ガスビュレット及び水準瓶 

ガスビュレットは図 3.13.3-1に示すような容量 100 mL のガラス製で 0～ 25 mL の

間は 0.1 mL ごとに目盛を刻み，1 mL ごとに目盛を示す数字を記入したもので，外側

に水ジャケット管を取り付ける。ガスビュレットと水準瓶は図 3.13.3-2に示すよう

に約 1 mL のゴム管で連結し，ビュレットを台に固定して分配管（ S）と接続する。水

準瓶は 250 mL 以上の容量のガラス瓶を用い，この中に封液を約 200 mL 入れる。 

b) ガス吸収ピペット 

ガス吸収ピペットは図 3.13.3-3に示すような２連瓶で，一方のガス接触部に細い

ガラス管を充てんした約 200 mL のものとする。図 3.13.3-2 に示す吸収ピペット(C)

に二酸化炭素吸収液を約 180 mL 入れ，コック (c)と接続する。同じく吸収ピペット (D)

には酸素吸収液を約 180 mL 入れ，コック (d)と接続する。次に吸収ピペットの後方側

とゴム袋 (R)を付けた連結管とそれぞれ接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.13.3-1                         図 3.13.3-2  

オルザット式ガスビュレットの例       オルザット式分析装置の例 

A：ガスビュレット P：吐出管 
B：水準瓶 R：ゴム袋 
C：二酸化炭素吸収ピペット S：分配管(内径 1～1.2mmの毛管) 
D：酸素吸収ピペット U：導管(内径 1～1.2mmの毛管) 
E：一酸化炭素吸収ピペット c,d,e：二方コック 
F：水ジャケット管  f：三方コック 
G：ゴム管 

単位 mm 
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図 3.13.3-3 オルザット式ガス吸収ピペットの一例 

 

(4) オルザット分析操作 

操作手順の概要を次に示す。 

標線合わせ 

↓ 

分析用試料ガスの採取 

↓ 

二酸化炭素の吸収 

↓ 

酸素の吸収 

↓ 

濃度の計算 

 

a) 標線合わせ（図 3.13.3-2参照） 

    f を開き［  ］，B を上げて A 中の空気を追い出して 

f を閉じる［  ］ 

↓ 

 B を下げつつ c を開いて吸収液の液面を C の標線に合わせて 

c を閉じる。D についても同様に行う 

↓ 

    f を開き［  ］，B を上げて A の標線に封液の液面を合わせて， 

f を閉じる［ ］ 

 

b) 分析用試料ガスの採取（図 3.13.3-2参照） 

単位 mm 
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 オルザット式分析装置の導管に接続された状態のままB を下げ， 

f を開いて［ ］，A に試料ガス約 100 mL を採取し， 

捕集バッグのコックを閉じた後， f を閉じる［   ］(1) 

↓ 

 B を上げた後， f を P 側に開いて［  ］， 

1 回目の試料ガスを追い出し， S 中の空気を試料ガスと置換する (2) 

↓ 

 (1)， (2)の操作を繰り返し， S 内の空気を完全に試料ガスと置換する (3) 

↓ 

 (1)， (2)と同様な操作で試料ガスを A に 100 mL よりやや過剰に採取して 

f を閉じる［ ］(4) 

↓ 

 B の高さを調節して A のゼロ目盛に封液面を合わせ， 

G を指で押さえるなどして f を開き［  ］， 

過剰の試料ガスを追い出して，速やかに f を閉じる［  ］ 

G を押さえていた指を離す (5) 

↓ 

A の封液面と B の封液面と同一のレベルにして 

A の目盛を 0.1 mL の単位まで読み取る (6) 

1 回の操作で追出し不十分なときは，この操作を繰り返す 

 

c) 二酸化炭素の吸収（図 3.13.3-2参照） 

 B を上げ， c を開いて試料ガスを C に送り込み， 

B を上下して試料ガスを C と A の間を数回往復させ， 

二酸化炭素を吸収させる (1) 

↓ 

  吸収後，B を下げ， 

二酸化炭素吸収液の液面を C 上部の標線に合わせて c を閉じ， 

A の封液面と B の封液面を同一レベルにして 

吸収されずに残った試料ガス体積を測定し， 

試料ガス体積の減少量を求める (2) 

↓ 

 (1)の操作では吸収が不十分な場合があるので， 

試料ガス体積の減少が認められなくなるまで (1)， (2)の操作を繰り返す (3) 

↓ 

 この吸収による試料ガス体積の減少量a mL を求める (4) 
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d) 酸素の吸収（図 3.13.3-2参照） 

二酸化炭素による吸収減少量を読み取る 

↓ 

B を上げ， d を開いて，試料ガスを D に送り込み， 

二酸化炭素の吸収と同様に操作を行う 

↓ 

吸収後の全減少量 b mL を求める 

 

e) 酸素濃度の算出 

次の式によって試料ガス中の酸素濃度（体積分率）を算出する。 = − × 100 
C： 酸素濃度（%）  

a： 二酸化炭素吸収後のガス体積減少量 (mL)  

b： 酸素吸収後のガス体積の全減少量 (mL)  

V： 採取した試料ガス量 (mL)  

なお，二酸化炭素濃度は次の式によって求めることが出来る。 

′ = × 100 
C'： 二酸化炭素濃度（%）  

 

3.13.3.2 ガスクロマトグラフ法 

(1) 装置及び器具 

a) 試料導入器具及び装置 

3 .3 一酸化炭素分析方法の 3.3.3 .1(1)a)による。  

b) カラム 

 カラムの例を表3.13.2に示す。  

表 3.13.2 カラムの例 

カラムの種類  カラム充塡剤 a )  管  
固定相  担体の粒

径  
µm  

内径  
mm  

長さ  
m  

充塡カラム  合成ゼオライト 1 3 X 形（ Na 塩）
又は合成ゼオライト 5 A 形（ Ca
塩）  

1 5 0～ 50 0  1～ 5  0 .5～ 6  

吸 着 形 キ ャ ピ ラ

リーカラム  
合成ゼオライト 5 A 形（ Ca 塩）  0 . 3 2～

0 .5 3  
3 0～ 5 0  

注 a )  合成ゼオライトには，モレキュラシーブ 1 3 X 及びモレキュラシーブ 5 A がある。  
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c) 検出器 熱伝導度検出器（TCD）又は光イオン化検出器（ PID）を用いる。放電

型の光イオン化検出器には，ヘリウムプラズマ光イオン化検出器（HPID），バ

リア放電光イオン化検出器（BID）などの種類がある。ランプ式光イオン化検出

器は使用できない。  

d) キャリヤーガス及び検出器用ガス 

キャリヤーガス及び各検出器に用いるガスを表 3.13.3 に示す。  

 

表 3.13.3 キャリヤーガス及び各検出器に用いるガス 

検出器  キャリヤーガス  付加ガス  検出器用ガス  

TCD 
He， N 2，  H 2  

又は Ar  

キャリヤーガス  
と同種のもの (必要

な場合 )  
－  

P ID 
純度 9 9 .9 99  9  % 
以上の He  

－  
キャリヤーガス  
と同種のもの  

 

(2) ガスクロマトグラフの操作条件 

a) 試料導入部の条件  

  設定条件は次の条件の範囲内で最適な状態に設定する。 

1)  ガスタイトシリンジによる場合 試料導入部温度は，50～ 200 ℃程度に設定す

る。試料注入量は，0.1～ 3 mL 程度とする。キャピラリーカラムを使用する場合

はカラムの内径に応じて適宜スプリット注入を行う。  

2)  気体試料導入装置による場合 試料導入部温度及び気体試料導入装置の設定温

度は，室温程度に設定する。カラム温度が試料導入部及び気体試料導入装置の

温度に影響を与える場合は， 200 ℃程度まで設定してもよい。試料注入量は，

0.1～ 3 mL 程度とする。キャピラリーカラムを使用する場合はカラムの内径に

応じて適宜スプリット注入を行う。  

b) 操作条件の例 

操作条件はカラムの分離性能が十分発揮できるカラム温度及びキャリヤーガス

流量とする。特に光イオン化検出器を使用する場合は共存物質の影響を受けやすい

ため，アルゴンと酸素との間で十分なピークの分離を確保しておく必要がある。操

作条件の例を，表 3.13.4に示す。  
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表 3.13.4 操作条件の例 

カラムの種類  分析条件  
カラム温度 ℃ キャリヤーガス b )  流量 

mL/min  
充塡カラム a )  － 5 0～ 4 0  c )  He， N 2，  H 2  

又は Ar  
5～ 6 0  

吸 着 形 キ ャ ピ ラ リ ー

カラム  
0～ 4 0  d )  He， N 2，  H 2  

又は Ar  
2～ 1 0  

注 a )  流量 5～ 1 5  mL/min，内径 2  mm 以下のものはマイクロパックドカラムとも
呼ばれている。  

b )  検出器が PID の場合，キャリヤーガスはヘリウムを使用する。  
c )  3  m カラムの場合， － 5 0  ℃程度でアルゴンと酸素とが分離できる。  
d )  3 0  m カラムの場合， 0  ℃程度でアルゴンと酸素とが分離できる。  

 

c) 検出器の操作条件 

操作条件は下記の表の条件の範囲内で最適な状態に設定する。  

表 3.13.5 検出器の操作条件 

検出器  カラム  
検出器  
温度  

検出器ガス  
流量  

助燃ガス  
流量  

付加ガス  
流量  

TCD 

充塡カラム  
1 0 0～

2 0 0  ℃  

－  －  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

8～ 4 5   
mL/min  

P ID 

充塡カラム  
1 0 0～

3 5 0  ℃  
2 0～ 1 00  
 mL/min  

－  －  

キャピラリー

カラム  
－  －  

 

(3) 定量操作 

定量操作は，次による  

ガスクロマトグラフの条件を設定する。  

↓  

ガスタイトシリンジあるいは気体試料導入装置を用いて，  

分析用試料をガスクロマトグラフに導入する。  

↓  

試料ガスを導入後，適切な時間のクロマトグラムを記録する。  

↓  

クロマトグラム上の酸素に相当するピークについて，  

ピーク面積又はピーク高さを求める。  

↓  

(4)の検量線から，試料ガス中の酸素の質量（ ng）を求める。  
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濃度が高く検量線の範囲を超える場合，気体試料の導入量を減らす，試料の希釈を

行うなどの手段を講じ検量線の範囲内に入れる。  

(4) 検量線の作成 

捕集バッグ，真空捕集瓶などに適切な濃度の検量線用ガスを調製したもの，又は

市販の標準ガスを試料ガスと同様の操作によって導入し，クロマトグラムを記録す

る。検量線用ガス中の酸素のピーク面積又はピーク高さを測定し，酸素の質量（ ng）

とピーク面積又はピーク高さとの検量線を作成する。  

この操作は，1 日の分析の始め又は分析条件が変わったときには，少なくとも 1 回

行うことが望ましい。  

 

(5)  酸素濃度の算出  

試料ガス中の酸素の濃度算出は，次の式による。  

= 0.700 × × 10 × 10× 273.15273.15 + × 101.32 

 

= × 273.15273.15 + × 101.32 = 1.43 × 10 ×  

 

ここに，  C v： 試料ガス中の酸素の体積分率（%）  

 Cw： 試料ガス中の酸素の質量濃度（mg/m 3）  

 A： 検量線で求めた分析用試料ガス中の酸素の質量（ ng）  

 V： 試料ガス注入量（mL）  

 t： 試料ガス測定時の温度（℃）  

 P： 試料ガス測定時の大気圧（ kPa）  

 0 .700： 酸素 1  mg に相当する酸素の体積（mL）  

 1 .43： 酸素 1  ppm に相当する質量濃度（mg/m 3）  

 10 － 6： 質量の単位を ng から mg に変換する係数  

 10 2： mL/mL を%へ変換する係数  

 10 4： %を ppm へ変換する係数  

 273 .15： 0  ℃に対応する絶対温度（ K）  

 101 .32： 標準大気圧（ kPa）  
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3.14 排ガス中のホルムアルデヒド分析方法（JIS K 0303）2012 年 

3.14.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のホルムアルデヒドを測定するための分析方法，概要，試料採取及び定量

範囲を表 3.14.1 に示す。  

表 3.14.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  

（ガス捕集法）  
概 要 

定量範囲  

mg/m3  

AHMT 吸光光度法  

（ほう酸吸収瓶捕集） 

 

ほう酸溶液に捕集した後，塩基性とし AHMT を

加えて発色させ，吸光光度を測定し定量する。 

0 .5～ 100 

(0 .4～ 75) 

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ

（GC）法  

（DNPH捕集剤の吸収

瓶 捕 集 法 又 は カ ー ト

リッジ捕集法）  

 

DNPH 溶液に捕集した後，クロロホルムなどに

よって抽出し，ガスクロマトグラフで分離定量

する。  

0 .5～ 75 

(0 .4～ 56) 

DNPH の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，クロロ

ホルムなどに再溶解してガスクロマトグラフ

で分離定量する。  

0 .5～ 60 

(0 .4～ 45) 

高 速 液 体 ク ロ マ ト グ

ラフ（HPLC）法（DNPH

捕 集 剤 の 吸 収 瓶 捕 集

法 又 は カ ー ト リ ッ ジ

捕集法）  

DNPH 溶液に捕集した後，クロロホルムなどに

抽出し，アセトニトリルに再溶解後高速液体ク

ロマトグラフで分離定量する。  

0 .3～ 75 

(0 .2～ 56) 

DNPH の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，高速液

体クロマトグラフで分離定量する。  

0 .3～ 60 

(0 .2～ 45) 

高 速 液 体 ク ロ マ ト グ

ラフ（HPLC）法  

（ CEBHA 捕集剤のカ

ートリッジ捕集法）  

CEBHA の含浸捕集剤を詰めたカートリッジに

捕集した後，アセトニトリルで溶離し，高速液

体クロマトグラフで定量する。  

0 .3～ 60 

(0 .2～ 45) 

AHMT 吸光度：自動分

析法  

（ 水 酸 化 カ リ ウ ム 吸

収瓶法）  

AHMT 吸光光度法の自動計測器によって，周期

的に自動分析する。  

 

0～ 27 

(0～ 20) 

 

＊定量範囲の（ ）内は体積百万分率ppm 

AHMT： 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2 ,4-トリアゾール  
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DNPH： 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン  

CEBHA：O-（ 4-シアノ -2-エトキシベンジル）ヒドロキシルアミン  

この他に附属書 A（規定）にイオンクロマトグラフ法と付属書 B（規定）にクロモ

トロープ酸吸光光度法がある。  

 

3.14.2 試料ガス採取方法 

3.14.2.1 試料ガスの採取 

試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行うが，カートリッジ

捕集法は，他の排ガスの試料採取方法と一部異なる。各分析方法での試料ガス採取の

概略を示す。  

(1)  AHMT 吸光光度法：吸収瓶捕集，吸収液：ほう酸溶液（ 5 g/L），液量 40 mL ×2

本，標準採取量： 2～ 20 L，試料吸引流量： 1 L/min 程度  

(2)  ガスクロマトグラフ（GC）法：DNPH 吸収瓶捕集，吸収液：DNPH 塩酸溶液（ 2 

g/L），液量 40 mL ×2 本，標準採取量：2～ 10 L，試料吸引流量：1 L/min 程度 DNPH

試料採取用カートリッジ捕集，標準採取量：2～ 10 L，試料採取流量：0.5～ 1 L/min

（濃度が高い場合には 2 個連結するか，ガス採取量及び試料吸引流量を下げて調

節する。）破過していないことを確認する。採取時のカートリッジ温度は 75±5 ℃

程度が適当である。100 ℃を越えると生成したヒドラゾンが分解する恐れがある。 

(3)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法：DNPH 吸収瓶捕集 ,吸収液：DNPH 塩酸溶液

（ 2  g/L） ,  液量 40 mL×2 本，標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量： 1 L/min 程

度 DNPH 試料採取用カートリッジ捕集，標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量：

0.5～ 1 L/min（濃度が高い場合には 2 個連結するか，ガス採取量及び試料吸引流

量を下げて調節する。）破過していないことを確認する。採取時の温度は GC 法と

同じ。  

(4)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法： CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集法，

標準採取量： 2～ 10 L，試料吸引流量： 0.5～ 1 L/min（濃度が高い場合には 2 個連

結するか，ガス採取量及び試料吸引流量を下げて調節する。）破過していないこ

とを確認する。  

(5)  AHMT 自動分析法：吸収瓶捕集，吸収液：水酸化カリウム溶液（ 0.12 mol/L）  

 

3.14.2.2 試料ガスの採取用吸収液，試料採取用カートリッジの調製 

(1)  AHMT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集）：ほう酸吸収液（ 5 g/L）は JIS K 8863 に

規定するほう酸 5 g を水に溶かして 1 L とする。この溶液は使用する直前に調製

する。  

(2)  GC 法又は HPLC 法（DNPH 吸収瓶捕集）：吸収液（DNPH 2 g/L）の調製は次によ

る。  
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a)  DNPH の適量をろ紙上にとり，水分をろ紙によって除いた後，シリカゲル入りデ

シケーター中で乾燥し，使用時まで保管する。  

b)  別に，密閉できる容器に塩酸（ 2 mol/L） 1 L を入れ，容器内の空気を  J IS K 

1107  に規定する窒素 2 級で置換する。乾燥した後，DNPH 2 g を先の塩酸に加

えて，溶かす。  

c)  密閉して半日程度放置し，ガラスろ過器（G3）でろ過する。  

d)  ろ液 200 mL を分液漏斗 1000 mL にとり，ヘキサン 200 mL を加えて  5 分間激し

く振り混ぜ，静置する。水相を別の分液漏斗に入れ，再びヘキサン 200 mL を

加えて同様の洗浄操作を行った後，水相を分離し，有機相は捨てる。この溶液

40 mL について，空試験を行い，ホルムアルデヒド −DNPH 含有量が 0.4 µg を超

えるときは，更にヘキサンによる洗浄操作を繰り返し，この値以下であること

を確認しておく。  

e)  残りのろ液についても同様の洗浄操作を行う。  

f )  洗浄後の溶液は，塩酸及びヘキサンで洗浄したほうけい酸ガラスの着色瓶に速

やかに移し，密栓して冷暗所に保存する。以上の操作は，カルボニル化合物が

共存しない条件下，例えば，窒素置換したグローブボックス内で行う必要があ

る。  

(3)  GC 法又は HPLC 法（DNPH 試料採取用カートリッジ捕集）：DNPH 試料捕集用カ

ートリッジの調製は次による。  

a)  DNPH アセトニトリル溶液：DNPH をろ紙上にとり，水分をろ紙によって除い

たもの約 5 g を 60 ℃のアセトニトリルに溶かし，保温ろ過後，窒素を流しなが

ら徐々に冷却して再結晶を行う。この再結晶した DNPH 1 g をアセトニトリル

100 mL に溶かす。この溶液を原液とし，着色瓶に入れて，密栓をして冷暗所に

保存する。約  2  週間は使用できる。使用の直前に，この原液 25 mL をアセトニ

トリルで 1 L に希釈し，塩酸 1 mL を加えて DNPH アセトニトリル溶液を調製

する。 (再結晶した DNPH が残った場合は，シリカゲルデシケーターに入れ，冷

暗所に保存するとよい。 )  

b)  DNPH 試料採取用カートリッジの調製：市販の HPLC 前処理用シリカゲルカー

トリッジ［内径約 10 mm，長さ約 30 mm の円筒にシリカゲル（粒径約 150 

μm） 0.7 g を充塡したもの］に，次の処理をして用いる。アセトニトリル約 10 

mL を流して洗浄し，窒素を通して乾かす。 a)で調製した DNPH アセトニトリル

溶液 10 mL を流して含浸させた後，窒素を通して過剰のアセトニトリルを除去

し，カートリッジを上口デシケーター中で 1 時間程度乾燥する。調製後は密栓

して冷蔵庫中に保存する。 (市販のホルムアルデヒド捕集用 DNPH 試料採取用カ

ートリッジを用いてもよい。試料採取用カートリッジは，通常，使い捨てと
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し，再生は行わない。試料採取用カートリッジの空試験はロットごとに行うと

よい。 ) 

(4)  HPLC 法（CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集）：CEBHA 試料採取用カートリッ

ジの調製は次による。  

a)  コーティング用 CEBHA の調製：アンモニア水（ 6 mol/L） 300 mL 及び CEBHA

の塩酸塩 20 g を反応器に入れ，更に酢酸エチル 200 mL を加えて 10 時間かき混

ぜた後，分液漏斗に移し入れ，振り混ぜた後，放置する。分離した酢酸エチル

層を分液し，塩化ナトリウム溶液（飽和） 100 mL によって，次いで水 100 mL

を用いて洗浄する。得られた酢酸エチル層は，無水硫酸マグネシウムによって

脱水乾燥する。ろ過して硫酸マグネシウムを除去し，温浴 30～ 35 ℃のロータ

リーエバポレーターを用いてろ液の溶媒を気化する。さらに，真空ポンプを用

いて十分に乾燥させて白色の固形物の CEBHA を得る。得られた CEBHA は，窒

素シールで密栓して直射日光を避けた室温（冷暗所）に保存する。約 1 か月間

は使用できる。  

b)  シリカゲルの調製：反応器に，シリカゲル（中性で，直径 63～ 210 µm の球状の

もの） 100 g 及びアセトニトリル 300 mL を入れ，シリカゲルが破壊されないよ

うにして十分かき混ぜた後，ろ紙を用いてろ過し，アセトニトリルを除き，ろ

紙上のシリカゲルを回収し，真空ポンプを用いて十分に乾燥する。  

c)  CEBHA コーティングシリカゲルの調製： b)で得た乾燥したシリカゲル及びアセ

トニトリル 430 mL を反応器に入れ， a)で調製したコーティング用 CEBHA の

1.9 g をアセトニトリル 20 mL に溶解したものを滴加し，次に， JIS K 9005 に規

定するりん酸 1.3 mL をアセトニトリル 20 mL に溶かしたものを滴加する。穏や

かに還流するまで昇温し， 1 分間かき混ぜた後に徐々に室温まで冷却する。室

温にまで冷却した後，更に， 5 ℃以下に氷浴しながら 1 時間かき混ぜる。次

に，ろ過してアセトニトリルを除き，得られた CEBHA でコーティングしたシ

リカゲルをアセトニトリル 430 mL で 3 回洗浄し，更に真空ポンプを用いて十

分にアセトニトリルを気化し乾燥する。  

d)  CEBHA 試料採取用カートリッジの組立：HPLC 前処理用の空カートリッジ（内

径約 10 mm，長さ約 30 mm の円筒形）に c)で得た CEBHA コーティングシリカ

ゲル 0.5 g を充塡したものを，窒素気流下のグローブボックス内でアセトニトリ

ル 5 mL によって洗浄した後，真空ポンプで十分に乾燥する。試料採取用カー

トリッジ上下の吸引口に栓をし，更にアルミニウムラミネート袋に収めて密封

し冷暗所に保存する。約 1 年間は使用できる。（市販のホルムアルデヒド用の

CEBHA 試料採取用カートリッジを用いてもよい。このカートリッジは，通常，

使い捨てとし，再生は行わない。 CEBHA 試料採取用カートリッジの空試験はロ

ットごとに行う。）  
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3.14.3 分析用試料溶液の調製 

(1)  AHMT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集）  

a)  試料ガスの採取終了後，全量フラスコ 100 mL に前段の吸収瓶の内容液を移し入

れる。後段の吸収瓶の内用液を前段の吸収瓶に入れて洗浄し全量フラスコ 100 

mL に加える。  

b)  さらに，新しい吸収液約 15 mL を用いて前段の吸収瓶，後段の吸収瓶の順に洗

い，洗液を a)の全量フラスコ 100 mL に移した後，吸収液を標線まで加える。こ

れを分析用試料溶液とする。  

(2)  ガスクロマトグラフ（GC）法（DNPH 吸収瓶又は捕集カートリッジ）  

1)  吸収瓶捕集（絶対検量線法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水と共に洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 9 mL を加え，5 分間以上振り混ぜた後，静置する。  

d)  クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，クロロホルムを加えて正し

く標線に合わせ，密栓する。これを，分析用試料溶液とする。分析用試料溶液

の保存は，冷暗所において 1 週間を限度とする。  

2)  吸収瓶捕集（内標準法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水と共に洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 9 mL を加え，5 分間以上振り混ぜた後，静置する。  

d)  クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れる。3.14.5 .3’3)のアントラセ

ン標準液（ 1000 μg/mL） 1 mL を加えた後，クロロホルムを加えて正しく標線に

合わせ，密栓する。これを，分析用試料溶液とする。  

3)  カートリッジ捕集（絶対検量線法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジの下に強酸性陽イオン交換樹

脂管を接続し，注射器によりアセトニトリル約 7 mL を通して，ホルムアルデヒ

ド -DNPH を 10 mL の遠沈管に溶離する。  

b)  遠沈管内のアセトニトリルに窒素を静かに吹き付けて，数 10 μL まで揮散する。

気化に伴い試料溶液が冷えるとアセトニトリルが揮発しにくくなるので，水浴

などで 30～ 45 ℃程度に保温すると良い。溶媒を揮散する為の市販装置を用い

てもよい。  

c)  クロロホルムを数 mL ずつ用いて全量フラスコ 10 mL に洗い移し，標線までク

ロロホルムを加える。これを，分析用試料溶液とする。  
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4)  カートリッジ捕集（内標準法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジの下に強酸性イオン交換樹脂

管を接続し，注射器によりアセトニトリル約 7 mL を通して，ホルムアルデヒド

-DNPH を 10 mL の遠沈管に溶離する。  

b)  遠沈管内のアセトニトリルに窒素を静かに吹き付けて，数 10 μL まで揮散する。 

c)  気化に伴い試料溶液が冷えるとアセトニトリルが揮発しにくくなるので，水浴

などで 30～ 45 ℃程度に保温すると良い。溶媒を揮散する為の市販装置を用い

てもよい。  

d)  遠沈管内の溶液をクロロホルム 2～ 3 mL ずつ用いて全量フラスコ 10 mL に洗い

移し，3.14.5 .3’3)のアントラセン標準液（ 1000 μg/mL）1 mL を加えた後，標線

までクロロホルムを加える。これを，分析用試料溶液とする。  

(3)  高速液体クロマトグラフ（HPLC）法（吸収瓶捕集又はカートリッジ捕集）  

1)  吸収瓶捕集（DNPH 吸収瓶捕集法）  

a)  試料ガスの採取終了後，ビーカー 200 mL に 2 本の吸収瓶の内容液を移し，更に

吸収瓶内を少量の水で洗浄する。洗液は，先のビーカーに移し入れる。  

b)  分液漏斗 100 mL に，ビーカーの内容液を少量の水で洗い移す。  

c)  この分液漏斗にクロロホルム 10 mL を加え， 5 分間以上振り混ぜた後，静置す

る。  

d)  クロロホルム層を分離し，これをロータリーエバポレーターで減圧濃縮する。

溶液が少量残っているときにアセトニトリル 5 mL を加えた後，再度，減圧濃縮

により溶媒交換を行う。  

e)  その後，再び少量のアセトニトリルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移し，

標線までアセトニトリルを加える。これを分析用試料溶液とする。  

2)  カートリッジ捕集（DNPH 試料採取用カートリッジ捕集法）  

a)  試料ガスの採取終了後，試料採取用カートリッジにアセトニトリル約 7 mL を

通して，ホルムアルデヒド -DNPH を溶離し，流出液を全量フラスコ 5 mL に受

ける。  

b)  標線まで流出液の採取を続ける。これを分析用試料溶液とする。  

3)  カートリッジ捕集（ CEBHA 試料採取用カートリッジ捕集）  

a)  試料採取を終了した試料採取用カートリッジは，上下にキャップを施し，保管

容器及びアルミニウム袋に収納する。  

b)  輸送時及び保管時の温度は 25 ℃以下に保ち，高温環境（ 40 ℃以上）の場合

は，冷蔵輸送及び冷蔵保存する。  

c)  ガスを捕集したカートリッジの上下のキャップを外す。  
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d)  注射器（ 5～ 10 mL）を用いて，アセトニトリル 5 mL をカートリッジの上部か

らゆっくり注入し， CEBHA－アルデヒド誘導体を流出させ，流出液を全量フラ

スコ 5 mL に移す。  

e)  アセトニトリルを標線まで加え，これを分析用試料溶液とする。  

(4)  AHMT 自動分析法  

試料ガスの採取及び分析は，自動分析装置内で行う。  
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3.14.4 AMHT 吸光光度法（ほう酸吸収瓶捕集） 
3.14.4.1 適用条件 
この方法は，試料ガス中に二酸化硫黄，二酸化窒素，硫化水素，アンモニアなどが

共存しても影響しない。また，ホルムアルデヒド以外のアルデヒド類，例えば，アセ

トアルデヒド，プロパナール（プロピオンアルデヒド），ブタナール（ブチルアルデヒ

ド），ベンズアルデヒドなどは 2 倍量程度共存しても影響しないが，塩素は同量でも影

響する。  

3.14.4.2 使用する試薬  

塩酸，硫酸，水酸化カリウム， 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2 ,4-トリアゾ

－ル（ AHMT），過よう素酸カリウム，ホルムアルデヒド液（ホルマリン），よう素，チ

オ硫酸ナトリウム五水和物，でんぷん (溶性 )，よう化カリウム，炭酸ナトリウム，よう

素酸カリウム  

3.14.4.3 試薬溶液の調製 

a)  水酸化カリウム溶液：水酸化カリウム 28 g をポリエチレン瓶にとり水約 50 mL

を徐々に加え，流水で冷却しながら振り混ぜて溶かした後，水を加えて 100 mL

とする。  

b )  AHMT 溶液：AHMT 0.5 g を塩酸（ 5+95） 100 mL に溶かす。この溶液は着色瓶に

入れて冷暗所に保存する。 1 週間以上経過したものは使用しない。  

c )  過よう素酸カリウム溶液：過よう素酸カリウム 0.75 g をビ－カ－ 200 mL に入れ，

a)の水酸化カリウム溶液 100 mL を加え，水浴上で加熱して溶かした後，冷却す

る。この溶液は着色瓶に入れて冷暗所に保存する。１週間以上経過したものは使

用しない。  

d )  ホルムアルデヒド標準液（HCHO 1  mg/mL）：ホルムアルデヒド液（ホルマリン）

約 3  mL を水 1  L に溶かす。このホルムアルデヒド標準液の濃度は次の方法に

よって求める。  

ホルムアルデヒド標準液（ 1  mg/mL） 10  mL を共通すり合わせ三角フラスコ 200 

mL にとり， 0 .05  mol /L よう素溶液 10  mL 及び水酸化カリウム溶液（ 1  mol /L） 5  

mL を加え， 15 分間室温に放置する。硫酸（ 1  mol /L） 8  mL を加え，残留してい

るよう素を直ちに 0.1  mol /L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定し，溶液が淡黄色

になってから，でんぷん溶液（ 5  g /L） 1  mL を指示薬として加え，更に滴定す

る。別に水 10  mL を用いて空試験を行う。  

ホルムアルデヒド濃度は次の式により求める。この標準液は冷蔵庫内に保存す

れば約 1 か月間安定である。  
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= 1.5.01 × ( − ) × × 110 

 

C： ホルムアルデヒド標準液（HCHO  1  mg/mL）中のホルムアルデヒドの濃

度（mg/mL）  

V： 滴定に要した 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液の体積（mL）  

V 0： 空試験の滴定に要した 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液の体積（mL）  

f： 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター  

1 .501： 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 1 mL に相当するホルムアルデヒドの

質量（mg）  

 

e )  ホルムアルデヒド標準液（HCHO 2  μg/mL）：ホルムアルデヒド標準液（HCHO 1 

mg/mL） 10  mL を全量フラスコ 500 mL にとり，吸収液を標線まで加える。この

溶液 10  mL を全量フラスコ 100  mL にとり，吸収液を標線まで加える。この標

準液は使用時に調製する（ 500 倍希釈）。この溶液の濃度は，d)  ホルムアルデヒ

ド標準液（HCHO 1  mg/mL）の濃度から算出する。  

f )  0 .05  mol /L よう素溶液：よう化カリウム 40  g を水 25  mL に溶かし，これによう

素 13  g を溶かした後 ,塩酸 3 滴を加え，これを全量フラスコ 1000  mL に移し入

れ，水を標線まで加える。  

g )  0 .1  mol /L チオ硫酸ナトリウム溶液：チオ硫酸ナトリウム五水和物 26  g と炭酸

ナトリウム 0 .2  g を，溶存酸素を含まない水 1000  mL に溶かし，2 日間放置した

後，よう素酸カリウムを用いて標定する (J IS  K  8001 の JA.5 .2（滴定用溶液の調

製，標定及び計算）の t )2 )による）。  

h )  でんぷん溶液（ 5  g /L）：でんぷん（溶性） 1  g を水約 10  mL とよく混和し，熱水

200  mL 中にかき混ぜながら加える。約 1 分間煮沸し，放冷する。使用時に調製

する。  

3.14.4.4 装置及び器具 

1)  分光光度計又は光電光度計  

3.14.4.5 定量操作 

a)  検量線の作成  
数 個 の全 量 フラスコ 10 mL に， ホルムアルデヒド標 準 液 (2  μg/mL) 0.1～ 2.0 mL を段 階 的 にとる  

             ↓← 吸収液 

           約2 mL とする  

             ↓← KOH 溶液， 2 mL 

             ↓← AHMT 溶液， 2 mL 

栓をして静かにかき混ぜ，室温で 20 分間放置  
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              ↓← 過よう素酸カリウム溶液，2 mL 

              ↓← 水 

        全量を10 mL にする  

            ↓ 

ホルムアルデヒド添加量ゼロの液を対照液として吸光度（ 550 nm）を測定する  

b)  定量操作  
      全量フラスコ10 mL に，分析用試料溶液 2 mL をとる  

             ↓← KOH 溶液， 2 mL 

             ↓← AHMT 溶液， 2 mL 

栓をして静かにかき混ぜ，室温で 20 分間放置  

              ↓← 過よう素酸カリウム溶液，2 mL 

              ↓← 水 

        全量を10 mL にする  

           ↓ 

ホルムアルデヒド添加量ゼロの液を対照液として吸光度（ 550 nm）を測定する  

   ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量 a（ μg）を求める  

 

（ホルムアルデヒド添加量ゼロの対照液：吸収液 2 mL に KOH 溶液，AHMT 溶液，過

よう素酸カリウム溶液各 2 mL を加え水で全量を 10 mL としたもの）  

3.14.4.6 濃度の算出 

次の式により，排ガス中のホルムアルデヒド濃度を求める。  = × 1.34 
 = 0.746 × × 1002  

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m3）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 a： 分析用試料溶液中のホルムアルデヒドの量 a (μg) 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m3）  
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3.14.5  ガスクロマトグラフ法 (DNPH 吸収瓶捕集) 

3.14.5.1 適用条件 

この方法で，キャピラリーカラムを用い，適切な温度条件で操作すれば，アセトア

ルデヒド，プロパナールなどを同時に定量することができる。  

（絶対検量線法）  
3.14.5.2 使用する試薬 

クロロホルム，DNPH，硫酸，エタノール（ 99.5），ホルムアルデヒド液（ホルマリ

ン）  

3.14.5.3 試薬溶液の調製 

a)  ホルムアルデヒド -DNPH：DNPH 1 g を硫酸 2 mL とエタノール（ 99.5） 15 mL と

を混合した溶液に溶かし，これにホルムアルデヒド液（ホルマリン）2.5 mL をエ

タノール（ 99.5） 5 mL に溶かした溶液を加える。生成した沈殿をガラスろ過器

（G 4）で吸引ろ過し，水とエタノール（ 99.5）で十分洗浄した後，１時間程度，

上口デシケーター内で減圧乾燥する。このホルムアルデヒド -DNPH の融点が 166

～ 168 ℃であることを確認し，乾燥剤としてシリカゲルを入れたデシケータ中で

保存する（市販品もある）。  

b)  ホルムアルデヒド -DNPH 標準液 (HCHO 30 μg/mL)：ホルムアルデヒド -DNPH 105 

mg をクロロホルムに溶かし ,全量フラスコ 50 mL に移し入れ，クロロホルムを標

線まで加える。さらに，この溶液 5 mL を全量フラスコ 50 mL にとり，クロロホ

ルムを標線まで加える（ 10 倍に希釈）。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド 30 

μg に相当する。  

3.14.5.4 装置及び器具 

a)  装置 ガスクロマトグラフ(水素炎イオン化検出器付 ) :カラムは，充塡カラム又は

キャピラリーカラムを用いる。液相は 50%フェニルメチルシリコン又はこれと同

等の性能のものを用いる。  

b)  キャリヤーガス :J IS K 1107 に規定する 1 級若しくは 2 級の窒素又はヘリウム（純

度 99.995 ％以上）。  

c)  燃料ガス :JIS K 0512 に規定する水素 1 級又は 2 級  

d)  助燃ガス :清浄な空気  

e)  濃縮器 :クデルナダニッシュ濃縮器又はエバポレーター  

3.14.5.5 分析操作 

a)  充塡カラムの場合  

①  カラム槽温度： 180～ 250 ℃  

②  試料導入部及び検出器温度： 240～ 280 ℃  

③  キャリヤーガス流量： 20～ 60 mL/min 

b)  キャピラリーカラムの場合  
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①  カラム槽温度： 100～ 250 ℃の間の適切な温度での恒温，又は 40～ 280 ℃の適

切な範囲内での昇温  

②  試料導入部温度：スプリット法，スプリットレス法及び直接導入法では 240～

280 ℃，コールドオンカラム法では 40～ 280 ℃の適切な範囲内で昇温， PTV

法では 0～ 300 ℃の適切な範囲内で昇温（試料の導入方法がスプリット法及び

直接導入法の場合は，恒温又は昇温のいずれでもよい。スプリットレス法，コ

ールドオンカラム法，又は PTV 法では，昇温とする。）  

③  キャリヤーガス流量： 0.5～ 10 mL/min 

注）クロマトグラムのピークが小さくて定量が困難な場合には濃縮を行ってもよ

い  

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 10 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (HCHO 30 μg/mL) 

0 .2～ 5.0 mL を段階的にとる  

               ↓← クロロホルム 

           全量10mL とする  

               ↓ 

これらの溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量は導入方法によって調節する）  

               ↓ 

ホルムアルデヒド（HCHO）の質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との

関係線を作成する  

             （空試験値は差し引く） 

2 )  定量操作  
分析用試料溶液の一定量を GC 装置に注入する  

（検量線作成時の試料量と同一とする）  

              ↓ 

   ホルムアルデヒド-DNPH のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムのピーク面積を求める  

   ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量 a（ μg）を求める  

 

空試験値： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え， 5

分間以上ふり混ぜた後，静置し，クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，

必要な場合クロロホルムを標線まで加える。このクロロホルム抽出液を上と同様に操

作して吸収液の空試験値 b を求める。  
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3.14.5.6 濃度の算出 

 = × 1.34 
 = 0.746 × ( − ) × 1

 

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 a： 検量線から求めたホルムアルデヒドの質量 (μg) 

 b： 空試験値のホルムアルデヒドの量 (μg) 

 n： 濃縮した場合の濃縮倍率，濃縮しない場合は 1 

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  

 

ガスクロマトグラフの（ FID）一例を写真 3.14.1 に示す。  

 

 
写真 3.14.1 ガスクロマトグラフの（FID） 

 

（内標準法）  
3.14.5.2’ 使用する試薬 

クロロホルム，DNPH，硫酸，エタノール（ 99.5），ホルムアルデヒド液（ホルマリ

ン），アントラセン（ホルムアルデヒド -DNPH の保持時間にピークを生じないもの）  

3.14.5.3’ 試薬溶液の調製 

a)  3.14.5 .3  a)と同じ。  
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b)  3.14.5 .3  b)と同じ。  

c)  アントラセン標準液（ 1000 μg/mL）：アントラセン 100 mg をクロロホルムに溶か

して正しく 100 mL にする。この溶液は密栓して冷蔵庫に保存し，内標準として

使用する。  

3.14.5.4’ 装置及び器具 

3.14.5 .4 と同じ  

3.14.5.5’ 分析操作 

3.14.5 .5  a)及び b)と同じ。  

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 10 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (HCHO 30 μg/mL) 

0 .2～ 5.0 mL を段階的にとる  

             ↓ 

それぞれにアントラセン標準液（ 1000 μg/mL）（内標準）１mL を加える  

               ↓← クロロホルム 

           全量10mL とする  

               ↓ 

これらの溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量は導入方法によって調節する）  

               ↓ 

ホルムアルデヒドｰ DNPH 及びアントラセンのピーク面積から空試験のそれぞれ

のピーク面積を差し引いた後，そのピーク面積比（ホルムアルデヒド -DNPH/アントラ

セン（内標準））を求める  

↓  

ホルムアルデヒドｰ DNPH 及びアントラセンのピーク面積比と，ホルムアルデヒ

ド及びアントラセンの質量比との関係線を求める  

 

2 )  定量操作  
分析用試料溶液 1～ 5 μL の一定量を GC 装置に注入する  

（検量線作成時の試料量と同一とする）  

              ↓ 

   ホルムアルデヒド-DNPH 及びアントラセンのクロマトグラムを得る  

          ↓ 

それぞれのクロマトグラムのピーク面積を求め空試験のそれぞれのピー

ク面積を差し引いた後，そのピーク面積比を求める  

   ↓ 

検量線からピーク面積比に対応するホルムアルデヒドとアントラセンの質量比を求め
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る  

 

空試験： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え，5 分

間以上ふり混ぜた後，静置し，クロロホルム層を全量フラスコ 10 mL に移し入れ，必

要な場合クロロホルムを標線まで加える。このクロロホルム抽出液を上と同様に操作

して吸収液のホルムアルデヒド -DNPH 及びアントラセンのピーク面積を求めそれぞ

れを空試験値とする。  

3.14.5.6’ 濃度の算出 

 = × 1.34 
 = 0.746 × × 1000

 

 

ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

  

 R m： 検量線から求めたホルムアルデヒドとアントラセン（内標準）

との質量比  

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 1000： 分析用試料溶液中のアントラセンの質量（ μg）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  
                              
 

なお，検量線を作成せずに，あらかじめホルムアルデヒド -DNPH とアントラセン（内

標準）との応答比（ F）を求めておけば，次の式によってホルムアルデヒドの濃度を算

出できる。  
 = × 1.34 

 

= 0.746 × × 1000
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ここに， C w： 試料ガス中のホルムアルデヒドの質量濃度（mg/m３）  

 C v： 試料ガス中のホルムアルデヒドの体積百万分率（ ppm）  

 F： ホルムアルデヒド -DNPH とアントラセン（内標準）との応答比

（同量の両物質（例えば 1μg）から得られたピーク面積比）  

 R a： クロマトグラムから求めたホルムアルデヒド -DNPH とアントラ

セン（内標準）とのピーク面積比  

 V S： 標準状態の試料ガス採取量（ L）  

（乾きガス量の場合は V S D，湿りガス量の場合は V S W）  

 1000： 分析用試料溶液中のアントラセンの質量（ μg）  

 0 .746： ホルムアルデヒド (HCHO)1 μg に相当する体積 (μL)(標準状態 )  

 1 .34： ホルムアルデヒド (HCHO)1 ppm（体積百万分率）に相当する質

量濃度（mg/m３）  
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3.14.6 ガスクロマトグラフ法 (DNPH 試料採取用カートリッジ捕集)  

3.14.6.1 適用条件 

排ガス採取時の水分濃度が 25 %以下，二酸化窒素濃度が 10 ppm 以下の場合に適用

する。  

（絶対検量線法）  
3.14.6.2 使用する試薬 

3.14.5 .2 と同じ。  

3.14.6.3 試薬溶液の調製 

3.14.5 .3 と同じ。  

3.14.6.4 装置及び器具 

a)  装置，ガス類は 3.14.5 .4 と同じ。  

b)  試料採取用カートリッジ  

c)  強酸性陽イオン交換樹脂管 試料採取用カートリッジと接続し，強酸性陽イオン

交換樹脂（多孔親水性ビニルポリマー）を 0.1 g 程度充塡したもの。カートリッ

ジ式の市販品を使用してもよい。  

3.14.6.5 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14.5 .5 1）と同じ  

2 )  定量操作  
3.14.5 .5 2）と同じ  

空試験値：試料の捕集に用いた時と同じロットの試料採取用カートリッジについ

て，分析用試料溶液の調製と同じ操作を行い，定量操作に従って HCHO の質量

を求め空試験値 b を得る。  

3.14.6.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  

 

（内標準法）  
3.14.6.2’ 使用する試薬 

3.14.5 .2’と同じ。  

3.14.6.3’ 試薬溶液の調製 

3.14.5 .3’と同じ。  

3.14.6.4’ 装置及び器具 

3.14.6 .4 と同じ。  

3.14.6.5’ 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14.5 .5’ 1)と同じ  
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2 )  定量操作  
3 .14.5 .5’ 2)と同じ  

空試験：試料の捕集に用いた時と同じロットの試料採取用カートリッジについて，

分析用試料溶液の調製と同じ操作を行い，ホルムアルデヒド -DNPH 及びアント

ラセン（内標準）のピーク面積を得る。  

3.14.6.6’濃度の算出 

3.14.5 .6’のとおり行う。  
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3.14.7 高速液体クロマトグラフ法(DNPH 吸収瓶捕集) 

3.14.7.1 適用上の留意点   

排ガス採取時の水分濃度が 25 ％以下，二酸化窒素の体積百万分率が 10 ppm 以下の

場合に適用する。グラジエント溶離法を用いれば，アセトアルデヒド，プロパナール，

ベンズアルデヒドなどを同時に定量できる。  

3.14.7.2 使用する試薬 

アセトニトリル，DNPH，クロロホルム，ホルムアルデヒド液（ホルマリン）  

3.14.7.3 試薬溶液の調製 

a)  移動相（溶離液）：アセトニトリルと水の体積比が 65： 35（アセトニトリル 650 

mL と水 350 mL を混合）から 50： 50（アセトニトリル 500 mL と水 500 mL を混

合）程度のものを，カラムの分離特性に合わせて調製する。調製した移動層は脱

気をして使用する。  

b)  ホルムアルデヒド -DNPH 3.14.5 .3  1)による。  

c)  ホルムアルデヒド -DNPH 標準液 (30 μg/mL)：ホルムアルデヒド -DNPH 105 mg を

アセトニトリルに溶かし ,全量フラスコ 50 mL に移し入れ，アセトニトリルを標

線まで加える。さらに，この溶液 5 mL を全量フラスコ 50 mL にとり，アセトニ

トリルを標線まで加える（ 10 倍に希釈）。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド

30 μg に相当する。  

3.14.7.4 装置及び器具 

a)  装置：恒温槽付きの高速液体クロマトグラフ（紫外吸光光度検出器付），  

b)  カラム：内径 4～ 6 mm，長さ 150～ 300 mm 程度のオクタデシル基（ODS）を化学

結合したもの。これと同等のものを用いてもよい。  

3.14.7.5 分析操作 

a)  検出器波長： 350～ 360 nm 

b)  カラム槽温度： 40～ 50 ℃  

c)  移動相流量： 0.7～ 1.2 mL/min 

1)  検量線の作成  
数個の全量フラスコ 5 mL に，ホルムアルデヒド -DNPH 標準液  (30 μg/mL) 0 .1～ 5.0 

mL（ 5.0 mL 以下が望ましい）をとる  

             ↓← アセトニトリル 

           全量5 mL とする  

             ↓ 

これらの溶液の 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量はカラムサイズおよび導入法によって調節する）  

             ↓ 

ホルムアルデヒドの質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との関係線
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を作成する  

          （空試験値は差し引く） 

2 )  定量操作  
      分析用試料溶液2～ 20 μL を HPLC 装置に注入する  

（試料導入量は検量線作成時と同じ量とする）  

             ↓ 

    ホルムアルデヒド-DNPH のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムからホルムアルデヒド -DNPH のピーク面積を求める  

  ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量（ μg）を求める  

 

空試験値：100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加え，

5 分間以上ふり混ぜた後，静置する。クロロホルム層を分離し，これをロータリーエ

バポレーターで減圧濃縮する。溶液が少量残っている時にアセトニトリル 5mL を加え

た後，再度減圧濃縮によって溶媒交換を行う。その後，残分を再び少量のアセトニト

リルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移しアセトニトリルを標線まで加える。こ

の溶液を上と同様に操作して吸収液の空試験値 b を求める。  

 
3.14.7.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
高速液体クロマトグラフの一例を写真 3 .14 .2 に示す。  

 

 
 

写真 3.14.2 高速液体クロマトグラフ 
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3.14.8 高 速 液 体 クロマトグラフ法 (DNPH試 料 採 取 用 カートリッジ捕 集) 

3.14.8.1 適用条件 

排ガス採取時の水分濃度が 25% 以下，二酸化窒素の体積百万分率が 10 ppm 以下の

場合に適用する。この方法で，グラジエント溶離法を用いれば，アセトアルデヒド，

プロパナール，ベンズアルデヒドなどを同時に定量することができる。  

3.14.8.2 使用する試薬 

3.14.7 .2 と同じ。  

3.14.8.3 試薬溶液の調製 

3.14.7 .3 と同じ。  

3.14.8.4 装置及び器具 

3.14.7 .4 と同じ。  

3.14.8.5 分析操作 

1)  検量線の作成  
3 .14 .7 .5 1）と同じ。  

2)  定量操作  
3.14.7 .5 2）と同じ。  

3.14.8.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
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3.14.9 高 速 液 体 クロマトグラフ法(CEBHA試 料 採 取 用 カートリッジ捕 集) 
注意：規格本文では記述が不完全な為使用できない。ここでは改正のための準備と

して本手法が利用可能になるよう解説する。  

 

3.14.9.1 適用条件 

使用上の留意点：この方法に用いるカートリッジは， CEBHA を酸の共在下でシリ

カゲル粒体にコーティングしたものである。ホルムアルデヒド，アセトアルデヒドな

どのカルボニル化合物と接触すると，O -（ 4-シアノ -2-エトキシベンジル）ヒドロキ

シルアルド（ケト）オキシム誘導体（以下， CEBHA−アルデヒド誘導体という。）が

生成し，カルボニル化合物を濃縮・捕集する。  

3.14.9.2 使用する試薬 

アセトニトリル，ホルムアルデヒド液（ホルマリン），ホルムアルデヒド -CEBHA 

3.14.9.3 試薬溶液の調製 

a)  アセトニトリル： JIS K 8032 に規定するもので， 10 mL を約 1 mL に濃縮し，こ

の 2～ 20 μL を分析操作に従って測定した時に CEBHA-ホルムアルデヒド誘導体

の保持時間にピークを生じないものを用いる。  

b)  移動相（溶離液）：アセトニトリルと水の体積比が 80： 20（アセトニトリル 800 

mL と水 200 mL を混合）から 40： 60（アセトニトリル 400 mL と水 600 mL を混

合）程度のものを，カラムの分離特性に合わせて調製する。調製した移動相は脱

気をして使用する。  

c)  ホルムアルデヒド -CEBHA：CEBHA 塩酸塩 1 g を水とメタノール＝ 1/1 の混合溶

媒 10 mL に溶かし，これにホルムアルデヒド液（ホルマリン） 0.55 g を加えて，

室温で 2 時間撹拌する。これに水 20 mL および酢酸エチル 20 mL を加えてしば

らく撹拌し，酢酸エチル層を分液する。得られた酢酸エチル層を飽和食塩水 20 

mL で洗浄し，無水硫酸マグネシウムで乾燥させ，溶媒をエバポレーターにて減

圧下で除去する。得られた残渣をヘキサン /酢酸エチル＝ 3/1 の溶媒に溶かし，オ

ープンカラムシリカゲルクロマトにて精製し，白色固形物のホルムアルデヒド

−CEBHA 0.84 g（収率 95%）を得る。保存は，窒素充塡下で冷蔵庫にて保存する。  

ホルムアルデヒド −  CEBHA はアセトニトリル溶液として市販されているので，

これを用いることもできる。  

d)  ホルムアルデヒド -CEBHA 標準液（ 30 μg/mL）：ホルムアルデヒド -CEBHA 102 mg

をアセトニトリルに溶かし，全量フラスコ 5 mL に移し入れ，アセトニトリルを

標線まで加える。さらに，この溶液 1 mL を全量フラスコ 100 mL にとり，アセ

トニトリルを標線まで加える。この溶液 1 mL は，ホルムアルデヒド 30 μg に相

当する。  

3.14.9.4 装置及び器具 
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3 .14.7 .4 と同じ。  

3.14.9.5 分析操作 

a)  検出器波長： 240 nm 

b)  カラム槽温度： 40～ 50 ℃  

c)  移動相流量： 0.7～ 1.2 mL/min 

1)  検量線の作成  
3 .14.9 .3  c）のホルムアルデヒド -CEBHA 標準溶液（ 30 μg/mL） 0.1～ 4.0 mL を数

個の全量フラスコ 5 mL に段階的にとり，アセトニトリルを標線まで加える。  

 

数個の全量フラスコ 5 mL に，ホルムアルデヒド -CEBHA 標準液  (30 μg/mL) 0 .1～ 4.0 

mL を段階的にとる  

             ↓← アセトニトリル 

           全量5 mL とする  

             ↓ 

これらの溶液の 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入し，クロマトグラムを得る  

（試料導入量はカラムサイズおよび導入法によって調節する）  

             ↓ 

ホルムアルデヒドの質量（ μg）とそのクロマトグラムのピーク面積との関係線

を作成する  

          （空試験値は差し引く） 

 

2 )  定量操作  

分析用試料溶液の 2～ 20  μL の一定量を正確に HPLC に導入する。試料導入量はカラ

ムサイズおよび導入方法によって調節する。  

 
分析用試料溶液 2～ 20 μL を HPLC 装置に注入する  

（試料導入量は検量線作成時と同じ量とする）  

             ↓ 

    ホルムアルデヒド-CEBHA のクロマトグラムを得る  

          ↓ 

クロマトグラムからホルムアルデヒド -CEBHA のピーク面積を求める  

  ↓ 

検量線からホルムアルデヒドの質量（ μg）を求める  

 

空試験値： 100 mL の分液漏斗に吸収液 80 mL をとり，クロロホルム 10 mL を加

え， 5 分間以上ふり混ぜた後，静置する。クロロホルム層を分離し，これをロー
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タリーエバポレーターで減圧濃縮する。溶液が少量残っている時にアセトニトリ

ル 5 mL を加えた後，再度減圧濃縮によって溶媒交換を行う。その後，残分を再

び少量のアセトニトリルに溶かして全量フラスコ 5 mL に洗い移しアセトニトリ

ルを標線まで加える。この溶液を上と同様に操作して吸収液の空試験値 b を求め

る。  

 

3.14.9.6 濃度の算出 

3.14.5 .6 のとおり行う。  
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3.15 排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン

分析方法（JIS K 0305）1997 年 

 

3.15.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを測定するための分析

方法，概要及び定量範囲を表 3.15.1に示す。  

本規格は改定の予定が無く，最新の分析技術に対応しておらず，類似成分の一斉分

析にも対応していない。最新技術を利用した一斉分析方法は本マニュアルの 3.27 排

ガス中の揮発性有機化合物分析方法に紹介しているのでこちらを参照して利用して頂

きたい。本規格との対比は 3.27 の Annex M に記載している。  

 

表 3.15.1  分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の
種類  概要  定量範囲  

ppm 
水 素 炎 イ オ
ン 化 検 出 器
を 用 い る ガ
ス ク ロ マ ト
グラフ法  

排 ガ ス を 直 接 捕 集 瓶
に 採 取 す る か 又 は 常
温 吸 着 法 に よ っ て 濃
縮管に捕集した後，水
素 炎 イ オ ン 化 検 出 器
を 備 え た ガ ス ク ロ マ
トグラフで定量する。  

捕集瓶による場合  
トリクロロエチレン  

1 以上  
テトラクロロエチレン  

1 以上  
 

濃縮管による場合  
トリクロロエチレン  

0 .01 以上  
テトラクロロエチレン  

0 .01 以上  
 

電 子 捕 獲 検
出 器 を 用 い
る ガ ス ク ロ
マ ト グ ラ フ
法  

排 ガ ス を 直 接 捕 集 瓶
に採取し，電子捕獲検
出 器 を 備 え た ガ ス ク
ロ マ ト グ ラ フ で 定 量
する。  

トリクロロエチレン  
0 .005～ 1 

テトラクロロエチレン  
0 .001～ 1 

 

 

3.15.2 試料ガスの採取方法 

3.15.2.1 試料ガスの採取 

試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

 

3.15.2.2 試料ガス採取器具 

(1) 捕集瓶：内容量1000 mL のガラス製の瓶（第 3 編 3.2 写真 3.2.1参照）。  

※捕集瓶の代わりにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの吸着及び

透過並びに変質を生じない材質のバッグを用いてもよい。バッグについては

第 3 編 3.2.2 .1(1)2)を参照。  
(2) 濃縮管：ガラス製のもの（第3 編 3.2 図 3.2.1参照）。  
・捕集剤にはトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンを吸着し，かつ
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200 ℃前後で速やかにそれらを放出する性能をもつものを用いる。  

・あらかじめ濃縮捕集効率を確認しておく。  

・例えばポーラスポリマービーズ 0.6 g を充塡し，窒素気流中， 230 ℃で約 2 時

間加熱処理するとよい。  

 

3.15.2.3 試料ガス採取装置 

濃縮管を用いる場合の試料ガス採取装置を図 3.15.1 に示す。  

 

 

A：濃縮管  

B：濃縮管をダクト内に入れるための管又は棒  

C：導管  

D：注射筒  

 

 

 

   図 3.15.1  試料ガス採取装置の例 

 

3.15.2.4 ガスクロマトグラフ 

ガスクロマトグラフは表 3.15.2 のとおりとする。ただし，分離カラムとしてキャピ

ラリーカラムを用いることができる。  

 

表 3.15.2  ガスクロマトグラフの例 

検出器  水素炎イオン検出器  電子捕獲検出器  

キャリヤーガス  窒素又はヘリウム (9 9 .9  %以上 )  窒素 (9 9 .9 99  %以上 )  

燃料ガス  水素  －  

助燃ガス  空気又は酸素  －  

カラム用管  内径 2～ 4  mm，長さ 2～ 5  m のガラス管，ステンレス鋼管又はふっ

素樹脂管  

カラム充塡剤  酸洗浄した白色けい藻土担体（粒径 1 8 0～ 2 5 0  μm）に適当な固定相

液体を含浸させたもの。  

 

3.15.2.5 気化導入装置 

濃縮管に捕集した試料ガスをガスクロマトグラフへ導入するために用いられるも

の（第 3 編 3.2 図 3.2.2 参照）。  

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.15 排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン分析方法 

 3 © JEMCA 2021 

 

3.15.3 試薬及び試薬溶液の調製 

(1) ヘキサン：ガスクロマトグラフ分析の際にトリクロロエチレン及びテトラクロ

ロエチレンの保持時間にピークを生じないもの。  

(2) トリクロロエチレン溶液（10 %）：トリクロロエチレン（純度 99.5 %以上のも

の） 10 mL を全量ピペットで全量フラスコ 100 mL にとり，ヘキサンを標線まで

加えて，よく振り混ぜたもの。  

(3) テトラクロロエチレン溶液（10 %）：テトラクロロエチレン（純度 99.0 %以上

のもの） 10 mL を全量ピペットで全量フラスコ 100 mL にとり，ヘキサンを標線

まで加えて，よく振り混ぜたもの。  

(4) 検量線用ガス：トリクロロエチレン，テトラクロロエチレンあるいはそのヘキ

サン溶液を検量線用ガス瓶に段階的（ 2～ 6 μL）に注入し揮発させたもの。電子

捕獲検出器を用いる場合は，そのガスをさらに検量線用ガス瓶に段階的に注入

し，希釈したガスを用いることもできる。  

 

3.15.4 試料ガスの採取 

試料ガスの採取方法は，次に規定するほか，JIS K 0095（試料ガス採取方法）による。  

(1) 捕集瓶による場合 
捕集瓶をあらかじめ 1 kPa 以下の真空に脱気しておき，ふっ素樹脂又はガラス

製の導管を用いて試料ガスを採取する。  

(2) 濃縮管による場合 
濃縮管を直接ダクト内に入れ，濃縮管に接続した注射筒で試料ガスを吸引す

る。採取後，濃縮管を外し，ふっ素樹脂栓で密栓してシリカゲルデシケータの中

に保存する。  

 

3.15.5 定量操作 

3.15.5.1 分析条件の設定 

ガスクロマトグラフの分析条件を，表 3.15.3に示す。  

 

表 3.15.3 ガスクロマトグラフの分析条件 

 水素炎イオン化検出器  電子捕獲検出器  

カラム槽温度  6 0  ～  1 00  ℃  6 0  ～ 10 0  ℃  

試料気化室温度  1 5 0  ～  25 0  ℃  1 5 0  ～  25 0  ℃  

検出器槽温度  1 5 0  ～  25 0  ℃  1 5 0  ～  25 0  ℃  

キャリヤーガス流量  2 0  ～  8 0  mL/min  2 0  ～  8 0  mL/min  
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燃料ガス流量  2 0  ～  5 0  mL/min  －  

助燃ガス流量  0 . 5  ～  1 .2  L /min  －  

 

3.15.5.2 定量 

(a) ガスクロマトグラフへの導入方法（捕集瓶による場合） 
捕集瓶に採取した試料ガスの一定量を，気体用シリンジでとり，ガスクロマト

グラフに導入してクロマトグラムを記録する。試料導入量は測定値が検量線の

範囲内に入るように調節する。  

(b) ガスクロマトグラフへの導入方法（濃縮管による場合） 
3.2.3 .3(2)b)に準拠する。  

(c) 定量方法 

得られた試料ガスのクロマトグラムからトリクロロエチレン又はテトラクロ

ロエチレンのピーク面積（又は高さ）を測定し，あらかじめ作成した検量線から

試料ガス中のトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン量を求める。  

 

3.15.6 検量線の作成 

(1) 捕集瓶による場合 
検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて，検量線用ガスを正確にとり，ガ

スクロマトグラフに導入してクロマトグラムを記録する。トリクロロエチレン

又はテトラクロロエチレン量とピーク面積（又は高さ）との関係線を作成する。 

(2) 濃縮管による場合 
検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて，検量線用ガスを正確にとり，栓

をした濃縮管に注入する。この濃縮管に注射針を取り付け，気化導入装置に接続

し，トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンをガスクロマトグラフに導

入してクロマトグラムを記録する。トリクロロエチレン又はテトラクロロエチ

レン量とピーク面積（又は高さ）との関係線を作成する。  

 

3.15.7 濃度の算出 

試料ガス中のトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン濃度を，次の式によっ

て算出する。  = ( − ) × 1000
 

= ( − ) × 1000
 = ×  
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ここに，  Cw：  試料ガス中の測定対象物質の質量濃度（mg/m3）  

 C v：  試料ガス中の測定対象物質の体積分率（ ppm）  

 W a：  検量線から求めた測定対象物質の質量（ mg）  

 Wb：  空試験で得られた測定対象物質の質量（ mg）  

 V a：  検量線から求めた気体測定対象物質の体積（ mL）  

 V b：  空試験で得られた気体測定対象物質の体積（ mL）  

 V s：  ガスクロマトグラフ分析に用いた試料ガス量（mL）  

 K：  測定対象物質 1（mg/m3）質量濃度に相当する体積分率（ ppm）  

計算は，次式による。  

K=22.41/M 

なお，M は，測定対象測定物質の 1 mol 当たりの質量（ g）  

トリクロロエチレン    (131.39 g) 

テトラクロロエチレン  (165.83 g) 

22.41 は測定対象測定物質の 1 mol 当たりの体積（ L）  
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3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法(JIS K 0311)2020 

3.16.1 適用範囲 

この規格は，燃焼，化学反応などに伴って煙道，煙突及びダクトに排出される排ガス中のダ

イオキシン類※のガスクロマトグラフ質量分析計を用いた測定方法について規定する。 

※ダイオキシン類 ： テトラからオクタクロロジベンゾ－パラ－ジオキシン（以下、PCDDs という。）及び

テトラからオクタクロロジベンゾフラン（以下、PCDFs という。）並びにダイオキシン様 PCB（以下、DLPCBs

という。） 

 
3.16.2 測定方法の概要 

 排ガス中のダイオキシン類を，円筒ろ紙などによる“ろ過捕集”，吸引瓶（インピンジャー）

による“吸収捕集”又は吸着カラムによる“吸着捕集”で捕集し，捕集部から抽出後，クリー

ンアップしてガスクロマトグラフ質量分析計（以下、GC/MS という。）で同定，定量する。 

  測定のフローを図 3.16.1に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

内標準物質の添加 (3.16.4.4.6) 
（シリンジスパイク）  

内標準物質の添加 (3.16.4.4.1) 
（クリーンアップスパイク）  

内標準物質の添加 (3.16.3.4.2) 
（サンプリングスパイク）  

濃度値確定  

試料からの抽出
(15.4.4.2) 

クリーンアップ
(15.4.4.4/5) 

試料採取(3.16.3) 

（保存，運搬）  

試料採取準備  

同  定(3.16.5.4.2) 

定  量(16.5.4.3) 

 
検量線，実試料  

ＧＣ /ＭＳ  
測  定(16.5.3)  

図 3.16.1 測定のフロー 
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3.16.3 試料ガスの採取 

3.16.3.1 試料ガスの採取の概要 

採取手順の概略を図 3.16.2に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.16.3.2 試料ガス採取装置 

試料ガスの採取装置は採取管部，捕集部，吸引ポンプ及び流量測定部で構成する。 

図 3.16.3-1に採取装置の概略を図 3.16.3-2に採取管部の概略をそれぞれ示す。 

 
 
 

図 3.16.3-1 試料ガス採取装置の概略図 
 

  

排ガス  採取管部  捕集部  吸引ポンプ  流量測定部  

・吸着剤の精製，充塡， 

採取器具の洗浄  

・ろ紙準備，吸収液準備  

事前準備  

事前調査  
・排ガスの性状  
・測定孔の状況  
・設備稼働状況  

現場作業  

・等速吸引条件の確認  
・流速・流量の確認  
・採取装置の漏れ試験  

試料ガス採取装置の組立 

試料ガスの採取  

・等速吸引条件の設定  
・温度，ガス組成，水分  
・全圧，静圧（流速）  
・採取装置の漏れ試験  
・CO，O2連続測定など  

・吸引ノズル・導管の洗浄  
・吸収液等の集約  
・ろ紙の保管  

前処理 及び 測定  

（輸  送）  

（保  存）  

図 3.16.2 試料ガスの採取の作業手順  
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図 3.16.3-2 採取管部の概略図（JIS 本文 図 4 より）  

 ①  排ガス温度が高い場合  

 ②  排ガス温度が低い場合  

捕集部へ  

冷却プローブ  

冷却水  

ダクト  

ガスの流れ方向  

捕集部へ  
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＜試料ガス採取装置の例＞  

これらの採取装置はダイオキシン類に対して実績のあるもの又は性能を満たすことが十分に

確認されたものである。 

表 3.16.1 採取装置の例 

タイプ 適用範囲 使用条件 

JIS Ⅰ形 あらゆる排ガスに適用可能 － 

JIS Ⅱ形 一般及び産業廃棄物焼却炉の排ガス 水分量 42 %以下 
一酸化炭素濃度 670 ppm 以下 
捕集部通過流量 35 L/min 以下 

JIS Ⅲ形 ほとんどの排ガスに適用可能 ダスト濃度が非常に高く，ダイオキシン類の濃度

も非常に高いガスの場合は JIS K 0311 5.2 本文に
規定された性能の確認を事前に行う必要がある。 

 

a) JIS Ⅰ形装置 

排ガス中のダイオキシン類をフィルターによるろ過捕集，吸収瓶による液体捕集及び吸着

カラムによる吸着捕集で捕集する採取装置の基本となる装置である。 

吸着捕集部を液体捕集部(Ⅱ)の後ろに接続しても問題はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b) JIS Ⅱ形装置  
 フィルターによるろ過捕集部と，アルミナ系の吸着剤を特殊加工して成形した円筒フィル

ター状の吸着剤による吸着捕集部からなる採取装置である。  
 
c) JIS Ⅲ形装置  
 排ガスを冷却プローブ部、液体捕集部，ろ過吸着捕集部（ポリウレタンフォームとフィル

ター）からなる採取装置であり、欧州の規格（EN 1948）に規定されている装置である。  

図 3.16.3-3 JISⅠ形採取装置の概要（JIS 付属書 A 図 A.1 より） 

円筒ろ紙  
採取管部から  

吸着剤カラム  

空  
ジエチレングリコール  

氷又はドライアイス  

液体捕集部（II）  吸着捕集部  液体捕集部（I）  フィルタ捕集部  

吸引ポンプへ  

ヘキサン洗浄水
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3.16.3.3 試薬 

a) 水，ジエチレングリコール（Ⅰ形），エチレングリコール（Ⅲ形） 

b) 溶剤：アセトン，トルエン，ヘキサン，メタノール，ジクロロメタン，ノナン 

c) ヘキサン洗浄水：水をヘキサンで十分洗浄したもの 

d) サンプリングスパイク用内標準物質： 
13C 又は 37Cl で標識した PCDDs，PCDFs 及び PCBs のうち，適正な種類を 1 種類以上，トル

エン又はノナンで溶かした溶液。 

※このほかにクリーンアップスパイク用（前処理，定量用）とシリンジスパイク用（GC/MS

測定用）がある。クリーンアップスパイク用は PCDDs，PCDFs については少なくとも塩素

数ごとに 2,3,7,8-位塩素置換異性体を最低 1 種類ずつ用い，PCBs についてはノンオルト体

の DL-PCBs を全種類、モノオルト体の DL-PCBs 又はその他のPCB を塩素化合物ごとに 1 種

類ずつ選択する。毒性等価係数がゼロでない化合物は全て選択することが望ましい。 

シリンジスパイク用はサンプリングスパイク用，クリーンアップスパイク用で使用した

もの以外の内標準物質を用いる。使用例は付属書Ｂ（JIS 本文）を参照。 

 

3.16.3.4 試料ガスの採取の準備 

3.16.3.4.1 事前調査 

a) 事前調査 

測定する排ガスは処理方法などによって性状が異なり，また，作業場所も危険なケースが

多い。事前に次の点を確認しておく。 

＜事前調査すべき項目＞ 

・排ガスの性状（排ガスの温度，流速，組成，圧力，水分量など） 

・測定位置（地上からの高さ，測定孔の状況，送排風機の位置など） 

・ダクト（ダクトの形状，寸法など） 

・電源，水道の有無 

・作業の安全性（測定ステージの広さ、梯子の状況等） 

・その他 

b) 採取位置 

採取位置は代表的なガスが採取できる位置とし，JIS Z 8808 の箇条５に規定する流速測定

点のうち，可能な限り平均流速に近い地点とする。 

 

3.16.3.4.2 内標準物質の添加（サンプリングスパイク） 

ダイオキシン類採取装置の吸着捕集部にサンプリングスパイク用の内標準物質（1 ng～20 ng

程度）を添加する。 

 

3.16.3.5 試料ガスの採取 

一般に，連続運転の焼却炉などにおける排ガスの測定においては，4 時間平均を基準とし，炉
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の燃焼状態が安定した時点から，最低 1 時間以上経過した後に試料ガスの採取を開始する。 

間欠運転炉について，定常運転時の排ガスが代表試料と考えられる場合は，炉の立上げ及び

停止時を除いた定常運転時に試料ガスを採取し，立上げ及び停止時が大きく影響すると考えら

れるような場合は，それらを含むような採取にするなど，その運転状況に応じて試料ガスを採

取する。 

 

3.16.3.6 測定に必要な最小の試料ガス量の算出 

次の式によって測定に必要な最小の試料ガスの量を算出する。 = 1000 × × × 1
 

 

: 測定に必要な最小の試料ガスの量（0 ℃，101.32 kPa）（m3） 

: 測定方法の検出下限値（pg） 
: 測定用試料の液量（μL） 
: GC/MS への注入量（μL） 
: 抽出液量(mL) 
: 抽出液分取量(mL) 
: 設定した試料ガスにおける検出下限値（0 ℃，101.32 kPa）（ng/m3） 

 

 

3.16.3.7 採取操作 

以下に採取手順を示す。 

 

 排ガスの温度，流速，圧力，水分量などを測定し， 

測定点における排ガス流速を計算する 

↓ 

 吸引流量を算出し，等速吸引となるようにノズルの内径を決定する 

↓ 

 装置を組み立て，漏れ試験を行う 

↓ 

 採取管のノズルを排ガスの流れと逆向きにした状態で測定点まで挿入し， 

ガスメーターの指示値を記録する 

↓ 

吸引ポンプの作動と共に採取管のノズルの方向を排ガスの流れに直面させ， 

等速吸引によって排ガスを吸引する 

（この時の流速は測定点の排ガス流速に対して相対誤差-5～+10 ％の範囲内とする） 

↓ 

（この間，60 分間ごとに流速を測定し，等速吸引量を調節することが望ましい） 

↓ 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.16 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 

 7 © JEMCA 2021 

（試料採取中少なくとも 1 回は採取装置の漏れ試験を行い記録する） 

↓ 

 ガスメーターの温度及び圧力を記録しておく 

↓ 

 必要量（算出された最小の試料ガス量以上）を吸引した後， 

ノズルの方向を再び逆にし，吸引ポンプを停止し， 

ガスメーター指示値を読み取った後，採取管を取り出す 

※一酸化炭素，酸素などの連続測定を同時に行う場合には，試料採取時間帯の 1 時間以上

前から終了まで連続して行い，運転状態の同時確認を行う。 

 
3.16.3.8 採取の記録 

試料ガスの採取を行った場合は，通常，次の項目についてまとめて整理し，記録する。 

・採取の日時 

・採取場所の状況（発生源の種類，使用状況，採取位置，付近の状況，概略図など） 

・採取対象の条件及び状況（温度，水分量，静圧，流速，湿り及び乾き流量，その他採取

系の着色など） 

・試料採取の条件（試料採取装置の構成，漏れ試験の結果，等速吸引流量，吸引時間，吸

引ガス量及び必要に応じ捕集ダスト量など） 

 

3.16.3.9 試料の回収及び保存 

採取した試料は外気が混入しないようにして遮光し，試験室に運搬し遮光保存し，速やか

に前処理の操作を行う。 

 

3.16.3.10  試料ガス採取量（乾きガス量）の算出 

標準状態における吸引した乾きガスの量は JIS Z 8808 の 10.5（吸引ガス量の測定方法）に

よって求める。  
 

3.16.4. 試料の前処理 

3.16.4.1 試料の前処理の概要 

採取した試料は溶媒抽出液とした後，数回の精製操作を経て GC/MS 測定用検液とする。以下

に前処理手順の概要を示す。 

 

採取した試料 

（ろ紙，吸着剤，吸収液，洗液） 

↓ 

内標準物質（クリーンアップスパイク）を添加する 

↓ 
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ろ紙，吸着剤，吸収液などの形態ごとに抽出する 

↓ 

抽出液を合わせた後，必要に応じて分取し， 

硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作 

又は多層シリカゲルカラムクロマトグラフ操作を行う 

↓ 

アルミナカラムクロマトグラフ操作，高速液体クロマトグラフ操作， 

活性炭カラムクロマトグラフ操作のいずれか 

又はこれらを組み合わせた精製操作を行う 

↓ 

（試料中に鉱物油などの油分が多いときなどは，必要に応じて 

ジメチルスルホキシド分配処理操作を行う） 

↓ 

内標準物質を添加する 

※シリンジスパイク 

↓ 

試料を測定する。 

 

3.16.4.2 試薬 

a) 水：JIS K 0557 に規定するA4（又は A3）の水 

b) 溶剤：メタノール，アセトン，トルエン，ジクロロメタン，ヘキサン，ジメチルスルホキシ

ド，デカン，ノナン，2,2,4-トリメチルペンタン 

c) 試薬：硫酸ナトリウム，塩酸，硫酸，水酸化カリウム，硝酸銀， 

d) ヘキサン洗浄水：水をヘキサンで十分洗浄したもの 

e) クリーンアップ及びシリンジスパイク用内標準物質：すべての炭素又は塩素原子が 13C 又は

37Cl で標識したダイオキシン類のうち，適正な種類及び濃度のノナン溶液（JIS 本文付属書

Ｂ参照）。クリーンアップ用はトルエン溶液でもよい。 

f) シリカゲル：シリカゲルをメタノールで洗浄し，130 ℃で約 18 時間加熱し放冷したもの。 

g) 水酸化カリウム 2 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に水酸化カリウム溶液(50 g/L)40 mL を

加えた後，ロータリーエバポレータで減圧脱水して粉末状にする。 

h) 硫酸 22 %及び 44 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に硫酸を 28.2 g を添加後，十分振とうし

て粉末状にする。なお，44 %のものは硫酸を 78.6 g 添加して同様に調製する。 

i) 硝酸銀 10 %シリカゲル：シリカゲル 100 g に硝酸銀溶液(400 g/L)28 mL を加えた後，ロー

タリーエバポレータで減圧脱水する。 

j) アルミナ：カラムクロマトグラフ用アルミナ（塩基性，活性度Ⅰ）は活性化したものであれ

ばそのまま用いる。活性化する必要のある場合は，加熱処理した後，速やかに使用する。 

k) 高速液体クロマトグラフ用カーボンカラム： 
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例）Hypercarb(内径4.6 mm，長さ 100 mm)(サーモフィッシャーサイエンティフィック㈱) 

l) 活性炭カラム充塡剤： 

例）活性炭埋蔵シリカゲル（富士フィルム和光純薬㈱）， 

活性炭分散シリカゲル（関東化学㈱） 

m) ガラス繊維ろ紙：孔径 0.5 μm 程度のもの。有機バインダーを含まないもの。 

n) 窒素：JIS K 1107 に規定する高純度窒素 2 級又は同等の品質のもの。 

※ ％は質量分率。各種シリカゲル，試薬の調製方法等の詳細はJIS 本文参照。 

 

3.16.4.3 器具及び装置 

前処理に使用する器具はメタノ－ル，トルエン等で十分洗浄し，空試験によって測定に支障

がないことを確認する。カラムクロマトグラム管は内径 10 mm（又は内径 15 mm），長さ 300 mm

のものを用いる。また，ソックスレー抽出器，各種濃縮器の接続部にはグリースを使用しては

ならない。 

 

3.16.4.4 前処理操作 

3.16.4.4.1 内標準物質の添加（クリーンアップスパイク） 

回収した固体及び液体の抽出用試料にクリーンアップスパイクとして内標準物質を添加す

る。添加量は，各抽出用試料に添加した合計量で，通常，TeCDDs～HpCDDs 及び TeCDFs～

HpCDFs では 0.1 ng～2 ng，OCDD 及び OCDF では 0.2 ng～4 ng 並びに DL-PCBs では 0.1 ng～

2 ng となる。 

 

3.16.4.4.2 各捕集部からの抽出 

固体及び液体ごとに抽出操作を行い，それらの抽出液を混合して抽出液とする。液体捕集

部の吸収液にダストが含まれる場合は，孔径 0.5 µm 程度のガラス繊維ろ紙を用いてブフナー

漏斗などでろ過する。ろ過残さは次の a) の塩酸処理を行ってから抽出用固体と合わせて抽

出し，ろ液は b) の抽出用液体と合わせて抽出する。なお，固体及び／又は液体を幾つかに分

けて抽出してもよいが，抽出用試料は全て，3.16.4.4.1 に従ってクリーンアップスパイク用内

標準物質を添加してから抽出操作を行わなければならない。 

抽出液の調製までの分析フローの例を図 3.16.4に示す。 
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図 3.16.4 抽出液調製までのフローの例  

 

a) 固体からの抽出（ろ過材，吸着剤など） 

固体からの抽出についてはソックスレー抽出法等を用いて抽出する。ろ過材などに捕集

されたダストについては次の操作を行う。 

 

ダスト 1 g に対して塩酸が 20 mmol 以上になるように塩酸(2 mol/L)を加える。 

↓ 

かき混ぜながら発泡を確認しつつ約 1 時間放置 

↓ 

（塩酸を加えても発泡しないことを確認する） 

↓ 

孔径 0.5 μm 程度のガラス繊維ろ紙を用いてブフナー漏斗などでろ過する。 

水層  トルエン層又は  
ジクロロメタン層  

抽出液  

・脱水  

ソックスレー抽出 
（トルエン： 16 時間以

・適量の水を加える  

内標準物質の添加  
（クリーンアップスパイク）  

液 -液振とう抽出  
トルエン又は 

ジクロロメタン（3 回）  

HCl ( 2 mol/L ) 処理 

ろ過  

ダスト 1g に対して  
20 mmol 以上の塩酸  

残さ  ろ液  

・風乾  

吸収液，洗液  円筒ろ紙  吸着剤  吸収プローブ洗液  

残さ  ろ液  

ろ過  

濃縮  
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↓ 

ヘキサン洗浄水で洗浄後，更にメタノール又はアセトンで洗浄する 

↓ 

水分を除き風乾する。 

↓ 

ソックスレー抽出 16 時間（100 回転程度）以上  

 
b) 液体からの抽出 

a）の塩酸処理後のろ液、水溶液の吸収液及びその洗浄液並びにジエチレングリコール

（附属書 A 参照）などの有機溶媒の吸収液及びその洗浄液などの液体については、 

次の操作を行う。 

 

一つに合わせて分液漏斗に入れる 

 

  

 

振とう幅約 5 cm，毎分 100 回以上で 

約 20 分間振り混ぜて抽出する 

↓ 

この抽出を 3 回行い，抽出液を合わせる 

↓ 

硫酸ナトリウムを用いて脱水する 

※抽出用液体に、そこに含まれる有機溶媒を同量以上の水が含まれていない場合は、 

ヘキサン洗浄水を加えて同量以上とする。 

 

3.16.4.4.3 抽出液の調製 

各捕集部から得られた抽出液を合わせて濃縮してトルエンで一定量とし，抽出液とする。  
 

3.16.4.4.4 硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作又は多層シリカゲルカラムク

ロマトグラフ操作 

抽出液の適量を分取し（再測定の必要な場合があるため），濃縮器で約 5 mL に濃縮し，窒

素気流によりトルエンを除去し，約 100 µL の濃縮液とする。ヘキサン 2 mL～3 mL を加え，

窒素気流によって溶媒を除去し，約 100 µL の濃縮液とする。この操作をもう 1 回繰り返す。 

この濃縮液について，次に示す操作により精製する。 

a) 硫酸処理－シリカゲルカラムクロマトグラフ操作  

大部分のマトリックスの分解除去と，着色物質，多環芳香族炭化水素，強極性物質の除

去を目的とする。 

← 溶液 1 L に対しトルエン又は  
ジクロロメタン 100 mL の割合で  
添加する。  
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(1) 濃縮液を分液漏斗（300 mL）にヘキサンで洗いこみながら移し入れる 

  

  

(2) 穏やかに振とうし，静置後，硫酸層を除去する 

（色が薄くなるまで 3，4 回繰り返す） 

↓ 

(3) ヘキサン層をヘキサン洗浄水で中性になるまで繰り返し洗浄した後， 

硫酸ナトリウムで脱水する 

↓ 

(4) 濃縮器で約 2 mL に濃縮する 

↓ 

(5) シリカゲルカラムクロマトグラフ管（内径 10 又は 15 mm，長さ 300 mm）に 

シリカゲル 3 g を,ヘキサンを用いて充塡する 

↓ 

(6) 濃縮液をカラムに移し入れ，ヘキサン 150 mL を入れた円筒形滴下漏斗を 

カラムクロマトグラフ管の上部に装着し，ヘキサンを約 2.5 mL/min の流量で流下させる 

↓ 

(7) 溶出液は濃縮器で約 2 mL に濃縮する 

 

b) 多層シリカゲルカラムクロマトグラフ操作 

フェノール類，酸性物質，脂質，タンパク質，含硫黄化合物，脂肪族炭化水素類，強極

性物質，着色物質，多環芳香族炭化水素の除去を目的とする。 

基本操作は a)の 6)～7)と同様であるが，操作後，充塡部の着色が多い場合はこの操作を

繰返す。多層シリカゲルカラムの例を図 3.16.5 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 3.16.5 多層シリカゲルカラムクロマトグラムの例（JIS 本文 図 7 より） 

硫酸 5 mL を加える  

硝酸銀（質量分率 10 %）シリカゲル 3 g 

硫酸（質量分率 22 %）シリカゲル 6 g 

硫酸（質量分率 44 %）シリカゲル 4.5 g 

水酸化カリウム（質量分率 2 %）シリカゲル 3 g 

石英ガラスウール  

硫酸ナトリウム 6 g 

シリカゲル 0.9 g
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3.16.4.4.5 その他の精製操作 

3.16.4.4.4 で得られた濃縮液を，次に示すいずれかの操作又はそれらの組み合わせで精製

を行い，PCDDs 及び PCDFs 測定用と DL-PCBs 測定用の濃縮液を調製する。 

a) アルミナカラムクロマトグラフ操作（PCDDs 及び PCDFs 測定用） 
 低極性物質，有機塩素化合物の除去を目的とする。 

 

3.16.4.3 のカラムにアルミナ10 g をヘキサンを用いて充塡する 
↓ 

濃縮液を正確に二分し， 

そのひとつを窒素気流で約 0.5 mL に濃縮 
↓ 

カラムに移し入れる 

↓ 

＜第 1 画分＞（これは測定終了まで保管。） 
ジクロロメタン 2 %※ヘキサン溶液 100 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞（PCDDs 及び PCDFs を含む。） 
ジクロロメタン 50 %※ヘキサン溶液 150 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

第 2 画分を濃縮器で約 2 mL に濃縮する 
※ ％は体積分率 

 
b) アルミナカラムクロマトグラフ操作（DL-PCBs 測定用） 
 低極性物質，有機塩素化合物の除去を目的とする。 

 

3.16.4.3 のカラムにアルミナ10 g をヘキサンを用いて充塡する 
↓ 

濃縮液を正確に二分し， 
そのひとつを窒素気流で約 0.5 mL に濃縮 

↓ 

カラムに移し入れる 

↓ 

ヘキサン溶液 40 mL を約 2.5 mL/min で流し鎖状炭化水素などを溶出させる。 
↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs を含む） 
ジクロロメタン 5 %※ヘキサン溶液 120 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞（これは測定終了まで保管） 
ジクロロメタン 50 %※ヘキサン溶液 160 mL を約 2.5 mL/min で流す 

↓ 
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第 1 画分を濃縮器で約 2 mL に濃縮する 
※ ％は体積分率 

 
c) 高速液体クロマトグラフ操作 
 PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs の分離精製を目的とする。 
＜高速液体クロマトグラフの仕様＞ 

流路切替えバルブを装着した高速液体クロマトグラフにカーボンカラムを移動相の流れ

の向きが切替えられるように装着し，溶離液の流量を 2 mL/min に設定する。検出器は吸
光光度検出器とし，検出器出口から溶出液を分取できるようにしておく。 

 

溶離液をトルエンとして通常の流れの向きで流し， 

十分にカラムを洗浄する 

↓ 

溶離液をヘキサンにしてカラム及び装置の流路内をヘキサンで置換する 

（検出器の指示値の変化でヘキサンに置換したかどうか判断する） 

↓ 

濃縮液を更に窒素気流によって 100 μL 程度に濃縮し， 
高速液体クロマトグラフに注入する 

↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs 以外の PCB を含む） 
溶離液をヘキサンのままで 4 分間流し，溶出液 8 mL を分取する 

↓ 

＜第 2 画分＞（DL-PCBs のモノオルト体を含む） 
溶離液をジクロロメタン 50 %※を含むヘキサン溶液として 

20 分間流し，溶出液 40 mL を分取する 
↓ 

＜第 3 画分＞（DL-PCBs のノンオルト体を含む） 
溶離液をトルエン 30 %※を含むヘキサン溶液として 

20 分間流し，溶出液 40 mL を分取する 
↓ 

＜第 4 画分＞（PCDDs 及び PCDFs を含む） 
最後にオーブンを 50 ℃に加熱し，カラムでの移動相の流れの向きを逆にして 

トルエンを 15 分間流し，溶出液 30 mL を分取する 
↓ 

第 2 画分と第 3 画分とを一つにし，DL-PCBs 測定用として濃縮器で約 2 mL に濃縮 
第 4 画分を PCDDs 及び PCDFs 測定用として同様に濃縮する 

※ ％は体積分率 

d) 活性炭カラムクロマトグラフ操作 
 PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs の分離精製を目的とする。 
【注意事項】 

操作条件は使用するカラムによって異なってくるので，あらかじめフライアッシュの抽

出液などを用いて分画試験を行う必要がある。 
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3.16.4.3 のカラムに硫酸ナトリウムを 

厚さ 10 mm，活性炭カラム充塡剤を 1 g，硫酸ナトリウムを厚さ 10 mm に 
積層して充塡する 

↓ 

トルエンを流下させて十分洗浄した後，ヘキサンに置換する 

↓ 

濃縮液を更に窒素気流で約 100 μL 程度に濃縮 
↓ 

カラムに移し入れ，ヘキサン 50 mL を 2.5 mL/min で流す 
↓ 

＜第 1 画分＞（DL-PCBs のモノオルト体を含む） 
ジクロロメタン 25 %※ヘキサン溶液 150 mL を 2.5 mL/min で流す 

↓ 

＜第 2 画分＞ 
（PCDDs，PCDFs 及び DL-PCBs のノンオルト体を含む） 

トルエン 200 mL を 2.5 mL/min で流す 
↓ 

第 1 画分，第 2 画分を濃縮器で約 2 mL にそれぞれ濃縮する 
※ ％は体積分率 

 

e) ジメチルスルホキシド（DMSO）分配処理操作 
  脂肪族炭化水素などの低極性物質の除去を目的とする。 

【注意事項】 

この操作は脂肪族炭化水素などの低極性物質の除去を目的として行うものであり，

PCDDs 及び PCDFs 測定用，DL-PCBs 測定用に分けることはできないので，a)～d)の精製
操作と組み合わせて行う。 

分液漏斗 

← ヘキサン飽和のDMSO 25 mL 
← 濃縮液 

（ヘキサンで洗浄しながら移し入れる） 

振とう抽出（4 回） 
↓ 

DMSO 抽出液を合わせて（100 mL）分液漏斗へ 
↓ 

（ヘキサン 40 mL による洗浄） 
← ヘキサン75 mL 
← ヘキサン洗浄水100 mL 

振とう抽出（3 回） 
↓ 

ヘキサン抽出液を合わせて（約 225 mL）分液漏斗へ 
↓ 

（水酸化カリウム水溶液(2 mol/L)10 mL による洗浄） 
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↓ 

（水 25 mL で 2 回洗浄） 
↓ 

（硫酸ナトリウムで脱水） 

↓ 

濃縮器で 2 mL に濃縮する 
 

3.16.4.4.6 測定用試料の調製 

3.16.4.4.5 の精製操作によって得られた各濃縮液にシリンジスパイク用内標準物質を検量

線作成用標準液と同程度の濃度になるように添加し，ノナン，トルエン，デカン又は 2,2,4-ト

リメチルペンタン 0.5 mL を加え，再度，窒素気流下で一定液量にしたものを測定用試料とす

る。 

 

3.16.5. 同定及び定量 

3.16.5.1 概要 

同定と定量は， MS の分解能 10000 以上の高分解能での測定を維持するため，質量校正用標

準物質を測定用試料と同時にイオン源に導いて測定イオンに近い質量のイオンをモニターし

て質量の微少な変動を補正するロックマス方式の選択イオンモニタリング法（以下、SIM 法と

いう。）を用いてダイオキシン類のピークを検出することにより行う。同定は保持時間及びイオ

ン強度比の一致の程度によって行い，定量はクロマトグラム上のピーク面積から内標準法によ

って行う。 

本規格の GC/MS の検出下限は，装置，測定条件によって変動はあるが，四塩素化物及び五塩

素化物で 0.1 pg，六塩素化物及び七塩素化物で 0.2 pg，八塩素化物で 0.5 pg，DL-PCBs で 0.2 pg

以下である。 

 

3.16.5.2 試薬及び装置 

3.16.5.2.1 試薬 

a) 校正用標準試料（MS の質量校正用） 

ペルフルオロケロセン（PFK）などの質量分析用高沸点成分を使用する。 

b) 標準物質 

標準物質は表 3.16.2に示すものを用いる。これらは国家計量標準にトレーサブル又は国

家計量標準機関が認めた標準物質とする。 

標準液はガラス製の密閉容器に入れて冷暗所に，厳重な管理下で保管する。 

c) 内標準物質 

内標準物質は 3.16.3.3d）に示すものを用いる。 

d) 検量線作成用標準液 

b)の標準物質と c)の内標準物質を混合して，GC/MS の定量範囲内で GC/MS の検出下限程

度の低濃度から 5 段階程度をノナン，トルエン，デカン又は 2,2,4-トリメチルペンタンで希
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釈して調製する。調製例は付属書Ｂ（JIS 本文）を参照。 

 

表 3.16.2 ダイオキシン類の標準物質（JIS 本文 表 6 より） 

 
  標準物質  

PC
D

D
s 

TeCDD 2,3,7,8-TeCDD 
PeCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 

HxCDD 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 

HpCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
OCDD 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDD 

PC
D

Fs
 

TeCDF 2,3,7,8-TeCDF 

PeCDF 
1,2,3,7,8-PeCDF 
2,3,4,7,8-PeCDF 

HxCDF 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 

HpCDF 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDF 1,2,3,4,6,7,8,9-OCDF 

D
L-

PC
B

s 

TeCB 
3,3',4,4'-TeCB (#77) 
3,4,4',5-TeCB (#81) 

PeCB 

2,3,3',4,4'-PeCB (#105) 
2,3,4,4',5-PeCB (#114) 
2,3',4,4',5-PeCB (#118) 
2',3,4,4',5-PeCB (#123) 
3,3',4,4',5-PeCB (#126) 

HxCB 

2,3,3',4,4',5-HxCB (#156) 
2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157) 
2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167) 
3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169) 

HpCB 2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189) 
注記  括弧内の数値は， IUPAC No.を示

す。  

 
3.16.5.2.2 装置（GC-MS） 

GC-MS の仕様と性能を表 3.16.3と表 3.16.4に，測定条件を表 3.16.5 に示す。 
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表 3.16.3 ＧＣの仕様及び性能  
試料導入部 スプリットレス方式，オンカラム方式又は大量注入方式で 250～300 ℃で使用可能

なもの 

キャリヤーガス 純度99.999 ％（体積分率）以上の高純度ヘリウム 

カラム恒温槽 温度制御範囲50～350 ℃，昇温プログラムの可能なもの 
カラム 内径0.1～0.52 mm，長さ 25～60 m の溶融シリカ製のキャピラリーカラム。 

PCDDs 及び PCDFs の測定では，2,3,7,8-位塩素置換異性体が可能な限り単離でき，
全ての化合物についてクロマトグラム上における溶出順位の判明しているカラム

を使用する。全ての 2,3,7,8-位塩素置換異性体を他の異性体と完全に分離できるカラ
ムは報告されていないので，溶出順位の異なる 2 種以上のカラムを併用して 2,3,7,8-
位塩素置換異性体全てを単独に定量できるようにすることが望ましい。 

DL-PCBs の測定では，12 種類の DL-PCBs が他の PCB 化合物と可能な限り単離で
き，TeCB～DeCB の PCB 化合物全てについてクロマトグラム上における溶出順位の
判明しているカラムを使用する。 

PCDDs 及び PCDFs の溶出順位が報告されているカラムとしては，BPX-DXN
（SGE），CP-Sil 88（Agilent J&W），DB-5（Agilent J&W），DB-17（Agilent J&W），
DB-210（Agilent J&W），DB-225（Agilent J&W），007-17（Quadrex），RH-12ms（Inventx），
SP-2331（Supelco）などがあり，PCB の溶出順位が報告されているカラムとしては，
DB-5ms（Agilent J&W），HT8-PCB（SGE），RH-12ms（Inventx）などがある。 
 

 

表 3.13.4 ＭＳの仕様及び性能 

方式 二重収束方式 

分解能 10000 以上。内標準物質として 13C12-OCDF を使用する場合，キャピラリーカラ
ムによっては 12000 が必要 

イオン検出方法 質量校正用標準物質を用いたロックマス方式によるSIM 法 

イオン化方法 電子イオン化（EI）法 

イオン源温度 250～320 ℃ 

イオン化電流 0.5～1 mA 
電子加速電圧 30～70 V 
最大イオン加速電圧 5～10 kV 

 

表 3.13.5 測定条件 

ＧＣ PCDDs 及び PCDFs 2,3,7,8-位塩素置換異性体のピークが他の異性体のものと良好な
分離が得られ，各塩素化物の保持時間が適切な範囲にあり，安定

した応答が得られるように GC の条件を設定する。 
DL-PCBs DL-PCBs のピークが他の化合物のものと良好な分離が得られ，各

塩素化物の保持時間が適切な範囲にあり，安定した応答が得られ

るように GC の条件を設定する。 
ＭＳ 分解能 分解能は10 000 以上とする。ただし，内標準物質として 13C12-

OCDF を使用する場合，GC のカラムの選択によっては 12 000 程
度が必要になる。 

検出方法 質量校正用標準試料を用いたロックマス方式によるSIM を用い
る。 

質量/電荷数（m/z） 標準物質及び内標準物質の塩素化物ごとに，二つ以上の選択イ

オンの m/z 及びロックマス用の選択イオンの m/z を設定する。 

 
※ＧＣの測定条件については，設定した条件における各化合物の分離状況を飛灰の抽出液

などの試料を測定して確認しておく。  
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※キャピラリーカラムによって得られるピークについては，一つのピークに対して十分な

測定点を確保するため，ピークを構成する測定点が 7 点以上となるように SIM のサンプ

リングの周期を設定しなければならない。クロマトグラム上の各ピークの保持時間を考慮

して，時間分割によるグルーピング方式によって測定してもよいが，この場合にはグルー

プごとに，適切な内標準物質ピークが出現するように条件を設定する。  
 

3.16.5.3 測定操作 

3.16.5.3.1 GC-MS 測定操作 

GC-MS の SIM 測定操作は次による。 

 

MS の調整（質量校正用プログラムによって行う。） 

※質量校正結果は保存 

↓ 

GC-MS を所定の条件に設定する。 

↓ 

校正用標準試料を導入し,モニターイオンの応答の安定を確認。 

↓ 

測定試料の測定を行う。 

↓ 

測定終了。 

↓ 

データ処理作業に入る前に個々の試料ごとに校正用標準試料のモニターイオンのクロマ

トグラム，妨害成分の有無及び 2,3,7,8-位塩素置換異性体の分離の確認を行う。  

※校正用標準試料のモニターイオンのクロマトグラムで，測定対象化合物の出現時間に

おいてシグナルに±20 %を超えた変動が認められた場合には，その化合物については定

量してはならない。主な要因として，試料の前処理が不十分な場合が考えられるので，

試料の前処理を再度十分に行い，ロックマスの変動を最小限に抑える。 

 

3.16.5.3.2 検量線の作成 

a) 標準液の S/N 比及び測定及びピーク面積の強度比の確認 

1 濃度に対し最低 3 回 GC/MS に注入し，全濃度領域で合計 15 点以上のデータをとる。最

も濃度の低い検量線作成用標準液のクロマトグラムにおいて，ベースラインのノイズ幅（N）

に対する標準物質のピーク高さ（S）の比（S/N）が 10 以上であることを確認するとともに、

各標準物質の対応する二つのイオンのピーク面積の強度比を求め，塩素原子の同位対存在

比から推定されるイオン強度比（JIS 本文表９参照）と±15 %以内で一致することを確認す

る。 

b) 相対感度の算出 
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各標準物質及び内標準物質のピーク面積を求め，各標準物質の対応するクリーンアップ

スパイク内標準物質（JIS 本文付属書Ｂ参照）に対するピーク面積の比と注入した標準液中

のその標準物質と内標準物質の濃度の比を用いて検量線を作成し，検量線の切片が限りな

くゼロ（0）に近いことを確認する。 = ×  

 

： 測定対象物質のクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度 

： 標準液中のクリーンアップスパイク内標準物質の量（pg） 
： 標準液中の測定対象物質の量（pg） 
： 標準液中の測定対象物質のピーク面積 

： 標準液中のクリーンアップスパイク内標準物質のピーク面積 

 

RRcs は測定ごとに求め，得られた全濃度域合計 15 点以上のデータを平均する。この場

合，データの変動係数は 5 %を目安とし，10 %を超える化合物があってはならない。  
同様にして，クリーンアップスパイク内標準物質のシリンジスパイク内標準物質に対す

る相対感度（RRrs），サンプリングスパイク内標準物質のクリーンアップスパイク内標準物

質に対する相対感度（RRss）もそれぞれ算出し（計算方法は JIS 本文参照），得られたそれ

ぞれの全データを平均する。この場合，データの変動係数は 10 %を目安とし，20 %を超え

る化合物があってはならない。 

 

3.16.5.3.3 試料の測定 

a)  検量線の確認 

1 日に 1 回以上，検量線作成用標準液の中から一つ以上選び測定し，RRcs を求める。さら

に，RRrs 及び RRss を求める。 

これらの相対感度が検量線作成時の相対感度に対して，RRcs については±10 %，RRrs 及

び RRss については±20 %にあるとき，求めた相対感度を用いて測定を行う。この範囲を外

れた場合には，その原因を取り除き，再測定を行うか，再度検量線を作成する。 

保持時間についても，保持時間が 1 日に±5 %，内標準物質との保持時間の比が±2 %を超

えて変動する場合には，その原因を取り除き，その直前に行った一連の試料の再測定を行う。 
b)  試料の測定 

3.16.4 で調製した測定用試料を測定し，各塩素化合物のモニターイオンについてクロマ

トグラムを得る。  
 

3.16.5.4 同定及び定量 

3.16.5.4.1 ピークの検出 

ベースラインのノイズ幅（N）に対して 3 倍以上のピーク高さ(S)であるピーク，すなわ

ち S/N=3 以上（求め方は JIS 本文参照）となるピークについて同定及び定量の操作を行う。 
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3.16.5.4.2 ダイオキシン類の同定 

a) ダイオキシン類の同定 

二つ以上のイオンにおけるクロマトグラム上のピーク面積の比が標準物質のものとほぼ

同じであり，塩素原子の同位体存在比（JIS 本文 表６）から推定されるイオン強度比に対し

て±15 %以内（検出下限の 3 倍以下の濃度では±25 %以内）であれば，そのピークはダイオ

キシン類又は PCB によるものであるとする。 

b) 2,3,7,8-位塩素置換異性体の同定 

同定された PCDDs 及び PCDFs の中の 2,3,7,8-位塩素置換化合物はクロマトグラム上のピ

ークの保持時間が標準物質とほぼ同じであり，対応する内標準物質との相対保持時間が標

準物質と一致することで同定する。 

c) DL-PCB の同定 

同定された PCBの中の DL-PCBはクロマトグラム上のピークの保持時間が標準物質とほ

ぼ同じであり，対応する内標準物質との相対保持時間が標準物質と一致することで同定す

る。 

 

3.16.5.4.3 ダイオキシン類の定量 

a) 各化合物の定量 

抽出液全量中の同定された各化合物の量は，それに対応するクリーンアップスパイク内標

準物質（JIS 本文 付属書2 参照）の添加量を基準にして内標準法で求める。 = ×  

 

： 抽出液全量中の化合物の量(ng) 
： クロマト上の化合物のピーク面積 

： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質のピーク面積 

： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質の添加量(ng) 
： 対応するクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度 

 

※2,3,7,8-位塩素置換異性体及び DL-PCB 以外の化合物の定量には，各塩素化物に用いて
いる標準物質とクリーンアップスパイク内標準物質との相対感度の平均値を用いる。 

 

b) 濃度の算出 

得られた各化合物の量と採取ガス量などから試料中の濃度を算出し，JIS Z 8401 の規定に

よって数値を丸め，有効数字 2 けたとする。 = ( − ) × 1
 

 

： 試料中の化合物の濃度（273.15 K(0 ℃),101.32 kPa）(ng/m3) 
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： 抽出液全量中の化合物の量(ng) 
： 空試験での化合物の量(ng) 
： 273.15 K(0 ℃),101.32 kPa における試料ガスの採取量(m3) 

 

【注意】酸素の濃度による補正が必要な場合には，実測した濃度を JIS 本文 式(8) によ
って所定の酸素の濃度に換算したものを濃度とする。 

 

3.16.5.5 検出下限及び定量下限 

装置，測定方法及び試料ガスの検出下限，定量下限の求め方を表 3.16.5に示す。 

表 3.16.5 検出下限及び定量下限について  
 装置の  

検出下限及び定量下限  
測定方法の  
検出下限及び定量下限  

試料ガスにおける  
検出下限及び定量下限  

算出  
方法  

最低濃度の検量線作成用標

準液を測定し，各 2,3,7,8-位
塩素置換異性体を定量する。

これを 5 回以上繰り返し，標
準偏差を求め，その 3 倍を装
置の検出下限値，10 倍を装
置の定量下限値とする。  

測定と同じ量の吸収液，吸着剤，

フィルター抽出液に標準物質

(JIS 本文  式(8)より)を添加し，
前処理，測定を行う。これを 5 回
以上行い，標準偏差を求め，そ

の 3 倍を測定方法の検出下限
値，10 倍を測定方法の定量下限
値とする。  

試料採取量により異なるた

め、測定方法の検出下限及

び定量下限，試料ガスの採

取量等により、試料ごとに

求める。JIS 本文  式(9)，(10) 

検出  
下限値  

四塩素化物及び五塩素化物

で 0.1 pg，六塩素化物及び七
塩素化物で 0.2 pg，八塩素化
物で 0.5 pg，DL-PCB で 0.2 
pg 以下になるように調節す
る。  

－  評価しなければならない濃

度の 1/30 以下でなければな
らない。  

管理  
方法  

ある一定の周期で確認し，常

に十分な値が得られるよう

に管理する。GC/MS 及び測
定条件を変更した場合など

は必ず確認する。  
 

ある一定の周期で確認し，常に

十分な値が得られるように管理

する。前処理条件及び測定条件

などを変更した場合などは必ず

確認する。  

－  

丸め方  測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し，得られた検出下限は有効数字１けたとし，定量
下限は，検出下限と同じけたまで丸める。  

 
＜試料測定時の検出下限の確認＞ 

実際の試料の測定の際，2,3,7,8-位塩素置換異性体及び DL-PCBs の中でピークが検出され

なかったものについては，S/N 比より検出下限を推定し，算出される試料ガス中の濃度が“試

料ガスにおける検出下限”以下であることを確認する。 

その値が試料ガスにおける検出下限を超える場合は，前処理操作，測定操作に問題がなか

ったかどうかを確認し，その原因を除いて再測定し，少なくとも試料測定時の検出下限から

算出される試料ガスの濃度が，評価しなければならない濃度の 1/30 以下になるようにする。 
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3.16.6 結果の報告 

3.16.6.1 結果の表示方法 

a) PCDDs 及び PCDFs 

・PCDDs 及び PCDFs の濃度の測定結果には次の３つを記載する  

－  2,3,7,8-位塩素置換異性体の濃度  

－  四塩素化物～八塩素化物（TeCDDs～OCDD 及び TeCDFs～OCDF）の同族体濃度  

－ それらの総和 

・試料ガスにおける検出下限以上で定量下限未満のものは“定量下限値以上の値と同等の精

度が保証できない値”であることが分かるような表示方法（例えば括弧付きにするとか別

の欄にするとか）とする。 

・単独で定量できなかった 2,3,7,8-位塩素置換異性体については，それが分かるように結果

表の 2,3,7,8-位塩素置換異性体の欄に重なっている異性体の名称を明記する。 

例“1,2,3,7,8＋1,2,3,4,8-PeCDF” 

・各同族体の濃度及びそれらの総和は，検出された化合物の濃度で算出する。 

・これらの表示方法は表 3.16.6のとおりとし，試料ガスにおける検出下限及び定量下限も明

記する。また，表 3.16.7の毒性当量（TEQ 濃度）を求めて結果をまとめる場合には，JIS 附

属書 E を参考とする。 

 

表 3.16.6  PCDDs，PCDFs の同族体及び化合物の表示方法（JIS 本文 表 10 より）  

 
PCDDs PCDFs 

同族体  化合物  同族体  化合物  

化
合
物
及
び
同
族
体

 

TeCDDs 
2, 3, 7, 8-TeCDD 
その他  TeCDFs 

2, 3, 7, 8-TeCDF 
その他  

PeCDDs 
1, 2, 3, 7, 8-PeCDD 
その他  PeCDFs 

1, 2, 3, 7, 8-PeCDF 
2, 3, 4, 7, 8-PeCDF 
その他  

HxCDDs 

1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDD 
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDD 
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDD 
その他  

HxCDFs 

1, 2, 3, 4, 7, 8-HxCDF 
1, 2, 3, 6, 7, 8-HxCDF 
1, 2, 3, 7, 8, 9-HxCDF 
2, 3, 4, 6, 7, 8-HxCDF 
その他  

HpCDDs 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDD 
その他  HpCDFs 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-HpCDF 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9-HpCDF 
その他  

OCDD 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-OCDD OCDF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9-OCDF 

総
和

 

PCDDs －  PCDFs －  
PCDDs+PCDFs 

 

b) DL-PCB 

・DL-PCB の濃度の測定結果には各化合物の濃度とそれらの総和を a)と同様に記載する。 

・表示方法は表 3.16.7のとおりとし，試料ガスにおける検出下限及び定量下限も明記する。 

・3.16.6.3の毒性当量（TEQ 濃度）を求めて結果をまとめる場合には，JIS 附属書 E を参考
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とする。 

 

表 3.16.7  DL-PCB の化合物の表示方法（JIS 本文 表 11 より）  
 ノンオルト体  モノオルト体  

化
合
物

 

3, 3', 4, 4'-TeCB (#77) 
3, 4, 4', 5-TeCB (#81) －  

3, 3', 4, 4', 5-PeCB (#126) 

2, 3, 3', 4, 4'-PeCB (#105) 
2, 3, 4, 4', 5-PeCB (#114) 
2, 3', 4, 4', 5-PeCB (#118) 
2', 3, 4, 4', 5-PeCB (#123) 

3, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB (#169) 
2, 3, 3', 4, 4', 5'-HxCB (#156) 
2, 3, 3', 4, 4', 5-HxCB (#157) 
2, 3', 4, 4', 5, 5'-HxCB (#167) 

－  2, 3, 3', 4, 4', 5, 5'-HpCB (#189) 

総
和

 

ノンオルト体  モノオルト体  
DL-PCBs 

 
3.16.6.2 濃度の単位 

ダイオキシン類の実測値は，ng/m3（273.15 K(0 ℃)，101.32 kPa）で表示する。 

 

3.16.6.3 毒性当量（TEQ）への換算 

ダイオキシン類の濃度を毒性当量に換算する場合は，測定濃度に毒性等価係数（TEF）を

乗じて ng-TEQ/m3（273.15 K(0 ℃)，101.32 kPa）として表示する。 

a) 毒性等価係数（TEF） 

毒性等価係数（TEF）（JIS 附属書 E 表E.1-TEF：2006）を使用して毒性当量を求める。 

b) 毒性当量（TEQ）の算出 

各化合物の毒性当量を算出し，その合計を毒性当量とする。なお，計算の際，個々の化

合物の毒性当量については数値の丸めの操作は行わず，その合計の値をもって有効数字２

けたに数値を丸める。換算方法は次の中から選択し，換算値には用いた方法が分かるよう

明記する。 

1) 特に指定がない場合，確実にあるといえる値だけを使用する。つまり，定量下限以上の

値はそのままその値を用い，それ以外をゼロとする。 

2) 目的に応じて次の方法がある 

2.1) 最大に見積もられる値：検出下限以上の値はそのままの値を用い，検出下限未満のも

のは試料ガスにおける検出下限を用いて計算する。 

2.2) 確率的に真値に一番近いと推定される値：検出下限以上の値はそのままの値を用い，

検出下限未満のものは試料ガスにおける検出下限の 1/2 の値を用いて計算する。 
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3.17  排ガス中のダスト濃度の測定方法（JIS Z 8808）2013 年 

3.17.1 測定方法の概要 

排ガス中のダスト濃度の測定方法の概要について，図 3.17.1に示す。  

3.17.2 測定位置，測定孔及び測定点 

3.17.2.1 測定位置 

測定位置は，測定作業が容易かつ安全に行える場所で，排ガスの流れが比較的一様

に整流されているところとする。  

3.17.2.2 測定孔 

内径 10～ 15 cm 程度のものをダクト壁面へ取り付ける。  

3.17.2.3 測定点 

 測定位置に選んだダクトの測定断面の形状及び大きさに応じて適当数の等面積に区

分し，その区分面積ごとに測定点を選ぶ。  

（ 1） 円形断面の場合 

測定断面において互いに直交する直径線上の，表 3.17.1に示す位置に測定点を選

ぶ。測定点の数は，ダクトの直径が 4.5 m を超える場合には， 20 点までとする。  

 

表 3.17.1 円形断面の測定点の取り方 

適用ダクト直径  

２ R(ｍ ) 

半 径 区

分数  

測 定 点

の数  

測定点のダクト中心からの距離 (ｍ )  

     

1 以下  

1 を超え 2 以下  

2 を超え 4 以下  

4 を超え 4.5 以下  

4 .5 を超えた場合  

1  

2  

3  

4  

5  

4  

8  

12 

16 

20 

0 .707R 

0.500R 

0.408R 

0.354R 

0.316R 

－  

0 .866R 

0.707R 

0.612R 

0.548R 

－  

－  

0 .913R 

0.791R 

0.707R 

－  

－  

－  

0 .935R 

0.837R 

－  

－  

－  

－  

0 .949R 

 

（ 2） 長方形及び正方形断面の場合 

測定断面を一辺の長さが 1 m 以下の範囲で 4 個以上の等断面積の長方形又は正方

形に区分し，その中心に測定点を選ぶ。適用寸法及び測定点の取り方は  表 3.17.2

のとおりとする。ただし，ダクトの断面積が 20 m2 を超える場合には，測定点の数は

20 点までとし，等断面積に区分する。  

 

表 3.17.2 長方形及び正方形断面積の測定点の取り方 

適用ダクト断面積  A(m2 )  区分された一辺の長さ  L(m) 

1 以下  

1 を超え 4 以下  

4 を超え 20 以下  

L ≤  0 .5  

L ≤  0 .667 

L ≤  1  
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備 考 ：1.     で囲 んだものは測 定 値 を，     で囲 んだものは計 算 値 を表 す。  
    2. 破 線 で囲 んだ部 分 は， 平 衡 形 試 料 採 取 装 置 を用 いて測 定 を行 う場 合 である。 

    3. 一 点 鎖 線 で囲 んだ部 分 は， 排 ガス流 量 又 はダスト流 量 を求 める場 合 に必 要 である。 

図 3.17.1 排ガス中のダスト濃度の測定方法の概要 

測定位置の選定・測定点の決定

排ガス温度の測定

排ガス密度の計算

等速吸引流量の確定

ダスト試料の採取

吸引ガス量の算出

ダスト濃度の算出

ダスト流量の算出

排ガス組成の測定

全圧の測定

静圧の測定

ダクト内の排ガスの性状の把握

排ガス流速の計算

動圧の計算（または動圧の測定値）

ノズルの内径

湿り排ガス流量の算出

乾き排ガス流量の算出

ダスト量のひょう量

 水分量の測定

ダクトの断面積

平均ダスト濃度の算出
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3.17.3 排ガス温度の測定 

3.17.3.1 測定点 

 排ガス温度の測定点は，3.17.2.3の説明で決定した測定点全てで行う。  

 ただし，温度分布が平坦な場合（±5 ％以内の時）は，測定点の数を減らしても良

い。  

3.17.3.2 測定装置 

JIS B 7411 又は JIS Z 8704 に規定する温度計を用いる。  

3.17.3.3 測定方法 

JIS Z 8704 又は JIS Z 8705 により，各測定点で測定した温度の平均値を求める。  

3.17.4 排ガス中の水分量の測定 

水分量の測定には，吸湿管を用いる方法や計算により求める方法がある。ここでは，

吸湿管を用いる方法について述べる。  

3.17.4.1 測定点 

 ダクト断面の中心部に近い地点を選ぶ。 

3.17.4.2 水分試料採取装置 

 装置は，「水分試料採取部→ガス吸引部→吸引流量測定部」から構成される。 

 

 

 
図 3.17.2 水分試料採取装置の例 
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表 3.17.3 水分試料採取装置の構成 

水分試料捕集部  （ a）吸引管  

 先端に無アルカリガラス繊維などを充塡して，排ガスを吸引

するときに，ダストが混入しないようにしたもので，硬質ガラス

製又は金属製のもの。  

（ b）吸湿管  

 JIS R 3503 に規定する共通すり合わせ U 字管，又は JIS M 8813

に規定する吸収器に，JIS K 8125 に規定する塩化カルシウム（水

分測定用）などの吸湿剤を充塡し，吸湿剤の飛散を防ぐため無ア

ルカリガラスウール又はシリカウールを詰めたもの。  

ガス吸引部  ガス吸引部は，SO 2 吸収瓶，ミスト除去瓶，吸引装置，及び吸引

流量調整部からなる。  

（ a） SO 2 吸収瓶  

 JIS K 8230 に規定する過酸化水素を約 10 倍に希釈して吸収液

（ 1＋ 9）とする。吸引装置などが硫黄酸化物などによって腐食す

るおそれがある場合に用いる。  

（ b）ミスト除去瓶  

 ガラス繊維又は脱脂綿を充塡した瓶で，SO 2 吸収液の同伴を防

ぐために用いる。  

（ c）吸引装置  

排ガスを吸引する装置で，ダクト内の負圧，試料採取装置各部

の抵抗に十分打ち勝ち，所要の流量でガスを吸引できる吸引ポ

ンプ，ブロワなどを用いる。吸引装置の吐出側には，必要に応じ

て流量計保護のための油ミスト除去器を設ける。  

（ d）吸引流量調整弁  

 排ガスの吸引流量を加減するために用いるもので，吸引装置

又はガス吸引部の適当な箇所に設ける。  

吸引流量測定部  湿式又は乾式の積算流量計及び積算流量計により校正された面

積流量計，並びに，絞り機構などの瞬間流量計からなる。  

 

3.17.4.3 測定方法 

（ 1）測定準備  

 ・吸湿剤を充塡後，表面の付着物などを拭い取り，吸湿管のコックを密閉してひょ

う量し，質量（m a l）を記録する。  

 ・吸引管は，内部に水分が凝縮しないように保温又は加熱する。 

 ・吸湿管は，冷却水槽を用いて冷却する。 
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（ 2）測定  

 採取操作は，次による。 

ガス採取管内を試料ガスで置換する  

↓  

2 つの吸湿管を連結したものを水槽内に入れて冷却する  

↓  

吸湿管にガス採取管を接続する  

↓  

吸湿管のコックを開いて，試料ガスを吸湿管へ通気させる  

↓  

所要量のガス量を吸引したら，ポンプを止め，吸湿管のコックを閉じる  

↓  

吸引ガス量を 0.1 L の単位まで読み取る  

↓  

吸湿管表面の水分及び付着物を拭き取り，ひょう量し，その質量（m a 2）を記録する  

 

※ 1.吸引流量は，1 本の吸湿管において，吸湿剤 1 g あたり 0.1 L/min 以下となること。  

※ 2.吸引ガス量は，吸湿管に付着する水分量が 0.1 ～  1  g 程度にする。  

 

（ 3）水分量の計算  

 ・水分量は，吸湿管に付着した水分量と，吸引した試料ガスの体積から，次式によ

り計算する。  

= 22.4118.02 ×× 273.15273.15 + × + −101.32 + 22.4118.02 × × 100 

 

ここで， X w： 排ガス中の水蒸気の体積分率（％）  

 m a： 吸湿水分の質量（m a 2 -  m a 1）（ g）  

 V m： 吸引したガス量（ガスメーターの読み）（ L）  

 θm： ガスメーターにおける吸引ガス温度（℃）  

 P a： 大気圧（ kPa）  

 P m： ガスメーターにおけるゲージ圧（ kPa）  

 P v： θ m  ℃における水の飽和水蒸気圧（ kPa）  
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3.17.5 排ガス流速の測定方法 

3.17.5.1 測定点 

 3.17.2 .3 にて決定した測定点で行う。  

3.17.5.2 装置 

 装置は，ピトー管と圧力計により構成される。 

 

図 3.17.3 ピトー管による排ガス流速測定の例 

 

（ 1）ピトー管  

 JIS B 8330 に規定する L 形ピトー管又はピトー管係数が分かっているピトー管を用

いる。  

 

（ 2）圧力計  

 圧力計は，傾斜マノメーターなどの微圧計，U 字形マノメーターまたは圧力を電気

量に変換，指示するものを用いる。  

 

3.17.5.3 排ガス流速の測定方法 

 排ガス流速の測定は，ピトー管と圧力計を用いて，動圧及び静圧の測定を行い，さ

らに，オルザットガス分析計を用いて求めた排ガス組成から計算した排ガス密度を元

に，各測定点での流速を計算する。  

（ 1）排ガス流速の測定  

一般的に用いられる特殊ピトー管（ウェスタン形）の場合について述べる。  

測定は，次の操作により行う。  
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ピトー管 T 側（全圧測定管）の差圧管をマノメーター T 側へ接続  

↓  

ピトー管 S 側（静圧測定管）の差圧管をマノメーター S 側へ接続  

↓  

ピトー管をダクト内に挿入する  

↓  

全圧孔をダクト内の流れの面に向ける  

↓  

傾斜マノメーターの封液の目盛りを読みとる（差圧の計測）  

↓  

静圧測定管（ S 側）の差圧チューブをマノメーターから取り外す  

↓  

傾斜マノメーターの封液の目盛りを読みとる（全圧の計測）  

↓  

ピトー管をダクト内から引き抜く  

↓  

次式により，排ガス静圧（ P s）を求める  

 = −  
 

ここで， P s： 排ガスの静圧（ kPa）  

 P t： 特殊ピトー管で測定された全圧の読み（ kPa）  

 ｃ： ピトー管係数  

 P d： 特殊ピトー管で測定された差圧の読み（ kPa）  

 

（ 2）排ガスの密度の計算  

排ガスの密度は，排ガス組成を元に，次式により計算で求める。  

 = × 273.15273.15 + × +101.32 

 

ここで，  = 122.41 × 100 × ( + +⋯+ ) × 1 − 100 + 18.02  

 

ρ： ダクト内における排ガスの密度（ kg/m3）  

ρ 0： 標準状態における湿り排ガスの密度（ kg/m3）  
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Pa： 大気圧（ kPa）  

Ps： 各測定点における排ガスの静圧の平均値（ kPa ）  

θ s： 各測定点における排ガスの平均温度（℃）  

M 1，M 2，… ，M n： 排ガスの各成分の分子量  

x 1， x 2，… ， x n： 乾きガスの各成分の体積分率（％）  

X w： 排ガス中の水蒸気の体積分率（％）  

 

（ 3）排ガス流速の計算  

排ガス流速の計算は，次式により計算する。  

= × 2
 

 

ここで， ν： 流速（m/s）  

 c： ピトー管係数  

 P d： ピトー管による動圧測定値（ Pa）  

 ρ： ダクト内における排ガスの密度（ kg/m3）  

 

（ 4）排ガス流量の求め方  

排ガスの流量は，次式により計算する。  = × ̅ × 273.15273.15 + × +101.32 × 60 × 60 

 

ここで， Q N： 標準状態における湿り排ガス流量（m3 /h）  

 A： ダクト断面積（m2）  

 P a： 大気圧（ kPa）  

 P s： 各測定点における排ガスの静圧の平均値（ kPa）  

 θ s： 各測定点における排ガスの温度の平均値（℃）  

 ̅： 各測定点の流速を平均したダクト断面の平均流速（m/s）  

 

また，乾きガス量は，次式により計算する。  

′ = × 1 − 100  

 

ここで， ′
： 標準状態における乾き排ガス流量（m3 /h）  

 Q N： 標準状態における湿り排ガス流量（m3 /h）  
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 X w： 排ガス中の水蒸気の体積分率（％）  

 

3.17.6 ダスト試料採取装置 

3.17.6.1 ダスト試料採取装置の種類 

ダスト試料採取装置には，普通形試料採取装置と平衡形試料採取装置の 2 種類があ

る。  

表 3.17.4 ダスト試料採取装置の種類と特徴 

普 通 形 試 料 採 取

装置  

測定点における排ガス及び吸引ガスの諸条件（温度，圧力，水

分量，密度，流速など）をあらかじめ測定し，等速吸引流量を求

め，それに合わせてダスト試料をろ過捕集する。  

平 衡 形 試 料 採 取

装置  

排ガスの動圧又は静圧を利用して，これらを吸引ガスの圧力と

平衡させることにより，直ちに等速吸引によってダスト試料を

ろ過捕集する。  

 

3.17.6.2 ダスト試料採取装置の構成 

 装置は，ダスト捕集部，ガス吸引部及び吸引流量測定部によって構成される。 

また，試料採取装置のダスト捕集器の位置により，ダスト捕集器をダクト内に置く

ものを 1 形，ダスト捕集器をダクトの外側に置くものを 2 形として区別する。  

 

 

図 3.17.4  1 形ダスト試料採取装置の例  
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図 3.17.5 2 形ダスト試料採取装置の例  

 

3.17.6.3 試料採取装置 

 装置は，大まかに「ダスト捕集部→ガス吸引部→吸引流量測定部」から構成される。 

ここでは，普通形試料採取装置をもとに述べる。  

（ 1）ダスト捕集部  

 ダスト捕集部は，吸引ノズル，ダスト捕集器，支持金具，ドレン捕集器により構成

されている。  

表 3.17.5 ダスト捕集部の構成条件 

吸引ノズル  ①  内径 d は 4 mm 以上で 0.1 mm の単位まで求めておく。  

②  先端は，30 度以下の鋭角に仕上げられるか，なめらかな半球状

のもの。  

③  ノズル内外部はなめらかになっていること。  

④  吸引ノズルからダスト捕集器までの吸引管は，内面がなめらか

で，急激な断面の変化がないこと。  

⑤  材質は，ほうけい酸ガラス，シリカ，ステンレス鋼またはこれ

らと同等の性能を有するもの。  

ダスト捕集器  ①  ろ紙によってろ過捕集するものを用い，性能は JIS K 0901 によ

って 0.3μm の試験粒子を 99％以上捕集し，使用状態で化学変化

を起こさないもの。  
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②  ダスト捕集器は，吸引ノズル，ろ紙及びろ紙ホルダからなる。  

③  ろ紙の形状には，円形と円筒形のものがあり，それぞれの形状

に応じたろ紙ホルダを使用する。ただし，円形ろ紙は，有効直

径 30 mm 以上のものを使用する。  

④  ろ紙ホルダは，ろ紙の形状に応じたものを使用し，ろ紙の脱着

が容易に行えるもの。  

⑤  ろ紙を装着した部分から，空気の漏れこみのないもの。  

⑥  ミストが共存する場合は，強度の強いろ紙を用いるか，ろ紙後

方に耐腐食性の金網などを装着し，ろ紙が破損しないようにす

るか，インパクタ付ダスト捕集器を用いて，あらかじめミスト

を分離する。  

⑦  ダスト捕集器は，使用に際して，捕集するガスの性状に応じて，

ろ過材の性能（使用温度，圧力損失，吸湿性）を考慮し選定す

る。  

支持金具  ダスト捕集器を装着するために使用。  

ドレン捕集器  内部にガラス繊維又はシリカ繊維を充塡したもので，吸引ガスによ

るドレンがダスト捕集器へ逆流することを防止する。  

連結管  ダスト捕集器又はドレン捕集器からガス吸引用のゴム管に至るま

での連結部。  

 

（ 2）ガス吸引部  

3 .17.4 .1 .2（ 2）に示されたもの。  

（ 3）吸引流量測定部  

3 .17.4 .1 .3（ 3）に示されたもの。  

 

3.17.7 ダスト試料の採取 

3.17.7.1 ダスト試料の採取方法の種類 

 表 3.17.6に示すいずれかの方法による。  

表 3.17.6 ダスト試料の採取の方法 

各点採取法  測定点ごとに 1 個のダスト捕集器を用いてダスト試料を採取する。  

移動採取法  1 個のダスト捕集器で，測定点を移動し，それぞれ同じ吸引時間で

ダスト試料を採取する。  

代表点採取法  代表点としての条件を満たす測定点とし， 1 個又は数個のダスト捕

集器を用いてダスト試料を採取する。  

 

3.17.7.2 トラベルブランク試験 
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 ダスト試料を採取する以外は，試料と全く同様な操作を行う。試料採取前に準備し

たろ紙の質量と，試料採取以外の一連の操作後のろ紙の質量との差を測定する。トラ

ベルブランク試験を行う場合は，少なくとも 3 試料以上行い，一連の操作前後のろ紙

の質量差の平均値をトラベルブランク値とする。 

 

3.17.7.3 ダスト試料の採取準備 

 ダスト試料の採取準備として，等速吸引流量の計算と，ダスト捕集器の準備がある。 

（ 1）等速吸引の計算  

これまでに計測された水分量，流速値，排ガス温度及び排ガス組成のデータを元

に，各測定点における等速吸引のための吸引流量の計算を行い，試料採取に用いる

吸引ノズル径を求め，吸引条件を決定する。  

計算は，次式により行う。  

 = 4 × × 1 − 100 × 273.15 +273.15 + × ++ − × 60 × 10  

 

ここで， qm： ガスメーターにおける等速吸引流量（ L/min）  

 d： 吸引ノズルの内径（mm）  

 ν： 排ガスの流速（m/s）  

 X w： 排ガス中の水蒸気の体積分率（％）  

 θm： ガスメーターにおける吸引ガスの温度（℃）  

 θ s： 排ガスの温度（℃）  

 P a： 大気圧（ kPa）  

 P s： 測定点における静圧（ kPa）  

 P m： ガスメーターにおける吸引ガスのゲージ圧（ kPa）  

 P v： θm の飽和水蒸気圧（ kPa）  

 

（ 2）ダスト捕集器の準備  

等速吸引流量の計算により求めたノズル径のノズルを，ダスト捕集器に装着し，

支持金具に取り付けて，試料採取装置を組み立てる。  

 

3.17.7.4 ダスト試料の採取 

（ 1）組み立てられたダスト試料採取装置は，気密を確認した後，吸引ノズルを排ガス

の流れに逆向きにして挿入し，吸引開始と同時に吸引ノズルを排ガスの流れに正し

く直面させて，等速吸引によって試料ガスを吸引する。  

吸引時には，以下の状況を満たすようにする。  
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①  排ガスの流れと吸引ノズルの偏りは， 10 度以下とする  

②  吸引ノズルから吸引するガスの流速は，測定点における排ガス流速に対し，  

－ 5～＋ 10 ％の範囲とする  

③  吸引時は，等速吸引に速やかに吸引流量を合わせて吸引を行うこと  

（ 2）吸引ガス量は，ダストの捕集量が次のようになるように選ぶ。あらかじめダスト

濃度が低いことが予想される場合は，適切なノズル口径の選定，排ガスの吸引時間

の調整などから十分な吸引ガス量を確保する。  

なお，それでも十分な排ガス量の吸引が困難で，標準状態における乾きガス量と

して 1 000 L 以上の排ガスを吸引してもダスト捕集量が次の①又は②に満たない場

合は，濃度の計算は次のようにする。  

トラベルブランク値の 5 倍の値をダスト捕集量としてダスト濃度を計算し，その

値を検出下限値とする。実試料におけるダスト捕集量がトラベルブランク値の 5 倍

以下の場合は，ダスト濃度は検出下限値以下とする。  

   

①  円形ろ紙の場合は，捕集面積 1 cm2 当り 0.5 mg 程度とする  

②  円筒ろ紙の場合は，全捕集量を 5 mg 以上とする  

（ 3）排ガスを吸引した後，吸引を止めて吸引ガス量を測定し，吸引ノズルを再び逆向

きにして，速やかにダクト外にダスト捕集部を取り出す。  

（ 4）ダストを捕集したろ紙は，一般に 105～ 110 ℃で 1 時間乾燥した後，デシケータ

ー中で常温まで冷却し，ひょう量する。  

 

作業の流れは，次による。  

吸引ノズルを排ガスの流れに対して逆向きにダクト内に挿入する  

↓  

吸引開始前のガスメーターの目盛りを読み取り，記録する  

↓  

吸引開始と同時に吸引ノズルを排ガスの流れに正しく直面させる  

↓  

等速吸引流量で吸引する  

↓  

目的の吸引量のガスを採取したら，吸引を停止する  

↓  

吸引ノズルを排ガスの流れと逆向きにし，直ちに吸引ノズルをダクトの外へ取り出す  

↓  

ガスメーターの目盛りを読み取る  
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3.17.8 ダスト濃度の計算 

排ガス中のダスト濃度は，標準状態（温度 273.15 k(0 ℃ )，気圧 101.32 kPa）に換算

した乾きガス量 1m3 中に含まれるダストの質量で表し，測定により捕集したダストの

質量と，標準状態に換算した乾き吸引ガス量から，計算により求める。  

（ 1）吸引ガス量の測定方法  

次式により計算する。  

 

′ = × 273.15273.15 + × + −101.32 × 10  

 

ここで， ： 標準状態における吸引した乾きガス量（m3）  

 V m： 吸引したガス量（湿式ガスメーターの読み）（ L）  

 θm： ガスメーターにおける吸引ガスの温度（℃）  

 P a： 大気圧（ kPa）  

 P m： ガスメーターにおける吸引ガスのゲージ圧（ kPa）  

 P v： θm の飽和水蒸気圧（ kPa）  

 

（ 2）ダスト濃度の計算  

ダスト濃度は，次式により計算する。  

 =
′

 

 

ここで， C N： 標準状態における乾きガス中のダスト濃度（ g/m3）  

 m d： 捕集したダストの質量（ g）  

 ： 標準状態における吸引した乾きガス量（m3）  

 

3.17.9 測定値の記録 

測定及び計算によって求めた結果は，表 3.17.7 に示す項目についてまとめて整理

し，記録する。 
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表 3.17.7 測定値の記録項目 

測定項目 

一

般

項

目 

1 測定日時 

2 測定場所 

3 発生源の条件 

 (1) 発生源の種類 

 (2) 使用燃料又は熱源の種類 

 (3) 燃料使用量，運転状況 

 (4) 測定位置，高さ 

 (5) ダクト断面形状，概略寸法 

 (6) 測定点の位置及び数 

ダ

ス

ト

濃

度

の

測

定

に

係

る

項

目 

4 ダスト試料の採取条件 

 (1) 試料採取装置の種類 

 (2) 試料採取方法の種類 

 (3) 吸引ノズルの内径 

 (4) ろ過材質，形状，寸法 

5 測定及び計算項目 

 (1) 大気圧 

 (2) 排ガス温度 

 (3) 排ガス水分量 

 (4) 排ガス組成 

 (5) 排ガス密度 

 (6) 排ガス動圧 

 (7) 排ガス静圧 

 (8) 排ガス流速 

 (9) 等速吸引流量 

 (10) ガスメーターの吸引ガス温度 

 (11) 同上温度の水の飽和蒸気圧 

 (12) ガスメーターのゲージ圧 

 (13) 吸引ガス量 

 (14) 吸引時間 

 (15) 捕集ダストの質量 

6 ダスト濃度 

そ

の

他 

7 ダスト濃度以外の測定項目 

 (1) 湿り排ガス量 

 (2) 乾き排ガス量 

 (3) ダスト流量 

8 測定の精度 

 (1) ガスメーターの校正 

 (2) 天びんの校正 

 (3) リークテストの結果 

 (4) トラベルブランク試験の結果 
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3.18 排ガス中のほう素分析方法(JIS K 0081) 2012 年 

3.18.1 適用範囲，分析方法 

石炭，廃棄物，バイオマスなどの燃焼によって，煙道，煙突，ダクトなどに排出

されるガスに含まれる粒子状及びガス状ほう素を個別に採取分析し，合算することに

よって，排ガス中ほう素濃度を分析する方法である。  

粒子状ほう素はろ紙を用いた試料採取装置で捕集した後に，ガス状ほう素は吸収

液に吸収した後に， ICP 発光分光分析法又は ICP 質量分析法を用いて定量する。  

粒子状ほう素及びガス状ほう素のそれぞれの定量下限値は，試料ガス採取量を 120 

L とした場合，いずれも ICP 発光分光分析法では 0.05 mg/m3， ICP 質量分析法では

0.001 mg/m3 である。  

 

表 3.18 分析方法の種類と定量下限値 

分析方法の種類  概  要 定量下限値  

ICP 発光分光分析法  排ガス中の粒子状ほう素，ガ

ス状ほう素を個別に定量し

合算  

粒子状，ガス状のそれぞれにつ

い て ， ほ う 素 量 と し て 0.05 

mg/m3（排ガス採取量 120 L）  

ICP 質量分析法  排ガス中の粒子状ほう素，ガ

ス状ほう素を個別に定量し

合算  

粒子状，ガス状のそれぞれにつ

い て ， ほ う 素 量 と し て 0.001 

mg/m3（排ガス採取量 120 L）  

 

3.18.2 粒子状ほう素の試料採取方法 

 粒子状ほう素とは，0.3 μm の粒子に対して 99.5 %以上の捕集効率をもつフィルタ

ーに捕集される粒子状物質に含まれるほう素及びその化合物の総称である。  

 

3.18.2.1 試料採取装置 

JIS Z 8808 に従って測定位置，測定点を決定する。 JIS Z 8808 の 8.1（ダスト試料

採取装置の種類）の (1)（普通形試料採取装置）に規定した普通形試料採取装置又は

(2)（平衡形試料採取装置）に規定した平衡形試料採取装置を用いる。ただし，アル

ミナを含むろ紙はガス状ほう素を吸着するので使用せず，シリカ繊維のろ紙を用い

る。試料採取装置は，ダスト捕集器の位置によって 1 形と 2 形とに区別し， 1 形はダ

スト捕集器をダクト内に置き， 2 形はダスト捕集器をダクト外に置く。  

 

3.18.2.2 試料採取操作 

JIS Z 8808 に従い，等速吸引でダストを吸引し，ろ紙にサンプルを捕集する。  
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3.18.3 ガス状ほう素の試料採取方法 

 ガス状ほう素とは，上記フィルターを通過するほう素及びその化合物の総称であ

る。  

 

3.18.3.1 試料採取装置 

粒子状ほう素の試料採取と同じ位置に測定点を決定する。なお，ガス状ほう素と

粒子状ほう素を別々に測定する場合，近接する測定点を用いる。煙道，煙突，ダクト

などが小さく，近接する測定点を設けることができない場合，排ガス組成，排ガス温

度が安定していることを確認した上で，同一の測定点にてガス状ほう素と粒子状ほう

素の各々の試料を続けて採取する。  

a)採取管 シリカガラス又は四ふっ化エチレン樹脂製とする。採取管はあらかじめ硝

酸（ 1＋ 13）又は塩酸（ 1＋ 11），及び水で洗浄し，乾燥して保存する。ステンレス鋼

製採取管は，ガス状ほう素が付着するので用いない。また，ほうけい酸ガラスは，ほ

う素を含むため使用しない。  

b)ダスト捕集器 JIS Z 8808 の 8.3.1(2.2)（ダスト捕集器）に規定したダスト捕集器を

使用する。ろ紙には，アルミナを含まないシリカ繊維のろ紙を用いる。  

c)導管 導管は，ダスト捕集器から吸収瓶までの間を接続するもので，材質は，通

常，シリカガラス又は四ふっ化エチレン樹脂を用い，ほうけい酸ガラスは，ほう素を

含むため使用しない。導管はできるだけ短くする。  

d)吸収瓶 吸収瓶，空瓶，乾燥瓶，洗浄瓶  容量は 250～ 300 mL とし，材質はガラ

ス，四ふっ化エチレン樹脂又はポリプロピレンとする。吸収瓶は，あらかじめ硝酸

（ 1＋ 13）又は塩酸（ 1＋ 11），及び水で洗浄し，乾燥しておく。吸収瓶は 2 本以上を

用意する。  

e)冷却槽 冷却槽は，吸収瓶と空瓶を収納し，吸収液を0～ 10 ℃に保つ能力をもつ

のとする。通常，氷を入れて冷却する。  

f )吸収液 四ふっ化エチレン樹脂又はポリプロピレン容器に水約500 mL をとり，硝

酸 50 mL を加え十分にかくはんする。その溶液に，過酸化水素 330 mL を加え，水を

加えて全量 1 000 mL にする。  

g)洗浄液 四ふっ化エチレン樹脂又はポリプロピレン容器に水約500 mL をとり，水

酸化ナトリウム 40 g を加えて溶かし，水を加えて全量 1 000 mL にする。  
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a )  ダスト捕集器をダクト内に置く場合（ 1 形）  

 

 
b)  ダスト捕集器をダクト外に置く場合（ 2 形）  

 
  A  採取管  J 1， J 2  切替コック  

 B ダスト捕集器  K 冷却槽  
 C  導管  L 吸引ポンプ  
 D  ヒーター  M 流量調節コック  
 E  吸収瓶  N  湿式ガスメーター又は乾式ガスメーター  
 F  空瓶  O  ローターメーター  
 G  乾燥瓶（シリカゲル） P  温度計  
 H  洗浄瓶  Q  マノメーター  
 I  バイパス            

 
図 1－ ガス状ほう素の試料採取装置の例  
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3.18.3.2 試料採取操作 

 

吸 収 液 の調 製   吸 収 液 の調 製 は f)による。  

↓    

洗 浄 液 の調 製   洗 浄 液 の調 製 は g)による。  

↓    

吸 収 瓶 の準 備   吸 収 瓶 （ E） に吸 収 液 を 100 mL 入 れ試 料 採 取 装 置 に連 結 する。  

↓    

洗 浄 瓶 の準 備   洗 浄 瓶 （ H） に洗 浄 液 を 100 mL 入 れバイパス（ I） に連 結 する。  

↓    

乾 燥 瓶 の準 備   乾 燥 瓶 （ G） にシリカゲルを約 150 g 充 塡 し， 吸 収 瓶 後 の空 瓶 （ F） と

連 結 し， 吸 引 ポンプ（ L） の上 流 に設 置 する。  

↓    

ダスト捕 集 器 と導 管

の保 温  

 ダスト捕 集 器 から吸 収 瓶 の間 を約 130 ℃， 又 は露 点 温 度 より約

20 ℃高 い温 度 のいずれか高 い方 に加 熱 する。また， ダスト捕 集 器 を

ダクト外 に置 いた場 合 は， ダスト捕 集 器 を測 定 点 の排 ガス温 度 ， 又

は露 点 温 度 より約 20 ℃高 い温 度 のいずれか高 い方 に加 熱 する。  

↓    

採 取 操 作   流 量 を 1～2 L/min にする。試 料 ガスを約 120 L 採 取 した後 ， ガスメ

ーターの指 示 値 を 0.01 L の桁 まで読 み取 る。同 時 にガスメーター

(N)の温 度 計 (P)とマノメーター (Q)によって， ガスの温 度 並 びにゲー

ジ圧 を測 定 する。  

 
3.18.4 試料溶液の調製 

3.18.4.1 粒子状ほう素の試料溶液の調製 

硝酸-ふっ化水素分解またはアルカリ溶融によって試料溶液を調製する。 

(1)  硝酸-ふっ化水素分解 

ガラス器具はシリカガラス製又はソーダ石灰ガラス製のものを使用する。ふっ化

水素酸を含む溶液に対してはガラス器具は使用せず，耐性のあるポリエチレン製，ポ

リプロピレン製，四ふっ化エチレン樹脂製のものなどを使用する。試料の調製は次に

よる。  
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試料溶液の調製  

①  ろ紙 上 の捕 集 物 の 0.1～0.5 g を密 閉 式 の四 ふっ化 エチレン樹 脂 製 容 器 に 0.1 mg の桁

まではかりとる。ろ紙 から捕 集 物 が採 取 できない場 合 は， ろ紙 を含 む全 量 を分 解 試 料 とす

る。  

↓    

②  硝 酸 2 mL 及 びふっ化 水 素 酸 3 mL を加

え容 器 を密 閉 し， 電 気 炉 にて 110 ℃で 1

時 間 加 熱 分 解 する。  

  

↓   空 試 験 溶 液 の調 製  

③  放 冷 後 ， ろ過 し， ろ液 をふっ化 水 素 酸 に耐

性 がある全 量 フラスコ 50 mL に受 ける。容

器 の不 溶 解 物 を少 量 の水 で洗 浄 し， 洗 液

をろ紙 上 に移 し入 れ， 先 のろ液 と合 わせ

る。この操 作 を 2～3 回 繰 り返 す。  

 ⑤  分 析 試 料 を入 れない四 ふっ化 エチレ

ン樹 脂 製 容 器 に②～④の操 作 を行

い， 空 試 験 溶 液 を調 製 する。ろ紙 を

含 む全 量 を分 解 した場 合 ， 未 使 用 の

ろ紙 を用 いて②～③の操 作 を行 う。  

↓  J IS P 3801 のろ紙 5 種 B を用 いる。   ↓  

④  全 量 フラスコ 50 mL に水 を標 線 まで加 え，

これを試 料 溶 液 とする。  

 ⑥  ④の操 作 を行 い空 試 験 溶 液 とする。  

 

(2)アルカリ融解  

a)器具  ガラス器具は，シリカガラス製若しくはソーダ石灰ガラス製又は，ポリエチ

レン製，ポリプロピレン製若しくは四ふっ化エチレン樹脂製を使用する。試料の調製

は次による。  

  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.18 排ガス中のほう素分析方法 

 

 6 © JEMCA 2021 

試料溶液の調製  

①  ろ紙 から， 捕 集 物 の 0.2～0.5 g 程 度 を白 金 容 器 に 0.1 mg の桁 まではかりとる。ろ紙 から

捕 集 物 が採 取 できない場 合 ， ろ紙 を含 む全 量 を分 解 試 料 とする。  

↓    

②  白 金 容 器 に炭 酸 ナトリウム 1 g を加 え， よく混 合 し， 炭 酸 ナトリウム 1.5 g で混 合 した試 料

を覆 う。蓋 をした後 ， 電 気 炉 にて約 1000 ℃で約 1 時 間 加 熱 融 解 する。  

↓    

③  放 冷 後 ， 白 金 容 器 に水 を加 え熱 板 上 で沸 騰 しないよう加 熱 し， 融 解 物 を四 ふっ化 エチレ

ン樹 脂 製 ビーカーへ移 し入 れる。白 金 容 器 に塩 酸 （ 1＋ 1） を容 器 の 8 分 目 程 度 まで加

え， 約 150 ℃の熱 板 上 で加 熱 溶 解 し， 溶 解 液 を四 ふっ化 エチレン樹 脂 製 ビーカーへ移

し入 れる。この操 作 を， 白 金 容 器 に内 容 物 がなくなるまで繰 り返 す。  

↓    

④  四 ふっ化 エチレン樹 脂 製 ビーカーに四 ふっ

化 エチレン樹 脂 製 時 計 皿 で蓋 をし， 約

200 ℃の加 熱 板 上 で乾 固 させないよう蒸 発

濃 縮 する。  

  

↓   空 試 験 溶 液 の調 製  

⑤  放 冷 した後 ， JIS P 3801 に規 定 するろ紙 5

種 B でろ過 し， ろ液 を全 量 フラスコ 100 mL

に受 ける。塩 酸 （ 1＋ 4） にて， ろ紙 上 の残 さ

が完 全 に白 くなるまで洗 浄 し， 洗 液 を先 の

ろ液 と合 わせる。それに塩 酸 （ 1＋ 4） を標 線

まで加 え， これを試 料 溶 液 とする。  

 ⑥  分 析 試 料 を入 れない白 金 容 器 を用

いて①～⑤の操 作 を行 い， 空 試 験 溶

液 を調 製 する。ろ紙 を含 む全 量 を分

解 した場 合 ， 未 使 用 のろ紙 を用 いて

①～⑤の操 作 を行 い空 試 験 溶 液 とす

る。  

 

3.18.4.2 ガス状ほう素の試料溶液の調製 

 

①  ビーカー300 mL に試 料 ガス採 取 後 の吸 収

液 を移 す。3.18.3 .1  f)の吸 収 液 で導 管 ， 切

替 コック， 空 瓶 ， 吸 収 瓶 を洗 浄 し， 洗 液 をビ

ーカーに入 れる。  

  

↓   空 試 験 液 の調 製  

② 全 量 フラスコ 250 mL に， ビーカーの内 容 液

を吸 収 液 で洗 い移 し， 更 に吸 収 液 を標 線 ま

で加 えこれを試 料 溶 液 とする。  

 ③ 3.18.3 .1  f)の吸 収 液 を空 試 験 溶 液

とする。  
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3.18.5 分析方法 

(1)ICP 発光分光分析法   

試料を高周波誘導結合プラズマ中に導入し，ほう素による発光を波長 249.773 nm

で測定してほう素を定量する。  

a)試薬 試薬は，次のものを用い，ポリエチレン製，ポリプロピレン製などの，ほう

素の溶出や吸着のおそれのない瓶に保存する。  

1)イットリウム溶液（Y 50 μg/mL） 四ふっ化エチレン樹脂製容器に酸化イットリウ

ム（Ⅲ）（質量分率 99.9 %以上） 0.318 g をとり， JIS K 9901 に規定する高純度試薬 −

硝酸 5 mL を加え，加熱して溶かし，煮沸して窒素酸化物を追い出す。冷却後，全量

フラスコ 250 mL に移し入れ，水を標線まで加える。この溶液 10 mL を全量フラスコ

200 mL にとり，水を標線まで加える。  

2)ほう素標準液（B 0.1 mg/mL） JIS K 8863 に規定するほう酸 0.572 g を全量フラス

コ 1 000 mL にとり，水に溶かし，水を標まで加える。  

3)ほう素標準液（B 20 μg/mL） ほう素標準液（B 0.1  mg/mL） 50 mL を全量フラス

コ 250 mL にとり，水を標線まで加える。使用時に調製する。  

b)装置及び器具  

 ICP 発光分光分析装置 粒子状ほう素の試料溶液を3.18.4 .1(1)で調製した場合に

は，ふっ化水素に耐久性のあるものを用いる。  

c)定量操作。  

① 3.18.4 で調 製 した試 料 溶 液 の適 量 （ B/ほう素 として 2～800 μg を含 む。） を全 量 フラスコ

100 mL にとり， 水 を標 線 まで加 える。  

↓  

② ①の溶 液 を JIS K 0116 の 5.8（ 定 量 分 析 ） によって， 試 料 導 入 部 を通 してプラズマ中 に

噴 霧 し， 波 長 249.773 nm の発 光 強 度 を測 定 する  

↓  

③  空 試 験 として， 空 試 験 溶 液 について①及 び②の操 作 を行 って， 試 料 溶 液 について得 た発

光 強 度 を補 正 する。  

↓  

④  3.18.5  d)で作 成 した検 量 線 からほう素 の量 を求 め， 希 釈 倍 率 を考 慮 して試 料 溶 液 中 のほ

う素 の濃 度 （ B mg/L） を算 出 する。  

 

d)検量線の作成  

ほう素標準液（B 20 μg/mL） 0.1～ 40 mL を全量フラスコ 100 mL に段階的にとり，

3.18.4 で調製した試料溶液に応じて，次の 1)～ 3)のいずれかの溶液の適量［ c)で全量

フラスコ 100 mL に移し入れた試料溶液の量と等しい量］を加え，水を標線まで加え
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る。この溶液について， c)②の操作を行う。別に，空試験として水について c)の①，

②の操作を行って，標準液について得た発光強度を補正し，ほう素の量と発光強度と

の関係線を作成する。検量線の作成は，試料測定時に行う。  

1)  粒子状ほう素の硝酸 -ふっ化水素酸分解の試料溶液を分析する場合は，硝酸 4 mL

とふっ化水素酸 6 mL とを全量フラスコ 100 mL にとり，水を標線まで加えた溶液を

使用する。  

2)  粒子状ほう素のアルカリ融解の試料溶液を分析する場合は，塩化ナトリウム 2.76 

g を全量フラスコ 100 mL にとり，塩酸（ 1＋ 4）を標線まで加えた溶液を使用する。  

3)ガス状ほう素の試料溶液を分析する場合は， 3.18.3 .2  a)の吸収液を使用する。  

（注記：ほう素を含む溶液をプラズマ中に噴霧した場合にはメモリー効果が大きいの

で次の測定の前に水を十分な時間噴霧して前の試料の影響を除去するとよい。特に，

検量線作成時には高濃度の標準液を噴霧するので注意が必要である。）  

(2)  ICP 質量分析法   

試料に内標準元素のイットリウム又はインジウムを加え，試料導入部を通して誘

導結合プラズマ中に噴霧し，ほう素及び内標準元素のそれぞれの質量を電荷数で除し

た値（以下質量／電荷数という）における指示値を測定し，ほう素の指示値と内標準

元素の指示値との比を求めてほう素を定量する。  

a)試薬  

1)イットリウム溶液（Y 50 μg/mL） ICP 発光分光分析と同じ。  

2)インジウム溶液（ In  50 μg/mL） インジウム（質量分率99.9 %以上） 0.250 g をと

り， JIS K 9901 に規定する高純度試薬 −硝酸 10 mL を加え，加熱して溶かし，煮沸し

て窒素酸化物を追い出し，放冷後，全量フラスコ 250 mL に移し入れ，水を標線まで

加える。この溶液 25 mL を全量フラスコ 500 mL にとり，硝酸（ 1＋ 1）（ JIS K 9901

に規定する高純度試薬 −硝酸を用いて調製する。） 10 mL を加え，水を標線まで加え

る。  

3)内標準液（ 1 μg/mL） 内標準元素としてイットリウム又はインジウムを用いる。

内標準液の調製には， 1)及び 2)に規定する溶液のうち内標準とする元素の溶液 2 mL

を全量フラスコ 100 mL にとり，硝酸（ 1＋ 1）（ JIS K 9901 に規定する高純度試薬 −

硝酸を用いて調製する。） 2 mL を加え，水を標線まで加える。使用時に調製する。  

4)ほう素標準液（B 10 μg/mL） ICP 発光分光分析のほう素標準液（ B 0.1 mg/mL） 25 

mL を全量フラスコ 250 mL にとり，水を標線まで加える。使用時に調製する。  

5)ほう素標準液（B 0.5 μg/mL） ほう素標準液（B 10 μg/mL） 5 mL を全量フラスコ

100 mL にとり，水を標線まで加える。使用時に調製する。  
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c)定量操作  

①  3 .18.4 で調 製 した試 料 溶 液 の適 量 （ B として 0.05～50 μg を含 む。） を全 量 フラスコ 100 

mL にとり， 内 標 準 液 （ 1 μg/mL） 1 mL を加 え， 水 を標 線 まで加 える。  

↓  

② ①の溶 液 を試 料 導 入 部 を通 してイオン化 部 に導 入 し， ほう素 （ 質 量 数 11 又 は質 量 数

10） 及 び内 標 準 元 素 ［ イットリウム（ 質 量 数 89） 又 はインジウム（ 質 量 数 115） ］ のそれぞれ

の質 量 ／ 電 荷 数 における指 示 値 を読 み取 り， ほう素 の指 示 値 と内 標 準 元 素 の指 示 値 と

の比 を求 める。  

↓  

③ 空 試 験 として， 空 試 験 溶 液 について①及 び②の操 作 を行 って， 試 料 溶 液 について得 たほ

う素 と内 標 準 元 素 との指 示 値 の比 を補 正 する。  

↓  

④ 検 量 線 からほう素 の量 を求 め， 希 釈 倍 率 を考 慮 して， 試 料 溶 液 中 のほう素 の濃 度 （ B 

μg/L） を算 出 する。  

 

d)検量線の作成  

ほう素標準液（B 10 μg/mL)，又はほう素標準液（B 0.5 μg/mL） 0.1～ 5 mL を，全

量フラスコ 100 mL に段階的にとり，内標準（ 1 μg/mL） 1 mL を加え， 3.18.4 で調製

した試料溶液に応じて，次の 1)～ 3)のいずれかの溶液を適量［ c)で全量フラスコ 100 

mL に移し入れた試料溶液の量と等しい量］を加え，水を標線まで加える。この溶液

について c)  ②の操作を行う。別に，空試験として水について c)  ①及び c)  ②の操作

を行って標準液について得たほう素と内標準元素との指示値の比を補正し，ほう素の

濃度に対する，ほう素の指示値と内標準元素の指示値との比の関係線を作成する。検

量線の作成は，試料測定時に行う。  

1)  粒子状ほう素の硝酸 -ふっ化水素酸分解の試料溶液を分析する場合は，硝酸 4 mL

とふっ化水素酸 6 mL とを全量フラスコ 100 mL にとり，水を標線まで加えた溶液を

使用する。  

2)  粒子状ほう素のアルカリ融解の試料溶液を分析する場合は， JIS K 8150 に規定す

る塩化ナトリウム（質量分率 99.9 %以上） 2.76 g を全量フラスコ 100 mL にとり，塩

酸（ 1＋ 4）及び水を標線まで加えた溶液を使用する。  

3)  ガス状ほう素の試料溶液を分析する場合は， 3.18.3 .2  a)の吸収液を使用する。  

（注記：ほう素を含む溶液をプラズマ中に噴霧した場合にはメモリー効果が大きいの

で次の測定の前に水を十分な時間噴霧して前の試料の影響を除去するとよい。特に，

検量線作成時には高濃度の標準液を噴霧するので注意が必要である。  
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主成分元素又は有機物の含有量が少なく，非スペクトル干渉が無視できる試料の場合

は内標準元素の転嫁を省略し，検量線法によって定量しても良い。）  

 
3.18.6 排ガス中濃度の計算方法 

排ガス中の粒子状ほう素及びガス状ほう素濃度を次の式によって算出する。排ガ

ス中ほう素濃度は，粒子状ほう素濃度とガス状ほう素濃度の和として算出する。 

 = +   ･･･････････(1) = × 1 000 × 1
  ･･･････････(2) 

= × 1 000 × × 1
  ･･･････････(3) 

 

ここに，  

C：  標 準 状 態 における乾 き排 ガス中 のほう素 濃 度  [mg/m3  (273.15 K， 101.32 kPa)]  

C g：  標 準 状 態 における乾 き排 ガス中 のガス状 ほう素 濃 度  [mg/m3  (273.15 K， 101.32 kPa)]  

C s：  標 準 状 態 における乾 き排 ガス中 の粒 子 状 ほう素 濃 度  [mg/m3  (273.15 K， 101.32 kPa)]  

A g：  ガス状 ほう素 の試 料 溶 液 中 のほう素 濃 度  [mg/L] 

A s：  粒 子 状 ほう素 の試 料 溶 液 中 のほう素 濃 度  [mg/L] 

m d：  捕 集 したダストの質 量  [g]  

m s：  3 .18.4 .1 にてひょう量 したダストの質 量  [g] 

v g：  3 .18.4 .2 にて調 製 した試 料 溶 液 の量  [mL] 

v s：  3 .18.4 .1 にて調 製 した試 料 溶 液 の量  [mL] 

V g S D：  ガス状 ほう素 を採 取 した標 準 状 態 における乾 き排 ガス量  [m3  (273.15 K， 101.32 kPa)]  

V s S D：  粒 子 状 ほう素 を採 取 した標 準 状 態 における乾 き排 ガス量  [m3  (273.15 K， 101.32 kPa)]  

 
3.18.7 分析結果の記録  

分析は，試料採取ごとに同一分析用試料溶液又は試験溶液について 2 回以上行

い，その平均値を求め，有効数字 2 桁に丸める。ただし，連続して 2 回以上試料を採

取した場合には，各測定値の全ての平均値を求める。  

 測定対象設備，試験目的，実施日，実施者，測定設備の運転状況，測定位置と試料

採取点，試料採取方法，分析方法，測定結果，測定の品質などを記録する。  
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3.19 排ガス中の臭素化合物分析方法（JIS K 0085）2014 年 

 

3.19.1 分析方法の種類及び概要 

排ガス中の無機臭素化合物を測定するための分析方法，概要及び定量範囲を表

3.19.1 に示す。  

表 3.19.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

チオ硫酸滴定法  試料ガス中の臭素化合物を水酸化ナ

トリウム吸収液に吸収して，次亜塩素

酸ナトリウム溶液で臭素酸イオンに

酸化した後，過剰の次亜塩素酸塩をぎ

酸ナトリウムで還元し，この臭素酸イ

オンをチオ硫酸ナトリウム溶液で滴

定する。  

吸収瓶法①  

 4 .2～ 210 mg/m3  

 (1 .2～ 59 ppm) 

 

イオンクロマトグ

ラフ法  

試料ガス中の臭素化合物を水酸化ナ

トリウム吸収液に吸収させた後，吸収

液の一定量に陽イオン交換樹脂を加

え，空気又は窒素を通気して前処理を

行う。この液をイオンクロマトグラフ

に導入し，クロマトグラムを記録す

る。  

吸収瓶法①  

 2 .6～ 63.3 mg/m3  

 (0 .7～ 17.5 ppm) 

吸収瓶法②  

 0 .3～ 6.3 mg/m3  

 (0 .1～ 1.7 ppm) 

定量範囲は，以下の条件で計算した場合。  

 試料ガス採取量：40 L 

 吸収瓶法①：250 mL 吸収瓶に吸収液 50 mL を入れ，2 個連結で採取。吸収液

を 250 mL に定容  

 吸収瓶法②：100 mL 吸収瓶に吸収液 25 mL を入れ，2 個連結で採取。吸収液

を 100 mL に定容  

＊定量範囲の（ ）内は体積百万分率 

 

3.19.2 試料ガス採取方法 

3.19.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取は，JIS K 0095（試料ガス採取方法）に準じて行う。又は，分析方法

ごとに定められた方法による。第２編第４章を参考にするとよい。  

1) チオ硫酸滴定法：容量250 mL の吸収瓶に吸収液（ 0.1 mol/L 水酸化ナトリウム

溶液）を 50 mL を入れたものを 2 個連結して用いる。完全捕集が確認されれば 1

個でもよい。  
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2) イオンクロマトグラフ法：容量100 mL 又は 250 mL の吸収瓶に吸収液（ 0.1 mol/L

水酸化ナトリウム溶液）を 25 mL 又は 50 mL を入れたものを 2 個連結して用い

る。完全捕集が確認されれば 1 個でもよい。  

 

3.19.2.2 分析用試料溶液の調製 

1) チオ硫酸滴定法 
① 試料採取操作を終了後，吸収瓶内の溶液を全量フラスコ250 mL に水で洗い
移し，水を標線まで加える。これを分析用試料溶液とする。  

② 吸収液（0.1 mol/L 水酸化ナトリウム溶液） 100 mL を水で薄めて 250 mL にす
る。これを空試験用溶液とする。  

 
2) イオンクロマトグラフ法 
① 試料採取操作を終了後，吸収瓶内の溶液を吸収瓶の容量100 mL を用いた場
合は，全量フラスコ 100 mL，容量 250 mL を用いた場合は，全量フラスコ 250 
mL に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

② ①の溶液の一定量（10 mL）をガス洗浄瓶 50 mL に入れ，この中に強酸性陽
イオン交換樹脂 1 g を加え，二酸化炭素を除いた空気又は窒素を 0.25 L/min.の
流量で 10 分間通気する。これを分析用試料溶液とする。（分析用試料溶液中に
固形物が認められる場合は孔径 0.45 ㎛以下のフィルターで除去しておく）。  

③ 試料採取操作と同容量の吸収液を①と同容量の全量フラスコに入れ，水を標

線まで加える。②と同様の操作を行い，これを空試験用溶液とする。  
 

3.19.3 チオ硫酸滴定法 

3.19.3.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中によう素が存在すると，よう素との合量が求められるので，

その場合にはこれを補正しなければならない。  
 
3.19.3.2 試薬 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素7～ 12 g/100mL），塩酸，ぎ酸ナトリウム，酢
酸，チオ硫酸ナトリウム五水和物，でんぷん（溶性），よう化カリウム，りん酸二水

素ナトリウム二水和物  
 
3.19.3.3 試薬溶液の調製 

1) 塩酸（1+1）  
2) 塩酸（1+11）  
3) 酢酸（1+1）  
4) チオ硫酸ナトリウム溶液（0.1 mol/L） JIS K 8001 の JA.6.4  t )  2)による。  
5) チオ硫酸ナトリウム溶液（0.01 mol/L） 0.1 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 50 

mL を全量フラスコ 500 mL にとり，水を標線まで加えたもの。この溶液は冷暗所
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に保存し，調製後約 1 か月以上経過したものは使用しない。又は， JIS K 8001 の
JA.6.4  t )  3)による。  

6) 次亜塩素酸ナトリウム溶液（有効塩素3.5 g/100 mL） 次亜塩素酸ナトリウム

溶液（有効塩素 7～ 12 g/100 mL）の有効塩素を定量し，有効塩素が 3.5 g/100 mL
になるように水で薄めたもの。使用時に調製する。有効塩素濃度 (N)の求め方は，
JIS K 0085 の本文参照。  

7) でんぷん溶液 でんぷん0.5 g を少量の水に混ぜ，熱水 200 mL 中によくかき混
ぜながら加え，約 1 分間煮沸した後冷却し，塩酸（ 1+5） 3 mL を加えたもの。  

8) りん酸二水素ナトリウム溶液(500 g/L) りん酸二水素ナトリウム二水和物65 g
を水に溶かし， l00 mL にする。  

9) ぎ酸ナトリウム溶液(500 g/L) ぎ酸ナトリウム50 g を水 80 mL に溶かし，水を
加えて 100 mL にする。  

10) よう化カリウム溶液(500 g/L) よう化カリウム50 g を水 80 mL に溶かし，水
を加えて 100 mL にする。  
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3.19.3.4 定量操作 

1) 臭素，よう素合量の滴定 
 

三角フラスコ 250 mL 

 

 正確に分析用試料溶液 20 mL 

 
 吸収液 20 mL 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有効塩素 35 g/L) 4 mL 

 りん酸二水素ナトリウム溶液 (500 g/L) 2 mL 

 

沸騰水浴中 10 分間加熱  

 
 ぎ酸ナトリウム溶液 (500 g/L) 2 mL 

 塩酸 (1+11) 5 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱 （過剰の次亜塩素酸ナトリウムを分解） 

 

 冷 却 

 
 よう化カリウム溶液 (500 g/L) 1 mL 

 塩酸 (1+1) 5 mL 

 

0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定  

指示薬：でんぷん溶液約 3 mL 

終 点：溶液の青色が消失した点 

 

空試験用溶液を同様に操作して，滴定量を補正する。  
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2)  よう素量の滴定  
 

三角フラスコ 250 mL 

 

 正確に分析用試料溶液 20 mL 

 
 吸収液 20 mL 

 塩酸 (1+11) 10 mL 

 次亜塩素酸ナトリウム溶液 (有効塩素 35 g/L) 1 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱  

 
 ぎ酸ナトリウム溶液 (500 g/L) 5 mL 

 

沸騰水浴中 5 分間加熱 （過剰の次亜塩素酸ナトリウムを分解） 

 

 冷 却 

 
 よう化カリウム溶液 (500 g/L) 1 mL 

 塩酸 (1+1) 5 mL 

 

0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液で滴定  

指示薬：でんぷん溶液約 3 mL 

終 点：溶液の青色が消失した点 

 

空試験用溶液を同様に操作して，滴定量を補正する。  

注 試料によう素が含まれていいないことが明らかな場合は，操作を省略

できる。  
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3.19.3.5 臭化水素濃度の算出 

次の式によって，試料ガス中の臭化水素濃度を算出し，有効数字 2けたに丸める。  

 

= 0.133 × 25020 × ( − ) × × 1.013 × 1000 

 

= 0.133 × 25020 × ( − ) × × 0.280 × 1000 

 = × 3.61 
 

ここに，  ： 試料ガス中の臭化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ： 試料ガス中の臭化水素の体積百万分率（ ppm）  

 ： 臭素，よう素合量の滴定に要した 0.01 mol/L チオ硫

酸ナトリウム溶液の量（mL) 

 ： よう素量の滴定に要した 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリ

ウム溶液の量（mL) 

 ： 算出した標準状態の試料ガス採取量（ L) 

（乾きガス量の場合は ，湿りガス量の場合は ）  

 0 .133： 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液 1 mL に相当する

臭化物イオン（Br － ）の質量（mg）  

 ： 0.01 mol/L チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター  

 0 .280： 臭化物イオン（Br － ） 1 mg に相当する臭化水素

（HBr）の体積（mL）（標準状態）  

 1 .013： 臭化物イオン（Br － ） 1 mg に相当する臭化水素

（HBr）の質量（mg）  

 3 .61： 臭化水素（HBr） 1 ppm に相当する臭化水素としての

質量濃度（mg/m3）（ 80.91/22.41 による。）  

     注．ppm は体積百万分率  
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3.19.4 イオンクロマトグラフ法 

3.19.4.1 適用条件 

この方法は，試料ガス中に硫化物などの還元性ガスが高濃度に共存すると影響を受

けるので，その影響を無視又は除去できる場合に適用する。  
 

3.19.4.2 試薬 

硫酸，炭酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，ほう酸，四ほう酸ナトリウム十水和

物，硫酸ナトリウム，硫酸カリウム，グルコン酸カリウム， p-ヒドロキシ安息香酸，
2-［ビス（ 2-ヒドロキシエチル）アミノ］ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール
（ビス -トリス），フタル酸， 2-アミノ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール，ア
セトニトリル，グリセリン，臭化カリウム，臭化物イオン標準液（ JCSS 校正証明書付
きの臭化物イオン標準液（ Br−： 1 000 mg/L））  
 

3.19.4.3 試薬溶液の調製 

1) 溶離液：装置の種類及び使用する分離カラムの種類によって異なる。使用する

装置及び分離カラムに最適なものを用いる。次にその例を示す（調製方法は JIS K 
0085 参照）。  
a) サプレッサー法：炭酸水素塩－炭酸塩溶液，水酸化カリウム，グルコン酸塩

－四ほう酸塩－ほう酸溶液  
b) ノンサプレッサー法：p-ヒドロキシ安息香酸 −2-［ビス（ 2-ヒドロキシエチル）
アミノ］ -2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール溶液，フタル酸 −2-アミノ -
2-ヒドロキシメチル -1 ,3-プロパンジオール溶液  

2) 再生液（除去液）：装置及びサプレッサーの種類に最適なものを用いる。次にそ

の例を示す。  
a) 電気的に再生する場合：水，溶離液 
b) 化学的に再生する場合：硫酸(12.5  mmol/L)  

3) 臭化物イオン標準液（Br−： 1 mg/mL）：臭化物イオン標準液（ Br−： 1 000 mg/L）
又は臭化カリウムをあらかじめ約 105 °C で約 4 時間加熱し，デシケーター中で放
冷する。その 1.488 g をはかりとり，少量の水に溶かす。全量フラスコ 1 000 mL
に水で洗い移し，水を標線まで加える。  

4) 臭化物イオン標準液（Br−：0.1 mg/mL）：3)で調製した臭化物イオン標準液（ Br−：
1 mg/mL） 10 mL を全量フラスコ 100 mL に正確にとり，水を標線まで加える。使
用時に調製する。  

5) 臭化物イオン標準液（Br−：0.01 mg/mL）：4)で調製した臭化物イオン標準液（Br−：
0.1 mg/mL） 10 mL を全量フラスコ 100 mL に正確にとり，水を標線まで加える。
使用時に調製する。  

 

3.19.4.4 装置及び器具 

測定装置については，イオンクロマトグラフ分析通則（ JIS K 0127）で規定されてい
る。装置には，サプレッサー方式とノンサプレッサー方式等があり，いずれを用いて
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もよい。装置は 3.5 排ガス中の硫黄酸化物分析方法を参照。 
 

3.19.4.5 定量操作 

1) 検量線の作成 
  数個の全量フラスコ100 mL に，臭化物イオン標準液（ 0.01 mg/mL）  

1 .0～ 25.0 mL を段階的にとる  

 ↓←水  

          全量を100 mL とする  

 ↓  

この溶液の一部をイオンクロマトグラフに注入する  

 ↓  

臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

同様に標準液を調製した水の臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

臭化物イオン濃度 (mg/mL)と空試験値を補正した臭化物イオンのピーク面積  

又はピーク高さとの関係線を作成する  

 
検量線の作成は，試料測定時ごとに行う。  

 

2) 定量操作 
    分析用試料溶液の一定量をイオンクロマトグラフに注入する 

 ↓  

臭化物イオンのクロマトグラムを得る  

 ↓  

検量線から分析用試料溶液の臭化物イオン濃度 a (mg/mL)を求める  

 ↓  

空試験用溶液中の臭化物イオンの濃度 b (mg/mL)を求める  

 

 本法により，ふっ素化合物及び塩素化合物の同時分析が可能である。（分析方法

は JIS K 0085 附属書 A 参照）  
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3.19.4.6 臭化水素濃度の算出 

 次の式によって，試料ガス中の臭化水素濃度を算出し，有効数字2 けたに丸める。  
 = 1.013 × ( − ) × × 1000 

 = 0.280 × ( − ) × × 1000 

 = × 3.61 
 

ここに，  ：試料ガス中の臭化水素の質量濃度（mg/m3）  

 ：試料ガス中の臭化水素の体積百万分率（ ppm) 

 ：分析用試料溶液中の臭化物イオン濃度（mg/mL) 

 ：空試験用溶液中の臭化物イオン濃度（mg/mL)  
 ：分析用試料溶液の液量（ 100 mL とした場合は 100，  

250 mL の場合は 250)（mL) 

 ：算出した標準状態の試料ガス採取量（ L）  
（乾きガス量の場合は ，湿りガス量の場合は ）  

 0 .280：臭化物イオン（Br−） 1 mg に相当する臭化水素（HBr）

の体積（mL）（標準状態）  

 1 .013：臭化物イオン（Br−） 1 mg に相当する臭化水素（HBr）

の質量（mg）  

 3 .61：臭化水素（HBr） 1 ppm に相当する臭化水素としての  

質量濃度（mg/m3）（ 80.91/22.41 による。 )  

     注．ppm は体積百万分率  
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3.20  排ガス中の一酸化二窒素分析方法（JIS K 0110）2018 年 

3.20.1 分析方法の種類及び概要 

 排ガス中の一酸化二窒素を測定するための分析方法，その概要及び定量範囲を表

3.20.1 に示す。  

表 3.20.1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分析方法の種類  概要  定量範囲  

ガスクロマトグ

ラフ法  

注 射 筒 ， 捕 集 バ ッ グ 又 は 捕 集 瓶 に 試 料 ガ ス を

採 取 し， 電 子 捕 獲 検 出 器 （ ECD） 付 きガスクロマ

トグラフを用 いて絶 対 検 量 線 法 によって一 酸 化

二 窒 素 濃 度 を定 量 する。  

試 料 ガス採 取 量 は， 100 mL～ 10 L 程 度 で試 料

採 取 速 度 は， 0.5～ 1.0 L/min 程 度 で採 気 する。  

0 .98～ 98 mg/m3  

(0 .5～ 50 ppm) 

ガスクロマトグ

ラフィー質量分

析法  

注 射 筒 ， 捕 集 バ ッ グ 又 は 捕 集 瓶 に 試 料 ガ ス を

採 取 し， 質 量 分 析 計 付 きガスクロマトグラフを用

いて内 標 準 法 又 は絶 対 検 量 線 法 によって一 酸

化 二 窒 素 濃 度 を定 量 する。  

試 料 ガス採 取 量 は， 100 mL～ 10 L 程 度 で試 料

採 取 速 度 は， 0.5～ 1.0 L/min 程 度 で採 気 する。  

0 .98～ 197 mg/m3  

(0 .5～ 100 ppm) 

＊定量範囲の（ ）内は体積百万分率 

3.20.2 試料ガス採取方法 

3.20.2.1 採取位置 

採取位置は，代表的なガスが採取できる点とする。例えば，ガスの流速の分布が均

一な位置とする。  

3.20.2.2 採取装置及び器具 

 採取装置及び器具の機能及び条件を表 3.20.2 に示す。  

表 3.20.2 採取装置の機能及び条件 

採取管  共存成分によって腐食しない耐熱性の材質で，ほうけい酸ガ

ラス管，ステンレス鋼管，石英管，四ふっ化エチレン樹脂製

管などを用いる。  

水分吸収器  導管の途中に塩化カルシウム（水分測定用）などの吸湿剤を

充塡した吸湿管又はＵ字管を用いる。  

二酸化硫黄吸収器  導管の途中にソーダ石灰（試薬）などの二酸化硫黄吸収剤を

充塡した吸収器又はＵ字管を用いる。  

二酸化炭素吸収器  導管の途中に水酸化ナトリウム（試薬）などの二酸化炭素吸

収剤を充塡した吸収器又はＵ字管を用いる。  
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3.20.3 試料ガス採取装置の構成及び採取操作 

3.20.3.1 試料ガス採取装置の構成 

 試料ガスの採取装置の例を図3.20.1（注射筒法）及び図 3.20.2（捕集バッグ法）に示

す。なお，捕集容器には他に捕集瓶がある（第 2 編第 4 章又は第 3 編 3.13 参照）。  

 

 

 
A：試料ガス採取管  E：すり合わせ接手管など  I：ガスメーター  M：ソーダ石灰  

B：保温材  F：流路切替三方コック  J： U 字管又は吸収器  N：水酸化ナトリウム  

C：ろ過材  G：注射筒  K：冷却水槽   

D：ヒーター  H：吸引ポンプ又はゴム球  L：塩化カルシウム   

図 3.20.1 試料ガス採取装置（注射筒法）の例 
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A：試料ガス採取管  F：ゴムパッキン  K：コック  P：塩化カルシウム  

B：保温材  G：樹脂製気密容器  L：スクリューコック  Q：ソーダ石灰  

C：ろ過材  H：捕集バッグ  M：ガスメーター  R：水酸化ナトリウム  

D：ヒーター  I：吸引ポンプ  N： U 字管又は吸収器   

E：すり合わせ接手管
など  

J：四ふっ化エチレン
樹脂製コック  

O：冷却水槽   

図 3.20.2 試料ガス採取装置（捕集バッグ法）の例 
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3.20.3.2 試料ガス採取操作 

 図3.20.2 捕集バッグ法の採取操作を例に，そのフローを次に示す。  

 

捕集バッグ (H)と吸引ポンプ (I)をつなぎ，捕集バッグ内を脱気する  

↓  

採取管（A）からコック（ J）を経て吸引ポンプ (I)までつなぎ採取管内を置換する  

↓  

コック (J)を閉じ捕集バッグ (H)を気密容器（G）に入れてコック (J)につなぐ  

↓  

コック (J，K)を開いて吸引ポンプ (I)を作動させる  

↓  

気密容器内が減圧して捕集バッグ (H)に試料ガスが流入する  

↓  

コック (J)を閉じ吸引ポンプを止める  

↓  

捕集バッグ (H)を容器から取り出しシリコーンゴム栓をする  

 

3.20.4 ガスクロマトグラフ法による定量 

 電子捕獲検出器を備えたガスクロマトグラフを用い，試料ガス中の一酸化二窒素を

カラムによって分離し，記録されたクロマトグラムのピーク面積又は高さを，同一装

置及び同一条件下で得られた標準ガスのピーク面積又は高さと比較して定量する。  

 

3.20.4.1 ガスクロマトグラフ法の測定条件の例 

 ガスクロマトグラフの分析条件を表 3.20.3 に示す。試料注入は，ガスタイトシリン

ジ又は気体試料導入装置を用いて一定量注入する。  

表 3.20.3 充塡カラムによるガスクロマトグラフ法の測定条件例 

装置  ガスクロマトグラフ電子捕獲検出器付き（ GC- ECD）  

カラムの種類  充塡カラム  

（ Po rap ak  Q）  

カラムサイズ及び  

担体の粒径  

3 . 2  mm×3 .1  m， 

1 8 0～ 30 0  µm 

カラム槽温度  7 0  ℃  

試料導入部温度  1 3 0  ℃  電流値  1  n A 

検出器温度  2 5 0  ℃  キャリヤーガス流量（ N 2） 2 0  mL/min  

（約 9 0  k Pa）  

導入量  1  mL 付加ガス流量（ N 2）  2 0  mL/min  

（約 2 0  k Pa）  
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電子捕獲検出器には 6 3Ni を使用する放射線方式と 6 3Ni を使用しない非放射線方式

がある。非放射線方式の場合は指定のドーパントガスを加える。  

充塡カラムと同じ条件で，内径 1.2 mm のキャピラリーカラム（ガラス中空カラム）

及び内径 0.32～ 0.53 mm のキャピラリーカラム（ PLOT カラム）を用いることもでき

る。試料注入量は 0.1 mL～ 3 mL で，キャピラリーカラムを用いるときは，カラム内径

に応じて適宜スプリット注入を行う。  

 

3.20.4.2 定量操作 

 

ガスクロマトグラフを測定可能な状態にし，操作条件を表 3.20.3 例に設定する  

↓  

検量線用標準ガスを装置に注入し，検量線を作成する  

（一酸化二窒素量とピーク面積又はピーク高さとの関係）  

↓  

試料ガスの一定量をガスタイトシリンジ又は計量管に導入する  

↓  

ガスクロマトグラフのカラムに導入してクロマトグラムを記録する  

↓  

一酸化二窒素のピーク面積又は高さを求める  

↓  

検量線から試料ガス中の一酸化二窒素量（ ng）を求める  

↓  

試料と同量の希釈ガスを測定し空試験値（ ng）を求める  

↓  

一酸化二窒素量（ ng）から空試験値を差し引き試料ガス中の濃度を算出する  

 

検量線は，直線性を確保できる濃度範囲で作成する。その際，検量線の直線範囲

を超えて濃度が高い場合は，気体試料の導入量を減らす又は試料の希釈を行うなどの

手段を講じる。  

 

3.20.4.3 一酸化二窒素濃度の算出 

試料ガス中の一酸化二窒素の濃度は，次の式によって求める。  

′ = 0.509 × × 10 × 10× 273.15273.15 + × 101.32 
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= ′ (100 − )10  

′ = × 273.15273.15 + × 101.32 = 1.965 × ′  

= ′ (100 − )10  

 

：  標準状態における乾き排ガス中の一酸化二窒素の体積百万分率（ppm）  

：  標準状態における乾き排ガス中の一酸化二窒素の質量濃度（mg/m3）  
′
：  標準状態における前処理済み排ガス中の一酸化二窒素の体積百万分率（ppm）  

′
：  標準状態における前処理済み排ガス中の一酸化二窒素の質量濃度（mg/m3）  

A：  検量線で求めた分析用試料ガス中の一酸化二窒素の質量（ng）  

V：  試料ガス注入量（mL）  

t：  試料ガス測定時の温度（℃）  

P：  試料ガス測定時の大気圧（kPa）  

a：  標準状態における乾き排ガス中の二酸化炭素の体積分率（%）  

0 .509：  一酸化二窒素 1 mg に相当する一酸化二窒素の体積（mL）  

1 .965：  一酸化二窒素 1 ppm に相当する質量濃度（mg/m3）  10 ：  質量の単位を ng から mg に変換する係数  

10 6：  mL/mL を体積百万分率の ppm へ変換する係数  

273.15：  0 ℃に対応する絶対温度（K）  

101.32：  標準大気圧（kPa）  
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3.20.5 ガスクロマトグラフィー質量分析法による定量 

ガスクロマトグラフで分離された試料ガス中の一酸化二窒素は，電子イオン化法で

イオン化され，アナライザーで分離された後，質量スペクトルの検出によって定量す

る。内径 0.32 mm のキャピラリーカラム（ PLOT カラム）を用いる。カラム出口側に

カラム充塡剤の飛散防止のためのパーティクルトラップを接続して使用するとよい。  

試料注入量は 0.1 mL～ 3 mL で，カラム内径に応じて適宜スプリット注入を行う。  

 

3.20.5.1 ガスクロマトグラフィー質量分析法の測定条件の例 

 ガスクロマトグラフィー質量分析法の測定条件の例を表 3.20.4 に示す。  

 

表 3.20.4 ガスクロマトグラフィー質量分析法の測定条件の例 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析装置（ GC -MS）  

カラムの種類  
キャピラリーカラム  
（ CP-Po raPLOT Q）  

カ ラ ム サ イ

ズ及び膜厚  
0 . 3 2  mm×2 5  m， 1 0  μm 
（ 2 .5  m のパーティクルトラップ接続）  

カラム槽温度  
4 5  ℃（ 3 分間保持）→（ 2 0  ℃ /min）→ 1 00  ℃→（ 1 0  ℃ /min）→ 1 20  ℃（ 1 分間保
持）  

注入口温度  1 3 0  ℃  

イオン源温度  2 3 0  ℃  

定量イオン  m / z  3 0（確認イオン： m / z  4 4）  

キ ャ リ ヤ ー ガ

ス流量（ He）  
1 . 5  mL/min  

内標準物質  
キセノン（定量イオン : m/z  1 3 2、確認イオン :m/ z  1 2 9）  1 0  pp m 

クロロメタン（定量イオン :m/z  5 0、確認イオン :m /z  5 2） 1 0  pp m 

注入方法  スプリット（ 1： 1 0）  

注入量  1  mL 

共存成分の影響がない又は無視できる場合は確認イオンを定量イオンとして用いてもよい。  

 

3.20.5.2 内標準法による定量操作 

ガスクロマトグラフを測定可能な状態にし，操作条件を表 3.20.4 例に設定する  

↓  

検量線用標準ガスと一定濃度の内標準ガスを装置に注入し，関係線を作成する  

（一酸化二窒素と内標準物質との質量比に対する面積比との関係）  

↓  

内標準ガスを混入した試料ガスの一定量をガスタイトシリンジ又は計量管に導入する  

↓  

ガスクロマトグラム又選択イオンモニタリングのクロマトグラムを記録する  

↓  
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一酸化二窒素及び内標準物質のピーク面積を求める  

↓  

一酸化二窒素及び内標準物質のピーク面積の比を求める  

 

関係線から試料ガス中の一酸化二窒素量（ ng）を求める  

↓  

試料と同量の希釈ガスを測定し空試験値 (ng)を求める  

↓  

一酸化二窒素量（ ng）から空試験値を差し引き試料ガス中の濃度を算出する  

 

 

 

3.20.5.3 一酸化二窒素濃度の算出 

試料ガス中の一酸化二窒素の濃度は、 3.20.4 .3 の式によって求める。  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.21-3.26 固定発生源からの排ガス分析マニュアル 

 1 © JEMCA 2021  

3.21 から 3.26 確認で対応している規格  

2011 年に発行したマニュアルには収録されていない規格について簡単に紹介する。制定

年度が古く，規格の一斉見直しを行った 1998 年以降は協会員へのアンケートを基にこれ

らに替わる規格がなく一定程度利用されていることを確認し，更新時期に来るとその都度

変更の必要がないとして「確認」で対応している。今回のマニュアルでは，これらの規格

の内容について表 1 分析方法の種類及び概要の部分を示し，代替手法が示せる分析方法を

参考として紹介する。  

 

3.21 排ガス中のフェノール類分析方法（JIS K 0086：1998） 

   制定 1978 年，改正 1983 年 

 

表 3.21.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させ，又は捕集バッ

グ等に採取し，ガスクロマトグ

ラフに導入して得られたクロマ

トグラムからフェノール類を定

量する。  

吸収瓶法  
真空捕集瓶法  
捕集バッグ法  

1～2 000(1) 

4-アミノアンチピ
リン吸光光度法  

試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させた後，4-アミノア
ンチピリン溶液及びフェリシア

ン化カリウム溶液を加え，生成

したアンチピリン色素の吸光度  
(510 nm)を測定する。  

吸収瓶法  
吸収液：0.4 % 水酸化
ナトリウム溶液  
液量： 50 mL×2 

1～20(1) 

紫外吸光光度法  試料ガス中のフェノール類を吸

収液に吸収させた後，この溶液

の吸光度 (270 nm)を測定する。  

吸収瓶法  
吸収液：水  
液量： 50 mL×2 

1～50(1) 

注 (1) 試料ガスを 20 L 採取し，吸収液を 200 mL に薄めて分析用試料溶液とした場合。  
 

ガスクロマトグラフ法：ガスクロマトグラフ法の検出器は水素炎イオン化検出器を用い

る。充塡カラムに替わる方法として「キャピラリーカラムを用いてもよい」としているが

分析条件等の記述はない。  

フェノールの他 o-クレゾール，m-クレゾール，p-クレゾールの分離・定量を行うにはカ

ラムの固定相に極性の高いポリエチレングリコール（PEG 20M）や WAX を用いる。クレ

ゾールの異性体を分離する必要がない場合はメチルシリコン等の無極性の固定相でよい。  

直接気体試料を注入するにはカラム内径 0.53 mm，膜厚 1.5 μm，長さ 30 m が適当であ

る。吸収瓶に採取した試料溶液を注入する場合はカラム内径 0.32 mm，膜厚 1.0 μm，長さ

30 m が適当である。  
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3.22 排ガス中のピリジン分析方法（JIS K 0087：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.22.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジアミノスチルベ

ン −ジスルホン酸
吸光光度法  

試料ガス中のピリジンを希硫酸

に吸収させたのち， 4,4'−ジアミ
ノスチルベン −2,2'−ジスルホン
酸溶液と臭化シアン溶液を加え

て発色させ，吸光度  (490 nm) か
らピリジンを定量する。  

吸収瓶法   
吸収液：  0.01 mol/L 
硫酸溶液   
液量： 20 mL×2 

0.1～   
試料ガス  20 
L の場合  (1) 

ガスクロマトグラ

フ法  
真空捕集瓶に採取した試料ガス

中のピリジンを硫酸水溶液に吸

収させ，二硫化炭素に抽出した

後，水素炎イオン化検出器を備

えたガスクロマトグラフに導入

して得られたクロマトグラムか

らピリジンを定量する。  

真空フラスコ法   
吸収液：  0.01 mol/L 
硫酸溶液   
液量： 50 mL 

0.6～   
試料ガス  1 L
の場合  (2) 

注 (1) 定量範囲は，吸光光度法では 10～20 L を採取し，吸収液を 200 mL に薄めて，分析用
試料溶液とした場合。  

 (2) 真空フラスコの容量 1 L を採取し，二硫化炭素 1 mL に抽出した場合。  
 

ガスクロマトグラフ法では分離に充塡カラムを用い水素炎イオン化検出器を用いて検出

している。キャピラリーカラムの記載はない。採取した試料を一旦硫酸水溶液に吸収させ

た後，二硫化炭素で抽出し内標準物質として o-キシレンを加えて定量するのでこれらの成

分との良好な分離は必須である。キャピラリーカラムを用いる場合は，ピリジンの近傍に

内標準物質を溶出し分離できる固定相として極性の PEG 又は WAX を液相として選択する

とよい。十分な分離が確保できない場合は無極性のメチルシリコン系の液相を用いるとよ

い。試料溶液を注入するのでキャピラリーカラムの内径については特に選択の基準はない

が，長さ 30 m，膜厚は 1 μm 以上のやや厚めを選択するとよい。  
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3.23 排ガス中のアクロレイン分析方法（JIS K 0089：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.23.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ガスクロマトグラ

フ法  
試料 ガス を真 空捕 集 瓶に 採取

し，そのまま，又は低温で濃縮し

たのち，水素炎イオン化検出器

を備えたガスクロマトグラフに

導入し，得られたクロマトグラ

ムか らア クロ レイ ン を定 量す

る。  

真空捕集瓶法  0.01～1 000  
（試料ガス 1 
L の場合）  

ヘキシルレゾルシ

ノール吸光光度法  
排ガス中のアクロレインを吸収

液に吸収させたのち，加熱して

発色させ，加熱して発色させ，こ

の液の吸光度  (605 nm) を測定
する。  

吸収瓶法  
吸収液：トリクロロ酢

酸，塩化水銀  (II) 及
び 4−ヘキシルレゾル
シノール混合溶液。  
液量： 50 mL 

0.2～5  
（ 試 料 ガ ス

20 L の場合） 

 

ガスクロマトグラフ法は採取した試料の一定量を直接 GC に注入して分離・検出してい

る。検出器は水素炎イオン化検出器を用いる。アクロレインは保存性が極めて悪いので，

試料採取後迅速に分析しなければならないという問題がある。環境測定では，他のアルデ

ヒド類と共に誘導体化試薬を含浸した固相で反応捕捉する方法が用いられており，この方

法を利用する事ができる。分離・検出にはガスクロマトグラフ法の他ガスクロマトグラフ

質量分析法（GC/MS），高速液体クロマトグラフ法（HPLC）を用いる事ができる。  

・試料採取法：アルデヒド類との一斉分析の試料採取に用いられている反応捕捉・溶媒抽

出法が利用できる。誘導体化試薬には 2,4-ジニトロヒドラジン（DNPH）や o-（4-シアノ -

2-エトキシベンジル）ヒドロキシルアミン（CNET）があり，これを含浸した固相カートリ

ッジに試料を一定量通気，反応捕捉して採取する。固相カートリッジから溶出後，イオン

交換・濃縮操作を経て分析用試料とする。  

・ガスクロマトグラフ法：充塡カラムに替わる方法として「キャピラリーカラムを用いて

もよい」としているが分析条件等の記述はない。直接気体試料を注入して測定するには内

径 0.53 mm のキャピラリーカラムを用いるとよい。固定相は極性が高い PEG 20M や WAX

のような液相を用いる。誘導体化したアクロレインの検出を行うには熱イオン化検出器

（FTD），質量分析計を用いる事ができる。  

・高速液体クロマトグラフ法：誘導体化したアクロレインとアルデヒド類は ODS カラムを

用いて分離し UV 検出器（DNPH 誘導体化は吸収波長 360 nm，CNET 誘導体化は吸収波長

240 nm）で検出する。質量分析計も用いる事ができる。  
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3.24 排ガス中のホスゲン分析方法（JIS K 0090：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.24.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジフェニル尿素   
紫外吸光光度法  

試料ガス中のホスゲンを吸収液

に吸収させた後，生成したジフ

ェニル尿素を溶媒抽出し，抽出

液の吸光度 (257 nm)を測定  

吸収瓶法   
吸収液：アニリン溶液  
(2.5 g/L) (pH7～9)  
液量： 10 mL×1 

0.1～5  
(20 L) 

 

 

 

 

 

3.25 排ガス中の二硫化炭素分析方法（JIS K 0091：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.25.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジエチルジチオカ

ルバミン酸銅吸光

光度法  

試料ガス中の二硫化炭素をジエ

チルアミン銅溶液に通じて吸収

させたのち，吸収液中に生成し

たジエチルジチオカルバミン酸

銅の吸光度  (435 nm) を測定し，
二硫化炭素を定量する。  

吸収瓶法   
吸収液：硫酸銅，ジエ

チルアミン塩酸塩，ア

ンモニア及びくえん

酸の溶液にエタノー

ルを加えたもの。  
液量： 50 mL×2 最前
段の吸収瓶に酢酸カ

ドミウム溶液を入れ，

共存する硫化水素を

除去する。  
液量： 50 mL×1 

3～60(1) 

ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガスを採取し，ガスクロマ

トグラフに導入して得られたク

ロマトグラムから二硫化炭素を

定量する。  

真空捕集瓶又は捕集

バッグ法  
0.2～10(2)  
（炎光光度  
検出器）  

注 (1) 定量範囲は，吸光光度法では試料ガス 10 L を採取し，吸収液を 200 mL に薄めて  
分析用試料溶液とした場合。  

 (2) 分析用試料ガス 0.1～5 mL を導入する場合。  
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3.26 排ガス中のメルカプタン分析方法（JIS K 0092：1998） 

   制定 1975 年，改正 1983 年 

 

表 3.26.1  分析方法の種類及び概要 

分析方法の種類  
分析方法の概要  定量範囲  

ppm 要  旨 試料採取  
ジメチルフェニレ

ンジアミン吸光光

度法  

試料ガス中のメルカプタンを吸

収液に吸収させたのち，N, N−ジ
メチル −p−フェニレンジアミン
と塩化鉄 (Ⅲ )の混合溶液を加え
て発色させ，吸光度 (505 nm)を測
定する。  

吸収瓶法  吸収液；酢
酸水銀 (Ⅱ )溶液  
液量： 20 mL×2 

採取量  
10 L のとき  
 0.5～10 
100 L のとき  
 0.05～0.5 

ガスクロマトグラ

フ法  
試料ガスを採取し，ガスクロマ

トグラフに導入して得られたク

ロマトグラムからメルカプタン

を定量する。  

真空捕集瓶法又は捕

集バッグ法  
0.05 以上  
（ 炎 光 光 度

検出器）  
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その他 排ガス中の硫黄化合物類分析方法 
硫黄化合物類の JIS についてはガスクロマトグラフ法の試料採取・分析方法が古い事と

個別成分の分析方法なので大気技術委員会が最新の技術を取り入れて悪臭防止法が定める

4 物質を含む 7 物質について一斉分析する方法を検討中である。内容の詳細が未確定なの

で本書では検討方針について以下に簡単に紹介する。対象となる規格は K 0091，K 0092 と

K 0108 の３規格である。GC への試料導入時には低温凝縮などの濃縮による大量試料導入

方法が適用できるので大気環境への適用も可能となる。  

 

・適用成分：一斉分析できる成分として硫化水素，メチルメルカプタン，エチルメルカプ

タン，硫化メチル，二硫化メチル（ジメチルジスルフィド：DMDS），二硫化炭素，硫化

カルボニル（COS）と，適用可能な成分にターシャリーブチルメルカプタン（TBM）を

加える。  

・試料採取・GC への試料導入法：GC への導入に低温凝縮による方法を用いているがこれ

に替わる方法も採用する。試料採取前に安全の確認と雰囲気中の概略の濃度・試料採取

量を検討するために検知管式ガス測定器（測長式）を付属書（参考）に加える。  

・分析方法：カラムはキャピラリーカラムを主として，これを用いる GC で利用可能な検

出器として炎光光度検出器（FPD）の他に化学発光検出器（SCD），原子発光検出器（AED），

熱伝導度検出器（TCD），光イオン化検出器（PID），質量分析計（MS），半導体検出器を

加える。更に，ポータブルの測定器を用いる方法も検討し可能であれば加える。  

  検討中の方法では，本協会が実施したアンケートで使用実績がない個別規格にある硝

酸銀電位差滴定法と二酸化硫黄変換紫外線蛍光法は削除し，イオン電極法とジエチルジ

チオカルバミン酸銅吸光光度法は参考とする予定である。硫化水素にのみ適用するメチ

レンブルー吸光光度法は付属書に規定として残すよう予定している。  
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3.27 排ガス中の揮発性有機化合物分析方法 

3.27.1 分析方法の概要 

排ガス中に存在する広い範囲の揮発性有機化合物を対象とし，それらの測定方法に

関する標準作業手順書の作成や精度管理の実施を，本マニュアルの活用者自身が行え

るよう記載する。揮発性有機化合物は測定対象物質の種類が多く，濃度範囲や目標定

量下限値なども一律に決定できない事と，測定に用いる試料採取・分析・検出方法を

複数の中から選択する事ができるので，Annex を参考に標準作業手順書を作成し精度

管理を実施する必要がある。本稿の内容には，JIS K 0088（排ガス中のベンゼン分析方

法）及び JIS K 0305（排ガス中のトリクロロエチレン，テトラクロロエチレン分析方

法）も含まれ対応の概要を Annex M に記載している。  

なお，本稿における Annex は，Annex A から Anne M まである。以下に Annex のリ

ストを示す。特に Annex K は，実際に各種成分の分析を行ったクロマトを盛り込んだ

ことから，分析を行ううえで，参考に出来るものと思われる。  

 

Annex A 固体捕集剤と脱着溶媒との組合せ例  

Annex B 測定物質への適用の確認方法  

Annex C 検量線（関係線）の作成方法  

Annex D 吸着剤の種類  

Annex E 吸着剤選択の手引  

Annex F 吸着剤使用の手引  

Annex G 破過容量の測定  

Annex H 固体吸着法における回収率の測定  

Annex I 保存性の確認  

Annex J 検知管法  

Annex K 分析例  

Annex L 代表的な VOC のイオン化ポテンシャル  

Annex M ベンゼン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレンの測定方法の概要  

 

本稿における揮発性有機化合物（VOC）とは，ダクトなどに排出されるガスが大気

中に放出又は飛散した時に気体である有機化合物とし，対象とする揮発性有機化合物

は，主に世界保健機構が定義する次の揮発性有機化合物及び高揮発性有機化合物等と

する（揮発性有機化合物には明確な定義が無いので下記の高揮発性有機化合物も一部

含む）。  

参考として，世界保健機構（World Health  Organizat ion＝WHO）の作業グループによ

る，沸点に基づく揮発性有機化合物の 3 分類を次に示す。  
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a)  準揮発性有機化合物（ Semi-volat i le  Organic  Compound＝ SVOC）  

 沸点の範囲が240 ℃～ 260 ℃から 380 ℃～ 400 ℃までの有機化合物  

b)  揮発性有機化合物（Volat i le  Organic  Compound＝VOC）  

 沸点の範囲が50 ℃～ 100 ℃から 240 ℃～ 260 ℃までの有機化合物  

c)  高揮発性有機化合物（Very Volat i le  Organic  Compound＝VVOC）  

 沸点の範囲が0 ℃の～ 5 ℃のから 100 ℃までの有機化合物  

 

排ガス中の揮発性有機化合物（VOC）を測定するための分析方法，概要及び定量範

囲を表 1に示す。  

表 1 分析方法の種類，概要及び定量範囲 

分 析 方 法 の種 類  
分 析 方 法 の概 要  

要 旨  試 料 採 取  
定 量 範 囲  

mg /m 3 （ p p m）  
適 用 条 件  

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フィー質 量 分 析

法  
（ GC/MS）  

試 料 ガ ス を 直 接 又

は 常 温 吸 着 濃 縮 し

た 後 ， 質 量 分 析 計

付 き ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フ に 導 入 し て ク ロ マ

トグラムを記 録 する。  
 

捕 集 バッグ法  
標 準 採 取 量 ： 1  L～ 2 0  L 
 

捕 集 バッグ法  
ベンゼン  
 0 . 3 以 上  
 ( 0 .1 以 上 )  

3 .2 7 .3 .1 参 照  

真 空 瓶 捕 集 法  
標 準 採 取 量 ： 0 .1  L～ 1  L  
 

真 空 瓶 捕 集 法  
ベンゼン  
 0 . 3 以 上  
 ( 0 .1 以 上 )  

固 体 吸 着 － 加 熱 脱 着 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0 0  mL 
 

固 体 吸 着 － 加 熱

脱 着 法  
ベンゼン  
 0 . 00 1 5 以 上  
 ( 0 .00 0 5 以 上 )  

固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0  L  

固 体 吸 着 － 溶 媒

抽 出 法  
ベンゼン  
 0 . 0 3 以 上  
 ( 0 . 0 1 以 上 )  

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フ 法 （ 水 素 炎 イ

オン化 検 出 器 ）  
（ GC/FID）  

試 料 ガ ス を 直 接 又

は 常 温 吸 着 濃 縮 し

た後 ， 水 素 炎 イオン

化 検 出 器 付 き ガ ス

ク ロ マ ト グ ラ フ に 導

入 し て ク ロ マ ト グ ラ ム

を記 録 する。  

捕 集 バッグ法  
標 準 採 取 量 ： 1  L～ 2 0  L 
 

捕 集 バッグ法  
ベンゼン  
 3 以 上  
 ( 1 以 上 )  

3 .2 7 .3 .2 参 照  

真 空 瓶 捕 集 法  
標 準 採 取 量 ： 0 .1  L～ 1  L  
 

真 空 瓶 捕 集 法  
ベンゼン  
 3 以 上  
 ( 1 以 上 )  

固 体 吸 着 － 加 熱 脱 着 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0 0  mL 
 

固 体 吸 着 － 加 熱

脱 着 法  
ベンゼン  
 0 . 01 5 以 上  
 ( 0 . 00 5 以 上 )  

固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0  L  

固 体 吸 着 － 溶 媒

抽 出 法  
ベンゼン  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 3 © JEMCA 2021  

 0 . 3 以 上  
 ( 0 .1 以 上 ～ )  

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フ 法 （ 光 イ オ ン

化 検 出 器 ）  
（ GC/PID）  

試 料 ガ ス を 直 接 又

は 常 温 吸 着 濃 縮 し

た後 ， 光 イオン化 検

出 器 付 き ガ ス ク ロ マ

トグラフに導 入 してク

ロ マ ト グ ラ ム を 記 録

する。  

捕 集 バッグ法  
標 準 採 取 量 ： 1  L～ 2 0  L 

捕 集 バッグ法  
ベンゼン  
 3 以 上  
 ( 1 以 上 )  

3 .2 7 .3 .3 参 照  

真 空 瓶 捕 集 法  
標 準 採 取 量 ： 0 .1  L～ 1  L  

真 空 瓶 捕 集 法  
ベンゼン  
 3 以 上  
 ( 1 以 上  

固 体 吸 着 － 加 熱 脱 着 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0 0  mL 

固 体 吸 着 － 加 熱

脱 着 法  
ベンゼン  
 0 . 01 5 以 上  
 ( 0 .00 5 以 上 )  

固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0  L  

固 体 吸 着 － 溶 媒

抽 出 法  
ベンゼン  
 0 . 3 以 上  
 ( 0 .1 以 上 )  

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フ法 （ 電 子 捕 獲

検 出 器 ）  
（ GC/ECD）  

試 料 ガ ス を 直 接 又

は 常 温 吸 着 濃 縮 し

た 後 ， 電 子 捕 獲 検

出 器 付 き ガ ス ク ロ マ

トグラフに導 入 してク

ロ マ ト グ ラ ム を 記 録

する。  

捕 集 バッグ法  
標 準 採 取 量 ： 1  L～ 2 0  L 

捕 集 バッグ法  
トリクロロエチレン  
 0 . 06～ 1 2  
 (0 .01～ 2 )  
テトラクロロエチレン  
 0 . 01 4～ 14  
 (0 .00 2～ 2 )  

3 .2 7 .3 .4 参 照  

真 空 瓶 捕 集 法  
標 準 採 取 量 ： 0 .1  L～ 1  L  
 

真 空 瓶 捕 集 法  
トリクロロエチレン  
 0 . 06～ 1 2  
 (0 .01～ 2 )  
テトラクロロエチレン  
 0 . 01 4～ 14  
 (0 .00 2～ 2 )  

固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0  L  

固 体 吸 着 － 溶 媒

抽 出 法  
トリクロロエチレン  
 0 . 00 6 以 上  
 ( 0 .00 1 以 上 )  
テトラクロロエチレン  
 0 . 00 1 4 以 上  
 ( 0 .00 0 2 以 上 )  

ガ ス ク ロ マ ト グ ラ

フ法 （ 熱 伝 導 度

検 出 器 ）  
（ GC/TCD）  

試 料 ガ ス を 直 接 又

は 常 温 吸 着 濃 縮 し

た 後 ， 熱 伝 導 度 検

出 器 付 き ガ ス ク ロ マ

トグラフに導 入 してク

ロ マ ト グ ラ ム を 記 録

する。  

捕 集 バッグ法  
標 準 採 取 量 ： 1  L～ 2 0  L 

捕 集 バッグ法  
ベンゼン  
 3 0 以 上  
 ( 1 0 以 上 )  

3 .2 7 .3 .5 参 照  
 

真 空 瓶 捕 集 法  
標 準 採 取 量 ： 0 .1  L～ 1  L  
 

真 空 瓶 捕 集 法  
ベンゼン  
 3 0 以 上  
 ( 1 0 以 上 )  

固 体 吸 着 － 加 熱 脱 着 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0 0  mL 

固 体 吸 着 － 加 熱

脱 着 法  
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 ベンゼン  
 0 . 1 5 以 上  
 ( 0 .0 5 以 上 )  

固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法  
標 準 採 取 量 ： 2 0  L  

固 体 吸 着 － 溶 媒

抽 出 法  
ベンゼン  
 3 以 上  
 ( 1 以 上 ～ )  

※1  このマニュアルに示 す mg /m 3 及 び p p m は標 準 状 態 における質 量 濃 度 及 び体 積 分 率 とする。  
※2  試 料 採 取 の方 法 に応 じた定 量 範 囲 は， キャピラリーカラム使 用 でスプリット比 1： 1 0 において， 試 料

導 入 量 を試 料 ガス 1  mL 又 は試 料 液 1  μL にした時 のベンゼンの定 量 範 囲 を示 す。  
※3  電 子 捕 獲 検 出 器 における定 量 範 囲 は， 試 料 導 入 量 を試 料 ガス 1  mL 又 は試 料 液 1  μL にした時

のトリクロロエチレン及 びテトラクロロエチレンの定 量 範 囲 を示 す。  
※4  定 量 範 囲 の上 限 値 は， 検 量 線 の直 線 範 囲 までとする。  
※5  µTCD 検 出 器 を備 えたガスクロマトグラフは， 定 量 下 限 が FID 検 出 器 と同 等 となる。  
※6  ガスクロマトグラフ法 とガスクロマトグラフィーとは同 義 語 とする。  
※7  光 イオン化 検 出 器 の光 源 には， UV ランプを用 いる方 法 と， ヘリウムガス中 の放 電 を用 いる方 法 とが

ある。  
※8  電 子 捕 獲 検 出 器 には， 放 射 線 形 と非 放 射 線 形 とがある。  
※9  これらの分 析 方 法 は， 試 料 採 取 を省 略 できるガスクロマトグラフにも適 用 してもよい。  
※1 0  固 体 吸 着 － 溶 媒 抽 出 法 で使 用 する溶 媒 量 は 1  mL， カラム導 入 量 は 1  μL での定 量 範 囲 を示 す。  

 

3.27.2 試料ガスの採取方法 

3.27.2.1 試料ガスの採取 

 試料ガスの採取方法は，捕集バッグ法及び真空瓶捕集法（容器採取法），固体吸着－

加熱脱着法（固体吸着法）又は固体吸着－溶媒抽出法（固体吸着法）による。分析に

用いる試料ガスの採取位置は，代表的な試料ガスが採取できる点を選ぶ。また，時間

を空けずに試料ガスを 2 回以上，均一な試料ガスを採取できる場合は 1 回以上，採取

して分析するのが望ましい。  

なお，水分量の多い試料においては，凝縮液トラップで水と共に凝縮したり，試料

採取容器や捕集バッグから取り出せない物質もあるため，このような物質は分析の対

象としない。第２編第４章を参考にするとよい。  

3.27.2.2 捕集バッグ法及び真空瓶捕集法 

(1) 器具及び装置 試料ガスの捕集容器として，次のものがある。 

なお，紫外線により試料ガスが分解する場合は，捕集の際は遮光しながら採取を行

い，捕集後も遮光することが望ましい。  
a)  捕集バッグ 捕集バッグには，ふっ素樹脂製，ポリプロピレン製，ポリエステル

製などガスの透過性の小さいガス採取用のもので，内容積 1 L 以上の袋を用い
る。捕集バッグは，使用前に破れなどによる漏れがないことを確認する。  

※ 1市販品には，テドラーバッグなどがある。  
※ 2捕集バッグにより採取した試料ガスは，保存性が良くないことから， 24 時間以
内に分析することが望ましい。  

※ 3捕集バッグは，測定対象物質によって吸着による影響を考慮して，材質及び容積
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を選ぶこと。  
b)  吸引用気密容器 吸引用気密容器は，図 1 に例示するように，捕集バッグを入れ
た状態で試料ガスを採取できる大きさで，かつ，採取状況が確認できる構造をも

ち，更に気密にできるものを用いる。容器には，試料ガス採取用の導管（ R 1）を

接続できるコック（ P3）及び容器内を排気するための導管（R 2）を接続できるコ

ック（ P 4）を備える。  
 

 

図 1 捕集バッグ及び吸引用気密容器の例 

 

c)  捕集瓶 図 2 に例示するステンレス鋼製又はガラス製で，容量は 100 mL～ 1000 
mL のもの。捕集瓶に，その容量の 10 倍以上の試料ガスを通過させた後に採取
するか，又はステンレス鋼製及びガラス製の捕集瓶をあらかじめ真空ポンプを

用いて真空にしておき，これに試料ガスを導入する。このとき，試料ガス採取管

内は，使用前に試料ガスで十分に置換しておく。  
 
 
 

  

F：捕 集 バッグ  

G：吸 引 用 機 密 容 器 （ 透 明 合 成 樹 脂 製 ）

R 1 ,R 2：導 管  

S：シリコンゴムパッキン付 き栓  

T：スリーブ  

P 3：試 料 ガス導 入 コック（ ふっ素 樹 脂 製 ）  

P 4：気 密 容 器 吸 引 用 コック  
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 流通採取形捕集瓶            ガラス製真空捕集瓶 

 

 

ステンレス鋼製真空捕集瓶  

図 2 捕集瓶の例 

 

(2) 試料ガス採取装置 試料ガス採取装置は，図3 及び図 4 に例示する構成で，次の

条件を満足しなければならない。  

1)  試料ガス採取管（A）には，排ガス中の腐食性ガスによって侵されない材質，例

えば，ガラス，石英ガラス，四ふっ化エチレン樹脂製などを用いる。  

2)  試料ガス中にダストなどが混入することを防ぐため，試料ガス採取管の先端又

は適当な位置に適切なろ過材を試料ガスの通気を妨げない程度に詰める。  

※ 適切なろ過材には，排ガス中の成分と化学反応を起こさない材質で，例えば，

シリカウール，無アルカリガラスウールなどがある。  

3)  試料ガス中の水分が凝縮することを防ぐ必要がある場合は，試料ガス採取管は，

ヒーターなど加熱できる構造を備える。配管はできるだけ短くし，配管中に水分

 容量 1 0 0  m L～ 1 0 0 0 m L 

シリコンゴム栓  

ふっ素樹脂製弁  

単位：ｍ

約 2 0 0  

→  φ約 4 0  ←  

→    φ約 1 0 0    ←  

約 6 0  
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が凝縮して測定値に影響するおそれがある場合には，試料ガス採取管（A）から

試料ガス導入用コック（ふっ素樹脂製コック）（ J）までの間を必要に応じて 120 

間程度に加熱する。水分が多い場合は，導管の途中に凝縮液トラップを設ける。

この場合，凝縮液中に試料ガスがバブリングしないように，トラップは容量の大

きいものを用い，トラップ内を試料ガスで置換するためにバイパス管を設ける。 

 なお，加熱構造の接続部分には，すり合わせ継ぎ手管，シリコンゴム管又は四

ふっ化エチレン樹脂管などを用いる。  

4) 組立ては，装置各部の接続に漏れがあってはならない。  

 

A：試料ガス採取管  E：シリコンゴム管  I：吸引ポンプ  

B：保温材  F：ゴムパッキン  J：試料ガス導入用コック  
（ふっ素樹脂製コック）  

C：ろ過材  G：吸引用気密容器  
（透明合成樹脂製）  

K：気密容器吸引用コック  

D：ヒーター  H：捕集バッグ  L：スクリューコック  

図 3 試料ガス採取装置（捕集バッグ法・凝縮液トラップ無し）の例 
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A：試料ガス採取管  F：ゴムパッキン  K：気密容器吸引用コック  

B：保温材  G：吸引用気密容器  
（透明合成樹脂製）  

L：スクリューコック  

C：ろ過材  H：捕集バッグ  M：凝集液トラップ  

D：ヒーター  I：吸引ポンプ   

E：シリコンゴム管  J：試料ガス導入用コック  
（ふっ素樹脂製コック）  

 

図 4 試料ガス採取装置（捕集バッグ法・凝縮液トラップ有り）の例 

 

(3) 採取操作 試料ガス採取装置は，図3 及び図 4 に例示する構成で，次の条件を満

足しなければならない。  

a)  捕集バッグ（H）と吸引ポンプ（ I）とを接続し，捕集バッグ（H）内を脱気した

後に，シリコンゴム栓をする。  

b)  試料ガス採取管（A）からコック（ J）までの導管を図 3 に示すように捕集バッグ

を接続する。接続後，採取管内及び導管内を試料ガスに置換し，コック（ J）を

閉じる。  

c)  捕集バッグ（H）を吸引用気密容器（G）に入れた後に，蓋をして吸引用気密容

器を密閉する。吸引ポンプ（ I）を図 3 のようにつなぎ替えてコック（ J 及び K）

を開き，吸引ポンプ（ I）を作動させながら吸引用気密容器内を減圧にして捕集

バッグ（H）に試料ガスを採取する。  

d)  コック（ J）を閉じてから，吸引ポンプ（ I）を止める。捕集バッグ（H）を吸引

用気密容器（G）から取り出し，シリコンゴム栓をしておく。  
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3.27.2.3 固体吸着－加熱脱着法 

この方法は，固体吸着－加熱脱着法を試料処理・分析法として利用する場合に適用

する。試料採取時に反応及び分解したり，加熱することによって対象成分の分解のお

それがある場合は，適用しない。  

(1) 試薬及び材料 捕集剤は，捕集管に適量を詰め，20 ℃において，測定対象物質に

対して想定される試料量の 2 倍量程度を捕集しても，測定対象物質が流出せず，かつ，

加熱して脱離したときに，測定対象物質の回収率が 90 %以上のものを用いる。  

(2) 器具及び装置 

a)  捕集管 捕集管は，図5 の上段に示す内径 3 mm～ 6 mm 長さ 100 mm 程度のガラ

ス製又はステンレス鋼製で両端が密閉できる構造のもので，内部をアセトンで

洗浄し，更に乾燥後，捕集剤約 0.4 g を詰めて，両端をシリカウールで塞ぐ。純

度 99.999 %以上で全有機炭素含有量 0.1 ppm 以下の高純度窒素を用いて捕集管

中の空気を十分に置換した後，高純度窒素を流しながら適切な温度（吸着剤の最

高使用温度より 25 ℃以上低い温度）で 2 時間以上空焼き洗浄し，両端を密封し

ておく。捕集管は，できるだけ使用直前に準備する。  

 図 5 の下段に示すガラス製のもので一端にステンレス鋼注射針を取り付けて

使用する場合は，内部をアセトンで洗浄し，乾燥後，捕集剤（多孔性ポリマービ

ーズ）約 0.6 g を詰め，これを窒素気流中で 230 ℃に 2 時間以上加熱し，分析上

の妨害となる不純物を除去しておく。  

 なお，保存時には両端にシリコンゴム栓を必ず施し，密封しておくこと。注射

針を装着した場合には，装着部分の気密を保つため，ふっ素樹脂系のテープを巻

いておく。洗浄した捕集管は，測定対象物質のブランク値（排出ガス濃度への換

算値）を確認する。また，市販品も使用できる。  

※ 1 洗浄した捕集管のブランク値が定量下限値を超えていた場合には，一連の洗

浄を行った捕集管の洗浄をやり直し，空試験値が定量下限値以下になったこ

とを確認した後，使用する。  

※ 2 製造業者が推奨する市販品がある場合は，これらを使用してもよい。  
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図 5 固体吸着―加熱脱着法で用いる捕集管の例 

 

a)  試料ガス採取装置  

試料ガス採取装置は，図 6 及び図 7 に例示する構成とする。また，これらの装採

取装置は， 3.27.2 .2(2)1)～ 4)に記載する条件を満足していなければならない。  

 

 
A：試料ガス採取管  F：凝縮液トラップ  K：ガスメーター  

B：保温材  G，M：流路切替  
三方コック  

L：バイパス管  

C：ろ過材  H：捕集管  N：吸湿管  

D：ヒーター  I：乾燥剤  O：温度計  

E：シリコンゴム管  J：吸引ポンプ  P：バルブ  

 図 6 試料ガス採取装置（固体吸着法・凝縮液トラップ有り）の例 

 

L  

M N 

Ｆ  
O 

L 

M 

P  
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A：試料ガス採取管  G，M：流路切替  

三方コック  
L：バイパス管  

B：保温材  H：捕集管  N：吸湿管  

C：ろ過材  I：乾燥剤  O：温度計  

D：ヒーター  J：吸引ポンプ  P：バルブ  

E：シリコンゴム管  K：ガスメーター   

 図 7 試料ガス採取装置（固体吸着法・凝縮液トラップ無し）の例 

 

 

(3) 採取操作 

 試料ガスの採取操作は，次による。ここに示す装置の記号は，図6 による。  

a)  試料ガス採取管（A）からバイパス管（ L）までの導管に，吸引ポンプ（ J）と接

続した乾燥剤（ I）を接続する。水分除去を目的として，必要に応じて凝縮液ト

ラップ（ F）を設けてもよい。  

b)  捕集管（H）を，コック（G）とコック（M）との間に取り付ける。必要に応じて

吸湿管（N）を設けてもよい。  

c)  試料ガス採取管（A）からバイパス管（ L）までの採取管内を試料ガスで置換し，

吸引ポンプ（ J）のバルブ（ P）を閉じる。  

d)  コック（M）を切り替えて，捕集管（H）と吸引ポンプ（ J）をつなぎ，ガスメー

ター（K）の目盛りを読みとる。  

e)  コック（G）及び吸引ポンプ（ J）のバルブを調節しながら開き，試料ガスを測定

対象物質の濃度に応じた吸引量で試料ガスを吸引する。  

f )  ガスメーター（K）の温度計（O）の温度を測定する。また，大気圧を測定する。  

g)  採取が終わったら吸引を止め，コック（G）とコック（M）を閉じる。  

h  )ガスメーター（K）の目盛りを読みとり，捕集管（H）を試料ガス採取装置から

L 

M N 

Ｆ

O 

L 

M 

P  
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外す。  

※  水分が多い場合は，回収率が非常に低くなるため，捕集管の前段に凝縮液トラッ

プを設けるとよい。また，水分が多少認められる場合は，測定対象物質への影響

の有無を確認した上で，必要に応じて，炭酸カリウム，硫酸カリウム，又は硫酸

マグネシウムなどの除湿剤を使用する。除湿剤はガラス管（内径 20 mm 程度，

長さ 100 mm 程度）に適量に充塡し，両端をシリカウールでふさぎ排ガスを通し

てから採取する。  

※  一度捕集バッグに採取した試料ガスを捕集管に通してもよい。この場合には，

3.27.2 .3  (3)  の操作に準じて行う。  

 

(4) 試料ガス採取量 

 次式によって，標準状態（0 ℃，101.32 kPa）における試料ガス採取量を，乾きガス

量（ V S D）又は湿りガス量（ V S W）として算出する。  

a)  乾きガス量を求める場合  = × 273.15273.15 + × −101.32 

 

b)  湿りガス量を求める場合  = × 273.15273.15 + × −101.32 + 22.41 ×  

 

ここに， V S D：  乾きガス量（mL）  

 V S W：  湿りガス量（mL）  

 V a：  ガスメーターの読み取り値より算出したガス量（mL）  

 t：  ガスメーターにおける温度（℃）  

 P a：  大気圧（ kPa）  

 P v：  t  ℃における飽和水蒸気圧（ kPa）  

 c：  J IS Z 8808 の箇条 7（排ガス中の水分量の測定）によっ

て求めた水分の量（mmol）  

 273.15：  0  ℃に対応する絶対温度（K）  

 101.32：  1 気圧に対応する圧力（ kPa）  

 22.41：  標準状態における気体 1 mmol の体積（mL）  

※ 1 乾式メーターを用いる場合は，式中の P v は 0（ kPa）とする。  

※ 2 排ガス中の水分量は，無視しても差し支えない場合が多い。  
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3.27.2.4 固体吸着－溶媒抽出法 

 この方法は，固体吸着－溶媒抽出法を試料処理及び分析法として，利用する場合に

適用する。この方法は，試料採取時に対象成分が反応・分解する恐れがある場合には

適用しない。  

(1) 試薬及び材料 捕集剤は，捕集管に適量を詰め，20 ℃において，測定対象成分に

おいて想定される試料量の 2 倍量程度を捕集しても，測定対象成分が流出せず，かつ，

溶媒で脱着したときに，測定対象成分の回収率が 90 %以上のものを用いる。  

また，固体吸着－溶媒抽出法の測定には，次の試薬から選択して用いる。  

a)  二硫化炭素 JIS K 8732 に規定するもの。  

b)  アセトン JIS K 8034 に規定するもの。  

c)  エタノール JIS K 8101 に規定するもの。  

d)  メタノール JIS K 8891 に規定するもの。  

e)  ジクロロメタン JIS K 8161 に規定するもの。  

f )  N,N-ジメチルホルムアミド JIS K 8500 に規定するもの。  

g)  ジメチルスルホキシド JIS K 9702 に規定するもの。  

h)  酢酸ブチル JIS K 8377 に規定するもの。  

i )  酢酸エチル JIS K 8361 に規定するもの。  

j )  酢酸メチル JIS K 8382 に規定するもの。  

 

(2) 器具及び装置 本法に用いる器具及び装置は，次のとおりである。 

a)  捕集管 捕集管は，図8 に示す内径 3 mm～ 6 mm 長さ 100 mm 程度のガラス製又

はステンレス鋼製で両端が密閉できる構造のもので，内部をアセトンで洗浄し，

更に乾燥後，捕集剤約 0.1 g～ 0.4 g を詰めて，両端をシリカウールで塞ぐ。純度

99.999 %以上で全有機炭素含有量 0.1 ppm 以下の高純度窒素を用いて捕集管中の

空気を十分に置換した後，高純度窒素を流しながら適切な温度（活性炭は 300 ℃）

で 2 時間以上空焼き洗浄し，両端を密封しておく。捕集管は，できるだけ使用直

前に準備する。  

 洗浄した捕集管は，測定対象物質のブランク値（排出ガス濃度への換算値）を

確認する。  

 また，市販品も使用できる。 

※ 1 洗浄した捕集管のブランク値が定量下限値を越えていた場合には，捕集管の洗

浄をやり直し，ブランク値が定量下限以下になったことを確認後，使用する。  

※ 2 洗浄済み市販品がある場合は，これを使用して良い。   
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図 8 固体吸着―溶媒抽出法で用いる捕集管の例 

 

 

b)  試料ガス採取装置 試料ガス採取装置は，3.27.2 .3  (2)  の b)に規定する装置を用

いる。ただし，図 6 又は図 7 の捕集管は 2 本を直列に接続して用いる。  

※捕集管は，対象成分以外の影響による破過を確認するために，捕集管を 2 本

接続して使用するが，捕集管内が 2 層になっている場合は，1 本の捕集管を使用

して，捕集後に各層をそれぞれ個別に抽出瓶に取り出して抽出操作を実施する。 

 

(3) 採取操作 

 試料ガスの採取方法は，3.27.2 .3  (3)  に規定する方法を用いる。  

 

(4) 試料ガス採取量 

 試料ガス採取量の計算は，3.27.2 .3  (4)  に規定する方法を用いる。  

 

3.27.3 定量方法 

3.27.3.1 ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS） 

 この方法は，VOC に関する同時定量法（又は個別定量法）として適用する。  

 表2に適用可能な VOC及び各物質のケミカルアブストラクト登録番号（CAS番号），

並びに定量イオン及び確認イオンの例を示す。  

 定量する測定対象物質（分析種）は，全イオン電流クロマトグラム（TICC）上で完
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全分離が望ましいが，完全分離が難しい場合，定量イオンのクロマトグラムにおいて

分離できていることが確認できれば定量してよい。  

※ 測定対象物質の代表的な質量スペクトルは，米国商務省国立標準技術研究所

（NIST）の質量スペクトルデータベースを閲覧する事ができる。  

 

表 2 対象 VOC の例 

測定対象物質 a )  CAS 番号  
相対分子

質量  

定 量 イオン  

（m /z）  

確 認 イオン  

（m /z）  

アクリル酸 エチル  140-88-5 100.1 (55)** (56)** 

アクリル酸 メチル  96-33-3 86.1 55 58 

アクリロニトリル   107-13-1 53.1 52 53 

アセトニトリル  75-05-8 41.05 41 40 

アセトン  67-64-1 58.08 43 58 

イソオクタン  540-84-1 114.23 57 56 

イソブタノール(2-メチル -1-プ

ロパノール) 

78-83-1 74.12 43 74 

イソプレン  78-79-5 68.1 67 68 

p-イソプロピルトルエン  99-87-6 134.22 119 134 

イソプロペニルベンゼン  98-83-9 118.2 118 117 ,  57 

ウンデカン（ n-ウンデカン）  1120-21-4 156.31 57 71 

エタノール  64-17-5 46.069 45 46 

2-エチルトルエン  611-14-3 120.19 105 120 

3-エチルトルエン  620-14-4 120.19 105 120 

4-エチルトルエン  622-96-8 120.19 105 120 

エチルベンゼン   100-41-4 106.2 91 106 

エピクロロヒドリン  106-89-8 92.5 49 62 

塩 化 メチル  74-87-3 50.5 50 52 

塩 化 ビニル  75-01-4 62.5 62 64 

塩 化 アリル  （ 別 名 3-クロロプ

ロペン）   

107-05-1 76.5 76 78 

塩 化 ベンジル  100-44-7 126.6 91 126 

n-オクタン  111-65-9 114.23 43 57 

m-,p-キシレン  108-38-3(m-)  

106-42-3(p-)  

106.2 91 106 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 16 © JEMCA 2021  

o-キシレン  95-47-6 106.2 91 106 

クメン（ イソプロピルベンゼン）  98-82-8 120.19 105 120 

1-クロロ -1 ,1-ジフルオロエタン  

（ 別 名 HCFC142b ）  

75-68-3 100.5 65 (85)* 

3-クロロ -1 ,2-ジブロモプロパン  96-12-8 236.33 157 155 

2-クロロ -1 ,3-ブタジエン  

(2-クロロブタジエン) 

126-99-8 88.54 53 88 

3-クロロ -2-メチル -1-プロペン  563-47-3 90.5 90 92 

2-クロロエタノール  107-07-3 80.52 31 44 

クロロエタン  75-00-3 64.5 64 66 

クロロジフルオロメタン  

（ 別 名 HCFC22 ）  

75-45-6 86.47 51 67 

クロロジブロモメタン  124-48-1 208.3 129 127 

2-クロロトルエン  95-49-8 126.58 91 126 

4-クロロトルエン  

（ p-クロロトルエン）  

106-43-4 126.58 91 126 

クロロベンゼン  108-90-7 112.6 112 77 

クロロホルム  67-66-3 119.4 83 85 

酢 酸 エチル  141-78-6 88.1 70 43 

酢 酸 ビニル  108-05-4 86.1 43 86 

酢 酸 ブチル  123-86-4 116.16 43 56 

ジエチルエーテル  

（ エチルエーテル）  

60-29-7 74.12 31 59 

四 塩 化 炭 素  56-23-5 153.8 117 119 

1,4-ジオキサン  123-91-1 88.1 88 58 

2 ,2-ジクロロ -1 ,1 ,1-トリフルオ

ロエタン（ 別 名 HCFC123）  

306-83-2 152.93 85 133 

1,2-ジクロロ -1 ,1 ,2 ,2-テトラフ

ルオロエタン（ 別 名 CFC114）  

76-14-2 170.92 85 135 

1,3-ジクロロ -1 ,2 ,2 ,3 ,3 ペンタ

フルオロプロパン  

（ 別 名 HCFC225cb ）  

507-55-1 202.94 167 100 

1,1-ジクロロ -1-フルオロエタン  

（ 別 名 HCFC141b ）  

1717-00-6 116.9 81 61 
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1 ,1-ジクロロ -2 ,2 ,3 ,3 ,3 ペンタ

フルオロプロパン   

（ 別 名 HCFC225ca ）  

422-56-0 202.94 83 85 

c is-1 ,4-ジクロロ -2-ブテン  1476-11-5 124.99 75 53 

1 ,1-ジクロロエタン  75-34-3 99.0 63 65 

1 ,2-ジクロロエタン  107-06-2 99.0 62 64 

trans-1,2-ジクロロエチレン  156-60-5 96.94 61 96 

1 ,1-ジクロロエチレン  75-35-4 96.9 61 96 

1 ,2-ジクロロエチレン  540-59-0 96.9 96 98 

ジクロロジフルオロメタン   

（ 別 名 CFC12）  

75-71-8 120.91 85 87 

1 ,3-ジクロロプロパン  142-28-9 112.98 76 78 

2 ,2-ジクロロプロパン  594-20-7 112.98 77 78 

1 ,2-ジクロロプロパン  78-87-5 113.0 63 62 

1 ,1-ジクロロプロピレン  563-58-6 110.97 75 110 

cis-1 ,3-ジクロロプロペン  10061-01-5 110.97 75 77 

trans-1,3-ジクロロプロペン   10061-02-6 111.0 75 77 

ジクロロブロモメタン  75-27-4 163.8 83 85 

p-ジクロロベンゼン  106-46-7 147.0 146 148 

o-ジクロロベンゼン  95-50-1 147.0 146 148 

1,3-ジクロロベンゼン  

(m-ジクロロベンゼン) 

541-73-1 147.004 146 148 

ジクロロメタン  75-09-2 84.9 84 86 

1 ,2-ジブロモエタン  106-93-4 187.86 107 109 

ジブロモクロロメタン  124-48-1 208.28 129 127 

ジブロモメタン  74-95-3 173.84 93 95 

2 ,4-ジメチルペンタン  108-08-7 100.21 43 57 

スチレン  100-42-5 104.1 104 103 

デカナール  112-31-2 156.27 43 57 

デカン（ n-デカン）  124-18-5 142.3 57 71,81 

1 ,1 ,1 ,2-テトラクロロエタン  630-20-6 167.85 131 133 

1,1 ,2 ,2-テトラクロロエタン  79-34-5 167.8 83 85 

テトラクロロエチレン  127-18-4 165.8 166 129,164 

テトラデカン  629-59-4 198.39 57 43 
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テトラヒドロフラン  109-99-9 72.11 42 72 

1 ,2 ,4 ,5-テトラメチルベンゼン  95-93-2 134.22 119 134 

ドデカン  112-40-3 170.33 57 43 

1 ,1 ,1-トリクロロエタン  71-55-6 133.4 97 99 

1 ,1 ,2-トリクロロエタン  79-00-5 133.4 97 83 

トリクロロエチレン  79-01-6 131.4 130 95,132 

トリクロロトリフルオロエタン   

（ 別 名 CFC113 ）  

26523-64-8 187.38 151 153 

トリクロロフルオロメタン   

（ 別 名 CFC11 ）  

75-69-4 137.4 101 103 

1,2 ,3-トリクロロプロパン  96-18-4 147.4 75 110 

1,2 ,3-トリクロロベンゼン  87-61-6 181.5 180 1182 

1,2 ,4-トリクロロベンゼン  120-82-1 181.4 180 182 

トリデカン  629-50-5 184.36 57 43 

1 ,2 ,3-トリメチルベンゼン  526-73-8 120.19 105 120 

1,2 ,4-トリメチルベンゼン  95-63-6 120.2 105 120 

1,3 ,5-トリメチルベンゼン  108-67-8 120.2 105 120 

トルエン  108-88-3 92.1 91 92 

ナフタレン  91-20-3 128.18 128 127 

二 臭 化 エチレン  106-93-4 187.9 107 109 

2-ニトロプロパン  79-46-9 89.09 43 41 

ニトロベンゼン  98-95-3 123.06 77 123 

二 硫 化 炭 素  75-15-0 76.2 76 78 

ノナナール  124-19-6 142.24 57 41 

ノナン（ n-ノナン）  111-84-2 128.26 43 57 

4-ビニル -1-シクロヘキセン  100-40-3 108.2 54 79 

α -ピネン  80-56-8 136.23 93 91 

β -ピネン  127-91-3 136.23 93 69 

1 ,3-ブタジエン   106-99-0 54.1 54 53 

n-ブタノール  71-36-3 74.12 56 55 

n-ブチルベンゼン  104-51-8 134.22 91 92 

ter t-ブチルベンゼン  98-06-6 134.22 119 91 

sec-ブチルベンゼン  

（ 2-フェニルブタン）  

135-98-8 134.22 105 134 
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1-プロパノール  71-23-8 60.10 31 29 

2-プロパノール  67-63-0 60.10 45 43 

プロピオニトリル  107-12-0 55.08 54 55 

n-プロピルベンゼン  103-65-1 120.19 91 120 

ブロモクロロメタン  74-97-5 129.38 49 128 

ブロモジクロロエタン  75-27-4 163.83 83 85 

1-ブロモプロパン  106-94-5 123.0 122 124 

2-ブロモプロパン  75-26-3 123.0 122 124 

ブロモベンゼン  108-86-1 157.01 77 156 

ブロモホルム  75-25-2 252.7 173 171 

ブロモメタン  （ 別 名 臭 化 メチ

ル）  

74-83-9 94.9 94 96 

ヘキサクロロブタジエン（ ヘキ

サクロロ‐ 1,3-ブタジエン）  

87-68-3 260.76 225 227 

ヘキサデカン  544-76-3 226.44 57 43 

n-ヘキサン   110-54-3 86.2 57 86 

n-ヘプタン  142-82-5 100.2 43 100 

ベンゼン  71-43-2 78.1 78 52,77 

ペンタクロロエタン  76-01-7 202.294 167 117 

ペンタデカン  629-62-9 212.41 57 43 

メタアクリロニトリル  126-98-7 67.09 41 67 

メタクリル酸 エチル  97-63-2 114.14 69 99 

メタクリル酸 メチル  80-62-6 100.1 69 100 

メタノール  67-56-1 32.04 31 32 

メチルイソブチルケトン  108-10-1 100.16 43 85 

メチルエチルケトン  78-93-3 72.11 43 72 

ヨードメタン（ ヨウ化 メチル）  74-88-4 141.94 142 127 

リモネン  ラ セ ミ 体 ：

138-86-3 

136.23 68 93 

塩 化 ビニル -d3（ C 2CLD3） b )  6745-35-3 65.5 65 67 

1 ,4-ジオキサン -d8（ C 4D8O 2）

b )  

17647-74-4 96.15 96 64 

クロロベンゼン -d5 b )  108-90-7 117.6 117 82 

トルエン -d8（ C 7D 8） b )  2037-26-5 102.1 98 100 
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フルオロベンゼン（ C 6H 5F） b )  462-06-6 96.1 96 70 

4-ブロモフルオロベンゼン

（ BrC 6H 4F） b )  

460-00-4 175 174 95,176 

ベンゼン -d6 b )  71-43-2 84.1 84 58,83 

※ a )  測 定 対 象 物 質 の適 用 確 認 する場 合 は， Annex B による。検 出 下 限 値 及 び定 量 下

限 値 ， 試 料 の濃 度 範 囲 と定 量 可 能 範 囲 （ 検 量 線 ） との対 応 性 を確 認 する場 合

は， Annex C による。測 定 対 象 物 質 に対 する妨 害 物 質 ， 再 現 性 ， 破 過 容 量 の測

定 ， 固 体 吸 着 法 による回 収 率 の測 定 並 びに保 存 性 を確 認 する場 合 は， Annex 

G， Annex H 及 び Annex I を参 照 する。  

※ b )  代 表 的 な内 標 準 物 質 を示 す。  

 

 

(1) 試薬及び試薬溶液の調製 

 試薬及びガス類は，次による。 

a)  試薬及びガス  

1)  校正に用いる試薬 液体又は固体のものは，該当する日本産業規格がある場合

には，その種類の最上級又は適切な品質のものを用いる。ただし，該当する日

本産業規格がない場合には，分析に支障のない品質のものを用いる。入手でき

ない場合は，純度 98 %以上の JIS K 8001 により試験された特級試薬，又はこれ

と同等の試薬を使用する。測定対象物質が多数ある場合は，市販の混合溶液又

は多成分混合標準液を用いてもよい。  

2)  希釈に用いる試薬 希釈に用いる試薬（溶媒）は，測定対象物質の定量に支障

がある物質が含まれていない事を確認して用いる。確認できない場合は，空試

験（試料を含まない状態で，試薬のみで分析する）を行う。  

3)  校正に用いるガス 校正に用いるガスは，該当する日本工業規格がある場合に

は，その種類の最上級又は適切な品質のものを用いるほか， JIS K 0055 により

調製したガスを用いる。入手できない場合は，市販のガス又は混合標準ガスを

使用してもよい。  

4)  希釈に用いるガス 希釈に用いる空気及び窒素は，3.27.3 .1  (1)  a)の 6)及び 7)に

示すものを用いる。また，希釈に用いるガスは，測定対象物質の定量に支障が

ある物質を含まない事を確認して用いる。確認できない場合は，空試験を行う。  

5)  内標準物質 内標準物質は，分析種と類似している物質を選ぶ。一定量添加す

る時期は，できるだけ早い段階で添加する方が定量値の精確さが向上する。代

表的な例を，表 2 の末尾に示す。  

6)  空気 空気は，乾燥した清浄なもので，測定対象物質を含まないものを用いる。 
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7)  窒素 窒素は，JIS K 1107 に規定する 1 級又は 2 級のもので，測定対象物質を

含まないものを用いる。  

b)  試薬溶液などの調製  

試薬溶液などの調製は，次に従って行う。  

1)  検量線用標準液及び内標準液 検量線用標準液は，3.27.1  (1)  a)  1 )及び 3.27.1  

(1)  a)  5)に示す液，又はそれを一定濃度に薄めた液を用いる。  

2)  検量線用標準ガス及び内標準ガス 検量線用標準ガスは，あらかじめ内部を空

気又は窒素で洗浄及び置換しておいた 3.27.3 .1  (2)  a)の捕集瓶に， 3.27.1  (1)  a) 

2)の標準ガス又は 3.27.1  (1)  a)  3)の混合標準ガスを注入し，更に 3.27.1  (1)  a)  5)

の内標準ガスの質量又は体積を正確に量り取り，注入する。  

 

(2) 器具及び装置 

 器具及び装置は，次のとおり。 

a)  捕集瓶 捕集瓶は，3.27.2 .2 の c)に同じ。  

b)  シリンジ シリンジは，液体用の全量1 mL， 5mL， 10 mL 又は 50 mL 及び気体用

の全量 1 mL 又は 5 mL のものを用いる。  

c)  気体試料導入装置 気体試料導入装置には，容量0.1 mL～ 5 mL の試料計量管を

取り付け可能で，その容量及び導入装置が，分析対象物質の濃度，検出器の感度

及び用いるカラムに応じた適切なものを選択する。試料ガスをガスクロマトグ

ラフに導入するときは，試料ガスの温度及び圧力を一定にしてから導入する。図

9 に気体試料導入装置の例を示す。これは試料出入及びキャリヤーガス出入流路，

及び試料計量管を接続した 6 方コックである。気体試料導入部は，試料計量管，

試料流路及びキャリヤーガス流路の切替可能なバルブから構成される。  

続いて，キャピラリーカラム用試料導入部には，スプリット注入又は全量注入

が可能な導入部を選ぶ。一般的には，スプリット注入法の方がピークはシャープ

になり，分離が良くなる。スプリット注入法を選ぶ場合は，図 9 の 4 と記載され

た接続口はスプリット注入法が可能な注入口と接続する。一方，全量導入法を選

ぶ場合は，カラム又は全量導入が可能な注入口と接続する。  
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図 9 気体試料導入装置の例 

 

d)  加熱脱着装置及びガス自動濃縮導入装置 加熱脱着装置及びガス自動濃縮導入

装置は，捕集管に捕集した測定対象物質を，ガスクロマトグラフへ導入するため

の装置で，図 10 及び図 11 にその模式図を示す。  

 試料捕集管に捕集された測定対象物質は，捕集管にVOC を含まない不活性ガ

スを流しながら加熱することで，脱着され，ガスクロマトグラフへ導入される。 

 トラップ管（低温凝縮槽）は，揮発性の高い物質のピーク形状を改善するため

に設置するが，対象物質や注入方法により，省略できる場合もある。  

 

 
図 10 加熱脱着装置による試料導入の模式図 

 

注入口又はカラム  注入口又はカラム  

試料捕集管  
トラップ管  

（低温凝縮槽）  

キャピラリー

カラム  

検出器  

（質量分析

キャリヤーガス  
加熱脱着装置  
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図 11 加熱脱着装置による試料導入（スプリット有り）の模式図 

 

e)  ガスクロマトグラフ質量分析計  

ガスクロマトグラフ質量分析計は，次のとおり。  

1)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフ質量分析計は，各機器の温度及びガ

ス流量を最適な条件に設定する。用いるカラムの種類及び機器によって最適条

件が異なる場合があるため，各機器の操作手引書を参考に最適化する。各条件

の例を，次に示す。  

1 .1) キャピラリーカラム用管 内径0.1 mm～ 0.53 mm で，長さ約 15 m～ 100 m の

溶融シリカ製，硬質ガラス製又は内面を不活性化処理したステンレス鋼製のも

の。  

1 .2) キャピラリーカラム キャピラリーカラム用管の内壁に適当な固定相液体※

2 )を塗布又は化学結合させたもの及びプロットカラム。対象物質の定量を行う

ために，十分可能な分離が得られるものを用いる。  

1 .3) キャリヤーガス 用いるガスは，ヘリウム又は水素とし，純度が99.999 %（体

積分率）以上のもの。線速度は， 20 cm/s～ 40 cm/s の範囲に調節して用いる。  

1 .4) カラム槽温度 槽内の温度が，35 ℃～ 300 ℃の範囲で昇温が可能なもので，

昇温速度が 2 ℃で昇温が以上に設定。  

試料捕集管  
トラップ管  

（低温凝縮槽）  

キャピラリー

カラム  

検出器  

（質量分析

キャリヤーガス  

加熱脱着装置  

試料注

入口  
スプリットライン

に排気  
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1 .5) インタ―フェース温度 150 ℃以上に設定。  

2)  質量分析計 質量分析計は，次による 

2 .1) イオン化方式 電子イオン化（EI）  

2 .2) 検出方式 選択イオン検出（SIM）又は全イオン検出（ TIM） ※ 3 )が行え，所

定の定量範囲に感度が調節できるもの。  

2 .3) イオン化部温度 150 ℃以上で機器の最適条件に設定する。  

2 .4) 電子加速電圧 70 V 

※ 2) メチルシリコン，フェニルメチルポリシロキサン，ポリエチレングリコ－ル

又はシアノプロピルメチルポリシロキサンを塗布したもの，又はこれと同等

の分離性能をもつもの。  

※ 3) TIM は SIM に比べて感度は劣るが，得られた質量スペクトルから物質の確

認はより確実になる。  

 

(3) 定量操作 

 操作は，次の手順で行う。 

a)  ガスクロマトグラフ質量分析計を，測定可能な状態とする。測定を行うために必

要な設定例を，次に示す。  

 なお，SIM で測定した物質の定量イオンと確認イオンのピーク面積（強度）比

が検量線作成時に用いた標準物質の該当する濃度付近の定量イオンと確認イオ

ンのピーク面積（強度）比と±測定し以上ずれた時は定量を行わず原因を取り除

いてから再度測定を行う。  

 

カラム  固 定 相 ： メチルシリコン，  

膜 厚 0.25 μm～ 3 μm， 内 径 0.25 mm， 長 さ 30 m～ 60 m 

キャピラリーカラム  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール，  

膜 厚 0.25 μm～ 3 μm， 内 径 0.25 mm， 長 さ 30 m～ 60 m 

キャピラリーカラム  

など  

カラム温 度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240 ℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240 ℃  

注 入 口 温 度  150 ℃～ 300 ℃  
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キャリヤーガス流 量 ※ 4 )  ヘリウム 1 mL/min～ 3 mL/min 

試 料 注 入 方 法  スプリット（ スプリット比 1： 10～ 1： 100）  

イオン源 温 度  200 ℃～ 300 ℃  

検 出 法  全 イ オ ン モ ニ タリ ング （ TIM ） 又 は 選 択 イ オ ンモ ニ タ リ ング

（ SIM）  

※ いずれの条件も一例であり，測定対象物質によって条件の検討を必要とする。 

※ 4) キャピラリーカラムの内径によって，流量は異なる。 

 

b)  試料を次のいずれかの操作によってガスクロマトグラフに導入し，ガスクロマ

トグラムを記録する。  

1)  捕集バッグ法・捕集瓶法  

1 .1) TIM の場合は，次のとおり。  

1 .1 .1) 測定用のパラメ－タを設定する。  

1 .1 .2) 試料ガス 1 mL をガスタイトシリンジ又は気体試料導入装置によりガスク

ロマトグラフに導入する。  

1 .1 .3) 1.1.1)で設定した条件のスキャンレンジ 30 m/z～ 300 m/z で測定し，結果を

記録する。  

1 .1 .4) 定量イオン及び内標準物質の定量イオンについて，マスクロマトグラム

（MC）を作成する。  

1 .1 .5) 上記で得られたMC の各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積比から，

あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質量（W a :μg）

を求める。  

1 .2) SIM の場合は，次のとおり。  

1 .2 .1) 各測定対象物質の定量に用いるm/z を設定する。  

1 .2 .2) 試料ガス1 mL をガスクロマトグラフに導入する。  

1 .2 .3) 保持値が一致すること及び定量イオンと確認イオンとのピーク強度比が±

持値が一以内であることを確認する。  

1 .2 .4) 測定に用いたm/z で得られた各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積

の比から，あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質

量（W a :μg）を求める。  

1 .2 .5) SIM スキャンできる場合は，スキャンによるクロマトグラムの確認を行う。 

2)  固体吸着－加熱脱着法  

2 .1) TIM の場合は，次のとおり。  

2 .1 .1) 測定用のパラメ－タを設定する。  

2.1.2) 3.27.2 .3 によって試料ガスを採取した捕集管を，加熱脱着装置に接続する。

キャリヤーガスをカラムに流しベースラインが安定している事を確認した後，
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流路切替コックを切り替えて捕集管にキャリヤーガスを流す。捕集管を加熱昇

温して試料成分をガスクロマトグラフに導入する。必要に応じて試料を一度低

温凝縮槽にトラップした後，ガスクロマトグラフに導入する。市販の加熱脱着

装置又はガス自動濃縮導入装置を用いる場合は装置の取扱説明に従う。  

2 .1 .3) 2.1.1)で設定した条件のスキャンレンジ 30 m/z～ 300 m/z で測定し，結果を

記録する。  

2 .1 .4) 定量イオン及び内標準物質の定量イオンについて，MC を作成する。  

2 .1 .5) 上記で得られたMC 上の各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積の比

から，あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質量

（W a :μg）を求める。  

2 .2) SIM の場合は，次のとおり。  

2 .2 .1) 各測定対象物質の定量に用いるm/z を設定する。  

2 .2 .2) 2.1.2)と同様の操作に従い，試料をガスクロマトグラフに導入する。  

2 .2 .3) 測定に用いたm/z で得られた各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積

の比から，あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質

量（W a :μg）を求める。  

3)  固体吸着－溶媒抽出法  

3 .1) TIM の場合は，次のとおり。  

3.1.1) 測定用のパラメ－タを設定する。  

3.1.2) 3.27.2 .4 によって試料ガスを採取した 2 本の捕集管から捕集剤をそれぞれ

個別の抽出瓶に取り出し，二硫化炭素 2.0 mL を加える。さらに，栓をして泡が

出なくなるまで時々振り混ぜた後， 1 時間以上放置したものを試料液とする。  

3 .1 .3) 試料液1 mL をガスクロマトグラフに導入する。  

3 .1 .4) 3.1.1)で設定した条件のスキャンレンジ 30 m/z～ 300 m/z で測定し，結果を

記録する。  

3 .1 .5) 定量イオン及び内標準物質の定量イオンについて，MC を作成する。  

3 .1 .6)  上記で得られた MC 上の各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積

の比から，あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質

量（W a :μg）を求める。  

3 .2) SIM の場合は，次のとおり。  

3 .2 .1) 各測定対象物質の定量に用いるm/z を設定する。  

3 .2 .2) 3.1.2)と同様の操作に従い，試料液を作成する。  

3 .2 .3) 3.1.3)と同様の操作に従い，試料をガスクロマトグラフに導入する。  

3 ,2 .4) 測定に用いたm/z で得られた各測定対象物質と内標準物質とのピーク面積

の比から，あらかじめ作成した関係線を用いて，試料中の各測定対象物質の質

量（W a  μg）を求める。  
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4)  内標準物質の添加 内標準物質を用いる定量操作を行う場合，内標準物質は分

析直前の添加とし，次の条件で実施する。  

4 .1) バッグ又は真空瓶捕集の場合は，“容量が明確である”の条件下で，分析の直

前にバッグ等に分取したサンプル内に添加する。  

4 .2) 固相吸着－加熱脱着の場合は，試料の捕集後に分析を行う直前に添加する。 

4 .3) 溶媒抽出法の場合は，抽出作業中に添加する。 

 

(4) 検量線又は関係線の作成 

検量線又は関係線の作成手順は，試料ガスの測定時と同じ室温及び気圧下で行い，

次の操作によって実施する。  

a)  直接ガスを導入する場合  

1)  3 .27.3 .1  (1)  b)の 2)によって調製された，目的とする物質を含む標準ガス及び内

標準ガスの一定量を， 3.27.3 .1  (3)  b)の 1)と同様の操作によって導入し，濃度系

列のクロマトグラムを記録する。  

2)  測定対象物質の質量（ mg）と内標準物質の質量（ mg）の比に対する測定対象物

質と内標準物質のピーク面積比を求め，両者の関係線を作成する。  

b)  捕集剤を用いる場合  

1)  流量 50 mL～ 100 mL でコントロールされた清浄なガスを捕集剤が充塡された捕

集管に接続する。  

2)  標準液を用いる場合は， 3.27.3 .1  (1)  b)の 1) により調製された，目的とする物

質を含む標準液及び内標準液の一定量を，清浄なガスが捕集管に通気された状

態で，シリンジで捕集管に添加し，濃度系列を作成する。  

3)  標準ガスを用いる場合は， 3.27.3 .1  (1)  b)  2)  により調製された目的とする物質

を含む標準ガス及び内標準ガスの一定量を，高純度窒素（純度 99.999 %以上で

全炭化水素 0.1 ppm 以下）が捕集管に通気された状態で，シリンジにより捕集

管に添加し，濃度系列を作成する。  

4)  3 .27.3 .1  (3)  b)の 2)と同様の操作によって導入し，クロマトグラムを記録する。 

5)  測定対象物質の質量（ mg）と内標準物質の質量（ mg）の比に対する測定対象物

質と内標準物質のピーク面積比を求め，両者の関係線を作成する。  

c)  直接液を導入する場合  

1)  3 .27.3 .1  (1)  b)の 1)で調製した標準液を原液～ 1/100 に希釈して，標準濃度系列

を調製する。標準濃度系列からそれぞれ 1 mL を正確に分取して，ガスクロマト

グラフに注入し，測定する。以降の操作手順は， 3.27.3 .1  (3)  b)の 3) に従う。  

2)  測定対象物質の質量（ mg）と内標準物質の質量（ mg）の比に対する測定対象物

質と内標準物質のピーク面積比を求め，両者の関係線を作成する。  
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(5) 計算 

 次の式によって，試料ガス中の測定対象物質の濃度を算出する。 = ( − ) × 1000
 

= ( − ) × 1000
 = ×  

 

ここに，  C w：  試 料 ガス中 の測 定 対 象 物 質 の質 量 濃 度 （ mg/m3）  

 C v：  試 料 ガス中 の測 定 対 象 物 質 の体 積 分 率 （ ppm）  

 W a：  検 量 線 から求 めた測 定 対 象 物 質 の質 量 （ mg）  

 Wb：  空 試 験 で得 られた測 定 対 象 物 質 の質 量 （ mg）  

 V a：  検 量 線 から求 めた気 体 測 定 対 象 物 質 の体 積 （ mL）  

 V b：  空 試 験 で得 られた気 体 測 定 対 象 物 質 の体 積 （ mL）  

 V s：  試 料 ガス量 （ mL） ※ 5 )  

 K：  測 定 対 象 物 質 1（ mg/m3） 質 量 濃 度 に相 当 する（ ppm） 体 積 分 率  

計 算 は， 次 式 による。  = 22.41/  

なお， M は， 測 定 対 象 測 定 物 質 の 1 mol 当 たりの質 量 （ g）  

22.41 は測 定 対 象 測 定 物 質 の 1 mol 当 たりの体 積 （ L）  

※ 5) 試料ガス量 Vs は，捕集バッグ法又は真空瓶採取法によった場合には，3.27.3 .1 

(3)  b)の 1)でガスクロマトグラフに導入したガス量（mL）を標準状態に換算

した試料ガス量（ mL）。また，固体吸着 －加熱脱着法によった場合には，

3.27.2 .3  (4)  で算出した試料ガス採取量（mL）。  

 

3.27.3.2 ガスクロマトグラフ法（水素炎イオン化検出器）（GC/FID） 

この方法は，表 2 に記載する VOC の同時定量法（又は個別定量法）として適用す

る。  

 水素炎イオン化検出器は，概ね炭素数に比例した応答を示すが，官能基又は炭素間

の結合状態によって相対感度が影響を受けるため，定量する場合は対応する標準物質

で検量線を作成する。  

※ 検出器の繰り返し精度は1 %～ 2 %であり，また，直線性も 6 桁程度あるので正確

な定量値を得ることができる。  

 

(1) 試薬及び試薬溶液の調製 

 試薬及びガス類は，次による。 
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a)  試薬及び高圧ガス 試薬及び高圧ガスは，3.27.3 .1  (1)  の a)に同じ。  

b)  試薬溶液などの調製 試薬溶液などの調製は，3.27.3 .1  (1)  の b)に同じ。  

 

(2) 器具及び装置 

 器具及び装置は，次のとおり。 

a)  捕集瓶 捕集瓶は，3.27.2 .2 の c)に同じ。  

b)  シリンジ シリンジは，3.27.3 .1  (2)  の b)に同じ。  

c)  気体試料導入装置 気体試料導入装置は，次のとおり。  

1)  キャピラリーカラム用試料導入部 3.27.3.1  (2)  の c)に同じ。  

2)  充塡カラム用試料導入部 充塡カラム用試料導入部は，全量導入方式が可能

な導入部を選ぶ。そのため，図 9 の 4 と記載された接続口は，カラム又は全量

導入方式が可能な注入口と接続する。  

d)  加熱気化導入装置 キャピラリーカラムを用いる時の気化導入装置は，3.27.3 .1 

(2)  の d)に同じ。充塡カラムを用いる時の加熱気化導入装置は，図 12 に示す加

熱器，温度調節器及び切換コックから成る。  

 

 
図 12 充塡カラムを用いるときの加熱気化導入装置の構成例 

 

e)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，次のとおり。 

1)  ガスクロマトグラフ 各機器の温度及びガス流量を，最適な条件に設定する。

用いるカラムの種類及び機器によって最適条件が異なる場合があるので，各機

器の操作手引書を参考に最適化する。各条件の例を，次に示す。  

1 .1) カラム用管 充塡カラムの場合は，内径2 mm～ 4 mm で，長さ約 1 m～ 5 m，

また，キャピラリーカラムの場合は，内径 0.1 mm～ 0.53 mm で，長さ約 15 m～
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100 m の溶融シリカ製，硬質ガラス製又はステンレス鋼製のもの。  

1 .2) キャピラリーカラム キャピラリーカラム用管の内壁に適当な固定相液体※

6 )を塗布又は化学結合させたもの及びプロットカラム。対象物質の定量を行う

ために，十分な分離が得られるものを用いる。  

1 .3) 充塡カラム 乾燥した白色けいそう土系担体（粒径117 mm～ 535 mm）に適当

な固定相液体 ※ 7 )を 10 %～ 30 %含浸させた充塡剤を詰めたもの，又はポリマー

系統の充塡剤がある。  

1 .4) キャリヤーガス ヘリウム，水素又は窒素とし，純度が99.99 %（体積分率）

以上のもの。キャピラリーカラムを使用した場合，線速度は 20 cm/s～ 40 cm/s

の範囲に調節して用いる。  

1 .5) 燃料ガス 水素とし，純度が99.99 %（体積分率）以上のもの。  

1 .6) 助燃空気 VOC を含まない精製空気を用いる。  

1 .7)  付加ガス（メークアップガス） ヘリウム又は窒素とし，JIS K 1107 に規定す

る 1 級又は 2 級を用いる。  

1 .8) カラム槽温度 槽内の温度が，35 ℃～ 300 ℃の範囲で昇温が可能なもので，

昇温速度が 2 ℃で昇温が  以上に設定。  

1 .9) 検出器温度 100 ℃以上に設定。  

2)  検出器 検出器として，水素炎イオン化検出器（FID）を備えたもの。  

※ 6) メチルシリコン，フェニルメチルポリシロキサン，ポリエチレングリコ－ル又

はシアノプロピルメチルポリシロキサンを塗布したもの，又はこれと同等の

分離性能をもつもの。  

※ 7) N，N‐ビス（ 2－シアノエチル）ホルムアミド， 1， 2， 3－トリス（ 2－シアノ

エトキシ）‐プロパン，ポリエチレングリコール 1500，シリコン油などで，

試料中の測定対象物質が単離できるもの。  

 

(3) 定量操作 

 操作は，次の手順で行う。 

a)  ガスクロマトグラフを，測定可能な状態とする。測定条件の例を，次に示す。  

  （キャピラリーカラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →10 ℃ /min →240 ℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →10 ℃ /min →240 ℃  

キャリヤーガス流量 ※ 8 )  0 .5  mL/min～ 10 mL/min 

試料注入方法 ※ 9 )  スプリット（ スプリット比 1： 0～ 1： 100）  
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付加ガス（メイクアップガス）

流量  

35 mL/min～ 60 mL/min 

燃料ガス流量  300 mL/min～ 500 mL/min 

助燃ガス流量  30 mL/min～ 50 mL/min 

  （充塡カラムを用いる場合） 

カラム温度  固定相：メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分間保持）→ 10 ℃ /min → 240 ℃  

 

固定相：ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分間保持）→ 10 ℃ /min → 240 ℃  

キャリヤーガス流量 ※ 8 )  10 mL/min～ 50 mL/min 

燃料ガス流量  300 mL/min～ 500 mL/min 

助燃ガス流量  30 mL/min～ 50 mL/min 

b)  試料ガスを，次のいずれかの操作によってガスクロマトグラフに導入し，ガスク

ロマトグラムを記録する。  

1)  捕集バッグ法・捕集瓶法 3.27.2 .2 によって試料ガスを採取した後，捕集バッ

グのシリコンゴム栓に気体用シリンジを刺して，試料ガスを正確に一定量（ 1 

mL）採取する。ガスクロマトグラフに導入し，クロマトグラムを記録する。  

2)  固体吸着－加熱脱着法 3.27.2 .3 によって試料ガスを採取した捕集管を，気化

導入装置に接続する。ベースラインが安定するまでキャリヤーガスをカラムに

流した後，流路切替コックを切り替えて捕集管にキャリヤーガスを流す。捕集

管を加熱昇温させ，必要に応じて試料を一度低温凝縮槽にトラップした後，試

料をガスクロマトグラフに導入し，クロマトグラムを記録する。  

3)  固体吸着－溶媒抽出法 3.27.2 .3  (3)  によって試料ガスを採取した 2 本の捕集

管から個々に捕集剤を抽出瓶に取り出し，二硫化炭素 2.0 mL を加える。さら

に，栓をして泡が出なくなるまで時々振り混ぜた後， 1 時間以上放置したもの

を試料液とする。試料液を正確に一定量（ 1 mL）採取する。ガスクロマトグラ

フに導入し，クロマトグラムを記録する。  

c)  クロマトグラム上の測定対象物質に相当するピークを用いて，ピーク面積を求

める。  

d)  試料ガスの代わりに測定対象物質を除去した窒素又は空気を用い， 3.27.2 .3  (3)  

に従って試料ガス採取操作を行った後，上記の a)～ c)に従った操作をして，空試

験値を求める。  

e)  3 .27.3 .2  (4)  によって作成した検量線から，測定対象物質の量（ mL 又は mg）を求

める。  

※ 8) キャピラリーカラムの内径によって，流量は異なる。  
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※ 9) キャピラリーカラムの内径，測定対象物質の濃度などによって，スプリット比

を適宜選択する。  

 

(4) 検量線の作成 

 検量線の作成手順は，3.27.3 .1  (4)  に同じ。  

 

(5) 計算 

 計算は，3.27.3 .1 (5)  に同じ。  

 

3.27.3.3 ガスクロマトグラフ法（光イオン化検出器）（GC/PID） 

この方法は，表 2 に記載する VOC の同時定量法（又は個別定量法）として適用す

る。  

PID には，  UV ランプを用いる方法とヘリウム中での放電を用いる方法とがある。

イオン化に用いる励起エネルギーの最大値は，ヘリウム中での放電は 17.7 eV，クリプ

トンガス封入の UV ランプは 10.2 eV 及びキセノンガス封入の UV ランプは 9.5 eV で

ある。ヘリウム中での放電による方式は，へリウムとネオン以外の物質とに感度があ

るが，UV ランプを用いる方法では，ランプの種類により検出できる物質が異なるの

で注意が必要である。また，ヘリウム中での放電による方式は，空気中に含まれる酸

素，窒素及び水が検出されるので，測定対象物質との分離に注意が必要である。  

※検出器のダイナミックレンジは広いが線形応答する範囲が狭いため，検量線を作成

して使用する場合は，対象物質の濃度が検量線の範囲にあることを確認して用いる。  

 

(1) 試薬及び試薬溶液の調製 

 試薬及びガス類は，次による。 

a)  試薬及び高圧ガス 試薬及び高圧ガスは，3.27.3 .1  (1)  の a)に同じ。  

b)  試薬溶液などの調製 試薬溶液などの調製は，3.27.3 .1  (1)  の b)に同じ。  

(2) 器具及び装置 

a)  捕集瓶 捕集瓶は，3.27.2 .2  (1)  の c)に同じ。  

b)  シリンジ シリンジは，3.27.3 .1  (2)  の b)に同じ。  

c)  気体試料導入装置 気体試料導入装置は，3.27.3 .2  (2)  の c)に同じ。  

d)  気化導入装置 気化導入装置は，3.27.3 .2  (2)  の d)に同じ。  

e)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，次のとおり。 

1)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，各機器の温度及びガス流量を最

適な条件に設定する。用いるカラムの種類及び機器によって最適条件が異なる

場合があるので，各機器の操作手引書を参考に最適化する。各条件の例を次に

示す。  
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1 .1) カラム用管 カラム用管は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.1)に同じ。  

1 .2) キャピラリーカラム キャピラリーカラムは，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.2)に同じ。 

1 .3) 充塡カラム 充塡カラムは，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.3)に同じ。  

1 .4) キャリヤーガス  キャリヤーガスは ，ヘリウム又は窒 素とし，純度が

99.99 %（体積分率）以上のもの。キャピラリーカラムを使用した場合，平均線

速度は 20～ 40 cm/s 程度の範囲に調節して用いる。  

1 .5) 付加ガス（メークアップガス） 付加ガスは，機器の仕様に応じて，ヘリウ

ム又は窒素とし，VOC を含まない精製空気，又は JIS K 1107 に規定する 1 級又

は 2 級を用いる。  

1 .6) カラム槽温度 カラム槽温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.8)に同じ。  

1 .7) 検出器温度 検出器温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.9)に同じ。  

2)  検出器 検出器は，光イオン化検出器（PID）を備えたもの。  

 

(3) 定量操作 

 操作は，次の手順で行う。 

a)  ガスクロマトグラフを，測定可能な状態とする。測定条件の例を，次に示す。  

  （キャピラリーカラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ）  →10 ℃ /min →240 ℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →10 ℃ /min →240 ℃  

キャリヤーガス流量 ※ 1 0 )  0 .5  mL/min～ 10 mL/min 

試料注入方法 ※ 11 )  スプリット（ スプリット比 1： 0～ 1： 100）  

検出器ガス流量  20 mL/min～ 100 mL/min（ ヘリウム中 の放 電 方

式 の場 合 ）  

  （充塡カラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →（ 5 ℃ /min） →  240 ℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 1 分 間 保 持 ） →（ 10 ℃ /min） →  280 ℃  

キャリヤーガス流量 ※ 1 0 )  10 mL/min～ 50 mL/min 

※ 10) キャピラリーカラムの内径によって，流量は異なる。  

※ 11) キャピラリーカラムの内径，測定対象物質の濃度などによって，スプリット比

を適宜選択する。  
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b)  試料ガスを，次のいずれかの操作によってガスクロマトグラフに導入し，クロマ

トグラムを記録する。測定方法は， 3.27.3.2  (3)  b)と同じ。  

 

(4) 検量線の作成 

 検量線の作成は，3.27.3 .1  (4)  に同じ。  

 

(5) 計算  

 計算は，3.27.3 .1 (5)  に同じ。  

 

3.27.3.4 ガスクロマトグラフ法（電子捕獲検出器）（GC/ECD） 

この方法は，3.27.3 .1 記載する VOC のうち特に電子親和性が高い化合物の同時定量

法（又は個別定量法）として適用する。代表的な物質及び CAS 番号の例を，表 3 に示

す。  

※ 電子捕獲型検出器は，放射線形と非放射線形とがあるが，対象物質は同じである。

検出器の直線性が狭いため，検量線を作成して使用する場合は，対象物質の濃度が検

量線の範囲にあることを確認して用いる。 FID と直列接続又はカラム出口で並列接続

して用いると，定性と定量とを同時に行うことができる。  

 

表 3 対象物質の例 

測定対象物質 a ) b )  CAS 番号  相対分子質量  

3-クロロ -1 ,2-ジブロモプロパン  96-12-8 236.33 

クロロジフルオロメタン（ 別 名 HCFC22）  75-45-6 86.47 

クロロジブロモメタン  124-48-1 208.3 

クロロホルム  67-66-3 119.4 

四 塩 化 炭 素  56-23-5 153.82 

2 ,2-ジクロロ -1 ,1 ,1-トリフルオロエタン  

（ 別 名 HCFC123）  

306-83-2 152.93 

1 ,2-ジクロロ -1 ,1 ,2 ,2-テトラフルオロエタン

（ 別 名 CFC114）  

76-14-2 170.92 

1 ,3-ジクロロ -1 ,2 ,2 ,3 ,3 ペンタフルオロプロ

パン（ 別 名 HCFC225cb）  

507-55-1 202.94 

1 ,1-ジクロロ -1-フルオロエタン  

（ 別 名 HCFC141b）  

1717-00-6 116.9 

1 ,1-ジクロロ -2 ,2 ,3 ,3 ,3 ペンタフルオロプロ 422-56-0 202.94 
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パン（ 別 名 HCFC225ca）  

c is-1 ,4-ジクロロ -2-ブテン  1476-11-5 124.99 

trans-1,4-ジクロロ -2-ブテン  110-57-6 124.99 

1 ,1-ジクロロエタン  75-34-3 98.96 

1 ,2-ジクロロエタン  107-06-2 98.96 

1 ,1-ジクロロエチレン  75-35-4 96.94 

1 ,2-ジクロロエチレン  シス  156.59-2 

トランス  156-60-5 

mix 540-59-0 

96.95 

trans-1,2-ジクロロエチレン  156-60-5 96.94 

ジクロロジフルオロメタン  

（ 別 名 CFC12）  

75-71-8 120.91 

1 ,3-ジクロロプロパン  142-28-9 112.98 

1 ,2-ジクロロプロパン  78-87-5 112.99 

2 ,2-ジクロロプロパン  594-20-7 112.98 

1 ,1-ジクロロプロピレン  563-58-6 110.97 

c is-1 ,3-ジクロロプロペン  10061-01-5 110.97 

trans-1,3-ジクロロプロペン  10061-02-6 110.97 

ジクロロブロモメタン  75-27-4 163.8 

p-ジクロロベンゼン  106-46-7 146.992 

o-ジクロロベンゼン  95-50-1 147.01 

1 ,3-ジクロロベンゼン  

（ m-ジクロロベンゼン）  

541-73-1 147.004 

ジクロロメタン  75-09-2 84.9 

1 ,2-ジブロモエタン  106-93-4 187.86 

ジブロモクロロメタン  124-48-1 208.28 

ジブロモメタン  74-95-3 173.84 

1 ,1 ,1 ,2-テトラクロロエタン  630-20-6 167.85 

1 ,1 ,2 ,2-テトラクロロエタン  79-34-5 167.85 

テトラクロロエチレン  127-18-4 165.83 

1 ,1 ,1-トリクロロエタン  71-55-6 133.41 

1 ,1 ,2-トリクロロエタン  79-00-5 133.42 

トリクロロエチレン  79-01-6 131.39 

トリクロロトリフルオロエタン  26523-64-8 187.38 
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（ 別 名 CFC113）  

トリクロロフルオロメタン  

（ 別 名 CFC11）  

75-69-4 137.4 

1 ,2 ,3-トリクロロプロパン  96-18-4 147.4 

1 ,2 ,3-トリクロロベンゼン  87-61-6 181.5 

1 ,2 ,4-トリクロロベンゼン  120-82-1 181.45 

二 臭 化 エチレン  106-93-4 187.9 

ブロモクロロメタン  74-97-5 129.38 

ブロモジクロロエタン  75-27-4 163.83 

1-ブロモプロパン  106-94-5 123.0 

2-ブロモプロパン  75-26-3 123.0 

ブロモベンゼン  108-86-1 157.01 

ブロモホルム  75-25-2 252.7 

ブロモメタン（ 別 名 臭 化 メチル）  74-83-9 94.94 

ヘキサクロロブタジエン  

（ ヘキサクロロ‐ 1,3-ブタジエン）  

87-68-3 260.76 

ヨードメタン（ ヨウ化 メチル）  74-88-4 141.94 

注 a )  測 定 対 象 物 質 の適 用 確 認 する場 合 は， Annex B による。検 出 下 限 値 及 び

定 量 下 限 値 ， 試 料 の濃 度 範 囲 と定 量 可 能 範 囲 （ 検 量 線 ） との対 応 性 を確

認 する場 合 は， Annex C による。測 定 対 象 物 質 に対 する妨 害 物 質 ， 再 現

性 ， 破 過 容 量 の測 定 ， 固 体 吸 着 法 による回 収 率 の測 定 並 びに保 存 性 を

確 認 する場 合 は， Annex G， Annex H 及 び Annex I を参 照 する。  
b )  この表 では塩 素 数 2 以 下 の成 分 は記 載 していないが感 度 が十 分 にある場

合 には測 定 対 象 としてよい。  

 

(1) 試薬及び試薬溶液の調製 

 試薬及びガス類は，次による。 

a)  試薬及び高圧ガス 試薬及び高圧ガスは，3.27.3 .1  (1)  の a)に同じ。  

b)  試薬溶液などの調製 試薬溶液などの調製は，3.27.3 .1  (1)  の b)に同じ。  

 

(2) 器具及び装置 

a)  捕集瓶 捕集瓶は，3.27.2 .2  (1)  の c)に同じ。  

b)  シリンジ シリンジは，3.27.3 .1  (2)  の b)に同じ。  

c)  気体試料導入装置 気体試料導入装置は，3.27.3 .2  (2)  の c)に同じ。  

d)  気化導入装置 気化導入装置は，3.27.3 .2  (2)  の d)に同じ。  
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e)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，次のとおり。 

1)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，各機器の温度及びガス流量を最

適な条件に設定する。用いるカラムの種類及び機器によって最適条件が異なる

場合があるため，各機器の操作手引書を参考に最適化する。各条件の例を，次

に示す。  

1 .1) カラム用管 カラム用管は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.1)に同じ  

1 .2) キャピラリーカラム キャピラリーカラムは，3.27.3 .2 (2)  e)の 1.2)に同じ  

1 .3) 充塡カラム 充塡カラムは，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.3)に同じ  

1 .4) キャリヤーガス キャリヤーガスは，3.27.3 .3  (2)  e)の 1.4)に同じ  

1 .5) 付加ガス（メークアップガス） 放射線源式に用いる付加ガスは，JIS K 1107

に規定する 1 級又は 2 級の窒素，非放射線源形はメーカーの仕様によるガスを

用いる。  

1 .6) カラム槽温度 カラム槽温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.8)に同じ  

1 .7) 検出器温度 検出器温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.9)に同じ  

2)  検出器 検出器として，電子捕獲検出器（ECD）を備えたもの。  

 

(3) 定量操作 

 操作は，次の手順で行う。 

a)  ガスクロマトグラフを，測定可能な状態とする。測定条件の例を，次に示す。  

  （キャピラリーカラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240℃  

キャリヤーガス流量 ※ 1 2 )  0 .8  mL/min～ 8 mL/min 

試料注入方法 ※ 1 3 )  スプリット（ スプリット比 1： 0～ 1： 100）  

付加ガス（メイクアップガス）

流量  

35 mL/min～ 60 mL/min（ 非 放 射 線 の場 合 ）  

  （充塡カラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →5 ℃ /min→  240 ℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 1 分 間 保 持 ） →10 ℃ /min→  280 ℃  

キャリヤーガス流量 ※ 1 2 )  10 mL/min～ 50 mL/min 
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※ 12) キャピラリーカラムの内径によって，流量は異なる。  

※ 13) キャピラリーカラムの内径，測定対象物質の濃度などによって，スプリット

比を適宜選択する。  

 

b)  試料ガスを次のいずれかの操作によってガスクロマトグラフに導入し，クロマ

トグラムを記録する。  

1)  捕集バッグ法・真空瓶捕集法 捕集バッグ法・真空瓶捕集法は，3.27.3 .2  (3)  b)

の 1)に同じ。  

2)  固体吸着－溶媒抽出法 固体吸着－溶媒抽出法は， 3.27.3 .2  (3)  b)の 3)に同じ。 

c)  3 .27.3 .2  (3)の c)に同じ。  

d)  3 .27.3 .2  (3)の d)に同じ。  

e)  3 .27.3 .2  (3)の e)に同じ。  

 

(4) 検量線の作成 

 検量線の作成は，3.27.3 .1  (4)  に同じ。  

 

(5) 計算 

 計算は，3.27.3 .1 (5)  に同じ。  

 

3.27.3.5 ガスクロマトグラフ法（熱伝導度検出器）（GC/TCD） 

 この方法は，3.27.3.1 に記載する VOC の同時定量法（又は個別定量法）として適用

する。  

 各物質の定性情報は，保持時間だけのため，3.27.3 .6 の b)に示す定量物質の確認方

法に沿って確認を行うとよい。ただし，水及び空気が検出されるので，分離が重なる

物質は，測定できない。  

 ポータブルのマイクロTCD を備えたガスクロマトグラフは，機器の仕様に従う。  

 

(1) 試薬及び試薬溶液の調製 

a)  試薬及び高圧ガス 試薬及び高圧ガスは，3.27.3 .1  (1)  の a)に同じ。  

b)  試薬溶液などの調製 試薬溶液などの調製は，3.27.3 .1  (1)の b)に同じ。  

 

(2) 器具及び装置 

a)  捕集瓶 捕集瓶は，3.27.2 .2  (1)の c)に同じ。  

b)  シリンジ シリンジは，3.27.3 .1  (2)の b)に同じ。  

c)  気体試料導入装置 気体試料導入装置は，3.27.3 .2  (2)の c)に同じ。  

d)  気化導入装置 気化導入装置は，3.27.3 .2  (2)の d)に同じ。  
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e)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，次のとおり。 

1)  ガスクロマトグラフ ガスクロマトグラフは，各機器の温度及びガス流量を最

適な条件に設定する。用いるカラムの種類及び機器によって最適条件が異なる

場合があるため，各機器の操作手引書を参考に最適化する。各条件の例を次に

示す。ただし，ポータブルガスクロマトフラフは，機器の仕様に従う。  

1 .1) カラム用管 カラム用管は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.1)に同じ  

1 .2) キャピラリーカラム キャピラリーカラムは，3.27.3 .2 (2)  e)の 1.2)に同じ  

1 .3) 充塡カラム 充塡カラムは，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.3)に同じ  

1 .4) キャリヤーガス キャリヤーガスは，3.27.3 .3  (2)  e)の 1.4)に同じ  

1 .5) 付加ガス（メークアップガス） 付加ガスは，機器の仕様に応じて，キャリ

ヤーガスと同じガスを用いる。  

1 .6) カラム槽温度 カラム槽温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.8)に同じ  

1 .7) 検出器温度 検出器温度は，3.27.3 .2  (2)  e)の 1.9)に同じ  

2)  検出器 検出器として，熱伝導度検出器（TCD）を備えたもの。  

 

(3) 定量操作  

 操作は，次の手順で行う。 

a)  ガスクロマトグラフを，測定可能な状態とする。測定条件の例を，次に示す。  

  （キャピラリーカラムを用いる場合） 

カラム温度  固 定 相 ： メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240℃  

 

固 定 相 ： ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分 間 保 持 ） →  10 ℃ /min →  240℃  

キャリヤーガス流量 ※ 1 4 )  0 .8  mL/min～ 8 mL/min 

試料注入方法 ※ 1 5 )  スプリット（ スプリット比 1： 0～ 1： 100 

  （充塡カラムを用いる場合） 

カラム温度  固定相：メチルシリコン  

40 ℃（ 5 分間保持）→  10 ℃ /min →  240℃  

 

固定相：ポリエチレングリコール  

40 ℃（ 5 分間保持）→  10 ℃ /min →  240 ℃  

キャリヤーガス流量 1 4 )  10mL/min～ 50 mL/min 

※ 14) キャピラリーカラムの内径によって，流量は異なる。  

※ 15) キャピラリーカラムの内径，測定対象物質の濃度などによって，スプリット

比を適宜選択する。  
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b)  試料ガスを，次の操作によってガスクロマトグラフに導入し，クロマトグラムを

記録する。  

1)  捕集バッグ法・真空瓶捕集法  捕集バッグ法・真空瓶捕集法は，3.27.3 .2  (3) 

b)の 1)に同じ。  

2)  固体吸着－溶媒抽出法  固体吸着－溶媒抽出法は， 3.27.3 .2  (3)  b)の 3)に同じ。 

 

(4) 検量線の作成 

 3.27.3 .1  (4)に同じ。  

 

(5) 計算 

 計算は，3.27.3 .1 (5)に同じ。  

 

3.27.3.6 定量物質の確認方法 

 測定において定量する場合は，測定対象物質を決めて定量を行うが，確認手段とし

て定性を行う場合は，次による。  

a)  ガスクロマトグラフィー質量分析法 ガスクロマトグラフィーでは，保持値の

情報が重要である。標準物質及び測定対象物質の保持値が一致していれば同じ

物質と考えられるが，ときには保持値が同じになる物質もある。確認を取る方法

として，全イオン電流モニタリングを行う測定では，一定の質量範囲をスキャン

して得られた試料物質と標準物質の質量スペクトルとを比較することで確認で

きる。  

 選択イオンモニタリングで，定量イオンと確認イオンとを選択して測定を行

う場合は，標準物質及び試料物質について定量イオンと確認イオンとの強度比

を求め比較することで確認できる。概ね 10 %程度で一致していればよい。  

 未知の試料物質について定性分析を行う場合は，JIS K 0123（ガスクロマトグ

ラフィー質量分析通則）の定性分析による。  

b)  ガスクロマトグラフ法 ガスクロマトグラフィーでは，保持値の情報が重要で

ある。標準物質及び測定対象物質の保持値が一致していれば同じ物質と考えら

れるが，ときには保持値が同じになる物質もある。確認を取る方法として，2 種

類の異なる固定相のカラムで測定し，各々のカラムで得られたクロマトグラム

の物質ピークが標準物質と一致すればよい。また，熱伝導度検出器又は水素炎イ

オン化検出器とその他の元素選択性検出器とを組合せて，試料物質及び標準物

質の物質ピークが一致することで確認できる。  

 未知の試料物質について定性分析を行う場合は，JIS K 0114（ガスクロマトグ

ラフィー通則）の定性分析による。  

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 41 © JEMCA 2021  

3.27.4 精度管理 

VOC は測定対象物質の種類が多く濃度範囲や目標定量下限値なども一律に決定で

きない事と，測定に用いる試料採取・分析・検出法が複数の中から選択する事ができ

るので，標準作業手順書を作成し精度管理を実施する必要がある。精度管理に必要な

項目と，これを実施する為の具体的な確認方法と判定基準を次に示す。  

(1) 測定対象物質の物理的・化学的性質が類似している場合は，代表的な物質を選ん

で実施してよい。  

(2) 本文中の空試験値は前処理系からの汚染と操作ブランク評価に用いることがで

きる。  

(3) 判定基準の数値は測定の目的，当事者間（分析者と分析依頼者の間）の取り決め

で決定する。  

(4) 精度管理を行う上で確認する項目及び確認方法と判断基準は，次のとおりとする。 

a)  試料採取及び前処理系からの汚染  

VOC を含まない清浄な空気，高純度窒素（純度 99.999 %以上，全炭化水素 0.1 

ppm 以下），以下ゼロガスを用いて汚染を確認する。高感度な検出器を用いる場

合は測定対象物質の目標定量下限値の 1/10 以下であるゼロガスを用いる。まと

めて洗浄処理した時は 3 %程度を抜き取り調査してもよい。  

1)  捕集バッグと捕集瓶はゼロガスを注入した後に排気する操作を数回繰り返して

洗浄した後，ゼロガスを充塡して 24 時間放置する。 24 時間放置後，選択した

分析方法の定量操作に従って測定し測定対象物質の値を確認する。目標定量下

限値の 1/10 以上の場合は洗浄をやり直して目標定量下限値の 1/10 以下になっ

たことを確認して使用する。  

2)  固体捕集―加熱脱着法で用いる捕集管は， 3.27.2 .3 (2)に従って洗浄し，ゼロガ

スを 200 mL 採取後密栓して 24 時間放置する。24 時間放置後選択した分析方法

の定量操作に従って測定し測定対象物質の値を確認する。目標定量下限値の

1/10 以上の場合は洗浄をやり直して目標定量下限値の 1/10 以下になったこと

を確認して使用する。  

3)  固体捕集―溶媒抽出法で用いる捕集管は，図 8 の上段に示す捕集管にゼロガス

（窒素）を流して捕集管中の空気を置換した後，ゼロガス（窒素）を流しなが

ら 300 ℃で 2 時間コンディショニングする。コンディショニングが終了したら

温度を下げ両端を密栓する。ゼロガス（窒素）は，温度が下がるまで流し続け

る。洗浄した捕集管を 24 時間放置後，選択した分析方法の定量操作に従って測

定し，測定対象物質の値を確認する。目標定量下限値の 1/10 以上の場合は洗浄

をやり直して目標定量下限値の 1/10 以下になったことを確認して使用する。市

販の洗浄済み捕集管はそのまま用いてよい。  

4)  ガス自動濃縮導入装置は選択した分析方法の定量操作に従ってゼロガスを測定
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し測定対象物質の目標定量下限値の 1/10 以下であることを確認して使用する。 

b)  回収率  

1)  固体吸着―溶媒抽出法の回収率の測定は Annex H を参考にして行う。H.2 の操

作に用いる希釈ガスはゼロガスを用いる。溶媒抽出の抽出効率が 80～ 120 ％で

あることを確認して使用する。  

2)  固体吸着―加熱脱着法の回収率は Annex C の C.4.1 検量線（関係線）の作成方

法の b)の手順に沿って行う。定量範囲内で定量下限値の 10～ 100 倍程度の濃度

範囲内で低濃度と高濃度の二種類の標準液又は標準ガスを用いる。回収率は

80 %～ 120 %であることが望ましい。捕集管に添加した標準液・標準ガスと同

じ量の標準液・標準ガスを加熱脱着装置を介さないで選択した分析方法で測定

して比較する事が望ましいが，装置によっては直接液体試料が導入できないの

で検量線（関係線）が作成できる事で回収率の確認としてよい。  

c)  操作ブランク値及びトラベルブランク値  

操作ブランクはゼロガス 1 mL 又は抽出溶媒 1 mL を選択した分析法のガスク

ロマトグラフに注入して確認する。加熱脱着装置では，ゼロガス 100 mL を捕集

管に流して捕集した捕集管を取り付けて測定する。ガス自動濃縮導入装置では，

ゼロガス 200 mL を測定試料として測定するが，これは 3.27.4 の 1) の試料採取

系及び試料前処理系からの汚染確認と同じなので省略してよい。トラベルブラ

ンクは試料採取準備から試料分析時までの間で発生する汚染の有無を確認する

ためのもので試料採取操作は行わない。トラベルブランクは一連の測定で 10 %

程度の箇所を抜き取り行う事が望ましいが，測定対象物質の濃度が高くブラン

クが問題とならない場合は省略してよい。また，汚染防止が確実に行われている

場合にも省略してよいが，試料採取における信頼性を確保するためには，あらか

じめ評価・検討しておきデータを提示できるようにしておく。  

d)  検出下限値及び定量下限値  

J IS K 0114（ガスクロマトグラフィー通則）， JIS K 0123（ガスクロマトグラフ

ィー質量分析通則）に記載の方法に従って求める。  

定量下限付近の濃度の標準ガス・標準液を 5 試料以上測定して標準偏差を求

め，その 3 倍を検出下限， 10 倍を定量下限としてもよい。  

e)  試料の濃度範囲と定量可能範囲（検量線）との対応性  

測定対象物質の濃度は作成した検量線の上限を越えてはならない。GC/MS の

測定では標準系列の 3 回以上の繰り返し分析で得られた個々の相対感度係数の

相対標準偏差が 20 %以内であることを確認して用いる。  

f )  測定対象物質に対する妨害物質  

GC/MS の場合は 3.27.3 .1 ガスクロマトグラフィー質量分析法と 3.27.3 .1  (3)  定

量操作と 3.27.3 .6 定量物質の確認方法に従う。その他の検出器では 3.27.3 .6 定量
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物質の確認方法に従う。クロマトグラム上で完全分離していなくてもピーク面

積計算が行え，定量結果に影響を及ぼさない場合は定量結果を用いてよい。  

g)  吸着捕集での捕集効率及び破過容量並びに回収率  

破過容量の測定は Annex G を参考にして行う。回収率は 3.27.4 の 2) を参照す

る。  

h)  再現性  

同一条件で採取した 2 つ以上の試料について同じ分析方法で分析し，目標定

量下限値以上の濃度の測定対象物質で得られた個々の測定値の差が 70 %～

130 ％であることを確認する（同一試料を繰り返し測定して得られた個々の測定

対象物質の測定値の平均値の±ある  %以内である事を確認する）。  

i )  採取試料の保存安定性  

Annex I を参考にして行う。  
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Annex A 
（参考）  

固体捕集剤と脱着溶媒との組合せ例  
 
A.1 固体捕集剤と脱着溶媒との組合せ例 

捕集管から測定対象物質を抽出するために用いる固体捕集剤と脱着溶媒との組合せ

例を，表 A.1 に示す。  
 

表 A.1 固体吸着剤と脱着溶媒との組合せ例 

測 定 対 象 物 質  
固 体 吸 着 剤 （ 活 性 炭 ）  固 体 吸 着 剤 （ シリカゲル）  

脱 着 溶 媒  代 替 脱 着 溶 媒  脱 着 溶 媒  代 替 脱 着 溶 媒  
ノルマルヘキサン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  －  
トルエン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  －  
スチレン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
o  -， m -， p -キシレン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  －  
ジクロロメタン ａ ）  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
クロロホルム  二 硫 化 炭 素  －  ジメチルスルホ

キシド  
－  

四 塩 化 炭 素  二 硫 化 炭 素  －  メタノール  アセトン  
1 , 2 -ジクロロエチレン  二 硫 化 炭 素  －  ジクロロメタン  －  
1 , 2 -ジクロロエタン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  －  
トリクロロエチレン  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  －  
1 , 1 ,1 -トリクロロエタン  二 硫 化 炭 素  －  メタノール  アセトン  
テトラクロロエチレン  二 硫 化 炭 素  －  メタノール  －  
1 , 1 ,2 ,2 - テ ト ラ ク ロ ロ エ タ

ン  
二 硫 化 炭 素  －  メタノール  －  

クロロベンゼン  二 硫 化 炭 素  －  メタノール  －  
o –ジクロロベンゼン  二 硫 化 炭 素  －  メタノール  －  
メタノール ａ ）  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
－  純 水  －  

イソプロピルアルコール  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
酢 酸 ノルマルブ

チル  
N,N -ジメチルホ

ルムアミド  
ジメチルスルホキシド  

1 -ブタノール  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
アセトン  アセトン  N,N -ジメチルホルム

アミド  
2 -ブタノール  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
アセトン  アセトン  N,N -ジメチルホルム

アミド  
イソブチルアルコール  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
アセトン  アセトン  N,N -ジメチルホルム

アミド  
イソペンチルアルコール  アセトン  酢 酸 メチル  アセトン  メタノール  
シクロヘキサノール  メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

ジクロロメタン  メタノール  酢 酸 エチル  

メチルシクロヘキサノール  メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

ジクロロメタン  アセトン  メタノール  

o -， m-， p -クレゾール  エタノール (2 0 %)＋

二 硫 化 炭 素 混 合

－  アセトン  メタノール  
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液  
エチルエーテル  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
酢 酸 エチル  アセトン  メタノール  

テトラヒドロフラン  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
二 硫 化 炭 素  ジメチルスルホ

キシド  
－  

1 , 4 -ジオキサン  二 硫 化 炭 素  メタノール (1 %)
＋ ジクロロメタン

混 合 液  

ジメチルスルホ

キシド  
－  

エ チ レ ン グ リ コ ー ル モ ノ メ

チルエーテル  
メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

酢 酸 エチル  メタノール  ジメチルスルホキシド  

エチ レン グリ コ ール モ ノエ

チルエーテル  
メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

二 硫 化 炭 素  メタノール  ジメチルスルホキシド  

エチレングリコールモノ -ノ

ルマル -ブチルエーテル  
メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

酢 酸 エチル  アセトン  メタノール  

エチ レン グリ コ ール モ ノエ

チルエーテルアセテート  
メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

アセトン  アセトン  －  

酢 酸 メチル a )  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
－  アセトン  －  

酢 酸 エチル  二 硫 化 炭 素  －  N,N -ジメチルホ

ルムアミド  
ジメチルスルホキシド  

酢 酸 ノルマル -プロピル  二 硫 化 炭 素  －  N,N -ジメチルホ

ルムアミド  
ジメチルスルホキシド  

酢 酸 イソプロピル  二 硫 化 炭 素  －  N,N -ジメチルホ

ルムアミド  
ジメチルスルホキシド  

酢 酸 ノルマル -ブチル  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
酢 酸 イソブチル  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
酢 酸 ノルマル -ペンチル  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
酢 酸 イソペンチル  二 硫 化 炭 素  －  アセトン  メタノール  
アセトン a )  N,N -ジメチルホル

ムアミド  
－  メタノール  －  

メチルエチルケトン  二 硫 化 炭 素  N,N -ジメチルホ

ルムアミド  
アセトン  メタノール  

メチル -ノルマル -ブチルケ

トン  
アセトン (5 %)＋ 二

硫 化 炭 素 混 合 液  
二 硫 化 炭 素  アセトン  メタノール  

メチルイソブチルケトン  アセトン (5 %)＋ 二

硫 化 炭 素 混 合 液  
二 硫 化 炭 素  アセトン  メタノール  

シクロヘキサノン  メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

－  アセトン  メタノール  

メチルシクロヘキサノン  メタノール (5 %)＋

ジクロロメタン混 合

液  

ジクロロメタン  メタノール  酢 酸 エチル  

注 記  捕 集 条 件 は， 試 料 ガス吸 引 流 量 0 .1  L /min で吸 引 時 間 1 0  min， 及 び脱 着 溶 媒 量 を 1  mL 又 は

2  mL で脱 着 時 間 を 1 時 間 とした場 合 に脱 着 率 9 0  %以 上 となるようにする。  
注 a )  充 塡 量 の多 い活 性 炭 を使 用 する。  
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Annex B 
（参考）  

測定物質への適用の確認方法  
 
B.1 GC/MS 法による対象とする測定物質の分析精度の確認 

分析方法は本文で規定しており，改めて分析方法の検証を行う必要はない。ベンゼ

ン，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，トルエン他公定

法で適用の確認がされている物質以外については，本文 3.27.4 の精度管理に従う。
GC/MS 法の場合は，表 B.1 及び図 B.1 の確認事項及び判断基準に基づいて標準作業手
順を作成し，試料採取及び分離定量操作全般を確認してから測定を開始する。ここに

示している項目は，対象とする成分を定量する操作について，標準作業手順を作成す

る手引きとする項目である。一斉分析法では，多様な成分の測定が行えるが，対象と

する成分の定量を行うには，事前に以下の評価及び検証を行わなくてはならない。具

体的には，捕集方法を含めて測定の可否の判断を行い，測定機器の選択及び対象物質

の測定条件の最適化を行うとともに，十分な検証が必要である。  
 

B.1.1 測定成分の分析精度の確認事項と判断基準 

表 B.1 に示す事項について，十分な検討を行う。  
なお，判断基準の数値は測定の目的や，当事者間（分析者と分析依頼者の間）の取

り決めで決定する。  
表 B.1 測定成分の分析精度の確認事項及び判断基準 

No  確 認 事 項  判 断 基 準  
1  試 料 採 取 ， 前 処 理 系 からの汚 染  汚 染 がない。  
2  回 収 率  8 0  %～ 1 2 0  %以 内 である。  
3  操 作 ブランク値 ， トラベルブランク値  目 標 定 量 下 限 値 の 1 /1 0 以 下 。  
4  検 出 下 限 値 及 び定 量 下 限 値  検 出 下 限 値 （ MD L： Meth o d  Detec t io n  L imi t） 及 び定

量 下 限 値 （ MQL： Meth od  Qu an t i f i ca t i o n  L imi t） が目

標 検 出 下 限 値 以 下 。  
 
検 出 下 限 値 の算 出 は， 次 式 による。  

定 量 下 限 値 付 近 の 濃 度 をも つ 試 料 を 用 い て ， 所 定

の操 作 によって分 析 し， 得 られた分 析 値 を試 料 濃 度 に

換 算 する。この操 作 を 7 回 以 上 繰 り返 して， その時 の標

準 偏 差 s から次 式 によって検 出 下 限 値 を求 める。  
MDL＝ t (n -1 ,  0 .0 1 )× s   

ここに，  

t (n -1 ,  0 . 01 )： 危 険 率  1  %， 自 由 度 n -1 の t 値 （ 片 側 ）  

      s  ： 標 準 偏 差  

 
定 量 下 限 値 の算 出 は， 次 式 による。  

前 処 理 ， 試 料 液 調 製 及 び 測 定 に 至 る 全 操 作 を 行

い， 分 析 値 を求 める。1 回 の分 析 に供 試 する調 製 試 料

の量 は実 試 料 と同 じとし， この操 作 を 7 回 以 上 繰 り返 し
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て， MDL 算 出 の基 礎 データとする。  
分 析 方 法 の定 量 下 限 値 （ MQL） は， MDL の算 出 に

用 いた標 準 偏 差 s の 1 0 倍 値 とする。  
MQL＝ 1 0× s   

5  試 料 の濃 度 範 囲 と定 量 可 能 範 囲 （ 検

量 線 ） の対 応 性 （ ガスクロマトグラフィー

質 量 分 析 法 の場 合 ）  

標 準 系 列 の 3 回 以 上 の繰 り返 し分 析 で得 られた個 々

の相 対 感 度 係 数 （ RRF： Re la t iv e  Resp o n se  Fac to r） の

相 対 標 準 偏 差 が 2 0  %以 内 。  

 
相 対 感 度 係 数 （ RRF： Rela t iv e  Resp o n se  Fac to r） の

算 出 は， 次 式 による。  
装 置 検 出 下 限 値 （ I D L ： In s t ru men t  De tec t io n  

L imi t） の 2 倍 程 度 の濃 度 を検 量 線 の最 低 濃 度 とし，

直 線 性 が成 立 する範 囲 において 5 段 階 以 上 の濃 度 を

も つ 標 準 液 を 調 製 し ， それぞ れ に 内 標 準 （ サ ロ ゲ ー ト）

物 質 を 添 加 す る 。 こ れ を 検 量 線 作 成 用 の 標 準 系 列 と

し， 個 々の標 準 液 を 3 回 以 上 繰 り返 し分 析 して， 使 用

す る 装 置 固 有 の 相 対 感 度 係 数 （ RRF ） を 求 め る 。 RRF
は 対 象 物 質 と そ れ に 対 応 さ せ る 内 標 準 （ 又 はサ ロ ゲー

ト） 物 質 の濃 度 比 と応 答 比 （ ピーク面 積 比 など） の関 係

から， 次 式 によって求 める。  
RRF＝ （ C i s /Cs） ×（ A s /A i s）  

ここに，  

C i s： 標 準 溶 液 中 の内 標 準 物 質 の濃 度  

 C s： 標 準 溶 液 中 の測 定 対 象 物 質 の濃 度  

 A s： 標 準 溶 液 中 の測 定 対 象 物 質 の応 答 値  

A i s： 標 準 溶 液 中 の内 標 準 物 質 の応 答 値  

6  測 定 対 象 物 質 に対 する妨 害 物 質  不 検 出 である。  
7  吸 着 捕 集 で の 捕 集 効 率 と 破 過 容 量 及

び回 収 率  
捕 集 効 率 及 び回 収 率 が 8 0  %以 上 ある。  
破 過 容 量 を超 えない。  

8  再 現 性  二 重 測 定 の結 果 が 7 0  %～ 1 3 0  %以 内 である。  
9  採 取 試 料 の保 存 安 定 性  対 象 物 質 の濃 度 が 9 0  %以 上 ある。  

 
注記 測定成分の分析精度の確認事項及び判断基準は，次の環境省環境保健部のホ

ームページを参照。 

https: / /www.env.go. jp/chemi/kurohon/ht tp2004/02moni-manu/000moni-manu.htm 
 
B.2 GC/MS 法による測定成分の確認方法 

GC/MS 法による測定成分の確認作業のフローを，図 B.1 に示す。  
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図 B.1 測定成分の確認作業のフロー図 

 

－捕集方法，濃縮方法  

－前処理方法（抽出操作，クリーンアッ

プ操作など）  

－調査対象物質  

－情報収集（文献調査など）  

・物理化学的性質，既存の分析方法の有無  

－測定機器の選定  

－試薬の準備  

・標準物質（内標準物質含む）など  

－機器の調整  

・カラムの選択，GC/MS 条件の最適化  

－ IDL 及び IQL の測定・算出  

－採取に用いる機材など  

－採取機材，試料容器，捕集材等の洗

浄・保管  

－ MDL 及び MQL の測定・算出  

－添加回収試験  

－操作ブランク試験  

－分解性スクリーニング試験  

－試料保存性試験  

分析計画  

機器測定条件の最適

採取機材，試料容器，試薬等

分析方法の検討  

分析方法の確認  

結果のまとめ  
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Annex C 
検量線（関係線）の作成方法  

 
C.1 検量線（関係線）の作成 

検量線（関係線）は，試料の捕集方法，並びに検出器及び機器への導入方法に合わ

せて作成するため，標準ガスから作成する場合と標準液から作成する場合とがある。  
 
C.2 内標準法 

前処理における回収率の変動，試料導入量の変動，分析種の試料導入部での吸着な

ど，測定時における各種の変動の影響を避け，正確な定量値を得るためには，内標準

法を用いる。特に，分析種がごく微量の場合には変動が大きくなるので，この方法に

よることが望ましい。  
 
C.3 絶対検量線法 

質量分析計以外の検出器を用いる場合において，適切な内標準物質がないときに用

いる。  
 
C.4 検量線（関係線）の作成方法 

C.4.1 検量線（関係線）の作成のための試料調製方法 

 検量線（関係線）作成のための試料調製は，次の方法によって行う。 

a)  捕集バック法及び捕集瓶法の場合 捕集バック法及び真空瓶捕集法の場合は，
市販の標準ガスから検量線を作成する場合と，液体の標準物質を気化させて作

製した標準ガスを用いて検量線を作成する場合とがある。  
1)  市販の標準ガスを用いる場合は，次の手順で作成する。  
1 .1)  3 .27.3 .1  (1)  b)の 2)で調製した検量線用標準ガス及び内標準ガスの入った数個
のガス捕集瓶から，気体用シリンジを用いてそれぞれその一定量（ 0.2 mL～ 1 
mL）を採取し，ガスクロマトグラフに導入し測定する 11 )。  

1 .2) 測定機器に応じた定量操作を行う。  
1 .3) 得られたクロマトグラムの測定対象物質のピ －ク面積比と測定対象物質の
質量との関係をプロットして検量線を作成する。  

1 .4) 内標準物質の添加を行う場合は，得られたクロマトグラムの測定対象物質と
内標準物質の定量用 m/z のピ－ク面積比と測定対象物質と内標準物質の質量比
との関係をプロットして検量線を作成する。  

2)  液体の標準物質から標準ガスを作製する場合は，次の手順で作成する。  
2 .1) 3.27.3 .1  (1)  a)の 1)又は 3)の標準物質を正確に量り取り 1 2 )，あらかじめ内部

を空気又は窒素で洗浄し，置換しておいた 3.27.2 .2  (1)  の c)の捕集瓶に注入し
て，気化させる。  

2.2) 内標準物質の添加を行う場合には，3.27.3 .1  (1)  a)の 4)の標準物質を正確に量
り取り 1 2 )，あらかじめ内部を空気又は窒素で洗浄し，置換しておいた 3.27.2 .2 
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(1)の c)の捕集瓶に注入して 1 3 )，気化させる。  
2 .3) C.4.1 a)  1)の 1.1)で調製した検量線用標準ガスの入った数個のガス捕集瓶か
ら，気体用シリンジを用いてそれぞれその一定量（ 0.2mL～ 1 mL）をとり，ガス
クロマトグラフに導入し測定する 1 4 )。  

2 .4) C.4.1  a)  1)の 1.2)に同じ。  
2 .5) C.4.1  a)  1)の 1.3)に同じ。  
2 .6) C.4.1  a)  1)の 1.4)に同じ。  
注 11 )  検量線作成時と試料測定時とが同じ室温にならない場合は，各々の測定時

の室温を計測し，測定機器へ導入した量の補正を行う必要がある。  
 1 2 )  標準物質は，使用する標準液の質量を測定するか，又は標準液温度若しく

は標準液が室温と同じになる場合は，検量線用標準ガス作製時の室温及び

標準液試料の液量から注入量を計算する。  
 1 3 )  標準物質注入前後の捕集瓶の質量を正確に測定できない場合は，注入に用

いたシリンジの標準物質注入前後の質量を測定する。  
 1 4 )  作製した標準ガスの濃度が高い場合には，別の捕集瓶を用いて希釈する。  

b)  固体吸着－加熱脱着法の場合 固体吸着－加熱脱着法の場合は，標準液を捕集

管に固体吸着させて検量線を作成する場合と，標準ガスを捕集管に固体吸着さ

せて検量線を作成する場合とがある。  
1)  標準液を固体吸着させる場合は，次の手順で作成する。  
1 .1) 捕集管に一定流量でキャリヤーガスを流す。  
1 .2) 3.27.3 .1  (1)  b)の 1)で調製した検量線用標準液を原液～ 1/100 に希釈して，数
段階の標準濃度系列を調製する。  

1 .3) 調製した標準濃度系列からそれぞれ一定量（ 1 mL 程度）を正確に分取して，
吸着剤の手前からキャリヤーガス中に添加して捕集管の吸着剤部分に捕集する。 

1 .4) 内標準物質の添加を行う場合は，3.27.3 .1  (1)  b)の 1)で調製した内標準液の一
定量（ 1 mL 程度）を正確に分取して，捕集管の吸着剤部分に添加する。  

1 .5) 捕集管を測定機器に取り付け，測定機器に応じた定量操作を行う。  
1 .6) 得られたクロマトグラムの測定対象物質のピ －ク面積比と測定対象物質の
質量との関係をプロットして検量線を作成する。  

1 .7) 内標準物質の添加を行う場合は，得られたクロマトグラムの測定対象物質と
内標準物質の定量用 m/z のピ－ク面積比と測定対象物質と内標準物質の質量比
との関係をプロットして検量線を作成する。  

2)  標準ガスを固体吸着させる場合は，次の手順で作成する。  
2 .1) 捕集管に一定流量でキャリヤーガスを流す。  
2 .2) 3.27.3 .1  (1)  b)の 2)で調製した検量線用標準ガスの入った数個のガス捕集瓶
から，気体用シリンジを用いてそれぞれその一定量（ 0.2 mL～ 1 mL）を採取し，
捕集管の入口側から吸着剤の手前からキャリヤーガス中に添加して捕集管の吸

着剤部分に捕集する。  
2 .3) 内標準物質の添加を行う場合は，3.27.3 .1  (1)  b)の 2)で調製した内標準ガスの
入ったガス捕集瓶から，気体用シリンジを用いて一定量（ 0.2 mL～ 1 mL）を採
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取し，捕集管の入口側から吸着剤の手前からキャリヤーガスに添加して捕集管

の吸着剤部分に捕集する。  
2 .4) C.4.1 b)  1)の 1.5)に同じ。  
2 .5) C.4.1 b)  1)の 1.6)に同じ。  
2 .6) C.4.1 b)  1)の 1.7)に同じ。  

C.4.2 固体吸着－加熱脱着法おける検量線作成用捕集管の調製例 

C.4.1 b)の 1)及び C.4.1 b)の 2)で用いる検量線作成用の捕集管の調製方法の例を示す。
図 C.1 に示したような標準液導入系を用いて捕集管に添加する。流量が 50 mL～ 100 
mLmin  1  に制御された清浄なガスを捕集管に接続し，目的とする成分を含む標準試料
の一定量を捕集管に添加する。1 分間～ 2 分間後に取り外し，検量線作成用の標準試料
とする。  
添加量の例を示す。  
－  3 本の捕集管に，それぞれ 10 ppm， 50 ppm 及び 100 ppm（＝ ng/μL）の標準液を
シリンジを用いて 1 μL ずつ添加する。  

－  検量線の濃度は，絶対量として 10 ng， 50 ng 及び 100 ng となる。  
 

 

図 C.1 目的成分添加による標準試料調製系の例 

 

C.4.3 検量線又は関係線の作成 

検量線又は関係線は，次の方法によって作成する。  
a)  内標準法 装置を試料の場合と同一条件に設定し，あらかじめ，分析種の純物質

（ X）の既知量（M x）に内標準物質（ S）の既知量（M s）を加えた一連の検量線作

成用試料の一定量を，順次装置に導入する。選択イオンモニタリング（ SIM）又
は全イオン電流モニタリング（ scan）によって分析種及び内標準物質に特徴的な
イオンを検出し，得られたそれぞれのクロマトグラム上のピーク面積を測定す

る。  

横軸に M x と M s との 比をとり，縦軸に X のピーク面積（ A x）と S のピーú
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ク面積（ A s）との比 をとって，関係線を作成する。その関係式の例を図 C.2

に示す。  
 

 

図 C.2 内標準法による関係線の例 

 
試料の既知量（ p）に対して内標準物質の既知量（ q）を関係線の範囲内に入る

ように適切に加えて均一に混合し，内標準物質のピークが関係線作成の際とほ

ぼ同じ大きさになるように導入量を加減し，同一条件の下でクロマトグラムを

記録する。  
クロマトグラムから分析種のピーク面積（ A ' x）と内標準物質のピーク面積（ A ' s）

との比 y＝ を求め，次に関係線から分析種量（M ' x）と内標準物質量（M ' s）

との比  

x＝ を求めて，次の式によって含有率 C（%）を算出する。  

= × × 100 

 

ここに，  C： 分 析 種 の含 有 率 （ %）  

 x： 図 C.2 の関 係 線 から求 めた分 析 種 量 と内 標 準 物 質 量 との比  

 p： 試 料 の既 知 量  

 q： 内 標 準 物 質 の既 知 量  

 ただし， p， q は同 じ単 位 を用 いる。  
 

b)  絶対検量線法 一連の検量線作成用試料の一定量を，分析計の操作方法に従い

測定し，クロマトグラムを記録して分析種のピーク面積を求める。次に，成分量
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を横軸に，ピーク面積を縦軸にとって検量線を作成する。このときの既知量は測

定点を代表するものを選ぶ。検量線の例を図 C.3 に示す。  
 同一条件の下で試料を導入し，クロマトグラムを記録し，ピーク面積から検量

線によって被検各成分の量を求め，試料中の含有量を算出する。この方法では，

全測定操作を厳密に一定条件にして行わなければならない。  
 試料注入量のばらつきを押さえるために，自動の試料導入装置を使用するの

が望ましい。  
 

 

図 C.3 絶対検量線法による検量線の例 
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Annex D 
（参考）  

吸着剤の種類  
 
D.1 吸着剤の種類 

3.27.3 .1  (2)  d)  の図 10 及び図 11 に示すトラップ管（冷却濃縮）に使用する吸着剤の
例を，次に示す。  
－  グラファイトカーボン（ Carbotrap）  
－  グラファイトカーボン（ Carbopack）  
－  グラファイトカーボン（ Carbograph TD-1）  
－  カーボンモレキュラーシーブ（ Carbosieve S-III）  
－  カーボンモレキュラーシーブ（ Carboxen 569）  
－  カーボンモレキュラーシーブ（ Carboxen 1000）  
－  ポリ（スチレン‐リ（スジビニルベンゼン）（ Chromosorb 102）  
－  ポリスチレン（Chromosorb 106）  
－  ビニルピロリドン（ Porapak N）  
－  ポリ（エチルビニルベンゼン‐リ（エジビニルベンゼン）（ Porapak Q）  
－  カーボンモレキュラーシーブ（ Spherocarb）  
－  ポリ (2 .6-ジフェニル -p-フェニレンオキシド )（ Tenax TA）  
－  グラファイト化ポリ (フェニレンオキシド )（ Tenax GR）  
注記  Carbotrap T M， Carbopack T M， Carbograph TD-1 T M， Carbosieve S-III  T M 及び

Carboxen T M は， Supelco,Inc. ,  USA の登録商標。 Tenax T M  は， Enka Research 
Inst i tu te ,  NV, NL の登録商標。Chromosorb T M は，Manvil le  Corp,  USA の登録
商標。 Porapak T M は，Waters  Associates  Inc. ,  USA の登録商標。 Spherocarb T M

は，Analabs Inc. ,  USA の登録商標。  
この情報は，このマニュアルの利用者の便宜を図るものであり，この名称

の製品を推奨するものではない。その他のものが同じ性能を示すものであれ

ば，用いてもよい。  
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Annex E 
（参考）  

吸着剤選択の手引  
 
E.1 吸着剤選択の手引 

捕集管に用いる吸着剤を選択する際の手引を，表 E.1 に示す。  
吸着剤は，粒径 0.18 mm～ 0.25 mm（ 60 メッシュ～ 80 メッシュ）が推奨される。あ

らかじめ充塡された市販の捕集管，又は各吸着剤を用いた捕集管を作成する場合，捕

集管に充塡した後，不活性ガスを流しながら最高使用温度より 25 ュ以上低い温度で
一晩加熱して，前処理を行う。分析時の脱離温度は，前処理温度よりも低く保つこと

が望ましい。  
 

表 E.1 吸着剤選択の手引 

捕 集 管 用 吸 着 剤  
分 析 できる  

揮 発 性 の範 囲  

最 高 使 用  
温 度 a )  

℃  

比 表 面 積  
m 2 / g  

分 析 対 象 成 分 例  

Carb o t r ap TMC 
Carb o p ack TMC 

n -C 8  ～  n -C 2 0  ＞ 4 0 0   1 2  n -C 8  か ら n -C 1 6  の 揮 発 性 の 範 囲

のアルキルベンゼン， 脂 肪 族 化 合 物  
Ten ax T M TA 沸 点 1 0 0  ℃～

4 0 0  ℃  
n -C 6  ～  n -C 2 6  

3 5 0  3 5  芳 香 族 ， 無 極 性 化 合 物 （ 沸 点 ＞

1 0 0  ℃ ） ， 揮 発 性 の 低 い 極 性 化 合

物 （ 沸 点 ＞ 1 5 0  ℃）  
Ten ax  GR 沸 点 1 0 0  ℃～

4 5 0  x  
n -C 7  ～  n -C 3 0  

3 5 0  3 5  アルキルベンゼン， 気 相 の多 環 芳 香

族 炭 化 水 素 ， ポ リ 塩 化 ビフ ェ ニ ル ，

上 記 Ten ax  TA と同 じ  
Carb o t r ap  
Carb o p ack  B  
Carb o g rap h  TD-1  

(n -C4 )n -C 5  ～   
n -C 1 4  

＞ 4 0 0   1 0 0  ケ ト ン ， ア ル コ ー ル 及 び ア ル デ ヒ ド

（ 沸 点 ＞ 7 5  ℃ ） ， 揮 発 性 の あ る 全

ての無 極 性 化 合 物 ， ペルフルオロカ

ーボントレーサーガス   
Ch ro mo so rb T M 10 2  沸 点 5 0  ℃～

2 0 0  ℃  
2 5 0  3 5 0  含 酸 素 化 合 物 ， 塩 化 メチレンより揮

発 性 の 低 い ハ ロ ホ ル ム を 含 む 広 範

囲 な VOC  
Ch ro mo so rb  1 0 6  沸 点 5 0  ℃～

2 0 0  ℃  
2 5 0  7 5 0  n -C 5  から n -C 1 2  の炭 化 水 素 を含 む

広 範 囲 な VOC ， 揮 発 性 酸 化 化 合

物  
Po rap ak TMQ 沸 点 5 0  ℃～

2 0 0  ℃  
n -C 5  ～  n -C12  

2 5 0  5 5 0  含 酸 素 化 合 物 を 含 む 広 範 囲 な

VOC  

Po rap ak  N 沸 点 5 0  ℃～

1 5 0  ℃  
n -C 5  から n -C 8  

1 8 0  3 0 0  揮 発 性 含 窒 素 化 合 物  

Sp h ero carb T M  b )  沸 点 － 3 0  ℃～

1 5 0  ℃  
n -C 3  ～  n -C 8  

＞ 4 0 0   1  2 00  塩 化 ビニル， 酸 化 エチレン， 二 硫 化

炭 素 ， 高 揮 発 性 化 合 物 （ 例 ：

CH 2 C l 2 ） ， 揮 発 性 化 合 物 （ 例 ： メ タ

ノール， エタノール及 びアセトン）  
Carb o s i ev e T M S- I I I  
b )  
又は Carb o x en T M  

沸 点 － 6 0  ℃～

8 0  ℃  
4 0 0  8 0 0  C 3 ， C 4  炭 化 水 素 ， 揮 発 性 ハロホル

ム及 びフレオンなどの高 揮 発 性 化 合

物  
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1 0 00  b )  
Mo lecu la r  s i ev e  c )  沸 点 － 6 0  ℃～

8 0  ℃  
3 5 0  －  1 , 3 -ブタジエン及 び酸 化 窒 素  

注記  登録商標の種類（名称）は， An n ex  D に示す。  
注 a )  最高使用温度は，前処理温度又は分析時の脱離温度と同一ではない。  
  b )  これらの吸着剤は，幾らかの水分を保持する。相対湿度が 9 0  %を超える場合は，安全

試料採取量を 1 /1 0 に減らすことが望ましい。  
  c )  親水性である。特別な対策をしないで高湿度条件下で使用しないよう，注意する。  
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Annex F 
（参考）  

吸着剤使用の手引  
 
F.1 吸着剤使用の手引 

吸着剤使用方法の手引を，表 F.1 に示す。  
 

表 F.1 吸着剤使用の手引 

捕 集 管 用 吸 着 剤  
最 高 使 用  

温 度  
℃  

疎 水 性  
前 処 理 時 の温 度

a )  
及 びガス流 量  

分 析 時 の脱 離 温

度 及 びガス流 量  
推 奨 冷 却 トラップ充 塡 剤  

Carb o t r ap  C  
Carb o p ack  C  

4 0 0 を超 え  あり  3 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 2 5  ℃  
3 0  mL/min  

Ten ax   
又は Carb o p ack  C  

Ten ax  TA 3 5 0  あり  3 3 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 0 0  ℃  
3 0  mL/min  

Ten ax  

Ten ax  GR 3 5 0  あり  3 3 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 0 0  ℃  
3 0  mL/min  

Ten ax  

Carb o t r ap  
Carb o p ack  B  
Carb o g rap h  TD-1  

4 0 0 を超 え  あり  3 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 2 5  ℃  
3 0  mL/min  

Ten ax   
又は Carb o p ack  B  

Ch ro mo so rb  1 0 2  2 5 0  あり  2 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

2 5 0  ℃  
3 0  mL/min  

Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の 二 層 充 塡 又 は

Ch ro mo so rb  1 0 2  
Ch ro mo so rb  1 0 6  2 5 0  あり  2 5 0  ℃  

1 0 0  mL/min  
2 5 0  ℃  

3 0  mL/min  
Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の 二 層 充 塡 又 は

Ch ro mo so rb  1 0 6  
Po rap ak  Q 2 5 0  あり  2 5 0  ℃  

1 0 0  mL/min  
2 2 5  ℃  

3 0  mL/min  
Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の 二 層 充 塡 又 は

Po rap ak  Q 
Po rap ak  N 1 8 0  あり  1 8 0  ℃  

1 0 0  mL/min  
1 8 0  ℃  

3 0  mL/min  
Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の 二 層 充 塡 又 は

Po rap ak  N 
Sp h ero carb  b )  4 0 0 を超 え  なし  4 0 0  ℃  

1 0 0  mL/min  
3 9 0  ℃  

3 0  mL/min  
Carb o p ack B＋カーボン
モレキュラーシーブ二

層充塡又は Sp h ero carb  
Carb o s i ev e  S - I I I  
Carb o x en  10 0 0  b )  

4 0 0  なし  3 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 2 5  ℃  
3 0  mL/min  

Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の二層充塡又はカーボ

ンモレキュラーシーブ

の単層  
Mo lecu la r  s i ev e  c )  3 5 0  なし  3 3 0  ℃  

1 0 0  mL/min  
3 0 0  ℃  

3 0  mL/min  
Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の二層充塡又はカーボ

ンモレキュラーシーブ
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の単層  
Ten ax /Carb o p ack  B  
複合サンプラ  

3 5 0  あり  3 3 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 0 0  ℃  
3 0  mL/min  

Ten ax  

Carb o p ack  B /カ ー
ボ ン モ レ キ ュ ラ

ー シ ー ブ b )  複 合
サンプラ  

4 0 0  なし  3 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 2 5  ℃  
3 0  mL/min  

Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の二層充塡  

Carb o x en  10 0 0  シ
リ ー ズ 複 合 サ ン

プラ  

4 0 0  なし  3 5 0  ℃  
1 0 0  mL/min  

3 2 5  ℃  
3 0  mL/min  

Carb o p ack  B＋ カ ー ボ
ンモレキュラーシーブ

の二層充塡  
注記 登録商標の種類（名称）は，An n ex  D に示す。  
注 a )  前処理時の温度は，分析時の脱離温度と同一ではない。  
 b )  これらの吸着剤は，幾らかの水分を保持する。相対湿度が 9 0  %を超える場合は，安全

試料採取量は 1 /1 0 に減らすことが望ましい。  
 c )  かなり親水性をもつ。特別な対策をしないで高湿度条件下で使用しないよう，注意す

る。  
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Annex G 
（参考）  

破過容量の測定  
 
G.1 破過容量の測定に影響を与える因子 

 破過容量の測定に影響を与える因子を，次に示す。 
 影響を与える因子（同一の吸着剤で） 
－  充塡剤の量（充塡長さ，捕集管の内径），メッシュ（充塡密度）  
－  捕集管の温度  
－  キャリヤーガスの流量（捕集管の内径，線速度）  
－  試料成分の濃度  
－  共存する水分  
破過容量は，吸着剤の量と密接に関係するが，吸着剤を充塡する量は，捕集管の内

径と長さとによって決まる。一般に，破過容量は，断面積が一定な場合，吸着剤の長

さに比例する。温度については，補正保持容量の対数が絶対温度の逆数に比例するこ

とから，実際に使用する温度より高い温度で破過容量測定し，これから外挿して使用

環境の最高温度での破過容量を求める（保持容量と破過容量との関係は， ppm 程度の
濃度領域ではほぼ同じと考えてよい）ことができる。  
図 G.1 に GC 法による破過容量測定の概念図を示す。  

 

 

図 G.1 GC 法による破過容量測定の概念図 

 
G.2 一定温度での破過容量測定（捕集管温度を35 ℃，及び希釈ガス流量を 100 mL に
固定した場合）  
捕集管温度と希釈ガス流量を固定して，希釈ガス量（試料量）とピーク面積比から

破過容量を求める。  
－  使用する標準試料の濃度と試料量が 100 ppm/10 mL 又は 10 ppm/100 mL のいず
れかを捕集管入口に添加する。  

－  希釈ガス（試料採取）量； 0.5 L， 1.5 L， 10 L， 20 L， 50 L で展開する（ 1 L 採取
時の平均濃度 1 ppm に相当する濃度で試験する。）  

捕集管  
検出器  

（ FID）  

キャリヤーガス  

試料注入口又は計量管による

GC オーブン  
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－  この捕集管を回収装置に取り付け測定し， 0.5 L 採取時のピーク面積と比較しピ
ークが小さくなった時点で中間の希釈量を調べる。  

－  この操作を繰り返すことで破過容量が求められる。  
図 G.2 に，一定温度での破過容量測定における試料量とピーク面積比との関係を示
す。  

 

 

図 G.2 破過容量の測定における試料量とピーク面積比との関係 

 
 
G.3 温度を変化させる破過容量の測定（温度を変数として，流量一定及び試料量を一

定にした場合） 

希釈ガス流量と希釈ガス量（試料量）を固定して，捕集管の温度を変化させて破過

容量を求める。  
破過容量が 5 L を超えるような捕集管では，温度を高くして短時間の内にピークを

抽出し，ガスクロを利用して測定を行う。保持容量の対数と捕集管温度（絶対温度）

との逆数は比例するため， 3 点程度温度を変えて測定し，外挿により破過容量を求め
る。  
図 G.3 に，温度を変化させた場合の破過容量測定の推定結果を示す。  

 

ピ
ー
ク
面
積
比 

試料量  

破過容量  

1  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 61 © JEMCA 2021  

 

図 G.3 破過容量の推定 

 

L
og

 k
 

1/T 

室温  

破過容量  
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Annex H 
（参考）  

固体吸着法における回収率の測定  
 

H.1 回収率の測定 

固体吸着法による回収率は，試料導入装置への導入，並びに捕集管への捕集及び試

料導入装置での回収の比較を行い，回収率を求める。捕集管への対象成分の添加は，

捕集管に一定流量で希釈ガスを流しながら，入口から一定量の標準試料を注入する。  
 

 

図 H.1 回収率測定の概念図 

 
H.2 回収率の測定例 

混合標準液を希釈ガスを流しながら捕集管に注入し，24 時間冷暗所に保管後，二硫
化炭素又はアセトンの脱着溶媒で脱離させ，回収率の測定を行った例を次の H.2.1～
H.2.5 に示す。  
H.2.1 試験条件 

H.2.1.1 捕集及び分析条件 

固相には活性炭，シリカゲル，球状活性炭及び球状活性炭ジャンボ型の 4 種類を用
い，回収率及び破過の確認を n＝ 3 で行った。また，分析装置は汎用分析用の無極性カ
ラムを装着した GC/FID によって定量し，併せて検量線の直線性も確認した。  
H.2.1.2 標準物質の導入量 

使用する固相への標準物質の導入量は，排ガスを 0.1 L/min で 20 分間採気した際，
5 種類の有機溶剤を想定し，脱着溶媒を 2 mL 及び分析装置への導入量を 1 μL の条件
下では，概ね，次の表 H.1 のとおりとする。  

表 H.1 標準物質導入量 

有機溶剤  
標準物質導入量（ μg）  ガス濃度換算値（ p p m）  
低濃度  高濃度  低濃度  高濃度  

1  ベンゼン  0 . 8 72  5  8 7 .25  0 .2 5  2 5  
2  トリクロロエチレン  11 .73  2 3 4 .5  2 .0  4 0  
3  テトラクロロエチレン  1 8 .5  3 7 0  2 .5  5 0  
4  ジクロロメタン  1 8 .95  3 7 9  5 .0  1 0 0  
5  トルエン  8 . 2 2  1 6 4 .4  2 .0  4 0  

希釈ガス  

    捕集管 標 準 試

料添加  
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H.2.1.3 試薬 

試薬は，次を用いた。  
－  ベンゼン（＞ 99.5 %）  
－  トリクロロエチレン（＞ 99.5 %）  
－  テトラクロロエチレン（＞ 99 %）  
－  ジクロロメタン（≧ 99.5 %）  
－  トルエン（≧ 99.8%）  
－  二硫化炭素（作業環境測定用）  
－  アセトン（残留農薬・ PCB 試験用）  

H.2.1.4 固相及び吸引ポンプ 
固相及び吸引ポンプは，次を用いた。  
－  固相：活性炭（ 100 mg/50 mg）  
     シリカゲル（ 520 mg/26 mg）  
     球状活性炭（ 100 mg/50 mg）  
     球状活性炭ジャンボ型（ 400 mg/200 mg）  
－  吸引ポンプ：流量可変範囲  0 .050～ 0.500 L/min のもの  

H.2.1.5 サンプリング 

2 L（ 0.1 L/min で 20 分間）のサンプリングを想定して，測定手法の検討を行った。
試料採取後の捕集管は，キャップをして冷蔵庫（ 4 ℃）で保管した。  
H.2.1.6 試料調製 

試料調製は， 4 mL バイアル瓶に捕集剤を移し入れ， 2 mL の二硫化炭素又はアセト
ンを添加した後，時々振り混ぜながら 60 分間以上脱着を行った。  
H.2.1.7 測定機器 

用いた測定機器の測定条件を，表 H.2 及び表 H.3 に示す。  
 

表 H.2 GC/FID 測定条件（脱着溶媒：二硫化炭素） 

装置  GC/F ID GC2 0 1 4 
カラム  ULBON HR-1  （ 0 .5 3  mmI .D.×3 0  m）  
キャリヤーガス  He  1 5 0  kPa  
注入量  1  μL 
注入法  スプリットレス  
オーブン温度  4 0  ℃（ 8  min 保 持 ） →  10  ℃ /min  →  1 0 0  ℃  （ 8  min 保 持 ）  
注入口温度  2 0 0  ℃ 
検出器温度  2 3 0  ℃ 
検量線  絶対検量線法  

 

表 H.3 GC/FID 測定条件（脱着溶媒：アセトン） 

装置  GC/F ID GC2 0 1 4   
カラム  ULBON HR-1  （ 0 .5 3  mmI .D.×3 0  m）  
キャリヤーガス  He  1 5 0  kPa  
注入量  1  μL 
注入法  スプリットレス  
オーブン温度  5 0  ℃（ 5  min 保持）  →  1 0  ℃ /min  →  8 0  ℃  （ 20  min 保

持）  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 64 © JEMCA 2021  

注入口温度  2 0 0  ℃  
検出器温度  2 3 0  ℃  
検量線  絶対検量線法  
注記  アセトン脱着の本条件下で，ジクロロメタンについては分離不能であった。 

 

H.2.2 ブランク 

脱着溶媒及び捕集剤のブランク試験を行ったが，本検討対象 VOC は検出されず，妨
害ピークも認められなかった。  
H.2.3 検量線 

100 mL 全量フラスコの標線付近まで二硫化炭素又はアセトンを入れた後， 1 mL 全
量ピペットを用いて標準物質を 1 mL 添加して，二硫化炭素又はアセトンで標線まで
満たし，1/100 の標準原液を調製した。これを順次希釈して，固相への混合有機溶剤の
導入量及び設定値の低濃度から，高濃度が含まれる混合標準系列 3 濃度（低濃度未満，
低濃度＜高濃度及び高濃度＜  ）を調製し，検量線の直線性について確認を行った。  
結果は，図 H.1～H.6 のようになり，良好な直線性を得ることができた。  
 

 

図 H.2－ジクロロメタン検量線（脱着溶媒：CS2） 

 

 
a) 脱着溶媒：CS 2  b ) 脱着溶媒：アセトン 

 
図 H.3 ベンゼン検量線 
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a) 脱着溶媒：CS2  b ) 脱着溶媒：アセトン 

 
図 H.4 トリクロロエチレン検量線 

 

 

a) 脱着溶媒：CS2  b 脱着溶媒：アセトン 
 

図 H.5 トルエン検量線 

 

 
a) 脱着溶媒：CS 2  b ) 脱着溶媒：アセトン 

 
図 H.6－テトラクロロエチレン検量線 
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H.2.4 回収率 

試料を 0.1 L/min で 20 分間採気したとき，既定のガス濃度換算値となるよう，捕集
管に混合標準液の低濃度及び高濃度を各々添加し，更に 0.1 L/min で 20 分間通気し，
一晩冷蔵庫保存（ 4 ℃）した。その後，H.2.1.6 に従い調製した試料を分析し，先に作
成した検量線で回収量及び回収率を調べた。結果を表 H.4 に示す。  
低濃度においては，いずれの固相も回収率 100 %程度で，CV±10 %となり，良好な

結果が得られた。高濃度において物質によりやや差が認められ，1～ 2 割程度上回る回
収率となった。  

 
表 H.4 回収量（μg）及び回収率（%） 

n =3  
設定導入量   固相  最低回収量  

μg  
（平均回収率  %）  

最高回収量  
μg  

（平均回収率  %）  
ベンゼン  
 低濃度（0 .8 8  μg 相当）  
 高濃度（8 7 .1 3  μg 相当）  

活性炭  0 . 9 35（ 1 06）  1 0 5 .6（ 1 21）  
シリカゲル  0 . 9 13（ 1 04）  1 0 5 .9（ 1 22）  
球状活性炭  0 . 9 05（ 1 03）  1 0 7 .8（ 1 24）  
球状活性炭ジャンボ型  0 . 9 54（ 1 08）  1 0 4 .8（ 1 20）  

トリクロロエチレン  
 低濃度（11 .6 3  μg 相当）  
 高濃度（2 4 5 .7  μg 相当）  

活性炭  11 .48（ 9 8 .7）  2 6 6 .3（ 1 08）  
シリカゲル  11 .94（ 1 03）  2 7 5 .6（ 112）  
球状活性炭  11 .70（ 1 01）  2 6 8 .7（ 1 09）  
球状活性炭ジャンボ ﾞ型  11 .70（ 1 01）  2 6 3 .7（ 1 07）  

テトラクロロエチレン  
 低濃度（1 8 .3 8  μg 相当）  
 高濃度（3 8 5  μg 相当）  

活性炭  1 8 .51（ 1 01）  4 0 8 .3（ 1 06）  
シリカゲル  1 8 .44（ 1 00）  4 1 3 .8（ 1 07）  
球状活性炭  1 8 .43（ 1 00）  4 1 0 .5（ 1 07）  
球状活性炭ジャンボ型  1 8 .57（ 1 01）  4 0 2 .2（ 1 04）  

ジクロロメタン  
 低濃度（8 .8 6  μg 相当）  
 高濃度（3 9 4  μg 相当）  

活性炭  1 8 .56（ 9 8 .4）  4 5 1 .7（ 115）  
シリカゲル  －  －  
球状活性炭  1 8 .86（ 1 00）  4 5 3 .4（ 115）  
球状活性炭ジャンボ型  1 9 .21（ 1 02）  4 4 6 .5（ 113）  

トルエン  
 低濃度（8 .1 5  μg 相当）  
 高濃度（1 7 0  μg 相当）  

活性炭  8 . 113（ 1 00）  1 9 4 .2（ 114）  
シリカゲル  8 . 2 39（ 1 01）  2 0 2 .0（ 119）  
球状活性炭  8 . 2 02（ 1 01）  1 9 4 .0（ 114）  
球状活性炭ジャンボ型  8 . 0 49（ 9 8 .8）  1 8 5 .8（ 1 09）  

 
H.2.5 破過試験 

試料を捕集管に 0.1 L/min で 20 分間採気したとき，既定のガス濃度換算値となるよ
う，捕集管に標準物質の低濃度用及び高濃度用を各々添加し，更に 0.1 L/min で 20 分
間通気し，一晩冷蔵庫保存（ 4 ℃）した。その後，H.2.1.6 に従い調製した試料を分析
した結果，低濃度及び高濃度ともに，2 層目からは VOC は検出されず，破過は認めら
れなかった。  
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Annex I 
（参考）  

保存性の確認  
 
I.1 保存性の確認 

保存性の確認は，Annex G と同様の操作を行い，捕集管に対象物質を添加し密栓す
る。試験する保存期間を 1 週間程度として，次の方法で行う。参考文献 [3]  

a)  標準採取量を捕集した際に，捕集される対象成分の 3 濃度（定量範囲の下限，中
間，及び上限）相当量を捕集管に直接添加し，保存期間確認の分析数に対応した

各 5 試料（ n＝ 5）を作成する。  
b)  常温（ 20 ℃）又は保冷（ 4 ℃）で， 0 日， 1 日， 3 日及び 5 日間保存する。保存
後，分析を行い，保存性の確認を行う。  
 なお，一部の対象物質には冷凍保存が必要なものもある。 

c)  分析の結果，対象物質の濃度が 90 %以上の場合，その時点で保存性が確保され
ているものとする。  
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Annex J 
（参考）  
検知管法  

 

J.1 一般事項 

検知管法は，現場測定での環境管理，又は化学分析方法での測定に当たって，排ガ

ス濃度の概略値を事前に簡便に求めることができるなど有益であるため，この Annex
に示した。 

検知管法は，事業者が日常の環境管理又はスクリーニングを目的として行うための

簡便法であり，検知管法によって得られた測定結果をもって排出規制値と直接比較す

るものではない。  
検知管法は，共存するガスの妨害が無視できる場合に，適用する。  

 
J.2 分析方法の概要 

検知管法の概要は，表 J .1 のとおりとする。  
 

表 J.1 検知管法の概要 

検知管法  

検知管法の概要  
要旨  試料採取  定量範囲  参照箇条  

a ) 五 酸 化 ヨ ウ

素 が 還 元 さ

れ ヨ ウ 素 を

遊 離 し て 暗

緑を呈する。  
 
b ) 酸 化 剤 に よ

り 塩 化 水 素

を生成し，指

示 薬 は 紫 を

呈する。  

捕 集 バ ッ グ 法 又 は 直

接採取法による。  
試料ガス採取量（捕集

バッグ法）： 5  L～ 1 0  
L 程度  

a ) 0 .1～ 6 5  p p m 
2 .5～ 12 0  p p m 
2～ 3 1 2  p p m 

 
b ) 0 .1～ 9 .0  pp m 

1～ 7 5  p p m 
2～ 2 5 0  p p m 
7～ 9 0 0  p p m 

J .4 .3  

注記 1  要旨の a)は，ベンゼンの例を示す。  
注記 2  要旨の b )は，テトラクロロエチレンの例を示す。  
注記 3  定量範囲の a)は，ベンゼンの定量範囲を示す。  
注記 4  定量範囲の b )は，テトラクロロエチレンの定量範囲を示す。  

 
J.3 装置及び器具 

装置及び器具は，次による。  
J.3.1 検知管  

JIS K 0804 の 5.2（検知管の品質及び性能）に規定した検知管。  
J.3.2 ガス採取器 

JIS K 0804 の 5.1（ガス採取器の品質及び性能）に規定するシリンダー形真空方式の
もの。  
J.3.3 試料ガス採取装置 
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図 J .1 及び図 J .2 に例示する構成で行うことが望ましい。ただし，試料ガスの吸引流
量は， 0.5 L/min～ 1 L/min とする。  

 

 
    A：試料ガス採取管    E：シリコン管     I：試料ガス採取器  
    B：保温剤        F：トラップ       J：乾燥剤  
    C：ろ過材        G：流路切替三方コック  K：吸引ポンプ  
    D：ヒーター       H：ガス検知管          L：ガスメーター  
 

図 J.1 試料ガス採取装置（燃焼排ガス等）の例15) 

 

 
    I：試料ガス採取器    M：ふっ素樹脂管     N：シリコン管  

図 J.2 試料ガス採取装置の例16) 

 
注 1 5 )  煙道内が負圧の場合，検知管に規定量の試料ガスを採取できず，検知管指示値

は低めの値を示すので注意する。検知管での試料ガス採取時に，ガスメーター

の指針又はカウンターが作動している状態であることを確認しながら採取す

る。  
 負圧の大きい場合は，注射筒法又は捕集バック法を参照する。 

 1 6 )  ふっ素樹脂管（M）が長い場合は，デッドスペースが誤差要因になることがあ
るため，ふっ素樹脂管内を十分置換してから測定を行う。また，水分の凝縮が

ない排ガスが条件となる。  
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J.4 測定手順 

J.4.1 測定準備 

測定準備は，次による。  
a)  測定点における温度を測定し，検知管の仕様範囲内であることを確認する。  
b)  使用する検知管の温度を，測定場所の温度になるようにする 1 7 )。また，この時

に直射日光にあたらないように注意する。  
c)  取扱説明書に従って，ガス採取器の漏れ試験を行う。  
注 1 7 )  冷蔵庫などで冷暗所保管していた検知管などを使用する場合は，外気温と同

温になってから使用する。  
J.4.2 測定 

測定は，次による。  
a)  検知管の両端をチップカッターなどで折り取り，検知管表面に印刷されている
矢印の向きに試料空気が流れるようにガス採取器の検知管取付口へ接続する。  

b)  ガス採取器のハンドルを一気に引いてシャフトをロックさせ，その検知管に規
定された時間放置する。  

c)  吸引終了後速やかに検知管を取り外し，変色層先端の濃度目盛りを読み取る 1 8 )  

1 9 )  2 0 )。  
注 1 8 )  変色層先端面が斜めの場合には，中間点を濃度として読み取る。  
 1 9 )  検知管によっては，通気終了後の時間経過により変色した色が退色，又は変色

層の長さが変化する場合がある。このため，通気終了後に変色層の先端に印を

付け，速やかに読み取る。  
 2 0 )  周囲温度又は湿度は検知管の指示に影響を与える場合があるため，補正表等

による補正，又は取扱説明書の指示に従って濃度を決定する。  
J.4.3 妨害物質 

検知管の変色の原理は，多くの場合測定対象物質だけの特異反応でなく，化学的性

質の似た物質に共通する反応である。したがって，測定対象物質と同じ反応をする物

質が共存する場合には，測定対象物質の濃度より高い指示（プラスの誤差）を与える。

さらに，共存物質が変色反応を妨害してマイナス誤差を与える場合又は変色境界を不

明瞭にする場合がある。したがって，測定するときは共存する可能性のある物質につ

いて調査し，検知管の仕様書，技術資料などを参考にその影響について，あらかじめ

検討する必要がある。  
 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 71 © JEMCA 2021  

Annex K 
（参考）  
分析例  

 
K.1 VOC の分析例 

VOC を，ガスクロマトグラフィー質量分析法を用いて分析したときの溶出例を示す。
ただし，溶出順序は，使用するカラムの種類，寸法，状態などによって変化するため

注意が必要である。  
 
K.2 使用した標準物質 

混合標準物質として， 49148-U（VOC50 成分，各成分濃度 100 µg/ml メタノール：

水（ 95： 5）溶液 1 ml，MERCK 製）， 60-BIG-MIX（VOC60 成分，各成分濃度 1 000 
µg/ml メタノール溶液 1 mL，SPEX 社製），8260-BIG-MIX（VOC76 成分，各成分濃度
2 000 µg/ml メタノール溶液 1 mL， SPEX 社製）の 3 種類を使用した。また，混合標
準ガスとして，HAPs-J44+F7（有害大気汚染物質測定用標準ガス 51 成分）， PAMS-J58
（光化学スモッグモニタリングステーション用標準ガス 58 成分）を使用した。  

 
K.3 分析条件 

標準溶液及び標準ガスの溶出の確認には，無極性カラム（ 1 系統カラム）及び中極
性カラム（ 624 系統カラム）の 2 種類を使用した。1 種類の混合標準試料ごとに，異な
るガスクロマトグラフ質量分析計（カラム含む）を用いた。  

 
K.4 VOC50 成分の試験結果 

K.4.1 1 系統カラムの分析条件 

表 K.1 に，分析条件を示す。  
 

表 K.1 1 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  1  ms 系統（ 6 0  m×0 .3 2  mm I .D . ,  膜厚 1 .0 0  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  1  μL，スプリット 1 :5 0  
注入口温度  2 8 0  ℃  
オーブン温度  5  ℃（ 1  min 保持）→  1 0  ℃ /min  →  2 8 0  ℃  （ 1 0  min 保持） 
イオン源温度  2 0 0  ℃  
測定モード  Scan  

 
K.4 .2 1 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名  
図 K.1 に VOC50 成分の分析時の TIC，及び表 K.2 にピーク成分名のリストを示す。 
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図 K.1 VOC50 成分の分析時の TIC 

 
表 K.2 VOC50 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号  
1  エタノール  E th an o l  6 4 -17 -5  
2  アセトン  Ace to n e  6 7 -64 -1  
3  2 -プロパノール  2 -P ro p ano l  6 7 -63 -0  
4  ジクロロメタン  D ich lo ro meth an e  7 5 -09 -2  
5  1 -プロパノール   1 -P ro p ano l  7 1 -23 -8  
6  メチルエチルケトン  2 -Bu tan on e  7 8 -93 -3  
7  酢 酸 エチル  E th y l  Ace ta t e  1 4 1 -7 8 -6  
8  ヘキサン  Hex an e  11 0 -54 -3  
9  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
1 0  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
11  2 ,4 -ジメチルペンタン  2 , 4 -Dimeth y lp en tan e 1 0 8 -0 8 -7  
1 2  n -ブタノール  n -Bu tan o l  7 1 -36 -3  
1 3  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
1 4  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
1 5  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
1 6  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
1 7  イソオクタン  I so o c t an e  5 4 0 -8 4 -1  
1 8  n -ヘプタン  n -Hep tan e  1 4 2 -8 2 -5  
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1 9  メチルイソブチルケトン  4 -Meth y l -2 -p en tan on e  1 0 8 -1 0 -1  
2 0  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
2 1  ジブロモクロロメタン  D ib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
2 2  酢 酸 ブチル  Bu ty l  ace t a t e  1 2 3 -8 6 -4  
2 3  n -オクタン  n -Oc tan e  111 -65 -9  
2 4  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
2 5  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
2 6  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
2 7  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
2 8  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
2 9  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
3 0  n -ノナン  n -No n an e 111 -84 -2  
3 1  α -ピネン  α -P in en e  7 7 85 -2 6 -4  
3 2  3 -エチルトルエン  3 -E th y l to lu en e   6 2 0 -1 4 -4  
3 3  4 -エチルトルエン  4 -E th y l to lu en e 6 2 2 -9 6 -8  
3 4  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e   1 0 8 -6 7 -8  
3 5  2 -エチルトルエン  2 -E th y l to lu en e 6 11 -14 -3  
3 6  β -ピネン  β -P in en e  1 8 17 2 -67 -3  
3 7  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e   9 5 -63 -6  
3 8  n -デカン  n -Decan e  1 2 4 -1 8 -5  
3 9  p -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
4 0  1 ,2 ,3 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr imeth y lb en zen e  5 2 6 -7 3 -8  
4 1  リモネン  (R) - (+) -L imo n en e  1 3 8 -8 6 -3  
4 2  ノナナール  No n an a l  1 2 4 -1 9 -6  
4 3  n -ウンデカン  n -Un d ecan e  11 2 0 -2 1 -4  
4 4  1 ,2 ,4 ,5 -テトラメチルベンゼン  1 , 2 ,4 ,5 -Te t r ameth y lb en zen e  9 5 -93 -2  
4 5  デカナール  Decan a l  11 2 -31 -2  
4 6  n -ドデカン  n -Do d ecan e  11 2 -40 -3  
4 7  n -トリデカン  n -Tr id ecan e  6 2 9 -5 0 -5  
4 8  n -テトラデカン  n -Te t r ad ecan e  6 2 9 -5 9 -4  
4 9  n -ペンタデカン  n -Pen tad ecan e  6 2 9 -6 2 -9  
5 0  n -ヘキサデカン  n -Hex ad ecan e  5 4 4 -7 6 -3  

 
K.4.3 624 系統カラムの分析条件 

表 K.3 に，分析条件を示す。  
 

表 K.3 624 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  6 2 4 系統  （ 60  m×0 .25  mm I .D . ,  膜厚 1 .4  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  1  μL，スプリット 1 :5 0  
注入口温度  2 4 0  ℃  
オーブン温度  4 0  ℃（ 1  min 保持）→  5  ℃ /min  →  2 40  ℃  （ 1 0  min 保持） 
イオン源温度  2 0 0  ℃ 
測定モード  Scan  

 
K.4.4 624 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.2 に VOC50 成分の分析時の TIC，及び表 K.4 にピーク成分名のリストを示す。 
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図 K.2 VOC50 成分の分析時の TIC 

 
表 K.4 VOC50 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号 .  
1  エタノール  E th an o l  6 4 -17 -5  
2  アセトン  Ace to n e  6 7 -64 -1  
3  2 -プロパノール  2 -P ro p ano l  6 7 -63 -0  
4  ジクロロメタン  D ich lo ro meth an e  7 5 -09 -2  
5  ヘキサン  Hex an e  11 0 -54 -3  
6  1 -プロパノール   1 -P ro p ano l  7 1 -23 -8  
7  2 ,4 -ジメチルペンタン  2 , 4 -Dimeth y lp en tan e 1 0 8 -0 8 -7  
8  メチルエチルケトン  2 -Bu tan on e  7 8 -93 -3  
9  酢 酸 エチル  E th y l  Ace ta t e  1 4 1 -7 8 -6  
1 0  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
11  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
1 2  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
1 3  イソオクタン  I so o c t an e  5 4 0 -8 4 -1  
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1 4  n -ヘプタン  n -Hep tan e  1 4 2 -8 2 -5  
1 5  n -ブタノール  n -Bu tan o l  7 1 -36 -3  
1 6  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
1 7  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
1 8  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
1 9  メチルイソブチルケトン  4 -Meth y l -2 -p en tan on e  1 0 8 -1 0 -1  
2 0  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
2 1  n -オクタン  n -Oc tan e  111 -65 -9  
2 2  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
2 3  酢 酸 ブチル  Bu ty l  ace t a t e  1 2 3 -8 6 -4  
2 4  ジブロモクロロメタン  D ib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
2 5  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
2 6  n -ノナン  n -No n an e 111 -84 -2  
2 7  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
2 8  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
2 9  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
3 0  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
3 1  α -ピネン  α -P in en e  7 7 85 -2 6 -4  
3 2  3 -エチルトルエン  3 -E th y l to lu en e   6 2 0 -1 4 -4  
3 3  4 -エチルトルエン  4 -E th y l to lu en e 6 2 2 -9 6 -8  
3 4  n -デカン  . n -Decan e  1 2 4 -1 8 -5  
3 5  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e   1 0 8 -6 7 -8  
3 6  β -ピネン  β -P in en e  1 8 17 2 -67 -3  
3 7  2 -エチルトルエン  2 -E th y l to lu en e 6 11 -14 -3  
3 8  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e   9 5 -63 -6  
3 9  リモネン  (R) - (+) -L imo n en e  1 3 8 -8 6 -3  
4 0  p -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
4 1  1 ,2 ,3 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr imeth y lb en zen e  5 2 6 -7 3 -8  
4 2  n -ウンデカン  n -Un d ecan e  11 2 0 -2 1 -4  
4 3  ノナナール  No n an a l  1 2 4 -1 9 -6  
4 4  1 ,2 ,4 ,5 -テトラメチルベンゼン  1 , 2 ,4 ,5 -Te t r ameth y lb en zen e  9 5 -93 -2  
4 5  n -ドデカン  n -Do d ecan e  11 2 -40 -3  
4 6  デカナール  Decan a l  11 2 -31 -2  
4 7  n -トリデカン  n -Tr id ecan e  6 2 9 -5 0 -5  
4 8  n -テトラデカン  n -Te t r ad ecan e  6 2 9 -5 9 -4  
4 9  n -ペンタデカン  n -Pen tad ecan e  6 2 9 -6 2 -9  
5 0  n -ヘキサデカン  n -Hex ad ecan e  5 4 4 -7 6 -3  

 
K.5 VOC60 成分の試験結果 

K.5.1 1 系統カラムの分析条件 

表 K.5 に，分析条件を示す。  
 

表 K.5 1 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  1  ms 系統（ 6 0  m×0 .2 5  mm I .D . ,  膜厚 0 .2 5  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  0 . 1  μL，スプリット 1 :2 5 0  
注入口温度  2 5 0  ℃  
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オーブン温度  3 5  ℃（ 1  min 保持）→  10  ℃ /min  →  28 0  ℃  （ 1 0  min 保持） 
イオン源温度  2 8 0  ℃ 
測定モード  Scan  

 
K.5.2 1 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.3 に VOC60 成分の分析時の TIC，及び表 K.6 にピーク成分名のリストを示す。 
 

 

 

図 K.3 VOC60 成分の分析時の TIC 

 
表 K.6 VOC60 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名） 物質名（英名） CAS 番号  
1  ジクロロジフルオロメタン  （ 別 名 CFC1 2）  D ich lo ro d i f lu o ro meth an e 7 5 -71 -8  
2  塩 化 メチル Ch lo ro meth an e  7 4 -87 -3  
3  塩 化 ビニル Vin y l  ch lo r id e  7 5 -01 -4  
4  ブロモメタン  （ 別 名 臭 化 メチル）  B ro mo meth an e  7 4 -83 -9  
5  クロロエタン Ch lo ro e th an e 7 5 -00 -3  
6  トリクロロフルオロメタン  （ 別 名 CFC11）  Tr i ch lo ro mo n o f lu o ro meth an e  7 5 -69 -4  
7  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
8  ジクロロメタン  Meth y len e  ch lo r id e  7 5 -09 -2  
9  t r an s -1 ,2 -ジクロロエチレン  t r an s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e   1 5 6 -6 0 -5  
1 0  1,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo re th an e 7 5 -34 -3  
11  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2  
1 2  ブロモクロロメタン Bro mo ch lo ro meth an e  7 4 -97 -5  
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1 3  クロロホルム Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
1 4  2 ,2 -ジクロロプロパン  2 , 2 -Dich lo ro p rop an e  5 9 4 -2 0 -7  
1 5  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
1 6  1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
1 7  1 ,1 -ジクロロプロペン  1 , 1 -Dich lo ro p rop en e  5 6 3 -5 8 -6  
1 8  ベンゼン Ben zen e  7 1 -43 -2  
1 9  四 塩 化 炭 素 Carb o n  Te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
2 0  ジブロモメタン Dib ro mo meth an e  7 4 -95 -3  
2 1  1,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
2 2  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
2 3  トリクロロエチレン Tr ich lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
2 4  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -5  
2 5  t r an s -1 ,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -6  
2 6  1,1,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro e th an e 7 9 -00 -5  
2 7  トルエン To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
2 8  1 ,3 -ジクロロプロパン  1 , 3 -Dich lo ro p rop an e  1 4 2 -2 8 -9  
2 9  ジブロモクロロメタン Dib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
3 0  二 臭 化 エチレン 1 ,2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  
3 1  テトラクロロエチレン Tet rach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
3 2  1 ,1 ,1 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,1 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  6 3 0 -2 0 -6  
3 3  クロロベンゼン  Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
3 4  エチルベンゼン Eth y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
3 5  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
3 6  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
3 7  ブロモホルム Bro mo fo rm 7 5 -25 -2  
3 8  スチレン Sty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
3 9  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  7 9 -34 -5  
4 0  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
4 1  1,2,3 -トリクロロプロパン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro p ro p an e 9 6 -18 -4  
4 2  クメン（ イソプロピルベンゼン） I so p ro py lb en zen e  9 8 -82 -8  
4 3  ブロモベンゼン Bro mo b en zen e  1 0 8 -8 6 -1  
4 4  2 -クロロトルエン  2 -Ch lo ro to lu en e 9 5 -49 -8  
4 5  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
4 6  4 -クロロトルエン（ p -クロロトルエン）  4 -Ch lo ro to lu en e 1 0 6 -4 3 -4  
4 7  1,3,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
4 8  t e r t -ブチルベンゼン  t e r t -Bu ty lb en zen e  9 8 -06 -6  
4 9  1,2,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
5 0  1 ,3 -ジクロロベンゼン (m‐ ジクロロベンゼン )  1 , 3 -Dich lo ro b en zen e  5 4 1 -7 3 -1  
5 1  p -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
5 2  sec -ブチルベンゼン（ 2 -フェニルブタン）  s ec -Bu ty lb en zen e  1 3 5 -9 8 -8  
5 3  p -イソプロピルトルエン  p - I so p rop y l to lu en e 9 9 -87 -6  
5 4  o -ジクロロベンゼン  1 , 2 -Dich lo ro b en zen e  9 5 -50 -1  
5 5  n -ブチルベンゼン  n -Bu ty lb en zen e  1 0 4 -5 1 -8  
5 6  3 -クロロ -1 ,2 -ジブロモプロパン  1 , 2 -d ib ro mo -3 -ch lo rop ro pan e  9 6 -12 -8  
5 7  1,2,4 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr i ch lo ro b en zen e  1 2 0 -8 2 -1  
5 8  ナフタレン Nap h th a l en e  9 1 -20 -3  
5 9  1 ,2 ,3 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro b en zen e  8 7 -61 -6  

6 0  
ヘキサクロロブタジエン (ヘキサクロロ‐ 1 ,3‐ ブ

タジエン ) 
Hex ach lo ro b u tad i en e 8 7 -68 -3  
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K.5.3 624 系統カラムの分析条件 

表 K.7 に，分析条件を示す。  
 

表 K.7 624 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  6 2 4 系統  （ 60  m×0 .25  mm I .D . ,  膜厚 1 .4  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  0 . 1  μL，スプリット 1 :2 5 0  
注入口温度  2 4 0  ℃  
オーブン温度  4 0  ℃（ 1  min 保 持 ） →  5  ℃ /min  →  2 4 0  ℃  （ 1 0  min 保 持 ）  
イオン源温度  2 8 0  ℃ 
測定モード  Scan  

 
K.5.4 624 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.4 に VOC60 成分の分析時の TIC，及び表 K.8 にピーク成分名のリストを示す。 
 

 

 

図 K.4 VOC60 成分の分析時の TIC 
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表 K.8 624 系統カラムの VOC60 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名） 物質名（英名） CAS 番号  
1  ジクロロジフルオロメタン  （ 別 名 CFC1 2）  D ich lo ro d i f lu o ro meth an e 7 5 -71 -8  
2  塩 化 メチル Ch lo ro meth an e  7 4 -87 -3  
3  塩 化 ビニル Vin y l  ch lo r id e  7 5 -01 -4  
4  ブロモメタン  （ 別 名 臭 化 メチル）  Bro mo meth an e  7 4 -83 -9  
5  クロロエタン Ch lo ro e th an e 7 5 -00 -3  
6  トリクロロフルオロメタン  （ 別 名 CFC11）  Tr i ch lo ro mo n o f lu o ro meth an e  7 5 -69 -4  
7  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
8  ジクロロメタン Meth y len e  ch lo r id e  7 5 -09 -2  
9  t r an s -1 ,2 -ジクロロエチレン  t r an s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -6 0 -5  
1 0  1 ,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo ro e th an e  7 5 -34 -3  
11  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2  
1 2  2 ,2 -ジクロロプロパン  2 , 2 -Dich lo ro p rop an e  5 9 4 -2 0 -7  
1 3  ブロモクロロメタン Bro mo ch lo ro meth an e  7 4 -97 -5  
1 4  クロロホルム Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
1 5  1,1,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
1 6  四 塩 化 炭 素 Carb o n  Te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
1 7  1 ,1 -ジクロロプロペン  1 , 1 -Dich lo ro p rop en e  5 6 3 -5 8 -6   
1 8  ベンゼン Ben zen e  7 1 -43 -2  
1 9  1,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
2 0  トリクロロエチレン Tr ich lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
2 1  1,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
2 2  ジブロモメタン Dib ro mo meth an e  7 4 -95 -3  
2 3  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
2 4  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -5  
2 5  トルエン To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
2 6  t r an s -1,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -6  
2 7  1,1,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro e th an e 7 9 -00 -5  
2 8  テトラクロロエチレン Tet rach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
2 9  1 ,3 -ジクロロプロパン  1 , 3 -Dich lo ro p rop an e  1 4 2 -2 8 -9  
3 0  ジブロモクロロメタン Dib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
3 1  二 臭 化 エチレン 1 ,2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  
3 2  クロロベンゼン Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
3 3  1 ,1 ,1 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,1 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  6 3 0 -2 0 -6  
3 4  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
3 5  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
3 6  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
3 7  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
3 8  スチレン Sty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
3 9  ブロモホルム Bro mo fo rm 7 5 -25 -2  
4 0  クメン（ イソプロピルベンゼン） I so p ro py lb en zeen  9 8 -82 -8  
4 1  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  7 9 -34 -5  
4 2  ブロモベンゼン  B ro mo b en zen e  1 0 8 -8 6 -1  
4 3  1 ,2 ,3 -トリクロロプロパン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro p ro p an e 9 6 -18 -4  
4 4  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
4 5  2 -クロロトルエン  2 -Ch lo ro to lu en e 9 5 -49 -8  
4 6  1,3,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
4 7  4 -クロロトルエン（ p -クロロトルエン）  4 -Ch lo ro to lu en e 1 0 6 -4 3 -4  
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4 8  t e r t -ブチルベンゼン  t e r t -Bu ty lb en zen e  9 8 -06 -6  
4 9  1,2,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
5 0  sec -ブチルベンゼン（ 2 -フェニルブタン）  s ec -Bu ty lb en zen e  1 3 5 -9 8 -8  
5 1  p -イソプロピルトルエン  p - I so p rop y l to lu en e 9 9 -87 -6  
5 2  1 ,3 -ジクロロベンゼン (m‐ ジクロロベンゼン )  1 ,3 -Dich lo ro b en zen e  5 4 1 -7 3 -1  
5 3  p -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
5 4  n -ブチルベンゼン  n -Bu ty lb en zen e  1 0 4 -5 1 -8  
5 5  o -ジクロロベンゼン  1 , 2 -Dich lo ro b en zen e  9 5 -50 -1  
5 6  3 -クロロ -1 ,2 -ジブロモプロパン  1 , 2 -d ib ro mo -3 -ch lo rop ro pan e  9 6 -12 -8  
5 7  1,2,4 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr i ch lo ro b en zen e  1 2 0 -8 2 -1  

5 8  
ヘ キ サ ク ロロ ブ タジ エン ( ヘキ サ ク ロ ロ‐ 1 ,3 ‐ ブ タ

ジエン ) 
Hex ach lo ro b u tad i en e 8 7 -68 -3  

5 9  ナフタレン Nap h th a l en e  9 1 -20 -3  
6 0  1 ,2 ,3 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro b en zen e  8 7 -61 -6  

 
 
K.6 VOC76 成分の試験結果 

K.6.1 1 系統カラムの分析条件 

表 K.9 に，分析条件を示す。  
 

表 K.9 1 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  1  ms 系統（ 6 0  m×0 .2 5  mm I .D ,  膜厚 0 .2 5  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  1  μL，スプリット 1 :5 0  
注入口温度  2 5 0  ℃  
オーブン温度  3 5  ℃（ 1  min 保持）→  10  ℃ /min  →  28 0  ℃  （ 1 0  min 保持） 
イオン源温度  2 5 0  ℃ 
測定モード  Scan  

 
K.6.2 1 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.5 に VOC76 成分の分析時の TIC，及び表 K.10 にピーク成分名のリストを示す。  
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図 K.5 VOC76 成分の分析時の TIC 

 
表 K.10 VOC76 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号  
1  アセトニトリル  Ace to n i t r i l e  7 5 -05 -8  
2  アクリロニトリル  Acry lo n i t r i l e  1 0 7 -1 3 -1  
3  ジ エ チ ル エ ー テ ル （ エ チ ル エ ー テ

ル）  
E th e r  6 0 -29 -7  

4  ヨードメタン（ ヨウ化 メチル）  I o d o meth an e  7 4 -88 -4  
5  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
6  ジクロロメタン  Meth y len e  ch lo r id e  7 5 -09 -2   
7  塩 化 アリル (3 -クロロプロペン )  A l ly l  ch lo r id e  1 0 7 -0 5 -1  
8  1 ,1 ,2 -トリクロロトリフルオロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro t r i f lu o ro e th an e  7 6 -13 -1   
9  二 硫 化 炭 素  Carb o n  d i su l f i d e  7 5 -15 -0  
1 0  t r an s -1 ,2 -ジクロロエテン  t r an s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -6 0 -5   
11  プロピオニトリル  P ro p ion i t r i l e  1 0 7 -1 2 -0  
1 2  1 ,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo ro e th an e  7 5 -34 -3  
1 3  メタアクリロニトリル  Meth acry lo n i t r i l e  1 2 6 -9 8 -7  
1 4  2 -クロロ -1 ,3 -ブタジエン (2 -クロロブ

タジエン )  
2 -Ch lo ro -1 ,3 -b u tad i en e 1 2 6 -9 9 -8  

1 5  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2 ,  
1 6  ブロモクロロメタン  B ro mo ch lo ro meth an e  7 4 -97 -5  
1 7  アクリル酸 メチル  Meth y l  ac ry l a t e  9 6 -33 -3  
1 8  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
1 9  2 ,2 -ジクロロプロパン  2 , 2 -Dich lo ro p rop an e  5 9 4 -2 0 -7  
2 0  イソブタノール (2 -メチル -1 -プロパノ 2 -Meth y l -1 -p rop an o l  7 8 -83 -1  
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ール )  
2 1  テトラヒドロフラン  Te t r ah y d ro fu ran  1 0 9 -9 9 -9  
2 2  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
2 3  1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
2 4  2 -クロロエタノール  2 -Ch lo ro e th an o l  1 0 7 -0 7 -3  
2 5  1 ,1 -ジクロロプロペン  1 , 1 -Dich lo ro p rop en e  5 6 3 -5 8 -6   
2 6  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
2 7  四 塩 化 炭 素  Carb o n  Te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
2 8  2 -ニトロプロパン  2 -Ni t ro p rop an e  7 9 -46 -9  
2 9  ジブロモメタン  D ib ro mo meth an e  7 4 -95 -3  
3 0  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
3 1  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
3 2  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
3 3  1 ,4 -ジオキサン  1 , 4 -Diox an e  1 2 3 -9 1 -1  
3 4  メタクリル酸 メチル  Meth y l  me th acry l a t e  8 0 -62 -6  
3 5  t r an s -1 ,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -6  
3 6  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -5  
3 7  1 ,1 ,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo re th an e  7 9 -00 -5  
3 8  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
3 9  1 ,3 -ジクロロプロパン  1 , 3 -Dich lo ro p rop an e  1 4 2 -2 8 -9  
4 0  メタクリル酸 エチル  E th y l  me th acry l a t e  9 7 -63 -2  
4 1  ジブロモクロロメタン  D ib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
4 2  二 臭 化 エチレン  1 , 2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  
4 3  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
4 4  クロロベンゼン  Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
4 5  1 ,1 ,1 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,1 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  6 3 0 -2 0 -6   
4 6  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
4 7  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
4 8  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
4 9  ブロモホルム  B ro mo fo rm 7 5 -25 -2  
5 0  t r an s -1 ,4 -ジクロロ -2 -ブテン  t r an s -1 ,4 -Dich lo ro -2 -b u ten e  11 0 -57 -6   
5 1  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
5 2  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
5 3  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo re th an e 7 9 -34 -5  
5 4  1 ,2 ,3 -トリクロロプロパン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro p ro p an e 9 6 -18 -4  
5 5  c i s -1 ,4 -ジクロロ -2 -ブテン  c i s -1 ,4 -Dich lo ro -2 -b u ten e 1 4 76 -11 -5   
5 6  クメン（ イソプロピルベンゼン）  I so p ro py lb en zen e  9 8 -82 -8  
5 7  ブロモベンゼン  B ro mo b en zen e  1 0 8 -8 6 -1  
5 8  2 -クロロトルエン  2 -Ch lo ro to lu en e 9 5 -49 -8  
5 9  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
6 0  4 -クロロトルエン（ p -クロロトルエン）  4 -Ch lo ro to lu en e 1 0 6 -4 3 -4  
6 1  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
6 2  ペンタクロロエタン  Pen tach lo ro e th an e 7 6 -01 -7  
6 3  t e r t -ブチルベンゼン  t e r t -Bu ty lb en zen e  9 8 -06 -6  
6 4  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
6 5  1 ,3 - ジ ク ロ ロ ベ ン ゼ ン ( m ‐ ジ ク ロ ロ

ベンゼン )   
1 , 3 -Dich lo ro b en zen e  5 4 1 -7 3 -1  

6 6  p -ジクロロベンゼン   1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
6 7  sec - ブチル ベンゼン（ 2 - フェニル ブ sec -Bu ty lb en zen e  1 3 5 -9 8 -8  
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タン）  
6 8  p -イソプロピルトルエン  p - I so p rop y l to lu en e 9 9 -87 -6  
6 9  o -ジクロロベンゼン  1 , 2 -Dich lo ro b en zen e  9 5 -50 -1  
7 0  n -ブチルベンゼン  n -Bu ty lb en zen e  1 0 4 -5 1 -8  
7 1  3 -クロロ -1 ,2 -ジブロモプロパン  1 , 2 -Dib ro mo -3 -Ch lo ro p rop an e  9 6 -12 -8  
7 2  ニトロベンゼン  N i t ro b en zen e  9 8 -95 -3  
7 3  1 ,2 ,4 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr i ch lo ro b en zen e  1 2 0 -8 2 -1  
7 4  ナフタレン  Nap h th a l en e  9 1 -20 -3  
7 5  1 ,2 ,3 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro b en zen e   8 7 -61 -6  
7 6  ヘキサ クロロブタジエン ( ヘキ サクロ

ロ‐ 1 ,3‐ ブタジエン )  
Hex ach lo ro b u tad i en e 8 7 -68 -3  

 
 
K.6.3 624 系統カラムの分析条件 

表 K.11 に，分析条件を示す。  
 

表 K.11 1 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  6 2 4  ms 系統（ 6 0  m×0 .25  mm I .D . ,  膜厚 1 .4  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 1  mL/min（コンスタントフロー）  
注入量  1  μL，スプリット 1 :5 0  
注入口温度  2 0 0  ℃  
オーブン温度  4 0  ℃（ 1  min 保持）→  5  ℃ /min  →  2 40  ℃  （ 1 0  min 保

持）  
イオン源温度  2 0 0  ℃ 
測定モード  Scan  

 
K.6.4 624 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.6 に VOC76 成分の分析時の TIC，及び表 K.12 にピーク成分名のリストを示す。  
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図 K.6 VOC76 成分の分析時の TIC 

 
表 K.12 VOC76 成分のピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号  
1  ジ エ チル エ ーテ ル （ エ チ ル エ ー テ

ル）  
E th e r  6 0 -29 -7  

2  1 ,1 ,2 -トリクロロトリフルオロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro t r i f lu o ro e th an e  7 6 -13 -1   
3  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
4  ヨードメタン（ ヨウ化 メチル）  I o d o meth an e  7 4 -88 -4  
5  二 硫 化 炭 素  Carb o n  d i su l f i d e  7 5 -15 -0  
6  塩 化 アリル (3 -クロロプロペン )  A l ly l  ch lo r id e  1 0 7 -0 5 -1  
7  アセトニトリル  Ace to n i t r i l e  2 7 52 2  
8  ジクロロメタン  Meth y len e  ch lo r id e  7 5 -09 -2   
9  t r an s -1 ,2 -ジクロロエチレン  t r an s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -6 0 -5   
1 0  アクリロニトリル  Acry lo n i t r i l e  1 0 7 -1 3 -1  
11  1 ,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo ro e th an e  7 5 -34 -3  
1 2  2 - ク ロ ロ -1 ,3 - ブ タ ジ エ ン (2 - ク ロ ロ

ブタジエン )  
2 -Ch lo ro -1 ,3 -b u tad i en e 1 2 6 -9 9 -8  

1 3  2 ,2 -ジクロロプロパン  2 , 2 -Dich lo ro p rop an e  5 9 4 -2 0 -7  
1 4  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2  
1 5  アクリル酸 メチル  Meth y l  ac ry l a t e  9 6 -33 -3  
1 6  プロピオニトリル  P ro p ion i t r i l e  1 0 7 -1 2 -0  
1 7  ブロモクロロメタン  B ro mo ch lo ro meth an e  7 4 -97 -5  
1 8  テトラヒドロフラン  Te t r ah y d ro fu ran  1 0 9 -9 9 -9  
1 9  メタアクリロニトリル  Meth y lac ry lo n i t r i l e  1 2 6 -9 8 -7  
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2 0  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
2 1  1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
2 2  四 塩 化 炭 素  Carb o n  Te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
2 3  1 ,1 -ジクロロプロペン  1 , 1 -Dich lo ro p rop en e  5 6 3 -5 8 -6   
2 4  イソブタノール (2 - メチル -1 -プロパ

ノール )  
2 -Meth y l -1 -p rop an o l  7 8 -83 -1  

2 5  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
2 6  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo re th an e 1 0 7 -0 6 -2  
2 7  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
2 8  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
2 9  メタクリル酸 メチル  Meth y l  me th acry l a t e  8 0 -62 -6  
3 0  1 ,4 -ジオキサン  1 , 4 -Diox an e  1 2 3 -9 1 -1  
3 1  ジブロモメタン  D ib ro mo meth an e  7 4 -95 -3  
3 2  2 -クロロエタノール  2 -Ch lo ro e th an o l  1 0 7 -0 7 -3  
3 3  ジクロロブロモメタン  B ro mo d ich lo ro meth an e  7 5 -27 -4  
3 4  2 -ニトロプロパン  2 -Ni t ro p rop an e  7 9 -46 -9  
3 5  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -5  
3 6  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
3 7  t r an s -1 ,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -6  
3 8  メタクリル酸 エチル  E th y l  me th acry l a t e  9 7 -63 -2  
3 9  1 ,1 ,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro e th an e 7 9 -00 -5  
4 0  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
4 1  1 ,3 -ジクロロプロパン  1 , 3 -Dich lo ro p rop an e  1 4 2 -2 8 -9  
4 2  ジブロモクロロメタン  D ib ro mo ch lo ro meth an e 1 2 4 -4 8 -1  
4 3  二 臭 化 エチレン  1 , 2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  
4 4  クロロベンゼン  Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
4 5  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
4 6  1 ,1 ,1 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,1 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  6 3 0 -2 0 -6   
4 7  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
4 8  p -キシレン  p -Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  
4 9  o -キシレン  o -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
5 0  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
5 1  ブロモホルム  B ro mo fo rm 7 5 -25 -2  
5 2  クメン（ イソプロピルベンゼン）  I so p ro py lb en zen e  9 8 -82 -8  
5 3  t r an s -1 ,4 -ジクロロ -2 -ブテン  t r an s -1 ,4 -Dich lo ro -2 -b u ten e   1 4 76 -11 -5  
5 4  ブロモベンゼン  B ro mo b en zen e  1 0 8 -8 6 -1  
5 5  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  7 9 -34 -5  
5 6  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
5 7  1 ,2 ,3 -トリクロロプロパン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro p ro p an e 9 6 -18 -4  
5 8  c i s -1 ,4 -ジクロロ -2 -ブテン  c i s -1 ,4 -Dich lo ro -2 -b u ten e 11 0 -57 -6   
5 9  2 -クロロトルエン  2 -Ch lo ro to lu en e 9 5 -49 -8  
6 0  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
6 1  4 - ク ロ ロ ト ル エ ン （ p - ク ロ ロ ト ル エ

ン）  
4 -Ch lo ro to lu en e 1 0 6 -4 3 -4  

6 2  t e r t -ブチルベンゼン  t e r t -Bu ty lb en zen e  9 8 -06 -6  
6 3  ペンタクロロエタン  Pen tach lo ro e th an e 7 6 -01 -7  
6 4  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
6 5  sec - ブ チ ル ベ ン ゼ ン （ 2 - フ ェ ニ ル

ブタン）  
s ec -Bu ty lb en zen e  1 3 5 -9 8 -8  
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6 6  p -イソプロピルトルエン  p - I so p rop y l to lu en e 9 9 -87 -6  
6 7  1 ,3 - ジ クロ ロ ベ ン ゼ ン (m ‐ ジク ロ ロ

ベンゼン )   
1 , 3 -Dich lo ro b en zen e  5 4 1 -7 3 -1  

6 8  p -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
6 9  n -ブチルベンゼン  n -Bu ty lb en zen e  1 0 4 -5 1 -8  
7 0  o -ジクロロベンゼン  1 , 2 -Dich lo ro b en zen e  9 5 -50 -1  
7 1  3 -クロロ -1 ,2 -ジブロモプロパン  1 , 2 -Dib ro mo -3 -Ch lo ro p rop an e  9 6 -12 -8  
7 2  ニトロベンゼン  N i t ro b en zen e  9 8 -95 -3  
7 3  1 ,2 ,4 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr i ch lo ro b en zen e  1 2 0 -8 2 -1  
7 4  ヘ キ サ ク ロ ロ ブ タ ジ エ ン ( ヘ キ サ ク

ロロ‐ 1 ,3‐ ブタジエン )  
Hex ach lo ro b u tad i en e 8 7 -68 -3  

7 5  ナフタレン  Nap h th a l en e  9 1 -20 -3  
7 6  1 ,2 ,3 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr i ch lo ro b en zen e  8 7 -61 -6  

 
 
K.7 混合標準ガス（有害大気汚染物質測定用標準ガス及び光化学スモッグモニタリン

グステーション用標準ガス）の混合ガスの試験結果 

K.7.1 1 系統カラムの分析条件 

表 K.13 に，分析条件を示す。  
 

表 K.13 1 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  1  ms 系統（ 6 0  m×0 .3 2  mm I .D . ,  膜厚 1  µm）  
キャリヤーガス流 量  He， 2 .5  mL/min（コンスタントプレッシャー）  
濃縮量  1  p pb v， 20 0  mLCon c .，スプリットレス  
注入口温度  2 2 0  ℃  
オーブン温度  3 5  ℃（ 4  min 保持）→  5  ℃ /min  →  1 40  ℃  （ 0  min）  

        →  1 5  ℃ /min  →  2 4 0  ℃  （ 5  min 保持） 
イオン源温度  2 5 0  ℃ 
測定モード  S IM 

 
K.7.2 1 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.7 に混合標準ガスの分析時の TIC，及び表 K.14 にピーク成分名のリストを示
す。  
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図 K.7 混合標準ガスを分析した時の TIC 
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表 K.14 混合標準ガスのピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号  
1  1 - ク ロ ロ -1 ,1 - ジ フ ル オ ロ エ タ ン

（ 別 名 HCFC1 4 2 b）  
1 -Ch lo ro -1 ,1 -d i f l uo ro e th an e  7 5 -68 -3  

2  塩 化 メチル  Ch lo ro meth an e  7 4 -87 -3  
3  1 ,2 -ジクロロ -1 ,1 ,2 ,2 -テトラフル

オロエタン（ 別 名 CFC11 4）  
1 , 2 -Dich lo ro -1 ,1 ,2 ,2 - t e t r a f lu o ro e th an e 7 6 -14 -2  

4  イソブタン  I so b u tan e 7 5 -28 -5  
5  塩 化 ビニル  Vin y l  ch lo r id e  7 5 -01 -4  
6  1 -ブテン  1 -Bu ten e  1 0 6 -9 8 -9  
7  1 ,3 -ブタジエン  1 , 3 -Bu tad i en e 1 0 6 -9 9 -0  
8  n -ブタン  n -Bu tan e  1 0 6 -9 7 -8  
9  t r an s -2 -ブテン  t r an s -2 -Bu ten e  6 2 4 -6 4 -6  
1 0  ブロモメタン  

（ 別 名  臭 化 メチル）  
B ro mo meth an e  7 4 -83 -9  

11  c i s -2 -ブテン  c i s -2 -Bu ten e  5 9 0 -1 8 -1  
1 2  クロロエタン  Ch lo ro e th an e 7 5 -00 -3  
1 3  2 ,2 -ジクロロ -1 ,1 ,1 -トリフルオロ

エタン（ 別 名 HCFC1 2 3）  
2 , 2 -Dich lo ro -1 ,1 ,1 - t r i f l uoro e th an e  3 0 6 -8 3 -2  

1 4  イソペンタン  2 -meth y lb u tan e（ I so p en tan e）  7 8 -78 -4  
1 5  トリクロロフロロメタン  

（ 別 名 CFC11）  
Tr i ch lo ro mo n o f lu o ro meth an e  7 5 -69 -4  

1 6  1 ,1 - ジ ク ロ ロ -1 - フ ル オ ロ エ タ ン

（ 別 名 HCFC1 4 1 b）  
1 , 1 -Dich lo ro -1 - f luo ro e th an e  1 7 17 -0 0 -6  

1 7  1 -ペンテン  1 -Pen ten e  1 0 9 -6 7 -1  
1 8  アクリロニトリル  Acry lo n i t r i l e  1 0 7 -1 3 -1  
1 9  n -ペンタン  n -Pen tan e  1 0 9 -6 6 -0  
2 0  イソプレン  2 -Meth y l -1 ,3 -bu tad i en e 7 8 -79 -5  
2 1  1 ,1 ,1 ,2 ,2 - ペ ン タ フ ル オ ロ - 3 ,3 -

ジクロロプロパン  
（ 別 名 HCFC2 2 5 ca）  

3 , 3 -Dich lo ro -1 ,1 ,1 ,2 ,2 -p en ta f lu o rop ro p an e 4 2 2 -5 6 -0  

2 2  t r an s -2 -ペンテン  t r an s -2 -Pen ten e  6 4 6 -0 4 -8  
2 3  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
2 4  c i s -2 -ペンテン  c i s -2 -Pen ten e  6 2 7 -2 0 -3  
2 5  ジクロロメタン  D ich lo ro meth an e  7 5 -09 -2  
2 6  1 ,1 ,2 ,2 ,3 -ペンタフルオロ -1 ,3 -

ジクロロプロパン  
（ 別 名 HCFC2 2 5 cb）  

1 , 3 -Dich lo ro -1 ,1 ,2 ,2 ,3 -p en ta f lu o rop ro p an e 5 0 7 -5 5 -1  

2 7  塩 化 アリル  3 -Ch lo ro -1 -p rop en e 1 0 7 -0 5 -1  
2 8  1 ,1 ,2 - ト リ フ ル オ ロ ト リ ク ロ ロ エ タ

ン（ 別 名 CFC11 3）  
1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro to r i f l u o ro e th an e  7 6 -13 -1  

2 9  2 ,2 -ジメチルブタン  2 , 2 -Dimeth y lbu tan e  7 5 -83 -2  
3 0  1 ,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo ro e th an e  7 5 -34 -3  
3 1  シクロペンタン  Cy c lo p en tan e 2 8 7 -9 2 -3  
3 2  2 ,3 -ジメチルブタン  2 , 3 -Dimeth y lbu tan e  7 9 -29 -8  
3 3  2 -メチルペンタン  2 -Meth y lp en tan e  1 0 7 -8 3 -5  
3 4  3 -メチルペンタン  3 -Meth y lp en tan e  9 6 -14 -0  
3 5  2 -メチル -1 -ペンテン  2 -Meth y l -1 -p en ten e 7 6 3 -2 9 -1  
3 6  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2  
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3 7  n -ヘキサン  n -Hex an e  11 0 -54 -3  
3 8  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
3 9  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
4 0  メチルシクロペンタン  Meth y lcy c lo p en tan e 9 6 -37 -7  
4 1  2 ,4 -ジメチルペンタン  2 , 4 -Dimeth y lp en tan e 1 0 8 -0 8 -7  
4 2  1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
4 3  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
4 4  四 塩 化 炭 素  Carb o n te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
4 5  シクロヘキサン  Cy c lo h ex an e  11 0 -82 -7  
4 6  2 -メチルヘキサン  2 -Meth y lh ex an e  5 9 1 -7 6 -4  
4 7  2 ,3 -ジメチルペンタン  2 , 3 -Dimeth y lp en tan e 5 6 5 -5 9 -3  
4 8  3 -メチルヘキサン  3 -Meth y lh ex an e  5 8 9 -3 4 -4  
4 9  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
5 0  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
5 1  イソ オクタン（ 2 ,2 ,4 - トリメチル ペ

ンタン）  
2 , 2 ,4 -Tr imeth y lp en tan e 5 4 0 -8 4 -1  

5 2  n -ヘプタン  n -Hep tan e  1 4 2 -8 2 -5  
5 3  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -5  
5 4  メチルシクロヘキサン  Meth y lcy c lo h ex an e 1 0 8 -8 7 -2  
5 5  t r an s -1 ,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -6  
5 6  1 ,1 ,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro e th an e 7 9 -00 -5  
5 7  2 ,3 ,4 -トリメチルペンタン  2 , 3 ,4 -Tr imeth y lp en tan e 5 6 5 -7 5 -3  
5 8  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
5 9  2 -メチルヘプタン  2 -Meth y lh ep tan e  5 9 2 -2 7 -8  
6 0  3 -メチルヘプタン  3 -Meth y lh ep tan e  5 8 9 -8 1 -1  
6 1  1 ,2 - ジ ブ ロ モ エ タ ン （ 別 名 二 臭

化 エチレン）  
1 , 2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  

6 2  n -オクタン  n -Oc tan e  111 -65 -9  
6 3  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
6 4  クロロベンゼン  Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
6 5  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
6 6 ,67  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  

p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
6 8  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
6 0  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  7 9 -34 -5  
7 0  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
7 1  n -ノナン  n -No n an e 111 -84 -2  
7 2  クメン（ 別 名 イソ プロ ピル ベ ンゼ

ン）  
i -P ro p y lb en zen e  9 8 -82 -8  

7 3  α -ピネン  α -P in en e  7 7 85 -2 6 -4  
7 4  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
7 5  3 -エチルトルエン  3 -E th y l to lu en e 6 2 0 -1 4 -4  

4 -エチルトルエン  4 -E th y l to lu en e 6 2 2 -9 6 -8  
7 6  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
7 7  2 -エチルトルエン  2 -E th y l to lu en e 6 11 -14 -3  
7 8  β -ピネン  β -P in en e  1 8 17 2 -67 -3  
7 9  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 - -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
8 0  塩 化 ベンジル  Ben zy lch lo r id e  1 0 0 -4 4 -7  
8 1  n -デカン  n -Decan e  1 2 4 -1 8 -5  
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8 2  1 ,3 ジクロロベンゼン  1 , 3 Dich lo ro b en zen e  5 4 1 7 3 1  
8 3  1 ,4 ジクロロベンゼン  1 , 4 Dich lo ro b en zen e  1 0 6 4 6 7  
8 4  1 ,2 ,3 トリメチルベンゼン  1 , 2 ,3  Tr imeth y lb en zen e  5 2 6 7 3 8  
8 5  1 ,２ ジクロロベンゼン  1 , 2 Dich lo ro b en zen e  9 5 50 1  
8 6  1 ,３ ジエチルベンゼン  m Die th y lb en zen e  1 4 1 9 3 5  
8 7  1 ,4 ジエチルベンゼン  p Die th y lb en zen e  1 0 5 0 5 5  
8 8  n ウンデカン  n Un d ecan e  11 2 0 2 1 4  
8 9  1 ,2 ,4 トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 Tr ich lo ro b en zen e  1 2 0 8 2 1  
9 0  ヘキサクロロ 1 ,3 ブタジエン  Hex ach lo ro 1 ,3 bu tad i en e 8 7 68 3  

 
K.7.3 624 系統カラムの分析条件 

表 K.15 に，分析条件を示す。  
 

表 K.15 624 系統カラムの GC-MS 分析条件 

装置  ガスクロマトグラフ質量分析計  
カラム  6 2 4  ms 系統（ 6 0  m×0 .32  mm I .D . ,  膜厚 1 .8  µm）  
キャリヤーガス流量  He， 2 .4  mL/min（コンスタントプレッシャー）  
濃縮量  4 . 6  p p bv， 4 00  mL，スプリットレス  
注入口温度  2 2 0  ℃  
オーブン温度  4 0  ℃（ 4  min 保持）→  5  ℃ /min  →  1 40  ℃  （ 0  min）  

         →  1 5  ℃ /min  →  23 0  ℃  （ 8  min 保持） 
イオン源温度  2 5 0  ℃  
測定モード  S IM 

 
K.7.4 624 系統カラムのクロマトグラムとピーク成分名 

図 K.8 に混合標準ガスの分析時の TIC，及び表 K.16 にピーク成分名のリストを示
す。  
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図 K.8 混合標準ガスを分析した時の TIC 

 
表 K.16 混合標準ガスのピーク成分名 

No .  物質名（和名）  物質名（英名）  CAS 番号  
1  1 ,1 ,1 ,2 テトラフルオロエタン  

（ 別 名 HFC1 3 4 a）  
1 , 1 ,1 ,2 Tet ra f lu o ro e th an e 8 11 97 2  

4  1 ,2 ジクロロ 1 ,1 ,2 ,2 テトラフルオ

ロエタン（ 別 名 CFC11 4）  
1 , 2 Dich lo ro 1 ,1 ,2 ,2  t e t r a f lu o ro e th an e 7 6 14 2  

5  1 クロロ 1 ,1 ジフルオロエタン  
（ 別 名 HCFC1 4 2 b）  

1 Ch lo ro 1 ,1 d i f luo ro e th an e  7 5 68 3  

6  イソブタン  I so b u tan e 7 5 28 5  
7  塩 化 メチル  Ch lo ro meth an e  7 4 87 3  
8  t r an s 2 ブテン  t r an s 2 Bu ten e  6 2 4 6 4 6  
9  塩 化 ビニル  Vin y l  ch lo r id e  7 5 01 4  
1 0  n ブタン  n Bu tan e  1 0 6 9 7 8  
11  1 ,3 ブタジエン  1 , 3 Bu tad ien e 1 0 6 9 9 0  
1 2  1 ブテン  1 Bu ten e  1 0 6 9 8 9  
1 3  c i s 2 ブテン  c i s 2 Bu ten e  5 9 0 1 8 1  
1 4  ブロモメタン（ 別 名  臭 化 メチル）  B ro mo meth an e  7 4 83 9  
1 5  クロロエタン  Ch lo ro e th an e 7 5 00 3  
1 6  イソペンタン  2 meth y lb u tan e（ I so p en tan e）  7 8 78 4  
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1 7  ト リ ク ロ ロ フ ロ ロ メ タ ン （ 別 名

CFC11）  
Tr i ch lo ro mo n o f lu o ro meth an e  7 5 -69 -4  

1 8  1 -ペンテン  1 -Pen ten e  1 0 9 -6 7 -1  
1 9  n -ペンタン  n -Pen tan e  1 0 9 -6 6 -0  
2 0  t r an s -2 -ペンテン  t r an s -2 -Pen ten e  6 4 6 -0 4 -8  
2 1  1 ,1 -ジクロロ -1 -フルオロエタン（ 別

名 HCFC1 4 1 b）  
1 , 1 -Dich lo ro -1 - f luo ro e th an e  1 7 17 -0 0 -6  

2 2  イソプレン  2 -Meth y l -1 ,3 -bu tad i en e 7 8 -79 -5  
2 3  2 ,2 - ジ ク ロ ロ -1 ,1 ,1 - ト リ フ ル オ ロ エ

タン（ 別 名 HCFC1 2 3）  
2 , 2 -Dich lo ro -1 ,1 ,1 - t r i f l uoro e th an e  3 0 6 -8 3 -2  

2 4  c i s -2 -ペンテン  c i s -2 -Pen ten e  6 2 7 -2 0 -3  
2 5  1 ,1 ,2 -トリフルオロトリクロロエタン  

（ 別 名 CFC11 3）  
1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro to r i f l u o ro e th an e  7 6 -13 -1  

2 6  1 ,1 -ジクロロエチレン  1 , 1 -Dich lo ro e th en e  7 5 -35 -4  
2 7  2 ,2 -ジメチルブタン  2 , 2 -Dimeth y lbu tan e  7 5 -83 -2  
2 8  1 ,1 ,1 ,2 ,2 - ペ ン タ フ ル オ ロ -3 ,3 - ジ

クロロプロパン  
（ 別 名 HCFC2 2 5 ca）  

3 , 3 -Dich lo ro -1 ,1 ,1 ,2 ,2 -p en ta f lu o rop ro p an e 4 2 2 -5 6 -0  

2 9  塩 化 アリル  3 -Ch lo ro -1 -p rop en e 1 0 7 -0 5 -1  
3 0  1 ,1 ,2 ,2 ,3 - ペ ン タ フ ル オ ロ -1 ,3 - ジ

クロロプロパン  
（ 別 名 HCFC2 2 5 cb）  

1 , 3 -Dich lo ro -1 ,1 ,2 ,2 ,3 -p en ta f lu o rop ro p an e 5 0 7 -5 5 -1  

3 1  ジクロロメタン  D ich lo ro meth an e  7 5 -09 -2  
3 2  2 -メチルペンタン  2 -Meth y lp en tan e  1 0 7 -8 3 -5  
3 3  2 ,3 -ジメチルブタン  2 , 3 -Dimeth y lbu tan e  7 9 -29 -8  
3 4  シクロペンタン  Cy c lo p en tan e 2 8 7 -9 2 -3  
3 5  アクリロニトリル  Acry lo n i t r i l e  1 0 7 -1 3 -1  
3 6  3 -メチルペンタン  3 -Meth y lp en tan e  9 6 -14 -0  
3 7  2 -メチル -1 -ペンテン  2 -Meth y l -1 -p en ten e 7 6 3 -2 9 -1  
3 8  n -ヘキサン  n -Hex an e  11 0 -54 -3  
3 9  1 ,1 -ジクロロエタン  1 , 1 -Dich lo ro e th an e  7 5 -34 -3  
4 0  2 ,4 -ジメチルペンタン  2 , 4 -Dimeth y lp en tan e 1 0 8 -0 8 -7  
4 1  メチルシクロペンタン  Meth y lcy c lo p en tan e 9 6 -37 -7  
4 2  c i s -1 ,2 -ジクロロエチレン  c i s -1 ,2 -Dich lo ro e th en e 1 5 6 -5 9 -2  
4 3  クロロホルム  Ch lo ro fo rm 6 7 -66 -3  
4 4  2 -メチルヘキサン  2 -Meth y lh ex an e  5 9 1 -7 6 -4  
4 5  1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  1 , 1 ,1 -Tr i ch lo ro e th an e 7 1 -55 -6  
4 6  2 ,3 -ジメチルペンタン  2 , 3 -Dimeth y lp en tan e 5 6 5 -5 9 -3  
4 7  シクロヘキサン  Cy c lo h ex an e  11 0 -82 -7  
4 8  3 -メチルヘキサン  3 -Meth y lh ex an e  5 8 9 -3 4 -4  
4 9  四 塩 化 炭 素  Carb o n te t r ach lo r id e  5 6 -23 -5  
5 0  ベンゼン  Ben zen e  7 1 -43 -2  
5 1  1 ,2 -ジクロロエタン  1 , 2 -Dich lo ro e th an e  1 0 7 -0 6 -2  
5 2  イ ソ オ ク タ ン （ 2 ,2 ,4 - ト リ メ チル ペ ン

タン）  
2 , 2 ,4 -Tr imeth y lp en tan e 5 4 0 -8 4 -1  

5 3  n -ヘプタン  n -Hep tan e  1 4 2 -8 2 -5  
5 4  トリクロロエチレン  Tr i ch lo ro e th en e  7 9 -01 -6  
5 5  メチルシクロヘキサン  Meth y lcy c lo h ex an e 1 0 8 -8 7 -2  
5 6  1 ,2 -ジクロロプロパン  1 , 2 -Dich lo ro p rop an e  7 8 -87 -5  
5 7  2 ,3 ,4 -トリメチルペンタン  2 , 3 ,4 -Tr imeth y lp en tan e 5 6 5 -7 5 -3  
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5 8  2 -メチルヘプタン  2 -Meth y lh ep tan e  5 9 2 -2 7 -8  
5 9  3 -メチルヘプタン  3 -Meth y lh ep tan e  5 8 9 -8 1 -1  
6 0  c i s -1 ,3 -ジクロロプロペン  c i s -1 ,3 -Dich lo ro p ro p en e 1 0 06 1 -01 -

5  
6 1  トルエン  To lu en e 1 0 8 -8 8 -3  
6 2  n -オクタン  n -Oc tan e  111 -65 -9  
6 3  t r an s -1 ,3 -ジクロロプロペン  t r an s -1 ,3 -Dich lo rop ro p ene  1 0 06 1 -02 -

6  
6 4  1 ,1 ,2 -トリクロロエタン  1 , 1 ,2 -Tr i ch lo ro e th an e 7 9 -00 -5  
6 5  テトラクロロエチレン  Te t r ach lo ro e th en e  1 2 7 -1 8 -4  
6 6  1 ,2 - ジ ブロ モエ タン（ 別 名 二 臭 化

エチレン）  
1 , 2 -Dib ro mo eth an e  1 0 6 -9 3 -4  

6 7  クロロベンゼン  Ch lo rob en zen e  1 0 8 -9 0 -7  
6 8  エチルベンゼン  E th y lb en zen e 1 0 0 -4 1 -4  
6 9  n -ノナン  n -No n an e 111 -84 -2  
7 0 ,71  m-キシレン  m-Xy len e  1 0 8 -3 8 -3  

p -キシレン  p -Xy len e  1 0 6 -4 2 -3  
7 2  スチレン  S ty ren e  1 0 0 -4 2 -5  
7 3  o -キシレン  o -Xy len e  9 5 -47 -6  
7 4  ク メ ン （ 別 名 イ ソ プ ロ ピ ル ベ ン ゼ

ン）  
i -P ro p y lb en zen e  9 8 -82 -8  

7 5  α -ピネン  α -P in en e  7 7 85 -2 6 -4  
7 6  1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  1 , 1 ,2 ,2 -Te t r ach lo ro e th an e  7 9 -34 -5  
7 7  n -プロピルベンゼン  n -P ro py lb en zen e  1 0 3 -6 5 -1  
7 8  3 -エチルトルエン  3 -E th y l to lu en e 6 2 0 -1 4 -4  
7 9  n -デカン  n -Decan e  1 2 4 -1 8 -5  
8 0  4 -エチルトルエン  4 -E th y l to lu en e 6 2 2 -9 6 -8  
8 1  1 ,3 ,5 -トリメチルベンゼン  1 , 3 ,5 -Tr imeth y lb en zen e  1 0 8 -6 7 -8  
8 2  β -ピネン  β -P in en e  1 8 17 2 -67 -

3  
8 3  2 -エチルトルエン  2 -E th y l to lu en e 6 11 -14 -3  
8 4  1 ,2 ,4 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr imeth y lb en zen e  9 5 -63 -6  
8 5  1 ,3 -ジクロロベンゼン  1 , 3 -Dich lo ro b en zen e  5 4 1 -7 3 -1  
8 6  1 ,4 -ジクロロベンゼン  1 , 4 -Dich lo ro b en zen e  1 0 6 -4 6 -7  
8 7  1 ,2 ,3 -トリメチルベンゼン  1 , 2 ,3 -Tr imeth y lb en zen e  5 2 6 -7 3 -8  
8 8  塩 化 ベンジル  Ben zy lch lo r id e  1 0 0 -4 4 -7  
8 9  1 ,3 -ジエチルベンゼン  m-Die th y lb en zen e  1 4 1 -9 3 -5  
9 0  1 ,4 -ジエチルベンゼン  p -Die th y lb en zen e  1 0 5 -0 5 -5  
9 1  n -ウンデカン  n -Un d ecan e  11 2 0 -2 1 -4  
9 2  1 ,２ -ジクロロベンゼン  1 , 2 -Dich lo ro b en zen e  9 5 -50 -1  
9 3  1 ,2 ,4 -トリクロロベンゼン  1 , 2 ,4 -Tr i ch lo ro b en zen e  1 2 0 -8 2 -1  
9 4  ヘキサクロロ -1 ,3 -ブタジエン  Hex ach lo ro -1 ,3 -bu tad i en e 8 7 -68 -3  
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Annex L 
（参考）  

代表的な VOC のイオン化ポテンシャル  
 
L.1 代表的な VOC のイオン化ポテンシャル 

代表的な VOC のイオン化ポテンシャルの例を，表 L.1 に示す。  
 

表 L.1 代表的な VOC のイオン化ポテンシャルの例 

対象物質  CAS 番 号  
イオン化 ポテンシャル  

（ eV）  
アクリロニトリル  1 0 7 -1 3 -1  1 0 .91  
塩 化 メチル  7 4 -87 -3  11 .28  
1 ,2 -ジクロロエタン  1 0 7 -0 6 -2  11 .04  
テトラクロロエチレン  1 2 7 -1 8 -4  9 .3 2  
トルエン  1 0 8 -8 8 -3  8 .8 2  
ベンゼン  7 1 -43 -2  9 .2 5  
アクリル酸 メチル  9 6 -33 -3  1 0 .72  
塩 化 ビニル  7 5 -01 -4  1 0 .00  
クロロホルム   6 7 -66 -3  11 .37  
ジクロロメタン  7 5 -09 -2  11 .35  
トリクロロエチレン  7 9 -01 -6  9 .4 5  
エチルベンゼン  1 0 0 -4 1 -4  8 .7 5  
塩 化 ベンジル  1 0 0 -4 4 -7  9 .1 4  
m- ,p -キシレン  m-  1 0 8 -38 -3  

p -  1 06 -4 2 -3  
8 .5 6  
8 .4 5  

クロロベンゼン  1 0 8 -9 0 -7  9 .0 7  
酢 酸 ビニル  1 0 8 -0 5 -4  9 .1 9  
1 ,1 -ジクロロエチレン  7 5 -35 -4  1 0 .00  
p -ジクロロベンゼン  1 0 6 -4 6 -7  8 .9 4  
1 ,1 ,2 ,2 -テトラクロロエタン  7 9 -34 -5  11 .10  
ブロモメタン  （ 別 名 臭 化 メチル）  7 4 -83 -9  1 0 .53  
メタクリル酸 メチル  8 0 -62 -6  9 .7 4  
1 ,1 ,1 -トリクロロエタン  7 1 -55 -6  11 .25  
1 ,1 -ジクロロエタン  7 5 -34 -3  11 .06  
o -キシレン  9 5 -47 -6  8 .5 6  
クロロジブロモメタン  1 2 4 -4 8 -1  1 0 .59  
四 塩 化 炭 素  5 6 -23 -5  11 .28  
1 ,2 -ジクロロエチレン  シス  15 6 .5 9 -2  

トランス  1 5 6 -6 0 -5  
mix  5 4 0 -5 9 -0  

シス  9 . 6 5  
トランス  9 . 6 6  

o -ジクロロベンゼン  9 5 -50 -1  9 .0 7  
スチレン  1 0 0 -4 2 -5  8 .4 7  
1 ,1 ,2 -トリクロロエタン  7 9 -00 -5  11 .00  
二 硫 化 炭 素  7 5 -15 -0  1 0 .08  
n -ヘキサン  11 0 -54 -3  1 0 .18  
クロロエタン  7 5 -00 -3  1 0 .97  
酢 酸 エチル  1 4 1 -7 8 -6  1 0 .11  
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メチルエチルケトン  7 8 -93 -3  9 .5 3  
酢 酸 ブチル  1 2 3 -8 6 -4  1 0 .01  
アセトン  6 7 -64 -1  9 .6 9  
メチルイソブチルケトン  1 0 8 -1 0 -1  9 .3 0  
n -ブタノール  7 1 -36 -3  1 0 .04  
エタノール  6 4 -17 -5  1 0 .48  
テトラヒドロフラン  1 0 9 -9 9 -9  9 .5 4  
アセトニトリル  7 5 -05 -8  1 2 .20  
ナフタレン  9 1 -20 -3  8 .1 0  
1 ,3 -ジクロロベンゼン (m-ジクロロベンゼン )  5 4 1 -7 3 -1  9 .1 2  
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Annex M 
（参考）  

ベンゼン， トリクロロエチレン， テトラクロロエチレンの測 定 方 法 の概 要  
 
M.1 一般事項 

排ガス中の VOC 測定では，試料採取と分析方法の検出器との組合せが多数あるの

で，組合せの例と検出感度の関係が分かりやすいようにベンゼンを例に示す。 

なお，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレンについては，GC/ECD 法につい

ての比較であり，他の方法については，ベンゼンの測定法を参考にする。  
 
M.2  JIS 規格及び本マニュアルによるベンゼン，トリクロロエチレン，テトラクロロ

エチレンの測定方法について 

JIS 規格である JIS K 0088（排ガス中のベンゼン分析方法）及び JIS K 0305（排ガス
中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン分析法）は，本マニュアルに含ま

れている。JIS 規格から本マニュアルによる測定方法への対応の概要を，以下に示す。  
 
M.2.1 JIS 規格及び本マニュアルにおけるベンゼンの測定方法の概要 

JIS 規格におけるベンゼン測定法の概要を図 M.1 に，本マニュアルにおけるベンゼ
ンの測定方法の概要を図 M.2 に示す。  

 

 

図 M.1 JIS 規格（JIS K 0088）におけるベンゼン測定法（GC/FID）の概要 
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図 M.2 本マニュアルにおけるベンゼン測定法の概要 

 
M.2.2 JIS 規格及び本マニュアルにおけるトリクロロエチレン及びテトラクロロエ

チレンの測定方法の概要 

JIS 規格におけるトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの測定法の概要を
図 M.3 に，本マニュアルにおけるトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの測
定方法の概要を図 M.4 に示す。  

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 3編 3.27 排ガス中の揮発性有機化合物測定マニュアル 

 98 © JEMCA 2021  

 

図 M.3 JIS規 格 （JIS K 0305） におけるトリクロロエチレン及 びテトラクロロエチレン測 定 法 の概 要 

 
 

 

図 M.4 本 マニュアルにおけるトリクロロエチレン及 びテトラクロロエチレン測 定 法 （GC/ECD） の概 要 
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第４編 共通事項  

第 1 章 排ガスの分析用語 

(五十音順 )  
番

号 用  語 解    説 

1 イオンクロマトグラフ イオンクロマトグラフィーによってイオン種成分を分析するために用い

る装置。ICと略称する。 

2 イオンクロマトグラフィー 

電解質溶液中のイオン種成分の分離分析法。溶離液を移動相として、イ

オン交換体などを固定相として分離カラム内で試料溶液中のイオン種成

分を展開溶離させ、電気伝導度検出器、電気化学検出器、分光光度検出

器、蛍光検出器などによって測定するクロマトグラフィー。 
3 イオン電極（イオン選択性電極） 溶液中の特定イオンの活量に応答し電位を発生する電極。 
4 1形ダスト捕集器 ダスト採取においてダスト捕集器をダクト内に置くもの。 

5 一次標準 
最高の計量性能を持ち、同一の量の他の標準への参照なしに、その値が

特定の範囲内において受容されるように指定されている、又は広く認め

られた標準。 

6 移動採取法 1個のダスト捕集器を用いて測定点を移動し、それぞれ同じ吸引時間で
ダスト試料を採取する方法。 

7 インパクター 慣性衝突法を用いて粒子を捕集板に衝突させて気流から分離するもの。 

8 インパクター捕集法（慣性衝突

法） 

ノズルを通しカバーガラス又はろ紙に空気を高速のジェット気流として

吹きつけ、衝撃によって試料空気中の粉じん（塵）を捕そく（捉）する

方法。 

9 回帰分析 相互に関係のある二つの特性値について、一つの特性値から別の特性値

を予測する数式を求めること。その典型的な方法に最小二乗法がある。 

10 化学分析 

物質の化学種を明らかにするための、又はそれを定量するための操作及

び技術。 

  備考：化学種を認知するもので、化学的方法、物理的方法などを問わ
ない。 

11 各点採取法 測定点ごとに 1個のダスト捕集器を用いてダスト試料を採取する採取
法。 

12 ガスクロマトグラフィー 移動相として気体を用いるクロマトグラフィー。GCと略称する。 
13 ガスクロマトグラフ質量分析計 ガスクロマトグラフと質量分析計とを結合した装置。 

14 ガスクロマトグラフ質量分析法 
ガスクロマトグラフと質量分析計を結合した装置を用いることにより、

両装置の特徴が組み合わされて高い分離、定性能力を発揮するとともに

選択的検出、定量を行う方法。 

15 ガスクロマトグラフ法 固定相（充塡剤）の間を移動相(気体）が通過するときに、移動相に含
まれる成分が分離されることを利用した分析装置。 

16 ガス状水銀 排ガス中に気体として存在する水銀（主に元素状水銀と二価水銀）及び

その化合物の総称 

17 空試験 試料を用いないで、試料を用いたときと同様の操作をする試験。 

注記：分析操作中に試料の汚染が生じていないかどうか確認できる。 

18 乾き排ガス 排ガスのうち水分を含まないもの、あるいは機械的に水分を除去したも

の、または計算により水分量を除去した状態のガスをいう。 

19 乾き排ガス流量 
乾き排ガスが単位時間あたり、どれだけの体積が移動したかを表した

量。湿り排ガス流量のデータと水分量のデータから計算される、水分を

除去したと仮定される計算上のガス量。 

20 乾式ガスメーター 

入口よりガスが計量室に入ると入口と出口側の圧力差を受けダイアフラ

ムが移動し、ガスはスライドバルブの働きで排気・吸気が切替えられ排

出される。この一連の動きを介して計量する実量式積算流量計である。

ガスの比重、粘度に影響されず、ガスを湿潤しないため水蒸気圧の影響

も受けない特徴を有する。 

21 器差 a) 測定器の示す値から示すべき真の値を引いた値。 

b) 標準器の公称値から真の値を引いた値。 
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番

号 用  語 解    説 

22 吸引管 先端にガラス繊維などを充塡して、排ガスを吸引する際に、ダストが混

入しないようにしたもので、硬質ガラスまたは金属製のものを用いる。 

23 吸引ノズル ダスト試料を採取するため、ダクト内に挿入して排ガスを吸引するノズ

ル。 

24 吸引流量 排ガスを吸引する際の速度。単位時間あたり、どれだけのガス体積を吸

引したかを表した量。 

25 吸光光度分析法 
適当な試薬で発色させた溶液試料中の目的成分(金属イオンなど)に光を
あて、その光が試料を通過する際の光の吸収の程度、すなわち吸光度を

測定することにより、目的成分の濃度を求める方法。 

26 吸湿管 
U字管あるいは吸収管に塩化カルシウムなどの吸湿剤を充塡したもの。
ガス中の水分を吸収させ、その前後の重量差よりガス中の水分量を計量

する。 

27 吸収瓶 煙道などからガスを吸引して液体と接触させ、ガス中の特定の成分を液

体に溶解、吸収させるためのガラス製器具 

28 許容差 a) 基準にとった値と、それに対して許容される限界との値の差。 

b) ばらつきが許容される限界の値。 

29 繰返し性 

次のすべての条件どおりに行われた、同一の測定量の連続する測定にお

ける結果間の一致の程度。 

 － 同一の測定手順 

 － 同一の測定者 

 － 同一の条件下で用いられた同一の測定装置 

 － 同一の場所 

 － 短時間での繰り返し。 

併行精度ともいう。 

30 クロマトグラフ クロマトグラフィーを行う装置。 

31 クロマトグラフィー 試料を固定相に接して流れる移動相に導入して、固定相及び移動相に対

する成分の特性の差によって分離を行う方法。 

32 蛍光分光分析法 
適当な波長の励起光を選んで試料に照射し、発する蛍光の強さを波長の

関数として得られるスペクトルと強度を測定することにより，試料中の

物質の定性、定量を行う分析法。 

33 計量法 
計量の基準を定めて適正な計量の実施を確保することで、品質の向上や

適正取引の推進等を図り、経済の発展及び文化の向上に寄与することを

目的として制定された法律 
34 系統誤差 再現可能で何らかの手段によって補正できるような誤差。 

35 欠測値 予定された一連の測定において、何らかの事故のために得られなかった

値。 

36 原子吸光分析方法 元素を熱解離、原子化させたとき、特有の波長の光を吸収する現象を利

用して試料中の元素の定性、定量を行う分析法 
37 検出下限 検出できる最小量(値) 

38 検知管 管内に発色試薬などを含む吸着剤又は液体を充塡し、これに気体を通過

させ、その気体の微量成分の検出又は簡易な定量を行うための器具。 

39 検知管式ガス測定器 
発色試薬などを含む吸着剤を管の内部に充塡し、これに気体を通過さ

せ、その気体の微量成分の検出又は簡易な定量を行うための器具。

(JISK0804参照） 
40 高速液体クロマトグラフ 高速液体クロマトグラフィーを行う装置。 

41 高速液体クロマトグラフ法 

（高速液体クロマトグラフィー） 

液体を移動相にしてカラムに試料を導入し、分析種を固定相との相互作

用（吸着、分配、イオン交換、サイズ排除など）の差を利用して高性能

に分離して検出する方法。 

42 国際単位系 
メートル条約における国際的定義に基づく単位系。 

 備考 国際単位系はSI基本単位(七つの基本単位及び組立単位)とSI
接頭語とで構成されている。 

43 誤差 測定値から真の値を引いた差 
44 個人誤差 測定者の個人差によって生じる誤差。 
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番

号 用  語 解    説 

45 個別試料採取方法 
ガス状と粒子状の物質に対して個別にノズルを用い，一方から試料ガス

を等速吸引して粒子状物質を採取し，他方から試料ガスをガス状物質の

採取に適した流量で吸引し，ガス状物質を採取する方法。 

46 再現性 

次の諸条件を変えて測定を行ったときの、同一の測定量の測定結果の間

の一致の程度。 

 － 測定の原理又は方法 

 － 測定者 

 － 測定装置 

 － 場所 

 － 使用条件 

 － 時間 

47 採取管 煙道などからガス分析用の試料を採取するときに使用する器具。試料ガ

ス温度や試料ガスとの反応性を考慮して材質を決定する必要がある。 

48 採取口 
採取管を挿入するためにダクト壁面を貫通して開けられた穴。ダクト内

の排ガスに対して直角に採取管を挿入できるような角度で、採取管のダ

クト内への出し入れが出来る太さのものを設置する。 

49 採取点 

採取位置に選定したダクト断面内に JIS Z8808の 5.3(測定方法)によって
選定される。ダクトの大きさ、形状によって決定されるが、各採取点に

おける分析結果の相違が少なく、ガス濃度の変動が採取位置断面におい

て±15%以下の場合には、任意の 1点として差し支えない。 

50 サイドストリームサンプリング 1つのノズルを用いて排ガスを等速吸引し，粒子状物質を捕集した後，
排ガスの一部を分岐し，ガス状物質を捕集する方法。 

51 作業標準物質 
分析・計測の現場において実用標準として用いる標準物質。トレーサビ

リティ上で、より上位の標準物質との比較によって標準値が付与され

る。 

52 JCSS 
Japan Calibration Service Systemの略称。計量法に基づく計量法トレーサ
ビリティ制度で「計量標準供給制度」と「校正事業者登録制度」の 2本
柱から成る。 

53 試験室間再現性 異なる施設間において測定する場合の精度。 

 備考 分析方法の標準化のために共同研究で評価する場合がある。 

54 試験室内再現性 同一施設内において試験日、実施者、器具、機器などを変えて測定する

場合の精度。 

55 質量分率 質量単位を用いて表した、ある成分の全体に対する比率。質量分率

0.123、質量分率 12.3%などと表す。 

56 質量濃度 溶液、固溶体、混合気体、分散系などにおける分析種の含有率を質量単

位を用いて表す数値。 

57 質量スペクトル（マススペクト

ル） 各イオンの強度を縦軸に、m／zの順序を横軸に並べた図 

58 質量分析計 質量スペクトルを測定する機器。通常、イオンを電流として検出・記録

する。 

59 湿式ガスメーター 
水またはオイル等の液体でシールされた軽量ドラムの回転と置換封液で

通過するガスを計量する実量式積算流量計で、ガスの比重、粘度に影響

されない。水でシールする場合水蒸気圧の補正が必要。 
60 湿り排ガス 燃料中の水素が燃焼すると水蒸気となる、これを含む燃焼排ガス 

61 湿り排ガス流量 

湿り排ガスが単位時間あたり、どれだけの体積が移動したかを表した

量。ダクト断面積、大気圧、静圧、流速、温度から計算される。あるい

は、燃料の単位当たりの湿り排ガス量と燃料消費量による燃焼計算から

も計算することができる。 

62 真空フラスコ法 
試料ガスをガスの状態で捕集するガラス製の減圧捕集瓶の一つである真

空フラスコを用いた採取方法。真空フラスコには個別規格に規定する吸

収液を入れ、フラスコ内を減圧してから捕集操作を行う。 

63 真空捕集瓶法 
試料ガスをガスの状態で捕集するガラス製の減圧捕集瓶の一つである真

空捕集瓶を用いた採取方法。真空捕集瓶は容器内を減圧してから捕集操

作を行う。 
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番

号 用  語 解    説 

64 真度 試験値と採択された参照値との間の一致の程度。 

65 真の値 

ある特定の量の定義と合致する値。 

 備考１ 特別な場合を除いて観念的な値で、実際には求められないの

で、真の値とみなし得る値を用いることがある。 

 備考２ 標準器の真の値とは、標準機が現実にもつ値をいう。  
66 信頼区間 ある水準での信頼性を示す区間。 

67 信頼性(測定値の) 機器、方法又はそれらの要素が、既定の条件の範囲内において規定の機

能と性能を保持する性質又は度合い。 

68 静圧 動圧と対比した静止流体の圧力。ピトー管を煙道、ダクトに挿入した

際、流れ方向とは逆側のピトー管表面の圧力として測定される。 
69 精確さ 真度(trueness)と精度(precision)とを含めた総合的な良さ 
70 精度 測定値におけるばらつきの程度。例えば、標準偏差によって表す。 

71 赤外線吸収方法 
赤外線の吸収現象を利用する分析法の総称。分子振動のうち赤外線をあ

てると双極子モーメントの変化を起こす振動に対応する特定波長での共

鳴吸収を利用して物質の分析を行う。 

72 積算流量計 流れるガス量を積算して体積を測定する流量計。ガスメーター。乾式と

湿式の 2種類がある。 
73 全水銀 排ガス中のガス状水銀及び粒子状水銀の総称 
74 相対標準偏差 測定値の標準偏差を平均値によって除した値。 

75 測定点 

ダクト断面における流速や対象物質の測定ポイント。ダクトの形、断面

積によって最大 20点まで規定される。測定点間の濃度変動が小さい場
合は、ガス状物質の場合は任意の 1点に、ダストの場合も測定点を省略
化できる規定もある。基本的な考え方は、平均流速や対象物質の平均濃

度をできるだけ少ない点でかつできるだけ小さい誤差で測定することに

ある。 

76 体積濃度 溶液、固溶体、混合気体、分散系などにおける分析種の含有率を体積単

位を用いて表す数値。 

77 体積分率 体積単位によって表した、ある成分の全体に対する比率。体積分率

0.123、体積分率 12.3%などと表す。 

78 代表点採取法 
ダクト中の 1箇所または数箇所の測定点で平均のダスト濃度が求められ
ることが確認されている場合、その定められた代表点で、1個または数
個のダスト捕集器を用いてダスト試料を採取する方法。 

79 ダスト 

排ガス中に含まれるばいじん、粉じんなどの固体粒子で、ろ過捕集し乾

燥によって付着水分を除いたもの。ただし、ミスト（液体粒子）中に含

まれる可溶性物質など、JIS Z 8808に基づく測定によって秤量されるも
のは、ダストとみなす。 

80 定電位電解分析法 作用電極の電位を一定にして電解を行う分析方法。 
81 定量下限 ある分析方法で分析対象成分の定量が可能な最小量(値)又は最小濃度。 

82 滴定 

試料溶液に含まれている分析値に対し、これと反応する試薬(滴定剤と
いう。）として、濃度既知の標準液を用いるか又は滴定剤を電気的に発

生させて、化学量論的な反応終点までに要した標準液の量又は電気量か

ら分析種を定量する操作。 

83 等速吸引 
ダスト試料を採取するため、吸引ノズルを用いて排ガスを吸引する際

に、吸引ノズルを排ガスの流れに直面させて、排ガスを同じ流速でガス

を吸引すること。 

84 動圧 
単位体積の流体の運動エネルギーを意味し、圧力の単位を持つ。ピトー

管を煙道、ダクトに挿入した際、流れ方向からの圧(全圧）とその逆側
の圧（静圧）との差として測定される。 

85 トラベルブランク 
試料採取に伴うブランク値の上昇程度を確認するために、試料採取以外

の工程を実試料と同様に行った試料。 

 注記 フィールドブランクともいう。 
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番

号 用  語 解    説 

86 トレーサビリティ 
個々の校正が不確かさに寄与する，切れ目なく連鎖した，文書化された

校正を通して，測定結果を参照標準に関係づけることができる測定結果

の性質。 

87 2形ダスト捕集器 ダクト捕集器をダクト外に置くものを 2形ダスト捕集器という、排ガス
温度が露点以下にならない程度にダスト捕集部を保温または加熱する。 

88 二次標準 同一の量の一次標準との比較によって値が付与された標準。 

89 排ガス 工場及び事業場において燃料、その他の物の燃焼に伴って、または各種

製造の工程などにおいてダクトに排出されるガス。 

90 外れ値 
同一条件下で得た一組の測定値の中で、同一母集団に属するものではな

いと判定された値。 

 備考 判定する前の値は、疑わしい値(suspected value)という。 

91 ばらつき 大きさがそろっていない測定値の状態。 

 備考 例えば、ばらつきの大きさを表すには、標準偏差を用いる。 

92 バリデーション 
妥当性を総合的に検討・評価すること。分析方法に関しては分析方法の

妥当性を検討するために、真度、精度などそのパラメータの評価が必要

となる。 
93 範囲(測定値の) 測定値の最大値と最小値との差、Rで表す。 

94 ピトー管 

流速測定用の計器。通常、静圧管と組み合わせて全圧と静圧を同時に測

定し、その差から動圧を求めることで流速を測定する。L形、ウェスタ
ン形等の種類がある。実際の測定では多少の誤差を含むのでピトー管係

数を乗じて補正する。 

95 ピトー管係数 ピトー管を用いて測定した流速に対する修正係数。それぞれのピトー管

に固有の値をもつ。 

96 非分散形赤外線分析計 
赤外領域に吸収帯をもつ気体又は液体の濃度を連続測定する装置のう

ち、分光を分散媒によらずガスフィルタや選択性検出器によって選択性

をもたせた分析計。NDIRと略称する。 
97 標準状態 物質の特性の基準となる状態。気体の場合、0℃、1気圧。 
98 標準不確かさ 標準偏差で表される、測定結果の不確かさ。 

99 標準物質 

指定された性質に関して十分に均質、かつ、安定であり、測定又は名義

的性質の検査において、意図する用途に適していることが立証されてい

る物質。 

注記 標準物質とは、総称的な用語である。 

100 標準偏差 分散の平方根の絶対値。 

101 品質管理 製品、サービスなどの品質に関する目標を満たしていることを検証し、

維持、改善を実施する行為。 

102 不確かさ 測定の結果に付随した，合理的に測定量に結びつけられる値のばらつき

を特徴づけるパラメータ。 

103 普通形自動試料採取装置 
普通形試料採取装置の構成で温度計とピトー管を付けることによって排

ガス温度、圧力、流速を同時に測定し、制御装置や演算器を介して、等

速吸引量を自動制御して測定する。 

104 普通形手動試料採取装置 普通形試料採取装置の構成で制御装置や演算器を有しないもので、あら

かじめ求めておいた等速吸引量に手動で合わせて測定する。 

105 普通形試料採取装置 

測定点における排ガス及び吸引ガスの諸条件（温度、圧力、水分量、密

度、流速など）をあらかじめ測定し、等速吸引量を求め、それに合わせ

て排ガスを吸引してダスト試料をろ過捕集するもので、構造および機能

によって、手動と自動に区分される。 
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番

号 用  語 解    説 

106 分散 

個々の測定値(x1,x2･･･xn)について、平均値 からの偏差の二乗和を自由

度で除したもの。 

 

 

 

              として求める。 

 

 母集団分布の分散の偏りのない推定値であるので、不偏分散ともい

う。 

107 分散分析 測定値全体の変動を、幾つかの要因に対応する変動成分とその残り変動

成分とに分けて、検定または推定を行うこと。 

108 分析誤差 
化学分析操作に伴って生じる誤差。分析機器、手順、分析方法に起因す

る偏り(系統誤差）、及び環境因子の変動に起因するばらつき(偶然誤差)
を含む。 

109 平衡形自動試料採取装置 平衡形試料採取装置の構成で温度計で排ガス温度を測定し、演算制御器

を介して等速吸引量を自動制御して測定する。 

110 平衡形手動試料採取装置 平衡形試料採取装置の構成で吸引ポンプの流量を手動で調整し、排ガス

の動圧または静圧と平衡させることで、等速吸引測定を行う。 

111 平衡形試料採取装置 

あらかじめ等速吸引量を求めることなく、排ガスの動圧または静圧を利

用してこれを吸引ガスの圧力と平衡させることによって、直ちに等速吸

引によってダスト試料をろ過捕集するもので、構造および機能によっ

て、手動と自動に区分される。 
112 偏差 測定値からその期待値(通常は平均値)を引いた差。 

113 ベンチュリ管 断面積が連続的に変化する絞り管を用いて、流体の速度を変化させるこ

とによって差圧を得る流量センサー。 

114 変動 

個々の測定値(x1,x2･･･xn)について、平均値 からの偏差の二乗和。 

 

 

 

                として求める。 

115 変動係数 
標準偏差を平均値で除した値。通常、百分率で表す。変動係数はばらつ

きを相対的に表すもので、通常、変量のとる値が決して負にならない場

合に用いる。相対標準偏差を用いることが望ましい。 

116 ポーラログラフィー 電極間電位を変化させながら、電解によって得られる電圧－電流曲線又

は電流－電位(電圧)曲線を解析して行う分析方法。 

117 捕集バッグ法 

試料ガスをガスの状態で捕集する合成樹脂フィルム製のバッグを用いた

採取方法。直接法では吸引ポンプから直接バッグに試料を導入し、間接

法ではバッグを気密容器に入れ、気密容器を減圧することによってバッ

グ内に試料を導入することで採取を行う。 

118 捕集瓶法 

コックが二つ付いた流通式捕集瓶又はコックが一つ付いた真空捕集瓶を

用いて試料ガスをガスの状態で捕集する試料ガス採取法。流通式捕集瓶

ではその容量よりも過剰の排ガスを通過させた後に採取し、真空捕集瓶

ではあらかじめ真空ポンプを用いて真空にしておいてから排ガスを導入

して採取する。 

119 ミスト 液体粒子。水その他の溶液を用いて排ガスを洗浄又は冷却するスクラバ

ーの後流ダクトにおいて存在することがある。 

120 ミスト分離器 液体粒子をミストといい、その除去のための装置。気液分離器ともい

う。 

121 メインストリームサンプリング 

捕集対象物質がガスと粒子状物質（ダストに付着するものも含む）の両

方の形で存在する場合、1 つのノズルを用いて、排ガスを等速吸引して
粒子状物質を捕集した後，同流量の排ガスからガス状物質を捕集する方

法。 

 

 

= 1( − 1) ( − ̅)  

= ( − ̅)
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番

号 用  語 解    説 

122 面積流量計 

測定管内の流体（気体、液体、蒸気）によって上昇力を受ける部分（フ

ロートなど）の位置、指示値により流量を測定するタイプの流量計。主

なものにフロート形とピストン形があるが、気体に用いられるのはフロ

ート形である。 

123 漏れ試験 試料採取を実施する前に、採取管から捕集部までの間に空気の漏れ込み

がないか確認するための操作。 

124 有効塩素量 排ガス中の塩素を分析する際に使用する塩素標準液のうち、塩素標準液

として有効に働く塩素の全重量に対する百分率のこと。 

125 有効数字 測定結果などを表す数字のうちで、位取りを示すだけのゼロを除いた意

味のある数字。 

126 誘導結合プラズマ質量分析法 

試料に含まれる分析対象元素を誘導結合プラズマ（ラジオ波領域の高周

波電力を誘導結合させて発生するプラズマ）によってイオン化し、生成

したイオンを質量分析計に導入して、元素又は同位体を分析する方法。

イオンの質量電荷比に基づいて定性分析を行い、イオンの個数を測定し

て定量分析を行う。 

127 誘導結合プラズマ発光分光分析法 
試料に含まれる分析対象元素を誘導結合プラズマによって気化励起し、

得られる原子スペクトルの線の発光強度を測定することによって定量分

析を、また、波長を同定することによって定性分析を行う方法。 

128 粒子状水銀 排ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称 

129 連続分析法 

分析装置に試料を自動的に導入するか、又は検出端を試料の流れの中に

挿入することによって、試料の濃度などを自動、かつ、連続的に測定す

る方法。測定が完全に連続でなくても、一定時間ごとに自動採取・測定

が行われるものは、間欠連続として連続分析に含まれる。通常、測定は

一定の項目に限定していることが多い。 

130 ろ過材 固体と流動体とを分離するためのろ過の操作に用いられる多孔性物質を

用いた流動体だけを通過させる材料。 
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（英略語：アルファベット順）  

英略語  元の用語  

ABTS 法  2 ,  2-Azino-Bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic  acid)  method 
（ 2,2 '-アジノ -ビス (3-エチルベンゾチアゾリン -6-スルホン酸)法） 

AHMT 法  4-Amino-3-Hydrazino-5-Mercapto-1,2,4-Triazole  method 
（ 4-アミノ -3-ヒドラジノ -5-メルカプト -1 ,2,4-トリアゾール法）  

CV Coeff icient  of  Variat ion 
（変動係数）  

DL-PCB Dioxin-Like PCB 
（ダイオキシン様 PCB）  

DMSO Dimethyl  Sulfoxide 
(ジメチルスルホキシド )  

DNPH 2,4-Dini torophenylhyrazine  
(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン )  

ECD Electron Capture Detector 
(電子捕獲検出器 )  

FID Flame Ionization Detector   
（水素炎イオン化検出器）  

FPD Flame Photometr ic  Detector   
（炎光光度検出器）  

GC Gas Chromatograph 
(ガスクロマトグラフ )  

GC/MS Gas Chromatograph/Mass Spectrometer 
(ガスクロマトグラフ質量分析計 )  

HPLC High Performance Liquid Chromatograph 
（高速液体クロマトグラフ）  

IC Ion Chromatograph 
(イオンクロマトグラフ )  

ICP Induct ively Coupled Plasma 
(誘導結合プラズマ )   

ISE Ion Select ive Elect rode 
(イオン電極）  

ISO International  Organizat ion for  Standardization 
（国際標準化機構）  

IUPAC International  Union of Pure and Applied Chemistry  
(国際純正応用化学連合 )  

NEDA 法  Naphthylethylenediamine method 
（ナフチルエチレンジアミン法）   

 

 

  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 4編第 1章 排ガス分析の用語 

 9 © JEMCA 2021 

英略語  元の用語  

PCB Polychlor inated Biphenyl 
(ポリ塩素化ビフェニル )  

PCDD Polychlor inated Dibenzo-p-Dioxin 
(ポリ塩素化ジベンゾジオキシン )  

PCDF Polychlor inated Dibenzofuran 
(ポリ塩素化ジベンゾフラン )  

PCP 法  4-Pyridinecarboxyl ic  acid-Pyrazolone method 
（ 4-ピリジンカルボン酸 -ピラゾロン法）  

PDS 法  Phenol  Disulfonic  acid method 
（フェノールジスルホン酸法）   

PFK  Perf luorokerosene 
(パーフルオロケロセン ) .   

PTFE Polytet raf luoroethylene 
(四ふっ化エチレン樹脂 )  

RSD Relative Standard Deviation 
（相対標準偏差）  

SI  The International  System of  Units 
(国際単位系 )  

SIM Selected Ion Monitoring 
(選択イオン検出 )   

SUS Stainless  steel   
(ステンレス鋼； SUS は JIS における略語）  

TCD Thermal  Conduct ivi ty Detector 
（熱伝導度検出器）  

TEF Toxicity Equivalent  Factor 
(毒性等価係数 )  

TEQ Toxici  Equivalents 
(毒性等量 )  

Zn-NEDA 法  Zinc reduction-Naphthylethylenediamine method 
（亜鉛還元ナフチルエチレンジアミン法）   
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第２章 物性 

排ガス測定においてガス体積の測定・算出に必要な水の飽和蒸気圧、ダスト採取の

際に等速吸引流量の設定の目安とするための流速と等速吸引流量の関係を示す。  
 
4.2.1 水の飽和蒸気圧（JIS Z8806） 
 普通形試料採取装置を用いる場合には、等速吸引流量を求めるため排ガス中の水 
分量を測定しておく必要がある。平衡形試料採取装置を用いる場合にも、ダスト流  
量を計算するために排ガス中の水分量が必要となる。水分量は、測定により求める  
場合、計算によって求める場合、いずれにおいても水の飽和水蒸気圧が必要となる。  
 

表 4.2.1 水の飽和蒸気圧 

t/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0. 611.21 615.67 620.15 624.67 629.21 633.78 638.38 643.01 647.67 652.36
1. 657.08 661.83 666.61 671.42 676.26 681.14 686.04 690.98 695.94 700.94
2. 705.97 711.03 716.13 721.26 726.41 731.61 736.83 742.09 747.38 752.70
3. 758.06 763.45 768.88 774.34 779.83 785.36 790.92 796.52 802.15 807.82
4. 813.52 819.26 825.03 830.84 836.69 842.57 848.49 854.45 860.44 866.47
5. 872.54 878.64 884.79 890.97 897.19 903.44 909.74 916.07 922.45 928.86

6. 935.31 941.80 948.34 954.91 961.52 968.17 974.86 981.60 988.37 995.19
7. 1 002.0 1 008.9 1 015.9 1 022.9 1 029.9 1 037.0 1 044.1 1 051.2 1 058.4 1 065.7
8. 1 072.9 1 080.3 1 087.6 1 095.1 1 102.5 1 110.0 1 117.6 1 125.2 1 132.8 1 140.5
9. 1 148.2 1 156.0 1 163.8 1 171.7 1 179.6 1 187.6 1 195.6 1 203.7 1 211.8 1 219.9
10. 1 228.1 1 236.4 1 244.7 1 253.0 1 261.4 1 269.9 1 278.4 1 286.9 1 295.5 1 304.2

11. 1 312.9 1 321.7 1 330.5 1 339.3 1 348.2 1 357.2 1 366.2 1 375.3 1 384.4 1 393.5
12. 1 402.8 1 412.1 1 421.4 1 430.8 1 440.2 1 449.7 1 459.3 1 468.9 1 478.5 1 488.2
13. 1 498.0 1 507.8 1 517.7 1 527.7 1 537.7 1 547.7 1 557.9 1 568.0 1 578.3 1 588.6
14. 1 598.9 1 609.3 1 619.8 1 630.3 1 640.9 1 651.6 1 662.3 1 673.0 1 683.9 1 694.8
15. 1 705.7 1 716.7 1 727.8 1 739.0 1 750.2 1 761.4 1 772.8 1 784.2 1 795.6 1 807.1

16. 1 818.7 1 830.4 1 842.1 1 853.9 1 865.8 1 877.7 1 889.7 1 901.7 1 913.8 1 926.0
17. 1 938.3 1 950.6 1 963.0 1 975.5 1 988.0 2 000.6 2 013.3 2 026.0 2 038.8 2 051.7
18. 2 064.7 2 077.7 2 090.8 2 104.0 2 117.2 2 130.5 2 143.9 2 157.4 2 170.9 2 184.5
19. 2 198.2 2 212.0 2 225.8 2 239.7 2 253.7 2 267.8 2 281.9 2 296.1 2 310.4 2 324.8
20. 2 339.2 2 353.8 2 368.4 2 383.1 2 397.8 2 412.7 2 427.6 2 442.6 2 457.7 2 472.9

21. 2 488.2 2 503.5 2 518.9 2 534.4 2 550.0 2 565.7 2 581.4 2 597.3 2 613.2 2 629.2
22. 2 645.3 2 661.5 2 677.7 2 694.1 2 710.5 2 727.1 2 743.7 2 760.4 2 777.2 2 794.1
23. 2 811.0 2 828.1 2 845.2 2 862.5 2 879.8 2 897.2 2 914.8 2 932.4 2 950.1 2 967.9
24. 2 985.8 3 003.7 3 021.8 3 040.0 3 058.3 3 076.6 3 095.1 3 113.6 3 132.3 3 151.1
25. 3 169.9 3 188.9 3 207.9 3 227.0 3 246.3 3 265.6 3 285.1 3 304.6 3 324.3 3 344.0

26. 3 363.9 3 383.8 3 403.9 3 424.0 3 444.3 3 464.7 3 485.2 3 505.7 3 526.4 3 547.2
27. 3 568.1 3 589.1 3 610.2 3 631.5 3 652.8 3 674.2 3 695.8 3 717.4 3 739.2 3 761.1
28. 3 783.1 3 805.2 3 827.4 3 849.7 3 872.2 3 894.7 3 917.4 3 940.2 3 963.1 3 986.1
29. 4 009.2 4 032.5 4 055.8 4 079.3 4 102.9 4 126.6 4 150.5 4 174.4 4 198.5 4 222.7
30. 4 247.0 4 271.5 4 296.0 4 320.7 4 345.5 4 370.5 4 395.5 4 420.7 4 446.0 4 471.5  

単 位  Pa  
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t/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
31. 4 497.0 4 522.7 4 548.5 4 574.5 4 600.5 4 626.7 4 653.1 4 679.5 4 706.1 4 732.8
32. 4 759.7 4 786.7 4 813.8 4 841.0 4 868.4 4 895.9 4 923.6 4 951.4 4 979.3 5 007.4
33. 5 035.6 5 063.9 5 092.4 5 121.0 5 149.7 5 178.6 5 207.7 5 236.8 5 266.2 5 295.6
34. 5 325.2 5 355.0 5 384.8 5 414.9 5 445.1 5 475.4 5 505.9 5 536.5 5 567.2 5 598.1
35. 5 629.2 5 660.4 5 691.8 5 723.3 5 754.9 5 786.8 5 818.7 5 850.8 5 883.1 5 915.5

36. 5 948.1 5 980.8 6 013.7 6 046.8 6 080.0 6 113.3 6 146.9 6 180.5 6 214.4 6 248.4
37. 6 282.5 6 316.9 6 351.3 6 386.0 6 420.8 6 455.8 6 490.9 6 526.2 6 561.7 6 597.3
38. 6 633.1 6 669.1 6 705.2 6 741.5 6 778.0 6 814.7 6 851.5 6 888.5 6 925.6 6 963.0
39. 7 000.5 7 038.2 7 076.0 7 114.1 7 152.3 7 190.7 7 229.2 7 268.0 7 306.9 7 346.0
40. 7 385.3 7 424.8 7 464.4 7 504.2 7 544.3 7 584.5 7 624.8 7 665.4 7 706.2 7 747.1

41. 7 788.2 7 829.6 7 871.1 7 912.8 7 954.6 7 996.7 8 039.0 8 081.5 8 124.1 8 167.0
42. 8 210.0 8 253.2 8 296.7 8 340.3 8 384.1 8 428.2 8 472.4 8 516.8 8 561.5 8 606.3
43. 8 651.3 8 696.5 8 742.0 8 787.6 8 833.5 8 879.5 8 925.8 8 972.3 9 018.9 9 065.8
44. 9 112.9 9 160.2 9 207.7 9 255.5 9 303.4 9 351.6 9 399.9 9 448.5 9 497.3 9 546.3
45. 9 595.6 9 645.0 9 694.7 9 744.6 9 794.7 9 845.0 9 895.6 9 946.4 9 997.4 10 049.

46. 10 100. 10 152. 10 204. 10 256. 10 308. 10 361. 10 414. 10 467. 10 520. 10 573.
47. 10 627. 10 681. 10 735. 10 790. 10 845. 10 899. 10 955. 11 010. 11 066. 11 122.
48. 11 178. 11 234. 11 291. 11 348. 11 405. 11 462. 11 520. 11 578. 11 636. 11 694.
49. 11 753. 11 812. 11 871. 11 930. 11 990. 12 049. 12 110. 12 170. 12 231. 12 292.
50. 12 353. 12 414. 12 476. 12 538. 12 600. 12 663. 12 725. 12 788. 12 852. 12 915.

51. 12 979. 13 043. 13 107. 13 172. 13 237. 13 302. 13 368. 13 433. 13 499. 13 566.
52. 13 632. 13 699. 13 766. 13 833. 13 901. 13 969. 14 037. 14 106. 14 175. 14 244.
53. 14 313. 14 383. 14 453. 14 523. 14 594. 14 665. 14 736. 14 807. 14 879. 14 951.
54. 15 023. 15 096. 15 169. 15 242. 15 316. 15 389. 15 464. 15 538. 15 613. 15 688.
55. 15 763. 15 839. 15 915. 15 991. 16 068. 16 145. 16 222. 16 299. 16 377. 16 455.

56. 16 534. 16 613. 16 692. 16 771. 16 851. 16 931. 17 012. 17 093. 17 174. 17 255.
57. 17 337. 17 419. 17 501. 17 584. 17 667. 17 750. 17 834. 17 918. 18 003. 18 087.
58. 18 173. 18 258. 18 344. 18 430. 18 516. 18 603. 18 690. 18 778. 18 866. 18 954.
59. 19 043. 19 131. 19 221. 19 310. 19 400. 19 491. 19 581. 19 672. 19 764. 19 856.
60. 19 948. 20 040. 20 133. 20 226. 20 320. 20 414. 20 508. 20 603. 20 698. 20 793.

61. 20 889. 20 985. 21 082. 21 179. 21 276. 21 374. 21 472. 21 571. 21 669. 21 769.
62. 21 868. 21 968. 22 069. 22 170. 22 271. 22 372. 22 474. 22 577. 22 679. 22 783.
63. 22 886. 22 990. 23 094. 23 199. 23 304. 23 410. 23 516. 23 622. 23 729. 23 836.
64. 23 944. 24 052. 24 160. 24 269. 24 379. 24 488. 24 598. 24 709. 24 820. 24 931.
65. 25 043. 25 155. 25 268. 25 381. 25 494. 25 608. 25 723. 25 837. 25 953. 26 068.

66. 26 184. 26 301. 26 418. 26 535. 26 653. 26 772. 26 890. 27 010. 27 129. 27 249.
67. 27 370. 27 491. 27 612. 27 734. 27 857. 27 979. 28 103. 28 226. 28 351. 28 475.
68. 28 600. 28 726. 28 852. 28 979. 29 106. 29 233. 29 361. 29 489. 29 618. 29 748.
69. 29 877. 30 008. 30 138. 30 270. 30 402. 30 534. 30 667. 30 800. 30 933. 31 068.
70. 31 202. 31 338. 31 473. 31 609. 31 746. 31 883. 32 021. 32 159. 32 298. 32 437.  

 
 
 

単 位  Pa  
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t/℃ 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
71. 32 577. 32 717. 32 858. 32 999. 33 140. 33 283. 33 425. 33 569. 33 713. 33 857.
72. 34 002. 34 147. 34 293. 34 439. 34 586. 34 734. 34 882. 35 030. 35 179. 35 329.
73. 35 479. 35 630. 35 781. 35 933. 36 085. 36 238. 36 391. 36 545. 36 700. 36 855.
74. 37 010. 37 166. 37 323. 37 480. 37 638. 37 796. 37 955. 38 115. 38 275. 38 436.
75. 38 597. 38 758. 38 921. 39 084. 39 247. 39 411. 39 576. 39 741. 39 907. 40 073.

76. 40 240. 40 408. 40 576. 40 744. 40 914. 41 084. 41 254. 41 425. 41 597. 41 769.
77. 41 942. 42 116. 42 290. 42 464. 42 640. 42 815. 42 992. 43 169. 43 347. 43 525.
78. 43 704. 43 884. 44 064. 44 245. 44 426. 44 608. 44 791. 44 974. 45 158. 45 343.
79. 45 528. 45 714. 45 900. 46 088. 46 275. 46 464. 46 653. 46 843. 47 033. 47 224.
80. 47 416. 47 608. 47 801. 47 994. 48 189. 48 384. 48 579. 48 776. 48 972. 49 170.

81. 49 368. 49 567. 49 767. 49 967. 50 168. 50 370. 50 572. 50 775. 50 979. 51 183.
82. 51 388. 51 594. 51 800. 52 007. 52 215. 52 424. 52 633. 52 843. 53 053. 53 265.
83. 53 477. 53 689. 53 903. 54 117. 54 332. 54 547. 54 764. 54 981. 55 198. 55 417.
84. 55 636. 55 856. 56 076. 56 298. 56 520. 56 743. 56 966. 57 190. 57 415. 57 641.
85. 57 868. 58 095. 58 323. 58 552. 58 781. 59 011. 59 242. 59 474. 59 707. 59 940.

86. 60 174. 60 409. 60 644. 60 881. 61 118. 61 356. 61 594. 61 834. 62 074. 62 315.
87. 62 557. 62 799. 63 042. 63 286. 63 531. 63 777. 64 024. 64 271. 64 519. 64 768.
88. 65 017. 65 268. 65 519. 65 771. 66 024. 66 278. 66 532. 66 788. 67 044. 67 301.
89. 67 559. 67 817. 68 077. 68 337. 68 598. 68 860. 69 123. 69 386. 69 651. 69 916.
90. 70 182. 70 449. 70 717. 70 986. 71 255. 71 526. 71 797. 72 069. 72 342. 72 616.

91. 72 890. 73 166. 73 442. 73 719. 73 998. 74 277. 74 556. 74 837. 75 119. 75 401.
92. 75 685. 75 969. 76 254. 76 540. 76 827. 77 115. 77 404. 77 693. 77 984. 78 276.
93. 78 568. 78 861. 79 155. 79 450. 79 746. 80 043. 80 341. 80 640. 80 940. 81 240.
94. 81 542. 81 844. 82 148. 82 452. 82 757. 83 064. 83 371. 83 679. 83 988. 84 298.
95. 84 609. 84 921. 85 234. 85 547. 85 862. 86 178. 86 495. 86 812. 87 131. 87 451.

96. 87 771. 88 093. 88 415. 88 739. 89 063. 89 389. 89 715. 90 043. 90 371. 90 701.
97. 91 031. 91 362. 91 695. 92 028. 92 363. 92 698. 93 035. 93 372. 93 711. 94 050.
98. 94 391. 94 732. 95 075. 95 418. 95 763. 96 109. 96 455. 96 803. 97 152. 97 502.
99. 97 853. 98 204. 98 557. 98 911. 99 266. 99 623. 99 980. 100 338. 100 697. 101 058.

100. 101 419. 101 782. 102 145. 102 510. 102 875. 103 242. 103 610. 103 979. 104 349. 104 720.  
（ JIS Z 8806  SONNTAG（ 1990） による。温 度 目 盛 は， ITS-90）  

  

単 位  Pa  
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4.2.2 等速吸引計算（JIS Z8808）  
普通形試料採取装置を用いる場合、等速吸引を行うための吸引流量は次式によって

求める。  = 4 1 − 100 273.15 +273.15 + × ++ − × 60 × 10  

 

qm：ガスメーターにおける等速吸引流量（ L/min）  

d：吸引ノズルの内径（mm）  

v：排ガスの流速（m/s）  

Xw：排ガス中の水蒸気の体積分率（％）  

θm：ガスメーターにおける吸引ガスの温度（℃）  

θs：排ガスの温度 (℃ )  

Pa：大気圧（ kPa）  

Ps：測定点における静圧（ kPa）  

Pm：ガスメーターにおける吸引ガスのゲージ圧（ kPa）  

Pv： θmの水の飽和蒸気圧（ kPa）  

 

 上式のように等速吸引流量を求めるためには多数の項目設定が必要となる。項目の

中でも特に排ガスの流速・温度・水分量は各施設によって様々であり、等速吸引流量

の計算値に大きな影響がある。このため吸引ポンプの能力も考慮し、適切な吸引ノズ

ルの内径を選定して適切な等速吸引流量を設定することが、ダスト採取における大き

なポイントとなる。  

そこで 1 例として排ガスの温度を断続的に変化させ、吸引ノズルの内径の値及び流

速によって等速吸引流量がどのように変化するか計算した流速と等速吸引流量の関係

を図 4.2.1 に、ノズルの内径が一定で排ガス温度が変化した場合の排ガス流速と等速

吸引流量の関係を図 4.2.2 に示した。このような計算を元に等速吸引流量が設定され

ることを理解した上で、対象施設の排ガス情報や各自の採取装置の能力を考慮し、測

定時に適切な等速吸引流量を設定されたい。  

なお、計算例では以下の項目は、次のように一定の値を取るものと想定した。  

Xw： 10 % 

θm： 20 ℃  

Pa： 101.32kPa 

Ps： 0 kPa 

Pm： 0 kPa 

Pv： 2.339 kPa  
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図 4.2.1 流速と等速吸引流量の関係（ノズル内径と排ガス温度が変化した場合） 
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図 4.2.2 流速と等速吸引流量の関係 

（ノズル内径が一定(8 mm)で排ガス温度が変化した場合） 
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第 3 章 燃焼計算 

燃焼計算は，燃料消費量，燃料組成等から質量保存の法則を適用して燃焼反応前後

の収支計算を求めるものである。排ガス流量は，排ガス流速とダクト断面積との積に

よって求める方法以外に燃焼計算によっても求めることができる。排ガス流速はその

測定現場の状況によって，JIS に沿った理想的な測定ができるとは限らず，排ガス流量

の誤差が大きくなる可能性もある。このようなケースも想定して測定により排ガス流

速を求める場合にあっても，燃料消費量，燃料組成をチェックし，計算から排ガス流

量を求められるようにしておくことは，どのような状況でも正確な測定を行うための

準備を整えておく測定者の望ましい姿勢と考えられる。なお，外気の漏れ込みや排ガ

スの漏れがある場合は誤差を生じるので使用できない事を留意されたい。  

 

4.3.1 燃焼計算で使用する数値・用語 

①  気体  

燃焼計算で取り扱う気体は 0 ℃， 101.32 kPa， 1 mol の体積は 22.4 L（ 1 kmol では

22.4 m3）の理想気体として取り扱う。  

②  空気の組成  

通常の空気を使用する場合，窒素 79 %，酸素 21 %(体積比 )として取り扱う。  

③  主要元素の質量  

燃焼計算で用いる主要元素の 1 kmol あたりの質量は，以下の数値で取り扱う。  

H： 1 kg/kmol  C： 12 kg/kmol  N： 14 kg/kmol O： 16 kg/kmol  S： 32 kg/kmol 

④  理論空気量（ A 0）  

燃料単位量（固体・液体燃料は 1 kg，気体燃料は 1 m3 を完全燃焼させるために必

要とする最小の空気量。  

⑤  空気比  

燃焼装置で燃料を燃焼させる場合，理論空気量 A 0 を供給しただけでは完全燃焼さ

せることは困難であり，実際の燃焼では A 0 より過剰な空気を供給する。実際に供給

された空気量を所要空気量 A といい，以下の式で表される。  =  （ 4・ 1）  

 

⑥  湿り燃焼ガス，乾き燃焼ガス  

燃焼ガスは水蒸気を含んでいるが，計算の便宜上水蒸気を除外した状態で考える

ことが多い。水蒸気を含んだ状態を湿り燃焼ガス，水蒸気を取り除いた状態を乾き

燃焼ガスという。  
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4.3.2 燃焼計算の基礎事項 

燃焼は酸化現象であり，化学反応の原理・法則に基づき物質の量的関係を計算によ

り求めることができる。燃焼計算では，燃料を構成する可燃元素を炭素 (C)，水素（H）

および硫黄（ S）の 3 元素とみなし，燃料の燃焼反応による燃焼に必要な空気量と燃焼

ガス量を求める。表 4.3.1 に燃焼反応のもっとも基本となる可燃元素の燃焼反応式お

よび量的関係を示す。表 4.3.2 には，燃焼反応で取り扱う主な可燃単純ガスの燃焼表

を示す。  

表 4.3.1 燃料中の可燃元素の燃焼表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.2 単純ガスの燃焼表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S

C

H

C + O2 = CO2

C + 1/2O2 = CO

H2 + 1/2O2 = H2O

S + O2 = SO2 SO2

H2O

CO

SO2

及び

N2

5.29kg

0.7m3 0.7m3 2.63m3 3.33m3 3.33m3
N2

3.29kg O2

及び

N2

4.29kg2kg
O2

1kg

35.3kg

11.2m3 5.60m3 21.1m3 26.7m3 32.3m3
N2

26.3kg O2

及び

N2

34.3kg9kg
O2

8kg H2O

及び

N2

6.72kg

1.87m3 0.933m3 3.51m3 4.44m3 5.38m3
N2

4.39kg O2

及び

N2

5.72kg2.33kg
O2

1.33kg CO

及び

N2

燃焼生成物 消費酸素
燃焼反応の

方程式

記号 量 記号 量

可 燃 元 素 1kg に 対 す る

残存窒素 消費空気 燃焼ガス

記号 量

O2

2.67kg
N2

記号 量

11.5kg CO2

及び

N2

12.5kg

1.87m3 7.02m3 8.89m3 8.89m3

3.67kg 8.78kg O2

及び

N2

記号 量

可
燃
元
素

1.87m3
CO2

4 4

―1.88 1

1 2

2 3

22.57

9.40 2 1

燃焼方程式

ブチレン C4H8 C4H8 + 6O2 = 4CO2 + 4H2O 6

燃料
燃料1m3に対する

空気量　(m3) 燃焼ガス量　(m3)

2 7.52

3.5 13.17

0.5 1.88

3

CO2 H2O

ブタン C4H10 2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O 6.5 24.45 4 5

0.5

1 ―

分子記号名称 O2 N2

3 11.29 2 2

4.5 16.93 3 3

5 18.81 3 4

メタン CH4

エタン C2H6

H2水素

一酸化炭素 CO

プロパン C3H8

プロピレン C3H6

エチレン C2H4

アセチレン C2H2

C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O

C3H8 + 5O2 = 3CO2 + 4H2O

2C3H6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O

2H2 + O2 = 2H2O

2CO + O2 = 2CO2

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O

3.76×(x+y/4) x y/2一般炭化水素 CxHy CxHy + (x+y/4)O2 = xCO2 + y/2H2O x+y/4
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4.3.3 液体・固体燃料の燃焼計算 

① 燃焼に要する空気量  

液体・固体燃料の組成が明らかである場合は，計算によって燃焼に要する空気量

を正確に求めることができる。液体・固体燃料の燃焼計算では，燃料の単位質量 (1  kg)

当たりで考える。表 4.3.1 の関係から 1 kg の炭素，水素，硫黄が完全燃焼する際に必

要な酸素量はそれぞれ 22.4 m3， 1/4×22.4 m3， 22.4 m3 であり，液体・固体燃料 1 kg

の燃焼に必要な理論空気量は，以下の式で表される。  = 10.21 22.412 + 22.44 ℎ − 8 + 22.432  （ 4・ 2）  

 

(4･2)式をまとめると  = 8.89 + 26.7 ℎ − 8 + 3.33  （ 4・ 3）  

 

A 0： 理論空気量  

c： 燃料 1 kg 中に含まれる炭素量 (kg/kg) 

h： 燃料 1 kg 中に含まれる水素量 (kg/kg) 

o： 燃料 1 kg 中に含まれる酸素量 (kg/kg) 

s： 燃料 1 kg 中に含まれる硫黄量 (kg/kg) 

 

なお，式中の (h－ o /8)は，燃料中の結合水の状態にあって燃焼に利用されない水素

分を差し引いた水素で有効水素と呼ばれている。  

 

②  燃焼ガス量  

完全燃焼した燃焼ガス成分には，燃焼生成物である二酸化炭素，水蒸気と燃焼反

応に関与しなかった窒素及び余剰の酸素が含まれる。供給される空気中の理論酸素

量だけが燃料中の可燃元素（ C，H，S）と反応して燃焼ガスを生成し，燃料中の窒素

は燃焼反応により全量が窒素ガスになるものとして取り扱うと，供給される空気の

窒素量が 0.79mA 0，燃焼に使用されない供給過剰酸素量が 0.21(m－ 1)A 0 となること

から，湿り燃焼ガス量は以下の式で表される。  

= 0.79 + 0.21( − 1) + 22.412 + 22.41 × 2ℎ + 22.432 + 22.414 × 2 + 22.418  （ 4・ 4）  

 

(4･4)式をまとめると  = ( − 0.21) + 1.8767 + 11.2ℎ + 0.7 + 0.8 + 1.244  （ 4・ 5）  
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G： 固体・液体燃料 1kg あたりに生成する湿り燃焼ガス量 (m3 /kg)  

m： 空気比  

w： 燃料 1kg 中に含まれる水分量 (kg/kg) 

 

乾き燃焼ガス量は，湿り排ガス量 G から水蒸気量を差し引くことで求められる。  ′ = − (12.2ℎ + 1.244 ) （ 4・ 6）       = ( − 0.21) + 1.867 + 0.7 + 0.8  （ 4・ 7）  

 

G'： 固体・液体燃料 1 kg あたりに生成する乾き燃焼ガス量 (m3 /kg)  

 

③  空気比  

実際の燃焼に使われる空気量 A を直接測定することはあまりなく，一般的には燃

焼ガスの分析の結果から空気比 m を算出し，この m に理論空気量 A 0 を乗じて求め

る。空気比の算出式は以下の手順で求めることができる。  

固体・液体燃料が完全燃焼したときの燃焼ガス成分のうち，燃焼反応に関与しな

かった窒素及び余剰の酸素の燃焼ガス中の組成比については，燃料組成と乾き燃焼

ガス量および理論空気量の関係から以下の式で示される。  

O = 0.21( − 1)′  （ 4・ 8）  

N = 0.79 + 0.8′  （ 4・ 9）  

 

O 2： 乾き燃焼ガス中に含まれる酸素の比率  

N 2： 乾き燃焼ガス中に含まれる窒素の比率  

 

燃料中の窒素分は微量のため無視できる (n = 0)とみなし， (4･8)および (4･9)式から

G’を消去すると  0.21( − 1)O = 0.79N   

 

上式をまとめると，  = 21N21N − 79O  （ 4・ 10）  

 

また，N 2 は空気中の窒素組成と同じとして N 2＝ 0.79 を代入すると  
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= 2121− 100 × (O ) = 2121− O  （ 4・ 11）  

 

(O 2 )： 乾き燃焼ガス中に含まれる酸素濃度（％）  

 

と表すことができる。 (4･11)式で示したように，乾き燃焼ガス中に含まれる酸素の比

率を測定することで空気比 m を求められる。  

 

④  計算例  

【問】  

成分組成（重量%）が C = 86 %，H = 11 %， S = 3 %の重油を 110 L/h で燃焼してい

るボイラーがある。この燃焼排ガス中の酸素濃度が 3.0 ％で観測されたとき，1 時間

あたりの湿り排ガス量と乾き排ガス量（有効数字 2 桁）を求めよ。なお，重油の比重

は 0.91 とする。  

 

【答】  

（ⅰ）重油 1kg を燃焼するのに必要な理論空気量を求める。  

（ 4･3）式より  

A 0  =  8 .89c+26.7(h－ o /8)+3.33s  

=  8 .89×0.86+26.7×0.11+3.33×0.03 

= 10.7  m3  

（ⅱ）空気過剰係数（空気比）m を求める。  

（ 4･11）式より  

m  =  21/(21－ (O 2 ))  

 = 21/(21－ 3.0)  =  1 .17 

（ⅲ）重油 1 kg を燃焼させたときの湿り排ガス量 G を求める。  

（ 4･5）式より  

G  =  (m－ 0.21)A 0+1.867c+11.2h+0.7s+0.8n+1.244w  

 = (1.17－ 0.21)×10.7+1.867×0.86+11.2×0.11+0.7×0.03 

 = 13.1 m3  

（ⅳ）重油 1 kg を燃焼させたときの乾き排ガス量 G’を求める。  

（ 4･7）式より  

G’  =  (m－ 0.21)A 0+1.867c+0.7s+0.8n  

=  (1 .17－ 0.21)×10.7+1.867×0.86+0.7×0.03 

=  11.9  m3  

（ⅴ） 1 時間あたりの重油消費量から 1 時間あたりの湿り排ガス量 G と乾き排ガス量  
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G’を求める。  

重油の 1 時間あたりの消費量は， 110 L/h =  110×0.91 =  100 kg/h 

よって，  

1 時間あたりの湿り排ガス量 G  =  13.1×100 = 13000 m3 /h  

1 時間あたりの乾き排ガス量 G’  =  11.9×100 = 12000 m3 /h  
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4.3.4 気体燃料の燃焼計算 

①  燃焼に要する空気量  

気体燃料はメタン，一酸化炭素などの単純ガスの混合物であり，これら単純ガス

組成が明らかである場合は，計算によって燃焼に要する空気量を正確に求めること

ができる。気体燃料の燃焼計算では，燃料の単位質量 (1  m3 )当たりで考える。  

いま気体燃料 1 m3 中に，水素，一酸化炭素，メタン，エタン，エチレン，プロパ

ン，ブタン，酸素，窒素，および二酸化炭素をそれぞれ h 2，co，ch 4，c 2h 6，c 2h 4，c 3h 8，

c 4h 1 0， o 2， n 2， co 2 (m3 )含むとすれば，表 4.3.2 の関係から，気体燃料 1 m3 の燃焼に必

要な理論空気量は，以下の式で表される。  = 10.21 (0.5ℎ + 0.5 + 2 ℎ + 3.5 ℎ + 3 ℎ + 5 ℎ + 6.5 ℎ − ) （ 4・ 12）  

 

h 2： 燃料 1 m3 中に含まれる水素容積 (m3 /m3 )  

co： 燃料 1 m3 中に含まれる一酸化炭素容積 (m3 /m3 )  

ch 4： 燃料 1 m3 中に含まれるメタン容積 (m3 /m3 )  

c 2h 6： 燃料 1 m3 中に含まれるエタン容積 (m3 /m3 )  

c 2h 4： 燃料 1 m3 中に含まれるエチレン容積 (m3 /m3 )  

c 3h 8： 燃料 1 m3 中に含まれるプロパン容積 (m3 /m3 )  

c 4h 1 0： 燃料 1 m3 中に含まれるブタン容積 (m3 /m3 )  

o 2： 燃料 1 m3 中に含まれる酸素容積 (m3 /m3 )  

 

なお，他の炭化水素 C xH y が燃料に含まれている場合， (4･12)式の（ ）内に 

(x+y/4)･c x h y の項を追加して考えればよい。  

c x h y：  燃料 1 m3 中に含まれる C xH y 容積 (m3 /m3 )  

 

②  燃焼ガス量  

完全燃焼した燃焼ガス成分には，燃焼生成物である二酸化炭素，水蒸気と燃焼反

応に関与しなかった成分が含まれる。燃焼反応による各単純ガスの二酸化炭素，水

蒸気の生成量は表 4.3.2 に示したとおりである。また，燃焼反応に関与しない成分と

して燃料中の窒素および二酸化炭素があり，供給される空気の窒素量は 0.79mA 0，燃

焼に使用されない供給過剰酸素量が 0.21(m－ 1)A 0 であることから，湿り燃焼ガス量

は以下の式で表される。  = ( − 0.21) + + + ℎ + 3 ℎ + 5 ℎ + 4 ℎ + 7 ℎ + 9 ℎ +  （ 4・ 13）  

 

G： 気体燃料 1 m3 あたりに生成する湿り燃焼ガス量 (m3 /m3 )  
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乾き燃焼ガス量は，湿り排ガス量 G から水蒸気量を差し引くことで求められる。  ′ = − (ℎ + 2 ℎ + 3 ℎ + 2 ℎ + 4 ℎ + 5 ℎ ) （ 4・ 14）  

 

G'： 気体燃料 1 m3 あたりに生成する乾き燃焼ガス量 (m3 /m3 )  

 

なお，他の炭化水素 C xH y が燃料に含まれている場合，(4･13)式には (x+y/2)･c x h y の

項を追加し， (4･14)式には (y/2)･c x h y の項を減ずる形にして考えればよい。  

 

③  空気比  

固体・液体燃料と同様に気体燃料を燃焼したときの空気比 m は，燃焼ガスの分析

値と燃料組成を用いて計算される。  

燃焼ガス中の残存酸素濃度は，理論空気量よりも過剰に供給された空気に含まれ

る酸素が測定されたものであり，m は酸素のバランスから以下の式で表される。  = 1 + (O − 0.5CO) ′21  （ 4・ 15）  

 

CO： 乾き燃焼ガス中に含まれる一酸化炭素の比率  

 

同様に m は燃焼ガス中の窒素濃度と残存酸素濃度のバランスから以下の式で表さ

れる。  = 11− 3.76 × O − 0.5CON − ′  
（ 4・ 16）  

 

なお，完全燃焼した場合は， (4・ 15)， (4・ 16)式の CO を 0 として考えればよい。

さらに加えて，燃料中に窒素が含まれていない場合は，n 2 を 0 と考えればよく，(4・

16)式は液体・固体燃料の場合と同様に (4・10)，(4・11)式の形で m を表すことができ

る。  

 

④  計算例  

【問】  

成分組成（容量%）がメタン 90 ％，プロパン 10 % の都市ガスを空気比 m=1.40 で

完全燃焼させたときの乾き燃焼排ガス中の CO 2 濃度（有効数字 2 桁）を求めよ。  

 

【答】  

(ⅰ )  都市ガス 1m3 を燃焼するのに必要な理論空気量を求める。  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 4編第 3章 燃焼計算 

 9 © JEMCA 2021 

(4･12)式より  

A 0  =  1/0 .21(0.5h 2+0.5co+2ch 4+3.5c 2h 6+3c 2h 4+5c 3h 8+6.5c 4h 1 0－ o 2 )  

=  1/0 .21×(2×0.9+5×0.1)  

=  11.0  m3  

 

（ⅱ）都市ガス 1 m3 を燃焼させたときの湿り排ガス量 G を求める。  

(4･13)式より  

G  =  (m－ 0.21)A 0+co 2+co+h 2+3ch 4+5c 2h 6+4c 2h 4+7c 3h 8+9c 4h 1 0 + n 2  

=  (1 .40-0.21)×11.0+3×0.9+7×0.1 

=  16.4  m3  

 

（ⅲ）都市ガス 1 m3 を燃焼させたときの乾き排ガス量 G’を求める。  

(4･14)式より  

G’ = G－ (h 2+2ch 4+3c 2h 6+2c 2h 4+4c 3h 8+5c 4h 1 0 )  

=  16.4－ (2×0.9+4×0.1)  

=  14.2  m3  

 

（ⅳ）燃焼方程式から都市ガス 1 m3 を燃焼させたときの CO 2 発生量を求める。  

メタンの燃焼方程式（CH 4+2O 2  =  CO 2+2H 2O）より，燃焼するメタンと発生する CO 2

の量の比は 1:1 であるから， 0.9 m3 のメタンから発生する CO2 は  

CO 2（メタン由来） = 0.9  m3  

プロパンの燃焼方程式（ C 3H 8+5O 2  =  3CO 2+4H 2O）より，燃焼するメタンと発生す

る CO 2 の量の比は 1:3 であるから， 0.1 m3 のプロパンから発生する CO 2 は  

CO 2（プロパン由来） = 0.1×3 = 0 .3 m3  

よって都市ガス 1 m3 を燃焼させたときの CO 2 発生量は  

CO 2（都市ガス由来） = 0.9+0.3 =  1 .2  m3  

 

（ⅴ）乾き燃焼ガス中の CO 2 濃度を求める。  

CO 2 濃度  =  1 .2/14.2×100 = 8 .4  % 
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第４章 報告書の例 
 

 測定項目ごとの報告書の構成例を示した。排ガスを測定した結果は報告書として、正確性はもとよ

りわかりやすく伝える工夫も必要である。各項目の計量結果を算出するにあたっては項目毎に多く

の数式を用いる必要があるが、通常はパソコン等にプログラム化されて測定値を入力すれば計算値

が得られる場合が多くなっている。しかしながら、計算の意味を理解していない場合、初歩的な入力

ミスから誤った計算値を算出したままでも気づかない可能性も考えられる。このような事態を避け

るためにも算出法を熟知し、妥当な計算結果になっているか見当をつけられるようにしておくこと

は重要である。 

 なお、計量証明事業所が計量法に基づき、計量証明書としてとして発行する際には計量法施行規則

第四十四条の二に定められた以下の事項を記載する必要がある。 

   一 計量証明書である旨の表記 

   二 計量証明書の発行番号及び発行年月日 

   三 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所 

   四 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号 

   五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名 

   六 計量の対象 

   七 計量の方法（別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した

計量器） 

   八 計量証明の結果 

   九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当

該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地 
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① 計量証明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○○県知事登録第○○号

住所:

電話：

事業者名：

環境計量士名：

計 量 証 明 書

　（備考）　外注等業者の名称及び住所：該当なし
　　　　　　 ※：計量の結果は標準状態［273.15K(0℃）,101.32kPa］における物質の濃度を示す。

全水銀　※ 平成28年環境省告示第94号 0.21 μg/m3 0.025 μg/m3

JIS K0104 7.4

JIS K0107 7.2

55 volppm 10 volppm

粒子状水銀　※ 平成28年環境省告示第94号 <0.0020 μg/m3 0.0020 μg/m3

ガス状水銀　※ 平成28年環境省告示第94号 0.21 μg/m3 0.025 μg/m3

250 mg/m3 230 mg/m3

計量の方法

JIS Z8808

JIS K0103 7.1

定量下限値計量の結果

0.013 g/m3 0.005 g/m3

41 volppm 0.5 volppm

計量の対象

ばいじん(ダスト)　※

硫黄酸化物

窒素酸化物

塩化水素　※

対象施設名

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

第　○　○号

○○　　様

令和○○年○○月○○日に○○が採取した試料について計量した結果は、下記のとおりであることを証明します。

事業所名 　　Ａ市クリーンセンター

　　１号焼却炉

環境

計量士
印

社
印

計量証明事業者
の標章
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② 測定分析結果 

 

（１）測定場所 
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 R = (mm)

 断面積＝ (m3)

 r1= 295

 r2= 511

 r3=

　測定場所

第　○　○号

測定場所及び測定点の概要

　測定点

 r4=

孔数

L (mm)

直径 (mm)

1.09

590

測
定
孔

測定点位置(mm)煙
道

 r6=

 r5=

1

8

7

6

5

4 3 2

L

R

r1

r2

１号焼却炉

消石灰

廃熱ボイラー バグフィルターガス冷却塔

測定位置

１号焼却炉

消石灰

廃熱ボイラー バグフィルターガス冷却塔

測定位置測定位置
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（２）排ガス組成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）水分量測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.1 No.2 No.3 No.4 平均値

11:05 11:52

3 3

% 7.0 9.0 8.0

% 14.1 11.4 12.8

% 0.0 0.0 0.0

% 78.9 79.6 79.3

kg/m3 1.23 1.24 1.23

― 3.05 2.17 2.61

事業所名

排ガス密度ρN

乾 き 排 ガ ス 組 成
第　○　○号

　令和○○年○月○日

　１号焼却炉

　Ａ市クリーンセンター

調査年月日

対象施設名

空気比

CO2

O2

　オルザット法

CO

N2

測定点

測定時刻

測定方法

第　○　○号

No.1 No.2 No.3

10:43～10:46 10:47～10:50 10:51～10:54

3 3 3

L 5.0 5.0 5.0

温度 ℃ 27 28 28

飽和水蒸気圧 kPa 3.56 3.78 3.78

ゲージ圧 kPa 0 0 0

kPa

L 4.39 4.37 4.37

g 0.73 0.79 0.84

% 17.15 18.38 19.32

%

水 分 量 測 定

　１号焼却炉

　Ａ市クリーンセンター

対象施設名

事業所名

18.3

ガスメータ

吸引ガス量(乾き、標準状態)

吸湿水分質量

　令和○○年○月○日調査年月日

排ガス中水分量

平均排ガス中水分量

吸引ガス量

測定点

測定時刻

大気圧 101.3



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 4編第 4章 報告書の例 

 5 © JEMCA 2021  

（４）排ガス流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

℃

%

kPa

標準状態 kg/m3

ダクト内 kg/m3

kPa

測定点 測定点

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

m/s

m3

m3/h

m3/h

第　○　○号

事業所名

調査年月日

対象施設名

100 17.0

95 16.5

80

-0.15

1.040

1.234

ρ
排ガス密度

ピトー管係数

静圧

平均水分量

排ガス温度

　　令和○○年○月○日

　　１号焼却炉

　Ａ市クリーンセンター

174

18.3

測定時刻

14.2

測定時刻

動圧(Pa) 流速(m/s)流速(m/s)動圧(Pa)

85 15.6

15.2

30 9.3

75 14.7

70

40 10.7

排 ガ ス 流 量 測 定

0.7523

ρN

大気圧 101.3

27800

14.1

1.09

34000

乾き排ガス量

平均流速

ダクト断面積

湿り排ガス量
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（５）ダスト（ばいじん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第　○　○号

11:10～11:50 11:55～12:35

1,2,3,4 5,6,7,8,

mm 7 7

L 842.6 644.3

温度 ℃ 29 30

飽和水蒸気圧 kPa 4.01 4.24

ゲージ圧 kPa 0 0

kPa

m3 0.7315 0.5562

g 0.0115 0.0052

g/m3 0.0157 0.0093

m/s 16.1 12.2

m3 0.547 0.547

g/m3

%

% 13.8 11.1

g/m3 0.0197 0.0085

g/m3

m3/h

kg/h

　　１号焼却炉

　Ａ市クリーンセンター

調査年月日

対象施設名

事業所名

　　令和○○年○月○日

　普通形手動試料採取装置　１形

　移動採取法

　シリカ繊維、円筒、25φ×90mm

吸引ノズルの内径

大気圧

ろ紙材質、形状、寸法

等速吸引したガス量

測定点

測定時刻

ダスト濃度

試料採取装置の種類

試料採取方法の種類

ガスメータ

吸引ガス量(乾き、標準状態)

捕集ダスト質量

ダスト（ばいじん）測定　　　

0.36

27800

0.015

平均ダスト濃度

ダスト排出量

各断面の面積

0.013

12

乾き排ガス量

標準酸素濃度

標準酸素補正ダスト濃度

排ガス中の酸素濃度

平均標準酸素補正ダスト濃度

各断面の平均流速

101.3
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（６）硫黄酸化物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第　○　○号

L

温度 ℃

飽和水蒸気圧 kPa

ゲージ圧 kPa

kPa

L

mL

―

mg/mL 0.0220 0.0210 0.0319 0.0353 0.0376 0.0372 0.0353 0.0347

mg/mL

29.2 27.9 42.6 47.1 50.5 49.9 47.4 46.6

ppm

ppm

m3/h

m3/h

No.4No.3No.2No.1

11:55～12:15 12:20～12:40 13:10～13:5012:45～13:05

硫黄酸化物排出量

調査年月日

対象施設名

事業所名

乾き排ガス量

吸引ガス量

分析方法の種類

大気圧

ガスメータ

吸引ガス量(乾き、標準状態)

測定点

測定時刻

平均硫黄酸化物濃度

試料溶液メスアップ量

試料の希釈倍率

検量線から求めた空試験溶液
の硫酸イオン濃度

硫黄酸化物濃度(2回平均値）

検量線から求めた試料溶液の
硫酸イオン濃度

硫黄酸化物濃度

3

4.01 4.01

100 100 100 100

20.00 20.00 20.00 20.00

3

　　１号焼却炉

　　Ａ市クリーンセンター

硫 黄 酸 化 物 測 定

0 0 0 0

3.56 3.78

27 28 29 29

　　令和○○年○月○日

3 3

101.3

17.56 17.46 17.36 17.36

JIS K0103 7.1イオンクロマトグラフ法

1.2

27800

43

―

47504529

11 1 1
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（７）窒素酸化物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mL

mL

mL

圧力 kPa

温度 ℃

飽和水蒸気圧 kPa

大気との差圧 kPa

圧力 kPa

温度 ℃

飽和水蒸気圧 kPa

kPa

mL

―

― 0.131 0.118 0.146 0.151 0.184 0.185

μL 44 40 49 51 62 62

ppm 47 43 52 54 67 67

ppm

ppm

％

％

ppm

ppm

m3/h

m3/h

試料溶液の吸光度

検量線から求めたNO2の体積

窒素酸化物排出量 1.5

標準酸素補正
全平均窒素酸化物濃度

57

乾き排ガス量 27800

標準酸素濃度 12

標準酸素補正
窒素酸化物濃度

40 51 79

全平均窒素酸化物濃度 55

排ガス中の酸素濃度 10.8 11.6 13.4

窒素酸化物濃度

窒素酸化物濃度(2回平均値) 45 53 67

ガス採取量 927 944 931

液量補正 1 1 1

96.1 94.8

大気圧 101.3

採取後
フラスコ内

-5.5 -5.2 -6.5

95.8

28 28 28

3.78 3.78 3.78

真空フラスコの実容積 1142 1163 1167

採取前
フラスコ内

5.6 5.9 6.2

30 30 30

4.24 4.24 4.24

真空フラスコの内容積 1162 1183 1187

吸収液量 20 20 20

測定点 3 3 3

検体番号 1 2 3

調査年月日 　　令和○○年○月○日

分析方法の種類 　　JIS K0104 7.4フェノールジスルホン酸法

測定時刻 12:17 12:42 13:07

窒 素 酸 化 物 測 定
第　○　○号

事業所名 　Ａ市クリーンセンター

対象施設名 　　　１号焼却炉
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（８）塩化水素 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L

温度 ℃

飽和水蒸気圧 kPa

ゲージ圧 kPa

kPa

L

mL

mL

―

mL 24.08 24.12 23.95 23.95 24.06 24.04

mL

―

mg/m3 243 232 276 276 247 252

mg/m3

mg/m3

%

%

mg/m3

mg/m3

m3/h

kg/h

250平均塩化水素濃度

264251280

*滴定溶液：0.1mol/Lチオシアン酸アンモニウム溶液

7.0

1 1 1

塩化水素濃度(2回平均値） 249276238

250 250 250

50 50 50

4.01 3.78 3.78

0

69.8469.8469.45

塩化水素濃度

第　○　○号

No.3No.2No.1

3 3 3

　　令和○○年○月○日

　　１号焼却炉

　Ａ市クリーンセンター

15:30～16:10

80.00

29 28 28

14:45～15:25

101.3

25.00

1.005

27800

270

JIS K0107 7.2硝酸銀滴定法

試料溶液メスアップ量

試料の希釈倍率

大気圧

吸引ガス量(乾き、標準状態)

分析方法の種類

試料溶液分取量

滴定溶液のファクター

空試験の滴定に要した
滴定溶液の量

滴定に要した滴定溶液*の量

塩 化 水 素 測 定

吸引ガス量

測定点

測定時刻

ガスメータ

80.00 80.00

0 0

調査年月日

対象施設名

事業所名

14:00～14:40

標準酸素補正塩化水素濃度

12.6

塩化水素排出量

乾き排ガス量

平均標準酸素補正塩化水素濃度

排ガス中の酸素濃度 11.113.2

標準酸素濃度 12
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（９）水銀 

 

第　○　○号

粒子状

2

mm 6

L 1722.0

温度 ℃ 26

飽和水蒸気圧 kPa 3.36

ゲージ圧 kPa 0

kPa

L 1520

― ① ② -

mL 200 200 -

mL 100 100 -

mL 100 100 200

mL 5 5 5

― 1 1 1

ng 0.619 0.046 0.028

ng 0.045 0.045 0.001

―

0.2198 0.0000

0.0007

%

%

< 0.0014

0.0005

m3/h

kg/h

検出下限値 定量下限値

(μg/m3 ) (μg/m3 )

ガス状 0.008 0.025

粒子状 0.0006 0.0020

全水銀 0.008 0.025

全水銀排出量

(定量下限未満値の場合） －

0.15

－

27800

総水銀濃度 0.21

標準酸素補正水銀濃度(ガス状/粒子状）
μg/m3

試料溶液分取量

吸収瓶No.

μg/m3

－

0.21
水銀濃度(ガス状/粒子状）

(定量下限未満値の場合）

希釈倍率

検量線から求めた試料溶液における水銀の
含有量

検量線から求めた空試験溶液における水銀
の含有量

滴定溶液のファクター 1.014

< 0.0020

120.0

26

0

3.36

試料溶液メスアップ量

8.5

106

0.0000058

水銀(ガス状/粒子状) ガス状

測定点

吸引ノズルの内径

7

－

(定量下限未満値の場合）

標準酸素補正総水銀濃度 0.15

(定量下限未満値の場合） －

乾き排ガス量

16:20～18:20

全 水 銀 測 定

事業所名 　Ａ市クリーンセンター

対象施設名 　　１号焼却炉

調査年月日 　　令和○○年○月○日

μg/m3

μg/m3

101.3

吸引ガス量(乾き、標準状態)

吸収液メスアップ量

吸収液分取量

測定時刻

吸引ガス量

ガスメータ

大気圧

排ガス中の酸素濃度

標準酸素濃度 12
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第 5 章 ばい煙発生施設の設置等の届出 
 ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設及び水銀排出施設を設置する場合や、

設置した施設の構造変更・廃止等を行う場合、都道府県知事（大気汚染防止法政令市

にあってはその長）に届出を行う必要がある。以下に大気汚染防止法の届出（抜粋）

と届出様式を示す。届出の詳細については都道府県及び政令市のホームページ等を参

照されたい。  

 

大気汚染防止法の届出（抜粋）  
届出書の種類  届出を必要とする場合  届出の時期  法律条文  
ばい煙発生施設  
（設置，使用，変更）

届出書  
（様式第 1  
別紙 1，別紙 2，別紙
3）  

（設置届）  
ばい煙発生施設を設置する場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 6条第 1項  

（使用届）  
既に設置していた施設が、法改正等で

新 た に ば い 煙 発 生 施 設 に 該 当 す る こ

とになった場合  

新たに施設に

指定された日

から 3 0日以内  

第 7条第 1項  

（変更届）  
ばい煙発生施設の構造・使用方法、ば

い煙の処理方法を変更する場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 8条第 1項  

揮 発 性 有 機 化 合 物

（ VOC）排出施設  
（設置，使用，変更）

届出書  
（様式第 2の 2  
別紙 1，別紙 2）  

（設置届）  
揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 を 設 置 す

る場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 1 7条の 5第 1項  

（使用届）  
既に設置していた施設が、法改正等で

新 た に 揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 に

該当することになった場合  

新たに施設に

指定された日

から 3 0日以内  

第 1 7条の 6第 1項  

（変更届）  
揮発性有機化合物排出施設の構造・使

用方法、揮発性有機化合物の処理方法

を変更する場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 1 7条の 7第 1項  

水銀排出施設  
（設置，使用，変更）

届出書  
（様式第 3の 5  
別紙 1，別紙 2，別紙
3）  

（設置届）  
水銀排出施設を設置する場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 1 8条の 2 8第 1項  

（使用届）  
既に設置していた施設が、法改正等で

新 た に 水 銀 排 出 施 設 に 該 当 す る こ と

になった場合  

新たに施設に

指定された日

から 3 0日以内  

第 1 8条の 2 9第 1項  

（変更届）  
水銀排出施設の構造・使用方法、水銀

等の処理方法を変更する場合  

工事着手の 6 0
日前まで  

第 1 8条の 3 0第 1項  

氏名等変更届出書  
（様式第 4）  

事業場の名称、所在地、または届出者

の氏名、住所（法人の場合は、名称、

代表者氏名、主な事業所の所在地）に

変更があった場合  

変更があった

日から 3 0日以
内  

第 11条  
第 1 7条の 1 3第 2項  
第 1 8条の 3 6第 2項  

使用廃止届出書  
（様式第 5）  

設置（使用）届がなされた施設を廃止

したとき  
施設の使用を

廃止した日か

ら 3 0日以内  

第 11条  
第 1 7条の 1 3第 2項  
第 1 8条の 3 6第 2項  

承継届出書  
（様式第 6）  

届出者の地位の承継（相続、合併、分

割）があった場合  
承継のあった

日から 3 0日以
内  

第 1 2条第 3項  
第 1 7条の 1 3第 2項  
第 1 8条の 3 6第 2項  
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様式第 1 
 
 

ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 

 
年    月    日 

 
 
              様 
 
                                                                 

届出者 
                                                                                         
 

 大気汚染防止法第6条第 1項(第 7条第 1項、第 8条第 1項)の規定により、ばい煙発生施設に

ついて、次のとおり届け出ます。 

 工場又は事業場の名称               ※整理番号        

 工場又は事業場の所在地  ※受理年月日       年    月    日 

 ばい煙発生施設の種類               ※施設番号        

 ばい煙発生施設の構造               別紙１のとおり。           ※審査結果        

 ばい煙発生施設の              

 使 用 の 方 法              
 別紙２のとおり。           ※備 考        

 ばい煙の処理の方法              別紙３のとおり。           

 
(産業分類)                 (連絡先) 

 
備考 １ ばい煙発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１に掲げる項番号及び名称を記載す

ること。 
２ ※印の欄には記載しないこと。 
３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 
４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とする

こと。 
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別紙１ 

ば い 煙 発 生 施 設 の 構 造 

 
                                                  

 工場又は事業場における施設番号                      

名 称 及 び 型 式                      

 設 置 年 月 日                            年     月     日         年     月     日 

 着 手 予 定 年 月 日                            年     月     日         年     月     日 

 使 用 開 始 予 定 年 月 日                            年     月     日         年     月     日 

 

 

規 

 

 

 

 

模 

 伝 熱 面 積                 (m２)   

 燃 料 の 燃 焼 能 力          (重油換算L/h)   

 原 料 の 処 理 能 力               (t/h)   

 火格子面積又は羽口面断面積                 (m２)   

 変 圧 器 の 定 格 容 量                (kVA)   

 触媒に付着する炭素の燃焼能力(kg/h)   

 焼 却 能 力              (kg/h)   

 乾 燥 施 設 の 容 量                 (m３)   

 電 流 容 量                 (kA)   

 ポ ン プ の 動 力                 (kW)   

 合 成 ・ 漂 白 ・ 濃 縮 能 力  ( k g / h )   

 
備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月

日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞ

れ記載すること。 
２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の中欄に掲げる施設の当該下欄に規定する項目につ

いて記載すること。 
３ ばい煙発生施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規格Ａ４の

大きさに縮小したもの又は既存図面等を用いること。 
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別紙２ 

ばい煙発生施設の使用の方法 

  工場又は事業場における施設番号                       

使用 
状況 

  １日の使用時間及び月使用日数等                           時～         時 
  時間/回   回/日   日/月 

          時～         時 
  時間/回   回/日   日/月 

  季 節 変 動                   

原材料

（ばい煙

の発生に

影響ある

ものに限

る） 

  種 類                   
  使 用 割 合                   

原 材 料 中 の 成 分 割 合               (％) 

 いおう分 

 

 ｶﾄﾞﾐｳﾑ分 

 

 鉛   分 

 

 弗 素 分 

 

 いおう分 

 

 ｶﾄﾞﾐｳﾑ分 

 

 鉛   分 

 

 弗 素 分 

 
  １ 日 の 使 用 量                   

燃料又 
 

は電力 

  種 類                   
  燃 料 中 の 成 分 割 合               (％) 灰   分 いおう分 窒素分    灰   分 いおう分 窒素分    
  発 熱 量                   
  通 常 の 使 用 量                 最          通 

大          常 
最          通 
大          常 

  混 焼 割 合                   

排 出 ガ ス 量            (㎥/h) 
湿   り 最     大 通     常 最     大 通     常 

乾     き 最     大 通     常 最     大 通     常 

  排 出 ガ ス 温 度                   (℃)   
  排 出 ガ ス 中 の 酸 素 濃 度                   (％)   
 
 
 
ばい煙 
 
 
の濃度 

ば    い    じ    ん (g/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

い お う 酸 化 物             (容量比ppm) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

カドミウム及びその化合物 (mg/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

塩 素 (mg/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

塩      化      水      素(mg/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

弗素、弗化水素及び弗化珪素 (mg/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/㎥) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

窒 素 酸 化 物             (容量比ppm) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

 ばい   
 煙量   

い   お   う   酸   化   物(㎥/h) 最          通 
大          常 

最          通 
大          常 

 参考   
 事項   

   

備考 １ 原材料中の成分割合(％)の欄及び燃料中の成分割合(％)の欄の記載にあっては、重量比％又は容量比％の別を明らかにする
こと。 

   ２ 排出ガス量及びばい煙量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態」という。）に
おける量に、ばい煙の濃度については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。 
３ ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 
４ ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設がある場合は、処理後の濃度とすること。 
５ 参考事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、窒素 
酸化物の発生抑制のために採っている方法等を記載するほか、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関又はガソリン機関
については、常用又は非常用(専ら非常時において用いられるものをいう。)の別を明らかにすること。 
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別紙３ 
ば い 煙 の 処 理 の 方 法 

 ばい煙処理施設の工場又は事業場における施設番号   

処 理 に 係 る ば い 煙 発 生 施 設 の                     
工場又は事業場における施設番号                      

  

ばい煙処理施設の種類、名称及び型式   
設 置 年 月 日                      年    月    日        年    月    日 
着 手 予 定 年 月 日                             年    月    日        年    月    日 
使 用 開 始 予 定 年 月 日                             年    月    日     年    月    日 

 
 
処 
 
 
 
 
 
 
理 
 
 
 
 
 
能 
 
 
 
 
力 

 排 出 ガ ス 量 (㎥/h) 最 大       
通 常       

 排 出 ガ ス 温 度 （℃） 処理前       
処理後       

ば 

い 

煙 

の 

濃 

度 

ば い じ ん（g/㎥) 処理前       
処理後       

いおう酸 化 物 (容量比ppm) 処理前       
処理後       

カドミウム及びその化合物 
            （mg/㎥) 

処理前       
処理後       

塩 素（mg/㎥) 処理前       
処理後       

塩 化 水 素（mg/㎥) 処理前       
処理後       

弗素、弗化水素及び弗化珪素 
       （mg/㎥) 

処理前       
処理後       

鉛及びその化合物（mg/㎥) 処理前       
処理後       

窒 素 酸 化 物 (容積比ppm) 
処理前       
処理後   

ば 
い 
煙 
量 

い お う 酸 化 物（㎥/h) 

最

大 
処理前   
処理後   

通

常 
処理前   
処理後   

捕
集
効
率(

％)  

ば い じ ん                     
い お う 酸 化 物                     
カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物                     
塩 素                     
塩 化 水 素                     

 弗 素 、 弗 化 水 素 及 び 弗 化 珪 素   
鉛 及 び そ の 化 合 物                     
窒 素 酸 化 物                     

使用 
 
状況 

１日の使用時間及び月使用日数等                   時～        時 
時間/回  回/日  日/月 

時～        時 
時間/回  回/日  日/月 

季 節 変 動                     
排 出 口 の 実 高 さ H 0 (m)   
補 正 さ れ た 排 出 口 の 高 さ H e (m) 最大       通常 最大       通常 
排 出 速 度 (m／s) 最大       通常 最大       通常 

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場

合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。原材料中の成分割合(％)の欄及び
燃料中の成分割合(％)の欄の記載にあたっては、重量比(％)又は容量比(％)の別を明らかにすること。 

   ２ 排出ガス量及びばい煙量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態」という。）にお

ける量に、ばい煙の濃度については、標準状態における排出ガス１立方メートルの中の量に、それぞれ換算したものとする。 
３ ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 
４ 補正された排出口の高さHｅは、大気汚染防止法施行規則第３条第２項の算式により算定すること。 
５ ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添付すること。
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様式第２の２ 

 

揮発性有機化合物排出施設設置（使用、変更）届出書 

 

 

年  月  日  

 

      

      

 

                               

                          届出者                

                               

 

 
 大気汚染防止法第１７条の５第１項（第１７条の６第１項、第１７条の７第１項）の規定により、

揮発性有機化合物排出施設について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称  ※整 理 番 号  

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  ※受理年月日 年  月  日 

揮発性有機化合物排出施設の種類  ※施 設 番 号  

揮発性有機化合物排出施設の 

構 造 及 び 使 用 の 方 法 
別紙１のとおり。 

※審 査 結 果  

※備 考  
揮発性有機化合物の処理の方法 別紙２のとおり。 

(産業分類)                 (連絡先) 

備考 １ 揮発性有機化合物排出施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の２に掲げる項

番号及び名称を記載すること。 

   ２ ※印の欄には、記載しないこと。 

   ３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

   ４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４

とすること。 

   ５ 排出ガスを処理施設において処理していない場合には、別紙２の届出は必要ない。 

 

様 
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別紙１ 

揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法 

工場又は事業場における施設番号   

名 称 及 び 型 式   

設 置 年 月 日 年   月   日 年   月   日 

着 手 予 定 年 月 日 年   月   日 年   月   日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 年   月   日 年   月   日 

規 
 

 
 
 

模 

送風機の送風能力（㎥/h）   

排風機の排風能力（㎥/h）   

揮発性有機化合物が空気に 
接する面の面積（ｍ２） 

  

容         量（kL）   

１日の使用時間及び月使用日数等 時～     時 
時間／回 回／日 日／月 

時～     時 
時間／回 回／日 日／月 

排 出 ガ ス 量（㎥/h）   

使用する主な揮発性有機化合物の種類   

揮 発 性 有 機 化 合 物 濃 度 
（容量比 ｐｐｍ （ 炭素換算 ）） 

  

参 考 事 項   

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には
設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月
日の欄に、それぞれ記載すること。 

   ２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の２の中欄に掲げる施設の当該下欄に規定
する項目について記載すること。 

   ３ 揮発性有機化合物排出施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図を添付すること。 
   ４ 排出ガス量は、湿りガスであって、最大のものを記載すること。 
   ５ 排出ガス量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態における量に換算したも

のとする。 
   ６ 揮発性有機化合物排出施設が貯蔵タンクである場合には、排出ガス量の欄には記載しないこと

。 
   ７ 揮発性有機化合物濃度は、湿りガス中の濃度とすること。 
   ８ 揮発性有機化合物濃度は、揮発性有機化合物の処理施設がある場合には、処理後の濃度と

すること。 
   ９ 参考事項の欄には、揮発性有機化合物の排出状況に著しい変動のある施設についての一工

程中の排出量の変動の状況、揮発性有機化合物の排出の抑制のために採っている方法（排出
ガスを処理施設において処理しているものを除く。）等を記載すること。 
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別紙２  

揮発性有機化合物の処理の方法  

揮発性有機化合物の処理施設の工場  
又は事業場における施設番号  

  

処理に係る揮発性有機化合物排出施

設  
の工場又は事業場における施設番号  

  

揮発性有機化合物の処理施設の種類、 
名称及び型式  

  

設 置 年 月 日  年   月   日 年   月   日 

着 手 予 定 年 月 日  年   月   日 年   月   日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日  年   月   日 年   月   日 

処 

理 

能 

力 

排 出 ガ ス 量（㎥/h）    

揮発性有機化合物 濃度  
（容量比ｐｐｍ（炭素換算

） ）  

処理

前  
  

処理

後  
  

処   理   効   率（

％）  
  

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出

の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月

日及び使用開始年月日の欄に、それぞれ記載すること。  

   ２ 排出ガス量は、湿りガスであって、最大のものを記載すること。 

   ３ 揮発性有機化合物濃度は、湿りガス中の濃度とすること。 

   ４ 揮発性有機化合物の処理施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図を添付

すること。  
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様式第３の５ 
    

水銀排出施設設置（使用、変更）届出書 
    

 
年  月   日 

   
   
             様 
   
   

                           
                                  届出者                              
    
    
大気汚染防止法第 18 条の 28 第１項（第 18 条の 29 第１項、第 18 条の 30 第１項）の規定に

より、水銀排出施設について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称  
※整 理 番 号  

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  
※受理年月日  年 月 日 

水 銀 排 出 施 設 の 種 類  
※施 設 番 号  

水 銀 排 出 施 設 の 構 造 別紙１のとおり。 ※審 査 結 果  

水 銀 排 出 施 設 の 使 用 の 方 法 別紙２のとおり。 

※備 考 

 

水 銀 等 の 処 理 の 方 法 別紙３のとおり。 

参 考 事 項  

 (産業分類)                 (連絡先) 
備考 １ 水銀排出施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行規則（以下「施行規則」という。）別表

第３の３に掲げる項番号及び名称を記載すること。 
   ２ ※印の欄には、記載しないこと。 
   ３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させるこ

と。 
   ４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ

４とすること。 
   ５ 施行規則様式第２による受理書の写しを添付し、参考事項の欄に、当該受理書の受理番号

及び受理年月日を記載する場合であつて、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第13条に

規定する市の長が別紙１～３の全部又は一部を添付することを要しないと認めるときは、別紙

１～３の全部又は一部を省略することができる。 
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別紙１ 

水 銀 排 出 施 設 の 構 造 

工場又は事業場における施設番号   

名 称 及 び 型 式   

設 置 年 月 日    年   月   日    年   月   日 

着 手 予 定 年 月 日    年   月   日    年   月   日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日    年   月   日    年   月   日 

規 
 
 

模 

伝 熱 面 積（ｍ2）   

燃 料 の 燃 焼 能 力 

（重油換算L/h） 
  

原料の処理能力（t/h）   

火格子面積又は羽口面断面積

（ｍ2） 
  

変圧器の定格容量（kVA）   

焼却能力（kg/h）   

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には

設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月

日の欄に、それぞれ記載すること。 

２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行規則別表第３の３の中欄に規定する項目について記

載すること。 

３ 水銀排出施設の構造概要図を添付すること。概要図は、主要寸法を記入し、日本産業規

格Ａ４の大きさに縮小したもの又は既存図面等を用いること。ただし、施行規則様式第２

による受理書の写しを添付する場合であって、都道府県知事又は大気汚染防止法施行令第

13 条に規定する市の長が構造概要図を添付することを要しないと認めるときは、当該概要

図の添付を省略することができる。 
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別紙２ 

水銀排出施設の使用の方法 

工場又は事業場における施設番号   

使 用 状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 
及 び 月 使 用 日 数 等 

    時～    時 
 時間/回 回/日 日/月 

    時～    時 
 時間/回 回/日 日/月 

季 節 変 動   

原 材 料 
（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。） 

種 類   

使 用 割 合   

原 材 料 中 の 水 銀 等

含 有 割 合 
  

１ 日 の 使 用 量   

燃 料 
（ 水 銀 等

の 排 出 に

影 響 の あ

る も の に

限 る 。） 

種 類   

燃 料 中 の 水 銀 等 の 
含 有 割 合 

  

通 常 の 使 用 量   

混 焼 割 合   

排出ガス量（㎥/h） 
湿り 最大 通常 最大 通常 

乾き 最大 通常 最大 通常 

排出ガス中の酸素濃度（％）   

水銀濃度 
（µg/㎥） 

全 水 銀   

ガ ス 状 水 銀   

粒 子 状 水 銀   

参 考 事 項  

備考 １ 排出ガス量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態

」という。）における量に、水銀濃度については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の

量に、それぞれ換算したものとする。 
２ 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とし、平常時の平均的な濃度を記載すること。 
３  水銀濃度は、水銀等の処理施設がある場合には、処理後の濃度とすること。 
４ 参考事項の欄には、水銀等の排出状況に著しい変動がある施設についての一 
工程の排出量の変動の状況、水銀等の排出抑制のために採つている方法等を記載すること。 
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別紙３ 
 

水銀等の処理の方法 

水銀等の処理施設の工場又は事業場における施

設番号   

処理に係る水銀排出施設の工場又は事業場にお

ける施設番号   
 

水銀等の処理施設の種類、名称及び型 
式   

設 置 年 月 日   年  月  日   年  月  日 

着 手 予 定 年 月 日   年  月  日   年  月  日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日   年  月  日   年  月  日 

 
 

処 
 
 

 

理 
 

 
 

能 
 
 

 

力 

排出ガス量（㎥/h） 
湿 り 最大      通常 最大      通常 
乾 き 最大      通常 最大      通常 

排 出 ガ ス 温 度 （ ℃ ） 
処理前   
処理後   

排 出 ガ ス 中 の 酸 素 濃 度 （ ％ ）   

水銀濃度 
（µg/㎥） 

全水銀 
処理前   
処理後   

ガ ス 状

水 銀 
処理前   
処理後   

粒子状 
水 銀 

処理前   
処理後   

捕集効率（％） 
全 水 銀   
ガ ス 状 水 銀   
粒 子 状 水 銀   

使 用 
状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 
 及 び 月 使 用 日 数 等 

   時～    時 
時間 /回 回/日 日/月 

   時～    時 
時間 /回 回/日 日/月 

季 節 変 動   

備考 １ 水銀排出施設において発生する水銀等を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設（集じん機等）
について、記載すること。 

   ２ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、
変更届出の場合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。 

３ 排出ガス量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（この項において 
「標準状態」という。）における量に、水銀濃度については、標準状態における排出ガス 
１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。 

       ４ 水銀濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 
   ５ 水銀等の処理施設の構造図及びその主要寸法を記入した概要図を添付すること。ただし、施行規則様式第２に

よ る 受 理 書 の 写 し を 添 付 す る 場 合 で あ っ て 、
都 道 府 県 知 事 又 は 大 気 汚 染 防 止 法 施 行 令 第 13 条 に 規 定 す る 市 の 長 が 当 該 構 造 図
及び概要図を添付することを要しないと認めるときは、当該構造図及び概要図の添付を省略することができ
る。 
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様式第４ 

氏 名 等 変 更 届 出 書 

 

                                                                         

                               年  月   日 

 

 

              様 

 

                          

                                  届出者                  

                                            

    

氏名、名称、住所又は所在地に変更があつたので、大気汚染防止法第11条（第17条の1 

3第２項、第18条の13第２項及び第18条の36第２項において準用する場合を含む。）の規定により、次の

とおり届け出ます。 
 
 ば い 煙 発 生 施 設  

 揮発性有機化合物排出施設 

 一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 の別 

 特 定 粉 じ ん 発 生 施 設  

 水 銀 排 出 施 設 

 

 

 

 

 

 

 

※整 理 番 号 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 の 

内 容 

変 更 前  ※受理年月日  年 月 日 

変 更 後  ※施 設 番 号  

変 更 年 月 日  年 月 日  

※備 考 

 

 

変 更 の 理 由  

   連絡先 

備考 １ ※印の欄には、記載しないこと。 

     ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

     ３ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定 

粉じん発生施設又は水銀排出施設の別の欄は、該当するもの全てを記載すること。 
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様式第５ 

使 用 廃 止 届 出 書 
                                                                         
                               年  月   日 

   

  

             様 

 

                          

                                  届出者                              

                                             
    
 ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出

施設）の使用を廃止したので、大気汚染防止法第11条（第17条の13第２項、第18条の13第２項及び第

18条の36第２項において準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり届け出ます。 

 

 ば い 煙 発 生 施 設 

 揮発性有機化合物排出施設 

 一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 の別 

 特 定 粉 じ ん 発 生 施 設 

 水 銀 排 出 施 設 

 

 

※整 理 番 号 

 

 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称  ※ 受理 年月 日  年 月 日 

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  ※施 設 番 号  

施 設 の 種 類  

 

※備 考 

 

 

施 設 の 設 置 場 所  

使 用 廃 止 の 年 月 日  年 月 日 

使 用 廃 止 の 理 由  

 連絡先 

備考 １ ※印の欄には、記載しないこと。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

    ３ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定 

粉じん発生施設又は水銀排出施設の別の欄は、該当するもの全てを記載する 

こと。 
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様式第６ 

承 継 届 出 書 
 
                                                                         
                               年  月   日 
 
 

様 
 

                               届出者                 
                                        

    
 ばい煙発生施設（揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出

施 設 ） に 係 る 届 出 者 の 地 位 を 承 継 し た の で 、 大 気 汚 染 防 止 法 第 12 条 第 ３

項（第 17 条の 13 第２項、第 18 条の 13 第２項及び第 18 条の 36 第２項において準用する場合  

を含む。）の規定により、次のとおり届け出ます。 

 ば い 煙 発 生 施 設 

 揮発性有機化合物排出施設 

 一 般 粉 じ ん 発 生 施 設 の別 

 特 定 粉 じ ん 発 生 施 設 

 水 銀 排 出 施 設 

 ※整 理 番 号  

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称  ※受理年月日  年 月 日 

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地  ※施 設 番 号  

施 設 の 種 類  

 

 

※備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 の 設 置 場 所  

承 継 の 年 月 日 年 月 日 

被承

継者 

氏 名 又 は 名 称  

住 所  

承 継 の 理 由  

 (連絡先) 

備考 １ ※印の欄には、記載しないこと。  

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

３ ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定 

粉じん発生施設又は水銀排出施設の別の欄は、該当するもの全てを記載する 

こと。 
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第６章 排ガス分析等に関する JIS､ISO 等一覧（2022 年 2 月 1 日現在） 

 
表 4-6-1 JIS の大気中の汚染物質の自動計測器及び測定方法 

JIS番号 名称 制定 改正（確認）

B7951 大気中の一酸化炭素自動計測器 1974 2004(2018)

B7952 大気中のニ酸化硫黄自動計測器 1974 2004(2018)

B7953 大気中の窒素酸化物自動計測器 1974 2004(2018)

B7954 大気中の粒子状物質自動計測器 1974 2001(2020)

B7955 大気中の塩素自動計測器 1974 廃止

B7956 大気中の炭化水素自動計測器 1975 2006(2016)

B7957 大気中のオゾン及びオキシダント自動計測器 1976 2006(2020)

B7958 大気中のふっ素化合物自動計測器 1976 1995(2016)

K0304 大気中のニ酸化炭素測定方法 1996 (2016)

K0306 空気中の揮発性有機化合物の検知管による測定方法 2004 (2019)

K3850-1-4 空気中の繊維状粒子測定方法、第1部～4部 2000
2006(2016)第1部､
(2020)第2～4部

 

 
表 4-6-2 JIS の排ガス中の汚染物質の自動計測器及び分析方法 

 

JIS番号 名称 制定 改正（確認）

B7981 排ガス中の二酸化硫黄自動計測器 1975 2002(2016)

B7982 排ガス中の窒素酸化物自動計測器 1977 2002(2016)

B7983 排ガス中の酸素自動計測器 1979 2006(2020)

B7984 排ガス中の塩化水素自動計測器 1997 2006(2020)

B7985 排出ガス中のメタン自動計測器 2006 (2020)

B7986 排ガス中の二酸化炭素自動計測器 2006 (2020)

B7987 排ガス中の一酸化炭素自動計測器 2006 (2020)

B7988 排ガス中の一酸化二窒素自動計測器 2007 (2016)

B7989排ガス中の揮発性有機化合物(VOC)の自動計測器による測定方法 2008 (2017)

B7993 試料非吸引採取方式による排ガス成分の自動計測システム 2008 2019(2017)

B7994 排ガス中の水銀自動計測器 2016 2021

B7996 排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能評価方法 2018 2020

B9921 光散乱式自動粒子計測器-校正方法及び検証方法 1976 2010(2020)

B7997-1-3 排ガス中のダスト濃度自動計測機、第1部～第3部 2020

K0081 排ガス中のほう素分析方法 2012 (2017)

K0083 排ガス中の金属分析方法 1976 2017(2010)

K0085 排ガス中の臭素分析方法 1976 2014(2019)

K0086 排ガス中のフェノール類分析方法 1978 1998(2017)

K0087 排ガス中のピリジン分析方法 1975 1998(2017)

K0088 排ガス中のベンゼン分析方法 1975 1997(2016)

K0089 排ガス中のアクロレイン分析方法 1975 1998(2017)

K0090 排ガス中のホスゲン分析方法 1975 1998(2017)

K0091 排ガス中のニ硫化炭素分析方法 1975 1998(2017)

K0092 排ガス中のメルカプタン分析方法 1975 1998(2017)



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第 4編第 6章 排ガス分析等に関するJIS,ISO等一覧 

 2 © JEMCA 2021 

 
 

表 4-6-3 ISO の排ガス分析方法 

 

ISO番号 対象 名称 制定年

ISO 10396 排ガス採取方法
Stationary source emissions -- Sampling for the
automated determination of gas emission concentrations
for permanently-installed monitoring systems

2007

ISO 7934 硫黄酸化物
Stationary source emissions　-　Determination of the
mass concentration of sulfur dioxide - Hydrogen
peroxide /barium perchlorate/Thorin method

1989

ISO 11632 硫黄酸化物
Stationary source emissions　-　Determination of the
mass concentration of sulfur dioxide - Ion
Chromatography method

1998

ISO 11564 窒素酸化物
Stationary source emissions　-　Determination of the
mass concentration of nitrogen oxide -
Naphthylethylenediamine photometric method

1998

ISO 15713 ふっ素化合物
Stationary source emissions　-　Sampling and
determination of gaseous-fluoride content

2006

ISO 9096
粒子状物質
(ダスト)

Stationary source emissions -- Manual determination of
mass concentration of particulate matter

2017

ISO 12141
粒子状物質
(ダスト,低濃度)

Stationary source emissions　-　Determination of mass
concentration of particulate matter (dust) at low
concentrations － Manual gravimetric method

2002

ISO 10780
排ガス流速、
排ガス量

Stationary source emissions　-　Measurement of
velocity and volume flowrate of gas streams in ducts

1994

JIS番号 名称 制定 改正（確認）

K0095 排ガス試料採取方法 1973 1999(2020)

K0098 排ガス中の一酸化炭素分析方法 1970 2016(2020)

K0099 排ガス中のアンモニア分析方法 1969 2020(2018)

K0103 排ガス中の硫黄酸化物分析方法 1963 2011(2020)

K0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法 1968 2011(2020)

K0105 排ガス中のふっ素化合物分析方法 1967 2012(2016)

K0106 排ガス中の塩素分析方法 1968 2010(2020)

K0107 排ガス中の塩化水素分析方法 1967 2012(2016)

K0108 排ガス中の硫化水素分析方法 1967 2010(2020)

K0109 排ガス中のシアン化水素分析方法 1969 2014(2019)

K0110 排ガス中の一酸化二窒素分析方法 2018

K0222 排ガス中の水銀分析方法 1981 1997(2016)

K0301 排ガス中の酸素分析方法 1989 2016(2020)

K0302 排ガス中のダスト粒度分布の測定方法 1989 (2016)

K0303 排ガス中のホルムアルデヒド分析方法 1993 2012(2016)

K0305
排ガス中のトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン分析
方法

1997 (2016)

K0311 排ガス中のダイオキシン類の測定方法 1999 2020(2018)

Z7151 固定発生源排出物質-粒子状物質の濃度及び質量流量測定 2000 (2020)

Z7152
バーチャルインパクタによる排ガス中のPM10/PM2.5質量濃度測
定方法

2013 (2018)

Z8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法 1963 2013(2018)

Z8852 排ガス中のダスト濃度の連続測定方法 2013 （2018)
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表 4-6-4 EPA の排ガス分析方法 

 
 

番号 対象 名称 更新年

EPA Method 5
粒子状物質
(ダスト)

Determination of particulate matter emissions from
stationary sources

2019

EPA Method 6 二酸化硫黄
Determination of sulfure dioxide emissions from stationary
sources

2017

EPA Method 6A
二酸化硫黄,水分
二酸化炭素

Determination of sulfure dioxide, moisture and carbon
dioxide from fossil fuel combustion sources

2017

EPA Method 7A 窒素酸化物
Determination of nitrogen oxide emissions from stationary
sources　-　 Ion chromatographic method

2017

EPA Method 7B 窒素酸化物
Determination of nitrogen oxide emissions from stationary
sources　(Ultraviolet spectrophotometry method)

2017

EPA Method 7D 窒素酸化物
Determination of nitrogen oxide emissions from stationary
sources　-　 Alkaline-permanganate/Ion chromatographic
method

2017

EPA Method 7E 窒素酸化物
Determination of nitrogen oxide emissions from stationary
sources　(Instrumental analyzer procedure)

2018

EPA Method 8 硫黄酸化物
Determination of sulfuric acid mist and sulfure dioxide
emissions from stationary sources

2019

EPA Method 13A ふっ素化合物
Determination of Total fluoride Emissions from Stationary
Sources(SPADNS zirconium lake method)

2017

EPA Method 13B ふっ素化合物
Determination of total fluoride emissions from stationary
sources(Specific ion electrode method)

2017

EPA Method 14 ふっ素化合物
Determination of fluoride emissions from potroom roof
monitors for primary aluminium plants

2017

EPA Method 23 ダイオキシン類
Determination of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and
polychlorinated dibenzofurans from municipal waste
combustors

2017

EPA Method 26 ハロゲン化合物
Determination of hydrogen halide and halogenemissions from
stationary sources non-isokinetic method

2019

EPA Method 29 金属 Determination of metal emissions from stationary sources2017
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第 7 章 参考資料 

排ガス測定に係る関係法令等  

 排ガス測定に係る法律、省令、告示、通知を抜粋する。 

○大気汚染防止法  
・  大気汚染防止法 第16 条（ばい煙量等の測定）  
・  大気汚染防止法 第17 条の 12（揮発性有機化合物濃度の測定）  
・  大気汚染防止法 第18 条の 30（水銀濃度の測定）  
・  大気汚染防止法 第18 条の 32（要排出抑制施設の設置者の自主的取組）  
○大気汚染防止法施行規則  
・  大気汚染防止法施行規則 第7 条の 5（測定方法）  
・  大気汚染防止法施行規則 第15 条（ばい煙量等の測定）  
・  大気汚染防止法施行規則 第15 条の 3（揮発性有機化合物濃度の測定）  
・  大気汚染防止法施行規則 第16 条の 12（水銀濃度の測定）  
・  大気汚染防止法施行規則 別表第1（第 3 条関係） 備考 
・  大気汚染防止法施行規則 別表第2（第 4 条、第 7 条関係） 備考 
・  大気汚染防止法施行規則 別表第3（第 5 条関係） 備考 
・  大気汚染防止法施行規則 別表第3 の 2（第 5 条関係） 備考 
・  大気汚染防止法施行規則 別表第3 の 3（第 5 条の 2、第 16 条の 11 関係） 

備考  
○告示  
・  窒素酸化物の量の測定法（昭和 57 年 3 月 29 日、環境庁告示第 48 号）  
・  窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法（昭和 57 年 3 月 29 日、環境庁告示第

49 号）  
・  大気汚染防止法施行規則第 15 条第 1 項第 4 号ただし書に規定する特定工場

等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の

測定（昭和 57 年 3 月 29 日、環境庁告示第 50 号）  
・  硫黄酸化物の量の測定法（昭和 57 年 7 月 3 日、環境庁告示第 76 号）  
・  指定物質抑制基準（平成 9 年 2 月 6 日、環境庁告示第 5 号）  
・  指定物質抑制基準（平成 9 年 2 月 6 日、環境庁告示第 6 号）  
・  揮発性有機化合物濃度の測定法（平成 17 年 6 月 10 日、環境省告示第 61 号） 
・  排出ガス中の水銀測定法（平成 28 年 9 月 26 日、環境省告示第 94 号）  
○通知等  
・  大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について（昭和 46 年 8 月 25

日、環大企 5 号）  
・  大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の設定等について（昭和 48

年 8 月 9 日、環大規 133 号）  
・  大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について（昭和 52

年 6 月 16 日、環大規 136 号）  
・  大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定について（昭和 54 年

8 月 2 日，環大規 177 号）  
・  大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定に関する疑義につい

て (質疑応答 )（昭和 55 年 1 月 24 日、環大規 13 号）  
・  窒素酸化物に係る総量規制制度の導入について（昭和 56 年 11 月 12 日、環

大規 298 号）  
・  大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準の改正について（昭和 57 年 5

月 31 日、環大規 191 号）  
・  大気汚染防止法関係の疑義回答事例集について（昭和 55 年 7 月、環境庁大

気保全局大気規制課）  
・  窒素酸化物に係る測定法について（昭和 57 年 7 月 16 日、環大規第 238 号） 
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・  大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令の施行等について（昭和
57 年 8 月 31 日、環大規 273 号）  

・  大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準の改正に関する疑義について
（質疑応答）（昭和 57 年 12 月 3 日、事務連絡）  

・  大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について（通知）（平成 17 年 6
月 17 日、環管大発第  050617001 号）  

・  大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成 22 年
8 月 4 日、環水大大発第  100804001 号）  

・  大気汚染防止法、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の届出
対象施設の設置等に係る届出事務処理短縮への取組について（平成 24 年 3
月 30 日、環水大総発第 120330003 号・環水大大発第 120330004 号・環水大
水発第 120330017 号）  

・  大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）（平
成 25 年 3 月 6 日、環水大大発第 1303061 号）  

・  大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行について（平成 28 年 9 月 26
日、環水大大発第 1609264 号）  
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○大気汚染防止法 

大気汚染防止法 第1 6 条（ばい煙量等の測定） 
 ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はば

い煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 

 

 

大気汚染防止法 第1 7 条の 1 2（揮発性有機化合物濃度の測定） 
 揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設

に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 

 

 

大気汚染防止法 第1 8 条の 3 0（水銀濃度の測定） 
 水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、

その結果を記録し、これを保存しなければならない。 

 

 

大気汚染防止法 第1 8 条の 3 2（要排出抑制施設の設置者の自主的取組） 
 工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設（水銀排出施設を除く。）のうち、

水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、その排出を抑制することが適当であるものとし

て政令で定めるもの（以下この条において「要排出抑制施設」という。）を設置している者は、

その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべ

き基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の

大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びそ

の評価を公表しなければならない。 
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○大気汚染防止法施行規則 

大気汚染防止法施行規則 第7 条の 5（測定方法）  
 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における硫黄酸化物の量の測定は、別表第一

の備考に掲げる方法により行うものとする。  
２ 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定は、日本工

業規格 K 0 1 0 4 に定める方法により窒素酸化物濃度を、日本工業規格 Z 8 8 0 8 に定める方法によ
り排出ガス量をそれぞれ測定して算定することにより、又は環境大臣が定める方法により行

うものとする。  
 
 

大気汚染防止法施行規則 第1 5 条（ばい煙量等の測定）  
 法第1 6 条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定は、法第 3 条第 1 項若しくは第 3 項の
排出基準又は法第 5 条の 2 第 1 項若しくは第 3 項の総量規制基準が定められたばい煙を対象と
し、次の各号に定めるところにより行うものとする。  
一 硫黄酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気

中に排出されるばい煙量が、温度が零度であって、圧力が 1 気圧の状態に換算して毎時 1 0
立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第 1 の備考に掲げる硫黄酸化物に係る
ばい煙量の測定法により、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上（ばい煙発生施設におい
て発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環境大臣が定める量以上のばい煙

発生施設（特定工場等に設置されているものに限る。）に係る測定については、常時）行う

こと。  
二 ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第二の備考に掲げる測定法により、イからハ

までに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。  
イ 別表第2 の 1 の項、 5 6 の項及び 5 8 の項に掲げるばい煙発生施設並びに同表の 7 の項
に掲げるガス発生炉のうち、水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力 1 気
圧の下における水素の製造能力が毎時 1 ,0 0 0 立方メートル未満の施設（気体状の燃料及
び原料のみを使用するものに限る。）及び燃料電池用改質器 5 年に 1 回以上  

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時 4
万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに掲げるばい煙発生施設及び別表第 2 の 3 6 の
項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。）及び同項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が 1
時間当たり 4 ,0 0 0 キログラム未満のもの 年 2 回以上（ 1 年間につき継続して休止する
期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が 6 月未満で
ある場合は、当該前年に属する期間を含む。）が 6 月以上のばい煙発生施設に係る測定
については、年 1 回以上）  

ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2 月を超えない作業期間ご
とに 1 回以上  

三 令第 1 条第 1 号から第 4 号までに掲げる有害物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第 3
の備考に掲げる測定法により、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上（ばい煙発生施設に
おいて発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時 4 万立方メートル未満の
ばい煙発生施設に係る測定については、年 2 回以上（一年間につき継続して休止する期間
（前年から引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が 6 月未満である場
合は、当該前年に属する期間を含む。）が 6 月以上のばい煙発生施設に係る測定について
は、年 1 回以上））行うこと。  

四 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法（ニに掲げ
るばい煙発生施設に係る測定については、当該測定法又は環境大臣が定める測定法）によ

り、イからにニまでに掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で

行うこと。ただし、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る測定については、

当該特定工場等における排出ガス系統が排出口において集中されている場合等であって環

境大臣が定める場合にあっては、環境大臣が定めるところにより行うことができる。  
イ 別表第3 の 2 の 4 の項に掲げる施設のうち、水蒸気改質方式の改質器であって、温度
零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時 1 , 0 0 0 立方メートル未満の施設
（気体状の燃料及び原料のみを使用するものに限る。）及び燃料電池用改質器 5 年に
1 回以上  

ロ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時 4
万立方メートル未満のばい煙発生施設（イに掲げるばい煙発生施設を除く。） 年2 回
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以上（ 1 年間につき継続して休止する期間（前年から引き続き休止し、かつ、その期間
のうち前年に属する期間が 6 月未満である場合は、当該前年に属する期間を含む。）が
6 月以上のばい煙発生施設に係る測定については、年 1 回以上）  

ハ イ、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生施設 2 月を超えない作業期
間ごとに 1 回以上  

ニ ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時 4
万立方メートル以上のばい煙発生施設（特定工場等に設置されているものに限り、イに

掲げるばい煙発生施設を除く。） 常時 
２ 法第1 6 条の規定によるばい煙量又はばい煙濃度の測定結果の記録は、次の各号に定めると
ころにより行うものとする。  
一 前項各号の測定（第1 号及び第 4 号の常時の測定を除く。）の結果は、様式第 7 による
ばい煙量等測定記録表により記録し、その記録を 3 年間保存すること。ただし、計量法（平
成 4 年法律第 5 1 号）第 1 0 7 条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年
月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法

第 1 1 0 条の 2 の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、様式第 7 に
よるばい煙量等測定記録表の記録に代えることができる。  

二 前項第1 号及び第 4 号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びば
い煙発生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を 3 年間保存すること。  

 
 
大気汚染防止法施行規則 第1 5 条の 3（揮発性有機化合物濃度の測定）  
 法第 1 7 条の 1 2 の規定による揮発性有機化合物濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号
に定めるところによる。  
一 揮発性有機化合物濃度の測定は、環境大臣が定める測定法により、年1 回以上行うこと。  
二 前号の測定の結果は、測定の年月日及び時刻、測定者、測定箇所、測定法並びに揮発性有機

化合物排出施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を 3 年間保存すること。  
 

 
大気汚染防止法施行規則 第1 6 条の 1 2（水銀濃度の測定）  
 法第 1 8 条の 3 0 の規定による水銀濃度の測定及びその結果の記録は、次の各号に定めるとこ
ろによる。  
一 水銀濃度の測定は、通常の操業状態及び排出状況において、環境大臣が定める測定法に

より、イからニに掲げる水銀排出施設ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと。  
イ 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4 万
立方メートル以上の水銀排出施設（ハ及びニに掲げるものを除く。） 4 月を超えない
作業期間ごとに 1 回以上  

ロ 水銀排出施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4 万
立方メートル未満の水銀排出施設（ハ及びニに掲げるものを除く。） 6 月を超えない
作業期間ごとに 1 回以上  

ハ 別表第3 の 3 の 3 の項及び 4 の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら銅、鉛又は亜鉛の
硫化鉱を原料とする乾燥炉 年1 回以上  

ニ 別表第3 の 3 の 5 の項に掲げる水銀排出施設のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原
料とする溶解炉 年1 回以上  

二 前条第 2 項の規定を適用する施設にあつては、前号イからニの測定（以下この条におい
て「定期測定」という。）において粒子状水銀を測定することを要しない。ただし、 3 年を
超えない期間に一度以上、ガス状水銀及び粒子状水銀の濃度を測定することにより、前条

第 2 項各号のいずれかの要件を満たしていることを確認すること。  
三 定期測定の結果が前条第 1 項に規定する排出基準を超えた場合は、通常の操業状態及び
排出状況において、イ又はロに規定する期間内に 3 回以上測定（以下この条において「再
測定」という。）を行い、その結果を得ること。  
イ 定期測定の結果が排出基準の 1 .5 倍を超える場合 定期測定の結果を得た日から起算

して 3 0 日  
ロ イ以外の場合 定期測定の結果を得た日から起算して6 0 日  

四 再測定を実施した場合における水銀濃度の測定の結果は、定期測定及び再測定の結果の

うち最大及び最小の値を除くすべての測定値の平均値とする。  
五 前4 号の測定の結果は、様式第 7 の 2 による水銀濃度測定記録表により記録し、その記
録を 3 年間保存すること。ただし、計量法第 1 0 7 条の登録を受けた者から当該測定に係る
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測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及び水銀濃度の測定結果について証明す

る旨を記載した同法第 1 1 0 条の 2 の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載を
もつて、様式第 7 の 2 による水銀濃度測定記録表の記録に代えることができる。  

 
大気汚染防止法施行規則 別表第1（第 3 条関係） 備考 
 この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第 3 条第 1 項の硫黄酸化物の量は、次のい
ず れか に 掲 げる 測 定 法に よ り測 定 し て算 定 さ れる 硫 黄酸 化 物 の量 と し て表 示 され た も のと す

る。  
一 日本工業規格（以下単に「規格」という。）K 0 1 0 3 に定める方法により硫黄酸化物濃度
を、規格 Z8 8 0 8 に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法  

二 規格K 2 3 0 1、規格 K 2 5 4 1 - 1 から 2 5 4 1 - 7 まで又は規格 M 8 8 1 3 に定める方法により燃料の硫
黄含有率を、規格 Z 8 7 6 2 -1 から 8 7 6 2 -4 までに定める方法その他の適当であると認められる
方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法  

三 環境大臣が定める方法 
 
 

大気汚染防止法施行規則 別表第2（第 4 条、第 7 条関係） 備考 
１ この表の第 4 欄及び第 5 欄に掲げるばいじんの量は、次の式（熱源として電気を使用する
施設、 3 の項に掲げるボイラー、 9 の項及び 3 8 の項に掲げる焙焼炉、 1 0 の項、 1 1 の項及び 3 9
の項に掲げる焼結炉、 1 2 の項に掲げる煆焼炉、 1 3 の項に掲げる高炉、 1 4 の項及び 4 0 の項に
掲げる溶鉱炉、 1 5 の項及び 4 1 の項に掲げる転炉、 1 6 の項に掲げる平炉、 1 7 の項、 4 2 の項、
4 7 の項、5 0 の項、5 1 の項及び 5 2 の項に掲げる溶解炉、3 1 の項に掲げる骨材乾燥炉並びに 3 2
の項、 4 3 の項及び 4 8 の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、 5 3 の項に掲げる反射炉並
びに 5 4 の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、Ｃ＝Ｃｓ）
により算出されたばいじんの量とする。  

  Ｃ＝（2 1－ Ｏｎ）／（ 2 1－ Ｏｓ）・Ｃｓ  
この式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。  
Ｃ ばいじんの量（単位 グラム） 
Ｏｎ 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 

5 8 の項、 5 9 の項  0  
2 の項、 5 の項  4  
1 の項  5  
4 の項、 6 の項、 1 9 の項、 2 0 の項、 3 0 の項、 4 4 の項、 5 4 の項  6  
7 の項、 8 の項、 5 5 の項  7  
2 1 の項  8  
2 4 の項  1 0  
1 8 の項  1 1  
3 6 の項  1 2  
5 7 の項  1 3  
2 2 の項、 2 3 の項、 2 6 の項、 2 7 の項、 2 9 の項、 4 6 の項、 4 9 の項  1 5  
2 8 の項、 3 1 の項、 3 2 の項、 4 3 の項、 4 8 の項、 5 6 の項  1 6  
2 5 の項  1 8  

  
Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が 2 0 パーセントを超える場合にあっては、 2 0
パーセントとする。）（単位 百分率） 
Ｃｓ 規格Z 8 8 0 8 に定める方法により測定されたばいじんの量（単位 グラム） 

 
２ この表の第 4 欄及び第 5 欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火
層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん（ 1 時間につき合計 6 分間を超
えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。  

３ ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 
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大気汚染防止法施行規則 別表第3（第 5 条関係） 備考 

１ この表の第4 欄に掲げる有害物質の量（備考 2 に規定するものを除く。）は、 1 及び 5 の項
に掲げるものにあつては規格 Z 8 8 0 8 に定める方法により採取し、規格 K 0 0 8 3 に定める方法に
よりカドミウム又は鉛として測定される量として、2 の項に掲げるものにあつては規格 K 0 1 0 6
に定める方法により測定される量として、 3 の項に掲げるものにあつては規格 K 0 1 0 7 に定め
る方法により測定される量として、 4 の項に掲げるものにあつては規格 K 0 1 0 5 に定める方法
により弗ふつ素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量

には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質（ 1 時間につき合計 6
分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）は含まれないものとする。  

２ この表の3 の項の第 4 欄に掲げる塩化水素の量（令別表第 1 の 1 3 の項に掲げる廃棄物焼却
炉に係るものに限る。）は、次の式により算出された塩化水素の量とする。  

  Ｃ＝9／（ 2 1－ Ｏｓ）・Ｃｓ  
この式において、Ｃ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。  
Ｃ 塩化水素の量（単位 ミリグラム） 
Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（単位 百分率） 
Ｃｓ 規格K 0 1 0 7 に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧
力が 1 気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換算したもの（単位 ミリ

グラム）  
３ 第4 欄の（ ）内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から

排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。  
４ 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 

 
 
大気汚染防止法施行規則 別表第3 の 2（第 5 条関係） 備考 
 この表の第4 欄に掲げる窒素酸化物の量は、1 9 の項から 2 1 の項までに掲げる施設のうち専ら
酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第 1 号に掲げる式により、 4 2 の項に掲げる溶解炉のう
ち鉛酸化物の製造の用に供するもの、 4 4 の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造
の用に供するもの及び 4 5 の項に掲げる施設にあつては第 2 号に掲げる式により、その他の施設
にあつては第 3 号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素
酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。  

1 C=
21-On
21-Os・ Cs・

1
4 

2 C=Cs 

3 C=
21-On
21-Os・ Cs 
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これらの式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。 
C 窒素酸化物の量（単位 立方センチメートル） 
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 

4 9 の項、 5 0 の項  0  
2 の 3 の項、 3 の項  4  
1 の項  5  
2 の項、 2 の 2 の項、 1 3 の項、 1 4 の項、 2 3 の項、 3 5 の項、 4 4 の項  6  
4 の項、 4 6 の項  7  
1 5 の項  8  
7 の項、 1 7 の項  1 0  
1 0 の項、 1 1 の項、 1 2 の項  1 1  
9 の項、2 5 の項、2 6 の項、 2 7 の項、 3 2 の項、3 3 の項、4 0 の項、 4 1 の項、4 2
の項  

1 2  

4 8 の項  1 3  
5 の項、 2 8 の項  1 4  
6 の項、 8 の項、 1 6 の項、 1 9 の項、 2 1 の項、 2 2 の項、 2 9 の項、 3 0 の項、 3 1
の項、 3 6 の項、 3 7 の項、 3 9 の項、 4 3 の項  

1 5  

2 0 の項、 2 4 の項、 3 4 の項、 3 8 の項、 4 7 の項  1 6  
1 8 の項  1 8  

O s 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が 2 0 パーセントを超える場合にあつては、 2 0
パーセントとする。）（単位 百分率） 

Cs 規格 K 0 1 0 4 に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつ
て圧力が 1 気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換算したもの（単位 
立方センチメートル）  

 
  
 

大気汚染防止法施行規則 別表第3 の 3（第 5 条の 2、第 1 6 条の 1 1 関係） 備考 
１ 「一次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1 の 3 の項から 5 の項までに掲げる施設及び 1 4 の
項に掲げる施設のうち硫化鉱の重量の割合が 5 0 パーセント以上である原料若しくは当該原料から
成る材料を使用して銅、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が 5 0 パーセント以上で
ある原料若しくは当該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう。  

２ 「二次精錬の用に供する施設」とは、令別表第1 の 3 の項から 5 の項までに掲げる施設及び 1 4 の
項に掲げる施設のうち一次精錬の用に供する施設以外のものをいう。  

３ この表の下欄に掲げる水銀等の量は、熱源として電気を使用する施設及び3 の項から 6 の項まで
に掲げる施設にあつては第 1 号に掲げる式により、その他の施設にあつては第 2 号に掲げる式によ
り算出された水銀等の量とする。  

1 C=Cs 

2 C=
21-On
21-Os・ Cs 

この式において、Ｃ、Ｏｎ、Ｏｓ及びＣｓは、それぞれ次の値を表すものとする。  
Ｃ 水銀等の量（単位 マイクログラム） 
Ｏｎ 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。 

1 の項、 2 の項  6  
7 の項  1 0  
8 の項、 9 の項  1 2  
Ｏｓ 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が 2 0 パーセントを超える場合にあつては、 2 0
パーセントとする。）（単位 百分率） 

Ｃｓ 環境大臣が定める方法により測定された水銀濃度を、温度が零度であつて圧力が 1
気圧の状態における排出ガス 1 立方メートル中の量に換算したもの（単位 マイクログ

ラム）  
 
４ 水銀等の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。 
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○告示 

窒素酸化物の量の測定法   公布日：昭和5 7 年 3 月 2 9 日環境庁告示第 4 8 号  
               改正：平成1 2 年 1 2 月 1 4 日環境庁告示第 7 8 号  
 大気汚染防止法施行規則（昭和4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）第 7 条の 5 第 2 項の規
定に基づき、窒素酸化物の量の測定法を次のように定める。  

窒素酸化物の量の測定法  
 大気汚染防止法施行規則第7 条の 5 第 2 項に規定する窒素酸化物に係る総量規制基準を適用
する場合における窒素酸化物の量の測定に係る環境大臣が定める方法は、日本工業規格（以下

単に「規格」という。） K 0 1 0 4 に定める方法により窒素酸化物濃度を、次の各号のいずれかに
掲げる方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定する方法とする。  
 
一 次に掲げる算式により排出ガス量を算定する方法 
Ｇ＝｛Ｇｏ＋（ｍ － １）・Ａｏ｝・Ｗ  
 
 この式において、Ｇ、Ｇｏ、Ａｏ、Ｗ及びｍは、それぞれ次の値を表すものとする。こ

の場合において、Ｇｏ、Ａｏ及びｍは、規格 B 8 2 2 2 又は規格 Z 8 8 0 8 に定める方法等適当で
あると認められる方法により算定され、Ｗは、規格 Z 8 7 6 2 又は規格 Z 8 7 6 3 に定める方法等
適当であると認められる方法により測定されたものとする。  
Ｇ 乾き排出ガス量（単位 温度零度、圧力1 気圧の状態に換算した単位時間当たりの立

方メートル）  
Ｇｏ 燃料の量一単位当たりの理論乾き排出ガス量（単位温度零度、圧力1 気圧の状態に

換算した立方メートル）  
Ａｏ 燃料の量一単位当たりの理論空気量（単位 温度零度、圧力1 気圧の状態に換算し

た立方メートル）  
Ｗ 単位時間当たりの燃料の使用量 
ｍ 空気比 

 
二 出力の大きさと規格 Z 8 8 0 8 に定める方法により測定された排出ガス量との間に認められる
相関関係を用いて、出力の大きさから排出ガス量を算定する方法（発電の用のみに供するボイ

ラーの排出ガス量を算定する場合に限る。）  
  
 

窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法   公布日：昭和5 7 年 3 月 2 9 日環境庁告示第 4 9 号  
                     改正：平成1 2 年 1 2 月 1 4 日環境庁告示第 7 8 号  
 大気汚染防止法施行規則（昭和4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）第 1 5 条第 5 号〔現行＝
1 5 条 1 項 4 号＝平成 2 3 年 3 月環境令 3 号により改正〕本文の規定に基づき、窒素酸化物に係る
ばい煙濃度の測定法を次のように定める。  

窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法  
 大気汚染防止法施行規則（以下「規則」という。）第1 5 条第 5 号本文に規定する窒素酸化物
に係るばい煙濃度の測定に係る環境大臣が定める測定法は、都道府県知事が定めるところによ

り、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標と当該ばい煙発生施設について規則別表第 3
の 2 の備考に掲げる測定法により測定された窒素酸化物に係るばい煙濃度との間に認められる
相関関係を用いて、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から算定する方法とする。こ

の場合においては、当該ばい煙発生施設について、当該相関関係が成立するための前提となる条

件が満たされていることを確認し、かつ、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上、当該相関関
係を用いて算定した窒素酸化物に係るばい煙濃度と規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法に
より測定した窒素酸化物に係るばい煙濃度とを照合して相当程度適合していることを確認する

ものとする。  
 

 
大気汚染防止法施行規則第 1 5 条第 1 項第 4 号ただし書に規定する特定工場等に設置されているばい
煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定  
                    公布日：昭和5 7 年 3 月 2 9 日環境庁告示第 5 0 号  
 大気汚染防止法施行規則（昭和4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）第 1 5 条第 5 号〔現行＝
1 5 条 1 項 4 号＝平成 2 3 年 3 月環境令 3 号により改正〕ただし書の規定に基づき、次のように定
める。  
 
 大気汚染防止法施行規則（以下「規則」という。）第1 5 条第 5 号ただし書に規定する特定工
場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定については、

次の各号に定めるところにより行うことができるものとする。  
一 ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量（以下「排出ガ

ス量」という。）がそれぞれ毎時 4 万立方メートル以上で、その種類及び構造が同一の二以上
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のばい煙発生施設が、同一のばい煙の発生に係る操業の系統の下で同一の方法により使用さ

れ、かつ、それぞれのばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性が同一であることがあらか

じめ確認されている場合にあっては、当該ばい煙発生施設（少なくとも一のばい煙発生施設を

除く。）に係る測定については、規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法により、 2 月を超え
ない作業期間ごとに 1 回以上  

二 排出ガス量が毎時 4 万立方メートル以上のばい煙発生施設を含む二以上のばい煙発生施設
に係る排出ガス系統が排出口において集中されており、かつ、これらのばい煙発生施設におい

て発生し、当該排出口から大気中に排出される窒素酸化物の量が常時測定されている場合等

排出ガス量が毎時 4 万立方メートル以上のばい煙発生施設又はこれを含む二以上のばい煙発
生施設において発生し、排出口から大気中に排出される窒素酸化物の量が常時測定されてい

る場合にあっては、当該排出ガス量が毎時 4 万立方メートル以上のばい煙発生施設に係る測
定については、規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法により、2 月を超えない作業期間ごと
に 1 回以上。この場合において、窒素酸化物の量の測定は、次のいずれかに掲げる方法によ
り、行われなければならない。  
イ 規則第7 条の 5 第 2 項に掲げる測定方法  
ロ 都道府県知事が定めるところにより、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標と

当該ばい煙発生施設についてイに掲げる測定方法により測定された窒素酸化物の量との間

に認められる相関関係を用いて、当該ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から算定

する方法（当該ばい煙発生施設について、当該相関関係が成立するための前提となる条件

が満たされていることを確認し、かつ、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上、当該相関
関係を用いて算定した窒素酸化物の量とイに掲げる測定方法により測定した窒素酸化物の

量とを照合して相当程度適合していることを確認して算定する場合に限る。）  
三 排出ガス量が毎時4 万立方メートル以上 2 0 万立方メートル未満のばい煙発生施設において
発生し、排出口から大気中に排出される排出ガスの大部分が過剰空気であると認められる場

合にあつては、当該ばい煙発生施設に係る測定については、規則別表第 3 の 2 の備考に掲げ
る測定法により、 2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上  

 
 

硫黄酸化物の量の測定法   公布日：昭和5 7 年 7 月 3 日環境庁告示第 7 6 号  
 大気汚染防止法施行規則（昭和4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）別表第 1 の備考の 3 の規
定に基づき、硫黄酸化物の量の測定法を次のように定め、硫黄酸化物の量の測定法（昭和 5 1 年
6 月環境庁告示第 3 8 号）は、廃止する。  

硫黄酸化物の量の測定法  
 大気汚染防止法施行規則別表第 1 の備考の 3 に規定する硫黄酸化物の量の測定に係る環境大
臣が定める方法は、日本工業規格（以下単に「規格」という。）K 0 1 0 3 に定める方法により硫黄
酸化物濃度を、次の各号のいずれかに掲げる方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定す

る方法とする。  
 
一 次に掲げる算式により排出ガス量を算定する方法 
Ｇ＝｛Ｇｏ＋（ｍ － １）・Ａｏ｝・Ｗ  
 この式において、Ｇ、Ｇｏ、Ａｏ、Ｗ及びｍは、それぞれ次の値を表すものとする。この場

合において、Ｇｏ、Ａｏ及びｍは、規格 B 8 2 2 2 又は規格 Z 8 8 0 8 に定める方法等適当であると
認められる方法により算定され、Ｗは、規格 Z 8 7 6 2 又は規格 Z 8 7 6 3 に定める方法等適当であ
ると認められる方法により測定されたものとする。  
Ｇ 乾き排出ガス量（単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した単位時間当たりの立

方メートル）  
Ｇｏ 燃料の量一単位当たりの理論乾き排出ガス量（単位 温度零度、圧力一気圧の状態

に換算した立方メートル）  
Ａｏ 燃料の量一単位当たりの理論空気量（単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算し

た立方メートル）  
Ｗ 単位時間当たりの燃料の使用量 
ｍ 空気比 

二 出力の大きさと規格 Z 8 8 0 8 に定める方法により測定された排出ガス量との間に認められる
相関関係を用いて、出力の大きさから排出ガス量を算定する方法（発電の用のみに供するボイ

ラーの排出ガス量を算定する場合に限る。）  
  
 

指定物質抑制基準 （新設排出施設）備考   公布日：平成9 年 2 月 6 日環境庁告示第 5 号  
１ この表の第5 欄に掲げる指定物質の量は、捕集バッグ、真空瓶、キャニスター又は捕集管を
用いて採取し、1 の項に掲げるものにあっては水素炎イオン化検出器又は質量分析計を検出器
とするガスクロマトグラフ法により測定される量として、2 及び 3 の項に掲げるものにあって
は水素炎イオン化検出器、電子捕獲検出器又は質量分析計を検出器とするガスクロマトグラ

フ法によりトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンとして測定される量として、それ

ぞれ表示されたものとする。  
２ この表の1 の項の第 5 欄に掲げるベンゼンの量（令別表第 6 第 2 号に掲げるコークス炉に
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係るものに限る。）は、装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出さ

れるものに含まれるベンゼンの量とする。  
３ この表の1 の項の第 5 欄に掲げるベンゼンの量（令別表第 6 第 5 号に掲げる貯蔵タンクに
係るものに限る。）は、ベンゼンの注入時の排出ガスに含まれるベンゼンの量とする。  

  
 
指定物質抑制基準 （既設排出施設）備考   公布日：平成9 年 2 月 6 日環境庁告示第 6 号  
１ この表の第5 欄に掲げる指定物質の量は、捕集バッグ、真空瓶、キャニスター又は捕集管を
用いて採取し、1 の項に掲げるものにあっては水素炎イオン化検出器又は質量分析計を検出器
とするガスクロマトグラフ法により測定される量として、2 及び 3 の項に掲げるものにあって
は水素炎イオン化検出器、電子捕獲検出器又は質量分析計を検出器とするガスクロマトグラ

フ法によりトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンとして測定される量として、それ

ぞれ表示されたものとする。  
２ この表の1 の項の第 5 欄に掲げるベンゼンの量（令別表第 6 第 2 号に掲げるコークス炉に
係るものに限る。）は、装炭時の装炭口からの排出ガスで装炭車集じん機の排出口から排出さ

れるものに含まれるベンゼンの量とする。  
３ この表の1 の項の第 5 欄に掲げるベンゼンの量（令別表第 6 第 5 号に掲げる貯蔵タンクに
係るものに限る。）は、ベンゼンの注入時の排出ガスに含まれるベンゼンの量とする。  

  
 
揮発性有機化合物濃度の測定法   公布日：平成1 7 年 6 月 1 0 日環境省告示第 6 1 号  
 大気汚染防止法施行規則（昭和4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）第 1 5 条の 2 及び第 1 5 条
の 3 第 1 号の規定に基づき、揮発性有機化合物濃度の測定法を次のように定め、平成 1 8 年 4 月
1 日から適用する。  
 
 大気汚染防止法施行規則（以下「規則」という。）第1 5 条の 2 及び第 1 5 条の 3 第 1 号に規定
する揮発性有機化合物濃度の測定法は、別表第 1 に掲げる測定法により測定した排出ガス中の
気体である有機化合物（以下「揮発性有機化合物」という。）の濃度から、別表第 2 及び別表第
3 に掲げる測定法により測定した大気汚染防止法施行令（昭和 4 3 年政令第 3 2 9 号）第 2 条の 2
に規定する揮発性有機化合物から除く物質（以下「除外物質」という。）の濃度を差し引く方法

とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、除外物質の濃度を測定し、揮発性有機化合物の濃

度から差し引く必要はないものとする。  
一 揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させていない場合 
二 別表第1 に掲げる測定法により測定した揮発性有機化合物の濃度が規則第 1 5 条の 2 に規定
する排出基準の値を超えない場合  

 
別表第１  

揮発性有機化合物の濃度の測定法  
第１ 測定法の種類 
１ 揮発性有機化合物の濃度の測定法としては、以下の２種類のものがある。 
（１） 直接測定：分析計の測定範囲を超えない濃度の試料の場合に用いる。排出ガスを採

取した捕集バッグから、直接分析計に導入する。  
（２） 希釈測定：分析計の測定範囲を超える濃度の試料の場合に用いる。排出ガスを採取

した捕集バッグから、排出ガスの一部をシリンジを用いて採取し、一定量の高純度空気の

入った捕集バッグに注入し、分析計の測定範囲内の濃度になるよう希釈して、分析計に導

入する。  
２ 揮発性有機化合物の濃度の測定には、以下の２種類のいずれかの分析計を用いる。 
（１） 触媒酸化―非分散形赤外線分析計（以下「N D IR」という。）  
 揮発性有機化合物を加熱した触媒で二酸化炭素に酸化し、その濃度を赤外線の吸収強度

から測定する分析計であって、別紙に掲げる構成のもの。ただし、燃焼過程を経たガスを

含む排出ガス中の揮発性有機化合物の測定には用いないこと。  
（２） 水素炎イオン化形分析計（以下「F ID」という。）  
 水素炎に試料を加えたときに生じるイオン電流を測定して、揮発性有機化合物の濃度を

測定する分析計（加熱形水素炎イオン化形分析計を含む。）。  
第２ 装置 
１ 試料採取装置 
 下図に掲げる構成のものであって、次の条件を具備しているものとする。 
（１） 試料採取管は、排出ガスの温度及び流速に対して十分な耐熱性及び機械的強度を持

ち、試料中の揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じないものとする。  
（２） フィルターは、ダスト及びミストの除去率がよく、圧力損失の少ないものであって、

揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じないものとする。  
（３） 導管は、内径4～ 2 5 m m 程度であって、揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じない
ものとする。導管の長さは、なるべく短くする。  

（４） ドレンポットは、捕集バッグ内に試料中の水分が凝縮しないよう冷却除湿を行うも

ので、必要に応じて用いることとする。  
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（５） 捕集バッグは、ふっ素樹脂フィルム製若しくはポリエステル樹脂フィルム製で、揮

発性有機化合物の吸着、透過及び変質が生じないもの又は同等以上の性能を有するものと

し、容量は 2 0 L 以上のものとする。捕集バッグは、再使用しないこととする。  
（６） 吸引用気密容器は、容器内の捕集バッグが外部から見え、気密が保たれる構造のも

のとする。  
（７） 流量調整バルブは、0 .5～ 5 L／分の流量の制御ができるもので、揮発性有機化合物の
吸着及び変質が生じないものとする。  

（８） 吸引ポンプは、防爆上の必要がある場合は、手動ポンプ又は防爆型電動ポンプを用

いることとする。  
（９） 流量計は、流量0 . 5～ 5 L／分の計測が可能なものとする。  

 
２ 分析計 
（１） 測定範囲 
 分析計が測定できる濃度の範囲は、1 0～ 5 ,0 0 0 v o l  p p mC（炭素数が１の揮発性有機化合物
の容量に換算（以下単に「炭素換算」という。）した容量比百万分率のことをいう。以下

同じ。）とする。  
（２） 分析計の作動性能 
 分析計の作動性能は、試料導入部から校正ガスを導入した場合に、1 ,0 0 0  v o l  p p m C 又は
その付近の濃度において、表―１又は表―２に掲げる基準値を満たさなければならない。  

 
表―１ N D IR の作動性能の基準値  

項目  作動性能の基準値  
ゼロドリフト  最大目盛値の±2％以内／ 2 4 時間（注１）  
スパンドリフト  最大目盛値の±2％以内／ 2 4 時間（注２）  
繰返し性  最大目盛値の±2％以内（注２）  
指示誤差  最大目盛値の±2％以内（注２）  
9 0％応答時間  1 2 0 秒以下（注２）  
感度  トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、２―プロパノ

ール、ジクロロメタン及びクロロベンゼンに対して 9 0％以
上（注３）  

無機体炭素の影響  最大目盛値の±6％以内（注４）  
注）１．ゼロガスとして、高純度空気又は高純度窒素（不純物として含まれる揮発性

有機化合物、一酸化炭素及び二酸化炭素の許容濃度は 1 v o l p p m C とする。以
下同じ。）を用いた場合の値  

  ２．日本工業規格（以下「J IS」という。）K 0 0 0 7（標準物質―標準ガス―プロパ
ン）に規定するプロパン標準ガスを高純度空気又は高純度窒素で薄めたものを

用いた場合の値  
  ３．それぞれの標準物質について、分析計で分析した値（v o l p p mC）を標準物

質の濃度（ v o l p p mC）で除して、 1 0 0 を乗じた値  
  ４．プロパン標準ガスを1 ,0 0 0 v o l p p mC 程度に、二酸化炭素を 1 ,5 0 0 v o l p p m C

程度にそれぞれ調製した試料で試験をした場合の値  
 

表―２ F I D の作動性能の基準値  
項目  作動性能の基準値  
ゼロドリフト  最大目盛値の±1％以内／ 8 時間  
スパンドリフト  最大目盛値の±1％以内／ 8 時間  
繰返し性  最大目盛値の±1％以内  
指示誤差  最大目盛値の±1％以内  
9 0％応答時間  6 0 秒以下  
感度  トルエンに対して 9 0～ 1 0 5％、酢酸エチルに対して 7 0％以

上、トリクロロエチレンに対して 9 5～ 1 1 0％  
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酸素干渉  できるだけ少ないこと  
注）用語の定義は、表―１と同じ。  

 
第３ 試薬 
１ 校正ガス 
 N D IR 及び F ID の校正ガスは、以下のとおりとする。  
（１） ゼロガスは、高純度空気又は高純度窒素とする。ただし、F ID のゼロガスは、通常空
気を石英ガラス管等で加熱燃焼して炭化水素を除去したものでもよい。  

（２） スパンガスは、校正する測定レンジの最大目盛値の8 0～ 1 0 0％に相当する濃度とし、
J IS  K 0 0 0 7（標準物質―標準ガス―プロパン）に規定するプロパン標準ガスを高純度空気又
は高純度窒素で薄めたものを用いる。  

２ 燃料ガス 
 F ID の燃料ガスは、ヘリウムで薄められた 4 0±2 v o l％の水素又は純水素のうち分析計に指
定されたガスを用いる。いずれも不純物として含まれる揮発性有機化合物の許容濃度は 1 v o l  
p p m C とする。  

３ 助燃ガス 
 F I D の助燃ガスは、高純度空気又は通常空気を石英ガラス管等で加熱燃焼して炭化水素を

除去したものを用いる。不純物として含まれる揮発性有機化合物の許容濃度は 0 . 5 v o l  p p m C と
する。  

 
第４ 測定の手順 
１ 試料の採取 
（１） 試料の採取位置 
 ダクトの試料採取位置は、J IS  K 0 0 9 5（排ガス試料採取方法）に規定する方法による。貯
蔵施設の試料採取位置は、通気口とする。  

（２） 捕集バッグの前処理 
 試料採取前に、捕集バッグに少量の排出ガスを採取し、押し出す。 

（３） 試料採取回数及び時間 
 試料採取回数は1 回とし、試料採取時間は 2 0 分とする。ただし、一工程の時間が 2 0 分
に満たない場合は、一工程の時間で足りる。  

（４） 捕集バッグの運搬 
 捕集バッグは、遮光して運搬する。 

（５） 保存 
 試料の保存は、室温・暗所で行う。 

（６） 採取から分析に供するまでの時間 
 捕集バッグによる試料採取後、分析までの時間は、8 時間以内が望ましいが、それが困
難な場合でも 2 4 時間以内とする。  

 
２ 測定 
 N D IR 及び F ID による揮発性有機化合物の濃度の測定は、以下により行う。  
（１） ゼロ及びスパン調整 
 第3 の 1 に規定するゼロガス及びスパンガスを用いて、 J IS  D  1 0 3 0（自動車―排気ガス
中の一酸化炭素，二酸化炭素，全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法）の 7 .3 に規定する
方法に準じて、ゼロ及びスパン調整を行う。  
注）スパンガスにはプロパン標準ガスを用いるので、プロパンの v o l  p p m の値に、 3 を
乗じた値が v o l  p p m C となる。  

（２） 試料の測定 
 試料ガスを採取した捕集バッグを、分析計の試料導入部に直接接続し、試料ガスを分析

計に吸引させ、測定し、得られた値を試料の濃度（ v o l  p p mC）とする。  
 直接測定の場合の測定値が分析計の測定範囲を超えた場合には、希釈測定を行い、測定

値に希釈倍率を乗じて、排出ガス中の揮発性有機化合物の濃度を求める。  
 
備考  
１ 試料採取の時期 
 試料の採取は、一工程で揮発性有機化合物の排出が安定した時期とする。ただし、貯蔵タ

ンクの試料の採取は、揮発性有機化合物の注入時期とする。  
２ 排出ガス処理装置が設置されている場合の測定 
 複数の吸着塔で揮発性有機化合物の吸着及び脱着を交互に行う方式の吸着装置等の排出ガ

ス処理装置において、運転の開始時又は切り替え時等に、ごく短時間に限り高濃度の排出が

生じる場合がある。このようなやむを得ない特異的な排出に係る揮発性有機化合物の濃度に

ついては、測定値から除外する。  
３ 一施設で複数の排出口を有する場合の測定 
 以下のいずれかの方法をとることもできる。 
（１） 施設の構造等から最高濃度の排出ガスを排出している排出口が特定できる場合は、

当該排出口において測定する。  
（２） 各排出口からの揮発性有機化合物の濃度を測定し、その値を排出ガス量で加重平均
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する。この場合、排出ガス量の測定は、 J IS  Z8 8 0 8（排ガス中のダスト濃度の測定方法）に
規定する方法による。なお、施設の構造等から、揮発性有機化合物の濃度を一部の排出口

で代表させることができる場合には、当該排出口における揮発性有機化合物の濃度を測定

すればよい。  
４ フレアスタックにより排出ガスを処理している場合の測定 
 フレアスタック（グランドフレアを含む。）により排出ガスを燃焼処理している場合には、

この測定法による測定が不可能であるため、揮発性有機化合物の濃度を測定する必要はない。 
５ 固定屋根式貯蔵タンクの場合の測定 
 固定屋根式貯蔵タンク（排出ガス処理装置を設置しているものを除く。）にあっては、災害

防止のため、計算により求めた揮発性有機化合物の濃度をもって測定に代えることができる。 
６ その他 
 こ の 測 定 法 に お け る 用 語 そ の 他 の 事 項 で こ の 測 定 法 に 定 め の な い も の に つ い て は 、J IS  
K 0 0 9 5（排ガス試料採取方法）、 J IS  D1 0 3 0（自動車―排気ガス中の一酸化炭素，二酸化炭素，
全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法）、 J IS  K 0 1 5 1（赤外線ガス分析計）その他の J I S の定
めるところによる。  

 
別紙  

N D IR の構成  
１ 構成 
 分析計は、下図に示す試料導入部、試料前処理部及び検出部で構成する。 

 
２ 試料導入部 
 試料導入口から試料導管を通じて試料前処理部に試料を導入する部分であって、捕集バッ

グを接続できるもの。  
３ 試料前処理部 
（１） 燃焼炉 
 試料ガスを、白金などの酸化触媒を充填した燃焼管に連続して通気して、揮発性有機化

合物を燃焼するもの。  
（２） ハロゲンスクラバー 
 燃焼炉で生成するガスから、塩化水素、ふっ化水素等のハロゲン化合物を除去し、二酸

化炭素を通過させるもの。  
（３） 気液分離器 
 試料ガス中の水分を除去する部分で、電子又は電気冷却器、凝縮管及びドレントラップ

で構成するもの。  
４ 検出部 
 第２の２（２）に規定するN D IR の作動性能の基準値その他 J IS  K 0 1 5 1（赤外線ガス分析計）
に規定する二酸化炭素に係る性能規定に適合するもの。  

 
 
別表第２  

除外物質（メタンに限る。）の濃度の測定法  
第１ 測定法の種類 
 メタンについては、捕集バッグを用いて採取した後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロ

マトグラフ法（以下「 G C - F ID」という。）により測定する。  
第２ 装置 
１ 試料採取装置 
 試料採取装置は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法の第２の１に規定す

る試料採取装置とする。  
２ 分析計 
 排出ガス中のメタンの測定には、以下のG C - F ID を用いる。  

 
表―１ G C - F I D の仕様  
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項目  仕様  
検出器  水素炎イオン化検出器  
キャリアガス  高純度窒素  
燃料ガス  水素  
助燃ガス  空気又は酸素  
カラム用管  内径 3～ 5 m m、長さ 1 .5～ 3 m のガラス管、ステンレス管又は

ふっ素樹脂管  
カラム充填剤  合成ゼオライト担体（粒径 1 7 0～ 2 5 0μ m）又はこれと同等以

上の分離性能を有するもの  
第３ 試薬 
１ 標準ガス 
 J IS  K 0 0 0 6（標準物質―標準ガス―メタン）に規定するメタン標準ガス又は J IS  K 0 0 5 5（ガ
ス分析装置校正方法通則）の 4 に準拠する方法で調製されたメタン標準ガス。  

２ 検量線用ガス 
 高純度窒素の入った検量線用ガス瓶（J IS  K 0 0 9 5（排ガス試料採取方法）の 6 . 8 に規定する
真空捕集瓶のことをいう。以下同じ。）に、メタン標準ガスを段階的に注入したもの。  

第４ 測定の手順 
１ 試料の採取 
 試料の採取方法は、別表第 1 に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法に規定する試料採
取方法による。  

２ 測定 
（１） 分析条件の設定 
 G C - F I D の分析条件は、以下に示すとおりとする。  

   表―２ G C - F ID の分析条件  
項目  条件  
カラム温度  常温～ 7 0℃  
試料気化室温度  常温～ 7 0℃  
キャリアガス流量  3 0～ 6 0 mL／分  
燃料ガス流量  3 0～ 5 0 mL／分  
助燃ガス流量  3 0 0～ 5 0 0 m L／分  

（２） 検量線の作成 
 第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて正確

にとり、G C - F ID に導入してクロマトグラムを記録する。メタン濃度とピーク面積（又はピ
ーク高さ）との関係線を作成する。  

（３） 試料の測定 
 第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集バッグのシリコーン

ゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、 G C - F I D に導入してクロマトグラムを記録

する。試料導入量は 0 .1～ 3 m L とし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入るよう試料

の量を調整する。クロマトグラムからメタンのピーク面積（又はピーク高さ）を測定し、

あらかじめ作成した検量線から試料ガス中のメタン濃度を求める。  
（注） この測定法の測定範囲は1～ 5 ,0 0 0 v o l p p mC である。測定範囲を超える場合に
は、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一部を気体用シリンジを用い

て注入し希釈して測定する。  
３ 濃度の算出 
 試料ガス中のメタンの炭素換算濃度を、次の式によって算出する。 
 Ｃ＝（Ｖ －Ｖｃ）／Ｖｓ×1 0 3×Ｄ×Ｆ  
 Ｃ：排出ガス中のメタン濃度（v o l p p mC）  
 Ｖ：検量線から求めた採取容器中のメタン（ガス）量（μL）  
 Ｖｃ：検量線から求めた空試験用採取容器中メタン（ガス）量（μL）  
 Ｖｓ：ガスクロマトグラフへのガス注入量（m L）  
 Ｄ：希釈率 
 Ｆ：炭素換算係数（メタンは1）  

 
備考  
１ 大気中にはメタンが2 v o l p p m C 程度存在することから、揮発性有機化合物排出施設におい
てメタンを使用し、又は発生させておらず、メタンの濃度を測定しないこととした場合であっ

ても、別表第１に掲げる測定法により測定した揮発性有機化合物の濃度から 2 v o l p p m C を差
し引くことができるものとする。  

２ この測定法における用語その他の事項でこの測定法に定めのないものについては、別表第1
に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法及び J I S  K 0 0 5 0（化学分析方法通則）、J IS  K 0 1 1 4
（ガスクロマトグラフ分析通則）その他の J I S の定めるところによる。  

 
別表第３  

除外物質（メタンを除く。）の濃度の測定法  
第１ 測定法の種類 
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 以下の除外物質（以下単に「除外物質」という。）については、捕集バッグを用いて採取し

た後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法（以下「 G C - F ID」という。）、
電子捕獲検出器を用いるガスクロマトグラフ法（以下「 G C - EC D」という。）又は質量分析器
を用いるガスクロマトグラフ法（以下「 G C -M S」という。）により測定する。  
表―１ 除外物質（メタンを除く。） 
名称  別名  
クロロジフルオロメタン  H C FC -2 2  
2 -クロロ - 1 , 1 , 1 ,2 -テトラフルオロエタン  H C FC -1 2 4  
1 ,1 -ジクロロ - 1 -フルオロエタン  H C FC -1 4 1 b  
1 -クロロ - 1 , 1 -ジフルオロエタン  H C FC -1 4 2 b  
3 ,3 -ジクロロ - 1 ,1 ,1 ,2 ,2 -ペンタフルオロプロパン  H C FC -2 2 5 ca  
1 ,3 -ジクロロ - 1 ,1 ,2 ,2 ,3 -ペンタフルオロプロパン  H C FC -2 2 5 cb  
1 ,1 ,1 ,2 ,3 ,4 ,4 , 5 , 5 , 5 -デカフルオロペンタン  H F C -4 3 - 1 0 me e  

 
第２ 装置 
１ 試料採取装置 
 試料採取装置は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法の第２の１に規定す

る試料採取装置とする。  
２ 分析計 
 排出ガス中の除外物質の測定には、以下の分析計を用いる。 
 当該除外物質や共存する物質の特性を踏まえ、分析計を適切に選択する。 
 
表―２ 分析計の仕様 
項目  G C - F ID の仕様  G C -E C D の

仕様  
G C -M S の仕様  

検 出

器  
水素炎イオン化検出器  電 子 捕 獲 検

出器  
四 重 極 方 式 又 は 二

重 収 束 方 式 の 質 量

分析器（イオン化方

法は、電子衝撃イオ

ン 化 法 に よ る も の

とする。）  
キ ャ

リ ア

ガス  

高純度窒素  同左  ヘリウム  
（ 9 9 .9 9 9 v o l％以上） 

燃 料

ガス  
水素  ―  ―  

助 燃

ガス  
空気又は酸素  ―  ―  

カ ラ

ム  
内径 0 . 2 5～ 0 . 3 2 m m、長さ 2 5～ 6 0 m
の溶融シリカ製の毛管カラムであ

って、内壁にジフェニールを 2 5％、
ジメチルポリシロキサンを 7 5％の
割合で混合したものを膜厚 0 .1～ 3
μ m 程度で被覆したもの又はこれ

と同等の分離性能を有するもの  

同左  同左  

カ ラ

ム 恒

温槽  

温度制御範囲が 3 5～ 3 5 0℃であり、
測定対象物質の最適分析条件の温

度にできるような昇温プログラム

の可能なもの  

同左  同左  

 
第３ 試薬 
１ 標準ガス 
 J IS  K 0 0 5 5（ガス分析装置校正方法通則）に準拠する方法で調製された除外物質の標準ガス。 

２ 検量線用ガス 
 高純度窒素の入った検量線用ガス瓶（J IS  K 0 0 9 5（排ガス試料採取方法）の 6 . 8 に規定する
真空捕集瓶のことをいう。以下同じ。）に、除外物質の標準ガスを段階的に注入したもの。  

 
第４ 測定の手順 
１ 試料の採取 
 試料ガスの採取方法は、別表第１に掲げる揮発性有機化合物の濃度の測定法に規定する試

料の採取方法による。  
２ 測定 
（１） G C - F ID  
ア 分析条件の設定 
 G C - F I D の分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム上でのピークが他の除
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外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発性有機化合物と良好な分離が得られ、測

定対象除外物質の保持時間が適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラ

ム温度、試料気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。  
表―３ G C - F I D の分析条件の例  

項目  条件  
試料注入法  スプリット注入法（スプリット比 2 0： 1）  
カラム温度  昇温条件の例  

4 0℃→（ 5℃ /分）→ 9 0℃→（ 2 0℃ /分）→ 2 0 0℃  
試料気化室温度  1 0 0℃  
キャリアガス流量  1 . 0 m L／分  
燃料ガス流量  3 0～ 5 0 mL／分  
助燃ガス流量  3 0 0～ 5 0 0 m L／分  

イ 検量線の作成 
 第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて正

確にとり、 G C - F ID に導入してクロマトグラムを記録する。除外物質の濃度とピーク面

積（又はピーク高さ）との関係線を作成する。  
ウ 試料の測定 
 第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集バッグのシリコー

ンゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、 G C - F ID に導入してクロマトグラムを

記録する。試料導入量は 0 .1～ 0 . 5 mL とし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入る
よう試料の量を調整する。  
 クロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）を測定し、あらかじめ

作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を求める。  
（注） この測定法の測定範囲は表―４のとおりである。測定範囲を超える場合に

は、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一部を気体用シリンジを用

いて注入し希釈して測定する。  
 
表―４ G C - F I D の測定範囲  

除外物質  測定範囲（ v o l p p mC）  
H C FC -2 2  2 0～ 1 ,0 0 0  
H C FC -1 2 4  1 0～ 2 ,0 0 0  
H C FC -1 4 1 b  2 0～ 2 ,0 0 0  
H C FC -1 4 2 b  2 0～ 2 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 ca  3 0～ 3 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 cb  3 0～ 3 ,0 0 0  
H F C -4 3 - 1 0 me e  2 0～ 5 ,0 0 0  

 
（２） G C - E C D  
ア 分析条件の設定 
 G C - EC D の分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム上でのピークが他の除
外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発性有機化合物と良好な分離が得られ、測

定対象除外物質の保持時間が適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラ

ム温度、試料気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。  
表―５ G C - E C D の分析条件の例  
項目  条件  
試料注入法  スプリット注入法（スプリット比 2 0： 1）  
カラム温度  昇温条件の例  

4 0℃→（ 5℃ /分）→ 1 0 0℃→（ 2 0℃ /分）→ 2 0 0℃  
試料気化室温度  1 0 0℃  
キャリアガス流量  0 . 5 m L／分  

イ 検量線の作成 
 第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて正

確にとり、 G C - EC D に導入してクロマトグラムを記録する。除外物質の濃度とピーク面
積（又はピーク高さ）との関係線を作成する。  

ウ 試料の測定 
 第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスの一定量を、捕集バッグのシリコー

ンゴム栓を通して気体用シリンジで正確にとり、G C - EC D に導入してクロマトグラムを
記録する。試料導入量は 0 .1～ 0 . 5 mL とし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入る
よう試料の量を調整する。  
 クロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）を測定し、あらかじめ

作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を求める。  
（注） この測定法の測定範囲は表―６のとおりである。測定範囲を超える場合に

は、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一部を気体用シリンジを用

いて注入し希釈して測定する。  
表―６ G C - E C D の測定範囲  
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除外物質  測定範囲（ v o l p p mC）  
H C FC -2 2  1 0～ 1 0 0 ,0 0 0  
H C FC -1 2 4  1～ 5 ,0 0 0  
H C FC -1 4 1 b  1～ 1 0 ,0 0 0  
H C FC -1 4 2 b  1 0～ 1 0 0 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 ca  1～ 1 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 cb  1～ 1 ,0 0 0  
H F C -4 3 - 1 0 me e  1～ 5 ,0 0 0  

 
（３） G C - M S  
ア 分析条件の設定 
 G C -M S の分析条件は、測定対象の除外物質のクロマトグラム上でのピークが他の除

外物質その他の試料排出ガス中に共存する揮発性有機化合物と良好な分離が得られ、測

定対象除外物質の保持時間が適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラ

ム温度、試料気化室温度、キャリアガス流量などを設定する。  
 
表―７ G C - M S の分析条件の例  

区分  項目  条件  
ガ ス ク

ロ マ ト

グラフ  

試料注入法  スプリット注入法（スプリット

比 2 0： 1）  
カラム温度  昇温条件の例  

4 0℃→（ 5℃ /分）→ 9 0℃→（ 2 0℃
/分）→ 2 0 0℃  

試料気化室温度  1 0 0℃  
キャリアガス流量  1 . 0 m L／分  
インターフェイス温度  2 0 0℃  

質 量 分

析器  
イオン源温度  2 0 0℃  
電子加速電圧  7 0ｅＶ  

イ 検量線の作成 
 第３の２で調整した検量線用ガスを、検量線用ガス瓶から気体用シリンジを用いて

0 .1 m L 正確にとり、G C -M S に導入してマスクロマトグラムを記録する。除外物質の濃度
とピーク面積（又はピーク高さ）との関係線を作成する。  

ウ 試料の測定 
 第４の１によって捕集バッグに採取した試料ガスを、気体用シリンジを用いてG C -M S
に導入する。測定対象の除外物質の測定用質量数に対してマスクロマトグラムを作成し

記録する。試料導入量は 0 . 1 m L とする。  
 マスクロマトグラムから除外物質のピーク面積（又はピーク高さ）を測定し、あらか

じめ作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を求める。  
 
表―８ 測定イオンの質量数の例 

除外物質  測定イオンの質量数  
定量用  確認用  

H C FC -2 2  5 1  6 7  
H C FC -1 2 4  6 7  6 9  
H C FC -1 4 1 b  8 1  8 3  
H C FC -1 4 2 b  6 5  8 5  
H C FC -2 2 5 ca  8 3  8 5  
H C FC -2 2 5 cb  6 9  1 0 0  
H F C -4 3 - 1 0 me e  6 9  9 5  
（注） この測定法の測定範囲は表―９のとおりである。測定範囲を超える場合に

は、高純度窒素の入った検量線用ガス瓶に、試料ガスの一部を気体用シリンジを用

いて注入し希釈して測定する。  
 
表―９ G C - M S の測定範囲 

除外物質  測定範囲（ v o l p p mC）  
H C FC -2 2  1～ 1 ,0 0 0  
H C FC -1 2 4  1～ 2 ,0 0 0  
H C FC -1 4 1 b  1～ 2 ,0 0 0  
H C FC -1 4 2 b  1～ 2 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 ca  1～ 3 ,0 0 0  
H C FC -2 2 5 cb  3～ 3 ,0 0 0  
H F C -4 3 - 1 0 me e  2～ 5 ,0 0 0  

  
 

排出ガス中の水銀測定法   公布日：平成2 8 年 9 月 2 6 日環境省告示第 9 4 号  
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大気汚染防止法施行規則（昭和 4 6 年厚生省／通商産業省令第 1 号）第 1 6 条の 1 2 の規定に基づ
き、排出ガス中の水銀測定法を次のように定め、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成 2 7
年法律第 4 1 号）の施行の日〔平成 3 0 年 4 月 1 日〕から適用する。  

排出ガス中の水銀測定法  
第１ 用語の定義 
１ 排出ガス 
 燃料その他のものの燃焼・合成・分解、熱源としての電気の使用、機械的処理などに伴って

発生する固体粒子を含むガス。水分を含まないガスを乾き排出ガスといい、水分を含むガス

を湿り排出ガスという。  
２ ガス状水銀 
 排出ガス中に気体として存在する水銀及びその化合物の総称 
３ 粒子状水銀 
 排出ガス中のダストに含まれる水銀及びその化合物の総称 

第２ 試料採取 
 ガス状水銀及び粒子状水銀の試料採取は、可能な限り同じ開始時間とする。 
 なお、試料採取に当たっては、事前の調査及び準備を十分に行うこと。 
 また、試料採取時の状況は、異常値や特異値が検出された際の測定結果の検証に必要な情

報であるため、必ず記録すること。  
１ ガス状水銀 
（１） 試薬 
 試薬としては、必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用を用いる。試料採取に当た

っては、次に掲げる試薬を用いる。  
ア 水 
 日本工業規格（以下「規格」という。）K 0 5 5 7 に規定する A 4（又は A 3）の水  

イ 硫酸（1 +1 5）  
 水と規格K 8 9 5 1 に規定する硫酸を混合する。水をビーカーにとり、これを冷却し、か
き混ぜながら徐々に硫酸を加え、水と硫酸の容積比が 1 5 対 1 となるよう調製する。  

ウ 過マンガン酸カリウム溶液（3ｇ／Ｌ）  
 規格K 8 2 4 7 に規定する過マンガン酸カリウム 3ｇを水に溶かし、ガラスろ過器（ G 4）
でろ過後、水を加えて 1Ｌとする。着色ガラスに保存する。  

エ 吸収液 
 等量の過マンガン酸カリウム溶液（3ｇ／Ｌ）と硫酸（ 1 +1 5）とを混合し、着色ガラス
瓶に保存する。  

オ 硝酸（5％）（洗浄用）  
 規格K 8 5 4 1 に規定する硝酸を水で調製する。  

カ 硝酸（1 0％）  
 規格K 8 5 4 1 に規定する硝酸を水で調製する。  

キ 過酸化水素水（2 0％）  
 規格K 8 2 3 0 に規定する過酸化水素を水で調製する。  

ク 硝酸（5％）／過酸化水素水（ 1 0％）  
 1 0％硝酸と 2 0％過酸化水素水を等量混合し、調製する。  

（２） 器具及び装置 
 試料採取に当たっては、次に掲げる器具及び装置を用いる。 
 また、規格K 0 0 9 5 の 6（試料採取装置）に規定するほか、次のとおりとする。試料採取
装置の構成の一例を下図に示す。なお、器具及び装置は、5％硝酸で十分洗浄し、空試験に
よって測定に支障がないことを確認する。  

 
図 試料採取装置の構成（一例） 
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ア 採取管 
 採取管には、排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス、石英ガラス、チタン、セラミ

ック又は四ふっ化エチレン樹脂製のものを用いる。  
イ 導管 
 四ふっ化エチレン樹脂製のものを用いる。加熱が必要ない場合には、特殊塩化ビニル

樹脂製の導管を用いることができる。導管の材質によらず接続部にグリースは使用しな

い。  
ウ 吸収瓶 
 吸収瓶は容量2 5 0ｍＬのものを用いる。  

エ 吸引ポンプ 
 アからウまでの器具を装着した状態において 0 .5～ 1Ｌ／分の流量でガスを吸引する
ことができるもの（流量調整機能を有するものに限る。）を用いる。  

オ 流量計 
 湿式又は乾式ガスメーターを用いる。また、当該ガスの流量を 0 . 1Ｌ／分の単位まで
測定できるものを用いる。  

（３） 採取方法 
 試料採取方法の一般的事項は、規格K 0 0 9 5 による。  
 また、試料採取に当たっては、規格K 0 0 9 5 の 6 .8 吸収瓶法（試料ガス量をガスメーター
で計測する場合）によるほか、次のとおりとする。  
（注）鉱石などのばい焼ガスなど二酸化硫黄濃度の高い排出ガスや有機物の多い排出ガス

では、硝酸（ 5％）／過酸化水素水（ 1 0％）溶液などによる洗浄を行う。なお、排出ガスの
洗浄を行う場合は、規格 K 8 2 3 0 に規定する過酸化水素を用いるなど試薬の品質に留意す
る。また、洗浄に用いた溶液についても、水銀の定量を行う。  
ア 試料採取位置 
 流速の分布が均一な位置を選ぶ。 

イ 吸収瓶 
 吸収瓶は、あらかじめ5％硝酸及び水で洗浄し乾燥したものとする。吸収液を 1 0 0
ｍＬ入れ、冷却槽に入れて冷却する。吸収瓶は、ろ過型又は円筒ろ過型のバブラー付

きのものが望ましい。  
 また、採取に当たっては、吸収瓶は2 本以上を直列に連結する。  
 なお、試料採取に当たって排出ガスの洗浄を行う場合は、洗浄のための瓶と吸収瓶

との間に空瓶を１個置く。  
（注）最終の吸収液中の水銀濃度が、直前の吸収液中の水銀濃度の 5％以下であるこ

と。また、 2 本以上の吸収瓶が必要な場合、 1 本目の吸収瓶の交換によって、吸
収液の水銀吸収能力を維持してもよい。  

ウ 吸引量 
 吸収流速を0 .5～ 1 . 0Ｌ／分とし、吸引量は 1 0 0Ｌ程度とする。ただし、吸収液の過
マンガン酸カリウムの色が消失するまで吸引してはならない。  

２ 粒子状水銀 
（１） 器具及び装置 
 測定点の排出ガス流速に対して相対誤差- 5～ + 1 0％の範囲内で等速吸引による試料ガス
の採取が可能であり、採取装置のダストなどによる汚染及び試料採取中に現場の大気の混
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入などがない器具及び装置を用いる。なお、器具及び装置については、5％硝酸で十分洗浄
し、空試験によって測定に支障がないことを確認する。  
 また、ダスト捕集器の位置は、規格Z 8 8 0 8 の 9 . 2（ダスト試料採取装置の構成）の 1 形
とすることのほか、次のとおりとする。  
（注）採取管及びダスト捕集器の温度を煙道の排出ガスの温度と同じにすることが可能な

場合には、規格 Z 8 8 0 8 の 9 .2 の 2 形でもよい。  
ア 採取管 
 採取管は、排出ガス温度に応じてほうけい酸ガラス、石英ガラス、チタン、セラミッ

ク又は四ふっ化エチレン樹脂製のものを用いる。また、採取管内外のガスの流れが乱れ

ないようにする。  
 吸引ノズルの内径は4 ㎜以上とし、これを 0 .1 ㎜の単位まで正確に求めておく。先端
は、 3 0°以下の鋭角に仕上げるか、滑らかな半球状とし、内外面は滑らかになっていな
ければならない。採取管のノズルから捕集部までの管内は滑らかで、急激な断面の変化

があってはならない。また、材質は規格 K 0 0 9 5 の 6 .2（材質）に、構造は規格 Z 8 8 0 8 の
9 .3 .1 .2 a（吸引ノズル）によることとし、あらかじめ５％硝酸で洗浄し、乾燥して保存す
る。  

イ ダスト捕集器 
 ダスト捕集器は、規格Z 8 8 0 8 の 9 .3 .1 .2 b（ダスト捕集器）に規定するろ紙を用いるダ
スト捕集器とする。ただし、ろ紙には、規格 K 0 9 0 1 に規定する気体中のダスト試料捕集
用ろ過材の性能試験方法によって捕集率、圧力損失、吸湿率、加圧強度及び規格 K 0 9 0 1
の 5 .6 において規定された金属の含有量が明らかなものを選定する。  

ウ 吸引ポンプ 
 アからイまでの器具を装着した状態において 1 0～ 4 0Ｌ／分の流量で排出ガスを吸引
することができるものとする。  

エ 流量調整部 
 湿式又は乾式ガスメーターを用いる。また、排出ガスの流量が1 0～ 4 0Ｌ／分の範囲を
0 .1Ｌ／分まで測定できるものを用いる。  

（２） 採取方法 
 試料採取方法の一般的事項は、規格K 0 0 9 5 による。  
 また、試料の採取方法は、規格Z 8 8 0 8 の 1 0（ダスト試料の採取方法）の規定によること
とし、 1 0 0 0Ｌ程度以上採取する。  
ア 測定位置 
 試料の採取位置は代表的な性状のガスが採取できる位置とし、規格Z 8 8 0 8 の 5（測定
位置、測定孔及び測定点）に規定する測定点のうち、可能な限り平均流速に近い地点（等

速吸引が可能な地点）とする。  
イ 規格Z8 8 0 8 に準じて、排出ガスの温度、圧力、水分量及び密度を測定し、測定点にお
ける排出ガス流速を計算する。  
（注）一酸化炭素、酸素などの連続測定を同時に行う場合には、原則として試料採取時

間帯の 1 時間以上前から終了まで連続して行い、運転状態の同時確認を行う。  
ウ 試料ガスの採取量及び採取時間を考慮して吸引流量を算出し、等速吸引となるように

ノズルの内径を決定する。  
エ 採取装置を組み立て、漏れ試験を行う。漏れ試験は、採取管のノズルの口をふさいで

吸引ポンプを作動させ、ガスメーターの指針が停止していればよい。この試験結果を記

録しておく。  
オ 採取管のノズルを、排出ガスの流れと逆向きにして測定孔から測定点まで挿入し、ガ

スメーターの指示値を読み取る。吸引ポンプの作動とともに採取管のノズル方向を排出

ガスの流れに正しく直面させ、等速吸引によって排出ガスを吸引する。そのときの注意

点は次による。  
（ア） 採取管のノズルから吸引するガスの流速は、測定点の排出ガス流速に対して相対

誤差 - 5～ + 1 0％の範囲内とする。排出ガスの流速を 6 0 分間ごとに測定し、等速吸引量を
調節することが望ましい。また、等速吸引を行っているうちに吸引流量が低下し、等速

吸引が困難な場合には、吸引を一時停止し、捕集部のろ過材などを交換する。  
（イ） 試料採取中少なくとも１回は採取装置の漏れ試験を行う。この場合は、試料採取

点の酸素の濃度と採取装置のポンプ出口の酸素の濃度とに差がないことにより漏れがな

いことを確認する。この試験結果は記録しておく。また、フィルター捕集部のろ過材の

交換などでラインが外された場合には、復帰後に必ず行う。  
（注）酸素の濃度の測定は、規格 K 0 3 0 1 による。  
カ ガスメーターの温度及び圧力を記録しておく。 
キ 試料ガスの必要量を吸引採取したならば、採取管のノズルを再び逆向きにし、吸引ポ

ンプを停止し、ガスメーターの指示を読み取った後、採取管を取り出す。なお、ダクト

内が負圧の場合は、吸引ポンプを作動させたまま速やかに採取管をダクト外に取り出し、

ポンプを停止する。  
第３ 分析試料の調製 
１ ガス状水銀 
（１） 試薬 
 試薬としては、必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用を用いる。試料採取に当た
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っては、次に掲げる試薬を用いる。  
ア 水 
 規格K 0 5 5 7 に規定する A4（又は A 3）の水  

イ 硫酸（1 +1）  
 水と規格K 8 9 5 1 に規定する硫酸を混合する。水をビーカーにとり、これを冷却し、か
き混ぜながら徐々に硫酸を加え、水と硫酸の容積比が１対１となるよう調製する。  

ウ 過マンガン酸カリウム溶液（5 0ｇ／Ｌ）  
 規格K 8 2 4 7 に規定する過マンガン酸カリウム 5 0ｇを水に溶かし、ガラスろ過器（ G 4）
でろ過後、水を加えて 1Ｌとする。着色ガラスに保存する。  

エ 塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液（2 0 0ｇ／Ｌ）  
 規格 K 8 2 0 1 に規定する塩化ヒドロキシルアンモニウム 2 0ｇを水に溶かして 1 0 0ｍＬ
にする。  

オ 塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液（2 0ｇ／Ｌ）  
 塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液（2 0 0ｇ／Ｌ） 1 0ｍＬに硫酸（ 1 +1）数滴を加え、
水で 1 0 0ｍＬとする。  

カ 硝酸（5％）（洗浄用）  
 規格K 8 5 4 1 に規定する硝酸を水で調製する。  

（２） 器具及び装置 
 分析試料の調製に当たっては、次に掲げる器具及び装置を用いる。なお、器具及び装置

は、 5％硝酸で十分洗浄し、空試験によって測定に支障がないことを確認する。  
ア フラスコ 

 ガラス製。5 0 0ｍＬフラスコで、還流冷却器をすり合わせて装着できるもの。  
イ 還流冷却器 
 長さが約3 0 ㎝のもの。  

（３） 操作 
ア 試料ガスを通じた吸収液（第２の１（３）イで空瓶を置いた場合は、空瓶に溜まった

水分を含む。）をフラスコに移す。その際、吸収瓶（空瓶を含む。以下同じ。）ごとに

フラスコを分ける。吸収瓶を少量の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液（ 2 0ｇ／Ｌ）及
び水で洗い、それぞれのフラスコに加える。試料採取に用いた採取管、導管及び吸収瓶

について、5％硝酸で洗い、それぞれのフラスコに加える。以下、フラスコごとに操作を
行う。  
（注）試料ガス中に有機物を含まない場合には、イの操作は省略できる。この場合には、

アの吸収液を適当なビーカーに移し、ウの操作を行う。  
イ 還流冷却器を取り付け、突沸を避けながら静かに加熱し、1 時間煮沸する。この間に、
過マンガン酸カリウムの色が消失する場合には、温度を約 6 0℃に下げ、過マンガン酸カ
リウム溶液（ 5 0ｇ／Ｌ） 2ｍＬを加え、再び煮沸し、過マンガン酸カリウムの色が約 1 0
分間残るまでこの操作を繰り返す。温度を 4 0℃以下に冷却する。  
（注）過マンガン酸カリウムの色が消失しても、二酸化マンガンが生成しているときは

過マンガン酸カリウム溶液の追加は行わない。  
ウ 溶液を振り混ぜながら塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液（2 0 0ｇ／Ｌ）を滴加し、過
剰の過マンガン酸カリウムを分解する。  
（注）過剰の塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液の添加は避ける。  

エ 冷却後、溶液を全量フラスコ3 0 0ｍＬに移し、水を標線まで加え、試料溶液とする。  
オ 試料溶液に用いたものと同量の吸収液について、アからエと同様な操作を行い、空試

験用溶液とする。  
２ 粒子状水銀 
 ろ紙に付着した粒子状水銀を以下の方法により、ろ紙全量を湿式酸分解して試料溶液とす

る。なお、試薬等は第３の１と同等のものとする。ただし、加熱気化 －原子吸光法を用いる場

合は、分析試料の調製を省略できる。  
ア ろ紙を分解フラスコに入れ、水を加えて約5 0ｍＬとする。  
イ 分解フラスコを冷水で冷やしながら、硝酸2 0ｍＬを少しずつ加え、静かに混合した後、
硫酸（ 1 +1） 2 0ｍＬを少しずつ加える。  

ウ フラスコ内の反応が止むまで冷水中で放置した後、過マンガン酸カリウム溶液（3 0ｇ
／Ｌ） 2 0ｍＬを加えて振り混ぜ、室温で約 1 5 分間放置する。  

エ 過マンガン酸カリウムの色が消えたときは、溶液の赤紫色が１５分間持続するまで、

過マンガン酸カリウム溶液（ 3 0ｇ／Ｌ）を少量ずつ加える。  
オ ペルオキソ二硫酸カリウム溶液（5 0ｇ／Ｌ）1 0ｍＬを加え、約 9 5℃以上の水浴中に分
解フラスコ溶液部分を浸して２時間加熱する。  
（注）１．規格 K 8 2 5 3 に規定するペルオキソ二硫酸カリウム 5 0ｇを水に溶かして１Ｌ

とする。なお、規格 K 8 2 5 2 に規定するペルオキソ二硫酸アンモニウムを用いてもよ
い。いずれも溶液中の水銀は 1 .0μｇ／Ｌ以下とする。  

２．この加熱操作中に過マンガン酸の色が消えた場合は過マンガン酸カリウム溶液（ 3 0ｇ
／Ｌ）を追加してもよい。  

カ 液温を約4 0℃とし、尿素溶液（ 1 0ｇ／Ｌ） 1 0ｍＬを加え、溶液を振り混ぜながら、塩
化ヒドロキシルアンモニウム溶液（ 2 0ｇ／Ｌ）を滴加し、過剰の過マンガン酸カリウム
を分解する。  
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（注）規格 8 7 3 1 に規定する尿素を用いる。  
キ これをガラス繊維又はガラス繊維ろ紙でろ過し、全量フラスコ 2 0 0ｍＬに入れ、水を
標線まで加え、これを試験溶液とする。  

第４ 濃度測定 
１ ガス状水銀 
（１） 試薬 

 試薬としては、必要に応じ、有害金属分析用又は精密分析用を用いる。また、濃度の

測定に当たっては、次に掲げる試薬を用いる。  
ア 水 
 規格K 0 5 5 7 に規定する A4（又は A 3）の水  

イ 硫酸 
 測定装置に定められた硫酸濃度になるように、定量の水をビーカーにとり、これを冷

却し、かき混ぜながら規格 K 8 9 5 1 に規定する硫酸を徐々に加える。  
ウ 塩化すず（Ⅱ）溶液 
 規格K 8 1 3 6 に規定する塩化すず（Ⅱ）二水和物 1 0ｇに硫酸（水と硫酸の容積比が 2 0
対 1 となるよう調製したもの。） 6 0ｍＬを加え、かき混ぜながら加熱して溶かす。冷却
後、水を加えて 1 0 0ｍＬとする。この溶液は調製後 1 週間以内に使用する。  

エ 水銀希釈用溶液 
 Ｌ―システイン1 0 ㎎を全量フラスコ 1 0 0 0ｍＬに入れ、水を加えて振り混ぜて溶かし、
規格 K 8 5 4 1 に規定する硝酸 2ｍＬを加え、水を標線まで加える。  

オ 水銀標準液（1 0 0 ㎎Ｈｇ／Ｌ）  
 規格K 8 1 3 9 に規定する塩化水銀（Ⅱ）6 7 .7 mg を全量フラスコ 5 0 0ｍＬに入れ、水銀希
釈用溶液に溶かし、さらに、水銀希釈用溶液を標線まで加え、原液とする。原液は冷蔵

庫中に保存する。標準溶液は、使用時に、この原液を水銀希釈用溶液で希釈して調製す

る。  
（２） 器具及び装置 
 濃度の測定に当たっては、次に掲げる器具及び装置を用いる。 
ア 原子吸光分析装置 
 原子吸光分析装置又は水銀用原子吸光分析装置 

イ 還元容器 
 通気管に気泡発生用フィルターをもつもの。容量は測定装置によって定められた

量とする。  
ウ 吸収セル 
 長さ 1 0 0～ 3 0 0 m m の石英ガラス、ガラス又はプラスチック（水銀を吸着しないも

の。）製の管の両端に石英ガラス窓を付けたもの。  
エ 空気ポンプ 
 0 .5～ 3Ｌ／分の送気能力をもつダイヤフラムポンプ又は同等の性能をもつ空気ポ
ンプ。密閉循環方式の場合、水銀の吸着に注意する必要がある。  

オ 流量計 
 0 .5～ 3Ｌ／分の流速が測定できるもの。  
（注）密閉循環方式の場合には、流量計に水銀が吸着するおそれがあるため、流量計

は装着しない。流量はあらかじめ空気ポンプの流量を調整し、最適流量とする。 
カ 乾燥管 
 電子冷却式によるもの、又は、直管若しくはＵ字管に粒状の乾燥剤を充てんしたも

の。  
（注）吸収セル内の温度が周囲の温度よりも約１０℃高くなるようにすれば乾燥管

は用いなくてもよい。  
キ 連結管 
 軟質の塩化ビニル樹脂とする。 

（３） 操作手順 
ア 試料溶液の適量を還元容器にとり、硫酸を試料に添加する。 
（注）１．試料採取量は、測定装置によって定められた量を採取する。  
   ２．硫酸濃度及び添加量は、測定装置によって定められた濃度・量とする。 
   ３．塩化物イオンを多量に含む試料では、試料溶液の調製時に、過マンガン酸カリ

ウムによる処理において、塩化物イオンが酸化されて塩素となり、光を吸収して

正の誤差を与える。この場合、塩化ヒドロキシルアンモニウム溶液を過量に加え、

塩素を還元しておく。また、還元容器中に存在する塩素は、窒素などによってあ

らかじめ追い出しておく。  
イ アの溶液の1／ 2 0 量の塩化すず（Ⅱ）溶液を手早く添加し、空気ポンプを作動させて
あらかじめ設定した最適流速で空気を流し、発生した水銀を吸収セルに導く。  

（注）最適流量は装置によって異なるので、あらかじめ最適流量を求めておく。  
ウ 波長2 5 3 .7ｎｍにおける吸収を測定する。  
（注）開放送気方式の場合、試料によって反応速度が異なることがあるので、吸収ピーク

の積分値を測定する。  
エ 密閉循環方式の場合、バイパスコックを回してバイパス状態とし、吸収の指示値が元

の値になるまで通気を続ける。  
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（注）水銀除去装置を通して大気中に放出する。  
オ 空試験溶液について、試料溶液採取量と同量の溶液をとり、アからエの操作を行って

吸収の指示値を求め、試料について得られた指示値を補正する。  
カ 検量線を用いて試料中の水銀の質量を求め、試料ガス中の水銀濃度を式１によって算

出する。  
式１ Ｃ＝Ａ×（ｖ／ｖ１）／Ｖｓ 
Ｃ：水銀濃度（μｇ／Ｎｍ 3）  
Ａ：検量線から求めた水銀の質量（ｎｇ）  
ｖ：試料溶液の体積（ｍＬ）  
ｖ１：分取した試料溶液の体積（ｍＬ）  
Ｖｓ：試料ガス採取量（ 0℃、 1 0 1 .3 2ｋＰａ）（Ｌ）  

キ 検量線の作成は、水銀標準液を段階的に還元容器にとり、アの試料溶液と同量の水及び

硫酸を添加し、アからエの操作を行う。使用した水及び硫酸について、アからエの操作を

行い、空試験値を求め、指示値を補正する。補正された指示値と水銀の質量との関係線を

作成し、検量線とする。検量線の作成は試料測定時に行う。  
（注）水銀標準液の採取量は装置によって異なるが、検量線の最低濃度が水銀として 1ｎｇ以

下となるように採取する。  
２ 粒子状水銀 
 粒子状水銀の濃度の測定方法には、第４の１に準じた方法又は加熱気化―原子吸光法を用

いること。ただし、加熱気化―原子吸光法の場合は、粒子状水銀が付着したろ紙全量を用い

て測定すること。  
第５ 水銀等の濃度の算出 
ア 第４で求めたガス状水銀及び粒子状水銀について合算して求める。 
イ 酸素の濃度による補正が必要な場合には、式２によって所定の酸素の濃度に換算したも

のを濃度とする。  
式２ Ｃ＝（2 1－ Ｏ ｎ）／（ 2 1－ Ｏ ｓ）×Ｃｓ  

Ｃ：酸素の濃度Ｏｎにおける濃度（ 0℃、 1 0 1 . 3 2ｋＰａ）（μｇ／Ｎｍ 3）  
Ｏｎ：施設ごとに定める標準酸素濃度（％）  
Ｏｓ：排出ガス中の酸素の濃度（％）。ただし、排出ガス中の酸素の濃度が２０％を超

える場合は、Ｏｓ＝ 2 0 とする。  
Ｃｓ：排出ガス中の実測水銀濃度（ 0℃、 1 0 1 . 3 2ｋＰａ）（μｇ／Ｎｍ 3）  

 
表 施設ごとに定める標準酸素濃度 

施設の種類  Ｏｎ（％）  
1 の項、 2 の項  6  
7 の項  1 0  
8 の項、 9 の項  1 2  
（注）１．「施設の種類」は、大気汚染防止法施行規則別表第三の三に掲げる項を示す。 
   ２．上表に記載のない項に掲げる施設については、酸素濃度補正は不要。 

ウ 水銀等の実測値は、μｇ／Ｎｍ3（ 0℃、 1 0 1 .3 2ｋＰａ）で表示する。  
エ 濃度の表示における数値の取扱いは、特に指定がない場合には、次による。 
（ア） 濃度については、ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて、有効数字2 桁と
して 3 桁目以降を切り捨て、検出下限未満の場合には、検出下限未満であったことを表
示する。ただし、表示する桁は、試料ガスにおける検出下限の桁までとし、それより下

の桁は表示しない。なお、試料ガス採取量については、規格 Z 8 4 0 1 の規定によって数字
を丸め、有効数字３桁で表示する。  

（イ） 検出下限については、ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて規格Z 8 4 0 1 の
規定によって数値を丸め、有効数字１桁で表示する。  

 
第６ 検出下限及び定量下限 
１ 分析装置の検出下限及び定量下限 
 最低濃度の検量線作成用標準液を測定し、定量する。この操作を 5 回以上繰り返し、得ら
れた測定値から式３により標準偏差を求め、その 3 倍を装置の検出下限、 1 0 倍を装置の定量
下限とする。ここでは、測定値の丸めを行わずに標準偏差を算出し、得られた検出下限は、有

効数字１桁で表し、定量下限は検出下限と同じ桁まで丸める。  
 ここで得られた装置の検出下限が、1ｎｇより大きいときには、器具、機器などを確認して、
この値以下になるよう調節する。  
 この装置の検出下限及び定量下限は、使用する分析装置の状態などによって変動するため、

ある一定の周期で確認し、常に十分な値が得られるように管理する。また、使用する分析装

置及び測定条件を変更した場合などには必ず確認する。  
式３ Ｓ＝｛Σ（Ｘｉ － Ｘ） 2／（ｎ －１）｝ 1 / 2  
Ｓ：標準偏差  
Ｘｉ：測定値（ｎｇ）  
Ｘ：測定値の平均値（ｎｇ）  
ｎ：測定回数  

２ 測定方法の検出下限及び定量下限 
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 試料ガスを通じず第３の１（３）までの操作を行った吸収液及び試料ガスを通じず第３の

２までの操作を行ったろ紙に式４によって算出した量の水銀溶液を添加し、測定に用いるの

と同量調製し、それぞれ第４により測定する。この操作を 5 回以上繰り返し、得られた測定
値から式３により標準偏差をガス状水銀及び粒子状水銀についてそれぞれ求め、その 3 倍を
測定方法の検出下限、 1 0 倍を測定方法の定量下限とする。ここでは、測定値の丸めを行わず
に標準偏差を算出し、得られた検出下限は有効数字 1 桁で表し、定量下限は検出下限と同じ
桁まで丸める。  
 この測定法の検出下限及び定量下限は、前処理操作及び測定条件によって変動するため、

ある一定の周期で確認し、常に十分な値が得られるように管理する。また、前処理操作及び

測定条件を変更した場合などには必ず確認する。  
式４ Ｑ＝ＱＬ’×ｖ／ｖｉ 
Ｑ：水銀の添加量（ｎｇ）  
ＱＬ’：分析装置の定量下限（ｎｇ）  
ｖ：測定用試料の液量（ｍＬ）  
ｖｉ：分析装置への注入量（ｍＬ）  

３ 試料ガスにおける検出下限及び定量下限 
 試料ガスにおける検出下限及び定量下限は、試料ガスの採取量などによって異なってくる

ため、式５及び式６によってガス状水銀及び粒子状水銀についてそれぞれ試料ごとに求める。 
式５ ＣＤＬ＝ＤＬ×（ｖ／ｖｉ）／ＶＳ 
式６ ＣＱＬ＝ＱＬ×（ｖ／ｖｉ）／ＶＳ 
ＣＤＬ：試料ガスにおける検出下限（ 0℃、 1 0 1 .3 2ｋＰａ）（μｇ／Ｎｍ 3）  
ＣＱＬ：試料ガスにおける定量下限（ 0℃、 1 0 1 .3 2ｋＰａ）（μｇ／Ｎｍ 3）  
ＤＬ：測定方法の検出下限（ｎｇ）  
ＱＬ：測定方法の定量下限（ｎｇ）  
ｖ：測定用試料の液量（ｍＬ）  
ｖｉ：分析装置への注入量（ｍＬ）  
ＶＳ：試料ガスの採取量（ 0℃、 1 0 1 .3 2ｋＰａ）（Ｌ）  

第７ 空試験 
 空試験は、捕集剤、吸収液、前処理時等に使用する試薬などの汚染のレベルを確認する空

試験（以下「操作ブランク試験」という。）と試料ガス採取及び試料の運搬における汚染を確

認するための空試験（以下「トラベルブランク試験」という。）の 2 種類とする。  
１ 操作ブランク試験 
 操作ブランク試験は、測定用試料の調製又は分析装置への導入操作などに起因する汚染を

確認し、測定に支障のない測定環境を設定するために行うものである。試料採取用と同一ロ

ットの捕集剤及び吸収液を用意し、第３及び第４の操作を試料と同様に行う。  
 この試験は、試薬のロットが変わるときなど一定の周期で定期的に行い、操作時の汚染な

どに対して十分に管理をしなければならない。さらに、次の場合には測定に先立って行い、

操作ブランク試験の結果が十分低くなるようにしておくことが望ましい。  
（１） 新しい試薬又は機器を使用したり、修理した機器を使用したりするなどの前処理操

作に大きな変更があった場合。  
（２） 試料間汚染が予想されるような高い濃度の試料を測定した場合。 

 
２ トラベルブランク試験 
 トラベルブランク試験は、試料ガス採取準備時から採取試料の運搬までの汚染の有無を確

認するためのものであり、採取操作以外は試料と全く同様に扱い、持ち運んだものについて、

第３及び第４の操作を試料と同様に行う。  
 この試験は、試料採取から採取試料の運搬までに汚染が考えられる場合（電気集じん機で

集められた灰などによる汚染）には必ず行わなければならないが、それ以外の場合には、汚

染防止が確実に行われていることが確認できれば毎回行わなくてもよい。しかし、試料採取

における信頼性を確保するため、あらかじめトラベルブランク試験について十分検討してお

き、必要があればそのデータが提示できるようにしておく。  
 トラベルブランク試験を行う場合には、少なくとも３試料以上行い、その結果の平均値（ｅ）

を求めて、次のように測定値の補正を行う。  
（１） トラベルブランク試験の結果の平均値（ｅ）（以下「トラベルブランク値（ｅ）」と

いう。）が操作ブランク試験の結果（ａ）（以下「操作ブランク値（ａ）」という。）と同

等（等しいか、小さい）とみなせる（ｅ≒ａ）ときには、移送中の汚染は無視できるものと

する。  
（２） トラベルブランク値（ｅ）が操作ブランク値（ａ）より大きい（ｅ＞ａ）場合には、

次のようにする。  
ア トラベルブランク値（ｅ）が、試料の測定値（ｄ）以下であり（ｅ≦ｄ）、測定値（ｄ）

がトラベルブランク試験結果の標準偏差の１０倍から算出した濃度値（ｆ）以上（ｄ≧

ｆ）の場合には、測定値（ｄ）からトラベルブランク値（ｅ）を差し引いて濃度を計算

する。  
イ 測定値（ｄ）がトラベルブランク試験結果の標準偏差の１０倍から算出した濃度値（ｆ）

より小さい（ｄ＜ｆ）、又はトラベルブランク値（ｅ）が試料の測定値（ｄ）より大き

い（ｅ＞ｄ）場合には、測定の信頼性に問題があるため、通常欠測扱いとする。このよ
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うな場合には、汚染の原因を発見して取り除いた後、再度、試料ガスの採取を行う。  
 
備考  
１ 試料ガスの採取の準備 
（１） 事前調査 
 測定する施設は、規模、排出ガスの処理方法などによって排出ガスの性状が異なり、測

定場所も作業する上で危険な場合が多い。このため、あらかじめ測定現場を調査して排出

ガスの性状及び作業場の安全性を確認しておく必要がある。この事前調査には、次の項目

が含まれる。  
 なお、排出ガスの採取位置は、代表的な性状のガスが採取できる位置とし、規格 Z 8 8 0 8
の 5（測定位置、測定孔及び測定点）に規定する流速点のうち、可能な限り平均流速に近
い位置とする。  
ア 排出ガスの性状 
 排出ガスの温度、流速、組成、圧力、水分量など。 

イ 測定位置 
 地上からの高さ、測定孔の状況、送排風機の位置など。 

ウ ダクト 
 ダクトの形状、大きさ（寸法）など。 

エ 作業の安全性 
 測定ステージの広さ、はしごの状況など。 

オ 電源、水道 
 電源、水道の有無。 

（２） 器材の準備 
 事前調査の結果から、測定現場の実態に合わせて必要な測定器材を選定、整備するとと

もに、次の準備を行う。  
ア 排出ガス中のダスト捕集に必要な器材 
イ 排出ガス中の水銀を捕集する吸収瓶、吸収液など。 
ウ 冷却用の氷又はドライアイス 
エ 採取後の捕集系の洗浄に必要な試薬（5％硝酸）など。  

２ 試料ガスの採取の記録 
 試料ガスの採取を行った場合は、通常、次の項目についてまとめて整理し、記録する。ま

た、必要に応じて現場写真も撮る。  
（１） 試料採取の日時 
（２） 試料採取場所の状況 
 発生源の種類、使用状況、採取位置、付近の状況、概略図など。 

（３） 採取対象の条件及び状況 
 温度、水分量、静圧、流速、湿り及び乾き流量、その他採取系の着色状況など。 

（４） 試料採取の条件 
 試料採取装置の構成、漏れ試験の結果、吸引流量、吸引時間、吸引ガス量、捕集ダスト

量など。  
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○通知 

 

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について（昭和 4 6 年 8 月 2 5 日、環大企 5 号）  
 標記については、その大綱について昭和4 6 年 8 月 1 9 日環大企第 3 号貴職あて通達「大気汚
染防止法の一部を改正する法律の施行について」により示されたところであるが、細部について

は下記の事項に留意のうえ、大気汚染防止法の実施に遺憾のないようにされたい。  
 なお、昭和4 4 年 2 月 1 4 日環公公第 9 0 1 1 号、 4 4 企局第 2 9 3 号貴職あて厚生省環境衛生局長、
通商産業省企業局長通知「大気汚染防止法の施行について」は廃止する。  
 

記  
 
第 1 ばい煙発生施設に関する事項 
 1 大気汚染防止法(以下「法」という。 )第 2 条第 2 項に規定するばい煙発生施設は、大気汚

染防止法施行令 (以下「令」という。 )第 2 条により令別表第 1 の中欄に掲げられているが、
同表第 1 の 1 の項から 1 3 の項までに掲げるばい煙発生施設の種類は、従来のばい煙発生施
設と同様である。ただし、従来希硫ガスを燃料として専焼させる施設又は熱源として電気の

みを使用する施設は適用除外とされていたが、今回新たにばい煙の規制強化のため適用対

象とされたこと (同表第 1 の 5、 6、 9、 1 0 及び 1 1 項 )、また希硫ガスの定義の変更に伴い適
用除外となる施設の範囲が縮少されたこと (同表 1 及び 2 項 )に留意されたい。  

 2 令別表第1 の下欄中の重油換算は、重油 1 0 l あたりが、液体燃料は 1 0 l に、ガス燃料は 1 6 m 3

に、固形燃料は 1 6 k g に、それぞれ相当するものとして取り扱われたい。したがって重油換
算をすることとされたばい煙発生施設の規模は、従来どおりである。  

 3 複数のばい煙発生施設が1 台の変圧器を共用している場合は、各ばい煙発生施設の電力容
量をもって令別表第 1 の下欄の変圧器の定格容量とする。  

 4 その他ばい煙発生施設に関し、留意すべき点は次のとおりである。 
  ( 1 ) 熱風ボイラーは、いわゆるサウナブロの用に供する空気を加熱するための加熱器(通称

エア・ボイラー )、クローズドサイクルタイプのガスタービンの空気加熱器等が、これに
該当する。  

  ( 2 ) 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽は、塩化第二鉄を製造する場合の鉄くずを塩酸

に溶解し塩化第一鉄を中間体とし生成せしめる工程において使用される溶解槽をいう。  
  ( 3 ) 燐酸質肥料又は複合肥料の製造の用に供する反応施設等は、肥料取締法に基づく燐酸

質肥料又は複合肥料の製造の用に供する反応施設等をいう。  
  ( 4 ) 鉛の第二次精錬の用に供する溶解炉は、鉱石から直接精錬する溶解炉以外のものをい

い、例えば鉛の再生、鉛合金の製造、鉛ダイキヤスト等の用に供する溶解炉をいう。  
第 2 ばい煙発生施設の届出に関する事項 
 1 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。 )の改正によりばい煙発生施設の届出の添

付書類に新たにばい煙の排出の方法について記載させることとしたが、届出の受理に際し

ては、この点を十分に検討し、排出口以外からのばい煙の排出により大気汚染をきたすこと

がないように必要な指導を行なわれたい。  
 2 規則様式第1 別紙 2 中、当該ばい煙発生施設について排出基準の定められていない物質に

係る部分については、記載する必要はない。  
   また、いおう酸化物の排出基準は、全ばい煙発生施設について定められているが、令別表

第 1 の 1 5 の項から 1 7 の項まで、 1 9 の項、 2 0 の項及び 2 2 の項のばい煙発生施設について
は、いおう酸化物の排出の実態がないので、いおう酸化物に係る部分は同様に記載する必要

がない。  
 3 規則様式第1 別紙 2 中排出ガス量 ( N m 3／ h )及びばい煙量 ( N m 3／ h )の欄の「最大」とは、届

出の際予定されている原燃料又は電力の使用条件にしたがい、当該施設を定格能力で運転

するときの排出ガス量及びばい煙量であり、これらの量の算定は、湿りガスで行なう。  
   また、規則別表2 の第 3 欄に規定する排出ガス量 ( N m 3／ h )ならびに規則第 1 5 条及び第 1 7

条に定めるばい煙量 1 0 立方米も、同様に施設の定格能力に相当する排出ガス量又はばい煙
量を意味するものである。  

第 3 複数のばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度の取扱いに関する事項 
 1 複数のばい煙発生施設から集合煙突を通じて排出されるばい煙中のいおう酸化物の量は、

従来のとおり、集合煙突単位ではなく、個々の施設ごとに算定するものとする。  
 2 複数のばい煙発生施設のばいじんを集合して除じんしている場合のばい煙濃度は、各施設

の出口における濃度に以下の係数を乗じたものとする。  
  係数＝1－ 除 じん効率＝集じん機出口のばいじん量／集じん機入口のばいじん量  
 3 複数のばい煙発生施設において同一種類の有害物質を集合して処理する場合の有害物質

の濃度については、 2 に準じて取り扱われたい。  
第 4 ばい煙の測定分析方法に関する事項 
 1 ばい煙濃度の測定値の取扱い 
   排出基準値は、環境基準もしくはこれに相当する環境上の許容濃度を前提として定めら

れたものであるので、短時間における高濃度排出あるいは低濃度排出の際の測定値を排出
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基準値と比較する趣旨で設定されたものではない。一般に排出濃度は変動しているもので

あり、また微量物質の分析は通常誤差を伴い易いものであるので、排出基準値と測定値との

比較については、次のように考える。  
  ( 1 ) 原則として複数回の測定データの平均値とする。 
  ( 2 ) 測定値の有効数字は原則として2 桁とし 3 桁目以下は切りすてる。  
  ( 3 ) 測定値の有効範囲は、±1 0％程度を目途とする。  
 2 試料の採取方法 
  ( 1 ) ばい煙の採取時期は一工程の期間内とし、測定値はこの期間の平均値とする。一工程

は、平炉、電気炉のように一溶解期間が定まっているものはこの期間をいう。また、集じ

ん器のつい打による周期的変動がある場合には、測定値はその変動を考慮した平均値で

ある。しかしながら一工程が非常に長時間にわたる場合は、測定に実際上の困難がともな

うので、測定時期としては一工程を適切に代表するような期間を選んで行なうものとす

る。  
  ( 2 ) 一工程の期間が不明確であるばい煙発生施設の試料の採取時期については、操業状態

時における排出濃度が平均的濃度として把握されるような時期においておおむね次のよ

うな採取時間と回数により行なうものとする。  
 

採取 (吸引 )時間   採取回数 
 ～ 2 0 分   5 回程度   

2 0 分  ～ 4 0 分      4 回〃   
4 0 分  ～ 6 0 分     3 回〃   
6 0 分  ～        2 回〃   

 
  ( 3 ) 規則別表第2 備考 1 及び同別表第 3 備考 1 に述べるような運転工程においてごく短時

間生ずる高濃度の排出あるいは保安上又は公害防止上やむを得ず生ずる高濃度の排出に

ついては、測定の範囲から除外する。しかしこのようなことが予定される場合には、届出

事項の参考資料として都道府県知事又は市長に届出させるものとする。  
 3 試料の採取位置及び採取点 
  ( 1 ) 測定及び試料採取の位置については、日本工業規格Z 8 8 0 8 の 3 (測定位置の選定及び測

定点のとり方 )及び同 Z 8 8 0 8 の 6 (ばいじん試料の採取 )又はそれぞれ規制対象物質に関す
る日本工業規格の規定による。ただし、日本工業規格による測定が困難か又は不適当な場

合 (例えば、等速吸引不能、排出部が高温で測定不能等 )は、他の適切な方法で測定するこ
ともやむをえない。  

  ( 2 ) アルミニウムの精錬の用に供する電解炉において煙道以外の排出口から排出される有

害物質の測定にあっては、平均値排出状況を適切に代表するような位置数か所を選び行

なう。  
 4 ばい煙排出者における自主的検査、都道府県等がばい煙発生施設の概況の把握のために上

記の方法以外の簡便な方法を用いることを妨げるものではない。  
 5 いおう酸化物濃度の分析 
   日本工業規格K 0 1 0 3 に定める分析方法のうち全いおう酸化物を分析する方法を用いる。

ただし、全いおう酸化物と二酸化いおうの比が一定でありその比率がわかっている場合は、

二酸化いおうを分析することにより全いおう酸化物濃度を求めてもよい。  
第 5 粉じん発生施設に関する事項 
 1 コークス炉 
   施設は一炉団(通常、石炭塔により分離された一連の炉室の集合 )単位とする。したがって

原料処理能力は一炉団当りの一日の能力である。  
   石炭を原料とするもののほか、石油、ピツチを原料とするものについても適用する。 
2 堆積場 
  ( 1 ) 鉱物とは、鉱業法第 3 条第 1 項に規定する鉱物及びこれに類するボーキサイト、岩塩

等の国内に産しない鉱物ならびにコークス、硫酸焼鉱、鉱石のペレツト、化学石こう、カ

ーバイド等をいい、土石には石炭灰も含むものとする。  
  ( 2 ) 堆積場が区画されている場合であっても連続しているものは一施設とする。二種類以

上の鉱物又は土石が区画して堆積される場合であっても連続しているものは一施設とす

る。  
  ( 3 ) 建設現場などにおいて、長期にわたって使用させる堆積場は原則として対象とする。 
  ( 4 ) 鉱物又は土石以外の物の用途に供される置場、倉庫等に、臨時的に鉱物又は土石が堆

積される場合は対象としない。  
 3 破砕機等 
  ( 1 ) ふるいとは、振動ふるい、トロンメル等をいう。 
  ( 2 ) 密閉構造とは、発生した粉じんが施設外の大気中に排出しない構造をいう。例えば、

バツチ式の完全密閉、ウオーター・タイト構造、あるいは挿入口、排出口に続き施設の担

当部分がカバーされているものが該当する。  
  ( 3 ) ベルトコンベアーの場合は、ホツパー、破砕機等の施設で区切られ、定置された一連

のコンベアー単基の集合を全体として一施設とする。  
第 6 法第2 1 条第 1 項に基づく要請に関する事項  
  法第2 1 条第 1 項に基づく要請は、自動車排出ガスによる大気汚染が「大気汚染防止法第 2 1
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条第 1 項の規定に基づく自動車排出ガスによる大気の汚染の限度を定める命令」 (昭和 4 6 年 6
月 2 3 日総理府・厚生省令第 2 号 )第 1 条に規定する限度をこえた場合に行なわれる。  

  測定等の方法については、同令第2 条第 2 項において、一時間値の月間平均値は、月間 4 8 0
時間以上の測定時間の測定値の算術平均によって算定される。月間 4 8 0 時間以上とした趣旨
は、原則として、大気中の自動車排出ガスの濃度を常時連続して測定し、その 1 ケ月間の測定
値の算術平均をもって月間平均値とするが、止むを得ない事情によって欠測が生ずる場合等

を考慮して、総有効測定時間数が月間総時間の 2／ 3 以上すなわち 4 8 0 時間以上であれば、そ
のデータを有効と判断するものである。  

  この場合、総有効測定時間が、特定の時間帯に偏ることのないよう配慮されたい。 
第 7 緊急時の措置に関する事項 
  法第2 3 条の効果的な運用をはかるため、都道府県知事及び北九州市の長においては、平素
から市町村、関係気象官署、都道府県公安委員会その他関係機関との連携体制を強化しておく

とともに、次の事項をも参考とし、当該地域の実情に即した大気汚染緊急時対策の実施要領を

あらかじめ策定しておくこと等により、緊急時の実態が発生した場合において所要の措置が

適切に講じられる体制の確立に努められたい。  
  また、北九州市以外の政令市の長は、都道府県知事に対し、監視測定データの提供を行なう

など都道府県知事の緊急時の措置に必要な協力をされたい。  
 1 大気汚染の監視測定の場所等について 
  ( 1 ) 今回の改正により、いおう酸化物に加えて、浮遊粒子状物質、一酸化炭素、二酸化窒素

及びオキシダントについて緊急時の措置の発令基準が定められた。大気汚染状況の監視

測定にあたっては、次によりこれらの汚染物質の特性を考慮し、大気汚染を配慮すべき地

域における有効適切な場所に測定点を設定することが必要である。  
   ア いおう酸化物 
     いおう酸化物は、その大部分が工場、事業場から排出されるが、広域的汚染物質であ

るので、測定点は 2 5 k m 2 あたりに 1 か所を標準として設定し、大気汚染が著しい地域
は必要に応じ増加することが望ましい。  

   イ 一酸化炭素 
     一酸化炭素は、大部分が自動車から排出されるので、測定点は交通ひん繁な道路又は

交差点の周辺であって、人が常時生活し、活動している場所又はこれに近接した場所に

設定する。採取口の高さは、おおむね 1 .5 m とする。  
   ウ 浮遊粒子状物質及び二酸化窒素 
     浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、工場事業場及び自動車の両方が排出源であるの

で、測定点は、いおう酸化物及び一酸化炭素の測定点に併設する。なお、一酸化窒素及

び炭化水素については、緊急時の発令対象となっていないが、緊急時の措置をとるうえ

で参考となるので、併せて測定することが望ましい。  
   エ オキシダント 
     オキシダントは、一定の発生源から直接排出されるものではなく、工場、事業場及び

自動車から排出される窒素酸化物と炭化水素が大気中で化学反応を起して生ずるもの

とされており、従来いおう酸化物等による汚染が著しくはなかったような郊外地域に

もオキシダントによる汚染は及んでいるとされているので、測定点は、この点を考慮し

て計画的に設置する。  
  ( 2 ) 前記( 1 )の測定点の設定にあたっては、あらかじめ、環境庁に協議されたい。  
  ( 3 ) 緊急時の措置を講ずるにあたっては、大気汚染の状況を的確に把握するに足りる測定

点の各測定値を総合して判断するものとし、一測定点のみの測定値をもとにして緊急時

の措置を講ずる場合には、近傍の測定点の測定値、移動測定車による測定値、発生源の分

布状況、気象状況等をも参考として特に慎重に判断する。  
 2 緊急時の措置の対象について 
  ( 1 ) いおう酸化物及び一酸化炭素については、発生源が前者は工場・事業場、後者は自動

車と比較的はっきりしているが、その他の汚染物質については工場・事業場と自動車との

寄与の割合が明確でないので、各種の測定点における汚染物質の濃度の状況から、その寄

与の割合を考えることが必要である。  
    窒素酸化物についての寄与割合の判断は次のとおりであるが、浮遊粒子状物質及びオ

キシダントについても、これに準じて考えられたい。いずれの場合においても、発生源

の位置その他の地理的条件、風向その他の気象条件等を考慮して、総合的に判断しなけ

ればならないことは言うまでもない。     ア 窒素酸化物の濃度変化が一酸化炭素

(炭化水素についてもあわせて考慮することが望ましい。)の濃度変化と同様な傾向で推
移し、他方いおう酸化物の濃度変化と異なった傾向で推移するような場合は、当該窒素

酸化物は主として自動車から排出されたものと考える。  
   イ 窒素酸化物の濃度変化がいおう酸化物の濃度変化と同様な傾向で推移し、他方一酸

化炭素 (炭化水素についてもあわせて考慮することが望ましい。)の濃度変化と異なった
傾向で推移するような場合には、当該窒素酸化物は主として工場・事業場から排出され

たものと考える。  
   ウ 窒素酸化物の濃度変化が(ア )及び (イ )のいずれのパターンにもあてはまらないような

場合には、当該窒素酸化物は工場・事業場及び自動車の両方が排出源であると考える。 
  ( 2 ) 法第2 3 条第 4 項の命令は、規則第 1 7 条第 3 項に定めるところに従い行なう。  
    この場合に、ばい煙排出者の範囲を定めるにあたっては、いおう酸化物は、令別表第1
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の 1 の項から 1 4 の項まで、 1 8 の項、 2 1 の項及び 2 3 の項から 2 6 の項までに掲げる施設
のうちいおう酸化物を排出するものから、窒素酸化物は、前掲の施設のうち特に高温で物

を燃焼させる施設から、ばいじんは、令別表第 1 に掲げるばい煙発生施設のうち規則別表
第 2 の第 2 欄に規定する施設から、それぞれ排出される点を参考とされたい。  

 3 ばい煙等の減少措置について 
  ( 1 ) 基本的事項 
   法第2 3 条に定める緊急時の措置は、次により実施されたい。ただし、次に掲げる措置に

よってもなお緊急時の事態の改善が困難な場合には、当該事態に即応した措置をとること

により事態の改善を図るべきであることはいうまでもない。  
   ア 協力要請 
     協力要請の措置が円滑に実施されるよう、あらかじめばい煙を排出する者、自動車の

使用者等に対して趣旨の周知徹底に努めるなどにより協力要請の実施体制を確立して

おかれたい。  
   イ 一般への周知 
     法第2 3 条第 4 項に規定する事態が発生した場合においても、ラジオ・テレビ等報道

機関を通じ、その事態を一般に周知するとともに、緊急時の措置により市民生活に大き

な影響を及ぼすおそれがあるときは、当該措置の内容、予想される影響その他必要な事

項についてもあわせて周知するようにされたい。なお、緊急時の措置を解除したときも

すみやかに一般への周知を図られたい。  
   ウ 関係都道府県との協力 
     緊急時の事態を改善するために、他の都道府県の協力を必要とする場合には、すみや

かに協力を求め、その改善を図る必要がある。このため、広域的大気汚染の認められる

地域においては、関係都道府県間の協力体制を確立しておかれたい。  
   エ 工場・事業場に対する命令 
    (ア ) 法第2 3 条第 4 項の規定により、工場・事業場に所要の命令を規則第 1 7 条第 4 項

ただし書により電話その他の電気通信設備を使用して行なうときは、関係工場・事業

場に確実に伝達し、その伝達が相手方において確実に受理されたことを確認してお

かれたい。  
    (イ ) 複数のばい煙発生施設を有する工場・事業場においては、その実情に応じ工場・

事業場全体として所要の削減を行なうものであってもさしつかえない。  
    (ウ ) 法第 2 3 条第 4 項の規定により、工場・事業場に対し、ばい煙減少のための措置

として操業短縮を命ずる場合には、保安施設、公益性の高い施設その他の所要の操業

短縮を行なうことが著しく困難なものがあるときには、あらかじめ、当該工場・事業

場から事情を聴取したうえで適当と考えられる措置を行なわれたい。  
   オ 都道府県公安委員会に対する要請 
     法第2 3 条第 4 項の規定により都道府県公安委員会に対し、道路交通法上の措置の要

請を行なうにあたっては、 (ア )大気の汚染の測定場所及び日時、 (イ )当該大気の汚染の
発生地域及び汚染の状態、(ウ )当該大気の汚染が自動車の排出ガスに起因していると認
める理由、(エ )当該大気の汚染の状態が気象条件等からみて継続すると認める理由等都
道府県公安委員会が道路交通法上の措置をとるうえに必要と思われる事項を明らかに

して行なわれたい。  
  ( 2 ) いおう酸化物の減少措置 
   ア 法第2 3 条第 1 項に規定する事態が発生した場合において、同項に規定する措置によ

っては、その事態の改善を図ることが困難であると認めるときは、同条第 2 項の規定に
よるいおう酸化物に係るばい煙量の減少のための措置に関する計画を提出した者に対

し、電話等適当な方法により連絡し、届出に係る計画を参酌していおう酸化物に係るば

い煙量の減少のための措置をとるべきことを勧告されたい。この場合、いおう酸化物の

排出許容量 (規則第 3 条の式により算出されるいおう酸化物の量。以下同じ。)の 3 0％又
はばい煙量の減少計画に記載されたばい煙排出量 (通常 ) (以下「通常ばい煙排出量」とい
う。 )の 2 0％程度の削減を目途とする。  

   イ これらの措置にかかわらず、いおう酸化物の大気中の含有率が0 . 5 p p m 以上に達した
とき (令別表第 5 のいおう酸化物の項の中欄の第 3 号に該当する場合にあっては、0 . 5 p p m
以上である状態が 2 時間以上継続した場合で、気象条件からみてその状態が継続する
と認められるとき )は、いおう酸化物に係るばい煙量の減少に係る計画を参酌して、必
要な措置をとるべきことを、逆転層、風向、風速等を考慮して、関係工場・事業場に勧

告されたい。この場合、いおう酸化物の排出許容量の 6 0％又は通常ばい煙排出量の 5 0％
程度の削減を目途とする。  

   ウ ア及びイの措置を適切に行なうために、法第2 3 条第 2 項に規定する計画を作成させ
る際に勧告に応じてとるべき内容、具体的方法についてあらかじめ、関係工場・事業場

と十分協議をしておかれたい。  
   エ 法第2 3 条第 2 項の規定により届出を行なうこととされているばい煙排出者以外の者

に対しても、あらかじめ、関係工場・事業場と協議し、前記ア及びイに準じ、又は、そ

の他のいおう酸化物に係るばい煙を減少させるための適当な方法につき協力を求め緊

急時の事態の早期改善に努められたい。  
   オ 法第2 3 条第 4 項に規定する事態が発生したときは、原則として、いおう酸化物の排

出許容量の 8 0％程度の削減を行なわせるものとする。  
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  ( 3 ) 一酸化炭素の減少措置 
   ア 法第2 3 条第 1 項の事態が一酸化炭素によって発生したときは、報道機関等を通じ

て、自動車の使用者又は運転者に対して自動車の運行の自主的制限について協力を求

められたい。  
     なお、どの地域に汚染が高くなったときに、どの地域にどの程度の自動車の通行の自

主規制を求めるか等については、あらかじめ関係都道府県公安委員会と協議しておか

れたい。  
   イ 法第2 3 条第 4 項に規定する事態が発生したときは、都道府県公安委員会に対し、道

路交通法の規定による措置を講ずるよう要請されたい。  
  ( 4 ) 浮遊粒子状物質、窒素酸化物及びオキシダントの減少措置 
   ア これらの物質が工場・事業場に起因する場合には関係工場・事業場に対しばい煙排出

量の減少を図るため操業短縮を行なわせる。  
     この場合操条第1 項に規定する場合には原則として通常使用量 (規則様式第 1 別紙 2

に記載された燃料また電力の通常の使用量。以下同じ。 )の 2 0％、 (イ )法第 2 3 条第 4 項
に規定する場合には原則として通常使用量の 4 0％とする。  

   イ 浮遊粒子状物質については、良質の重油、電気・ガスへの燃料転換等の措置により所

要の操業短縮と同程度の浮遊粒子状物質の減少を図ることができるときは、操業短縮

に代えてこれらの措置をとってさしつかえない。  
   ウ これらの物質が自動車排出ガスに起因する場合は、前記( 3 )と同様な措置を講ぜられ

たい。  
第 8 ばい煙発生施設及び粉じん発生施設に係る届出状況の報告に関する事項 
  昭和4 6 年 1 0 月 1 日におけるばい煙発生施設及び粉じん発生施設の届出状況を別紙様式 1
及び 2 により、 1 0 月末日までに環境庁に報告されたい。  

  なお、毎年定期的に報告を求める事項については、おって通知する予定であるので、よろし

くお願いする。  
 
様式 1・ 2〔略〕  
  

 

 

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の設定等について（昭和 4 8 年 8 月 9 日、環大規 1 3 3
号）  
 昭和4 8 年 8 月 2 日付けをもって、窒素酸化物の排出基準を設定することを主な内容とする大
気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 (昭和 4 8 年政令第 2 2 3 号。以下「政令」という。 )及
び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令 (昭和 4 8 年総理府令第 4 4 号。以下「府令」
という。 )が制定公布され、同年 8 月 1 0 日から施行されることとなった。  
 窒素酸化物はそれ自体が有害であるほか、光化学オキシダントの要因物質であり、その対策は

現在の深刻な大気汚染問題を克服するうえで、緊急な課題となっている。このため本年 5 月には
二酸化窒素に係る環境基準を設定したところである。  
 固定発生源から排出される窒素酸化物については、今回、現時点において利用可能な窒素酸化

物の防止技術を用い、極力窒素酸化物の削減を図る観点から、大型のボイラー等を中心に排出基

準を設定したものである。  
 今回の排出規制の実施は、環境基準の維持達成を図るための工場・事業場から排出される窒素

酸化物の低減対策の第一段階であるが、今回の排出基準の設定の考え方、政令・府令の主な内容

及び留意すべき事項は次のとおりであるので、十分に了知され、法令の施行に遺憾なきを期され

たい。  
 
第 1 排出規制の考え方 
 1 規制方式について 
 大気汚染防止法(以下「法」という。 )の規定に基づき、燃焼に伴い発生する窒素酸化物の排出
基準の設定については、昭和 4 6 年 6 月に窒素酸化物を有害物質として指定した時点において
は、当時、窒素酸化物の発生抑制技術がほとんどなかったこと等のため、法第 3 条第 4 号に基づ
き、特定有害物質として排出基準を設定する予定であった。しかしながら、その後大型ボイラー

については燃焼方法の改善等により窒素酸化物の発生抑制技術が実用化されてきたこと、窒素

酸化物の排出実態が施設の種類により様々であり、その特性に応じて排出基準を設定する必要

性が高いこと等を考慮すると、燃焼に伴い発生する窒素酸化物についても、法第 3 条第 2 項第 3
号の規定によりいわゆる濃度規制方式によることが適当であると判断されたので、今回は、特定

有害物質として指定せずに、この考え方に基づき排出基準を設定することとした。  
 なお、濃度規制方式をとるにあたっては、排出ガスを薄めて排出基準を遵守することを防止す

るため排出ガス中の残存酸素量により窒素酸化物濃度を換算することとした。  
 
 2 規制対象施設について 
 窒素酸化物を排出する施設としては、ボイラー、各種工業炉、硝酸製造施設などがある。これ

らの施設のうち、 (ⅰ )窒素酸化物の排出量が大きいもの、 (ⅱ )窒素酸化物の排出濃度が高いもの
については、とりわけ排出規制の実施を急ぐ必要があるが、今回は、すでに利用可能な防止技術
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が開発されているボイラー及び硝酸製造施設並びにボイラーの防止技術が適用しうる加熱炉に

ついて排出基準を設定することとした。ただし、ボイラー及び加熱炉については、現在の防止技

術を考慮して、規模の大きい施設に限定することとした。  
 
 3 排出基準値について 
 今回の排出基準の設定にあたっては、ボイラーについては、二段燃焼、排ガス再循環、バーナ

ーの改造等の方法を採用することにより現状の排出濃度を 3～ 4 割削減できること、加熱炉につ
いても、これらの技術を採用することによりある程度の改善ができることを考慮して設定する

こととし、また、これらの燃焼施設のうち既存のものについては、施設本体の改造の困難性等か

ら新設の施設とは別の基準を設けることとした。  
 なお、ボイラーについては、使用燃料の種類により排出実態に大きな差がある点を考慮した。 
 硝酸製造施設については、除去効率 9 0％程度の排煙装置の設置を前提として排出基準を設定
することとした。  

 
第 2 改正の要点 
 1 大気汚染防止法施行令関係 
 窒素酸化物の規制という観点から、いわゆる希硫ガスを専燃させるボイラー、加熱炉等もばい

煙発生施設として追加指定するとともに (大気汚染防止法施行令 (以下「令」という。)別表第 1 の
1 の項、2 の項及び 7 の項の改正 )、硝酸の製造の用に供する施設をばい煙発生施設として指定し
たこと (令別表第 1 の 2 7 の項の追加 )。  
 また、令別表第1 の 1 3 の項の廃棄物焼却炉の規模に焼却能力のほかに「火格子面積が 2 平方
メートル以上であること」を加えたが、これは従前規定されていたものであり、その規定のしか

たを改めたこと (昭和 4 6 年政令第 1 9 1 号による改正 )により生じた疑義をなくすため加えたもの
であって規模の拡大を図ったものではないこと。  

 2 大気汚染防止法施行規則関係 
(1 ) 法第3 条第 1 項の規定に基づき窒素酸化物の排出基準を定めたこと。(大気汚染防止法施
行規則 (以下「規則」という。 )第 5 条の改正及び別表第 3 の 2 の追加 )  

  なお、既設の施設(府令の施行の際現に設置されている施設及び設置工事中の施設をい
う。 )については、硝酸製造施設を除き、当分の間、別の排出基準を定めたこと。 (府令附則
第 2 項から第 5 項まで及び別表 )  

(2 ) 法第 1 6 条 (ばい煙量等の測定 )に規定する測定方法を窒素酸化物について定めるととも
に、測定結果の記録の様式に所要の改正を行なったこと。 (規則第 1 5 条及び様式第 7 の改
正 )  

(3 ) 窒素酸化物の排出基準の設定に伴い法第6 条の規定等に基づく届出の様式について所要
の改正を行なったこと。 (規則様式第 1 の別紙の改正 )  

 
 3 施行期日及び経過措置 

(1 ) 政令及び府令は昭和4 8 年 8 月 1 0 日から施行すること。(政令附則第 1 項及び府令附則第
1 項 )  

(2 ) 既設の硝酸製造施設については、排出基準は昭和5 1 年 6 月 3 0 日まで適用しないことと
したこと。 (政令附則第 3 項 )  

(3 ) 既設の施設にかかる排出基準は昭和5 0 年 6 月 3 0 日まで適用しないこととしたこと。(府
令附則第 2 項、第 4 項及び第 5 項 )  

 
第 3 留意すべき事項 
 1 ばい煙発生施設の追加に伴う事項 

(1 ) 今回の改正によりばい煙発生施設となった希硫ガスを専焼させるボイラー(令別表第 1
の 1 の項 )ガス発生炉・ガス加熱炉 ( 2 の項 )及び石油加熱炉 ( 7 の項 )、いおう化合物の含有率
が重量比で 0 .1％以下である揮発油を燃料として専焼させるガス発生炉・ガス加熱炉 ( 2 の
項 )並びに硝酸製造施設 ( 2 7 の項 )については、政令施行の際、「これらの施設を設置してい
る者 (設置の工事をしている者を含む。)にあっては法第 7 条の規定により、また、今後これ
らの施設を設置しようとする者にあっては法第 6 条の規定により、ばい煙発生施設の届出
が必要となること。  

(2 ) ばい煙発生施設の届出にあたり、今回排出基準が設定された施設に関しては改正後の規

則様式第 1 別紙 2 の窒素酸化物の濃度欄の記載が必要であるが、止むを得ない事情により
法第 7 条の所要の期間内に窒素酸化物の濃度の実測ができない場合には、当該欄は空白で
あっても法第 7 条の届出を受理してさしつかえないこと。この場合においては、可及的速
かに、窒素酸化物濃度を測定させ、追加して届出させること。  

  なお、すでにばい煙発生施設となっている施設についても、法第2 6 条に基づく報告を求
める等により当該施設の窒素酸化物の排出状況を把握すること。  

(3 ) 今回の改正によりばい煙発生施設となった施設については、窒素酸化物対策の観点から

ばい煙発生施設としたものであるが、いおう酸化物及びばいじんの排出基準も形式上これ

らの施設に適用されることとなる。  
  しかしながら、これらの施設からのいおう酸化物及びばいじんの排出実態は、当面のい

おう酸化物対策及びばいじん対策をすすめるうえで、問題となる程度ではないので、これ

らの施設についてばい煙発生施設の届出様式を記載するにあたっては、いおう酸化物、ば
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いじんに係る部分は記載を省略してさしつかえないこと。  
  (「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」 (昭和 4 6 年 8 月 2 5 日環大企
第 5 号本職通知。以下「 4 6 年通知」という。 )第 2 の 2 を参照のこと。 )  

(4 ) 今回の改正によりばい煙発生施設となった施設の中には、府令によっては、窒素酸化物

の排出基準が定められていない施設があるが、これらの施設についても、法第 2 3 条第 4 項
の規定による緊急時の措置の対象となるものであること。  

(5 ) 令別表第1 の 2 7 の項にいう硝酸の「合成能力」とは、吸収施設を経て製造される希硝酸
又は濃硝酸の 1 時間当たりの量を「漂白能力」、「濃縮能力」とは、漂白施設、濃縮施設に
おいてそれぞれ漂白処理に供され、又は濃縮処理に供される希硝酸又は濃硝酸の 1 時間当
たりの量をいうものであること。  

 
 2 窒素酸化物の排出基準の設定等に関する事項 
  ( 1 ) 基本的事項 

 規則第5 条に規定する窒素酸化物の排出基準は硝酸製造施設を除き、昭和 4 8 年 8 月 1 0
日以後に設置される施設についてのみ適用され、同日現在すでに設置されているボイラー

(令別表第 1 の 1 の項 )、金属加熱炉 ( 6 の項 )又は石油加熱炉 ( 7 の項 ) (設置の工事がされてい
るこれらの施設を含む。 )に関する排出基準は、府令附則に定められていること。  

  ( 2 ) 規則別表第3 の 2 及び府令附則別表に関する事項  
ア 「排出ガス量」とは、当該施設を定格能力で運転するときの排出量であり、この量の

算定は施設ごとに湿りガスで行なう。なお、規則別表第 3 の 2 に掲げる施設の規模と府
令附則別表に掲げる施設の規模に差があるので留意すること。  

イ 規則別表第3 の 2 及び府令附則別表において「燃焼」とは、専焼及び混焼をいうもの
であるので、たとえば、規則別表第 3 の 2 の 2 の項の「固体燃料を燃焼させるもの」は、
石炭を専焼させるもののほか、石炭と重油又はガスを混焼させるものを含み、 3 の項の
施設は液体燃料を専焼させるもののほか液体燃料とガスを混焼させるものを含むもので

あること。  
ウ 府令附則別表の4 の項の「原油タール」とは石油から作られるいわゆるオイルタール
のことであること。  

エ 別表第3 の 2 の 5 の項の「独立過熱炉」とはエチレン分解炉に付属し、これに過熱蒸
気を供給する施設 (いわゆるスーパーヒーター )のことであること。  

 
  ( 3 ) 排出ガス中の窒素酸化物の測定について 

ア 窒素酸化物の測定分析に際しての窒素酸化物濃度測定値の取り扱い及び試料の採取方

法については、 4 6 年通知の第 4 の 1 から 4 までによること。  
イ 排出ガス中の窒素酸化物の測定は、日本工業規格K 0 1 0 4 に定めるところにより行なう
こと。  

  なお、この規格は近く改定される予定であり、目下改定作業中であるので、承知され

たいこと。  
ウ 分析法は、日本工業規格K 0 1 0 4 に定める分析法のうちから測定対象排出ガスの特性に
応じたものを採用すること。  

  なお、測定分析にあたっては、分析法相互の相関を明らかにしておく等のため、次の

事項に留意すること。  
(ア ) この規格に採用された分析法によっても分析値に差が生ずると思われるので、分

析をする者が同一の試料につき数回の分析を行ない、分析値のバラツキの程度を確認

しておくこと。  
(イ ) フエノールジスルホン酸法(以下「 P D S 法」という。 )以外の分析法にあっては、
濃度約 1 0 0 p p m 及び約 5 0 0 p p m の 2 種の一酸化窒素標準ガスを用いて P D S 法と同時測
定を行なうときその分析値の比が 0 .9 5～ 1 .0 5 の範囲内にはいるよう操作条件が確立
されていること。  

(ウ ) 連続分析法にあっては、試料排出ガスを用いてP D S 法又は (イ )の条件が満たされ
た化学分析法と同時測定を行ない計測器指示の確認を行なうこと。  

  ( 4 ) 排出ガス中の残存酸素濃度について 
ア 規則別表第3 の 2 の備考中の O n に関する記述中「 6 の項に掲げる施設にあっては O s
とする」。とあるのは、硝酸製造施設は燃焼施設ではないので排出ガス中の残存酸素濃

度による換算を行なわない趣旨であること。  
イ 排出ガス中の残存酸素濃度の測定は、オルザツトガス分析装置を用いる吸収法又はこ

れと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いること。  
  なお、残存酸素濃度に係る試料採取は、窒素酸化物に係る試料と同一位置で採取する

ものであること。  
  ( 5 ) ばい煙排出者の測定義務について 

 ばい煙排出者は、規則第1 5 条の改正により、窒素酸化物の濃度についても規則別表第 3
の 2 の備考に掲げる方法により、排出ガス量が毎時 4 万 N m 3 以上の施設については 2 月を
こえない作業期間ごとに 1 回以上、排出ガス量が毎時 4 万 N m 3 未満の施設については年 2
回以上測定を行なう必要があること。ただし、ばい煙発生施設のうち今回窒素酸化物の排

出基準が設定されなかった施設であって窒素酸化物を排出するものについては、排出係数

を参酌する等によりその排出状況を把握しておくよう指導すること。  
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  ( 6 ) 届出等の様式の改正について 
ア 改正前の様式による用紙は、当分の間、取り繕って使用してもさしつかえないこと。 
イ 規則様式第1 の別紙 2 及び様式第 7 に設けられた窒素分の記載欄は、燃料中の窒素分
が今後の窒素酸化物対策上重要であるために設けられたものであるが、今後の測定技術

の開発と相まって可能なものから逐次記載させるよう指導すること。  
ウ 規則様式第1 の別紙 2 の参考欄に窒素酸化物の発生抑制のために採っている方法を記
載させることとなったが、なるべく具体的に記載させ、また、必要があれば参考図面等

を添付させるよう指導すること。  
 3 指導の徹底に関する事項 
 今回設定した窒素酸化物の排出基準は、きわめて厳しいレベルに設定してあるので、これを遵

守するには二段燃焼法、排ガス再循環法等施設の実態に応じた適切な対策を講ずるとともに燃

焼管理の徹底を期する必要があるので、ばい煙排出者に対して十分な指導を行なうこと。  
 また、既設の施設については、約2～ 3 年の適用猶予期間が設けられているが、防止設備の工
事請負会社の工事実施能力からみて全施設の所要工事の完了には相当期間を要するものと考え

られるので、計画的に所要の措置を講ずるよう、ばい煙排出者を指導すること。  
 4 今後の規則の拡大等に関する事項 
 今回設定した窒素酸化物の排出基準は、現時点の防止技術の限界を考慮したきわめて厳しい

レベルに設定されているので、現時点においては、これをうわまわる排出基準を設定することは

きわめて困難であると考えられること。  
 しかしながら、今後の窒素酸化物の規制については、防止技術の進歩を勘案しながら計画的に

排出基準の改定強化、規制対象施設の拡大を行なっていく方針である。したがって、貴職におか

れても、規制対象となっていないばい煙発生施設の排出実態のは握に努められたいこと。  
 なお、今回の規制方式としては濃度規制方式を採用したが、抜本的な窒素酸化物の排出規制に

ついては、いおう酸化物を含めて総量規制方式の採用が必要であると指摘されており、今後これ

の採用について検討を進める予定であること。  
  

 

 

 

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等について（昭和 52 年 6 月 16 日、環大規 136

号）  

 昭和5 2 年 6 月 1 6 日付けをもって大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令 (昭和 5 2
年総理府令第 3 2 号。以下「改正政令」という。 )が制定公布された。  
 改正府令の内容は、固定発生源から排出される窒素酸化物の排出基準の改定強化と廃棄物焼

却炉から排出される塩化水素の排出基準の設定である。その考え方、改正府令の要点、留意すべ

き事項等は次のとおりであるので、法令の施行に遺憾なきを期されたい。特に今回は、排出ガス

量 5 千 N m 3／ h 以上の既設小型ボイラーまで規制対象としたので、これに対する規制の円滑な実
施方よろしく取り計らわれたい。  
 
第 1 窒素酸化物の排出規制強化について 
 1 今回の規制強化の背景と骨子 
 固定発生源に対する窒素酸化物に係る排出規制については、昭和4 8 年 8 月に大型施設を対
象とする第 1 次規制を、昭和 5 0 年 1 2 月には対象施設の拡大等を主な内容とする第 2 次規制
を実施してきたところである。  
 これらの規制の効果は、自動車排出ガスの規制効果と併せて年々少しずつ進捗してきてい

るものの、昭和 5 0 年度の環境測定結果からみると、環境基準を達成している測定局は全国
6 6 6 局中 5 4 局 ( 8 .1％ )にすぎず、環境基準のおよそ 2 倍のレベルに相当する中間目標 (環境基
準を年間総日数の 6 0％以上維持することであり、1 日平均値の 9 8％値 0 .0 4 p p m に相当する。)
と比べてみても、これを超える測定局が全体の 5 0％にのぼっている。  
 このような状況から昭和 4 8 年 5 月に告示された環境基準の目標達成期限までに環境基準
を達成することは困難ではあるが、いまなお最大限の努力をなすべきであり、窒素酸化物低

減技術開発状況の評価に基づき、全国一律の排出基準として可能な限りの規制強化を実施す

ることとした。  
 今回規制強化された排出基準は、大気汚染防止法(以下「法」という。 )第 3 条に基づく全国
一律の施設単位の排出基準であるため、ナシヨナル・ミニマムとしての性格を有するもので

あり、この意味で窒素酸化物を排出するばい煙発生施設として、技術的に最低限確保すべき

値であり、基本的には低 N O x 燃焼技術の適用により達成できる値である。なお、窒素酸化物
排出低減のための最も効果的な技術である排煙脱硝については、クリーン排ガスのみならず

重油燃焼排ガス程度のダーテイ排ガスについても実用化の域に達しつつあるが、地域差のな

い全国一律の排出基準として、現段階で排煙脱硝によらなければ達成できないような厳しい

基準を設定することは適切でないと判断した。  
 なお、今回の規制強化の骨子は次のとおりである。 

  ( 1 ) 既設大型施設の基準強化 
 昭和 4 8 年 8 月の第 1 次規制の対象となった排出ガス量 1 0 万 N m 3／ h 以上のボイラ
ー、排出ガス量 4 万 N m 3／ h 以上の金属加熱炉及び石油加熱炉について基準値を強化し
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た。  
  ( 2 ) 規制対象施設の規模の拡大 

 小規模の施設についても、これによる局所的な汚染濃度寄与は大きいのでできる限り

規制することとした。  
  ( 3 ) 規制対象施設の種類の拡大 

 未規制の施設であっても、窒素酸化物を相当量排出している施設は規制対象とすると

いう方針のもとに、今回の規制強化では施設の排出実態、対策技術を検討したうえ、新

設にあっては、焼結炉、アルミナ焼成炉、廃棄物焼却炉 (排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上
のもの )を、既設にあっては焼結炉、セメント焼成炉及びコークス炉を規制対象に加え
た。  

  ( 4 ) 新設施設の基準強化 
 新設の施設に対しては、技術の進展に伴いより厳しい基準を設定して極力窒素酸化物

排出量の伸びを抑制しておくためできる限り現状技術の最先端を適用するという考え

方で基準を設定した。  
 2 改正の内容 
  ( 1 ) 改正府令の要点 

ア 法第 3 条第 1 項の規定に基づき、窒素酸化物の排出基準を改定強化した (大気汚染
防止法施行規則 (以下「規則」という。 )別表第 3 の 2 の改正 )。  

イ 施行期日及び経過措置 
① 改正府令は、昭和5 2 年 6 月 1 8 日から施行する。ただし、規則別表第 3 の 2 の改
正規定中、液体燃焼ボイラーのうち排出ガス量が 1 万 N m 3／ h 未満のもの (以下「液
体燃焼小型ボイラー」という。 )に係る改正部分は、昭和 5 2 年 9 月 1 0 日から施行
する (改正府令附則第 1 項 )。  

② 昭和4 8 年 8 月 1 0 日から昭和 5 0 年 1 2 月 9 日までに設置の工事が着手され、第 1
次規制の新設施設に係る排出基準 (以下「 1 次新設基準」という。 )の適用を受けて
いた施設に係る窒素酸化物の排出基準については、今回強化した既設施設に係る

排出基準 (以下「 3 次既設基準という。 )の方が 1 次新設基準よりも厳しい金属加熱
炉については、 3 次既設基準へ移行することとし (昭和 5 5 年 5 月 1 日から適用 )、
それ以外の施設については、従前どおりの排出基準 ( 1 次新設基準 )とした (改正府令
附則第 4 項 )。  

③ 昭和5 0 年 1 2 月 1 0 日から改正府令の施行の日の前日までの間に設置の工事が着
手され、第 2 次規制の新設施設に係る排出基準 (以下「 2 次新設基準」という。 )の
適用を受けていた施設に係る窒素酸化物の排出基準については、従前通りの排出

基準 ( 2 次新設基準 )とした (改正府令附則第 5 項 )。  
④ ②及び③以外の既設施設に係る窒素酸化物の排出基準については、次のように

した (改正府令附則第 3 項、第 6 項 )。  
 (ア ) 既設の廃棄物焼却炉及びアルミナ焼成炉、既設のボイラー、石油加熱炉及び

金属加熱炉のうち排出ガス量が 5 千 N m 3／ h 未満のもの等は適用除外とした (附
則第 3 項 )。  

 (イ ) 第 1 次規制の既設施設に係る排出基準 (以下「 1 次既設基準」という。 )の適
用を受けていた施設については、昭和 5 5 年 4 月 3 0 日までは、従前どおり原則
として当該 1 次既設基準を適用することとし、昭和 5 5 年 5 月 1 日から 3 次既設
基準を適用することとした (附則第 6 項 )。  

 (ウ ) 第2 次規制によって新たに窒素酸化物の排出基準 (以下「 2 次既設基準」とい
う。 )が適用されることとなった施設については、従前どおり、昭和 5 2 年 1 2 月
1 日から当該 2 次既設基準を適用することとした (附則第 6 項 )。  

 (エ ) 今回の規制によって新たに3 次既設基準が、適用されることとなる施設につ
いては、原則として昭和 5 5 年 5 月 1 日から今回設定した既設基準を適用するこ
ととした。ただし、液体燃焼小型ボイラーについては、昭和 5 5 年 1 0 月 1 日か
ら、セメント焼成炉については、昭和 5 6 年 4 月 1 日から適用することとした (附
則第 6 項 )。  

  ( 2 ) 適用対象の拡大 
 今回の改正により、窒素酸化物の排出基準の適用を受ける施設が拡大されたが、具体

的には次のとおりである。  
   ア 新設について 

① ボイラー、金属加熱炉及び石油加熱炉については、従来排出ガス量が1 万 N m 3／

h 以上を規制対象としていたが、今回、これらに係るばい煙発生施設の全てを規制
対象とした。  

② 金属加熱炉のうち、排出ガス量が 1 0 万 N m 3／ h 未満の鍛接鋼管用加熱炉は、従
来適用除外となっていたが、今回規制対象とした。  

③ セメント焼成炉及びコークス炉については、従来排出ガス量が 1 0 万 N m 3／ h 以
上の施設のみ規制対象となっていたが、今回、排出ガス量が 1 0 万 N m 3／ h 未満の
施設についても規制対象とした。   

④ 焼結炉、アルミナ焼成炉(いずれも排出ガス量が 1 万 N m 3／ h 以上 )及び廃棄物焼
却炉 (排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上 )を新たに規制対象とした。  

   イ 既設について 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021年版） 
第４編第７章 参考資料 

 36 © JEMCA 2021 

① ボイラー、金属加熱炉及び石油加熱炉については、従来排出ガス量が、1 万 N m 3

／ h 以上の施設 (液体燃焼ボイラーは、 4 万 N m 3／ h 以上 )のみ規制対象となってい
たが、今回、排出ガス量 5 千 N m 3／ h 以上のものまで規制対象とした。  

② 従来適用除外となっていた排煙脱硫装置が附属している排出ガス量 4 万～ 1 0 万
N m 3／ h の液体燃焼ボイラー及び石油加熱炉のうちエチレン製造用独立加熱炉、メ
タノール製造用改質炉等を今回規制対象とした。  

③ セメント焼成炉及びコークス炉については従来新設施設のみ規制対象とされて

いたが、今回、既設施設も対象とし、かつ、これらに係るばい煙発生施設の全てを

規制対象とした。  
④ 焼結炉(排出ガス量が 1 万 N m 3／ h 以上 )を新たに規制対象とした。  

 3 留意すべき事項 
  ( 1 ) 液体燃焼小型ボイラーの取扱いについて 

 液体燃焼小型ボイラーについては、その数が非常に多いことや中小の工場又は事業場

に設置されていることもあって、特別の配慮が払われている。  
 すなわち、排出ガス量が1 万 N m 3／ h 未満の新設の液体燃焼小型ボイラーについては、
施行を公布の日より約 3 カ月延長させ、昭和 5 2 年 9 月 1 0 日を施行日とした。したがっ
て昭和 5 2 年 9 月 9 日までに設置されるこれらの施設は既設扱いとなり、排出ガス量 5
千 N m 3／ h 未満の施設については、規制対象外となる。また排出ガス量が 5 千 N m 3／ h
以上 1 万 N m 3／ h 未満の既設の液体燃焼小型ボイラーについては、特に約 3 年半の適用
猶予期間を設け、昭和 5 5 年 1 0 月 1 日から適用することとした。  
 これらの小規模施設の取扱いについては、別途通達することとしているが、小規模施

設設置者に対しては、改正の趣旨を十分周知徹底されるとともに、既設施設への対策が

適用猶予期間中に計画的に円滑に行われるよう格別の指導をされたい。  
  ( 2 ) セメント焼成炉、焼結炉及びコークス炉の取扱いについて 

ア 既設のセメント焼成炉の排出基準は、N S P (ネオサスペンシヨンプレヒーター )型の
炉への転換を前提にしたものであり、このため、約 4 年間という特に長い適用猶予期
間を設けたものである。なお、この場合、既設の炉を N S P 型へ改造する場合には、既
設施設として取り扱うこととなるので注意されたい。  

イ 焼結炉は負荷を一定に維持しても窒素酸化物の排出量に変動を生じるものである

こと等の特性を有するものであり、今回の排出基準値の設定は窒素酸化物排出濃度の

8 時間平均値を用いて行ったものであり、その監督に当たっては、この点に留意され
たい。  

ウ 今回のコークス炉の排出基準の設定は次の点を踏まえて設定されたものであるの

で、監督に当たり十分留意されたい。  
  通常高炉ガスを燃焼させるコークス炉については、高炉ガスの供給が停止した時の

窒素酸化物の値は今回の基準の適合状況の評価に当たっては、除外する。  
  なお、新設基準1 7 0 p p m は高炉ガスの供給が停止した時を評価対象に算入すると

2 0 0 p p m に相当する。  
  ( 3 ) 排出ガス中の窒素酸化物濃度の測定について 

ア 金属加熱炉の窒素酸化物濃度測定については、排出濃度が相当大幅に変動すること

が避けられないので、昭和 4 6 年 8 月 2 5 日付の本職通達 (環大企第 5 号 )第 4 の 2 のと
おり操業状態時における平均的な排出濃度が把握される必要がある。このため金属加

熱炉の工程と窒素酸化物排出濃度を具体的に調査したうえで別途解釈通達を出す予

定である。  
イ 排出ガス中の窒素酸化物濃度は、原燃料中の窒素分の制御が困難なこともあって、

変動があり、また、排出ガス中の酸素濃度の測定誤差が窒素酸化物排出濃度に影響を

及ぼすこともあるので、排出基準値と測定値との比較については、上記本職通達 (昭和
4 6 年、環大企第 5 号 )の第 4 の 1 の趣旨に十分留意されたい。  

 4 今後の規制の進め方について 
 窒素酸化物に係る今後の規制については、現在、中央公害対策審議会において審議され

ている二酸化窒素に係る判定条件及び指針値の検討結果等を踏まえて長期計画を策定し、

窒素酸化物対策の着実な推進を図ることとしている。この計画においては、昭和 5 3 年度か
ら着手を予定している総量規制及び今回規制 (又は規制強化 )の対象としなかった施設に対
する第 4 次規制の位置付けも行うこととしている。  
 貴職におかれては、今後の窒素酸化物の排出低減について、諸施策を講じられることと

思われるが、上記の状況を十分配慮され、適切に対処されたい。     なお、高汚染地域

においては、今後、法第 4 条第 1 項に基づく上乗せ排出基準等の設定も必要と考えるが、
これらについては、昭和 5 3 年度以降の規制と斉合性をとる必要があるので、おってその指
導標準を通達する予定である。  

第 2 廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の排出基準の設定について 
 1 排出基準値設定の考え方 

 今回設定した廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の排出基準 7 0 0 m g／ N m 3 は次の考え

方に基づくものである。  
 目標環境濃度は日本産業衛生学会「許容濃度に関する委員会勧告」に示された労働環境

濃度 (上限値 5 p p m )を参考として、 0 . 0 2 p p m とし、平均的な排出口高さを有する施設からの
塩化水素の排出が、拡散条件の悪い場合であってもこれを満足するよう排出基準値を設定
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した。  
 2 改正府令の要点 
 ( 1 ) 法第3 条第 1 項の規定に基づき、廃棄物焼却炉から排出される塩化水素について排出

基準を設定した (規則別表第 3 の改正 )。  
 ( 2 ) 改正府令の施行の日(昭和 5 2 年 6 月 1 8 日 )において、現に設置されている廃棄物焼却

炉については、塩化水素の排出基準 7 0 0 mg／ N m 3 は、昭和 5 4 年 1 1 月 3 0 日までは適用し
ない (改正府令附則第 2 項 )。  

 3 廃棄物焼却炉からの排出ガス中の塩化水素の測定について 
 廃棄物焼却炉からの排出ガス中の塩化水素の測定については、次の点に留意されたい。 

  ( 1 ) 試料ガスの採取及び分析法 
 廃棄物焼却炉から排出する塩化水素ガスの採取及び分析は日本工業規格「排ガス中の

塩化水素分析方法」( J IS K 0 1 0 7 )により実施することとし、分析法は 6 0～ 2 ,5 0 0 p p m の濃度
に適するとされている硝酸銀法を用いるものとする。  
 この場合、試料ガス採取量はJ I S にあるとおり 8 0 L 程度採取する必要がある。  
 試料採取に際しては粒子状の塩化物が入らないようろ過機を確実に取り付けると共

に、ガスの冷却により生成する水滴に塩化水素が吸収されて管壁に付着することのない

よう試料ガス採取管から吸収びんの間の加熱に留意されたい。  
 なお、試料の採取時期については、昭和4 6 年 8 月 2 5 日付本職通達 (環大企第 5 号 )の
第 4 の 2 によること。  
 おって、詳細については別途通知する。 

  ( 2 ) 塩化水素量の算定 
ア J IS においては塩化水素濃度が p p m で算定されるようになっているので、これを下
の式により m g／ N m 3 に換算すること。  

      C s＝ ( 3 6 .5／ 2 2 .4 )×C p  
     この式において、 
      C s：排出ガス中における塩化水素重量 ( m g／ N m 3 )  
      Cp： J IS K 0 1 0 7 により算定される塩化水素濃度 (単位 p p m )  

イ 規則別表第3 の備考 2 中の排出ガス中の残存酸素濃度の測定は、オルザツトガス分
析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用い

ること。  
  なお、残存酸素濃度に係る試料採取は、塩化水素に係る試料と同一位置で採取する

こと。  
  

 

 

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定について（昭和 5 4 年 8 月 2 日，環大規 1 7 7 号）  
 昭和 5 4 年 8 月 2 日付けをもって、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令 (昭和
5 4 年総理府令第 3 7 号。以下「改正府令」という。 )が制定公布された。  
 改正府令の内容は、固定発生源から排出される窒素酸化物の排出規制の拡充等である。その考

え方、改正府令の要点、留意すべき事項等は次のとおりであるので、法令の施行に遺憾なきを期

されたい。  
 
第 1 今回の改正の背景 
  固定発生源に対する全国一律の窒素酸化物排出規制については、昭和4 8 年 8 月に大型施設
を対象とする第 1 次規制を、昭和 5 0 年 1 2 月に対象施設の拡大等を内容とする第 2 次規制を、
また昭和 5 2 年 6 月に対象施設の拡大及び排出基準の強化を内容とする第 3 次規制をそれぞれ
行ってきた。  

  これらの規制措置により窒素酸化物の排出量が比較的大きいばい煙発生施設を中心に順次

排出基準の設定・強化が行われてきたところであるが、今回の改正においては、従来規制対象

となっていないばい煙発生施設の中にも環境濃度への寄与が無視し得ないものがあること、

大気汚染防止のために払われるばい煙排出者の努力は基本的には公平であるべきこと等の理

由から窒素酸化物を排出するほとんどのばい煙発生施設について窒素酸化物の排出基準を設

定することとした。  
  改正府令に基づく窒素酸化物の排出基準については、これが全国一律の排出規制であるこ

とにかんがみ基本的には低 N O x 燃焼技術で対応できる値とした。  
  なお、固定発生源に対する全国一律の窒素酸化物排出規制は当面今回の改正をもって終了

するものとする。  
第 2 改正の内容 
 1 改正府令の要点 
  ( 1 ) 大気汚染防止法第3 条第 1 項の規定に基づき、窒素酸化物の排出基準を改定した (大気

汚染防止法施行規則第 5 条第 2 号及び別表第 3 の 2 の改正 )。  
  ( 2 ) 施行期日及び経過措置 
   ア 改正府令は、昭和5 4 年 8 月 1 0 日から施行することとした (改正府令附則第 1 項 )。  
   イ 今回の改正により排出基準が新たに設定され、又は改定された既設の施設に係る排

出基準は昭和 5 7 年 8 月 9 日まで適用しないこととした (改正府令附則第 2 項 )。ただし、
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今回設定された排出基準のうち排出ガス量 5 ,0 0 0 N m 3／ h 未満の既設の小型ボイラーに
係るものについては、昭和 5 9 年 8 月 9 日まで適用しないこととした (改正府令附則第 7
項第 5 号 )。  

 2 規制対象施設の拡大等 
   今回の改正により窒素酸化物の排出基準が改定されたが、その内容は次のとおりである。 
  ( 1 ) 次のばい煙発生施設を新たに規制対象とし、排出基準を設定した。 
    大気汚染防止法施行令(以下「令」という。 )別表第 1 の 2 の項に掲げるガス発生炉、加

熱炉、 3 の項に掲げる煆焼炉、焙焼炉、 4 の項に掲げる溶鉱炉、 5 の項に掲げる金属溶解
炉、 8 の項に掲げる触媒再生塔、 8 の 2 の項に掲げる燃焼炉、 9 の項に掲げる窯業炉、 1 0
の項に掲げる反応炉・直火炉、 1 1 の項に掲げる乾燥炉、 1 4 の項に掲げる銅・鉛・亜鉛製
錬用施設、 1 8 の項に掲げる活性炭製造用反応炉、 2 1 の項に掲げる燐等製造用焼成炉・溶
解炉、 2 3 の項に掲げるトリポリ燐酸ナトリウム製造用乾燥炉・焼成炉、 2 4 の項に掲げる
鉛の二次製錬用等溶解炉、 2 5 の項に掲げる鉛蓄電池製造用溶解炉、 2 6 の項に掲げる鉛系
顔料製造用溶解炉・反射炉・反応炉  

  ( 2 ) 次のばい煙発生施設のうち、小規模のものを新たに規制対象とし、排出基準を設定し

た。  
    令別表第1 の 3 の項に掲げる焼結炉・アルミナ製造用煆焼炉、 1 3 の項に掲げる廃棄物

焼却炉  
  ( 3 ) 次のばい煙発生施設のうち一部の既設の施設に係る排出基準を改定した。 
    令別表第1 の 1 の項に掲げるボイラー、 6 の項に掲げる金属加熱炉、 7 の項に掲げる石

油加熱炉  
 3 排出基準の改定に当たって留意した事項 
  ( 1 ) 排出ガス中の残存酸素濃度が極めて高い施設については、窒素酸化物濃度を換算する

に当たって、誤差が無視しえなくなるので換算方法を改定した (改正府令別表第 3 の 2 の
備考 )。  

  ( 2 ) 次に掲げるばい煙発生施設の中には、窒素酸化物濃度の変動が著しいものがあるので、

それぞれ次に掲げる平均化時間を参考として排出基準を設定した。  
施設名  平均化時間  
光学ガラス製造用溶融炉  2 4～ 4 8 時間  
合成スピネル製造用キルン  2 0 時間  
板ガラス及びガラス繊維製造用溶融炉  2 4 時間  
電気ガラス製造用溶融炉  1 6 時間  
その他のガラス製造用溶融炉  8 時間  
アルミナか焼炉  2 4 時間  
焼結アルミナ焼成キルン  1 8 時間  
合成ムライト製造用キルン  1 5 時間  
シヤモツト製造用キルン  2 0 時間  
マグネシヤクリンカ製造用焼成炉  2 2 時間  
耐火レンガ製造用焼成炉  1 2 時間  
石灰焼成炉  8 時間  
焼結炉 (ペレツト焼成炉を含む )  8 時間  
金属加熱炉 (連続式に限る )  3 時間  

  ( 3 ) 令別表第1 の 1 0 の項に掲げる反応炉のうちカーボンブラツク製造用燃焼装置について
は原料カツト時の窒素酸化物濃度は加味せずに排出基準を設定した。  

第 3 留意すべき事項 
 1 廃棄物焼却炉においては、保安上又は公害防止上やむを得ず一時的に有害な廃棄物を焼却

処理する場合があるが、このような場合にあっては、昭和 4 6 年 8 月 2 5 日付の本職通達 (環
大企第 5 号 )第 4 の 2 の ( 3 )の趣旨に留意されたい。  

 2 改正府令別表第 3 の 2 の 2 6 の項に掲げる「ニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ
化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程から排出される廃棄物」に

は、これらの工程において生じる汚水等を処理する際に排出される廃棄物も含まれ、また当

該廃棄物にはガス状のものも含まれるので、この点留意されたい。  
 3 第2 の 3 の ( 2 )に掲げる施設における窒素酸化物の量の測定に当たっては、非常に長期間の

試料採取が必要と考えられるが、このような場合にあっては、昭和 4 6 年 8 月 2 5 日付の本
職通達 (環大企第 5 号 )第 4 の 2 の ( 1 )の趣旨にのっとり、1 工程を適切に代表するような期間
を選定して試料採取を行っても差し支えないのでこの点留意されたい。  

  

 

 

大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定に関する疑義について (質疑応答 )（昭和 5 5 年 1
月 2 4 日、環大規 1 3 号） 問1 0 抜粋  

(問 1 0 ) 昭和5 4 年 8 月 2 日環大規第 1 7 7 号環境庁大気保全局長通知の第 2 の 3 の ( 2 )の趣旨は、
そこに掲げられた施設については、掲げられた平均化時間で、かつ、連続して窒素酸化物

濃度の測定を行わなければならないということか。  
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 (答 ) 照会の大気保全局長通知の趣旨は、必ずしも掲げられた平均化時間で窒素酸化物濃度の

測定を行わなければならないとしたものではなく、これらの施設に係る窒素酸化物濃度

の測定期間は、一工程を代表するものであれば、当該平均化時間よりも短時間であつても

差し支えない。  
   また上記の趣旨を満たすのであれば、必ずしも連続測定を行わなくても差し支えない。 
  

 

窒素酸化物に係る総量規制制度の導入について（昭和 5 6 年 1 1 月 1 2 日、環大規 2 9 8 号）  
 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和 5 6 年政令第 2 1 5 号 )及び大気汚染防止法施
行規則の一部を改正する総理府令 (昭和 5 6 年総理府令第 4 6 号 )の施行については、昭和 5 6 年 1 1
月 6 日付け環大規第 2 8 9 号をもって、大気保全局長より通達したところであるが、同通達にお
い て別 途 通 知す る こ とと さ れて い る 事項 及 び その 他 の事 項 に つい て は 下記 の とお り で ある の

で、これに留意の上、法令の円滑な施行を図られるようお願いする。  
 

記  
 
第 1 窒素酸化物に係る特定工場等の規模に関する事項 
 窒素酸化物に係る特定工場等(以下「特定工場等」という。)の規模に関する基準に係る原料
及び燃料の量の重油の量への換算方法については、昭和 5 6 年 9 月環境庁告示第 8 2 号 (以下
「原燃料換算告示」という。 )により告示したところであること。  
 原燃料換算告示の概要は、昭和5 6 年 1 1 月 6 日付け環大規第 2 8 9 号大気保全局長通達 (以下
「局長通達」という。 )の第 3 の 1 の ( 3 )において示されたとおりであるが、その詳細は次のと
おりであること。  

 1 原燃料の量の重油の量への換算については、窒素酸化物に係るばい煙発生施設(以下「ばい
煙発生施設」という。 )の種類ごとに、当該施設において使用される原料又は燃料のいずれ
か一方に着目して、その量を重油の量に換算することとされたこと。これは、ばい煙発生施

設における窒素酸化物の生成過程が複雑であることから、原料又は燃料のいずれか一方に

着目してその量を重油の量に換算することとしたものであり、原燃料換算告示別表第 1 に
掲げる原料に係るばい煙発生施設については、当該施設において用いられる原料の量を重

油の量に換算することとし、これ以外のばい煙発生施設については、当該施設において用い

られる燃料の量を重油の量に換算することとしたものであること。  
 2 原料の量の重油の量への換算について 
  ( 1 ) 原燃料換算告示別表第 1 に掲げる原料に係るばい煙発生施設は、窒素酸化物の発生が

主に原料に起因し、燃料の量と窒素酸化物の排出量との関係を適切にとらえることが困

難であると認められるばい煙発生施設であること。ただし、同表第 1 号及び第 7 号に掲
げる焙焼炉については、燃料を継続かつ安定して使用するものとそれ以外のものとに大

別することができるため、前者については当該施設で用いられる燃料の量を重油の量に

換算することとし、後者については当該施設で用いられる原料の量を重油の量に換算す

ることとしたこと。  
  ( 2 ) 原料の量の重油の量への換算に当たっては、当該原料の量一単位を、その処理に伴い

発生する窒素酸化物の量に相当する量の窒素酸化物の量を重油を専焼させるボイラー (以
下「重油専焼ボイラー」という。 )における燃焼に伴い発生する重油の量に換算すること。
なお、原料の量の重油の量への換算については、当該地域における原燃料換算告示別表第

1 に掲げる原料に係るばい煙発生施設の排出特性等を十分踏まえたものとすること。ま
た、この場合、重油の量一単位を重油専焼ボイラーにおいて燃焼させたときに発生する窒

素酸化物の量については、当該地域内における重油専焼ボイラーに係る排出特性をあら

かじめ十分に検討の上、その量を把握しておくよう努めること。  
    これらのばい煙発生施設の排出特性を勘案する場合には、当該施設が設置されている

製造工程等の種類、当該施設の規模及び型式、当該施設において使用される原燃料の種

類、性状及び使用量、当該施設の稼働条件 (燃焼温度、負荷率等 )並びに当該施設の各種稼
働条件における窒素酸化物に係るばい煙濃度及び排出量等について、測定値に基づく等

適切に把握すること。  
  ( 3 ) 同一のばい煙発生施設において複数の種類の原料が使用される場合、重油の量に換算

すべき原料については、その処理量と当該ばい煙発生施設において発生する窒素酸化物

の量との関係から最も適切であると認められる原料とすること等ばい煙発生施設の排出

特性等を適切に勘案の上、これを明らかにすること。  
  ( 4 ) 原燃料換算告示別表第 1 の各号に掲げる原料に係るばい煙発生施設のうち、使用する

原料の種類が異なること等から、その排出特性に差異が認められるばい煙発生施設があ

る場合には、必要に応じ当該ばい煙発生施設において用いられる原料を細分化し、細分化

された原料ごとに重油の量への換算を行うことができること。  
    例えば、同表の第6 号に掲げる廃棄物を、「一般廃棄物の廃棄物焼却炉において用いら

れる一般廃棄物」、「下水汚泥の廃棄物焼却炉において用いられる下水汚泥」、「大気汚

染防止法施行規則別表第 3 の 2 の 2 6 の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる廃棄
物」等に区分して、それぞれ区分された廃棄物ごとに重油の量への換算を行うことができ

るものであること。  
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  ( 5 ) 原燃料換算告示別表第 1 の各号に掲げる原料のうち、水分の含有の状態により、当該
原料の量一単位の処理に伴い発生する窒素酸化物の量が異なると認められるものについ

ては、当該原料の量を一定の水分の含有の状態における量に換算すること等により、当該

原料の量の重油の量への換算が、工場又は事業場間で均衡を失することがないよう留意

されたいこと。  
 3 燃料の量の重油の量への換算について 
  ( 1 ) 燃料の量の重油の量への換算に当たっては、当該燃料の量一単位を、その発熱量に相

当する発熱量を有する重油の量に換算することとして、主要な燃料については原燃料換

算告示別表第 2 の 1 の項から 6 の項までに具体的な換算値を示し、その他の燃料につい
ては同表の 7 の項に換算方法を示したこと。この場合、その他の燃料の中には、水分の含
有の状態により、当該燃料の量一単位当たりの発熱量が異なるものがあることに留意さ

れたいこと。  
    また、原燃料換算告示別表第3 の中欄に掲げるばい煙発生施設において使用される燃

料については、更に同表の下欄に掲げる範囲内において都道府県知事が定めた係数を乗

じるものとしたこと。これらのばい煙発生施設において使用される燃料について発熱量

に着目した換算の後更に一定の係数を乗じることとしたのは、ばい煙発生施設の種類ご

とに窒素酸化物の排出特性等に差異が認められることを踏まえ、特定工場等の規模に関

する基準が工場又は事業場から排出される窒素酸化物の排出量の多寡の実態を適切に反

映することが必要であると考えられたことによること。  
  ( 2 ) 原燃料換算告示別表第 3 の中欄に掲げるばい煙発生施設は、一般に、当該ばい煙発生

施設において使用される燃料の単位発熱量当たりの窒素酸化物の排出量 (以下「排出係数」
という。 )が、標準となるばい煙発生施設の排出係数に比べて差異があると認められる施
設であること。なお、標準となるばい煙発生施設としては、重油専焼ボイラーを想定して

いること。  
  ( 3 ) 原燃料換算告示別表第 3 の中欄に掲げるばい煙発生施設ごとにそれぞれ同表の下欄に

掲げる範囲内において定められる係数は、当該地域内における当該ばい煙発生施設の排

出係数を十分に検討し、重油専焼ボイラーの排出係数と比較すること等により定めるこ

と。なお、これらのばい煙発生施設の排出係数を勘案する場合の留意事項については、 2
の ( 2 )の後段に準ずること。  

  ( 4 ) 原燃料換算告示別表第 3 の各項の中欄に掲げるばい煙発生施設のうち、製造工程が異
なること等からその排出係数に差異が認められるばい煙発生施設がある場合には、必要

に応じ同表の各項の中欄に掲げるばい煙発生施設を細分化し、細分化された施設ごとに

係数を定めることができること。  
  ( 5 ) 燃料の量の重油の量への換算は、( 1 )～ ( 4 )の事項に留意して行うものであるが、排煙脱

硫装置を設置するばい煙発生施設において使用される液体燃料については、これまでの

ばい煙処理対策の経緯を踏まえ、その排出特性を勘案することが必要であると考えられ

ることから、このような場合にあっては、別途当該施設に係る窒素酸化物の排出特性等を

勘案して当該燃料の量を重油の量に換算することができるものとしたこと。なお、当該地

域において、原燃料換算告示別表第 3 の中欄に掲げるばい煙発生施設以外のばい煙発生
施設で、その排出係数が重油専焼ボイラーの排出係数に比べて差異があると認められる

ものについては、当該工場又は事業場から排出される窒素酸化物の排出量の多寡の実態

を適切に反映することに支障が生じると認められる場合には、同様に別途換算すること

ができるものであること。なお、これらのばい煙発生施設の排出特性を勘案する場合の留

意事項については、 2 の ( 2 )の後段に準ずること。  
  ( 6 ) 原燃料換算告示別表第 3 の下欄に掲げる数値については、各ばい煙発生施設の使用燃

料の実態、排出係数の実態等を総合的に検討した上で各種の条件等を想定して、重油の量

への換算が適切なものとなるよう幅をもって示したものであること。  
    したがって、燃料の量の重油の量への換算については、次の①～⑩を参考にして、当該

地域における各ばい煙発生施設の排出特性等十分踏まえたものとなるよう留意されたい

こと。  
   ① 1 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設は、木くず、コークス、石炭

等各種の燃料が用いられ、燃料の種類により排出係数が異なることを勘案して定めた

ものであること。また、本施設のうち固体燃料と他の燃料とを混燃させるものについて

は、当該燃料の混焼割合等に十分配慮する必要があること。なお、上限値は、石炭を専

焼させるボイラーにおける実測例を参考にしたものであること。  
   ② 2 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には、排出係数が比較的高い

ものも認められることを勘案して定めたものであること。  
   ③ 3 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出係数に、炉内温度等に

より差異が認められることを勘案して定めたものであること。なお、上限値は、本施設

を特に高温の状態で使用したときの例を参考にしたものであること。  
   ④ 4 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には、排出係数が、本施設の

型式、規模等の差により比較的高いものが認められることを勘案して定めたものであ

ること。  
   ⑤ 5 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には、排出係数が比較的高い

ものも認められることを勘案して定めたものであること。  
   ⑥ 6 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出係数が、焼成炉の型式、
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焼成の様式等により大きく異なることを勘案して定めたものであること。  
   ⑦ 7 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出係数が、焼成物の種類、

焼成炉の型式、焼成の方式等により大きく異なることを勘案して定めたものであるこ

と。なお、上限値は、本施設を 1 , 7 0 0℃を超えるような高温の状態で使用したときの排
出実態の実測例を参考にしたものであること。  

   ⑧ 8 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出係数が、板ガラス、電
気ガラス、光学ガラス等ガラスの種類、溶融炉の型式、酸化剤、清澄剤等添加剤の使用

の有無等により大きく異なることを勘案して定めたものであること。なお、下限値は、

硝酸塩を含む添加剤を用しないルツボ炉の排出実態の実測例を、また、上限値は、硝酸

塩を含む添加剤を用いる光学ガラス等の製造の用に供する溶融炉等の排出実態な実測

例をそれぞれ参考にしたものであること。  
   ⑨ 9 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には、石灰焼成炉、人工骨材

製造用キルン等各種のものがあり、施設の種類により排出係数が異なることを勘案し

て定めたものであること。なお、上限値は、石灰焼成炉の排出実態の実測例を参考にし

たものであること。  
   ⑩ 1 0 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出係数が、コークス炉

の型式、乾留温度等により異なることを勘案して定めたものであること。なお、上限値

は、コークス炉の型式によっては、特に高温の状態で使用したときは排出係数に高い例

が認められることを参考にしたものであること。  
 
第 2 窒素酸化物に係る総量規制基準の設定に関する事項 
 1 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。 )第 7 条の 4 第 2 項及び第 3 項に掲げる算

式は、都道府県知事が窒素酸化物に係る総量規制基準 (以下「総量規制基準」という。 )を定
める場合に基本とすべき式 (以下「基本式」という。 )であり、基本式を基本として当該地域
の実情に応じて修正を行っても差し支えないが、修正を行おうとするときは、事前に環境庁

と協議されたいこと。なお、都道府県知事が定める総量規制基準が基本式を基本としたもの

であるか否かは、規則第 7 条の 4 第 1 項の規定の趣旨及び基本式に照らして判断すること
となること。  

 2 総量規制基準は、原則として、ばい煙発生施設を定格で運転する場合における窒素酸化物

の許容排出量として定めるものであるが、定格で運転する場合に 1 工程の中で 1 時間当た
りの窒素酸化物の排出量が著しく変動するばい煙発生施設については、当該 1 工程の中で
の平均的な窒素酸化物の排出の状況に着目した上で許容排出量を設定することが合理的で

あると考えられること。なお、これに該当するばい煙発生施設の種類としては、昭和 5 0 年
1 2 月 1 3 日付け環大規第 2 6 3 号環境庁大気保全局長通知の第 3 の 2 の ( 6 )及び昭和 5 4 年 8 月
2 日付け環大規第 1 7 7 号環境庁大気保全局長通知の第 2 の 3 の ( 2 )に掲げる施設並びに大気
汚染防止法施行令 (以下「令」という。 )別表第 1 の 1 2 の項に掲げる施設が考えられるが、
これらの施設について、当該地域内の当該ばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性を

十分に検討の上、個々に判断されたいこと。  
 3 総量規制基準の設定に当たっては、大気汚染防止法第3 条第 1 項の規定に基づく窒素酸化

物に係る排出基準 (以下「排出基準」という。 )が設定されていないばい煙発生施設について
は、特にその技術的対応可能性を十分に検討し、適切な配慮が払われるよう対処されたいこ

と。  
 4 ばい煙発生施設に係る窒素酸化物の排出特性は、当該施設において使用される燃料によっ

て異なることが一般に認められるが、総量規制基準の設定に当たっては、良質の燃料を使用

するばい煙発生施設に対して、他の燃料を使用するばい煙発生施設に対してとられる以上

の消減対策を強いることがないよう配慮されたいこと。  
 5 規則第 7 条の 4 第 1 項第 1 号に掲げる窒素酸化物の量として総量規制基準を定めるとき

は、次の事項に留意されたいこと。  
  ( 1 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 1 号に掲げる式の 6 の値の設定に当たっての留意事項は、局

長通達の第 3 の 2 の ( 3 )の①に示されたとおりであるが、特に b を 0 .9 0 未満の値として定
めようとするときは、事前に環境庁と協議されたいこと。  

  ( 2 ) 廃止されたばい煙発生施設又は予備のばい煙発生施設(専ら他のばい煙発生施設の使
用停止中に予備的に使用されるものをいう。以下同じ。 )がある場合には、規則第 7 条の
4 第 2 項第 1 号に掲げる式の W の値から、当該ばい煙発生施設に係る値を差し引くこと。

なお、今後の操業状態の見通し等を勘案した結果、今後相当の期間にわたって使用される

ことがないと見込まれるばい煙発生施設についても同様の扱いができること。  
  ( 3 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 1 号に掲げる式の W の値として、特定工場等において通常使

用される原燃料の量を採用す場合には、当該ばい煙発生施設の稼働条件の見通し、当該施

設が設置されている特定工場等の操業状態の見通し等についても十分に勘案の上、適切

な原燃料使用料を採用することとされたいこと。  
  ( 4 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 1 号に掲げる式の W の値は、規則第 7 条の 2 第 3 項に定むる

ところによる換算により重油の量に換算した量を用いるものであることにかんがみ、規

則第 7 条の 2 第 2 項の規定に基づく原燃料の量の重油の量への換算に際しては、特に許
容排出量の算定 ( b の値の設定等 )との関係にも留意の上、ばい煙発生施設に係る窒素酸化
物の排出特性を勘案することはもとより、 3 及び 4 並びに局長通達の第 3 の 2 の (5 )の②、
③及び④の事項にも留意されたいこと。  
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 6 規則第 7 条の 4 第 1 項第 2 号に掲げる窒素酸化物の量として総量規制基準を定めるとき
は、次の事項に留意されたいこと。  

  ( 1 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 2 号に掲げる式の 1 の値の設定に当たっての留意事項は、局
長通達の第 3 の 2 の ( 4 )の②に示されたとおりであるが、特に 1 を 0 .9 0 未満の値として定
めようとするときは、事前に環境庁と協議されたいこと。  

  ( 2 ) 廃止されたばい煙発生施設又は予備のばい煙発生施設がある場合には、規則第 7 条の
4 第 2 項第 2 号に掲げる式の V の値として当該ばい煙発生施設に係る値は算定しないこ
と。なお、今後の操業状態の見通し等を勘案した結果、今後相当の期間にわたって使用さ

れることがないと見込まれるばい煙発生施設についても同様の扱いができること。  
  ( 3 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 2 号に掲げる式の V の値として特定工場等に設置されている

ばい煙発生施設の通常の排出ガス量を採用する場合の運用上の留意事項については、5 の
(3 )に準ずること。  

  ( 4 ) 規則第7 条の 4 第 2 項第 2 号に掲げる式の C の設定方法については、昭和 5 6 年 9 月
環境庁告示第 8 3 号 (以下「施設係数告示」という。 )により告示したところであること。  

    C の値の意味等については、局長通達の第 3 の 2 の ( 4 )の⑥において示されたとおりで
あるが、その設定方法に係る詳細は次のとおりであること。  

   ① C の値は、施設係数告示の別表の中欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに、同表の
下欄 ( 1 )に掲げる数値の範囲内で都道府県知事が定めること。  

   ② C の値は、当該地域におけるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい煙濃度の実態等
を十分に把握し、1 の値との関係にも留意して、特定工場等間、業種間等で基礎排出量
の算定において著しい不均衡が生ずることがないように設定すること。なお、当該ばい

煙発生施設の排出特性等を勘案する場合の留意事項については、第 1 の 2 の ( 2 )の後段
に準ずること。  

   ③ 施設係数告示別表の各項の中欄に掲げるばい煙発生施設のうち、製造工程が異なる

こと等から、窒素酸化物に係るばい煙濃度の実態等に差異が認められるばい煙発生施

設がある場合には、必要に応じ同表の各項の中欄に掲げるばい煙発生施設を細分化し、

細分化された施設ごとに C の値を定めることができること。  
   ④ C の設定は、①～③の事項に留意して行うものであるが、排煙脱硫装置を設置するば

い煙発生施設 (液体燃料を使用するものに限る。 )については、これまでのばい煙処理対
策の経緯を踏まえ、その排出特性を勘案することが必要であると考えられることから、

このような場合にあっては、別途当該施設に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案して、

C の値を定めることができること。  
     なお、当該地域において、施設係数告示別表の下欄( 1 )に掲げる数値の範囲内で C の

値を設定することが適当でないと認められるばい煙発生施設がある場合には、当該地

域における当該施設に係る窒素酸化物の排出特性等を勘案して、別途 C の値を定める

ことができること。  
   ⑤ 施設係数告示別表の下欄( 1 )の数値については、各ばい煙発生施設から排出される窒

素酸化物に係るばい煙濃度の実態、排出基準等を総合的に検討した上で各種の条件等

を想定して、総量規制基準を、各ばい煙発生施設間の均衡を保ちつつ当該地域の実態を

踏まえて設定することができるよう幅をもって示したものであること。  
     なお、同表の下欄( 1 )の数値の中で特に注意すべきものについては、次のア～シのと

おりであるので、 C の値を定める際の参考にされたい。  
    ア 2 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設は、木くず、コークス、石

灰等各種の燃料が用いられ、燃料の種類により窒素酸化物に係るばい煙農度が異な

ることを勘案して定めたものであること。また、本施設のうち固体燃料と他の燃料と

を混焼させるものについては、当該燃料の混焼割合等に十分配慮する必要があるこ

と。なお、上限値は、石炭を専焼されるボイラーにおける実測例を参考にしたもので

あること。  
    イ 4 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい煙

濃度の実測例及び本施設のうち既設のものに対する排出基準を総合的に勘案して、

令別表第 1 の 2 の項に掲げるガス発生炉のうち本施設を特掲して別途数値を定めた
ものであること。  

    ウ 8 の項の数値については、令別表第 1 の 3 の項に掲げる煆焼炉のうち、特にアルミ
ナの製造の用に供するものの窒素酸化物に係るばい煙濃度の実態が異なっているこ

とから、本施設を特掲して別途数値を定めたものであること。なお、上限値は、本施

設を特に高温の状態で使用した時の例を参考にしたものであること。  
    エ 1 4 の項及び 1 5 の項の数値については、これらの項に掲げるばい煙発生施設の一部

における窒素酸化物に係るばい煙濃度の比較的高い実測例及び排出基準におけるこ

れ ら の 施 設 の う ち 既 設 の も の の 一 部 に つ い て の 取 扱 い の 経 緯 等 を 総 合 的 に 勘 案 し

て、令別表第 1 の 7 の項に掲げる加熱炉のうち、これらの項に掲げるばい煙発生施
設を特掲して別途数値を定めたものであること。  

    オ 2 0 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい
煙濃度が、焼成炉の型式、焼成の様式等により大きく異なることを勘案して定めたも

のであること。  
    カ 2 1 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい

煙濃度が、焼成物の種類、焼成炉の型式、焼成の方式等により大きく異なることを勘
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案して定めたものであること。なお、上限値は、本施設を 1 , 7 0 0℃を超えるような高
温の状態で使用したときの排出実態の実測例を参考にしたものであること。  

    キ 2 3 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい
煙濃度が、ガラスの種類、溶融炉の型式、酸化剤、清澄剤等添加剤の使用の有無等に

より大きく異なることを勘案して定めたものであること。なお、下限値は、硝酸塩を

含む添加剤を用いないルツボ炉の排出実態の実測例を、また、上限値は、硝酸塩を含

む添加剤を用いる光学ガラス等の製造の用に供する溶融炉等の排出実態の実測例を

それぞれ参考にしたものであること。  
    ク 2 4 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には人工骨材製造用キル

ン等各種のものがあり、施設の種類により窒素酸化物に係るばい煙濃度の実態が異

なることを勘案して定めたものであること。  
    ケ 2 7 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の窒素酸化物に係るばい

煙濃度の実態及び本施設については現時点においては排出基準が設定されていない

という経緯を勘案して定めたものであること。  
    コ 3 0 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設には、一般廃棄物の廃棄

物焼却炉、下水汚泥の廃棄物焼却炉等各種のものがあり、施設の種類により窒素酸化

物に係るばい煙濃度の実態が異なることを勘案して定めたものであること。  
    サ 4 1 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の排出実態等を参考にし

て定めたものであること。なお、下限値は、亜硝酸ナトリウムを用いてジアゾ化反応

を行う工程に供する施設の窒素酸化物に係るばい煙濃度の実態を、また、上限値は、

光ニトロン化法によるカプロラクタムの製造の用に供する施設の窒素酸化物に係る

ばい煙濃度の実態をそれぞれ参考にしたものであること。  
    シ 5 3 の項の数値については、本項に掲げるばい煙発生施設の一部において窒素酸化

物に係るばい煙濃度の比較的高い例があることを勘案して定めたものであること。

なお、上限値は、特に高温の状態で使用したときの例を参考にしたものであること。 
 
第 3 窒素酸化物に係る特別の総量規制基準の設定について 
 1 規則第7 条の 4 第 3 項第 1 号に掲げる式を基本とした窒素酸化物に係る特別の総量規制基

準 (以下「特別の総量規制基準」という。)については、次に述べる事項に留意されたいこと。 
  ( 1 ) 一の特定工場等において、新たにばい煙発生施設が設置され、それに伴い既存のばい

煙発生施設が廃止された場合 (いわゆるスクラツプ・アンド・ビルドの場合 )は、当該新た
に設置されたばい煙発生施設に係る W のうち当該廃止された既存のばい煙発生施設に係

る W に相当する部分を同号の式において W に含め既存のものと同じに取り扱うことがで

きること。  
  ( 2 ) ばい煙発生施設の構造等の変更により新たに特定工場等となったもの及びばい煙発生

施設の構造等の変更が行われた特定工場等については、構造等の変更に係る W の増加分

を W i として取り扱うものとすること。  
 2 規則第7 条の 4 第 3 項第 2 号に掲げる式を基本とした特別の総量規制基準については、次

に述べる事項に留意されたいこと。  
  ( 1 ) 規則第7 条の 4 第 3 項第 2 号に掲げる式の C i の設定方法については、施設係数告示に

より告示したところであり、局長通達の第 3 の ( 2 )の②のイにおいて示されたところであ
るが、その設定の方法に係る詳細は、次のとおりであること。  

   ① C i の値は、施設係数告示別表の中欄に掲げるばい煙発生施設の種類ごとに同表の下
欄 ( 2 )に掲げる値以上、かつ、先に定めた C の値以下の範囲内で都道府県知事が定める
こと。  

   ② C i の値を定める際の留意事項は、第 2 の 6 の ( 4 )の②、③及び④に準ずること。  
   ③ 施設係数告示別表の下欄( 2 )の数値については、各ばい煙発生施設の窒素酸化物に係

るばい煙濃度の実態及び新設のばい煙発生施設に係る排出基準を総合的に検討し定め

たものであること。  
  ( 2 ) 一の特定工場等において新たにばい煙発生施設が設置され、それに伴い既存のばい煙

発生施設が廃止された場合は、 1 の ( 1 )に準じた取扱いを行うことができること。  
    その際の取扱いとしては、ばい煙発生施設A が新たに設置され、それに伴い既存のば

い煙発生施設 B が廃止された場合、それぞれの規則第 7 条の 4 第 3 項第 2 号に掲げる式
の V、 C 及び C i を、それぞれ V a、 C a 及び C i a 並びに V b、 C b 及び C ib とすると、  

       C a V a≦ Cb V b  
   のときには、ばい煙発生施設A の施設係数は C a とすること。  
    また、C a V a＞ Cb V b  
   のときには、V a のうち、 ( C b／ Ca ) V b に相当する排出ガス量に対応する施設係数を C a と

し、残りの排出ガス量に対応する施設係数を C ia とすること。  
  ( 3 ) ばい煙発生施設の構造等の変更により新たに特定工場等となったもの及びばい煙発生

施設の構造等の変更が行われた特定工場等については、 1 の ( 2 )に準じた扱いとすること。 
    その際の取扱いは、( 2 )の後段に準ずることとし、この場合、ばい煙発生施設 B が構造

等の変更によりばい煙発生施設 A となったものとすること。  
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大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準の改正について（昭和 5 7 年 5 月 3 1 日、環大規 1 9 1 号）  
 昭和5 7 年 5 月 2 8 日付けをもって、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令 (昭和
5 7 年総理府令第 2 4 号。以下「改正府令」という。 )が制定、公布された。  
 改正府令の内容は、ばい煙発生施設から排出されるばいじんの排出規制の拡充等である。その

考え方、改正府令の要点、留意すべき事項等は次のとおりであるので、法令の施行に遺憾なきを

期されたい。  
 
第 1 今回の改正の背景と骨子 
  ばい煙発生施設に対するばいじんに係る排出規制については、昭和4 6 年 6 月に強化を行っ
て以来およそ 1 1 年を経過している。  

  今回のばいじんの排出基準の改正は、近年の石炭転換等のエレルギー情勢の変化への対応

と大気中の粒子状の物質に対する対策の推進に資することをねらいとして、この間における

ばいじん対策に係る技術進歩とその実情を踏まえ、実施したものである。  
  なお、今回の改正の骨子は次のとおりである。 
 1 大気汚染防止法(以下「法」という。 )第 3 条第 1 項の規定によるばいじんの排出基準 (以下

「一般排出基準」という。 )及び同条第 3 項の規定によるばいじんの排出基準 (以下「特別排
出基準」という。 )を強化した。  

 2 大気汚染防止法施行令(以下「令」という。 )別表第 1 の 2 0 の項に掲げる電解炉、同表の 2 8
の項に掲げるコークス炉等の 7 種類の施設について、新たにばいじんの排出基準を設定し
た。  

 3 標準酸素濃度によりばいじん濃度を補正する方式(以下「標準酸素濃度補正方式」という。)
を導入した。  

 
第 2 改正の内容 
 1 改正府令の要点 
  ( 1 ) 一般排出基準及び特別排出基準の強化 
    法第3 条第 1 項及び第 3 項の規定に基づき、ばいじんの一般排出基準及び特別排出基

準を強化した (大気汚染防止法施行規則 (以下「規則」という。 )別表第 2 の改正 )。  
  ( 2 ) ばい煙量等測定記録表の様式の改正 
    標準酸素濃度補正方式の導入に伴って、法第1 6 条に基づきばい煙量等測定記録表の様

式の改正を行つた。  
    なお、従来より標準酸素濃度補正方式を採用してきた窒素酸化物及び塩化水素の欄に

ついても所要の改正を行つた (規則様式第 7 の改正 )。  
  ( 3 ) 施行期日及び経過措置等 
   ア 改正府令は、昭和5 7 年 6 月 1 日から施行することとした (附則第 1 項 )。 .  
   イ 昭和5 7 年 6 月 1 日において現に設置されている施設 (設置の工事がされているもの

を含むこととし、以下「既設施設」という。 )については、改正後の別表第 2 の規定は、
昭和 5 9 年 6 月 3 0 日までは適用せず、なお従前の例によることとした (附則第 2 項 )。  

   ウ その他所要の経過措置等を設けることとした(附則第 3 項から附則第 1 1 項まで )。  
 2 規制対象施設の拡大等 
   次のばい煙発生施設を新たに規制対象とし、排出基準を設定した。 
  ( 1 ) 令別表第1 の 1 8 の項に掲げる反応炉  
  ( 2 ) 令別表第1 の 2 0 の項に掲げる電解炉  
  ( 3 ) 令別表第1 の 2 1 の項に掲げる焼成炉  
  ( 4 ) 令別表第1 の 2 1 の項に掲げる溶解炉  
  ( 5 ) 令別表第1 の 2 3 の項に掲げる焼成炉  
  ( 6 ) 令別表第1 の 2 6 の項に掲げる反射炉  
  ( 7 ) 令別表第1 の 2 8 の項に掲げるコークス炉  
   なお、従来より規制対象とされていたばい煙発生施設について、現時点における当該施設

に係るばいじんの排出実態、対策技術の状況等を踏まえ、規則別表第 2 の施設の種類及び規
模の区分を変更したものがある。  

 3 改正された排出基準による規制の水準 
  ( 1 ) 一般排出基準は、全国一律の施設単位の排出基準であることにかんがみ、全国の施設

の種類ごとの排出実態、対策の状況等を踏まえ、原則として、現状の通常のばいじんの排

出防除技術を採用すること等により達成される水準とした。  
  ( 2 ) 特別排出基準は、規則別表第 5 に掲げる区域に新たに設置されるばい煙発生施設に適

用されるものであり、改正前の特別排出基準の適用を受けていた施設の排出実態、対策の

状況等を踏まえ、原則として、現在の高度のレベルの対策技術を導入すること等により達

成される水準とした。  
 4 標準酸素濃度補正方式の導入について 
  ( 1 ) 標準酸素濃度補正方式は、ばい煙発生施設のばいじんの発生機構に照らして、排出ガ

スを希釈して基準適合を図ることを防止し、施設間の公平な規制を期するための方策と

して、適切であると認められる施設について導入した。  
    なお、一部の施設については、ばいじんの排出実態及び対策技術の見通し等を踏まえ、
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適用猶予期間を設けた。  
  ( 2 ) 次に示す要件に該当するようなばい煙発生施設については、標準酸素濃度補正方式を

導入することは、必ずしも適切ではないと考えられ、本方式の導入の対象から除外した。 
   ア 熱源として電気を使用するばい煙発生施設 
   イ 燃焼工程とは別の工程(当該燃焼工程と密接かつ不可分な関連を有するものに限る。)

からもばいじんが発生するため、排出ガスの希釈の状態を残存酸素濃度により評価す

ることが困難であると認められるばい煙発生施設 .  
   ウ ばいじんは燃焼工程から発生するものであるが、当該ばいじんの成分の大半が原料

に起因するものであり、かつ、個別の工程や施設ごとに燃焼温度、空気比等の燃焼条件

が異なり、排出ガス中の残存酸素濃度に個別の施設ごとに差異があることが一般的で

あると認められるため、原料に起因するばいじんも含めて排出ガスの希釈の状態を残

存酸素濃度により評価することが困難であると認められるばい煙発生施設  
 5 ばいじん濃度及び残存酸素濃度の測定について 
  ( 1 ) ばいじん濃度の測定に際しての測定値の取扱い、試料の採取方法等については、従前

どおり「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について」 (昭和 4 6 年 8 月 2 5 日付
け環大企第 5 号本職通達 )の第 3 の 2 及び第 4 の 1 から 4 までによる。  

    なお、今回の改正に伴い、低濃度領域におけるばいじん濃度の測定値の取扱いについて

は、特に慎重を期されたい。  
  ( 2 ) 残存酸素濃度の測定は、オルザツトガス分析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測

定値が得られる酸素濃度分析装置を用いる。  
    なお、残存酸素濃度の測定位置は、ばいじん濃度を測定するための試料採取口と同一位

置又はこれに極めて近い位置とする。  
  ( 3 ) ばいじん濃度を測定するための試料に係る残存酸素濃度の測定に際しては、当該試料

の採取時間における平均的な値を把握する。ただし、ばいじんに係る試料の採取中に残存

酸素濃度に係る試料の採取が困難であると認められる場合には、残存酸素濃度に係る試

料の採取は、ばいじんに係る各 1 回の測定の前後において行い、それらの平均値を当該残
存酸素濃度とする。  

 6 ばい煙量等の測定記録表の様式の改正について 
   ばい煙量等の測定記録表の様式の改正により、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物につい

ては、それぞれの測定値に係る排出ガス中の酸素の濃度の測定データの平均値を記載する

こととした。  
 7 経過措置等について 
  ( 1 ) 既設施設に係る経過措置等については、第2 の 1 の ( 3 )のイによることとするほか、以

下の ( 2 )から ( 4 )まで、 ( 6 )及び ( 7 )によることとする。  
  ( 2 ) 既設施設のうち附則別表の第2 欄に掲げるもの (改正前に特別排出基準の適用を受けて

いたものを除く。 )については、当設施設に係る附則別表の第 4 欄に掲げる数値を一般排
出基準の値とする (附則第 3 項 )。  

     ただし、次に掲げる施設については、短期間における対応の困難性等から、特に約3
年の適用猶予期間を設けるとともに、あわせて、当該期間内において適用される一般排出

基準の値を定めた (附則第 3 項ただし書 )。  
   ア 附則別表の3 の項に掲げるボイラー (主たる燃料として低硫黄石炭を使用するもので

あって、排出ガス量が 2 0 万 N m 3／ h 以上のものに限る。 )  
   イ 附則別表の6 の項に掲げる煆焼炉のうち石油コークスの製造の用に供するもの (排出

ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上のものに限る。 )  
     なお、アについては、硫黄含有率が0 .5％未満である石炭の使用量が、当該施設にお

いて使用される燃料の合計量の 8 割 (発熱量換算 )を超えるものを対象とすることとし
て取り扱うこととされたい。  

  ( 3 ) 既設施設であって、令別表第1 の 1 の項に掲げるボイラーのうち石炭 ( 1 k g 当たり発熱
量 5 ,0 0 0 k c a l 以下のものに限る。)を燃焼させるものに係る一般排出基準については、別に
適用すべき基準値を設けるとともに、標準酸素濃度補正方式の適用を猶予した (附則第 4
項 )。  

  ( 4 ) 既設施設のうち改正前に特別排出基準の適用を受けていたものについては、原則とし

て改正後の一般排出基準 (以下「新一般排出基準」という。 )が適用されるが、そうした場
合、規制レベルが低下するおそれがあるものがあるため、これを是正すべく次のとおり取

り扱うこととした。  
   ア 標準酸素濃度補正方式を導入しなかつた施設であって、当該施設に係る改正前の特

別排出基準 (以下「旧特別排出基準」という )の値が新一般排出基準の値よりも小さいも
のについては、旧特別排出基準を適用することとする (附則第 5 項 )。  

   イ 標準酸素濃度補正方式を導入した施設であって、当該施設に係る旧特別排出基準の

値が新一般排出基準の値よりも小さいか又は等しいものについては、当該施設に係る

旧特別排出基準又は新一般排出基準のいずれか厳しい方の排出基準を適用することと

する (附則第 6 項 )。  
     この場合において、いずれの排出基準の方が厳しいかの判断に当たっては、当該施設

の残存酸素濃度が一定の値以上であるか又は未満であるかに応じてそれぞれ新一般排

出基準又は旧特別排出基準の方が厳しくなるものであることに留意した上で、個々の

ばい煙発生施設についての法第 6 条等に基づく残存酸素濃度の届出値又は残存酸素濃
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度の測定値の実態をめやすとされたい。  
     また、現に当該施設を設置している者がいずれか厳しい方の排出基準を遵守するこ

とを確保するためには、日頃から当該施設の残存酸素濃度の実情を把握しておくこと

が重要であるので、その旨指導されるとともに、あわせて、遵守すべき排出基準を把握

した上で所要の対策を講ずるよう指導されたい。なお、実際上は、旧特別排出基準及び

新一般排出基準の両者を遵守するよう指導されることも差し支えない。  
  ( 5 ) 令別表第 1 の 1 0 の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの (排出ガス

量が 1 万 N  m 3／ h 未満のものに限る。 )に係る特別排出基準については、対策技術の実情
及び見通しにかんがみ、別に適用すべき基準値を設けた (附則第 7 項 )。  

  ( 6 ) 別表第2 の 2 の項のボイラー (排出ガス量が 1 万 N  m 3／ h 未満のものに限る。 )、6 の項
のボイラー、1 8 の項の加熱炉、2 6 の項の焼成炉、3 0 の項の施設、3 6 の項の連続炉及び 3 7
の項の廃棄物焼却炉については、現時点におけるばいじんの排出実態及び対策の実情等

にかんがみ、標準酸素濃度補正方式の適用を猶予した (附則第 8 項 )。  
    なお、当庁としては、これらの施設については、今後ともその排出実態の把握を行う等

所要の対策の推進に努めていくこととしている。  
  ( 7 ) 次に掲げる施設については、短期間における対応の困難性等から、標準酸素濃度補正

方式について特に約 3 年の適用猶予期間を設けた (附則第 9 項及び第 1 0 項 )。現にこれら
の施設を設置している者に対しては、この趣旨を十分周知徹底されるとともに、所要の対

策が当該期間中に計画的かつ円滑に行われるよう格別の指導をされたい。  
   ア 別表第2 の 2 の項のボイラー (排出ガス量が 1 万 N  m 3／ h 以上 4 万 N  m 3／ h 未満のも

のに限り、イに掲げるものを除く。 )  
   イ 既設施設のうち別表第2 の 2 の項のボイラー (排出ガス量が 1 万 N  m 3／ h 以上 2 0 万

N  m 3／ h 未満のものに限る。 )  
 
第 3 留意すべき事項 
 1 改正後の排出基準は、新設施設については昭和 5 7 年 6 月 1 日から適用されるものである

ことから、既に法第 6 条の規定に基づく設置の届出が行われ現在届出事項についての審査
が行われている施設等、昭和 5 7 年 6 月 1 日以降に設置の工事が行われる予定となっている
施設については、審査に当たり慎重に検討を行い、改正後の排出基準の適用につき遺憾なき

を期されたい。  
 2 既設施設のうち、今回、新たに規制対象とし、排出基準を設定したものについては、法第

2 6 条に基づく報告を求めること等により、当該施設のばいじんの排出状況の把握に努めら
れたい。  

 3 既設施設のうち標準酸素濃度補正方式を導入したものについては、法第 2 6 条に基づく報
告を求める等により、当該施設の排出ガス中の残存酸素濃度の状況の把握に努められたい。

なお、残存酸素濃度の状況については、通常のばいじん濃度の測定のための位置におけるも

のを把握する必要があるものである。  
 4 法第4 条第 1 項の規定に基づく排出基準については、今回の改正の趣旨を十分に踏まえ、

適切なものとするよう配慮することとし、標準酸素濃度補正方式の導入については、ばいじ

ん濃度及び残存酸素濃度の実情、ばい煙発生施設の種類ごとのばいじんの発生機構の差異

等を適切に把握することが必要であり機械的に行うことがないよう配慮されたい。  
 5 規則別表第2 の 2 の項に掲げるボイラー (排出ガス量が 2 0 万 N  m 3／ h 以上のものに限る。)

であって、通常高炉ガスを燃焼させるものについては、高炉ガスの供給が停止した時のばい

じん濃度の値は、排出基準の適合状況の評価に当たっては、除外することとされたい。  
 6 「令別表第1 の 1 の項に掲げるボイラーのうち同表の 8 の項の中欄に掲げる触媒再生塔に

附属するもの」とは、令別表第 1 の 8 の項の中欄に掲げる触媒再生塔において生成するガ
スを燃焼させるボイラーである。  

 7 「令別表第1 の 1 0 の項に掲げる反応炉のうち活性炭の製造の用に供するもの」とは、活性
炭の製造の用に供する反応炉であって、令別表第 1 の 1 8 の項に掲げる反応炉以外のもので
ある。  

 8 規則別表第2 の備考に規定する「直接熱風乾燥炉」とは、燃焼室からの排出ガスが乾燥室
に導入されて、排出ガスと乾燥される物が直接接触する構造を有する乾燥炉である。  

 9 附則別表の1 7 の項に規定する「気流搬送型」乾燥炉とは、銅等の選鉱後の精鉱の乾燥の用
に供するものであり、粉砕機で粉砕された粉体状の精鉱を気流により搬送しながら乾燥す

るものである。  
  

 

 大気汚染防止法関係の疑義回答事例集について（昭和5 5 年 7 月、環境庁大気保全局大気規制課）４
の問 2 2、問 2 3  
（問 2 2）ボイラーから煙道までの接続ダクトでばいじん測定を行ったところ、ダクトの方向変

え等によりダクト内の中央より上部はばいじん濃度が大で、下部はばいじん濃度がほと

んど零であった。このような場合、ばいじんの測定はどのように行えばよいのか。  
（答 2 2）ばいじんの採取方法は、日本工業規格（以下「 J IS」という。） Z 8 8 0 8 に定める方法に

よることとされており、照会のような場合には、J IS Z 8 8 0 8 の解説に従って測定位置、測
定口及び測定点を選定し、ばいじんの測定を行うこととされたい。  
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（問 2 3）煙突上にサイクロンを取り付けている場合の排出口におけるばいじん濃度の測定は、

どのように行えばよいのか。  
（答 2 3）照会のばいじん濃度については、原則としてサイクロンの出口で測定することとする

が、これが困難と認められる場合は、下記の式により排出口のばいじん濃度を算定しても

差し支えない。  
    （排出口におけるばいじん濃度）＝（サイクロン前のばいじん濃度）｛1－ （サイクロ

ンの捕集効率）｝  
    サイクロンの捕集効率は、原則としてJ IS Z8 8 0 8 に定める方法により算出することと

するが、その算出が困難な場合は、サイクロン前のばいじん量と J IS B9 9 1 0 に定める方
法で捕集したばいじん量とを用いて算出しても差し支えない。  

    参考として、煙突上にサイクロンを取りつけている例を示す。 
    図（略） 
  
 

 窒素酸化物に係る測定法について（昭和 57 年 7 月 16 日、環大規第 238 号） 

 大気汚染防止法施行規則(以下「規則」という。 )第 7 条の 5 第 2 項に規定する環境庁長官が定
める窒素酸化物の量の測定法、規則第 1 5 条第 5 号本文に規定する環境庁長官が定める窒素酸化
物に係るばい煙濃度の測定法及び同号ただし書に規定する環境庁長官が定める事項については

昭和 5 7 年 3 月 2 9 日、それぞれ環境庁告示第 4 8 号、第 4 9 号及び第 5 0 号をもって公布された。  
 これらの告示は、窒素酸化物に係る総量規制制度の導入に伴い、窒素酸化物に係る総量規制基

準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定法の整備を図り、特定工場等に設置されてい

る排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上の窒素酸化物に係るばい煙発生施設の常時測定義務に係る測
定等特定工場等における窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定法の整備を図ることを目的とした

ものである。  
 貴職におかれては、窒素酸化物に係る総量規制の円滑かつ確実な実施のため、下記の事項に十

分留意の上、窒素酸化物に係る適確な測定に遺憾なきを期されたい。  
 

記  
 
第 1 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定方法につ

いて  
 窒素酸化物に係る総量規制基準を適用する場合における窒素酸化物の量の測定方法は、日

本工業規格 (以下「 J IS」という。) K 0 1 0 4 に定める方法により窒素酸化物濃度を、J IS Z 8 8 0 8 に
定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定して算定する方法又は環境庁長官が定める方法

とされている (規則第 7 条の 5 第 2 項 )。この環境庁長官が定める方法については、昭和 5 7 年
3 月 2 9 日、環境庁告示第 4 8 号「窒素酸化物の量の測定法」 (以下「 4 8 号告示」という。 )をも
って告示したところである。4 8 号告示においては、J I S K 0 1 0 4 に定める方法により窒素酸化
物濃度を、燃焼計算から算定する方法又は出力の大きさと J IS Z 8 8 0 8 に定める方法により測
定された排出ガス量との間に認められる相関関係を用いて算定する方法 (発電の用のみに供
するボイラーの場合に限る。 )により排出ガス量をそれぞれ測定して算定する方法が定められ
た。  
 これらの方法による測定の実施に当たっては以下の点に留意されたい。 

 
1 一般的事項 
 窒素酸化物に係る総量規制基準は、1 時間当たりに排出される窒素酸化物の量についての
許容限度であることを基本とするものであるため、この 1 時間値を適切に把握し得るよう測
定を行うこと。  
 なお、総量規制基準が、昭和5 6 年 1 1 月 1 2 日付け環大規第 2 9 8 号本職通知 (以下「 5 6 年通
知」という。 )第 2 の 2 の趣旨に基づき、ばい煙発生施設の 1 工程の中での平均的な窒素酸化
物の排出の状況に着目した上で設定された場合には、それに対応する適切な窒素酸化物の量

を把握すること。なお、この場合、非常に長期間の試料採取を必要とする施設に係る測定に

当たっては、昭和 4 6 年 8 月 2 5 日付け環境庁大気保全局長通達 (以下「 4 6 年通達」という。 )
第 4 の 2 の ( 1 )の趣旨にのっとり、 1 工程を適切に代表するような期間を選定して試料採取を
行っても差し支えないのでこの点留意されたいこと。  

 
2 窒素酸化物濃度の測定方法 
 窒素酸化物濃度の測定については、昭和4 8 年 8 月 9 日付け環大規第 1 3 3 号環境庁大気保全
局長通達 (以下「 4 8 年通達」という。第 3 の 2 の ( 3 )のウによることとし、また、測定値の取扱
い、試料の採取方法等については、 4 6 年通達第 4 の 1、 2 及び 3 の趣旨に留意されたいこと。 
 J IS K 0 1 0 4 に定める方法のうち連続分析法による場合は、J IS B7 9 8 2 に定める自動計測器
を用いること。  

 
3 排出ガス量の測定方法 
 排出ガス量の測定方法は、排出ガスの平均流速に煙道断面積を乗じる方法、燃焼計算によ

る方法及び発電出力の大きさと J IS Z 8 8 0 8 に定める方法により測定された排出ガス量との間
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に認められる相関関係を用いて算定する方法に大別することができるが、それぞれの方法に

ついての留意点は次のとおりである。  
 ( 1 ) 排出ガスの流速を測定することにより求める方法について 
  ア 排出ガスの流速の測定に当たり、J IS T 8 2 0 2 に定める風速計 (携帯用熱式風速計 )等

の気体流速計を使用する場合には、測定対象排出ガスの特性に応じた適切なものを採

用すること。なお、当該流速計の指示値が排出ガスの性状 (温度、圧力及び組成 )及びダ
ストの性質により影響を受ける場合には、ピトー管による測定値と比較して計測器の

指示値の補正を行うこと。  
  イ 排出ガスの流速の測定位置は、窒素酸化物濃度を測定するための試料採取口と同一

位置又はこれに極めて近い位置とすること。  
  ウ 排出ガスの流速を長時間連続して測定する場合には、測定位置における煙道内の平

均的な流速を示す 1 点を測定点とすることができること。なお、この場合、計測器指
示値と J IS Z 8 8 0 8 の 3 規定に基づく測定点による排出ガス量測定値との関係を必要に
応じ確認しておくこと。  

 ( 2 ) 燃焼計算により求める方法について 
   J IS Z 8 8 0 8 に定める方法は、燃焼計算によりいったん湿り排出ガス量を求め、それか

ら排出ガス中の水分量を差し引くことによって乾き排出ガス量を求めるというものであ

る。これに加えて、4 8 号告示においては、いったん湿り排出ガス量を求めるのではなく、
燃焼計算により直接乾き排出ガス量を求める方法が定められ、その一般的な算定式が示

されたものであること。  
   本方法についての留意点は次のとおりである。 
  ア 理論乾き排出ガス量及び理論空気量は、適切に分析された燃料の組織又は排出ガス

の成分を用いて、 J IS B 8 2 2 2 又は J IS Z 8 8 0 8 に定める算定式により求めること。  
  イ 燃料使用量の測定法としては、J IS Z 8 7 6 2 又は J IS Z 8 7 6 3 に定める方法のほか、計

量法第 1 2 条第 5 号に規定する積算体積計等があるが、測定対象燃料の特性に応じた適
切なものにより測定すること。  

  ウ 空気比は、適切に分析された燃料の組成、排出ガスの成分を用いて求めるものとす

るが、液体燃料又は固体燃料を燃料とするばい煙発生施設であって、燃料の完全燃焼

が行われると認められるものについては、排出ガス中の残存酸素濃度の値から求める

ことができるものであること。  
    なお、排出ガスの成分の測定位置は、窒素酸化物濃度を測定するための試料採取口

と同一位置又はこれに極めて近い位置とすること。  
    また、排出ガス中の残存酸素濃度を自動計測器により測定する場合は、J IS B 7 9 8 3 に

定める自動計測器のうちから、測定対象排出ガスの特性に応じたものを採用すること。

この場合、必要に応じオルザットガス分析法と同時測定を行い、自動計測器の指示値

の確認を行うこと。  
 ( 3 ) 発電出力の大きさと J IS Z 8 8 0 8 に定める方法により測定された排出ガス量との間に

認められる相関関係から求める方法  
   この方法は、あらかじめJ IS Z 8 8 0 8 に定める方法により測定された排出ガス量と出力

の大きさとの間に相関関係が認められ、かつ、当該相関関係が成立するための前提とな

る条件が明らかにされている発電の用のみに供するボイラーにおいて、当該前提となる

条件が満たされている場合に利用し得るものであること。  
 
第 2 特定工場等における窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定について 
 特定工場等に設置されているばい煙発生施設のうち、ばい煙発生施設において発生し、排

出口から大気中に排出される排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上のものに係る窒素酸化物に係る
ばい煙濃度の測定は、規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法又は環境庁長官が定める測定
法により、常時行うこととされている (規則第 1 5 条第 5 号本文 )。この環境庁長官が定める測
定法については、昭和 5 7 年 3 月 2 9 日、環境庁告示第 4 9 号「窒素酸化物に係るばい煙濃度の
測定法」 (以下「 4 9 号告示」という。 )をもって告示したところである。  
 また、特定工場等に設置されているばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の

測定については、原則として規則第 1 5 条第 5 号本文に規定するところによるが、例外とし
て、環境庁長官が定める場合にあっては、環境庁長官が定めるところにより行うことができ

ることとされている (規則第 1 5 条第 5 号ただし書 )。この環境庁長官が定める事項について
は、昭和 5 7 年 3 月 2 9 日環境庁告示第 5 0 号「大気汚染防止法施行規則第 1 5 条第 5 号ただし
書の規定に基づき定める件」 (以下「 5 0 号告示」という。 )をもって告示したところである。  
 これらの方法等による測定の実施に当たっての留意点は次のとおりである。 

 
1 窒素酸化物に係るばい煙濃度の常時測定について 
 ( 1 ) 一般的事項 
   常時測定は、連続測定によることを原則とし、常時測定の結果の記録は、1 時間単位の窒

素酸化物に係るばい煙濃度として整理すること。なお、この場合、総量規制基準の設定に当

たって、 5 6 年通知第 2 の 2 の趣旨に基づき 1 工程の中での平均的な窒素酸化物の排出の状
況に着目されたばい煙発生施設については、当該 1 工程の中での平均的な窒素酸化物に係
るばい煙濃度についても整理すること。  

 ( 2 ) 規則別表第3 の 2 の備考に掲げる測定法について  
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  ア 一般的事項 
   (ア ) 測定器は、測定対象排出ガスの特性に応じたものを採用すること。 
   (イ ) 測定器は、直射日光、振動、高温等、計測値に影響を及ぼす要因が少なく、かつ保

守管理が容易な場所を選んで設置すること。  
   (ウ ) 排出ガスの採取系統については、導管はできる限り短かくし、加熱保温して、水分

等の凝縮を防止すること。  
   (エ ) 測定器の校正等、保守管理は十分に行い、測定値の精度の管理に努めること。 
  イ 排出ガス中の窒素酸化物濃度の測定 
    J IS B 7 9 8 2 に定める自動計測器を使用して、 J IS K 0 1 0 4 に定める方法のうち連続分析

法により行うこと。  
    また、4 6 年通達第 4 の 3 の ( 1 )及び 4 8 年通達第 3 の 2 の ( 3 )のウの (ウ )に留意すること。 
  ウ 排出ガス中の残存酸素濃度の測定 
    J IS B7 9 8 3 に定める自動計測器を使用して測定することとし、必要に応じオルザット

ガス分析法と同時測定を行い、自動計測器の指示値の確認を行うこと。  
    測定位置は、窒素酸化物濃度を測定するための試料採取口と同一位置又はこれに極め

て近い位置とすること。  
 
 ( 3 ) 環境庁長官が定める測定法について 
   4 9 号告示においては、規則第 1 5 条第 5 号本文に規定する環境庁長官が定める窒素酸化物

に係るばい煙濃度の測定法として、ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標と窒素酸化

物に係るばい煙濃度 (規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる方法により測定されたものに限る。)
との間に認められる相関関係を用いて、当該指標から窒素酸化物に係るばい煙濃度を算定

する方法が定められたこと。  
   窒素酸化物の生成機構は非常に複雑であり、その生成に影響を有する各種の因子を変数

とした理論式を用いて窒素酸化物に係るばい煙濃度を演繹的に求めることは、一般的には

困難である。  
   しかしながら、個々のばい煙発生施設に着目すれば、当該施設の使用の状況等に係る指標

のうち特定のものと窒素酸化物に係るばい煙濃度との関係を、相当程度の相関関係をもっ

て経験的に明らかにすることが可能であるものが存在することが知られている。すなわち、

実際のばい煙発生施設は、一定の条件の下に計画的に運転、稼働されることが一般的である

ため、窒素酸化物の生成に関連する多数の因子は、それぞれ独立して変化するものではな

く、通常は、1 又は少数の主要因子に従属する関係となる場合が多く、当該主要因子を発見
してそれを指標とし、当該指標と窒素酸化物に係るばい煙濃度との関係を個々の施設ごと

に調査し、検討することによって、両者の関係に相当程度の相関性を見出すことができるこ

とがあるものである。  
  ア 概要 
   (ア ) 相関性の検討 
     本方法により窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定を行おうとするばい煙排出者は、

まず対象とする施設について、特定の指標 (ばい煙発生施設の使用の状況等に係るもの
に限る。 )と窒素酸化物に係るばい煙濃度との間に一定の相関関係が成立し、その関係
を用いて窒素酸化物に係るばい煙濃度を相当程度の精度で算定し得るかどうかについ

て検討し、当該施設における本方法の適用の可否について結論を得なければならない

こと。この場合、相関性についての検討は、次のように行うこと。  
    (ⅰ ) 関連データの収集 
      対象とする施設について、本方法の適用の可否についての検討を行うために必要

なデータを実測により把握すること。データは次に掲げるものを同時に把握すると

ともに、当該施設の実態を十分把握することができるよう複数のデータを把握する

こと。  
     [ア ] ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標 
     [イ ] 窒素酸化物に係るばい煙濃度 
       なお、[ア ]についてのデータの収集は、当該施設の運転条件、稼働条件等の変動

の状況等を十分に踏まえた上で、当該指標の通常変動する範囲全般にわたって行

うこと。  
    (ⅱ ) 相関性の検討の実施 
      対象とする施設の使用の状況等に係る指標のデータと窒素酸化物に係るばい煙濃

度のデータの相関関係を解析し、相関性の有無についての検討を行うこと。この場

合、留意点は次のとおりである。  
     [ア ] ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標のデータと窒素酸化物に係るばい

煙濃度のデータとの相関性の有無については、両者の回帰式を求め、その統計的解

析を行うことにより検討すること。この場合、ばい煙発生施設の使用の状況等に係

る指標は、複数の種類であっても差し支えないが、1 種類であることが実際的であ
ると思料されること。  

     [イ ] ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から回帰式を用いて算定された窒

素酸化物に係るばい煙濃度の値の大半について、その実測値に対する比が 0 . 9～ 1 .1
の範囲内にあたる場合に、相関関係が認められるものであること。  

     [ウ ] 相関関係は、通常、当該施設の使用の状況等のうち一定のものが一定の条件下
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にあること等を前提として成立することが多い。例えば、使用する燃料の種類、性

状、施設の負荷率等に関する事項が考えられる。そこで、相関関係が成立するため

のこれらの前提となる条件を把握した上で、本方法を適用していく際の制約条件

として明らかにしておくことが必要であること。  
   (イ ) 本方法の実施 
     本方法を使用するに当たっては、(ア )の (ⅱ )で明らかにされた前提となる条件が満た

されていることをあらかじめ確認すること。  
     本方法により窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定を実施していく際には、2 月を超え

ない作業期間ごとに 1 回以上、本方法により算定された窒素酸化物に係るばい煙濃度
を規則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法により測定された窒素酸化物に係るばい煙
濃度の実測結果と照合して、両者が相当程度適合していることを確認することとされ

たが、この場合の確認は、実測値に対する本方法による算定値の誤差が±1 0％以内であ
ることを目途とすること。  

  イ 都道府県知事の関与、指導 
    個別のばい煙発生施設における本方法の適用の可否に関する検討、判断は、本方法を用

いようとするばい煙排出者が行うものであるが、当該検討、判断が当該施設について適切

なものであるか否かについて、あらかじめ客観的な評価が行われることが必要であると

考えられる。このため、貴職におかれても、この点を踏まえ、本方法を使用して、窒素酸

化物に係るばい煙濃度の測定を行おうとするばい煙排出者に対しては、あらかじめ報告

を求めるとともに、当該施設について、その使用の状況等に係る指標と窒素酸化物に係る

ばい煙濃度との相関性についての検討が適切なものであるか否か、相関性が十分に確保

され得るものであるか否か、相関関係が成立するための前提となる条件が適切に把握さ

れ得るものであるか否か等について評価の上、所要の指導を行われたいこと。  
    この場合、相関性が十分に確保され得るものであるか否かの評価に当たっては、必要に

応じ立入検査を行うこと等により確認されたいこと。  
    なお、都道府県知事が定める事項としては、本方法を使用しようとするばい煙排出者に

対して、あらかじめ、その適否について都道府県知事が評価するために必要な事項の報告

を求めるための事項等を定められたいこと。当該事項の例としては、次のようなものが考

えられるので参考とされたいこと。  
   1 報告を求める事項 
    ① 本方法を使用しようとするばい煙排出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名  
    ② 対象とするばい煙発生施設が設置されている工場又は事業場の名称及び所在地 
    ③ 対象とするばい煙発生施設の 
     ( a ) 種類 
     ( b ) 構造の概要(規模を含む。 )  
     ( c ) 使用の方法(使用する原料又は燃料の種類及び性状、運転条件及び稼働条件の変

動の実績等 )  
    ④ 相関関係の検討のための調査の方法 
     ( a ) 採用する指標の名称及びその選択理由 
     ( b ) 実測調査の方法及びその結果 
      〇窒素酸化物に係るばい煙濃度について 
       測定年月日及び時刻(開始時刻～終了時刻 )  
       測定者 
       測定箇所 
       測定結果 
      〇採用する指標について 
       ばい煙発生施設の運転条件及び稼働条件 
       測定の方法及び結果 
    ⑤ 採用する指標と窒素酸化物に係るばい煙濃度との間に認められる相関関係(なお、

次に掲げる書類を提出すること。 )  
     ( a ) 相関関係の検討の方法を明らかにする書類(図を添付 )  
     ( b ) 相関関係が認められることを明らかにする書類(図を添付 )  
    ⑥ 対象とするばい煙発生施設に係る本方法の実施の概要 
     ( a ) 相関関係が成立するための前提となる条件 
     ( b ) ( a )が満たされていることを確認する方法  
   2 報告の方法に関する事項 
    ① 報告の時期 
    ② 報告の方法 
2 窒素酸化物に係るばい煙濃度の常時測定の例外について 
 ( 1 ) 一般的事項 
   5 0 号告示は、特定工場等に設置されている排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上のばい煙発生

施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定について定めたものであり、排出ガス量が 4
万 m 3／ h 未満のものについては何ら定めるところではないので、排出ガス量が 4 万 m 3／ h
未満のものに係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、規則第 1 5 条第 5 号本文に定める
ところによるものであること。  
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 ( 2 ) 第1 号について  
   排出ガス量が4 万 m 3／ h 以上のばい煙発生施設が複数であり、そのうちの 1 のばい煙発

生施設の窒素酸化物に係るばい煙濃度を常時測定することによって、その他のばい煙発生

施設の窒素酸化物に係るばい煙濃度を把握し得る場合には、当該代表とし得るばい煙発生

施設の窒素酸化物に係るばい煙濃度を常時測定している限りにおいて、その他のばい煙発

生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以
上で足りることとされたこと。  

   なお、本号が適用されるための条件としては、1 の特定工場等において排出ガス量が 4 万
m 3／ h 以上のばい煙発生施設が複数あり、それらについて種類、構造、操業の系統、使用の
方法及び窒素酸化物の排出特性に同一性がなければならないこととされたこと。この同一

性の確認に当たっての留意事項等は次のとおりである。  
  ア 種類 
    種類の同一性を判断するに当たっては、大気汚染防止法施行規則の規定に基づき施設

係数の値を定める方法を定める件 (昭和 5 6 年 9 月環境庁告示第 8 3 号 )の別表の第 2 欄に掲
げるばい煙発生施設の種類の区分 (都道府県知事が更に区分した場合にはその区分 )を異
にするばい煙発生施設は同一性を有しないものとすること。  

  イ 構造 
    構造の同一性を判断するに当たっては、ばい煙発生施設の設置の届出書のうち規則様

式第 1 の別紙 1 (添付図を含む。 )が参考となるものであること。  
  ウ 操業の系統(ばい煙の発生に係るもの )  
    ばい煙の発生に係る操業の系統の同一性を判断するに当たっては、ばい煙発生施設の

設置の届出書の添付書類のうち、規則第 8 条第 2 項第 3 号に基づくものが参考になるも
のであり、複数のばい煙発生施設が同一の製造等の工程の中に位置づけられていること

等が必要であること。  
  エ 使用の方法 
    使用の方法の同一性を判断するに当たっては、ばい煙発生施設の設置の届出書のうち

規則様式第 1 の別紙 2 が参考になるものであり、燃料又は原料の種類、性状が共通のも
のであること、燃焼温度、空気比等の燃焼条件に差異が認められないこと等の条件を満た

していることが必要であること。  
  オ 窒素酸化物の排出特性 
    ア～エに掲げるものが同一の場合は、窒素酸化物の排出特性もまた同一であることが

一般的には推定されるが、窒素酸化物の生成機構は複雑であることから、窒素酸化物に係

るばい煙濃度の測定結果からみて、施設の運転、稼働パターンが同一の時には、各施設の

窒素酸化物に係るばい煙濃度にはほとんど差異が認められないことが確認されているこ

とが必要であること。  
    なお、本号の趣旨は上記のとおりであり、したがって本号にいう同一性を有するか否か

の判断に当たっては、形式上の同一性を求めるというよりも、代表施設に係る窒素酸化物

に係るばい煙濃度の常時測定によってその他のばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係る

ばい煙濃度を把握するという目的に照らして判断されるべきものであること。  
    したがって、ア～オに掲げた要件の中には、上記の目的に照らした場合比重の大小があ

り、例えば、使用される原料又は燃料の種類の同一性等施設の使用の方法についての同一

性にはかなりの厳密さが要求されるのに対して、構造の一要素である規模の同一性等に

はそこまでの厳密性は要求されない、といったことに注意する必要があること。  
    本号に規定する場合に該当するか否かについての確認は、ばい煙排出者が行うべきも

のであるが、あらかじめその確認に対する客観的な評価を加えておくことが必要である

と考えられる。  
    したがって、貴職におかれては、本号に基づき測定を実施しようとするばい煙排出者に

対しては、あらかじめ同一性の判断のために必要な事項等の報告を求め、所要の評価と指

導を行われたいこと。  
    また、本号に基づく測定の実施に当たっては、常時測定を行う1 のばい煙発生施設以外

のばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、2 月を超えない作業期間
ごとに 1 回以上で足りることとされたが、常時測定を行う施設とその他の施設の運転条
件、稼働条件等の関連を常に把握することにより、常時測定を行う施設以外の施設の窒素

酸化物の排出状況の把握にも努めるよう指導されたいこと。  
 ( 3 ) 第2 号について  
   排出ガス量が4 万 N m 3／ h 以上のばい煙発生施設又はこれを含む 2 以上のばい煙発生施設

から排出される窒素酸化物の量が常時測定されている場合には、当該排出ガス量が 4 万 N m 3

／ h 以上のばい煙発生施設に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定については、規則別表
第 3 の 2 の備考に掲げる測定法により、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上行うことで
足りることとされたこと。  

   本号に基づく測定に当たっての留意事項は次のとおりである。 
  ア 規則第7 条の 5 第 2 項に掲げる測定法により窒素酸化物の量を測定するに当たっては、

第 1 で述べた事項 (連続測定法に関するものに限る。 )及び第 2 の 1 の ( 2 )のアに留意する
こと。  

  イ 窒素酸化物の量とばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標との間に認められる相関

関係を用いて窒素酸化物の量を求める方法については、第 2 の 1 の ( 3 )で述べた事項に準
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ずること。  
 ( 4 ) 第3 号について  
   排出ガスの大部分が過剰空気であると認められるばい煙発生施設(排出ガス量が 4 万 m 3／

h 以上 2 0 万 N m 3／ h 未満のものに限る。 )に係る窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定は、規
則別表第 3 の 2 の備考に掲げる測定法により、2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上行う
ことで足りることとされたこと。  

   なお、この場合「排出ガスの大部分が過剰空気である」ばい煙発生施設としては、電気炉

等排出ガス中の残存酸素濃度が通常 1 9％を超えた状態にあると認められるものがこれに該
当するものとして取り扱われたいこと。  

 ( 5 ) その他 
   特定工場等における測定は、総量規制基準の確実な遵守のための基本であることから、特

定工場等における測定体制の整備には、格別の御指導を賜りたい。このため、特定工場等に

設 置 さ れ て いる ば い 煙 発 生 施 設 に お いて 発 生 す る 窒 素 酸 化 物 に係 る ば い 煙 排 出 者 に 対し

て、早期に、当該ばい煙発生施設に係る測定計画を提出させること等により、適切な測定体

制の整備を円滑に実施することができるよう十分に指導されたい。  
   特に、ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から窒素酸化物に係るばい煙濃度又は

窒素酸化物の量を算定する方法の採用及び 5 0 号告示の規定の運用については、あらかじめ
十分に確認を行い、適切なものとなるよう十分に指導されたい。  

   また、測定の結果については、常時の測定の結果は規則第1 5 条第 7 号に定めるところに
より、また、それ以外の測定の結果は同条第 6 号に定めるところにより規則様式第 7 によ
り、それぞれ記録し、保存することとされているが、特定工場等における測定の結果の記録

に当たっては、次の点に留意するよう関係ばい煙排出者を指導されたいこと。  
  ア ばい煙発生施設の使用の状況等に係る指標から窒素酸化物に係るばい煙濃度を常時測

定する場合には、相関関係が成立するための前提となる条件の確認の状況、規則別表第 3
の 2 の備考に掲げる測定法により 2 月を超えない作業期間ごとに 1 回以上実施した窒素
酸化物に係るばい煙濃度の測定の結果及び相関の程度の確認の状況を併せて記録しなけ

ればならないこと。  
  イ 5 0 号告示の第 2 号に基づく測定の結果は、規則様式第 7 により記録することとなるが、

排出ガス量が 4 万 N m 3／ h 以上のばい煙発生施設又はこれを含む 2 以上のばい煙発生施設
において発生し、排出口から大気中に排出される窒素酸化物の量の常時の測定の結果を、

同様式の備考欄に記載しなければならないこと。   
  

 

 

 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令の施行等について（昭和5 7 年 8 月 3 1 日、環大
規 2 7 3 号）第 3 の 2  
２ 硫黄酸化物に係る総量規制基準を適用する場合の測定及びばい煙排出者による硫黄酸化物に

係るばい煙量の測定（常時の測定を除く。）に関する事項  
（１）排出ガス中の硫黄酸化物濃度の測定について  
ア 排出ガス中の硫黄酸化物濃度の分析については、昭和4 6 年 8 月 2 5 日付け環大企第 5 号環
境庁大気保全局通達（以下「 4 6 年通達」という。）第 4 の 5 本文により行うこと。  

イ 分析法は、J IS K 0 1 0 3 に定める分析法のうちから測定対象排出ガスの特性に応じたものを
採用すること。  

ウ J IS K 0 1 0 3 に定める方法のうち連続分析法による場合は、アにかかわらず、 J IS B 7 9 8 1 に
定める自動計測器を用いることとし、この場合、 J IS K 0 1 0 3 に定める分析方法のうち、全硫
黄酸化物を分析する方法と同時測定を行い、測定器の指示値と全硫黄酸化物濃度との関係を

確認しておくこと。その場合の試料採取位置は、自動計測器の採取位置と同一位置又はこれに

極めて近い位置とすること。また、確認は、自動計測器の整備、採取系統の変更等がある場合

のほか、必要に応じ適宜行うこと。  
（２）排出ガス量の測定について  
  排出ガス量の測定については、昭和5 7 年 7 月 1 6 日付け環大規第 2 3 8 号本職通知（以下「 5 7
年通知」という。）第 1 の 3 によること。ただし、排出ガスの流速又は成分の測定位置は、い
ずれも硫黄酸化物濃度を測定するための試料採取口と同一位置又はこれに極めて近い位置と

すること。  
（３）燃料の硫黄含有率の測定について  
  燃料の硫黄含有率を連続測定器を用いて測定する場合は、J IS K 2 5 4 1 又は J I S K 2 3 0 1 の回
分式測定により連続測定器の指示値の確認を必要に応じ適宜行うこと。  

（４）燃料使用量の測定について  
  燃料使用量の測定については、5 7 年通知第 1 の 3 の (2 )のイにより行うこと。  

  
 

 大気汚染防止法に基づくばいじんの排出基準の改正に関する疑義について（質疑応答）（昭和5 7 年
1 2 月 3 日、事務連絡）３の ( 3 )、 ( 4 )  
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質疑  回答  
(3 )局長通達第 2 の 5 の ( 3 )によると、
「 ば い じ ん に 係 る 試 料 の 採 取 中 に

残 存 酸 素 濃 度 に 係 る 試 料 の 採 取 が

困難であると認められる場合には、

残存酸素濃度に係る試料の採取は、

ば い じ ん に 係 る 各 １ 回 の 測 定 の 前

後において行い、それらの平均値を

当該残存酸素濃度とする。」とされ

ているが、実際に、ばいじん濃度を

測 定 す る 場 合 に お け る 酸 素 濃 度 の

測定はどのように行えば良いのか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3 )ばいじんに係るばい煙濃度の測定においては、
当然ばいじんに係る試料の採取中に残存酸素濃度

に係る試料の採取を行うべきであり、左記の取扱

いはこれが困難である場合にのみ認められるもの

で、ばいじんに係る各測定の前後において酸素濃

度の測定を行い、その平均値をもって残存酸素濃

度として標準酸素濃度補正を行うこととしたもの

である。  
 また、ばいじんに係る試料の採取を短時間の間

隔で連続的に行う場合、残存酸素濃度の測定につ

いては、次の例のように、合理的に実施すること

も可能である。  
 
      〔サンプル１〕 
 O 2 測定 →ばいじん測定 → 
 
      〔サンプル２〕 
 O 2 測定 →ばいじん測定 → 
 
      〔サンプル３〕 
 O 2 測定 →ばいじん測定 → O 2 測定  
 
 この例では、ばいじん測定の各サンプルの前後

の O 2 測定結果の平均値をもって残存酸素濃度と
することによって、ばいじんに係る試料を 3 回採
取 す る前 後 で 酸 素 濃 度を 4 回測 定 す る こ とと な
る。  
 なお、ばいじんに係るばい煙濃度の測定におい

て煙突断面内の複数の点で連続的に吸引するよう

な場合（移動採取法）にあっては、残存酸素濃度の

測定はその都度行う必要はない。  
 

(4 )規則様式第 7 の改正により、 C s
及び C を記載することとされたが、
その場合、数的処理（ 3 桁目以下を
切りすて）をした C s をもって計算
することによって C を求めるのか。 
 

(4 ) 3 桁の C s から 3 桁の C を求め、それを平均し
て 2 桁の C とする。  

  
  

 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について（通知）（平成1 7 年 6 月 1 7 日、環管大発第  
0 5 0 6 1 7 0 0 1 号） 第1 0 V O C 濃度の測定  
１ 測定法 
 V O C 排出者は、当該 V O C 排出施設に係る V O C 濃度を測定し、その結果を記録しておかな
ければならないこととした（法第 1 7 条の 1 1）。  
 V O C 濃度の測定は、告示に定めるところによる（規則第 1 5 条の 3）。告示においては、個々
の物質を測定するのではなく、 V O C の炭素数を捉えて包括的に測定することとし、分析計と
しては、「触媒酸化 － 非分散形赤外線分析計（ N D IR）」又は「水素炎イオン化形分析計（ F ID）」
を使用することとした（告示別表第 1 の第 1 の 2）。  

２ 測定の回数 
 測定の回数は、年2 回以上とした。ただし、1 年間につき継続して休止する期間（前年から
引き続き休止し、かつ、その期間のうち前年に属する期間が 6 ヶ月未満である場合は、当該
前年に属する期間を含む。）が 6 ヶ月以上の V O C 排出施設に係る測定については、年 1 回以
上とした（規則第 1 5 条の 3）。  
 本規定は、規制の施行の日（平成1 8 年 4 月 1 日）から施行されるものであるが、同日時点
で継続して休止している V O C 排出施設については、同日以前の継続休止期間を合算して、平
成 1 8 年の測定回数を定めて差し支えない。  
 本規定は、継続休止期間が 6 ヶ月以上であれば、残余の稼働期間の長短にかかわらず、少
なくとも年 1 回は V O C 濃度の測定を義務づけるものであるが、1 年を通して休止し、V O C を
大気中に排出していない V O C 排出施設については、 V O C 濃度の測定は必要ない。  

３ 測定の結果の記録 
 測定の結果は、所定の事項を記録し、これを 3 年間保存する必要があることとした。記録
する様式は特に定めないこととした（規則第 1 5 条の 3）。なお、測定の結果について都道府
県知事への報告義務はないが、法第 2 6 条の規定に基づき、都道府県知事は報告を求めること
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ができる。  
４ 測定を行う時間及び時期 

(1 ) 測定を行う時間 
 V O C が排出される工程では、バッチ式の操業が行われる等、常に平均的な濃度で V O C が
排出されるとは限らない状況が多いため、捕集バッグによる試料採取は、2 0 分間行うこと
とした（告示別表第 1 の第 4 の 1 ( 3 )）。  

(2 ) 測定を行う時期 
 試料の採取は、一工程でV O C の排出が安定した時期とすることとした（告示別表第 1 の
備考 1）。ここでいう「一工程」としては、使用する V O C や施設の操業状況等を勘案して
排出濃度が最も高くなると考えられる工程を選定することとする。  
 ただし、排出ガス処理装置の運転の開始時又は切り替え時等における、ごく短時間に限

り特異的に高濃度の排出が生じる場合の V O C 濃度については、測定値から除外すること

とした（告示別表第 1 の備考 2）。  
５ 一施設で複数の排出口を有する場合の測定 
 一施設で複数の排出口を有する場合、全ての排出口において測定する方法の他、以下のい

ずれかの方法をとることも可能とした（告示別表第 1 の備考 3）。  
① 施設の構造等から最高濃度の V O C を排出している排出口が特定できる場合は、当該

排出口において測定する。  
② 各排出口からの V O C 濃度を測定し、その値を以下の式のように排出ガス量で加重平

均する。この場合、排出ガス量の測定は、J IS  Z  8 8 0 8（排ガス中のダスト濃度の測定方法）
に定める方法による。なお、施設の構造等から、V O C 濃度を一部の排出口で代表させる
ことができる場合には、当該排出口における V O C 濃度を測定すればよい。  VOC 濃度の加重平均値 =Ｃ１ ×Ｖ１＋Ｃ２ ×Ｖ２＋ …＋Ｃｎ ×Ｖｎ

Ｖ１＋Ｖ２＋ …＋Ｖｎ  

 Ｃ 各排出口のV O C 濃度  
 Ｖ 各排出口の排出ガス量 
 ｎ 排出口の数 

６ フレアスタック処理に係る特例 
 フレアスタック（グランドフレアを含む。）により排出ガスを燃焼処理している場合には、

測定が不可能であるため、 V O C 濃度を測定する必要はなく、排出基準に適合しているものと
みなすこととした（告示別表第 1 の備考 4）。排出ガスをボイラー等で燃焼処理している等、
測定が可能なものについては、測定が必要となるので留意されたい。  

７ 貯蔵タンクに係る特例 
 貯蔵タンク（排出ガス処理装置を設置しているものを除く。）にあっては、非常に高濃度の

V O C が排出されるため、災害を防止する観点から、計算により求めた V O C 濃度をもって測定
に代えることができることとした（告示別表第 1 の備考 5）。  

８ 複数のV O C 排出施設に係る測定  
(1 ) 複数のV O C 排出施設から集合煙突を通じて排出される V O C 濃度は、集合煙突単位では
なく、個々の施設ごとに測定することが原則であるが、測定対象施設以外の施設を停止さ

せて集合煙突における V O C 濃度を測定してもよい。  
(2 ) 複数の V O C 排出施設の V OC を集合して排出ガス処理装置で処理している場合の V O C
濃度は、各施設の出口における V O C 濃度を測定し（測定が著しく困難な場合には計算によ
り算定することも可。）、それに以下の係数を乗じたものとする。  

係数 = 1－ 処理効率＝処理装置出口の VOC 濃度
処理装置入口の VOC 濃度  

 
９ 自主測定に係る取扱い 
 上記の義務的な測定以外に、V O C 排出者が自主的に検査をする場合や、都道府県が V O C 排
出施設の概況を把握するために検査をする場合には、告示に定める測定法以外の簡便な測定

法を用いることを妨げるものではない。  
  

   

 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成 2 2 年 8 月 4 日、環水大大発
第  1 0 0 8 0 4 0 0 1 号）  
 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令（平成2 2 年省令第 1 5 号、以下「改正省令」と
いう。）が平成 2 2 年 8 月 4 日に公布され、同日より一部施行された。  
 今回の改正は日本工業規格（以下「規格」という。）K 0 1 0 6（排ガス中の塩素分析方法）の改
正に伴い、所要の改正を行ったものであり、改正省令の内容及び留意するべき事項は下記の通り

であるので、改正省令の施行にあたって留意されたい。  
記  

第１ 改正省令の要点 
１．公定法の範囲  
 大気汚染防止法施行規則別表第 3 に掲げる有害物質の測定法は、下表のとおりであるが、
大気汚染防止法（以下「大防法」という。）第 3 条の排出基準の適用及び第 1 6 条のばい煙量
等の測定に係る測定法（以下「公定法」という。）は、規格本体及び付属書（規定）とし、付
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属書（参考）は含まれないので留意すること。  
有害物質  公定法  
カドミウム及びその化合物  規格 K 0 0 8 3  
塩素  規格 K 0 1 0 6  
塩化水素  規格 K 0 1 0 7  
弗素、弗化水素及び弗化珪素  規格 K 0 1 0 5  
鉛及びその化合物  規格 K 0 0 8 3  

 
２．規格の廃止に伴う措置  
 今般の規格の改正に伴い、規格から除外された測定法（規格K 0 1 0 6 の連続分析法）は、改
正省令附則の規定により、公定法として平成 2 2 年 1 0 月 1 日以降使用できなくなるので、塩
素の排出基準が適用されるばい煙発生事業者に対しその旨周知するとともに、排出基準を適

用する場合には留意すること。  
 
第２ その他留意すべき事項 
１．規格の改廃に係る措置  
 今後の規格改正により規格に追加された公定法については、規格が工業標準化法（昭和2 4
年法律第 1 8 5 号）の規定により公示された日から使用することができることとし、規格から
除外された測定法については、ばい煙排出事業者に対し公定法により測定するよう指導する

とともに、排出基準を適用する場合には留意すること。  
２．酸素濃度の測定法  
 ばいじん、窒素酸化物等の測定に際し必要となる排ガス中の酸素濃度の測定について、オ

ルザツトガス分析装置を用いる吸収法又はこれと同等の測定値が得られるものとして、規格

K 0 3 0 1（排ガス中の酸素分析方法）（規格本体及び付属書（規定）に限る。）が該当すること
とするので、留意すること。  

  
 

 大気汚染防止法、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法の届出対象施設の設置等に係

る届出事務処理短縮への取組について（平成 2 4 年 3 月 3 0 日、環水大総発第 1 2 0 3 3 0 0 0 3 号・環水大大
発第 1 2 0 3 3 0 0 0 4 号・環水大水発第 1 2 0 3 3 0 0 1 7 号） 別紙1 大気汚染防止法Ｑ＆Ａ集 5．ばい煙量等
の測定（法 1 6 条関連）  

(1 )  測定回数  
①休止中の取扱い  
大気汚染防止法施行規則第 1 5 条では「 1 年間につき継続して休止する期間が 6 月以
上のばい煙発生施設に係る測定については、年 1 回以上」とあるが、 1 年以上休止中
の施設も測定は年 1 回以上なのか。  

●回答  
休止中の施設は、ばい煙を排出しないため、測定の必要はない。  

 
(2 )  測定方法  
①自動測定器の取扱い  
総量規制等で、事業者が自動測定器を設置しているが、その結果をもって法第 1 6 条
で定めるばい煙量等の測定を行ったとみなせるのか。  

●回答  
自動測定結果の取扱いについて、施行規則に定める測定方法として認められている分

析法であれば、その結果を法第 1 6 条で定めるばい煙量等の測定に用いることは差し
支えない。ただし、 S O x に関しては、 S O 2 から S O x への換算が必要であることから、
排ガスの S O x と S O 2 の比率が一定である場合に限られること、排ガス量の測定を併

せて行い、単位換算することなどが必要となる（昭和 4 6 年 8 月 2 5 日、環大企第 5
号）。  

  
②複数ある排出口の選定について  
排出口（煙突経路）が 2 箇所あるばい煙発生施設の測定について、次のいずれで指導
すればよいか。  
( a )各々の排出口で測定させる。  
(b )両方を測定してみて同一の性状と認められれば片方のみで測定する。  

●回答  
排出口すべてについて排出基準を満たすことが必要である。  

  
③複数ある排出口の選定について  

1 つの施設が複数の排出口を有するときには、個々の排出口ごとに測定すべきである
が、施設構造上ばい煙濃度が最も高いと推察される排出口が明確な場合、その排出口

で基準を満足していれば他の排出口で測定をする必要はないと考えるがどうか。  
●回答  
排出口すべてについて排出基準を満たすことが必要である。  
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(4 )  測定結果  

①計量証明について  
社内分析による結果について計量証明が必要か。  
●回答  
環境計量証明書は、施行規則で定める測定方法による社内分析の結果を法第 1 6 条に定
めるばい煙量等の測定結果とする場合は不要であるが、第三者に委託等を行う場合には

計量法の規定により計量証明書が必要である。  
 

②電子ファイルによる保存について  
大気汚染防止法第 1 6 条のばい煙等の測定結果を電子ファイルで保存してもよいか。  
●回答  
大気汚染防止法第 1 6 条で「ばい煙排出者は環境省令で定めるところにより、･･･、その
結果を記録し、これを保存しなければならない。」と記述され、大気汚染防止法施行規

則第 1 5 条第 2 項第 1 号で「前項各号の測定（ ･･･）の結果は、様式第 7 によるばい煙量
等測定記録表により記録し、その記録を 3 年間保存すること。」同項第 2 号で「前項第
1 号及び第 4 号の常時の測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙発
生施設の使用状況を明らかにして記録し、その記録を 3 年間保存すること。」と記述さ
れている。大気汚染防止法施行規則第 1 5  条第 2 項第 1 号若しくは、第 2 号に定められ
た様式の型式、内容を記載できれば電子ファイルで保存することも可能と考える。  

   
 

 

 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）（平成2 5 年 3 月 6 日、環水
大大発第 1 3 0 3 0 6 1 号）  
 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令（平成2 5 年環境省令第 4 号）が平成 2 5 年 3 月
6 日に公布され、即日より施行される。  
 ついては、下記の事項について、適切に運用されるようお願いします。 
 なお、本通知は地方自治法（昭和2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 5 条の 4 第 1 項の規定に基づく技術
的な助言であることを申し添えます。  

記  
１ 改正の背景及び趣旨 
 これまでの取組の結果、揮発性有機化合物（以下「V O C」という。）の排出量が目標を大幅
に上回る削減を達成した状況を踏まえ、事業者の負担軽減を図り、より効率的な体系作りを

推進するため、V O C 濃度の測定に係る規定について、所要の改正を行うこととしたものです。 
２ 改正内容 
 大気汚染防止法第 1 7 条の 1 2 の規定に基づく V O C 濃度の測定は、 V O C 排出施設を稼働さ
せている時間帯において、最も負荷のかかる時に V O C 濃度を測定すればよいことから、年 1
回以上としました。  
 なお、今回の改正において、V O C 排出施設の休止に係る措置を定めていませんが、「大気
汚染防止法の一部を改正する法律の施行について（通知）」（平成 1 7 年 6 月 1 7 日付け、環
管大発第 0 5 0 6 1 7 0 0 1 号）第 1 0、 2 の「 1 年を通して休止し、 V O C を大気中に排出していない
V O C 排出施設については、引き続き V O C 濃度の測定は必要ない。」については、今後も同様
に取り扱うこととするので、ご了知ください。  

  
 

 大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行について（平成2 8 年 9 月 2 6 日、環水大大発第 1 6 0 9 2 6 4  
号） 第4  
第４  測定法及び測定結果の確認について  
１．測定法  
 排出ガス中の水銀濃度には一定の変動があるところ、その測定法は、平常時における平均

的な排出状況を捉えた規制となるよう、排出状況を適切に代表する試料を測定できるサンプ

リング時間、方法及び頻度とすることに留意しつつ、また、規制対象となる事業者及び規制

を実施する行政双方の負担が過大とならないことに配慮して、排出ガス中の水銀測定法を告

示のとおり定めた。  
 水銀測定法に関する留意事項等は次のとおりである。 

（１）測定対象  
 水銀には、ガス状水銀と粒子状水銀の 2 形態がある。欧米の測定法では、ガス状水銀と粒
子状水銀を合わせた全水銀を測定対象としており、諸外国とのデータの比較を考えると、我

が国も全水銀を測定対象とすることが望ましい。また、多くの場合は粒子状水銀が全水銀に

占める割合は小さいと考えられるものの、実態調査において、ガス状水銀と粒子状水銀が同

程度排出されていた施設が存在したことから、ガス状水銀と粒子状水銀をそれぞれ測定し、

その濃度の合計（以下「全水銀の濃度」という。）により排出基準への適合を判断することと

している。ただし、一定の条件を満たす場合には、ガス状水銀の濃度をもって全水銀の濃度

とみなすことができる（本章「 5．粒子状水銀の取扱いについて」を参照）。  
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（２）試料採取方法  
 試料採取方法については、ガス状水銀及び粒子状水銀それぞれについて、以下のとおりと

した。  
① ガス状水銀 
 告示においては、J IS  K  0 2 2 2  に規定されている「湿式吸収―還元気化原子吸光法」によ
る捕集を基本とした試料採取方法を規定している。すなわち、排出ガスを硫酸酸性過マン

ガン酸カリウム溶液（以下「吸収液」という。）に吸収させて、以降の処理・分析を行う。 
 排出ガスの吸引量については、平均的な排出状況を捉えるため、J IS  K 0 2 2 2  で規定され
ている 2 0  L  程度から増大させて、1 0 0  L  程度吸引することとした。ただし、水銀排出施設
を 1 時間間隔でバッチ稼動させている場合など、1 0 0  L  程度の連続吸引が不可能な場合は、
連続吸引可能な最大吸引量とする。  
 試料採取に当たっては、吸収液を入れた吸収瓶を2 本以上直列に連結し、最終の吸収液
中の水銀濃度が、直前の吸収液中の水銀濃度の 5％以下であることを確認する。  
 また、J IS  K  0 2 2 2  において、「鉱石などのばい焼ガスなど二酸化硫黄の濃度の高い排出
ガスや有機物の多い排出ガスでは、水酸化カリウムなどの吸収液による洗浄を行う。」と

されているものの、硫黄分を多く含む排出ガスでは、水酸化カリウム溶液による排出ガス

洗浄を行った場合に疑似ピークが検出されることに加え、欧米の規格では、洗浄に過酸化

水素を採用している。したがって、排出ガスの洗浄が必要な場合は、過酸化水素などを用

いることとし、洗浄に用いた溶液の下流の吸収液への飛沫を防ぐこと及び下流にある装置

を保護するため、洗浄に用いた溶液と過マンガン酸カリウム溶液との間に空瓶を置くこと

とした。更に、洗浄に用いた溶液及び空瓶に捕集された溶液についても、水銀濃度の定量

を行うことが必要である。  
 排出ガスの洗浄を行う場合、実際の排出ガス中に含まれる夾雑物の種類や濃度は様々で

あると考えられることから、一律に規定しないが、試料採取中に過マンガン酸カリウム溶

液の変色が生じないよう、それぞれの排出ガスの特徴に応じて、事業者が適切に洗浄の方

法を判断することが望ましい。  
② 粒子状水銀 
 告示においては、J IS  Z  8 8 0 8  に準拠してフィルターに粒子状水銀を含むダストを等速吸
引により捕集し、1 , 0 0 0  L  程度採取することを規定している。ただし、水銀排出施設を 1 時
間間隔でバッチ稼動させている場合など、 1 , 0 0 0  L  程度の連続吸引が不可能な場合は、連
続吸引可能な最大吸引量とする。  
 粒子状水銀測定のための試料採取と併せて、J IS  Z  8 8 0 8  による排出ガス中のダスト濃度
の測定のための試料採取を行うことが想定されるが、ひょう量前に 1 0 5～ 1 1 0℃で乾燥する
必要のない場合については、ダストを捕集したろ紙を粒子状水銀の測定のための試料とし

て差し支えない。ただし、試料ガス採取量が 1 ,0 0 0  L  程度以上である場合に限る。  
 ガス状水銀及び粒子状水銀は別々に捕集するが、できる限り同時に試料採取を開始する。

ただし、測定孔が 1 つしかなく、かつ測定孔径が小さい場合等同時採取が困難な場合には、
分けて試料採取する。この場合、それぞれ酸素濃度を測定し、ガス状水銀及び粒子状水銀

についてそれぞれ酸素濃度補正した値を合計し、全水銀の濃度を算出する。  
（３）分析方法  
 分析試料の調製及び濃度測定については、我が国における使用実績や汎用性を勘案し、そ

れぞれ以下のとおりとした。  
① ガス状水銀 

 「原子吸光分析法」により分析を行う。 
② 粒子状水銀 

 「湿式酸分解法―還元気化―原子吸光法」又は「加熱気化―原子吸光法」により分
析を行う。  

 測定結果の補正方法については、他の有害大気汚染物質と同様、標準酸素濃度補正方式を

導入することとした。ただし、非鉄金属の精錬又は精製の用に供する施設（新省令別表第 3 の
3 の 3 の項から 6 の項に掲げる施設）については、個別の工程や施設ごとに燃焼温度、空気比
等の燃焼条件が異なり、排出ガス中の残存酸素により評価することが困難であると認められ

ることから、標準酸素濃度補正を行わない。同様に、熱源として電気を使用する施設（新省令

別表第 3 の 3 の 8 の項に含まれる、廃棄物を処理する製鋼用電気炉等）についても、排出ガ
ス中酸素濃度が一般大気程度の比率であることから、標準酸素濃度補正を行わない。  

 
２．定期測定の頻度  
 ばい煙発生施設においては、排出ガス量が1 時間当たり 4 万 N m 3 以上の施設にあっては 2
ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以上、排出ガス量が 1 時間当たり 4 万 N m 3 未満の施設に

あっては 6 ヶ月を超えない作業期間ごとに 1 回以上の頻度でばい煙濃度を測定することとさ
れている。ばい煙濃度の測定と同時に水銀濃度の測定を実施することが可能であり、かつ再

測定（本章「 3．測定結果の確認方法について」を参照）にかかる時間を考慮し、水銀排出施
設における排出ガス中の水銀濃度について、以下の①～④の頻度で「定期測定」を行うこと

とした。  
①排出ガス量が 1 時間当たり 4 万 N m 3 以上の施設  4 ヶ 月 を 超 え な い 作 業 期 間

ごとに 1 回以上  
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②排出ガス量が 1 時間当たり 4 万 N m 3 未満の施設  6 ヶ 月 を 超 え な い 作 業 期 間

ごとに 1 回以上  
③専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉  年 1 回以上  
④専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉  年 1 回以上  
 ③に示す専ら銅、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉は、この後の工程を容易にする

ために、硫化鉱に通常 2 0 0～ 3 0 0℃程度の熱をかけて水分を蒸発させる炉である。硫化鉱中の
水銀の形態は概ね硫化水銀であると考えられることから、乾燥炉で熱をかけても基本的には

水銀等は発生しない。ただし、温度設定は事業者が自主的に行うものであり、水銀等が発生

する温度で運転しないことが制度上、施設の構造上又は現実的に担保されるものではない。  
 また、④に示す専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解炉は、廃鉛蓄電池又は廃は

んだから鉛を再生するために、熱をかけてこれらを溶解させる炉である。廃鉛蓄電池又は廃

はんだには水銀等が含まれていないので、基本的に水銀等は発生しない。ただし、炉に投入

する原料は事業者が自主的に決めるものであり、水銀等が含まれる可能性のあるスクラップ

等を原料としないことが制度上、施設の構造上又は現実的に担保されるものではない。  
 以上のとおり、③及び④については、基本的に水銀等が発生しないと考えられるが、制度

上、施設の構造上又は現実的に制限されることではないことから、当該施設から水銀等が発

生しないことを確認するために、年 1 回以上の測定を求めることとした。  
 
３．測定結果の確認方法について  
 今般設定した排出基準は、測定結果に一定の濃度変動が内在することに留意し、対象施設

において一度でも超えてはならない水準として設定するのではなく、平常時における平均的

な排出状況として達成しうる水準として設定したものである。このことから、水銀排出施設

及び排出ガス処理設備が安定的に稼動しており、かつ排出ガス処理設備として水銀等の大気

への排出の削減に関する利用可能な最良の技術が導入されている場合であっても、投入物の

水銀含有量によっては、排出ガス中の水銀濃度が突発的に高濃度となる可能性がある。この

ため、定期測定において排出基準を上回る水銀濃度が検出された場合は、その測定結果が平

常時における平均的な排出状況を捉えたものであるかを確認するため、「再測定」を実施し

たうえで評価することとした。  
 具体的には、定期測定において排出基準を上回る水銀濃度が検出された場合には、水銀排

出施設の稼働条件を一定に保った上で、速やかに計 3 回以上の再測定（試料の再採取を含む。）
を実施し、初回の測定結果を含めた計 4 回以上の測定結果のうち、最大値及び最小値を除く
全ての測定結果の平均値により評価する。定期測定の結果が排出基準の 1 .5  倍を超える場合
は、定期測定の結果を得てから 3 0  日以内、それ以外は定期測定の結果を得てから 6 0  日以内
に再測定の結果を得ることとした。排出基準を大きく超過した施設（排出基準の 1 .5 倍を超え
た施設）については、排出ガス処理設備の不具合も想定されるため、迅速に対応するべきだ

が、測定事業者の手配に要する時間等を考慮し 3 0  日間以内に再測定の結果を得ることとし
た。  
 なお、定期測定の結果が出た時点で定期点検等のため休止している場合や、自然災害等に

よるやむを得ない事情がある場合は、上記の限りではなく、また再測定のみを目的に施設を

稼働する必要はないが、できる限り速やかに再測定を行い、結果を得るよう事業者を指導さ

れたい。  
 再測定後の評価においても排出基準を上回る水銀濃度が検出された場合には、水銀排出者

から各都道府県知事等にその旨を連絡することとし、原因究明及び再発防止策について適切

に指導されたい。  
 なお、排出基準は、大気中に排出された水銀等を直接吸入することによる健康被害を防止

するというよりも、環境中を循環する水銀の総量を地球規模で削減するという観点から水銀

等の大気排出量をできる限り抑制すべく設定したものであることから、排出基準を超える水

銀等が排出されたとしても直ちに地域住民に健康被害を生じるものではないことに留意が必

要である。  
４．測定結果の記録について  
 測定結果は新省令様式 7 の 2 に記録することとしている。ばい煙の測定結果の記録におい
ては、一工程の平均値を記録することとしており、水銀濃度の測定結果の記録に際しても、

水銀等の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均値を測定結果として差し支えな

い（ただし、定期測定において、平常時における一工程の平均の量と考えられる範囲内に限

る。）。なお、再測定を実施した場合は、その評価方法の特殊性に鑑み、最大及び最小の値を

含む全ての値について記録・保存することとする。  
 
５．粒子状水銀の取扱いについて  
 実態調査の結果、一部の施設を除き、全水銀に占める粒子状水銀の割合は5％未満と非常に
少ないことが確認された。  
 そこで、事業者の負担を軽減する観点から、粒子状水銀の質量比が測定結果の誤差の範囲

に収まることが確認できた場合に限り、粒子状水銀の測定を省略し、ガス状水銀の濃度が新

省令別表第 3 の 3 に規定する排出基準を満たすことをもって、当該施設の基準を満たしてい
るものとみなすことができるとした。  
粒子状水銀の質量比が測定結果の誤差の範囲に収まることの具体的な確認方法としては、連

続する 3 年の間継続して、以下いずれかの条件を満たすことを確認することとした（告示で
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定める測定法により測定することとし、定期測定で求められる測定回数以上の測定が行われ

ている場合に限る。）。  
① 粒子状水銀の濃度が、ガス状水銀の試料ガスにおける定量下限未満であること（定量

下限は、告示に示す方法により求めることとなる。）  
② 測定結果の年平均が5 0  μ g / N m 3 未満である施設のうち、各測定結果において、水銀濃

度に対する粒子状水銀の濃度が 5％未満であるもの  
③ 測定結果の年平均が5 0  μ g / N m 3 以上である施設のうち、各測定結果において、水銀濃

度に対する粒子状水銀の濃度が 5％未満であり、かつ、粒子状水銀の濃度が 2 .5  μ g / N m 3

未満であるもの  
 連続する3 年の期間の途中で、新法第 1 8  条の 2 5  に規定する構造等の変更の届出が必要と
なる水銀排出施設若しくは水銀等の処理施設（排出ガス処理設備）に変更があった場合又は

水銀排出施設への投入物に大幅な変更があった場合には、①～③いずれかの条件を満たして

いたとしても「連続する 3 年の間継続して」とは認められない。そのため、変更後の稼働状
況の下で再度、連続する 3 年の間継続して①～③のいずれかの条件を満たすことを確認する
ことが必要である。  
 なお、「年平均」とは、連続する1 年の間の定期測定の結果を平均して算出した値とする。
ただし、再測定を行った場合には、再測定を行うこととなった際の定期測定の結果ではなく、

当該再測定の結果（再測定を行うこととなった際の定期測定の結果を含めた計 4 回以上の測
定結果のうち、最大値及び最小値を除く全ての測定結果の平均値）を用いて、年平均を算出

すること。  
 また、上記いずれかの条件を満たし、粒子状水銀の測定を省略することが可能となった施

設であっても、全水銀の濃度を最後に測定したときから 3 年を超えない期間に 1 回以上の頻
度でガス状水銀及び粒子状水銀の濃度をそれぞれ測定することにより、上記①～③のいずれ

かの条件を満たす排出状況が継続していることを確認することとする。測定の結果、条件を

満たさない排出状況であることが確認された場合には、粒子状水銀の測定の省略及びガス状

水銀の濃度を全水銀の濃度とみなす措置は解除することとする。測定の結果、引き続き条件

を満たす排出状況であることが確認できた場合でも、その時点から３年を超えない期間に 1
回以上の頻度でガス状水銀及び粒子状水銀の濃度をそれぞれ測定することが必要である。  
 今後、排出ガス中の全水銀に占める粒子状水銀の質量比が十分に低いことが確認できた施

設分類については、ガス状水銀の濃度の測定結果のみをもって全水銀の濃度の測定結果に代

えることも検討することとしている。改正法の施行後 5 年を経過した場合において、新法の
施行の状況について検討を加え、必要があると認める時は、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとされているが、粒子状水銀の取扱いについては、この検討の一環と位置付け

ており、知見の収集の観点から、新省令様式第 7 の 2 によるガス状水銀及び粒子状水銀の濃
度の測定記録が重要である旨改めて認識されたい。  
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第５編 参考文献 

第1章 除害設備 

１．排ガス処理装置の概要 
1.1 排ガス処理装置の種類 

排ガス処理装置は，廃棄物焼却炉，ボイラー，内燃機関などの燃焼装置の廃棄物の燃焼や燃料の燃焼

によるばいじん，有害な排出ガス，または化学薬品製造，塗装乾燥などの工場からは有害物質を含んだ

排出ガスを無害化するため，除塵や有害物資の分離などを行うものである。 

排ガス処理装置の種類は，下記の表 1に示すとおり，主にばいじんを除去する集塵装置（集塵機）と

有害ガス除去装置に大別される。 

表１ 排ガス処理装置の種類 

排ガスの種類 処理装置 主な装置名称 

ばいじん 集塵装置 1)重力集塵装置，2)慣性力集塵装置，3)遠心力集塵装置 

4)洗浄集塵装置，5)電気集塵装置，6)濾過集塵装置 

有害ガス  有害ガス処理装置 1)乾式洗煙装置，2)湿式洗煙装置，3)触媒燃焼装置， 

4)活性炭吸着装置 

 

1.2 集塵装置の原理 

集塵装置は，大気汚染の防止や有価物の回収を目的として排ガス中のばいじんや粉塵などの粒子を

分離する装置であり，主に下記の 1)～6)の種類がある。 

1) 重力集塵装置：ばいじんの重力沈降でばいじん(粉塵)を気体から分離する。 

2) 慣性力集塵装置：気体の流れる向きを変化させ，ばいじん(粉塵)の質量慣性力で粉塵を分離する。 

3) 遠心力集塵装置：気体を塔内で旋回させ，ばいじん(粉塵)の質量遠心力で粉塵を分離する。 

4) 洗浄集塵装置：液体を噴霧し，吸収（吸着）させることにより分離する。除塵とともに溶解性有

害ガスの吸収吸着除去が可能である。 

5) 電気集塵装置：ばいじん（粉塵）を帯電させ，逆に帯電した電極板に吸着させる。乾式と湿式が

ある。 

6) 濾過集塵装置：繊維状のろ布で気体を濾過しばいじん（粉塵）を分離する。 

1.3 有害ガス処理装置の原理 

有害ガス処理装置は，大気汚染の防止を目的として排ガス中の窒素酸化物（NOx）や硫黄酸化物(SOx)・

塩化水素（HCl）等のガス状の有害成分を分離する装置であり，主に下記の 1)～4)の種類がある。湿式

の装置は，ばいじんや粉塵などの粒子も分離する。 

1) 乾式洗浄装置：排水処理を必要としない主に固型またはスラリーの薬剤による吸収・化学反応で

有害ガスを除去する。 

2) 湿式洗浄装置：処理する化合物や粒子状の物質が洗浄液と接触することにより有害ガスを除去す

る。 

3) 触媒燃焼装置：排ガス中の窒素酸化物（NOx）や揮発性有機炭化物（VOC）等を触媒で排ガスと

接触させ酸化反応で有害ガスを除去する。 

4) 活性炭吸着装置：排ガス中のダイオキシン類（DXN）や水銀（Hg）等を活性炭で吸着することに

より有害ガスを除去する。  
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２．排ガス処理装置の特徴 
2.1 集塵装置 

集塵に利用される原理は，重力，慣性力，遠心力，洗浄・衝突（液体との接触），電気力，ろ過など

があり，集塵装置の種類と特徴を表 2に示す。 

 

表 2 集塵装置の種類と特徴 

集塵装置種類 

原理 
特 徴 形式 

粒子径 

（µm） 

ガス 

速度 

(m/s) 

圧力 

損失 

(kPa） 

集塵 

効率 

（%） 

備  考 

重力沈降集塵装置 

粒子重力沈降分離 

低速度で自然沈降し，圧

力損失が少なくが,大粒子

に適用する。 

沈降式 ＞50～ ＜3 ＞0.1  

低い 

低い 簡単なプレ集塵装置

であるが ,適用が限ら

れる。 

慣性力集塵装置 

粒子慣性力分離 

障害物によってガス流れ

を方向転換させ,或いは粒

子の慣性力で分離する。

大粒子に適用する。 

曲管式 

ル-バ-式 

＞15～ 

＞5～ 

＞10 

～30 

＞0.5 

低い 

中 上記同様で小型化で

きる。 

遠心力集塵装置 

粒子遠心力分離 

(サイクロン) 

 

排ガスの気流を旋回させ,

遠心力でばいじん等固形

物を分離囚集塵させる。

圧力損失が大きいので送

風機能力も大きくなる。 

接戦型 

 

軸流型 

マルチ 

 

＞5 

 

＞5 

10～ 

100 

6～20 

 

10～20 

1.0～ 

2.0 

0.5～ 

2.5 

高い 

＞70～ 

高い 

極めて簡単な集塵総

理であり，多くで使用 

されている。水を噴霧

した集塵効率の良い

湿 式 サ イ クロ ンが あ

る。 

洗浄集塵装置 

粒子洗浄吸着 

粒子払い落し 

液体(主に水)を噴霧し，粒

子を吸収（吸着）させること

により分離する。集塵効率

が高いが,排水処理の必要

がある。 

 

充填塔 

水噴霧 

ｵﾘﾌｨｽ 

ﾍﾞﾝﾁｭﾘｰ 

ｻｲｸﾛﾝ 

(上記) 

1～100  

1～100 

0.05～ 

  50 

3～8 

2～12 

15～ 

100 

0.5～1.5 

0.3～0.7 

3～10 

中～高い 

50～60 

40～55 

70～99 

多種類あり，多く利用

されているが ,形式の

選定,送風機の選定が

必要である。 

 

 

電気集塵装置 

粒子帯電電気力 

直流の高電圧により放電

極と集塵極のコロナ放電

を発生させ,そのイオンを

ばいじん等に帯電させ集

塵極に集塵させる。 

乾式 

湿式 

＞0.05 0.3～3 0.05～ 

 0.2 

低い 

＞99 ろ過式集塵機が普及

する前に多くの施設で

使用されていた。 

粒子の帯電率で捕集

効率が変化する。 

ろ過式集塵装置 

粒子のろ過 

 

バグフィルターとも呼ばれ,

ろ布はガラス繊維，テフロ

ン製等樹脂繊維などがあ

り，微粒子の集塵も可能で

ある。湿度の高い排ガスは

不適である。 

払落し 

逆洗 

パルス 

ハンマ 

振動 

 

＞0.1 0.5～ 

 4.0 

0.5～1.5 

高い 

＞99 ろ布に補足したばいじ

ん等の粒子は逆洗浄

等での払落しが必要

であり，使用温度範囲

（100℃～300℃程度）

がある。 

集塵した飛灰は，廃棄物処理法での金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令判定基準

（環境庁告示第 13号）の適用を受けるので，飛灰の分析を行い廃棄物の最終処分の判定，無害化する

ための適正処理をしなければならない。  
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排ガス 

捕集ダスト 捕集ダスト 

図 1 重力沈降集塵装置の例 

排ガス 

捕集ダスト 

図 22 ル－バ－式慣性力集塵装置の例 

排ガス 

捕集ダスト 

図 21 曲管式慣性力集塵装置の例 

排ガス 

デミスター 
スプレー 

充填層 

P 

図 4 充填塔洗浄集塵装置の例 

排ガス 

図 3 遠心力集塵装置の例 

捕集ダスト 
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2.2 有害ガス処理装置 

排ガス中の有害ガスは，環境に影響を与える物質を含むため，有害ガス処理装置においてこれらの

物質を除去する。主な有害ガス処理装置は，湿式洗浄塔と乾式洗浄塔がある。 

湿式洗浄は，水（薬液を含む）を利用して有害ガスや粒子状の物質が洗浄液と接触することにより

行われ，主に塩化水素（HCl）やアンモニア（NH3）のような水溶性の有害ガスとばいじん粒子を除

去するのに用いられる。洗浄水は排水処理設備を設置することが多い。湿式洗浄塔の種類は，スプレ

ー塔，充てん塔，ベンチュリースクラバー，濡れ壁塔，流動吸収塔，十字流接触塔など数多くの種類

がある。これらの湿式洗浄塔は，有害ガス処理後の排ガス中の水分が増え，処理ガスを煙突から排出

した場合，水蒸気ミストの白煙が発生して可視煙となる場合がある。 

乾式洗浄装置（半乾式洗浄装置を含む）は，排水処理設備を必要せず，塔内（煙道含む）の吸収剤

や吸着剤等を用いて化学反応や吸着等で有害ガスを除去する。半乾式洗浄装置は，湿分を飽和にする

湿式洗浄塔とは異なり，煙道ガス中で蒸発可能な量の湿分と薬剤等が加えられ化学反応等で有害ガス

を除去する。乾式洗浄装置（半乾式洗浄装置を含む）は，湿式洗浄装置と異なり，排ガス中の水分が

増加することなく，水蒸気ミストの白煙が発生して可視煙となることが少ない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

排ガス 

整流板 集塵極＋ 

捕集ダスト 

図 5 電気集塵装置（乾式）の例 

放電極－ 

排ガス 

図 6 ろ過式集塵装置（乾式）の例 

捕集ダスト 

コンプレッサー 

逆洗空気 

ろ布 

リテーナ 

整流板 

排ガス 

P 

図 7 スプレー塔の例 

スプレー 

排ガス 

P 

図 8 充填塔の例 

デミスター 

スプレー 

充填層 
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３．測定分析 

3.1 排ガス処理装置の性能 

ばいじん・有害ガスの発生源の状況，排ガス集塵装置や有害ガス装置の維持管理等で装置入口の排

ガス測定を行うことがある。この場合，装置入口と出口の排ガス測定を同時に行うことが多く，発生源

の排ガス濃度の他に排ガス処理装置の除去効率（η）等性能が確認できる。但し，排ガス処理装置に侵

入空気が混入することがあり，一定の酸素濃度（標準酸素濃度）に換算した濃度にする必要があり，排

ガス測定を行う時に酸素の濃度の測定が必要となる。酸素濃度測定は，JIS K 0301排ガス中の酸素分析

方法により，試料採取として a) 注射筒法，b) 捕集バック法，c) 捕集瓶法があり，分析として a) ガス

吸収法（オルザット式），b) ガスクロマトグラフ法があり，その他自動計測法がある。 

標準酸素濃度は，大気汚染防止法により施設の種類および燃料の種類で定められている。 

 

排ガス 

P 

図 9 ベンチュリースクラバーの例 

スプレー 

排ガス 

P 

図 10 濡れ壁塔の例 

スプレー 

濡れ壁 

排ガス 

P 

図 11 十文字流接触塔の例 

充填層 

排ガス 

P 

図 12 充填物流動式吸収塔の例 

グリッド 

グリッド 

充填物流動体 

スプレー 

デミスター 
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除去効率  (%) = 1 − × 100 

 C1：装置入口濃度（酸素換算濃度) （ppm，または mg/m3） 

 C2：装置出口濃度（酸素換算濃度) （ppm，または mg/m3） 

 

酸素換算濃度  = × 21 −標準酸素濃度 21 −実際の排ガス中の酸素濃度  

  C：酸素換算濃度 

 Cs：分析濃度（酸素換算前） 

 

酸素換算濃度計算例（廃棄物焼却炉の場合） 

 酸素換算濃度：12 %（大気汚染防止法） 

 実際の排ガス中の酸素濃度：9.0 % 
 分析濃度（酸素換算前）：100 ppm  = 100 × 21 − 1221 − 9.0 = 75  

 
また，除去効率(η)は，酸素換算値を用いる他にガス量を掛け合わせ，絶対量で評価することもで

きるが，この場合は，装置入口の JIS Z 88808によりガス量の測定が必要になる。 

 

除去効率  (%) = 1 − ×× × 100 

 C1：装置入口濃度（酸素換算濃度) （ppm，または mg/m3） 

 C2：装置出口濃度（酸素換算濃度) （ppm，または mg/m3） 

 Q1：装置入口ガス量（乾きガス量 m3/h） 

 Q2：装置出口ガス量（乾きガス量 m3/h） 

 

3.2 測定分析の注意事項 

通常の特定施設等の排ガス測定分析の位置は，大気汚染防止法や条例等に基づき集塵装置や有害ガ

ス洗浄装置の排ガス処理装置出口から最終排出（煙突）で定期的に実施している。しかし，特定施設の

発生源，排ガス処理装置の性能等の確認のため，排ガス処理装置入口で排ガス測定を実施することが

ある。これらの測定分析は，機材搬入の通路，採取する場所や測定口の採取位置の安全性の確保が優先

で，装置入口ガスの性状（温度・圧力・水分・流速），ダスト濃度・有害ガスの情報を得ると共に排ガ

ス処理装置は様々な特徴があるので測定分析の計画を行うために十分な注意を払う必要がある。これ

らの測定分析は，経験者による計画と実施が望ましい。 

（1）作業者の安全衛生確保等 

作業場所等作業の安全衛生確保は，依頼者と十分な情報を得て，事前計画の作成と協議が肝要で

ある。特に，初めての測定分析を行う施設では現地踏査を行い十分な安全衛生確保を実施しなけれ
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ばならない。 

・作業者の労働衛生：安全衛生保護具，輻射熱，ガス漏洩，緊急避難経路の有無 

安全帽(ヘルメット)，防塵・防毒マスク，安全靴，安全手袋，火防衣 

エアーラインまたはボンベマスク，飲料（熱中症対策） 

・機材搬入通路  ：機材搬入の容器・重量等，歩廊・階段の確保，エレベータの有無 

・作業場所の確保 ：作業場所の広さ(床・壁・天井)，安全柵の有無 

（2）装置入口のダクト 

測定分析する装置入口のダクトの形状等, 採取場所の測定孔などを事前に確認する。 

・ダクトの形状等 ：ダクトの種類・直管部・断面積の確認，内壁(耐火材)の寸法の確認 

・採取場所の確保 ：測定孔の確保・型式・寸法・大きさ・取外しの確認， 

機器・機材設置の確保，電源（水源）の確保 

（3）操業状況 

測定分析する際の操業状況と時間帯等を事前，更に当日に確認する。 

・定常連続負荷操業：負荷状況(燃料・原材料等)の確認 

・半連続負荷操業 ： 負荷状況(燃料・原材料等の頻度，操業時間等)の確認 

・バッチ式操業  ：負荷状況（燃料・原材料等の頻度，操業時間，立上げ等）の確認 

（4）温度 

排ガス処理装置入口の排ガス温度は，特定施設の装置の種類と測定位置により異なるが，通常の

燃焼に伴う施設であれば，800 ℃以上の高温，或いは金属の製銑や溶解炉であれば 1000 ℃以上にな

ることがある。 

・採取管     ：材料の選定［ガラス・硬質ガラス・石英・金属性・磁性管（耐熱）］， 

管径・肉厚，採取管の冷却方法（自然・強制空冷，水冷等） 

・試料採取    ：排ガス吸引速度・吸引量，ガス捕集瓶の冷却方法（氷，ドライアイス等） 

（5）危険なガス 

測定孔を開ける際に正圧で排ガスが噴き出すことがあり，また，採取中の放散ガスが作業場所に

滞留することがあり，測定分析する有害ガスを含め漏洩に注意を払う必要がある。 

・一酸化炭素(CO) ：漏洩による中毒（50 ppm），警報器の携帯，酸化剤吸収液の検討 

・可燃性ガス(HC) ：漏洩による中毒，ガス警報器の携帯，採取試料の引火爆発の注意 

・有害ガス    ：漏洩による中毒，防塵・防毒マスクの着装 

（6）ダスト濃度及び有害ガスの採取 

集塵装置入口の排ガス中のダスト濃度は，数 g/m3以上に高い場合があり，また，有害ガスの濃度

が非常に高い場合がある。測定分析を実施する際は，事前に採取量・採取時間等を決めると良い。 

・ダスト濃度   ：ノズル径（4 mmφ程度），採取量 10 L以上，採取時間（平均ガス確保） 

・有害ガス    ：実績，燃焼計算等で予測濃度を把握，分析値の定量下限確保の吸引量 
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第 5 編 参考文献 

第 2章 共通機器（分析機器の手引き 2019 JAIMAより抜粋） 

 

一般社団法人 日本分析機器工業会 様のご厚意により， 

分析機器の手引き 2019より抜粋させていただきました。 

 

1.1 イオンクロマトグラフ 

1.2 ガスクロマトグラフ（GC） 

1.3 ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS） 

1.4 原子吸光光度計（AAS） 

1.5 誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES） 

1.6 紫外・可視分光光度計 

1.7 蛍光光度分析装置 

1.8 はかり 

1.9 電子天秤 
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1.1 イオンクロマトグラフ 
 

 

 

 

1． 構成と機能 

イオンクロマトグラフは液体クロマトグラフ（1.3.2参

照）の一種であり，溶液中のイオン，特に無機陰イオン

やアルカリ，アルカリ土類金属イオンの測定方法として

発展してきた。基本構成は液体クロマトグラフとほぼ同

じであるが，検出法に工夫がされてきた。 

 初期のイオンクロマトグラフでは，移動相（溶離液）

に塩溶液を，分離用に低交換容量のイオン交換樹脂カラ

ムを，検出器として電気伝導率検出器を使用していた。

測定におけるベース電気伝導率を下げて各イオン種のピ

ーク増感をするために，検出器の前にサプレッサーと呼

ぶ対イオン除去機構を適用した。 

 塩化物イオン（Cl－）や硝酸イオン（NO3
−）などの無

機陰イオンの分析では，分離カラムに陰イオン交換カラ

ムを，溶離液にKOH溶液や炭酸緩衝液などを使用する。

サプレッサーには，H+形の陽イオン交換樹脂が使われ

た。 

 KOH溶液を溶離液にした場合，KCl，KNO3などを含む

試料中無機陰イオンはカラムを通過する事で各イオン種

に分かれる。このときの対イオンはK+であり，また，ベ

ースとなって流れる液はKOH液であり，K+が検出を妨害

する。サプレッサーを通すと分析対象の各イオン種はそ

のまま陰イオンであるが，対イオンはH+となる。また，

ベースに流れる液はK+がH+と置き換わるために水とな

る。K+とH+の当量伝導率はH+が遙かに大きく，ピークが

増感される。一方ベース電気伝導率はKOHが水に置き代

わるため，非常に低くなる。このことにより，無機陰イ

オンが高感度に測定でき，環境分析を中心に使用されて

きた。その後，サプレッサーもカラム方式からチュー 

ブ方式，膜方式，電解方式など様々なものが開発されて

いる。 

 現在では，サプレッサーを使用しないノンサプレッサ

ー法，間接吸光法などの検出法，静電的分離やイオン排

除分離など，様々な手法が開発され，対象のイオン種

も，無機陰イオンやアルカリ金属イオン，アルカリ土類

金属イオンだけでなく，遷移金属，有機酸，アミン類な

ど様々なイオン種に広がっている。 

 

2. 特徴 

(1) 無機陰イオン等が㎍～mgレベルで測定できる。 

(2) 分析に用いる試料量が少ない（通常50～250μL）。 

(3) 比較的前処理が簡単である。 

(4) 多イオン同時分析が可能である。 

(5) 価数分が可能である。 

3. 用途 

(1) 表層水，地下水，酸性雨などの環境分析 

(2) 農地の土壌分析や肥料などの農業資材分析 

(3) 発電所などのボイラー水や冷却水の管理 

(4) 工業製品，食品などの工程管理や品質管理 

(5) 工場などの排水管理，処理施設の運転管理 

(6) 水道，下水道などの公共用水の管理及び監視 

(7) 工業製品の原材料管理，廃プラスチックの分析 

(8) 排ガス分析 

 

図 1 イオンクロマトグラフ装置の基本構成 図 2 イオンクロマトグラム例 
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1.2 ガスクロマトグラフ（GC） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 ガスクロマトグラフ（GC）の代表的な構成例を図 1 に

示す。キャリヤーガスと呼ぶ移動相にはヘリウム或いは窒

素がよく使われる。（概説 1.3 参照） 

 分離を行うカラムは大別するとキャピラリーカラムと

充塡カラムとになる。キャピラリーカラムは内径 0.1～1.2 

mm 程度，長さ 5～100 m 程度の溶融シリカキャピラリー，

金属などの細管を使い，内面に固定相となる液体を塗布し

たもの，塗布してさらに化学結合したもの，固定相となる

吸着剤を固定したものなどがある。キャリヤーガスの流量

は内径 0.25 mm の場合，1 mL/min 程度である。キャピラ

リーカラムは分離効率が高く，複雑な組成の試料を扱える

ため，広く利用されている。充塡カラムはステンレス鋼，

ガラスなどの内径 0.5～6 mm 程度，長さ 0.5～20 m 程度の

管に粒度の揃った充塡剤を充塡したものである。充塡剤に

は，珪藻土系耐火レンガ粉，ガラスなどの不活性な多孔質

担体に固定相としての液体を含浸させたもの，或いは吸着

剤を用いる。充塡カラムは古くから利用されて来たが，少

なくなった。 

キャリヤーガス流量は，数 10 mL/min である。 

 カラム槽は一定温度に保つ，或いはゆっくり分離される

成分を早く溶出させるようにプログラム昇温するなどの

ため，加熱，温度調節，撹拌機構を持つ。 

試料導入部は短い時間幅で試料をカラムに導くよう工夫

されている。液体試料は気化の迅速化のため，加熱する。

充塡カラムに比較して扱える試料量の小さいキャピラリ

ーカラム用には，注入試料の一部をカラムに導くための工

夫（スプリット注入法）や，溶媒を先に排出後目的成分を

分離する等の工夫がされている。充塡カラムには，通常液

体試料ならば 1～数 μＬを全量導入する。 

 GC には多様な検出器が使われる。代表的なものを表 1

に挙げる。TCD は化合物とキャリヤーガスとの熱伝導度

の差を利用するものである。FID は水素炎中で CH ラジカ

ルの生成に始まり，ヒドロニウムイオン，H3O+が生成，電

導度が増すのを利用して有機物検出を行う。高感度で広い

直線性があり多用されている。他の検出器も高感度を示し，

分析種を ppb 濃度で検出できる例も多い。 

2． 特徴 

(1) 多様で高感度な検出器を組み合わせ利用可能。例えば，

JIS による排ガスや排水中ダイオキシンの分析法では

質量分析計を検出器に使う。 

(2) キャピラリーカラムは分離能に優れ，迅速分析も可能

である。 

(3) 前処理と組み合わせて，直接導入できない試料や低濃

度の試料に活用できる場合も多い。 

3． 用途 

(1) 石油，医薬，食品，環境等の広い分野での成分分析，

品質管理 

(2) 自動化してプロセス用，環境監視用。 

 

 

 

表  検出器の種類と特徴・性能 

検出器 特徴 ﾀｲﾌﾟ 検出下限 定量範囲 

熱伝導度検出器(TCD) 汎用，感度低い C 50 ng/mL 10 ppm～100 ％ 

水素ﾌﾚｰﾑｲｵﾝ化検出器(FID) 有機物に高感度，汎用，検量線の直線範囲広い M 10 pg/s 10 ppb～10 ％ 

電子捕獲型検出器(ECD) ハロゲン化合物に高感度，PAH，N2O に応答 C 0.1 pg/mL 0.1 ppb～10 ppm 

炎光光度検出器(FPD) S 及び P 化合物に高感度 M 1 ng/s(S)，10 pg/s(P) 10 ppb～100 ppm 

熱イオン化検出器(TID,NPD) N 及び P 化合物に高感度 M 1 pg/s(N)，0.1 pg/s(P) 1 ppb～100 ppm 

質量分析計 定性，定量に威力 M 1 ng/s(TIM)，1 pg/s(SIM) 0.1 ppb～100 ％ 

＊ 応答が，C:濃度依存形，M：質量依存形  

図 1 ガスクロマトグラフの構成例 図 2 n-アルカン類のガスクロマトグラム 
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1.3 ガスクロマトグラフ質量分析計（GC-MS） 
 

 

 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 GC-MS は図 1 に示すように主にガスクロマトグラフ

（GC），質量分析計（MS），インターフェイス（GC-MS 接

続部。最近の装置はキャピラリーカラムを使っており直

結），及びシステム制御・データ処理部から成る。GC は試

料導入部，カラム（オーブン），MS はイオン化部（イオン

源），質量分離部（アナライザー），検出部（検出器），及

び真空排気部（真空ポンプ）で構成される（概説 1.3 及び

1.4 参照）。システム制御・データ処理部は GC や MS の各

部を作動させるエレクトロニクス部の制御を始め，データ

の取得，記録，処理，解析，システム全体の制御，各部の

モニタリング，診断なども行う。 

 GC-MS で分析対象となる成分は GC に適用可能な有機

化合物や無機ガスなどであるが，一般に気体又は液体の混

合物試料を GC-MS に導入すると GC で分離された各成分

は連続的に MS のイオン源に入りイオン化される。生じた

イオンはアナライザーに導かれ，m/z に応じて分離される。

分離されたイオンは順次，検出器でその量に応じた電気信

号に変換され記録される。 

 GC-MS では通常，イオン化法として電子イオン化（EI）

法，及び化学イオン化（CI）法が用いられる。 

2． 特徴 

 GC-MS の特徴は混合物の分離に優れている GC と試料

成分の構造情報の取得や微量成分の検出に優れているMS

を組み合わせて用いることにより，試料に関する各種の情

報を高感度で得られることである。 

 また，GC-MS の特徴の一つにアナライザーの多様性が

あり，実際に多くの型式のものが目的に合わせて使用され，

1）四重極形（Q），2）磁場形（二重収束形），3）イオント

ラップ形，4）飛行時間形（TOF）などがある。国内では

GC-MS の 8 割以上が QMS であるが，最近は GC-MS/MS

としてタンデム形の MS/MS が用いられることも多くなっ

ている。極めて高感度で選択性の高い分析を必要とされる

場合に使用される。 

 MS/MS としては三連四重極（QQQ）や Q-TOF が代表的

である。測定モードには一定質量範囲を連続的に測定する

全イオンモニタリング（SCAN）と特定の m/z のみを測定

する選択イオンモニタリング（SIM）がある（最近の GC-

QMS は同時に両モードでの測定が可能）。前者からは質量

スペクトル，全イオン電流クロマトグラム（TICC），抽出

イオンクロマトグラム（EIC）が，後者からは SIM クロマ

トグラムが得られ，各成分の保持時間及び質量スペクトル

等から定性，クロマトグラム上のピーク面積から定量分析

が行われる（概説 1.3，1.4 参照）。図２に樹脂中のフタル

酸エステルの測定例を示した。 

 測定可能な濃度レベルは一般に定性で ppb～ppm，定量

で ppt～ppb レベルである。また，種々の前処理導入装置

が開発され用途が拡大している。 

3． 用途 

 主に GC で適用可能な有機化合物が対象となるが，用途

としては定性よりも定量分析の方が多い。 

 応用分野は食品，香料，環境，化成品，石油・石化，高

分子，材料，法医，臨床，医薬品，メタボロミクス等，極

めて多岐にわたる。 

 

 

 

  

図 1 GC-MSの構成例 図 樹脂中のフタル酸エステル測定例 

信
号
強
度

 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021 年版） 

第 5 編 第 2 章 共通機器（分析機器の手引き 2019 より抜粋） 

 5 © JEMCA 2021  

1.4 原子吸光光度計（AAS） 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1． 構成と機能 

 炎などの熱源へ試料を導入し，成分元素を原子化させ

る。これに測定目的の元素特有の波長を持つ光を照射す

ると，この光を吸収し基底状態よりもエネルギーが高い

励起状態の原子に変化する（概説1.2の図3参照）。この

現象で吸収された光の量を吸光度として測定し，目的元

素の濃度を算出する方法が原子吸光光度法である。図1に

原子吸光光度計の構成例を示す。原子吸光光度計の光源

には，一般に中空陰極ランプ（ホローカソードランプ）

が用いられる。ホローカソードランプは陰極材料に含有

する元素により放射される光の波長が変わるため，測定

対象の元素に適したランプを用いる。また陰極の元素の

組み合わせにより，ひとつのホローカソードランプで複

数元素の光源としても使用できる。分光器はツェルニ・

ターナー形やエシェル形が採用されており，検出器は光

電子増倍管が主流であるが，半導体検出器を搭載した装

置もある。他の分析方法と比較して試料中の共存元素の

スペクトル干渉を比較的受けにくく，様々な分野で，広

い濃度範囲の元素の分析に用いられる。 

 原子化方法には化学炎を熱源に用いるフレーム法とキ

ュベット（黒鉛炉など）を用いる電気加熱炉法がある。

フレーム法は試料を霧化して化学炎に導入し（0.5~2 

mL/min），目的元素を原子化させる方法で，主にmg/Lレ

ベルの主成分元素の分析に用いられる。化学炎は，空気-

アセチレンの混合ガスで約2000℃，亜酸化窒素-アセチレ

ンの混合ガスで約3000℃となり，測定元素に応じて使い

分ける。電気加熱炉法は，段階的にキュベットの温度を

上げて試料の乾燥，灰化，原子化を行う。μg/Lレベルの

微量元素分析に利用される。 原子吸光光度計では，ス

ペクトル干渉（バックグラウンド）を補正する方法とし

て，紫外線領域のバックグラウンド補正を行う重水素ラ

ンプ補正法や全波長領域のバックグラウンド補正が可能

な偏光ゼーマン補正法などがある。 

 測定する溶液は硝酸や塩酸溶液が多く，有機溶媒の種

類によっては測定可能なものもある。また，水素化物発

生法，還元気化法などもある。 

2． 特徴 

(1) 重金属などの高感度測定が可能。 

Znでは10 μg/Lレベル，Cd，Co，Crなどでは数十 

μg/L レベルおよびFe，Pbなどでは100 μg/Lレベルの

定量が可能であり，環境分析にも有効である。 

(2) 分析対象元素ごとに光源ランプが必要。 

ICP発光分析のような多元素同時測定には向かない。

また，定性分析の目的には使用されない。 

(3) 共存元素（マトリックス成分）の影響が少ない。 

(4) 電気加熱炉法の場合には，固体試料の分析も可能

で，前処理も簡便である。 

3． 用途 

(1) 河川水などの環境水中の主成分元素（Na，Kなど）及

び重金属（Cd，Pb，Cr，Hg，Asなど）の分析 

(2) 食品中の主成分元素および重金属の分析 

(3) 鉄および鋼中の金属分析（JIS G 1257）など 

 

  

図 1 原子吸光光度計の構成例 
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1.5 誘導結合プラズマ発光分光分析装置（ICP-AES） 
 

 

 

 

1. 構成と機能 

 ICP-AES は，高周波（27 MHz，40 MHz）を利用して発

生したプラズマを励起源とする元素の発光分析装置であ

る。溶液中の元素をアルゴンプラズマによって励起，発光

させ，その発光波長から試料溶液中に含まれる元素の確認

（定性），波長強度から定量を行う分析法である（概説1.2 

の図3 参照）。装置は誘導結合プラズマ(ICP)部と発光分光

分析(AES)部からなる。ICP 部は高温プラズマ内(6000～

10,000 K)で元素を原子化して，励起，発光させる。このICP 

部は高周波電源，ガス供給部，試料導入部からなる。 

プラズマは，トーチと呼ぶ3 重構造の石英製同心円状ノズ

ルに外側から冷却ガス（通常10～20 L/min），補助ガス（同

0.1～2 L/min），キャリヤーガス（同0.5～2 L/min）（いず

れもアルゴンガス）を送り，高周波をトーチ外側の誘導コ

イルに供給して形成させる。 

試料溶液はネブライザーにより噴霧され（同 0.5～

2mL/min），スプレーチャンバー内で粒子を分別後，微小

粒子がキャリヤーガスでトーチに導かれる。 

 AES 部はプラズマから，各元素に特有な波長の発光を

分光器にて分光する部分である。光の観測方向はアキシャ

ル(軸方向)とラディアル（横方向）があり，アキシャルは

主に低濃度分析，ラディアルは主に高濃度またはアルカリ

金属の分析に使われる。プラズマ先端部（観測位置付近）

は比較的低温であることから自己吸収現象が起こるため，

その先端部分は冷却コーンにガスを流してカットしてい

る。また検出器にはバックグラウンド発光を同時に測光可

能な半導体検出器CCD（電荷結合素子）が用いられる。 

2. 特徴 

(1) 励起源が約6000～10,000K（励起温度）と高温のため，

多くの元素を励起発光できる。また標準液があれば，

周期表の70 元素ほどの元素を定性，定量できる。 

(2) 多元素の同時分析に対応できる。 

(3) 励起源に不活性アルゴンガスを使用するため，安全性

が高い。 

(4) 原子吸光法に比べて検量線の直線範囲が広い。 

(5) 試料量が，1mL 程度と少量である。 

(6) 水溶液から有機溶媒まで安定に導入できる。 

(7) 試料溶液中の共存元素（マトリックス）の影響が少な

い。 

3. 用途 

 溶液化できる試料であれば，あらゆる分野に適用可能で

ある。 

(1) 環境分野（河川，土壌など）での有害元素分析。 

(2) 金属分野（貴金属，メッキ液，産業廃棄物など）での

主成分，微量成分分析。 

(3) 食品・肥飼料分野（米，麦，お茶，飲料水，製菓，野

菜など）での主成分，微量分析。 

(4) 石油・化学分野（潤滑油），医薬品（製剤）など有機

溶媒で希釈，溶解した試料の分析。 

(5) セラミックス，鉱石類分野での主成分，微量成分分析 

 

  

ネブライザー 

波長／nm 

発
光
強
度
／
任
意
単
位

 

図 1 ICP-AESの装置構成 図 2 ICP-AESスペクトル（Cd 214.439 nm 0.02 mg/L） 



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021 年版） 

第 5 編 第 2 章 共通機器（分析機器の手引き 2019 より抜粋） 

 7 © JEMCA 2021  

1.6 紫外・可視分光光度計 

 

 

 

1. 構成と機能 

 光が物質を通過するとき，エネルギーの一部が失われる

現象が吸収である。試料に入射した光と試料を透過した光

の強度比から透過率（T%）や吸光度（A）を求め（概説1.2

の4参照），光の波長に対してプロットした図が吸収スペ

クトルである（図1）。 

 吸光度は溶液の濃度に比例する。濃度既知の試料数点の，

各々の試料濃度と吸光度の関係を検量線として，濃度未知

の試料の吸光度から濃度を求める。 

 分光光度計の構成例を図2に示す。測光方式としてシン

グルビーム方式とタブルビーム方式とがあり（図2），後

者は分光器から出た光を対照光束と試料光束とに分け，両

者の強度比を演算し，透過率（T）もしくは吸光度（A）を

求める。この方式は光源強度の波長分布と揺らぎを自動補

償できる。 

 概説1.2の図11に示したように光源には一般に重水素ラ

ンプ（D2）を紫外部用にハロゲンランプ（WI）を可視部用

に用いる。分光器は回折格子やプリズムを用いて必要な波

長を選択する。波長純度を高めるため，スリットで波長幅

を狭める。試料室部は液体試料用セルホルダーの他，各種

ホルダーを目的に応じて使い分ける。セルの材質には石英，

ガラス，ポリスチレン等の樹脂製があり，測定波長範囲に

応じて使い分ける（概説1.2の図11参照）。光路長は1cmの

ものが良く使われる。透過光強度のうち溶媒による吸収を

補償するため，溶媒だけ（対象成分を含まない）を透過し

た光強度を通常I0とすることが多い。 

測光部の検出器には，光電子増倍管あるいはシリコンフォ

トセルを使用する。 

 

2. 特徴 

（1） 試料の前処理が容易で迅速に測定できる。 

（2） 固体，液体，気体の何れの形態の試料も扱える。 

（3） 定量分析が主目的だが定性分析もできる。 

（4） 試料自体に吸収がない場合でも，呈色反応を利用し

た定量分析ができる。 

（5） 溶媒として，水や有機溶媒も使用できる。 

（6） 非破壊で測定できることがある。 

 

3． 用途 

（1） 生物・環境分野 

重金属イオンなどの種々の陽イオン，陰イオンやタン

パク等の定量分析など 

（2） 工業材料分野 

フィルム，光学素子，半導体，化粧品，顔料，樹脂，

ガラス等に対して，色度や濁度等の各種指標，膜厚，

光学分散等種々の定量や定性分析 

（3） 公定法 

工業用水試験法（JIS K 0l0l），工場排水試験法（JIS K 

0l02），食品分析法，衛生試験法，日本薬局方など 

（4） 研究用途 

化合物の電子状態，バンドギャップ，経時変化や温度

変化の分析など 
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1.7 蛍光光度分析装置 

 

 

1. 構成と機能 

 概説1.2の図4に蛍光の分子エネルギー準位との関係が

示されている。一般には，りん光寿命は10－4 s より長く，

これに対して蛍光寿命は10－8～10－9 sのものが多い。 

物質に吸収された光の一部は，振動やそのほかのエネルギ

ーとして失われるので，物質から発せられる蛍光の波長は，

励起光の波長よりも長くなる（Stokes の法則）。 

 蛍光光度計の構成例を図1 に示す。光源を出た光は励起

波長選択部で単色光となり試料に照射される。 

試料から放射された蛍光は蛍光波長選択部で目的の波長

の光に分光されて検出器に入り，蛍光強度として表示され

る。光源は中圧水銀灯やキセノンランプなどが用いられる。

また，レーザー光源で特定の原子・分子を励起して高感度

に分析する方法もある。 

励起側波長と蛍光波長の選択部には，フィルターを用いる

ものとモノクロメーターを用いるものとがある。試料を入

れるセルは一般に石英セルが用いられる。測光方式は，励

起光の散乱光の影響を少なくするための直角方向から測

定する側面方式（励起光に対して90 度）と，固体や高濃

度溶液を測定する表面方式（同22 度程度）がある。量子

収率測定のため積分球（1.2.6 など参照）を用いる方式も

ある。検出器は微弱光を測定することに適した光電子増倍

管が主流であるが，半導体検出器を搭載した装置もある。 

 蛍光光度法ではスペクトルや蛍光の強度から定性およ

び定量分析を行うことができる。スペクトルには，蛍光波

長を一定にして励起光波長と蛍光強度の関係を表す励起 

 

 

スペクトルと，励起波長を一定にして蛍光波長と強度の関

係を表す蛍光スペクトルがある。スペクトルの一例を図2 

に示した。励起スペクトルは特定の蛍光波長に対する各励

起波長での蛍光強度を，蛍光スペクトルは特定の励起波長

に対する各蛍光波長の強度を表す。 

 

2. 特徴 

(1) 高感度：蛍光光度法は吸光光度法に比べて103 倍以上

高感度である。 

(2) 選択性に優れる：蛍光物質だけが測定対象になるため，

前処理によって目的成分だけを蛍光物質に変えるこ

とで，選択性に優れた極微量の分析手段となる。 

(3) 三次元測定も可能：励起波長，蛍光波長および強度を

三次元蛍光スペクトルとして取得することで，蛍光物

質の波長特性を網羅的に把握することが可能。 

 

3. 用途 

(1) LED 材料の量子収率など性能評価及び品質管理 

(2) 三次元蛍光スペクトルデータ測定と多変量解析を組

み合わせた食品の産地判別や製品の合否判別 

(3) 生化学臨床医学関係分野：医薬品の分析，各種ビタミ

ン，添加物の食品分析，アミノ酸分析など 

(4) 多様な材料の蛍光現象の解析：染料，蛍光増白材，デ

ィスプレイ部材など 

 

  



固定発生源からの排ガス分析マニュアル（2021 年版） 

第 5 編 第 2 章 共通機器（分析機器の手引き 2019 より抜粋） 

 9 © JEMCA 2021  

1.8 はかり 

JIS B 0192 はかり用語によると， 

はかり：物体に作用する重力を利用して，その物体の質量を計量するために使用する計量器 

 注記 その操作方法に従ってはかりは，自動はかり又は非自動はかりに分類される。 

 （操作者の介在を必要とするのが非自動，必要としないのが自動） 

天びん：中央を支点とするてこを用いて，被計量物と被計量物の釣り合いを取ることで質量を計量す 

 るはかり 

 比較的高精度な計量ができ，研究室などで使用される“電子天びん”も含まれる。 

(1) 分類法 

  ① 自動はかりと非自動はかり 

  ② 機械式はかりと電子式はかり 

(2) 化学で使うはかり 

  上皿天びん，電子天びん，機械式化学天びん，機械式直示天びん 

(3) 電子天びんの細分類 

  ロードセル式，電磁式，振動式（音叉式，弦振動式） 

(4) 重要な用語 （JIS B 0192 による） 

  ひょう量：加算式風袋量を考慮しないで計量することができる最大の量。 

  最小測定量：それ未満では計量結果に過大な相対誤差を生じる可能性のある荷重の値。 

  目量：目盛り標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。感量（はかりが反応することができる質量の

最小変化）を含む 

  感度：質量（m）に対して別の質量を加えた場合，その観測された変量の変化分（ΔI）とその質量の変化

分（Δm）との商。感度 k ＝ΔI / Δm 

(5) ロバーバル機構 

17 世紀のフランスの数学者 G.P.de Roberbal が考案した機構であ

る。図に示す様に，4 本の棒で平行四辺形をつくり，支柱に装着する

部分および各部のつなぎ目はピンを通され，自由に動くような構造

になっている。左右が釣り合って，水平になっているところに，2 つ

の物体を枝 A と B につるすが，2 物体の枝上の位置をどう変えても

傾きが変化しない。2 物体が同じ質量なら枝上の位置にかかわらず水

平が保たれる。上皿天びんの皿のどの位置に分銅や物体を置いても

測定が可能なのは，この機構が働いているからである。この機構は，

上皿天びんに限らず，よく利用されている。 

 

(6) 重力加速度の地域差の問題 

電子天びんは実質的には重力計であり，重力加速度の地域差を考慮に入れて使う必要がある.重力加速

度の地域差は，地球の自転で生じる遠心力と引力との差が原因で生じ，赤道に近いほど小さく，北極に
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近いほど大きくなる。 

日本の南北では重力加速度は約 1/800 程度の差があり，仮に使用する電子天びんの分解能が数万分の

1 という高精度であっても，校正していない天びんを使えば 1/800 程度の精度しか出ないことになる. 最

近では，装置に内蔵された分銅で自動校正を行う装置もある。 

(7) 質量の標準 

2019 年 5 月 20 日から SI 基本単位の定義が変更され，質量の定義も， 

1 𝑘𝑔 = ℎ (6.626070 × 10−34)𝑚−2𝑠⁄  となった。 

実質的にはこれまでと変わらないため，基準にさかのぼれる（トレーサブル）分銅を手に入れ標準と

して使い，使用する天びんの補正をすることが求められる。通常，計量法トレーサビリティ制度 JCSS ; 

Japan Calibration Service System) に基づき校正された分銅が使われている。 
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1.9 電子天秤 

 

 

 

1. 構成と機能 

「はかり」については，概説1.8に記した中で，電子天びん

の分類も示した。電子分析天びんと呼ばれる電子式の精密

天びんは，ほとんどが電磁式である。電磁式は，試料にか

かる重力を電磁力と釣り合わせ，質量を測定する方法であ

る。高分解能高精度・高感度が必要な分析天びんや精密天

びんに採用されている。 

 図1に電磁式電子天びんの構成例，図2に測定の模式図を

示す。質量測定の動作原理は，てこの原理と同じである。 

 皿に試料を載せると竿は右上がりに傾斜する。竿の右端

にある位置センサ（光源と光電変換素子で構成）よって竿

右端が上方に変化したことを検出し信号を発する。その信

号により，竿に取り付けられたフォースコイルに流す電流

を増加させる。フォースコイルは磁石の磁界中に置かれて

おり，電流を流すとフレミングの左手の法則に従ってコイ

ルに力が発生し，その力の大きさは流した電流値に比例す

る。フォースコイルに発生した力により竿が下方に引っ張

られ，もとの位置に竿が戻される。その時の電流値と試料

の質量は比例関係にあり，前もって関連付けておくことに

より竿を元の位置に戻すために流した電流値より試料の

質量を知ることができる。 

 図1の場合，皿自体の大きさにより試料を載せる位置が

変わり，支点から試料までの距離が変る場合がある。試料

を皿のどの位置に置いても常に力点で発生させた力と釣

り合わせるため，概説1.8の1.（5）に記したロバーバル機

構を採用している。 

 

2. 特徴 

 電磁式電子天びんは，釣り合わせるまでの過渡状態を含

めても，極めて微小の変位状態で測定しているので，計量

機構の支点の回転角も極めて微小である。従って，弾性支

点を使っていてもその復元力は微小であり，比較的機械感

度の低い計量機構を用いても天びんとしての感度を十分

高く保つことが出来る。 

 電磁式電子天びんはゼロ位法の測定機器であり，以下の

ような特徴がある。 

（1） 高精度な精密測定に最も適している方式であり，電

子分析天びんに広くこの方式が採用されている。 

（2） 微小質量用としては，0.10 gまで読み取れる精密天

びんが実用化されており，精度は1/60,000,000 を実現

している。 

（3） 原理的に計量皿の位置が変化しないため各種アプリ

ケーション用としての用途が広がる。 

（4） 温度変化による精度への影響が無視できないため，

環境温度を一定にする，または校正（調整）を頻繁に

行う必要がある。最近では校正用分銅を内蔵し，内部

温度センサにより自動的に校正（調整）を実行する機

種も数多く発売されている。 

（5） 天びんが安定するまでに30分～1時間の予熱時間が

必要である。 

 

3. 用途 

各種分析用試料の質量測定に用いる。 
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第 5 編 参考文献 

第 3章 共通機器（科学機器入門【増補改訂版】より抜粋） 

 

一般社団法人 日本科学機器協会 様のご厚意により， 

科学機器入門【増補改訂版】より抜粋させていただきました。 
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No.66 高速液体クロマトグラフ 
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No.74 天びん 

No.75 天びんのいろいろ 
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No.109 大気汚染/環境測定 
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